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我が国は、国土面積の約 7割を森林が占める、世界でも有数の森林資源大国である。その

中でも、人工林は戦後に造成されたものが多く、約6割が今後 10年間で 50年生以上となり、

本格的な木材利用が可能になると見込まれている。 

また、我が国の木材需要は、これまで住宅分野が中心であったが、最近は、公共建築物や

木質バイオマス発電への活用など住宅分野以外の新たな木材活用の施策が講じられたことに

よって、木材の需要分野が拡大している。 

一方、我が国の森林所有者（林家）の約9割は、所有面積が10ha 未満の小規模な者であり、

森林所有者の収入に相当する山元立木価格は、昭和 55年のピーク時から1割程度に下落して

いることなどを背景として、林業離れが進行している。さらに、昨今は、相続などで所有者

が変わった場合でも、所有権の移転登記を行わない者が少なからず存在しているなど、現状

のままでは、森林資源は木材としての活用が十分なされないだけでなく、水源涵
かん

養や土砂災

害防止機能など森林の公益的機能の発揮にも影響を及ぼすのではないかとの懸念もある。 

このため、農林水産省においては、平成23年に森林法（昭和 26年法律第 249号）を改正

し、所有者を把握する新たな仕組みである「森林の土地所有者届出制度」の創設や、意欲あ

る森林所有者や森林組合等による施業の集約化を進め、伐採や造林をより効率的・効果的に

実施することによって、森林の公益的機能を確保し、持続的な森林経営ができるよう、新た

に「森林経営計画制度」を創設するなど、森林資源を活用するための各種施策を講じている

が、適切な森林管理を実施するためには、併せて新たな木材需要の一層の喚起が必要である。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、我が国の森林の適切な管理を促すと

ともに、新たな木材需要の拡大を推進する観点から、森林法に定められた各種制度の運用状

況、公共建築物の木造化など国主導で導入された新たな木材需要の拡大を推進する施策の現

状等を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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第 1 行政評価・監視の目的等 

 

 

1 目的 

この行政評価・監視は、我が国の森林の適切な管理を促すとともに、新たな木材需要の拡大を推

進する観点から、森林法に定められた各種制度の運用状況、公共建築物の木造化など国主導で導入

された新たな木材需要の拡大を推進する施策の現状等を調査し、関係行政の改善に資するために実

施したものである。 

 

 

2 対象機関 

(1) 調査対象機関 

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、法務省、財務省、厚生労働省 

（2）関連調査等対象機関 

都道府県、市町村、関係団体等 

 

 

3 担当部局 

行 政 評 価 局 

管区行政評価局   4 局（北海道、東北、中国四国、九州） 

行政評価事務所  12 事務所（岩手、栃木、新潟、長野、岐阜、三重、京都、兵庫、奈良、岡山、

高知、宮崎） 

 

 

4 実施時期 

  平成 27 年 12 月～29 年 7 月 



 

 

第 2 行政評価・監視結果 

 

1 森林管理のための制度の適正な運用 

（1）森林の土地所有者届出の徹底 

勧          告 説明図表番号 

我が国の森林面積の約 6 割を占める私有林（注 1）においては、小規模な森林所有者

が多く、農林水産省の「2010 年世界農林業センサス」によると、平成 22 年 2 月現

在、林家（注 2）は全国に約 91 万戸おり、このうちの約 9 割、約 80 万戸は、保有山林

面積 10ha 未満の林家である。 

このため、国は、近接する複数の森林を取りまとめることで、間伐や造林などの

森林施業（注 3）の効率的な実施や、素材生産（注 4）の低コスト化を図る取組（以下「森

林施業の集約化」という。）を進めている。また、森林は、木材生産機能だけでは

なく、土砂災害の防止や水源の涵
かん

養といった公益的機能も有しており、この公益的

機能を維持するためには、森林施業を適切に実施することが求められている。 

一方、原木の価格が低迷しており、相続などで森林の土地所有者が変わった場合

でも、森林の資産価値に比して相続時の登記費用が高いことや、法的な義務が課せ

られていないことから、不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）の規定に基づく所

有権等の移転登記を行わない者が少なからず存在していると言われている。 

森林所有者が分からなくなると、森林組合などの林業事業体（注 5）が所有者に森林

施業の集約化を進めるための働きかけを行うことができなくなるほか、市町村等か

ら所有者に対し、森林施業が適切に行われていない森林についても必要な森林施業

を行うよう助言や指導を行うことが困難となる。 

このようなことから、平成23年に森林法（昭和26年法律第249号）が改正され、

24 年 4 月から、次のとおり、森林所有者を把握する新たな仕組みが追加されてい

る。 

① 売買や相続等により森林の土地を新たに取得した者は、面積にかかわらず、市

町村長に氏名、住所、所有者となった年月日等の所有者情報について、取得後 90

日以内に届出（以下「森林の土地所有者届出」という。）を行うことが義務付け

られ（第 10 条の 7 の 2 第 1 項）、届出を行わない又は虚偽の届出を行った場合

は、10 万円以下の過料が科せられること（第 214 条）。 

② 都道府県知事及び市町村長は、森林法の施行に必要な限度で、その保有する森

林所有者等（注 6）の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たっ

て特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができること

（第 191 条の 2第 1 項）。 

③ 都道府県知事及び市町村長は、森林法の施行のため必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し、必要な情

報の提供を求めることができること（第 191 条の 2第 2項）。 

 

今回、調査対象とした 39市町村（注7）における森林の土地所有者届出制度の周知状

況及び届出の励行状況を調査した結果は、以下のとおりである。 

図表 1-(1)-① 
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図表 1-(1)-⑩ 
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（注1） 「2010年世界農林業センサス」（農林水産省）の定義では、私有林は、個人、会社、寺

社、各種団体等が所有している林野とされている。 

（注2）  「林家」とは、1ha以上の山林を保有する世帯のことである。なお、保有する面積とは、

山林の所有面積から貸付面積を除き、借入面積を加えたものである。 

（注3） 「森林施業」とは、目的とする森林を育成するために行う、間伐、保育、伐採、造林等の

一連の森林に対する人為的行為を指す。なお、間伐とは、成長に伴って混み過ぎた森林の立

木の一部を伐採することであり、造林とは、伐採後に苗木、種子等を植樹又は天然力により

導入して、森林を造ることをいう。 

（注4） 「素材生産」とは、立木を伐採し、枝葉や梢端部分を取り除き、丸太にする工程のことを

いう。 

（注5） 「林業事業体」とは、森林所有者等からの委託又は立木の購入によって、造林・伐採等の

林内作業を担っている事業者のことをいう。 

（注6） 「森林所有者等」とは、「権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成するこ

とができる者」（森林所有者（森林法第2条第2項））のほか、「権原に基づき森林の立木竹

の使用又は収益をする者」（森林法第10条の7）を含むものである。 

（注7） 今回、当省が調査対象とした39市町村は、本文中特に断りがない限り、いずれも林務部局

を指す。 

 

ア 市町村における森林の土地所有者届出制度の周知状況 

森林の土地所有者届出について、全国の市町村が受理した届出件数の推移をみ

ると、森林の土地所有者届出制度が始まった平成 24 年に 1 万 5,212 件であったも

のが 27 年には 2 万 5,361 件（注 8）に増加しているが、調査対象とした 39 市町村に

おいて、平成 24 年度から 27 年度までの 4 年間で受理した森林の土地所有者届出

の件数を調査したところ、最も多い市町村は、同 4 年間で 698 件の届出を受理し

ていたのに対し、最も少ない市町村では、同 4 年間で 1 件しか受理していないな

ど、市町村によって届出件数に較差があり、一部の市町村からは、森林の土地所

有者届出制度は始まったばかりで、住民に十分に浸透していない可能性があると

いった意見が聴かれた。 

調査対象とした 39 市町村における森林の土地所有者届出制度の周知方法を調査

したところ、ホームページやチラシ、市町村広報誌など様々な広報手段を活用

し、周知を行っていたが、市町村が活用している広報手段の数と届出件数には、

明確な相関関係はみられなかった。 

林野庁では、森林の土地所有者届出制度の周知方法について、「森林の土地の

所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて」（平成 24 年 10 月 16 日付け

24 林整計第 123 号林野庁森林整備部計画課長通知）を発出し、都道府県知事及び

市町村長は、森林の土地所有者届出制度の内容について、広報、パンフレットの

配布等により、住民に広く周知する必要があるとしており、「特に、相続におい

ては、日頃森林・林業と関わりが少ない者が森林の土地を取得することも想定さ

れ、市役所や町村役場の住民窓口で、死亡に関する届出（死亡届のほか、世帯主

変更、国民健康保険、国民年金等に係る届出）のリスト表に、『森林の土地を所

有していた者に係る相続については相続人が届出書の提出を行う必要がある』旨

を記載し、手交するといった方法が効果的です」と紹介している。 

  そこで、調査対象とした 39 市町村が平成 26 年度に受理した森林の土地所有者

届出 1,176 件の届出事由を調べたところ、806 件は森林の土地所有者が死亡したこ

とに伴う「相続」によるもので、全体の約 7割を占めていた。 
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このようなことから、市町村が死亡届を受理する際に、森林の土地所有者の相

続人等に森林の土地所有者届出制度の周知を行うことは、有効な周知方法の一つ

であると考えられるが、調査対象とした 39 市町村のうち、死亡届等の相続の手続

で市町村を訪れた森林の土地所有者の相続人等に対し、森林の土地所有者届出制

度のチラシを配布するなどにより周知をしていた市町村数は、当省の調査時点

（平成 28 年 1 月末現在）で 10 市町村（約 26％）（注 9）と 3 割にも満たなかった。 

森林の土地所有者届出は所有者に届出義務が課せられていることに加え、平成

31 年度から市町村には、不動産登記法第 2 条第 9 号の規定に基づく不動産登記簿

や森林の土地所有者届出などの情報を基に、森林の土地所有者情報を整理した

「林地台帳」（注 10）を新たに作成することが義務付けられることもあり、市町村は

森林の土地所有者届出制度の周知を徹底する必要があると考えられる。 

（注8）  全国の市町村が受理した森林の土地所有者届出件数の推移（平成24年から27年まで）は、

林野庁の集計結果による。なお、平成24年の数値については、森林の土地所有者届出制度の

運用開始が4月であるため、4月から12月までの実績である。 

（注9）  当該10市町村のうち、6市町村では、国民年金や国民健康保険など相続に伴い必要な一連

の他の事務手続と併せて、死亡に関する届出のリスト表に森林の土地所有者届出制度を掲載

し、同リスト表により、周知をしていた。 

（注10）  林野庁は、市町村に森林の土地所有者の氏名、住所、土地の境界に関する測量の実施状況

等を記載した「林地台帳」の作成を義務付けるなど、新たな法制上の措置を盛り込んだ森林

法等の一部を改正する法律案を第190回国会に提出し、同法案は、平成28年5月に可決、成立

している。 
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イ 市町村における森林の土地所有者届出の励行に係る取組の実施状況 

森林の所有権は、売買や相続などに伴い、日常的に移転が生じるものであるた

め、その移転状況を精確に把握することは困難である。また、氏名を含む森林所

有者の関連情報は、個人情報であるため、従前は、個人情報保護条例などが障壁

となり、市町村等は関係機関から必要な情報を容易に入手することが困難な状況

にあったが、平成23年の森林法改正により、都道府県及び市町村は、平成24年度

から森林法の施行のため必要があるときは、森林所有者等の把握に関し、関係機

関に必要な情報の提供を求めることが可能となり、これにより得られた情報につ

いては、内部での利用が可能となった。 

このため、林野庁では、平成 23 年の森林法改正を受けて、都道府県及び市町村

に対し、不動産登記簿及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 341 条第 9 号の

規定に基づく固定資産課税台帳を活用した森林所有者を把握するための手順等を

まとめた関連通知を次のとおり発出し、所有者の把握に努めるよう助言してい

る。 

 (ｱ) 不動産登記簿の電子データを活用した森林所有者の把握 

林野庁では、従前は網羅的に把握することが難しかった不動産登記簿に記載

されている森林所有者情報について、「登記情報の電子データによる提供につ

いて」（平成 23 年 9 月 1 日付け 23 林整計第 122 号林野庁森林整備部計画課長

通知）を発出し、平成 24 年度以降において都道府県及び市町村は、森林法の施

行のため必要がある場合、特定の地番に係る登記情報の提供を登記所に依頼す
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ることができるほか、具体的な地番を示すことなく、森林の所有者情報を電子

データによって、登記情報の提供を依頼することができるとしている。 

(ｲ)  固定資産課税台帳を活用した森林所有者の把握状況 

固定資産課税台帳に記載されている森林所有者情報のうち、不動産登記簿と

は異なる市町村の税務部局の調査により独自に知り得た情報（以下「不動産登

記簿と異なる森林所有者情報」という。）については、地方税法第 22 条に規定

する守秘義務が課せられる情報であるため、厳しい利用制限がなされている。 

しかし、平成 23 年の森林法改正によって、ⅰ）森林の土地所有者届出制度が

創設され、市町村に森林の土地所有者を知り得る仕組みが整ったこと、ⅱ）森

林所有者等の把握に関し、都道府県及び市町村は、関係機関に必要な情報の提

供を求めることが可能となったことを受けて、林野庁では、総務省自治税務局

と協議を行った上で「固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する

情報の利用について」（平成 24 年 3 月 26 日付け 23 林整計第 342 号林野庁森林

整備部計画課長通知）を発出し、ⅰ）不動産登記簿と異なる森林所有者情報の

うち、平成 24 年度以降に異動があったものについては、地方税法第 22 条に規

定する守秘義務が課せられる情報に該当しないとして、市町村の林務部局は、

税務部局から必要な情報の提供を受けることが可能である、ⅱ）市町村の林務

部局が税務部局から入手した森林所有者情報は、森林法の施行に必要な限度で

活用し、都道府県に対して提供することが可能であるとの見解を示している。 

 

このようなことから、調査対象とした 39 市町村における、これらの情報源を活

用した森林の土地所有者届出の励行に係る取組の実施状況を調査したところ、調

査対象とした市町村の中には、土地の権利移動等に際し、地方税法第382条の規定

に基づき、登記所から市町村に通知することとされている「登記済通知書」（注 11）

に記載された情報を活用し、森林の土地所有者届出の未届者を確認している市町

村が 2 市町村あり、うち 1 市町村では、「登記済通知書」によって平成 27 年度中

に所有権の移転登記を行ったことが判明しているものの、移転登記から一定の期

間経過後も森林の土地所有者届出が未届であった 53 人に対し森林の土地所有者届

出制度を周知して、46 人（平成 28 年 3 月末現在）から森林の土地所有者届出を提

出させていた。 

しかしながら、調査対象とした 39 市町村のうち、ほとんどの市町村では、森林

法第 10 条の 8 第 1 項の規定に基づき、森林所有者等から「伐採及び伐採後の造林

の届出書」を受理した際に所有者情報を確認する必要があれば、関係機関から個

別に必要な森林所有者情報を入手するといった活用にとどまっており、不動産登

記簿の電子データや固定資産課税台帳に記載されている森林所有者情報を入手し

て、森林の土地所有者届出の未届者を把握し、届出を励行させる取組までは行っ

ていなかった。 

これらの市町村の多くは、他の業務に追われ、そのような取組を行う余裕はな

いなどとしており、また、一部の市町村からは、不動産登記簿等と森林の土地所
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有者届出に基づく所有者情報を照合させたとしても、国土調査法（昭和 26 年法律

第 180 号）に基づく地籍調査が進捗していない（注 12）ことにより、森林の位置・形

状等が一致せず、森林の土地所有者の特定ができない場合があるため、そのよう

な照合に効果があるか分からず、実施にちゅうちょしているといった意見が聴か

れた。 

一方で、調査対象とした一部の森林組合からは、「森林簿」（注 13）の森林所有者

情報の精度が低く、また、住民の個人情報の保護意識の高まりを背景に、自助努

力のみでは森林所有者の把握に限界があるため、森林施業の集約化を進めるに当

たって、行政が主体となって、税情報を活用するなどして森林所有者情報を整理

してほしいといった意見が聴かれたことを踏まえると、市町村は複数の情報源を

活用し、森林の土地所有者届出の未届者の把握に努めるべきであると考えられ

る。 

（注11）  登記所は、地方税法第382条の規定に基づき、土地又は建物の表示及び権利移動等に関す

る登記をした場合、10日以内に当該土地又は家屋の所在地の市町村長に対し、登記済通知

を行うこととされている。 

（注12）  「地籍調査」とは、国土調査法に基づき、市町村等が行う、土地の一筆ごとの所有者、

地番及び地目を把握し、境界の位置と面積を測量する調査のことである。 

地籍調査の全国平均の進捗率は、平成27年度末時点で51％、うち林地分は44％となって

おり、今回調査対象とした市町村別にみても、既に進捗率100％の市町村がある一方で、

0％の市町村があるなど、全国的に較差が生じている（詳細は図表1-(1)-イ-⑤参照）。 

（注13）  林野庁では、「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いにつ

いて」（平成12年5月8日付け12林野計第154号農林水産事務次官依命通知。最終改正：平成

25年3月29日付け24林国管第164号）及び「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に

関する事務の取扱いの運用について」（平成12年5月8日付け12林野計第188号林野庁長官通

知。最終改正：平成25年3月29日付け24林整計第323号）を都道府県に発出し、民有林の所

在地や面積、樹種など森林の概況のほか、森林所有者の氏名も記載事項に含む「森林簿」

を作成するよう指導している。 
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森林施業の集約化や森林施業が十分に行われていない森林所有者等に対し、森林

施業の実施の働きかけを行う上で、森林所有者情報は必要不可欠な情報であるが、

森林組合等の林業事業体の自助努力のみで当該情報を把握することには限界がある

ことから、行政が主体的に当該情報を把握し、一元的に当該情報の管理を行うこと

は、森林所有者の特定を効率的に進め、所有者不明森林を可能な限り少なくする観

点からも必要であると考えられる。 

 

【所見】 

 したがって、農林水産省は、森林の土地所有者届出を徹底する観点から、以下の

措置を講ずる必要がある。 

① 森林の土地所有者届出の未届を防止するため、例えば、死亡届の提出時に併せ

て、森林の土地所有者届出制度の周知を行うなど、全国の市町村が行っている森

林の土地所有者届出制度の周知方法について把握を行い、その結果に基づき、市

町村に対し、森林の土地所有者届出制度の効果的な周知方法を紹介すること。 

② 市町村に対し、関係機関から森林の土地所有者の異動情報を定期的に入手する

などして、森林の土地所有者届出の未届者の有無を把握し、未届者がいた場合
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は、森林の土地所有者届出を提出させるための働きかけを行うよう要請するこ

と。 

 



図表 1－(1)－① 我が国の森林面積の内訳 

（単位：万 ha） 

 

 

 

 

（注）1 林野庁の「森林資源の現況」（平成 24 年 3 月 31 日現在）に基づき、当省が作
成した。 

   2 （ ）内は構成比であり、四捨五入しているため、民有林の内訳の計は一致
しない。 

 

⺠有林 
1,741

（69％） 

国有林 
767

（31％） 

私有林 
1,449

（58％） 

公有林 
292

（12％） 

全森林 
2,508

（100％） 
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図表 1－(1)－④ 森林施業の集約化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 林野庁からの提供資料に基づき、当省が作成した。 
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図表 1－(1)－⑧ 森林の土地所有者を把握する新たな仕組みに関係する条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 2 章の 2 営林の助長及び監督等 

    第 1 節 市町村等による森林の整備の推進 

 

（森林の土地の所有者となった旨の届出等） 

第 10 条の 7 の 2 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土

地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届

け出なければならない。ただし、国土利用計画法 （昭和 49 年法律第 92 号）第 23 条第 1

項の規定による届出をしたときは、この限りでない。 

2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があった場合において、当該届出に係る民有

林が第 25 条若しくは第 25 条の 2の規定により指定された保安林又は第 41 条の規定によ

り指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところ

により、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。 

 

第 7 章 雑則 

 

（森林所有者等に関する情報の利用等） 

第 191 条の 2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有

する森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たって特

定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

2 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地

方公共団体の長その他の者に対して、森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求

めることができる。 

 

第 8 章 罰則 

第 214 条 第 10 条の 7 の 2 第 1 項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

者は、10 万円以下の過料に処する。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（森林の土地の所有者となった旨の届出等） 

第 7 条 法第 10 条の 7 の 2 第 1 項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となって

いる民有林について新たに当該森林の土地の所有者となった日から 90 日以内に届出書（1

通）を市町村の長に提出してしなければならない。 

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

一 当該土地の位置を示す地図 

二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 

3 法第 10 条の 7 の 2 第 2 項の規定による通知は、届出のあつた日から 30 日以内に第 1 項

の届出書の写しを添えてするものとする。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(1)－⑨ 森林の土地所有者届出の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件」（昭和 37 年農林省告

示第 851 号）による。 

 



図表 1－(1)－⑩　調査対象とした17道府県及び39市町村

（注） 1
2

岩手県 宮古市 岩手町

岐阜県 郡上市

北海道 美深町 むかわ町 釧路町

青森県 青森市 平内町 五戸町

川辺町

栃木県 佐野市 矢板市

新潟県 魚沼市 阿賀町

長野県 飯田市 筑北村

静岡県 静岡市 伊豆市

三重県 松阪市 紀北町

京都府 京都市 福知山市 南丹市

兵庫県 丹波市 神河町

真庭市

熊本県 八代市 天草市 山都町

広島県 庄原市 東広島市 北広島町

高知県 土佐町 四万十町

　当省が作成した。
　道府県及び市町村の順序は、総務省自治行政局が作成した「都道府県コード」及び「市区町村
コード」による。

市町村名

17道府県

道府県名

宮崎県 延岡市 西都市

39市町村

奈良県 五條市 宇陀市

岡山県 津山市



図表1－(1)－ア－①　全国の市町村において受理した森林の土地所有者届出の件数等の推移
（単位：件、ha）

平成24年 25年 26年 27年

件数 15,212 25,780 28,009 25,361

平成24年の数値を100
とした場合の指数

100 169 184 167

面積 42,574 83,889 110,622 89,625

平成24年の数値を100
とした場合の指数 100 197 260 211

（注）

区分

届出件数

届出面積

1　林野庁から提供を受けた資料に基づき、当省が作成した。

2　各年ともに、1月から12月（平成24年は4月から12月）までの数値である。
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に
実

施
）

釧
路

町
0

1
0

0
1

○
（
平

成
2
4
年

2
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

2
月

に
実

施
）

青
森

市
1
2

1
3

2
6

2
0

7
1

○
（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
◎

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

平
内

町
3
8

6
2

5
8

6
5

2
2
3

○
（
平

成
2
4
年

6
月

か
ら

実
施

）

五
戸

町
1
0

1
1

9
1
2

4
2

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

宮
古

市
6
4

5
9

7
0

9
2

2
8
5

毎
年

１
回

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

Ｆ
Ｍ

に
お

い
て

周
知

を
実

施
（
注

5
）

岩
手

町
3

2
2

8
1
5

○
（
平

成
2
4
年

5
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

平
成

2
3
年

2
月

か
ら

、
毎

年
1

回
町

内
全

地
域

を
対

象
に

開
催

す
る

農
業

振
興

座
談

会
に

お
い

て
周

知
を

実
施

佐
野

市
1
4

1
7

3
2

2
7

9
0

○
（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

矢
板

市
5

7
1

7
2
0

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

魚
沼

市
1
8

4
5

7
4

5
6

1
9
3

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
毎

年
1
回

実
施

）

阿
賀

町
4

2
2

2
1
0

○
（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）

長
野

県
飯

田
市

2
4

2
3

2
3

2
3

9
3

○
（
平

成
2
5
年

1
0
月

か
ら

実
施

）

①
平

成
2
6
年

7
月

か
ら

住
民

へ
の

「
暮

ら
し

の
便

利
帳

」
に

掲
載

②
毎

年
１

回
開

催
す

る
「
森

林
づ

く
り

地
区

懇
談

会
」
の

参
加

者
に

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

を
配

布
③

平
成

2
4
年

8
月

に
司

法
書

士
会

に
周

知
を

依
頼

④
平

成
2
9
年

1
0
月

に
「
死

亡
届

に
伴

う
関

係
届

一
覧

表
」

に
掲

載
予

定

平
成

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
４

年
間

の
合

計
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

窓
口

で
の

チ
ラ

シ
備

付
市

町
村

広
報

誌
に

掲
載

死
亡

届
の

受
理

時
に

併
せ

て
周

知

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

栃
木

県

新
潟

県

道
府

県
名

市
町

村
名

届
出

の
件

数
届

出
制

度
の

周
知

状
況

（
平

成
2
8
年

１
月

末
現

在
） 「

登
記

済
通

知
書

」
(注

3)

を
活

用
し

て
未

届
者

に
周

知
そ

の
他



平
成

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
４

年
間

の
合

計
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

窓
口

で
の

チ
ラ

シ
備

付
市

町
村

広
報

誌
に

掲
載

死
亡

届
の

受
理

時
に

併
せ

て
周

知

道
府

県
名

市
町

村
名

届
出

の
件

数
届

出
制

度
の

周
知

状
況

（
平

成
2
8
年

１
月

末
現

在
） 「

登
記

済
通

知
書

」
(注

3)

を
活

用
し

て
未

届
者

に
周

知
そ

の
他

長
野

県
筑

北
村

0
0

1
2

7
1
9

郡
上

市
1
2
3

1
9
5

1
5
6

2
2
4

6
9
8

○
（
平

成
2
5
年

2
月

か
ら

実
施

）

　
　

　
　

　
　

○
（
平

成
2
5
年

・
2
7
年

に
各

1
回

実
施

）

○
（
平

成
2
7
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
7
年

9
月

か
ら

実
施

）

平
成

2
5
年

１
月

に
行

政
書

士
会

及
び

司
法

書
士

会
に

周
知

を
依

頼

川
辺

町
1
2

1
4

2
2

1
3

6
1

◎
（
平

成
2
3
年

4
月

か
ら

実
施

）

静
岡

市
1
1

4
3

6
6

5
4

1
7
4

伊
豆

市
8

2
8

2
0

2
0

7
6

○
（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

松
阪

市
2
1

1
7

2
0

5
4

1
1
2

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

紀
北

町
2
2

1
2

1
0

1
4

5
8

○
（
平

成
2
7
年

4
月

か
ら

実
施

）

平
成

2
8
年

3
月

に
「
き

ほ
く

暮
ら

し
の

便
利

帳
」
に

掲
載

し
、

全
戸

配
布

京
都

市
4
5

2
5

3
4

2
7

1
3
1

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
過

去
2
回

程
度

実
施

）

福
知

山
市

1
8

3
1

3
9

5
6

1
4
4

○
（
平

成
2
4
年

6
月

か
ら

実
施

）

森
林

組
合

員
向

け
の

「
森

林
組

合
だ

よ
り

」
（
平

成
2
5
年

7
月

号
）
に

掲
載

南
丹

市
7

2
8

8
2
9

7
2

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

丹
波

市
4
1

4
8

4
2

5
8

1
8
9

○
（
平

成
2
5
年

2
月

か
ら

実
施

）

神
河

町
2

6
6

8
2
2

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

平
成

2
4
年

7
月

か
ら

毎
年

１
回

、
町

内
全

集
落

の
区

長
、

山
林

部
長

に
対

し
、

チ
ラ

シ
を

配
布

五
條

市
1
2

4
1
0

1
6

4
2

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

宇
陀

市
1
5

1
2

2
8

1
4

6
9

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
毎

年
1
、

2
回

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

奈
良

県

岐
阜

県

静
岡

県

三
重

県

京
都

府

兵
庫

県



平
成

2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
４

年
間

の
合

計
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

窓
口

で
の

チ
ラ

シ
備

付
市

町
村

広
報

誌
に

掲
載

死
亡

届
の

受
理

時
に

併
せ

て
周

知

道
府

県
名

市
町

村
名

届
出

の
件

数
届

出
制

度
の

周
知

状
況

（
平

成
2
8
年

１
月

末
現

在
） 「

登
記

済
通

知
書

」
(注

3)

を
活

用
し

て
未

届
者

に
周

知
そ

の
他

津
山

市
1
7

2
6

2
9

2
9

1
0
1

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
◎

（
平

成
2
5
年

1
0
月

か
ら

実
施

）

真
庭

市
2
1

5
0

7
9

6
3

2
1
3

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

　
　

　
　

　
　

 ◎
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

庄
原

市
3
3

4
5

2
5

2
4

1
2
7

○
（
平

成
2
4
年

1
0
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
過

去
2
回

程
度

実
施

）

東
広

島
市

1
8

1
5

1
1

2
3

6
7

○
（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

3
月

か
ら

実
施

）

北
広

島
町

9
2
0

1
9

1
8

6
6

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

4
月

に
実

施
）

土
佐

町
2

4
6

8
2
0

　
　

　
　

　
　

○
(注

5)

　
　

（
平

成
2
4
年

か
ら

実
施

）

○
（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

四
万

十
町

3
5

6
2

7
2

3
8

2
0
7

○
（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

八
代

市
2
1

3
0

3
2

2
7

1
1
0

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）

平
成

2
3
年

4
月

か
ら

森
林

組
合

が
毎

年
5
回

の
頻

度
で

開
催

す
る

林
業

説
明

会
（
座

談
会

）
に

お
い

て
、

制
度

説
明

を
実

施

天
草

市
5
6

3
0

7
8

1
0
1

○
（
平

成
2
7
年

5
月

か
ら

実
施

）

山
都

町
1
2

2
2

2
6

3
6

9
6

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

3
月

に
実

施
）

延
岡

市
5
0

5
4

9
1

4
9

2
4
4

○
（
平

成
2
4
年

4
月

か
ら

実
施

）
○

（
平

成
2
4
年

7
月

か
ら

実
施

）
◎

（
平

成
2
4
年

7
月

か
ら

実
施

）

西
都

市
4

4
3

4
1
5

8
0
9

1
,0

7
3

1
,1

7
6

1
,2

5
1

4
,3

0
9

1
9
市

町
村

2
4
市

町
村

1
6
市

町
村

1
0
市

町
村

2
市

町
村

（
１

市
町

村
の

平
均

）
2
0
.7

2
7
.5

3
0
.2

3
2
.1

1
1
0
.5

4
8
.7

%
6
1
.5

%
4
1
.0

%
2
5
.6

%
5
.1

%

宮
崎

県

岡
山

県

広
島

県

高
知

県

熊
本

県

計

（
注

）
1

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

2
「
届

出
制

度
の

周
知

状
況

（
平

成
2
8
年

1
月

末
現

在
）
」
欄

の
各

欄
は

、
「
そ

の
他

」
欄

を
除

き
、

実
施

し
て

い
る

場
合

に
「
○

」
又

は
「
◎

」
を

付
し

、
（

）
内

に
実

施
時

期
を

記
載

し
た

。
ま

た
、

「
そ

の
他

」
欄

は
、

実
施

し
て

い
る

場

合
に

、
そ

の
内

容
を

記
載

し
た

。
な

お
、

空
欄

は
、

何
も

実
施

し
て

い
な

い
こ

と
を

表
す

。

3
登

記
所

（
法

務
局

等
）
は

、
地

方
税

法
第

3
8
2
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

土
地

又
は

建
物

の
表

示
及

び
権

利
移

動
等

に
関

す
る

登
記

を
し

た
場

合
、

1
0
日

以
内

に
当

該
土

地
又

は
家

屋
の

所
在

地
の

市
町

村
長

に
対

し
、

通
知

（
登

記
済

通
知

書
）
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

、
調

査
対

象
と

し
た

市
町

村
の

中
に

は
、

同
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

情
報

を
活

用
し

て
森

林
の

土
地

所
有

者
届

出
の

未
届

者
を

把
握

し
、

把
握

し
た

未
届

者
に

対
し

、
周

知
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村
が

あ
っ

た
。

4
「
死

亡
届

の
受

理
時

に
併

せ
て

周
知

」
欄

の
「
◎

」
を

付
し

て
い

る
市

町
村

に
つ

い
て

は
、

国
民

年
金

や
国

民
健

康
保

険
な

ど
相

続
に

伴
い

必
要

な
一

連
の

他
の

事
務

手
続

き
と

併
せ

て
、

死
亡

に
関

す
る

届
出

の
リ
ス

ト
表

に

森
林

の
土

地
所

有
者

届
出

制
度

を
掲

載
し

、
同

リ
ス

ト
表

に
よ

り
、

当
該

制
度

の
周

知
を

実
施

し
て

い
た

市
町

村
で

あ
る

。
な

お
、

「
○

」
を

付
し

た
市

町
村

は
、

死
亡

に
関

す
る

届
出

の
リ
ス

ト
表

に
、

森
林

の
土

地
所

有
者

届
出

制

度
の

掲
載

は
し

て
い

な
い

も
の

の
、

死
亡

届
の

受
理

時
に

併
せ

て
、

当
該

制
度

の
チ

ラ
シ

等
を

用
い

て
、

周
知

を
実

施
し

て
い

た
市

町
村

で
あ

る
。

5
詳

細
な

実
施

時
期

は
不

明
で

あ
る

。

6
「
届

出
制

度
の

周
知

状
況

（
平

成
2
8
年

1
月

末
現

在
）
」
欄

の
「
計

」
欄

の
下

段
は

、
調

査
対

象
市

町
村

数
に

占
め

る
割

合
で

あ
る

。



図表1－(1)－ア－③ 森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて（平

成24年 10月 16日付け 24林整計第123号林野庁森林整備部計画課長通

知）（抜粋） 

2  届出書を確実に提出してもらうための取組 

本制度は、売買、相続等により森林の土地を所有することとなったときは、その土

地の規模の大小に関わらず、森林の土地の所有者となった旨の届出書（以下「届出書」

という。）の届出の義務が等しく課せられるものです。 

このため、都道府県知事及び市町村の長は、本制度の内容について、広報、パンフ

レットの配布、掲示、窓口への備え付け等により、現に森林の土地の所有者である者

はもとより広く住民に周知徹底し、法が遵守されるよう配慮することが重要です。 

特に、相続においては、日頃森林・林業と関わりが少ない者が森林の土地を取得す

ることも想定され、市役所や町村役場の住民窓口で、死亡に関する届出（死亡届のほ

か、世帯主変更、国民健康保険、国民年金等に係る届出）のリスト表に、「森林の土地

を所有していた者に係る相続については相続人が届出書の提出を行う必要がある」旨

を記載し、手交するといった方法が効果的です。 

 

3  事務処理マニュアル 

(2) 具体的な事務処理 

⑥ 森林簿及び他部局や他機関が保有する森林所有者情報の確認 

○ 市町村林務部局が保有する森林簿等の森林情報、都道府県が保有する保安林又

は保安施設地区に関する情報のほか、必要に応じて、市町村の他部局や他機関

が保有する森林所有者情報等について森林法第 191 条の 2 の規定に基づく森林

所有者等に関する情報の利用等により、届出書に記載された森林の土地の所在

場所に対応する森林所有者又は森林の土地の所有者の情報を確認します。 

「市町村の他部局や他機関が保有する森林所有者情報等」として以下のような

ものがあります。 

・ 登記所が保有する森林所有者等に関する情報 

・ 地籍調査により得られた市町村地籍担当部局が保有する森林所有者等に関す

る情報 

・ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 382 条第 1 項及び第 2 項の規定に基

づく登記所から市町村長への通知（登記済通知書）に記載された情報 

・ 地方税法第 341 条第 9 号に規定する固定資産課税台帳に記載されている情報 

（注） 下線は、当省が付した。 
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美深町 0 2 1 1 4 0% 50% 25% 25% 100%

むかわ町 1 0 1 0 2 50% 0% 50% 0% 100%

釧路町 0 0 0 0 0 - - - - -

青森市 21 3 2 0 26 81% 12% 8% 0% 100%

平内町 42 13 3 0 58 72% 22% 5% 0% 100%

五戸町 8 0 1 0 9 89% 0% 11% 0% 100%

宮古市 57 4 7 2 70 81% 6% 10% 3% 100%

岩手町 1 1 0 0 2 50% 50% 0% 0% 100%

佐野市 27 2 3 0 32 84% 6% 9% 0% 100%

矢板市 1 0 0 0 1 100% 0% 0% 0% 100%

魚沼市 62 6 6 0 74 84% 8% 8% 0% 100%

阿賀町 1 0 1 0 2 50% 0% 50% 0% 100%

飯田市 18 3 0 2 23 78% 13% 0% 9% 100%

筑北村 10 0 2 0 12 83% 0% 17% 0% 100%

郡上市 106 21 22 7 156 68% 13% 14% 4% 100%

川辺町 19 1 2 0 22 86% 5% 9% 0% 100%

静岡市 58 4 3 1 66 88% 6% 5% 2% 100%

伊豆市 17 2 1 0 20 85% 10% 5% 0% 100%

松阪市 15 2 3 0 20 75% 10% 15% 0% 100%

紀北町 4 4 2 0 10 40% 40% 20% 0% 100%

京都市 14 17 3 0 34 41% 50% 9% 0% 100%

福知山市 11 23 5 0 39 28% 59% 13% 0% 100%

南丹市 7 1 0 0 8 88% 13% 0% 0% 100%

丹波市 36 4 1 1 42 86% 10% 2% 2% 100%

神河町 6 0 0 0 6 100% 0% 0% 0% 100%

五條市 8 2 0 0 10 80% 20% 0% 0% 100%

宇陀市 19 6 3 0 28 68% 21% 11% 0% 100%

津山市 24 2 0 3 29 83% 7% 0% 10% 100%

真庭市 55 12 9 3 79 70% 15% 11% 4% 100%

庄原市 15 4 6 0 25 60% 16% 24% 0% 100%

東広島市 8 3 0 0 11 73% 27% 0% 0% 100%

北広島町 15 1 3 0 19 79% 5% 16% 0% 100%

土佐町 3 2 1 0 6 50% 33% 17% 0% 100%

四万十町 42 16 12 2 72 58% 22% 17% 3% 100%

八代市 20 11 1 0 32 63% 34% 3% 0% 100%

天草市 6 0 0 1 7 86% 0% 0% 14% 100%

山都町 16 4 3 3 26 62% 15% 12% 12% 100%

延岡市 33 52 6 0 91 36% 57% 7% 0% 100%

西都市 0 3 0 0 3 0% 100% 0% 0% 100%

806 231 113 26 1,176 69% 20% 10% 2% 100%

岩手

栃木

新潟

長野

岐阜

静岡

三重

京都

兵庫

奈良

その他

届出事由別の内訳（割合）

相続 売買 贈与 その他 計

広島

高知

熊本

宮崎

計

岡山

青森

届出事由別の内訳（件数）

計相続 売買 贈与

（単位：件）

道府県名 市町村名

図表 1－(1)－ア－⑤　調査対象とした市町村が平成26年度に受理した森林の土地所有者届出の事由別内訳

北海道

（注）1 当省の調査結果による。

2 「届出事由別の内訳（割合）」については、小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％となって

いない場合がある。

3 「その他」は、寄附による取得や土地を分筆したことなどによるものである。



図表 1－(1)－ア－⑥ 平成 28 年の改正により追加された林地台帳に関係する条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

（林地台帳の作成） 

第 191 条の 4 市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の森林（地域森林計画の

対象となっている民有林に限る。以下この条から第 191 条の 6 までにおいて同じ。）の

土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。 

一 その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所 

二 その森林の土地の所在、地番、地目及び面積 

三 その森林の土地の境界に関する測量の実施状況 

四 その他農林水産省令で定める事項 

2 林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出そ

の他の手続により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な

記載を確保するよう努めるものとする。 

3 前 1 項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表） 

第 191 条の 5 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に

記載された事項（公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表するこ

とが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。）を公表するものとする。 

2 市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森

林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。 

3 前条第 1項及び第 3項の規定は、前項の地図について準用する。 

 

附則 

 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、平成 29 年 4 月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 次条から附則第 4 条まで及び附則第 15 条の規定 公布の日（次号において「公布

日」という。） 

二 （略） 

 

第 7 条 施行日から平成 31 年 3 月 31 日までの間は、新森林法第 191 条の 4 第１項中「作

成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、新森林法第 191 条の 5第

1 項及び第 2 項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。 

 

○ 森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号）（抜粋） 

 

（台帳情報の提供） 

第 10 条 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次

に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載

された事項を提供することができる。  

一 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施

業若しくは経営の委託を受けた者  

二 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森

林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者  

三 当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営



計画に係る法第 11 条第 5 項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経

営の委託を受けた者  

四 農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（林地台帳の記載事項） 

第 104 条の 2 法第 191 条の 4第 1項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

一 その森林の土地を含む小流域 

二 その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該

森林経営計画について法第 11 条第 5項の認定をした者 

三 その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている

森林（以下この号において「公益的機能別施業森林等」という。）の土地である場合に

は、当該公益的機能別施業森林等の区域内における施業の方法 

 

（台帳情報の提供） 

第 104 条の 3 令第 10 条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書（一通）を提出し

てしなければならない。ただし、同条第四号に掲げる者については、この限りではない。 

一 申出者の氏名又は名称及び住所 

二 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番 

三 当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者

に係るものが含まれる場合には、その使用目的 

四 前三号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項 

2  前項の申出書には、申出者が令第 10 条第一号から第三号までに掲げる者であること

を証する書面を添えなければならない。 

3  市町村は、令第 10 条の求めがあった場合において、当該求めに係る森林の土地につ

いて林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業

の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。 

4  市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事

項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を

付すことができる。 

 

（公表することが適当でない事項） 

第 104 条の 4 法第 191 条の 5第 1項の農林水産省令で定める事項は、法第 191 条の 4第

1 項第一号に掲げる事項とする。 

 

（林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出） 

第 104 条の 5 法第 191 条の 6第 1項の規定による申出は、申出書（一通）を提出してし

なければならない。 

2  前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する

書面を添えなければならない。 

（注） 下線は、当省が付した。 
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図表 1－(1)－イ－① 登記情報の電子データによる提供について（平成 23 年 9 月 1日付け

23 林整計第 122 号林野庁森林整備部計画課長通知）（抜粋） 

 

1  情報提供依頼の目的について 

登記所が保有する森林所有者等に関する情報の提供依頼は、森林法第 191 条の 2 第 2

項に基づき、同法の施行のため必要があるときに行いうるものである。 

また、提供依頼が可能な情報は、現に森林所有者である者に関する登記情報であり、

伐採及び伐採後の造林の届出に係る変更命令や遵守命令など同法の施行のため必要が

あるときに、特定の地番に係る森林所有者に関する登記情報の提供を依頼することが

できるほか、2(2)のとおり、具体的な地番を示すことなく、地番区域（大字）単位で

一定の区域における登記情報の提供依頼をすることができることから、都道府県知事

が同法第５条に規定する地域森林計画を作成するときや市町村長が同法第 10 条の 5

に規定する市町村森林整備計画を作成するときに、必要な資料の収集のため、効率的

に活用することも可能であると考えている。 

 

2 登記所への電子データでの提供依頼方法 

(1) 電子データの形式はＣＳＶファイルであり、登記情報の電子データの編集項目の

詳細は別紙 1 のとおりである。 

提供依頼に当たっては、別紙 2「ＣＳＶファイル提供依頼申出書」（以下「申出

書」という。）に必要事項を記入の上、ＣＳＶファイルを格納するための記録媒体

（ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ等）と併せて管轄登記所へ提出する。 

その際、提供されるＣＳＶファイルには、登記官において、パスワードを設定

する必要があるため、当該パスワード（英数字混在で、不規則かつ 12 字以上の文

字列による。）を適宜の書面により申し出る。 

(2) 申出書の作成に当たっては、「2 依頼する物件の表示」に調査対象となる土地の

所在及び地番を記載する。ただし、具体的な地番を示すことなく、地番区域（大

字）のみを記載し、地番区域単位で依頼することも可能である。 

(3) その他不明な点等がある場合には、管轄登記所に確認する。 

 

別紙 1 （略） 

 

別紙 2 （略） 

 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(1)－イ－② 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）（抜粋） 

（秘密漏えいに関する罪） 

第 22 条 地方税に関する調査（不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事

件の調査を含む。）若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律 （昭和 44 年法律第 46 号）の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に

関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの

事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万

円以下の罰金に処する。 

 

（登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載） 

第 382 条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10 日以内に、その旨を当

該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。 

2   （略） 

3  市町村長は、前２項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該

土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載（当該土地課税台帳

又は家屋課税台帳の備付けが第 380 条第 2 項の規定により電磁的記録の備付けをもって行わ

れている場合にあっては、記録。以下本項において同じ。）をし、又はこれに記載をされた事項を

訂正しなければならない。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(1)－イ－③ 固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する情報の利用

について（平成 24 年 3 月 26 日付け 23 林整計第 342 号林野庁森林整備

部計画課長通知）（抜粋） 

1  提供を受けることが可能な情報について 

地方税法第 341 条第１項第 9号に規定する固定資産課税台帳（以下「台帳」という。）

に記載されている森林法第 10 条の 7の 2 に規定する森林の土地の所有者（以下「森林

の土地の所有者」という。）に関する情報のうち、地方団体の税務部局が調査した結果

知り得た情報（以下「登記簿と異なる台帳記載情報」という。）については、同条の規

定に基づき、同条が施行される平成 24 年 4 月 1日以降、新たに森林の土地の所有者と

なった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる台帳記載情報に限り、地方税

法第 22 条の守秘義務が課される情報に該当しないこととなることから、市町村林務部

局は地方団体の税務部局から当該登記簿と異なる台帳記載情報の提供を受けることが

可能である。 

また、提供を受けることができる登記簿と異なる台帳記載情報は、森林法第 191 条の

2 第 1項に基づき同法の施行に必要な限度で利用しうるものであり、その内容について

は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所（所有権を移転せず変更された所有者

の住所は、森林部局への届出義務がないため、提供を受けることができる登記簿と異な

る台帳記載情報に含まれない。）、その森林の土地の所在、その森林の土地の面積、その

森林の土地の持分（共有林に限る。）といった事項に限られる。 

なお、市町村林務部局が、地方団体の税務部局から台帳に記載されている森林の土地

の所有者に関する情報で一般に公開されているものの提供を受けることは、従前どお

り、可能である。 

 

2  提供を受けるに当たっての手続 

（略） 

 

3  把握した情報の活用 

市町村林務部局は、台帳の情報の照会等により得た森林所有者に関する情報を森林

法の施行に必要な限度で活用し、保有する森林所有者に関する情報の修正に利用する

ことが可能であるとともに、森林法の施行に必要な限度でその情報を都道府県林務部

局へ提供することが可能である。また、都道府県又は市町村の林務部局は、関係法令

及び個人情報保護条例の適用の下で、修正後の森林所有者に関する情報を外部へ提供

することも可能である。 

 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(1)－イ－④ 「登記済通知書」に記載された情報を活用して把握した森林の

土地所有者届出の未届者に対し、当該制度の周知を実施している

例（郡上市） 

郡上市では、①森林の土地所有者届出が必ずしも励行されていないとの認識があっ

たこと、②林野庁から発出された「森林の土地所有者届出の事務処理マニュアル」に

おいて、次のとおり、登記所から市町村に通知される「登記済通知書」（地方税法第

382 条）により、森林所有者情報を確認するよう紹介されていたことから、平成 27

年度から同通知書を活用して、森林の土地所有者届出の未届者を把握する取組を開始

している。 

 
○ 「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて」（平 

成 24 年 10 月 16 日付け 24 林整計第 123 号林野庁森林整備部計画課長通知） 
（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注） 下線は、当省が付した。 

 

具体的には、登記所（法務局）から郡上市の税務部局に通知された地目が山林等の

「登記済通知書」（別添①参照）と同市の林務部局が受理した森林の土地所有者届出

書（国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）第 23 条の規定に基づく森林関係の届

出書を含む。以下同じ。）を照合し、照合の結果、「登記済通知書」によって、平成

27 年度中に所有権の移転登記を行ったことが判明しているものの、移転登記から一

定の期間（おおむね 3か月程度）経過後も森林の土地所有者届出が未届であった者に

対して、「森林の土地の所有者届出の提出のお願い」（別添②参照）を平成 27 年 9 月

から順次発送し、提出を督促している。 

郡上市が上記督促を行った結果、督促した 53 人（平成 28 年 1 月 7 日現在）中 46 人

（86.8％）の所有者から森林の土地所有者届出が提出（平成 28 年 3 月末現在）され

ており、督促によって一定の効果が上がっている状況がみられる。 

 

３ 事務処理マニュアル 

(2) 具体的な事務処理 

⑥ 森林簿及び他部局や他機関が保有する森林所有者情報の確認 

○ 市町村林務部局が保有する森林簿等の森林情報、都道府県が保有する保安林又は保安

施設地区に関する情報のほか、必要に応じて、市町村の他部局や他機関が保有する森林

所有者情報等について森林法第 191 条の２の規定に基づく森林所有者等に関する情報

の利用等により、届出書に記載された森林の土地の所在場所に対応する森林所有者又は

森林の土地の所有者の情報を確認します。 

「市町村の他部局や他機関が保有する森林所有者情報等」として以下のようなものが

あります。 

・ 登記所が保有する森林所有者等に関する情報 

・ 地籍調査により得られた市町村地籍担当部局が保有する森林所有者等に関する情報 

・ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 382 条第１項及び第２項の規定に基づく登

記所から市町村長への通知（登記済通知書）に記載された情報 

・ 地方税法第 341 条第９号に規定する固定資産課税台帳に記載されている情報 
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別添② 

郡上市が森林の土地所有者届出の未届者に対して督促を促している文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 別添①及び別添②は、郡上市から入手した資料に基づき、当省が作成した。 
3  別添②に添付される「別紙のチラシ」（林野庁が作成した森林の土地所有者届出制度
のチラシ）は、省略している。 



進捗率 市町村名 進捗率

美深町 23%

むかわ町 87%

釧路町 89%

青森市 58%

平内町 100%

五戸町 100%

宮古市 39%

岩手町 100%

佐野市 0%

矢板市 24%

魚沼市 63%

阿賀町 5%

飯田市 30%

筑北村 3%

郡上市 4%

川辺町 4%

静岡市 3%

伊豆市 8%

松阪市 5%

紀北町 1%

京都市 1%

福知山市 16%

南丹市 3%

丹波市 27%

神河町 23%

五條市 8%

宇陀市 25%

津山市 100%

真庭市 91%

庄原市 18%

東広島市 95%

北広島町 75%

土佐町 95%

四万十町 82%

八代市 55%

天草市 100%

山都町 46%

延岡市 51%

西都市 17%

（参考） 全国（47都道府県）平均

うち林地の平均

（注）

図表 1－(1)－イ－⑤　調査対象とした道府県及び市町村における地籍調査の実施状況
　　　　　　　　　           （平成27年度末時点）

道府県名

44%

国土交通省が公表している資料に基づき、当省が作成した。

51%

長野県

岐阜県

静岡県

三重県

京都府

兵庫県

宮崎県

北海道 63%

青森県 93%

91%

栃木県 22%

新潟県 34%

岩手県

奈良県

岡山県

広島県

高知県

熊本県

66%

38%

16%

25%

9%

8%

24%

12%

85%

53%

54%

80%



意見の内容

自ら有料で登記簿や公図を入手しているが、民間団体であるため住民の個人情報の
保護意識の高まりを背景に、情報の取得に限界があり人手もとられるため、行政が保有
している森林所有者情報を提供してほしい。現在、現場の山林を熟知している精通者を
頼りに、所有者情報を整理しているが、80歳前後の高齢者が多いため、あと数年で有益
な情報が得られなくなるのではないかと心配している。当組合が管理する森林は、市町
村から公益的機能別施業森林に指定される森林が多く、所有者の所在が分からず、施
業されないまま放置される森林が増加すると、今後、山地崩壊等による災害の発生も危
惧される。
行政から提供される森林所有者情報が、必ずしも真の森林所有者ではない可能性は

あるが、手掛かりとなる可能性はあるため、広く浅くでもいいので、とりあえず行政からの
森林の土地所有者情報は入手しておきたい。
なお、平成25年度に国の「森林整備加速化・林業再生基金事業（森林境界明確化）」

を活用して、森林簿のある林班（面積77ha）について、掲載された森林所有者情報の実
態調査を約半年間かけて実施したが、森林所有者の氏名と所在、位置が正確に判明し
たものは、総面積の3分の1程度（25ha/77ha≒32.5％）であった。

森林経営計画を作成したい林班内に森林所有者の所在が不明の森林があり、不動産
登記簿を閲覧しても、近辺の住民に確認しても、当該所有者の連絡先が分からなかった
ため、計画の作成を断念したことがある。市町村が保有する税情報などの所有者情報を
適切に森林簿に反映できれば、森林の土地所有者を特定する手掛かりにつながる可能
性があるのではないか。

県から提供を受けている森林簿については、ⅰ）記載されている所有者情報が古くから
更新されておらず、陳腐化している、ⅱ）所有者名がカタカナ表記で分かりづらく、読み
仮名に誤りが多いなど、現場の実態と異なっており、使いづらいものとなっている。

森林施業を実施しようと思う森林について、森林簿を頼りに所有者を特定しようとして
も、所在が特定できず、周辺に聞き込みを行うなどする必要があるため、調査に時間が
掛かる。森林簿等の所有者情報の精度を上げてほしい。

森林施業の集約化を進めるため、路網を整備する必要があるが、森林所有者の所在
が不明となっている森林が所在するため、路網を迂回させて整備せざるを得ないケース
が多く生じている。行政が保有する所有者情報をうまく活用できれば、所有者の所在を
特定することができるのではないか。

森林所有者に森林経営計画の作成を働きかける際、郵送等により計画作成の意向確
認を行っているが、宛先不明で返送されてくるものがあり（例えば、平成25年度の意向調
査で宛先不明で返送されたものは132人中16人で12.1％）、これらについて必要な施業
を促すことができない。森林簿に掲載される所有者情報の精度がもう少し高まることを期
待する。

森林経営計画を作成するに当たって、森林簿や登記簿などの所有者情報だけでは、
森林所有者の所在が特定できず、林班計画の要件の一つである基準面積（1林班の2分
の1以上）を確保できず、計画を断念したケースがある。行政が保有する税情報を活用で
きれば、何らかの手掛かりが得られるのではないか。

図表 1－(1)－イ－⑥　調査対象とした森林組合における行政が保有する森林所有者情報に関する
　　　　　　　　　　　　　主な意見

（注）　当省の調査結果による。
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（2）森林経営計画制度の適正な運用 

勧          告 説明図表番号 

 森林資源を有効に活用し、持続的な森林の経営を確保するためには、森林所有者

等が計画的に森林を整備・保全することが不可欠であることから、昭和 43 年の森

林法改正により、森林所有者が所有する森林について 5 年を一期とする森林施業に

関する計画（以下「森林施業計画」という。）の作成を促し、一定の基準を満たす

場合、公的に認定（注1）する森林施業計画制度が創設された。 

しかし、森林施業計画制度においては、計画を作成できる森林の区域に限定がな

かったため、森林施業を行う森林が広範囲に点在する場合があり、必ずしも効率的

な森林施業につながっていないなどの指摘を受け、平成 23 年の森林法改正により

森林施業計画制度が見直され、新たに、森林の経営に関する計画（以下「森林経営

計画」という。）を作成する制度が創設された（注2）。 

森林施業計画制度と森林経営計画制度との主な違いは、次のとおりである。 

① 森林施業計画制度においては、計画の作成主体として、森林所有者及び森林所

有者から森林の経営の委託を受けた者のほか、森林所有者から森林施業の委託を

受けた素材生産業者等も認められていたのに対し、森林経営計画制度において

は、森林の経営意欲がある森林所有者、森林組合等の林業事業体による森林経営

計画の作成を促進するため、森林所有者及び森林所有者から森林の経営の委託を

受けた者に限定された。 

② 森林施業計画制度においては、単に、近接した 30ha 以上のまとまりをもった

森林が対象とされていたのに対し、森林経営計画制度においては、森林施業の集

約化を促進するために、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生

産の基盤の整備状況又は森林の経営の実施状況からみて、計画作成者自らが森林

の経営を行う森林であって、一体として整備することが相当なものが対象とされ

るなど認定基準が厳格となった。 

具体的には、森林経営計画の対象とする森林の面積が、ⅰ）都道府県知事が定

める小流域内の林班（注 3）又は隣接する複数の林班において、林班の面積（複数

の林班にあってはその合計面積）の 2 分の 1 以上であること、ⅱ）市町村長が定

める区域内において 30ha 以上であること、ⅲ）同一の森林所有者であれば、そ

の所有する森林の面積が 100ha 以上であることのいずれかに該当する場合に作成

することができることとされている（ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）に該当する森林経営計画

を以下それぞれ「林班計画」、「区域計画」、「属人計画」という。）。 

なお、対象森林の所在地が、一つの市町村内の場合は市町村長が認定を行い、

一つの都道府県内の複数の市町村にわたる場合は都道府県知事が、複数の都道府

県にわたる場合は農林水産大臣が、それぞれ認定を行うことについては、森林施

業計画制度と同じである。 

 

今回、調査対象とした 17 道府県及び 39 市町村において、森林経営計画の作成状

況、認定に係る審査状況等を調査した結果は、次のとおりである。 

(注1)   昭和43年の制定当初は、森林施業計画の対象森林が所在する都道府県知事が認定を行うこ

ととされていたが、平成10年以降、対象森林の所在地が、一つの市町村内の場合は市町村長

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-(2)-① 

図表 1-(2)-② 
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図表 1-(2)-④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-(1)-⑩ 

（再掲） 



 

 

勧          告 説明図表番号 

が認定を行い、一つの都道府県内の複数の市町村にわたる場合は都道府県知事が、複数の都

道府県にわたる場合は農林水産大臣が、それぞれ認定を行うこととされた。 

（注2）  森林経営計画とは、計画期間内に行う森林の施業及び保護（火災、盗掘、病害虫等の予防

や森林の巡視など）に関する計画のことである。森林経営計画の認定を受けることによっ

て、森林施業を実施するために必要な費用が国庫補助事業の交付対象になるとともに、伐採

等により得た山林所得が控除されるなどの支援措置が設けられている。 

なお、平成23年の森林法の一部を改正する法律附則第8条の規定に基づき、同改正法施行

前に認定を受けた森林施業計画に定められている森林施業の実施についてはなお従前の例に

よることとされ、森林施業計画は、計画期間の満了を迎えるまで有効なものとして取り扱わ

れるため、森林経営計画制度の運用が開始される直前の23年度末に認定を受けた森林施業計

画の場合、28年度末まで有効となる。 

（注3）  都道府県が策定する森林法第5条第1項の規定に基づく地域森林計画の対象となる森林を分

けるものであり、原則として、字界、天然地形等をもって、面積がおおむね50haとなるよう

区画したものを「林班」といい、その林班を原則として所有者や林況、林分別に細分したも

のを「小班」という。 

 

ア 森林経営計画の作成状況等 

農林水産省（林野庁）は、森林経営計画制度の運用開始に伴い、同省が行う平

成 24 年度の政策評価において、森林施業の集約化の推進状況等を把握するため

の指標を、民有林面積に占める森林経営計画を作成している森林の面積の割合

（以下「森林経営計画の作成率」という。）とし、32 年度末時点に 80％とする

目標を設定した。 

森林経営計画の作成率は、平成24年度末時点で17％、25年度末時点で26％と

増加したものの、あらかじめ設定していた各年度の目標（注 4）をいずれも達成す

ることができなかった。農林水産省（林野庁）では、この理由として、小規模な

森林所有者が多い地域の場合、林班計画における対象森林の面積要件の確保（林

班面積の 2 分の 1 以上）に多大な時間や労力を要することや、地形等の条件によ

り林班単位での森林施業の集約化になじまない地域があることが考えられるとし

て、平成 26 年 4 月に、森林施業が一体として効率的に行われる区域として市町

村が定める区域において対象とする森林を 30ha 以上確保した場合に作成するこ

とができる森林経営計画の区分（区域計画）を追加した。 

また、農林水産省（林野庁）では、平成 28 年度の政策評価において、森林所

有者の高齢化や不在村化（注 5）が進行している中で、森林所有者及び境界の明確

化に多大な時間や労力を要する場合や森林所有者から森林の経営の委託を受ける

ことが困難となる場合等があり、森林経営計画制度の運用開始後 3 年が経過した

26 年度末時点の森林経営計画の作成率が 28％と低調であったことなどを踏ま

え、32 年度末時点における森林経営計画の作成率の目標を 60％に下方修正して

いる。 

（注4）  平成24年度末における森林経営計画の作成率の目標値を25％とし、その後、毎年度約6

％から7％ずつ増加させることとして、25年度末で32％を目標としていた。 

（注5）  市町村内に森林を所有する森林所有者が、当該市町村内に居住等をしないことをいう。 

 

全国の平成 27 年度末時点における森林経営計画の作成率は 30％であり、前述

の三つの計画区分（林班計画、区域計画及び属人計画）別にみると、林班計画が

16％、属人計画が12％に対し、26年度に新たに創設された区域計画は2％にとど

まっている。 
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平成 27 年度末時点における調査対象とした 17 道府県別の森林経営計画の作成

率（注 6）及び調査対象とした 39 市町村別の森林経営計画の市町村認定率（注 7）をみ

ると、次のとおり、いずれも大きな較差があり、一部の道府県及び市町村におい

ては、森林経営計画の作成・認定が必ずしも進展していなかった。 

① 道府県別の平成 27 年度末時点における森林経営計画の作成率について、最

も高い道府県が 71％であるのに対し、最も低い道府県では 8％である（全国平

均 30％を上回ったのは 5 道府県）など、道府県によって大きな差が生じてい

る。 

② 市町村別の平成 27 年度末時点における森林経営計画の市町村認定率につい

て、最も高い市町村が 72％であるのに対し、最も低い市町村では 1％に満たな

い（森林経営計画の作成率の全国平均値 30％と比較すると、市町村による森

林経営計画の認定率のみをもって全国平均値を上回ったのは 6 市町村）など、

市町村によっても大きな差が生じている。 

平成 27 年度末時点における森林経営計画の作成率又は市町村認定率が全国平

均値を上回った道府県及び市町村においては、その理由について、従来の森林施

業計画においても計画が作成されていた森林が相当数あり、森林経営計画の作成

に当たっても森林所有者等の理解が得られやすかったのではないかなどとしてい

る。 

そこで、森林施業計画と森林経営計画の認定要件に違いはあるものの、過去に

森林施業計画が作成されていた森林は、既に所有者の合意形成が図られ、森林施

業の集約化を進める上での障害は比較的少ないと考えられることから、平成 23

年度末時点における森林施業計画の作成状況と、27 年度末時点における森林経

営計画の作成状況との比較を行った。 

その結果、まず、道府県別にみると、3道府県においては、平成27年度末時点

における森林経営計画の作成率が、23 年度末時点における森林施業計画の作成

率を上回っていたが、残りの 14 道府県においては、27 年度末時点における森林

経営計画の作成率が、23 年度末時点における森林施業計画の作成率を下回って

いた。 

次に、市町村別にみると、8市町村においては、平成27年度末時点における森

林経営計画の市町村認定率が、23 年度末時点における森林施業計画の市町村認

定率を上回っていたが、残りの 31 市町村においては、27 年度末時点における森

林経営計画の市町村認定率が、23 年度末時点における森林施業計画の認定率を

下回っていた。 

調査対象とした道府県及び市町村においては、森林経営計画の作成が進展して

いない理由について、ⅰ）木材価格の低迷等により、森林所有者における森林の

経営意欲が低下していること、ⅱ）行政機関が森林所有者を把握できていない森

林や共有者が多数いる森林については、森林経営計画の作成の同意を得るまでの

負担が大きく、作成を断念する場合があること、ⅲ）森林経営計画は、森林施業

計画よりも認定要件が厳格となり、従来以上の森林施業が必要となったため、森
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林経営計画の作成主体となる森林組合等の林業事業体の現行の限られた人員体制

では、それだけの森林施業を実施する余裕がなく、必ずしも過去に森林施業計画

を作成していた森林の全てについて森林経営計画を作成することができるわけで

はないことなどを挙げている。 

農林水産省（林野庁）が設定した平成 32 年度末時点における森林経営計画の

作成率を 60％とする目標に対し、24 年度末時点から 27 年度末時点までの 3 年間

における作成率の上昇幅は 13 ポイントであり、32 年度末時点の目標を達成する

ためには、残りの 5 年間で 30 ポイント以上を上昇させる必要があり、森林経営

計画の作成率の進展を加速化することが必要である。 

そのために、農林水産省（林野庁）は、森林所有者が森林の経営意欲を取り戻

すことができるように、木材需要を喚起し、木材利用を一層促進する必要がある

とともに、平成 28 年度末をもって森林経営計画制度の創設後 5 年が経過し、29

年度中に 24 年度に認定された森林経営計画の計画期間が満了することや、森林

経営計画制度の創設前に認定された森林施業計画について計画期間が満了するま

では有効な計画として取り扱われる経過措置が終了することを踏まえ、森林経営

計画の作成促進に係るこれまでの取組等の分析・評価を行い、上記のような道府

県及び市町村の意見も参考として、森林経営計画の作成が促進されるように助言

を行うことが求められると考えられる。 

（注6） 「道府県別の森林経営計画の作成率」は、各道府県の民有林面積に占めるⅰ）当該道府

県内の市町村長が認定した森林経営計画の対象森林面積、ⅱ）当該道府県の知事が認定し

た森林経営計画の対象森林面積、ⅲ）当該道府県内に所在する農林水産大臣が認定した森

林経営計画の対象森林面積を合計した面積の割合を示す（後述する森林施業計画の作成率

についても、同様の考え方による。）。 

なお、平成27年度における森林経営計画の作成率については、農林水産省（林野庁）に

おいて数値の精査を行っており、29年3月2日現在の暫定値である。 

（注7） 「市町村別の森林経営計画の市町村認定率」とは、各市町村の民有林面積に占める当該

市町村の長が認定した森林経営計画の対象森林面積の割合を示し、「道府県別の森林経営

計画の作成率」とは異なり、道府県知事又は農林水産大臣が認定した森林経営計画の対象

森林面積は含んでいない。このため、市町村内に道府県知事又は農林水産大臣が認定した

森林経営計画がある場合には、当該市町村内における「森林経営計画の作成率」より「森

林経営計画の市町村認定率」は小さくなる場合がある（後述する森林施業計画の認定率に

ついても、同様の考え方による。）。 

なお、平成27年度における森林経営計画の市町村認定率についても、同様に、農林水産

省（林野庁）において数値の精査を行っており、29年3月2日現在の暫定値である。 

 

イ 森林経営計画の認定に係る審査状況 

  森林経営計画には、森林法第 11 条第 2 項の規定に基づき、森林の経営に関す

る長期の方針、所在場所別の樹種、林齢、面積、立木の材積等の森林の現況に関

する内容及び伐採等に関する計画内容などを記載しなければならないとされてお

り（注 8）、これらの記載方法や記載事項については、森林法施行規則（昭和 26 年

農林省令第 54 号）第 35 条及び第 36 条に定められている。 

森林経営計画を作成する森林所有者等（以下「森林経営計画の作成者」とい

う。）は、市町村が森林法第 10 条の 5 第 1 項の規定に基づき策定する市町村森

林整備計画（注 9）の内容を踏まえつつ、森林に関する情報について、都道府県が
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整備する森林簿等の提供を受け、必要に応じて現地確認を行うなどにより、森林

経営計画を作成することとなる。 

森林経営計画の認定を行う市町村長等（以下「森林経営計画の認定権者」とい

う。）は、森林経営計画の作成者から森林経営計画の認定請求を受けた場合、伐

採等に関する計画内容が農林水産省令で定める森林施業に関する基準に適合して

いること、市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められることな

どの森林法第 11 条第 5 項各号に定められた要件（以下「認定要件」という。）

を全て満たす場合、その計画が適当である旨の認定をするものとされており、認

定要件の具体的な内容については、森林法施行規則第 38 条から第 40 条までにお

いて定められている。 

また、森林経営計画の内容が認定要件に従って適当であるかを判断するための

基準については、「森林経営計画制度運営要領」（平成 24 年 3 月 26 日付け 23

林整計第 230 号林野庁長官通知。最終改正：平成 26 年 3 月 18 日付け 25 林整計

第 875 号）及び「森林経営計画制度の運用上の留意事項について」（平成 24 年

12月 13日付け 24林整計第 152号林野庁森林整備部計画課長通知。最終改正：平

成 26 年 3 月 25 日付け 25 林整計第 885 号）に示されている。 

森林経営計画制度運営要領においては、認定請求を受けた森林経営計画の記載

事項及び添付書類に不備がある場合は、森林経営計画の作成者に対し速やかに補

正を求め、また、森林経営計画の内容が認定要件のいずれかを満たしていないと

認められる場合は、認定請求を取り下げ、内容の修正を行った上で、改めて認定

請求を行うよう指導することとされている。 

（注8）   森林経営計画においては、長期の方針や森林所在場所別の森林の現況に関する内容、伐

採等の計画に関する内容等の森林施業計画にも記載が求められていた事項に加え、新た

に、「森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する

事項」、「間伐及び主伐の施業履歴」等を記載することになった。 

（注9） 市町村森林整備計画は、市町村の区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林

について、5年ごとにたてられるものであり、立木の標準伐期齢、造林、間伐の標準的な

林齢等が定められている（詳細は、項目1（3）「森林の公益的機能を発揮させるための制

度の適正な運用」を参照）。 

なお、「標準伐期齢」とは、主要な樹種ごとに平均生長量が最大となる樹木の年齢を基

準として、市町村が定めることとされている標準的な伐採（主伐）の時期を示す指標

（例：スギ35年、ヒノキ40年）であるが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を義務

付けるものではない。 

 

調査対象とした 39市町村において、平成 24年度から 27年度（9月末まで）ま

での間に認定が行われた森林経営計画から 186 計画（以下「調査対象 186 計画」

という。）を抽出し（注 10）、認定要件を確実に満たしているかを調査したとこ

ろ、次のとおり、市町村における森林経営計画の内容の審査を行う業務体制が限

られている中で、審査を十分に行うことができないことなどにより、認定要件を

満たさない内容であるにもかかわらず、市町村から森林経営計画の作成者に対し

計画内容の修正等を求める指導が行われないまま、森林経営計画が認定されてい

た例（25 市町村 59 計画）がみられた。 

（注10）  森林経営計画の対象森林の面積等を勘案し、調査対象とした1市町村につき5件程度を

抽出した。 
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① 森林経営計画の認定を請求する資格を有していない者からの請求であった

例 

森林所有者が林業事業体等に対し森林の経営を委託する場合、委託期間が計

画期間の 5 年を包含していないと、委託を受けた林業事業体等は森林経営計画

の認定を請求する資格を有さないとされている。 

しかし、調査対象 186 計画の中には、森林経営計画の認定を請求する資格を

有していない者から請求されている例があった。（3 市町村 5計画） 

  

② 記載が義務付けられている「森林の保護に関する事項」や「森林の経営に

関する長期の方針」が未記載となっていた例 

森林経営計画においては、持続的な森林経営を確保する観点から、森林病害

虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項

（以下「森林の保護に関する事項」という。）や、森林の経営に関する長期の

方針の記載が義務付けられている。 

しかし、調査対象 186 計画の中には、森林の保護に関する事項や森林の経営

に関する長期の方針について、未記載となっている例があった。（8 市町村 14

計画） 

 

③ 樹木が生立しない未立木地などにおいて、間伐が計画されていた例 

森林経営計画の対象森林は、次図のとおり区分され、森林法施行規則第 36

条第 1 号に規定する「計画的伐採対象森林」（注 11）と同規則第 38 条第 3 号に規

定する「計画的間伐対象森林」（注12）を区分することとされている。 

しかし、調査対象 186 計画の中には、計画的間伐対象森林としての要件を満

たさない樹木が生立しない未立木地が計画的間伐対象森林に区分され、間伐が

計画されている例があった。（1市町村 1 計画） 

また、本来であれば、計画的間伐対象森林に区分しなければならない森林を

当該森林に区分せず、間伐が計画されている例があった。（14 市町村 31 計

画） 

（注11） 「計画的伐採対象森林」とは、森林経営計画の対象森林のうち、法令等により立

木の伐採が禁止されている森林、竹林など森林法施行規則第36条第1号イからニま

でに定められた森林以外の森林をいう。 

（注12） 「計画的間伐対象森林」とは、「計画的伐採対象森林」のうち、人工植栽に係る

森林であること、計画期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森

林以外の森林であること、計画の始期における樹冠疎密度（森林の混み具合を表す

尺度）が10分の8以上である森林であって、市町村森林整備計画で定められている

標準的な間伐の方法に従って間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起

算しておおむね5年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が10分の8以上であ

ることが確実であると見込まれる森林であることなど森林法施行規則第38条第3号

イからニまでに定める要件を全て満たす森林をいう。 

なお、農林水産省（林野庁）によると、樹冠疎密度が10分の8以上の場合とは、

隣り合う林木の隙間がなく（うっ閉）、間伐が必要な状態とされている。 
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図 森林経営計画の対象森林の考え方 

 
（注）1 森林法等に基づき、当省が作成した。 

2 網掛けは、森林経営計画の認定を受けた森林所有者等が 5年の計画期間内に 

主伐又は間伐を実施する森林を示す。 

 

④ 伐採を行う基準を満たさない間伐又は主伐が計画されていた例 

伐採の内容に関する森林経営計画の認定要件として、過度の間伐を防ぐため

に、間伐を実施する場合の伐採量を、立木の材積の 100 分の 35 以下とするこ

とや、乱伐を防ぐために、市町村森林整備計画で定められた伐期齢に達しない

森林を伐採してはならないことなどがある。 

しかし、調査対象186計画の中には、立木の材積の57％の間伐を計画するな

ど立木の材積割合が 100 分の 35 を超えている例や、市町村森林整備計画で定

められた伐期齢が 80 年のところ、58 年で皆伐を計画するなど伐期齢に達しな

い主伐が計画されている例があった。（8 市町村 9計画） 

 

⑤ 間伐を実施する最低限の森林の面積が満たされていなかった例 

森林経営計画においては、間伐を計画的に実施するとともに、その促進を図

るため、森林法施行規則に定められた算式により 5 年の計画期間内に間伐を実

施する最低限の森林の面積（以下「間伐の下限面積」という。）を算出し（注

13）、間伐の下限面積を超える間伐の実施を計画し、実行することとされてい

る。 
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しかし、調査対象 186 計画の中には、計画期間内に間伐を実施する面積が、

間伐の下限面積を約 7ha 下回っているなど、間伐の下限面積に係る要件を満た

していない例があった。（4市町村 4計画） 

（注13） 森林法施行規則付録第二に定められた算式により、計画的間伐対象森林を対象と

して、ⅰ）標準伐期齢に達しない森林については、市町村森林整備計画で定めるこ

ととされている「平均的な間伐の実施時期の間隔」が例えば10年に1回の場合は当該

森林の面積の2分の1に当たる面積、ⅱ）標準伐期齢以上の森林については、平均的

な間伐の実施時期の間隔が例えば15年に1回の場合は当該森林の面積の3分の1に当た

る面積を合計した面積を、間伐の下限面積とすることとされている。 

 

このように、森林経営計画の認定要件を満たさないにもかかわらず、森林経営

計画を認定していた例がみられた市町村においては、その理由について、ⅰ）担

当職員が一人しかおらず、しかも、森林・林業に関する業務以外の他の業務も処

理しなければならない状況であり、認定を行うまでの処理期間が限られている

（注 14）中で、全ての認定要件を十分に確認することは困難であること、ⅱ）森

林・林業に関する業務を初めて担当するなど必ずしも森林・林業に関する専門的

知識があるわけではないため、伐採等が計画されているものについては、森林経

営計画の作成者が伐採等が可能な植生になっていると判断したと考えているが、

その理由の詳細までは確認しておらず、認定請求において添付すべき書類の有無

など形式的な内容のみの確認にとどまっていること、ⅲ）間伐の下限面積を算出

するための計算方法など認定要件の内容が複雑なものがあり、計算を誤る場合が

あることなどとしていた。 

（注14）  森林法施行規則第34条第1項において、森林経営計画の認定権者が市町村長の場合、

森林経営計画の作成者は、計画の始期の20日前までに認定の請求を行うこととされてい

る。 

 

市町村における森林経営計画の認定に係る審査については、森林法第 191 条第

1 項の規定において、都道府県知事が市町村森林整備計画及び森林経営計画の作

成並びにこれらの達成等のために必要な助言、指導等を行うように努めるものと

されていることを踏まえ、調査対象とした道府県においては、市町村の担当職員

からの照会等の対応や、市町村の担当職員とともに認定請求を受けた森林経営計

画が認定要件を満たしているかの確認を行うなどの支援を行っていた。 

また、こうした支援に加え、認定要件を満たしているかを効率的かつ適切に確

認することを目的として、森林の面積等を自動集計するなどにより、認定要件を

満たしているか否かを判定することができるツールや情報システム（以下「判定

ツール等」という。）を導入し、市町村等も利用できるようにしていた（注15）。 

しかし、道府県により導入している判定ツール等が異なり、判定することがで

きる認定要件の内容も異なっている状況であり、上記の事例の中には、森林経営

計画の作成者から紙媒体で森林経営計画の提出を受け、手作業による集計で審査

を行った結果、確認漏れが生じていた例もみられたため、優良な判定ツール等が

広く普及すれば、適切に審査を行うことができるようになると考えられる。 

調査対象とした市町村においてみられた事例の中でも、上記③の例のうち「本

来であれば、計画的間伐対象森林に区分しなければならない森林を当該森林に区
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分せず、間伐が計画されている例」については、5 道府県が導入する判定ツール

等では、計画的間伐対象森林以外では間伐を計画できないよう設定されていたた

め、これを利用する市町村において該当する事例はみられなかったが、残りの

12 道府県が導入する判定ツール等では、こうした設定がされておらず、その結

果、9道府県内の市町村においては該当する事例がみられた。 

また、上記⑤の例については、判定ツール等において、間伐の下限面積及び計

画期間内に間伐を実施する面積の算出方法の設定が誤っていたものがあった。こ

れらの事例がみられた市町村においては、道府県が導入した判定ツール等で判定

された結果を信頼していたため、問題があるとは認識していなかったとしてお

り、こうした不適切な設定については、早急に設定の改善が必要である。 

現状において、農林水産省（林野庁）は、各都道府県や市町村における判定ツ

ール等の導入状況やその機能等に関する情報を把握していないが、導入していな

い都道府県及び市町村や既に導入しているが改良等を検討している都道府県及び

市町村の参考となるよう、判定ツール等の導入状況等に関する情報を収集し、そ

の結果を都道府県及び市町村に情報提供することにより、優良な判定ツール等の

導入が促進されるよう助言する必要がある。 

（注15） 調査対象とした道府県が導入した判定ツール等の機能等をみると、主に森林施業に関す

る認定要件を満たしているか否かを判定することができるほか、森林経営計画の作成につ

いても一つの情報システム又は相互に連動した情報システムにより行うことができるもの

があり、市町村だけでなく、森林経営計画の作成者も利用することができるものもあっ

た。 

また、農林水産省（林野庁）においては、都道府県及び市町村に対し、森林経営計画の

認定要件を満たしているか否かの確認に当たって、認定要件を一覧にしたチェックリスト

や、伐採等に関する計画内容における森林の面積等を手作業により集計した結果を入力す

ることで、間伐の下限面積等の認定要件を満たしているか判定できるツールを提供してお

り、当該ツールを利用していた道府県等があった。しかし、当該ツールは、担当職員等に

よる森林の面積等の集計等が必要となるため、他の判定ツール等に比べれば、審査業務の

負担が大きいものとなっている。 
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⑪ 

 

ウ 森林経営計画に基づく森林施業の管理状況 

（ｱ） 制度の誤解により、伐採等の事後届が未提出であるにもかかわらず、市町

村から必要な指導が行われておらず、未提出のままとなっていた例 

森林経営計画の認定を受けた森林所有者等（以下「森林経営計画の被認定

者」という。）は、森林法第 15 条の規定に基づき、森林経営計画の対象森林

につき森林経営計画に定められている伐採等を行った場合には、森林経営計画

の認定権者に対し伐採等の実施結果を記載した届出書（以下「伐採等の事後

届」という。）を提出することが義務付けられている。 

森林経営計画の認定権者は、森林経営計画の被認定者が、伐採等の事後届を

提出せず、又は虚偽の内容により提出をしたときには、森林法第 16 条の規定

に基づき、森林経営計画の認定を取り消すことができるとされている。 

また、認定を受けた森林経営計画の対象森林に保安林が含まれ、その伐採を

行う場合、伐採等の事後届の提出に加え、保安林として、伐採前には、森林法

第 34 条第 1 項の規定に基づき、都道府県知事の許可を受け、伐採後には、同

条第 8 項の規定に基づき、都道府県知事に対し保安林の立木を伐採した旨の届
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出（以下「保安林の伐採事後届」という。）を行うこと（注 16）が義務付けられ

ている。 

一方、森林経営計画の対象ではない森林の伐採等を行う場合は、伐採等の前

に、森林法第 10 条の 8 の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書を市町

村長に提出することが義務付けられている。 

（注16） 保安林に係る施業要件に適合する又は伐採の限度を超えない範囲で行う択伐若し

くは間伐の場合は、森林法第34条の2又は第34条の3の規定に基づく届出をあらかじ

め都道府県知事に行うことにより、同法第34条第1項の許可を受けることや、同条

第8項の保安林の伐採事後届を行うことは不要とされている。 

 

しかし、調査対象 186 計画の中には、次のとおり、制度の誤解により、伐採

等の事後届が未提出となっていた例がみられた。 

① 森林経営計画の対象森林に含まれる保安林について、都道府県には保安林

の伐採事後届が行われたが、保安林の伐採事後届を行えば、市町村への伐採

等の事後届の提出は不要になると誤解されている例（1市町村 1 計画） 

② 森林経営計画の対象森林についても、伐採等の前に、森林法第 10 条の 8

の規定に基づく届出書を提出すれば、伐採等の事後届の提出は不要になると

誤解されている例（4市町村 4 計画） 

 

上記①の事例については、都道府県知事は、森林経営計画の対象森林ではな

い保安林の伐採事後届を受理した場合は、森林法第 34 条第 10 項の規定に基づ

き、原則として、伐採を行った立木が所在する市町村の長に対し保安林の伐採

事後届があった旨を通知しなければならないとされているが、森林経営計画に

定められている伐採の場合は、市町村長が森林経営計画の認定の際に伐採の計

画内容を把握することができることや、森林経営計画の被認定者から伐採等の

事後届が提出されることを前提として、都道府県知事が当該通知を行うことが

不要とされている（注 17）。このため、本事例がみられた市町村においては、当

該保安林（森林経営計画の対象森林）の伐採が行われたことを把握できず、森

林経営計画に基づく森林施業の管理を適切に行うことができない状況となって

いた。 

上記②の事例については、森林経営計画の認定権者である市町村長は、森林

法第 10 条の 8 の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書が提出された際

に、ⅰ）森林経営計画の対象森林であり、かつ、伐採が計画されている森林を

伐採しようとする内容の届出を提出した森林経営計画の被認定者に対しては、

伐採及び伐採後の造林の届出書ではなく、伐採等の事後届の提出が必要である

ことを指導すべきであり、ⅱ）森林経営計画の対象森林に含まれてはいるもの

の、伐採が計画されていない森林を伐採しようとする内容の届出を提出した森

林経営計画の被認定者に対しては、伐採及び伐採後の造林の届出書ではなく、

同法第 12 条第 2 項の規定に基づく森林経営計画の変更の認定（詳細は後述ウ

(ｳ)参照）を受けた上で、伐採等の事後届の提出が必要であることを指導すべ

 

 

図表 1-(2)-ウ-

② 

 

 
 
 
 

 

 

 

図表 1-(2)-ウ-

③ 

 

 

 

 

 

図表 1-(2)-ウ-

①（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

勧          告 説明図表番号 

きであったが、本事例がみられた市町村ではこうした指導が行われていなかっ

た。 

（注17） 保安林について森林経営計画に定められている択伐又は間伐を行う場合も、森林法

第34条の2第4項及び第34条の3第2項の規定に基づき、都道府県知事から市町村長への

届出があった旨の通知を行うことは不要とされている。 

 

伐採等の事後届の未提出は、森林法第 16 条の規定に基づく森林経営計画の

認定取消事由に該当するとともに、森林経営計画に基づく森林施業の管理を適

切に行うことができなくなるため、市町村は、森林経営計画の被認定者に対し

伐採等の事後届の提出を徹底させることが重要である。 

 

一方、森林の伐採を行う場合には、上記のとおり、ⅰ）伐採等の事後届のほ

か、ⅱ）保安林において択伐を行う場合の森林法第 34 条の 2 の規定に基づく

事前の届出、ⅲ）保安林の伐採事後届、ⅳ）保安林において間伐を行う場合の

同法第 34 条の 3 の規定に基づく事前の届出、ⅴ）同法第 10 条の 8 の規定に基

づく伐採及び伐採後の造林の届出書というように、森林の種類や施業の内容に

より提出が必要な届出が異なるため、森林経営計画の被認定者が、それぞれの

届出制度を誤解してしまう可能性があることは否めない。さらに、平成28年 5

月に森林法が改正され、これらの届出に加え、森林所有者等は、伐採及び伐採

後の造林の届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況を市町

村長に対し報告しなければならないという制度が新たに創設され、平成 29 年

度から、更に手続が増えることになる。 

そのため、伐採等の事後届について、適時適切に提出されるように、森林法

における他の届出制度との関係や未提出の場合は森林経営計画の取消事由に該

当することについて、森林経営計画の認定時や関連する他の届出の受理時に

（例えば、関連する他の届出の様式に伐採等の事後届の提出が必要となる場合

を追記するなどして）注意喚起を行うなど、森林所有者等に対し、周知徹底を

図るべきであると考えられる。 
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②（再掲） 

（ｲ） 伐採等の事後届が提出されていたものの、書面上、伐採等が行われた森林

の所在場所を特定できなかった例 

調査対象 186 計画のうち、調査時点（平成 28 年 2 月時点）で伐採等の事後

届が提出されていた 24 市町村の 48 計画を抽出し、届出の内容と森林経営計画

における伐採内容を突合し、伐採等が行われた森林の所在場所が書面上特定で

きるものとなっているかを確認したところ、森林経営計画においては、森林簿

に記載された森林の区画を示す「林班」及び「小班」が記載されているが、伐

採等の事後届においてはこれらが記載されていないなど、書面上、伐採等が行

われた森林の所在場所を特定することができない伐採等の事後届を受理してお

り、市町村が森林経営計画に基づく森林施業を管理する上で、伐採等の事後届

が適切に活用されていないと考えられる例がみられた。（10 市町村 13 計画） 
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本事例がみられた市町村は、伐採等の事後届の提出後に森林経営計画の被認

定者に対し確認すれば足りるなどとしているが、市町村の限られた業務体制に

おいて、森林経営計画の被認定者に対し、伐採等の事後届の都度、伐採等が行

われた森林の所在場所を確認することは非効率である。 

伐採等の事後届において伐採等を行った森林の所在場所を特定することがで

きないことについては、森林経営計画制度運営要領に示されている森林経営計

画の様式には、「字（大字）」欄や「地番」欄が設けられていることに加え、

地域の実情に応じて、これらに林班等を併記するよう明記されているのに対

し、伐採等の事後届の様式が示されている森林法に関する申請書等の様式に係

る告示には、「字（大字）」欄や「地番」欄のみが設けられ、林班等を併記す

ることが明記されていないことも、その一因になっているのではないかと考え

られる。 

伐採等を行った森林の所在場所を特定できない場合は、森林経営計画に基づ

く森林施業の管理を適切に行うことができない状況につながりかねないため、

伐採等の事後届において、林班等についても記載を求める必要がある。 
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④（再掲） 

 

 

 

（ｳ） 伐採等の事後届の内容が森林経営計画どおりの森林施業の実施結果となっ

ていなかったにもかかわらず、市町村において必要な対応が行われていなか

った例 

森林経営計画に基づく森林施業が適切に実施されない場合には、計画的に森

林を整備・保全することができず、持続的な森林の経営が確保されなくなるお

それがあるため、森林経営計画の被認定者は、森林法第 14 条の規定に基づ

き、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、森林経営計画を遵守しな

ければならないとされている。 

また、森林経営計画の被認定者は、森林法第 12 条第 1 項の規定に基づき、

同項各号に該当する変更（森林経営計画の対象森林の一部につき自ら森林の経

営を行わなくなった場合など）が生じた場合には、森林経営計画の認定権者に

対し、森林経営計画の変更が適当であるかどうかについて認定を求めなければ

ならず、それら以外の変更（伐採等を行うことが計画されていなかった森林に

つき新たに伐採等を行うことになった場合など）が生じた場合には、同条第 2

項の規定に基づき、森林経営計画の変更について認定を求めることができると

されている。 

他方、森林経営計画の認定権者は、森林法第 13 条の規定に基づき、森林経

営計画の内容が認定要件の全部又は一部に適合しなくなったと認めるときは、

森林経営計画の被認定者に対し、森林経営計画を変更すべき旨を通知しなけれ

ばならないとされている。 

また、森林経営計画の認定権者は、森林経営計画の被認定者が、ⅰ）森林経

営計画を遵守しないとき、ⅱ）森林法第 12 条第 1 項各号に掲げる場合に森林

経営計画の変更について認定の請求をせず、又は請求をしたが認定を受けられ
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勧          告 説明図表番号 

なかったときには、同法第 16 条の規定に基づき、森林経営計画の認定を取り

消すことができるとされている。 

このため、森林経営計画の認定権者は、森林経営計画の被認定者から提出を

受けた伐採等の事後届が森林経営計画を逸脱した内容となっており、それが悪

質な遵守義務違反に該当すると判断した場合は、森林経営計画の認定を取り消

すこととなる。 

 

伐採等の事後届が提出されていた 24 市町村の 48 計画について、伐採等の事

後届の内容が森林経営計画どおりの森林施業の実施結果となっているかを調査

したところ、次のとおり、森林経営計画の変更が行われることなく、認定され

た内容と異なる森林施業の結果を記載していた例（17 市町村 25 計画）がみら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-(2)-⑤

（再掲） 

ⅰ）全ての立木（立木の材積割合の 100％）について間伐を実施したという内

容となっているなど、間伐した立木の材積割合が間伐の上限である 100 分の

35 を超えていた届出（12 市町村 15 計画） 

ⅱ）伐採が計画されていなかった森林であるにもかかわらず、主伐又は間伐を

実施したとの届出（10市町村13計画）（注18）や、間伐が計画されていた森林

であるにもかかわらず、主伐を実施したとの届出（2 市町村 4計画） 

この中には、市町村森林整備計画で定められた伐期齢が 60 年のところ、

36 年で主伐を実施したなど、伐採を行う基準を満たさない森林を伐採した

との届出もあった。 

  ⅲ）主伐又は間伐を実施した森林の一部が森林経営計画の対象となっていなか

った届出（4 市町村 4計画） 

（注18）  計画的伐採対象森林ではない森林において主伐を実施したとの届出の例、計画的間

伐対象森林ではない森林において間伐を実施したとの届出の例を含む。 

 

上記の事例については、市町村においても、森林経営計画の被認定者に対し

認定された内容と異なる森林施業の結果を記載していた理由の確認や特段の指

導は行われず、遵守義務違反に該当するかどうかの検討も行われていなかっ

た。 

その理由について、これらの市町村においては、伐採等の事後届の内容を十

分に確認していなかったとしているほか、森林経営計画の対象森林が広範囲に

及ぶなど現地確認の負担が大きく、森林経営計画の作成者であっても作成時に

必ずしも現地を確認できているわけではないため、伐採等の結果が森林経営計

画の内容と一致しない場合があることはやむを得ず、その理由の確認や森林経

営計画の変更を行うようにとの指導を行っていないとしている。 

伐採等の事後届の内容が森林経営計画どおりの森林施業の実施結果となって

いなかった場合、本来であれば、市町村は、その理由が、森林法第 14 条に規

定する災害その他やむを得ない理由によるものであるかを確認し、届出の内容

が森林経営計画の遵守義務違反に該当するかの検討を行うなどの適切な対応を

図表 1-(2)-ウ-
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採る必要があると考えられるが、伐採等の事後届を受理した場合の対応につい

ては、森林経営計画制度運営要領において、「届出書に記載されている事項に

ついて現地調査その他の方法により確認する」とされているほか、「伐採及び

伐採後の造林の届出制度市町村事務処理マニュアルについて」（平成 20 年 11

月 4 日付け 20 林整計第 105 号林野庁計画課長通知。最終改正：平成 25 年 3 月

21 日付け 24 林整計第 263 号）の「森林経営計画に係る事後届出の事務処理等

について（参考）」において、「届出の内容が森林経営計画に適合した内容か

否かを確認の上、万が一、適合していなければ、その旨を指導の上、認定森林

所有者等に対して、森林経営計画の遵守を指導します」とされているのみで、

どのような場合であれば、森林経営計画の遵守義務違反に該当することになる

のかなどについて、必ずしも明確に判断できるものとなっておらず（注 19）、ま

た、現行の伐採等の事後届の様式においても、森林経営計画どおりの森林施業

の実施結果となっていなかった場合の理由を記載することとされていない。 

（注19）  森林経営計画制度運営要領においては、「認定森林所有者等が森林経営計画に従わ

なかった場合において、そのことにつき故意又は過失がない場合（例えば立木売りの

場合においては、認定森林所有者等である森林所有者が売買契約において、買受人が

一定の期限内に立木の伐出を完了すべき旨の特約をしたにもかかわらず、買受人がこ

れを履行しなかった場合）には、遵守違反の責任を問われないものと解される。」と

の記述のほか、「その他やむを得ない理由による場合とは、実測により実行量と計画

量との間に誤差を生じた場合のほか、法令に基づく処分によりその森林の経営が義務

づけられた場合等であって、森林経営計画の変更の認定請求をする十分な時間がなか

った場合が考えられる。」といった記述となっている。 
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⑥（再掲） 

 

 

 

 

 

【所見】 

したがって、農林水産省は、森林経営計画制度の適正な運用を図る観点から、以

下の措置を講ずる必要がある。 

① 森林経営計画制度の創設前に認定された全ての森林施業計画の有効期間は平成

28 年度末をもって満了し、24 年度に認定された森林経営計画の計画期間は 29 年

度中に満了することを踏まえ、都道府県、市町村、森林所有者等から森林経営計

画の作成に係る課題等について情報を収集し、その結果に基づき、森林経営計画

の作成が促進されるよう必要な助言を行うこと。 

② 都道府県及び市町村に対し、森林経営計画の認定に係る審査を徹底するよう要

請を行うとともに、都道府県及び市町村と連携し、判定ツール等の導入状況、内

容等を把握、整理した上で、誤った設定をしている場合は、早急に改善させるこ

と。 

また、都道府県及び市町村に対し、その把握、整理した結果に基づき、優良な

判定ツール等の普及の促進が図られるよう必要な助言を行うこと。 

③ 伐採等の事後届について適時適切な提出が徹底されるように、都道府県及び市

町村に対し、他の届出制度との関係や未提出の場合は森林経営計画の認定取消事

由に当たることについて、森林所有者等に森林経営計画の認定時や関連する他の

届出の受理時等に注意喚起を行うなど周知徹底を図るよう、要請すること。 
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④ 森林経営計画に基づく森林施業を適切に管理できるようにするため、森林経営

計画の被認定者が伐採等の事後届に伐採等を行った森林の所在場所を記載し、都

道府県及び市町村が書面上で確認しやすくできるように、森林法に関する申請書

等の様式に係る告示の見直しを含め、必要な措置を講ずること。 

また、都道府県及び市町村に対し、森林経営計画の被認定者に森林経営計画の

内容とは異なる森林施業を実施する場合の森林経営計画の変更を徹底させるとと

もに、伐採等の事後届を受理した際には、実施した森林施業が森林経営計画どお

りの内容となっているかの確認を行い、森林経営計画の内容と異なっていた場合

は、その理由等の確認を確実に行うよう、要請すること。 

さらに、伐採等の事後届の内容が森林経営計画とは異なる森林施業の実施結果

であった場合に、森林法第 14 条に規定する森林経営計画の遵守義務違反に該当

するかの判断を適切に行うことができるよう「災害その他やむを得ない理由によ

る場合」に該当するか否かについて、具体例を挙げるなどして、明確に示すこ

と。 
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図表 1－(2)－② 森林経営計画に関係する森林法の条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 2 章の 2 営林の助長及び監督等 

    第 5 節 森林経営計画 

 

（森林経営計画） 

第 11 条 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行

う森林であってこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適

合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を 1期とす

る森林の経営に関する計画（以下「森林経営計画」という。）を作成し、これを当該森林経営計

画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当である

かどうかにつき認定を求めることができる。 

 

○ 森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号）（抜粋） 

 

（一体として整備することを相当とする森林の基準） 

第 3条 法第 11 条第 1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。  

一 その森林の面積（計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当であ

る森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除

く。）が農林水産省令で定める基準に適合していること。 

二 その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の

状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体とし

て効率的に行うことができると認められるものであること。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（一体として整備することを相当とする森林の面積の基準）  

第 33 条 森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号。以下「令」という。）第 3条第一号の農林

水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る基準とする。 

一 当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その

他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体とし

て効率的に行うことができると認められる場合 

 次のいずれかに該当すること。 

イ 当該森林を含む小流域（造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行

うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域を

いう。以下同じ。）内に存する森林（令第 3条第一号の規定により市町村の長が指定し

た森林を除く。）の面積の 2分の 1以上であること。 

ロ 当該森林を含む区域（路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、

伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして

市町村森林整備計画において定められている区域に限る。）において 30 ヘクタール以

上であること。 

二 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者に

より造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認めら



れる場合 100 ヘクタール以上であること。 

 

（森林経営計画の認定の請求等）  

第 34 条 法第 11 条第 1 項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森

林経営計画の始期（当該森林経営計画に同条第 3 項に規定する事項を記載し、かつ、当該

森林経営計画に係る第 36 条第五号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあっては、

当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期）の 20 日前（法第 19 条第 1

項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあっては 30 日前、農林水産大

臣が処理することとされる場合にあっては 60 日前）までに、認定請求書及び森林経営計画

書を提出しなければならない。 

2  （略）  

 

2  森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一 その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針  

二 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林と

の区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積 

三 伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法（間

伐に関する事項を除く。） 

四 造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法 

五 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐

方法  

六 保育の種類別の面積 

七 その対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の

防止の方法 

八 森林病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項（前

号に掲げる事項を除く。） 

九 その他農林水産省令で定める事項 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（森林の経営に関する長期の方針の記載方法）  

第 35 条 法第 11 条第 2 項第一号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 次に掲げる森林ごとの40年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに5年

ごとの伐採立木材積及び造林面積 

イ 公益的機能別施業森林区域（法第 5 条第 2 項第六号に規定する公益的機能別施業森

林区域をいう。以下同じ。）以外の区域内に存する森林 

ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 

二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画

を作成する場合にあっては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森

林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託

を受けて行う森林の経営に関する長期の方針 

三 当該森林経営計画の対象とする森林が第 33 条第一号に掲げる場合に該当しない場合

にあっては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森

林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針 

四 当該森林経営計画に法第 11 条第 3項に規定する事項を記載する場合にあっては、5年



ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長

期の方針 

 

（森林経営計画の記載事項）  

第 36 条 法第 11 条第 2項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林（森林経営計画の対象とする森林のうち、

次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。）のうち人工植栽に係るものの立木の樹高 

イ 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林 

ロ 竹林 

ハ その森林（当該森林に隣接している森林を含む。）の面積が著しく小さい森林 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森

林 

二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画

を作成する場合にあっては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森

林の施業及び保護の共同化に関する事項 

三 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網

その他の施設の整備に関する事項 

四 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐（当該森林経営計画の始

期前 10 年以内に実施されたものに限る。）及び主伐（当該森林経営計画の始期前 5 年以

内に実施されたものに限る。）の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及

び面積 

五 （略） 

 

3  森林経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及

び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。 

4  第 1 項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（認定の請求の添付書類）  

第 37 条 法第 11 条第 4 項（法第 12 条第 3 項において準用する場合を含む。）の農林水産省

令で定める書類は、次のとおりとする。 

一 次に掲げる事項を表示した図面 

イ 当該森林経営計画の対象とする森林の所在 

ロ 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路

網その他の施設の整備の状況 

ハ 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの

区域 

二 当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた

者が当該森林経営計画を作成した場合にあっては、その者が森林の経営の委託を受けた

者であることを証する書面 

三 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網

その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面  

2  （略）  

 



5  市町村の長は、第 1 項の規定による認定の請求があった場合において、当該森林経営計画の

内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をする

ものとする。 

一 第 2 項第一号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために

有効かつ適切なものであること。 

二 第 2 項第三号から第六号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定め

る基準に適合していること。 

イ 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 

森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で

定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準 

ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 

森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令

で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準 

 三 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。 

四 当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況

その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従った森林の

施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。 

五 第 2 項第四号又は第八号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、

その火入れをする目的が第 21 条第 2項第一号又は第三号に該当するものであること。 

六 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合

には、第 2 項第七号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関

する基準に適合していること。 

七 当該森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部が第39条の 4第 1項第一号に規定する

要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らし

て適当であると認められること。  

6  市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関す

る事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律 に規定す

る国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、

その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。  

 

（森林経営計画の変更）  

第 12条 前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

（以下「認定森林所有者等」という。）は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しな

ければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところによ

り、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければなら

ない。 

一 当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営

を行わなくなった場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であって前条第 1

項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなった場合 

二 当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合  

2  認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要と

する場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適

当であるかどうかにつき認定を求めることができる。  

3  前 2 項の規定による認定の請求については、前条第 4 項から第 6 項までの規定を準用する。

この場合において、同条第 5 項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林

経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」

と読み替えるものとする。  



 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（森林経営計画の変更） 

第 42 条 法第 12 条第 1 項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森

林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第 11 条第 3 項に規定する事項が記載

され、かつ、第 33 条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画につい

て、次に掲げる場合に該当することとなった原因が相続又は遺贈によるものである場合に

おけるこの項の規定の適用については、第一号及び第二号中「30 日」とあるのは、「7月」

とする。 

一 法第 12 条第 1項第一号に掲げる場合 

その場合に該当することとなった日（該当することとなった原因が相続又は遺贈によ

るものである場合にあっては、当該相続又は遺贈があったことを知った日）から 30 日以

内 

二 法第 12 条第 1項第二号に掲げる場合 

その場合に該当することとなった日から 30 日以内 

2  法第 12 条第 2項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計

画に従って森林の施業及び保護を開始しようとする日の 20 日前（法第 19 条第 1 項の規定

により都道府県知事が処理することとされる場合にあっては 30 日前、農林水産大臣が処理

することとされる場合にあっては 60 日前）までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営

計画書を提出しなければならない。 

3  （略）  

 

（森林経営計画の変更に関する通知）  

第 13 条 市町村の長は、第 11 条第 5 項の認定に係る森林経営計画（その変更につき前条第 3 項

において読み替えて準用する第 11 条第 5項の規定による認定があったときは、その変更後のも

の）の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなったと認めるときは、当該

森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなけ

ればならない。  

 

（森林経営計画の遵守）  

第 14 条 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計

画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。  

 

（森林経営計画に係る森林の伐採等の届出）  

第 15 条 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画にお

いて定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農

林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（森林経営計画に係る森林の伐採等の届出） 

第 44 条 法第 15 条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 



一 認定森林所有者等（法第 12 条第 1項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。）

が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合 

二 認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又

は造林をした場合 

三 認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をし

た場合 

2  法第 15 条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しく

は当該作業路網の設置が終わった日から 30 日以内に提出しなければならない。  

3  （略）  

 

（認定の取消し）  

第 16 条 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第 11

条第 5項の認定を取り消すことができる。 

一 認定森林所有者等が、第 12 条第 1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の

請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかったとき。  

二 認定森林所有者等が、第 14 条の規定に違反していると認められるとき。  

三 認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出を

したとき。  

第 17 条・第 18 条 （略） 

 

（数市町村にわたる事項の処理等）  

第 19 条 森林経営計画の対象とする森林の所在地が 2 以上の市町村にわたる場合には、第 11 条

から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。  

一 当該森林経営計画の対象とする森林の全部が 1の都道府県の区域内にある場合 

当該都道府県知事 

二 前号に掲げる場合以外の場合 

農林水産大臣 

2  農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対

象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市

町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。  

3  農林水産大臣及び都道府県知事は、第 1項の規定により第 11 条第 5項の規定による認定（第

12 条第 3 項において読み替えて準用する第 11 条第 5 項の規定による変更の認定を含む。次項

において同じ。）又は第 13 条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定める

ところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。  

4  農林水産大臣及び都道府県知事は、第 1項の規定により第 11 条第 5項の規定による認定又は

第 16 条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市

町村の長にその旨を通知しなければならない。 

（注）1 下線は、当省が付した。 

   2 森林法第 11 条第 5 項に規定された森林経営計画の認定要件の詳細については、森林法施

行規則第 38 条から第 40 条までに定められているが、その概要は後述の図表 1－(2)－イ－

①及び②に記載しているほか、本調査でみられた事例に関係するものについては、後述の図

表 1－(2)－イ－④－ⅰからⅴまで及び図表 1－(2)－ウ－⑦－ⅰからⅲまでに抜粋している

ため、本図表においては、記載していない。 
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図表 1－(2)－④ 森林施業計画制度と森林経営計画制度の主な違い 

区分 森林施業計画制度 森林経営計画制度 

作成主体 

（森林法第

11 条 第 1

項） 

森林所有者等 

 
・森林所有者 

・その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収

益をする者 

森林所有者又は森林所有者から森林の

経営の委託を受けた者 
・森林所有者 

・森林所有者と森林の経営の受委託契約を結んだ

者 

対象森林 

（森林法第

11 条第 1 項

等） 

地形その他の自然的条件及び林道の開

設その他の林業生産の基盤の整備の状況

からみて、一体として整備することを相

当とする森林 

 

 
（伐採が禁止されているなど計画的な森林施業が

困難又は不適当な森林を除く） 

 

 30ha 以上の団地的まとまりを持つ森林 

自らが森林の経営を行う森林であっ

て、地形その他の自然的条件及び林道の

開設その他の林業生産の基盤の整備の状

況又は森林の経営の実施状況からみて、

一体として整備することを相当とする森

林 
（伐採が禁止されているなど計画的な森林施業が

困難又は不適当な森林を含む） 

 

① 林班計画：作成主体が、自ら森林の

経営を行う森林であり、かつ、地形等

から一体として整備することを相当と

する森林（計画対象森林の面積が林班

又は隣接する複数林班の面積の 2 分の

1 以上となっているもの） 

② 区域計画：作成主体が、自ら森林の

経営を行う森林であり、かつ、市町村

が定める一定区域内において 30ha 以上

の森林 

③ 属人計画：100ha 以上の森林を所有

している森林所有者が、権原の面で一

体として整備することが相当である森

林（自らが所有し、及び森林の経営の

委託を受けた全ての森林） 

記載事項 

（森林法第

11 条 第 2

項。平成 23

年の改正後

に あ っ て

は、同条第

3 項 も 該

当） 

・森林施業の実施の長期の方針 

・森林の現況（所在場所別の面積、樹

種、林齢、立木材積等） 

 

・伐採（主伐又は間伐）する森林の時

期、面積、立木材積及び方法 

・造林する森林の時期、面積、樹種及び

方法 

・保育する種類別の面積 

 

 

 

・共同で計画を作成する場合、森林施業

の共同化に関する事項 

・森林の経営の長期の方針 

・森林の現況（所在場所別の面積、樹

種、林齢、立木材積、主伐又は間伐の

施業履歴等） 

・伐採（主伐又は間伐）する森林の時

期、面積、立木材積及び方法 

・造林する森林の時期、面積、樹種及び

方法 

・保育する種類別の面積 

・森林の保護（火災や病虫害被害の防止

等）に関する事項 

・作業路網の整備に関する事項 

・共同で計画を作成する場合、森林の経

営の共同化に関する事項 

・森林経営の規模の拡大目標等（任意記

載事項）※ 森林法第 11 条第 3項に規定 



区分 森林施業計画制度 森林経営計画制度 

認定要件 

（森林法第

11 条 第 5

項。平成 23

年の改正前

にあっては

同 条 第 4

項） 

① 長期の方針が、対象とする森林の整備

を図るために有効かつ適切なものである

こと 

② 次に掲げる区分に応じ、それぞれ適合

していること 

 ・ 公益的機能別施業森林区域以外の区

域内に存する森林 

森林生産の保続及び森林生産力の増

進を図るために必要なものとして、森

林施業の合理化に関する基準 

 ・ 公益的機能別施業森林区域内に存す

る森林 

森林の有する公益的機能の維持増進

を特に図るために必要なものとして、

公益的機能別森林施業の実施に関する

基準 

③ 市町村森林整備計画の内容に照らして

適当であると認められること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 要整備森林がある場合には、地域森林

計画に定められている事項に照らして適

当であると認められること。 

① 長期の方針が、対象とする森林の整備

を図るために有効かつ適切なものである

こと  

② 次に掲げる区分に応じ、それぞれ適合

していること 

 ・ 公益的機能別施業森林区域以外の区

域内に存する森林 

森林生産の保続及び森林生産力の増

進を図るために必要なものとして、森

林施業の合理化に関する基準 

 ・ 公益的機能別施業森林区域内に存す

る森林 

森林の有する公益的機能の維持増進

を特に図るために必要なものとして、

公益的機能別森林施業の実施に関する

基準 

③ 市町村森林整備計画の内容に照らして

適当であると認められること  

④ 作業路網の整備の状況その他の事情に

照らして、計画に従った森林の施業及び

保護が適正かつ確実に実施されると認め

られること 

⑤ 火入れに関する事項が記載されている

場合には、その火入れをする目的が森林

法に規定する害虫駆除等に該当するもの

であること  

⑥ 森林経営の規模の拡大目標等が記載さ

れている場合には、森林の経営の規模の

拡大が図られることが確実であると認め

られるものであること 

⑦ 要整備森林がある場合には、地域森林

計画に定められている事項に照らして適

当であると認められること。 

（注）1 森林法に基づき、当省が作成した。 

2 「森林経営計画制度」欄の下線は、森林施業計画制度から変更となった点を示す。 

3 「記載事項」欄のうち、「森林経営計画制度」欄の「森林経営の規模の拡大目標等（任

意記載事項）」については、属人計画を作成し、相続税の納税猶予を受ける場合には、記

載が義務付けられることとなる。 

4 森林経営計画制度においては、上記のほか、森林施業の実施基準などの変更も行われて

いる。 
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各

欄
の

作
成

率
は

、
各

道
府

県
の

民
有

林
面

積
に

占
め

る
、

ⅰ
）
各

道
府

県
内

の
市

町
村

長
が

認
定

し
た

計
画

の
作

成
面

積
、

ⅱ
）
各

道
府

県
知

事
が

認
定

し
た

計
画

の
作

成
面

積
、

ⅲ
）
農

林
水

産
大

臣
が

認
定

し
た

計
画

の
作

成
面

積
を

合
計

し
た

作
成

面
積

の
割

合
を

示
し

、
小

数
点

第
一

位
以

下
を

四
捨

五
入

し
て

い
る

。

　
表

中
の

網
掛

け
は

、
平

成
2
7
年

度
末

時
点

に
お

け
る

森
林

経
営

計
画

の
作

成
率

の
全

国
平

均
値

（
3
0
％

）
を

上
回

っ
た

道
府

県
を

示
す

。
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8
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8
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4
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8
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広
島

県

　
林

班
計

画
に

つ
い

て
は

、
区

域
計

画
又

は
属

人
計

画
の

対
象

と
な

る
森

林
と

重
複

す
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

林
班

計
画

の
作

成
面

積
（
a欄

）
、

区
域

計
画

の
作

成
面

積
（
c欄

）
及

び
属

人
計

画
の

作
成

面
積

（
e欄

）
を

合
計

し
た

作
成

面
積

は
、

森
林

経
営

計
画

の
作

成
面

積
（
B

欄
）

と
一

致
し

な
い

。
　

平
成

2
7
年

度
の

森
林

施
業

計
画

の
実

績
は

、
森

林
経

営
計

画
制

度
の

運
用

が
開

始
さ

れ
る

2
3
年

度
末

ま
で

に
認

定
を

受
け

、
計

画
期

間
（
５

年
間

）
の

満
了

を
迎

え
る

ま
で

有
効

な
計

画
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
る

森
林

施
業

計
画

の
実

績
を

示
す

。

　
「
森

林
経

営
計

画
と

森
林

施
業

計
画

の
作

成
率

の
合

計
か

ら
平

成
2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

（
G

-
E
）
」
は

、
平

成
2
3
年

度
末

時
点

で
有

効
で

あ
っ

た
森

林
施

業
計

画
が

2
7
年

度
末

時
点

の
森

林
経

営
計

画
に

ど
の

程
度

取
り

込
ま

れ
た

の
か

を
把

握
す

る
た

め
、

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
の

合
計

か
ら

平
成

2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
平

成
2
7
年

度
実

績
に

つ
い

て
は

、
農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
及

び
都

道
府
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に

お
い

て
数

値
の

確
認

等
が

行
わ
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り

、
2
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3
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2
日
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暫

定
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対
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1
7
道

府
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資

料
に

基
づ

き
、

当
省

が
作

成
し

た
。

　
「
民

有
林

面
積

」
は

、
農

林
水

産
省

（
林

野
庁
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が

取
り

ま
と

め
、

公
表
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る
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現
況
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3

1
%

-
6
8
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
,
4
2
1

7
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

3
,
2
1
9

1
6
%

2
,
1
4
4

1
0
%

3
0
0

1
%

7
7
4

4
%

0
0
%

3
,
2
1
9

1
6
%

9
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

5
,
0
1
6

6
6
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

4
,
3
5
3

5
7
%

4
,
3
5
3

5
7
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

4
,
3
5
3

5
7
%

-
9
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

5
,
5
8
0

1
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
,
1
5
7

2
%

9
0
6

2
%

2
5
1

0
%

0
0
%

4
7
7

1
%

1
,
6
3
4

3
%

-
8
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

2
8
,
9
5
6

5
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
1
,
2
0
2

2
0
%

1
,
1
2
4

2
%

3
3
5

1
%

9
,
7
6
6

1
7
%

4
,
7
6
5

8
%

1
5
,
9
6
7

2
8
%

-
2
3
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

2
,
9
2
8

7
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

5
,
2
4
6

1
3
%

5
,
3
6
1

1
3
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

5
,
2
4
6

1
3
%

6
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

0
0
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

2
7
5

3
%

2
7
5

3
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

2
7
5

3
%

3
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

6
7
,
5
2
9

7
5
%

－
－

－

2
6
年

度
（
2
7
年

3
月

末
）

1
9
,
5
1
9

2
2
%

1
5
,
5
8
5

1
7
%

2
,
0
1
3

2
%

1
,
9
2
1

2
%

0
0
%

1
9
,
5
1
9

2
2
%

-
5
4
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

6
6
1

2
3
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

3
7
2

1
3
%

3
7
2

1
3
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

3
7
2

1
3
%

-
1
0
ポ

イ
ン

ト

新
潟

県

長
野

県

岐
阜

県

区
域

計
画

属
人

計
画

森
林

経
営

計
画

青
森

県

岩
手

県

栃
木

県

む
か

わ
町

美
深

町

釧
路

町

北
海

道

林
班

計
画

2
6
,
5
4
9

1
2
,
6
2
8

9
,
2
9
0

2
1
,
6
2
1

3
6
,
3
4
8

5
7
,
6
9
9

1
2
,
3
4
9

4
0
,
3
9
3

青
森

市

平
内

町

岩
手

町

宮
古

市

佐
野

市

矢
板

市

阿
賀

町

魚
沼

市

飯
田

市

筑
北

村

郡
上

市

川
辺

町

五
戸

町

（
単

位
：
h
a）

時
点

8
2
,
5
9
0

2
0
,
5
7
3

7
,
6
1
5

5
7
,
3
0
5

5
1
,
7
4
9

2
,
8
5
4

森
林

施
業

計
画

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

合
計

調
査

対
象

と
し

た
市

町
村

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
の

合
計

か
ら

平
成

2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

民
有

林
面

積

8
,
2
2
5

8
9
,
7
1
1



市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

A
B

C
=
B

/
A

a
b=

a/
A

c
d=

c
/
A

e
f=

e
/
A

D
E
=
D

/
A

F
=
B

+
D

G
=
F
/
A

G
-
E

区
域

計
画

属
人

計
画

森
林

経
営

計
画

林
班

計
画

時
点

森
林

施
業

計
画

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

合
計

調
査

対
象

と
し

た
市

町
村

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
の

合
計

か
ら

平
成

2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

民
有

林
面

積

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
4
,
0
7
6

1
4
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

6
,
1
9
4

6
%

3
,
1
4
0

3
%

1
,
4
6
3

1
%

1
,
5
9
1

2
%

8
,
6
9
5

8
%

1
4
,
8
8
9

1
4
%

1
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

2
,
3
4
6

1
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

2
,
0
7
0

9
%

1
,
3
7
0

6
%

6
9
9

3
%

0
0
%

0
0
%

2
,
0
7
0

9
%

-
1
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

2
7
,
4
4
1

6
6
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

5
,
9
8
1

1
4
%

1
,
6
2
3

4
%

4
,
6
1
1

1
1
%

0
0
%

0
0
%

5
,
9
8
1

1
4
%

-
5
2
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

3
,
8
0
1

2
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
,
6
9
7

9
%

1
,
1
3
7

6
%

0
0
%

5
6
0

3
%

1
,
6
0
5

9
%

3
,
3
0
2

1
8
%

-
3
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

4
2
,
1
4
3

7
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
4
,
4
8
4

2
4
%

1
1
,
5
4
5

1
9
%

2
,
3
4
5

4
%

7
8
1

1
%

5
6
7

1
%

1
5
,
0
5
1

2
5
%

-
4
6
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
4
,
5
4
8

3
5
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
,
7
8
6

4
%

1
,
7
8
6

4
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

1
,
7
8
6

4
%

-
3
1
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

4
1
,
0
4
6

7
6
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
7
,
8
7
8

3
3
%

1
7
,
8
7
8

3
3
%

0
0
%

0
0
%

4
7

0
%

1
7
,
9
2
5

3
3
%

-
4
3
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

7
,
5
8
0

2
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

2
,
6
5
5

7
%

2
,
5
9
7

7
%

5
8

0
%

0
0
%

6
1
2

2
%

3
,
2
6
7

9
%

-
1
2
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
2
,
9
8
3

7
5
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
,
4
3
4

8
%

1
,
4
3
4

8
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

1
,
4
3
4

8
%

-
6
7
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
4
,
5
2
6

7
1
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

7
6
9

4
%

7
6
9

4
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

7
6
9

4
%

-
6
8
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
4
,
5
7
9

8
0
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

2
9
0

2
%

0
0
%

0
0
%

2
9
0

2
%

0
0
%

2
9
0

2
%

-
7
8
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
4
,
5
0
3

4
6
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

6
,
2
3
4

2
0
%

2
,
0
4
3

6
%

9
3
8

3
%

3
,
2
5
3

1
0
%

6
7
6

2
%

6
,
9
1
0

2
2
%

-
2
4
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

3
1
,
4
8
3

5
4
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

4
2
,
5
0
1

7
2
%

3
6
,
7
2
3

6
3
%

2
2
5

0
%

6
,
4
9
5

1
1
%

0
0
%

4
2
,
5
0
1

7
2
%

1
9
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

6
1
,
9
0
7

6
3
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

6
,
3
7
6

7
%

3
,
8
9
2

4
%

2
,
4
8
3

3
%

0
0
%

3
8
,
2
7
3

3
9
%

4
4
,
6
4
9

4
6
%

-
1
8
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

0
0
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

7
9
3

2
%

6
7
1

2
%

1
2
2

0
%

0
0
%

0
0
%

7
9
3

2
%

2
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

4
7
,
2
8
5

9
0
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

3
,
5
8
7

7
%

1
,
0
6
2

2
%

2
,
5
2
4

5
%

0
0
%

0
0
%

3
,
5
8
7

7
%

-
8
4
ポ

イ
ン

ト

静
岡

県

伊
豆

市

津
山

市

真
庭

市

丹
波

市

松
阪

市

紀
北

町

京
都

市

静
岡

市

2
1
,
9
7
5

東
広

島
市

北
広

島
町

庄
原

市

南
丹

市

福
知

山
市

神
河

町

宇
陀

市

五
條

市

三
重

県

京
都

府

兵
庫

県

奈
良

県

岡
山

県

3
1
,
5
0
9

5
8
,
6
6
8

9
7
,
9
6
1

3
6
,
5
3
7

5
2
,
3
1
1

4
1
,
5
9
9

広
島

県

3
6
,
3
6
8

1
7
,
3
5
2

1
8
,
2
8
9

2
0
,
3
4
1

1
0
3
,
0
2
2

4
1
,
3
0
0

1
8
,
0
5
2

5
9
,
2
3
7

5
3
,
7
4
9



市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

市
町

村
認

定
面

積
市

町
村

認
定

率
市

町
村

認
定

面
積

市
町

村
認

定
率

A
B

C
=
B

/
A

a
b=

a/
A

c
d=

c
/
A

e
f=

e
/
A

D
E
=
D

/
A

F
=
B

+
D

G
=
F
/
A

G
-
E

区
域

計
画

属
人

計
画

森
林

経
営

計
画

林
班

計
画

時
点

森
林

施
業

計
画

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

合
計

調
査

対
象

と
し

た
市

町
村

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
の

合
計

か
ら

平
成

2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

民
有

林
面

積

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

3
,
5
1
5

2
3
%

－
－

－

2
7
年

度
（
2
8
年

3
月

末
）

1
,
8
1
5

1
2
%

1
,
4
7
1

9
%

3
4
4

2
%

0
0
%

1
,
1
9
8

8
%

3
,
0
1
3

1
9
%

-
3
ポ

イ
ン

ト

2
3
年

度
（
2
4
年

3
月

末
）

－
－

－
－

－
－

－
－

1
8
,
1
7
3

4
5
%
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「
民

有
林

面
積

」
は

、
農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
が

取
り

ま
と

め
、

公
表

す
る

「
森

林
資

源
の

現
況

」
（
平

成
2
4
年

3
月

3
1
日

現
在

）
の

森
林

資
源

現
況

総
括

表
に

お
け

る
森

林
法

第
5
条

第
1
項

に
規

定
す

る
民

有
林

面
積

を
い

う
。

　
「
市

町
村

認
定

面
積

」
と

は
、

各
市

町
村

長
が

認
定

し
た

計
画

の
作

成
面

積
を

い
う

。
　

ま
た

、
「
市

町
村

認
定

率
」
と

は
、

各
市

町
村

の
民

有
林

面
積

に
占

め
る

各
市

町
村

長
が

認
定

し
た

計
画

の
作

成
面

積
の

割
合

を
示

し
、

「
道

府
県

の
作

成
率

」
と

は
異

な
り

、
道

府
県

知
事

認
定

及
び

農
林

水
産

大
臣

認
定

に
よ

る
計

画
の

作
成

面
積

は
含

ん
で

い
な

い
た

め
、

市
町

村
内

に
都

道
府

県
知

事
又

は
農

林
水

産
大

臣
が

認
定

し
た

計
画

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

市
町

村
内

に
お

け
る

「
作

成
率

」
よ

り
「
市

町
村

認
定

率
」
は

小
さ

く
な

る
場

合
が

あ
る

。

　
林

班
計

画
に

つ
い

て
は

、
区

域
計

画
又

は
属

人
計

画
の

対
象

と
な

る
森

林
と

重
複

す
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

林
班

計
画

の
市

町
村

認
定

面
積

（
a欄

）
、

区
域

計
画

の
市

町
村

認
定

面
積

（
c欄

）
及

び
属

人
計

画
の

市
町

村
認

定
面

積
（
e欄

）
の

合
計

面
積

は
、

森
林

経
営

計
画

の
市

町
村

認
定

面
積

（
B

欄
）
と

一
致

し
な

い
。

　
平

成
2
7
年

度
の

森
林

施
業

計
画

の
実

績
は

、
森

林
経

営
計

画
制

度
の

運
用

が
開

始
さ

れ
る

2
3
年

度
末

ま
で

に
認

定
を

受
け

、
計

画
期

間
（
５

年
間

）
の

満
了

を
迎

え
る

ま
で

有
効

な
計

画
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
る

森
林

施
業

計
画

の
実

績
を

示
す

。

　
「
森

林
経

営
計

画
と

森
林

施
業

計
画

の
作

成
率

の
合

計
か

ら
平

成
2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

（
G

-
E
）
」
は

、
平

成
2
3
年

度
末

時
点

で
有

効
で

あ
っ

た
森

林
施

業
計

画
が

2
7
年

度
末

時
点

の
森

林
経

営
計

画
に

ど
の

程
度

取
り

込
ま

れ
た

の
か

を
把

握
す

る
た

め
、

森
林

経
営

計
画

と
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
の

合
計

か
ら

平
成

2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

作
成

率
を

控
除

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
平

成
2
7
年

度
実

績
に

つ
い

て
は

、
農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
及

び
都

道
府

県
に

お
い

て
数

値
の

確
認

等
が

行
わ

れ
て

お
り

、
2
9
年

3
月

2
日

現
在

の
暫

定
値

で
あ

る
。

　
表

中
の

網
掛

け
は

、
平

成
2
7
年

度
末

時
点

に
お

け
る

森
林

経
営

計
画

の
作

成
率

の
全

国
平

均
値

（
3
0
％

）
を

上
回

っ
た

市
町

村
を

示
す

。
　

五
戸

町
の

「
平

成
2
3
年

度
に

お
け

る
森

林
施

業
計

画
の

市
町

村
認

定
率

」
に

つ
い

て
は

、
同

町
に

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

次
の

よ
う

な
事

情
が

あ
る

た
め

、
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

同
町

に
よ

る
と

、
当

時
の

資
料

で
は

、
森

林
施

業
計

画
の

市
町

村
認

定
面

積
は

民
有

林
面

積
の

9
,2

9
0
h
aを

上
回

る
9
,9

6
1
h
aで

あ
り

、
計

算
上

は
、

認
定

率
が

1
0
0
％

を
超

え
、

全
て

の
森

林
で

森
林

施
業

計
画

を
作

成
し

て
い

る
こ

と
に

な
る

が
、

こ
れ

は
異

な
る

計
画

で
重

複
し

た
森

林
を

認
定

し
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
同

町
に

よ
る

と
、

計
画

の
内

訳
を

示
す

当
時

の
資

料
が

現
存

し
て

い
な

い
た

め
、

ど
の

程
度

の
重

複
が

あ
っ

た
か

詳
細

は
不

明
で

あ
る

と
し

て
い

る
が

、
当

時
、

ほ
と

ん
ど

の
森

林
で

森
林

施
業

計
画

が
作

成
さ

れ
て

い
た

と
認

識
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。
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農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
並

び
に

調
査

対
象

と
し

た
1
7
道

府
県

及
び

3
9
市

町
村

の
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、

当
省

が
作

成
し

た
。
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図表 1－(2)－ア－⑤ 森林経営計画の作成率が全国平均値を上回った道府県及び市町村における

主な理由 

該当する調査対象とし

た道府県及び市町村 
森林経営計画の作成率が全国平均値を上回った主な理由 

北海道 

森林経営計画：71％ 

 

○ 北海道内の人工林で植生するトドマツやカラマツ等の木材価格が

低いため、森林所有者や林業事業体等においては、森林施業に対す

る補助事業の交付を受けるために森林施業計画の作成が進み、森林

経営計画も同様の傾向が続いているため。 

○ 北海道内においては民有林に占める北海道有林の森林面積の割合

が高く、森林経営計画を作成した北海道有林の面積が、森林経営計

画を作成した民有林面積の約 35％を占めているため。 

 北海道むかわ町 

森林経営計画：49％ 

 

○ 所有する森林面積が比較的大きい森林所有者が多く、森林施業計

画の作成が進んでおり、森林経営計画においても、森林施業計画を

作成していた森林所有者に加え、森林施業計画を作成していなかっ

た森林所有者の中にも、森林経営計画の作成に同意が得られた森林

所有者が増えたことによるため。 

北海道釧路町 

森林経営計画：31％ 

 

○ 一部の森林所有者の中には、当面森林施業の予定がないことを理

由として森林経営計画を作成する意欲がない森林所有者もいるが、

町を管内とする釧路東森林組合が主体となって、森林施業計画の作

成が進んでおり、森林経営計画の作成にも理解が得られやすかった

のではないかと考えられるため。 

栃木県 

森林経営計画：35％ 

 

○ 県内には森林施業計画の作成が進んでいた市町村があることに加

え、森林経営計画制度の創設後、市町村、森林組合等の林業事業体

に対し説明会の開催などを通じて働きかけを行ってきたことが、森

林経営計画の作成につながっていたのではないかと考えられるた

め。 

 栃木県矢板市 

森林経営計画：57％ 

 

○ 森林所有面積 10ha 未満の小規模森林所有者が多いが、以前より

森林施業の委託が多い傾向にあったことや森林所有者同士の結びつ

きが強いことに加え、市を管内とするたかはら森林組合が主体とな

って森林施業計画の作成が進んでいたため、森林経営計画の作成に

も理解が得られやすかったのではないかと考えられるため。 

京都府南丹市 

経森林営計画：33％ 

 

○ 森林施業計画の作成が進んでいたことに加え、市を管内とする日

吉町森林組合が森林所有者に対し森林経営計画の作成を積極的に働

きかけており、森林経営計画の作成に理解が得られやすかったので

はないかと考えられるため。 

岡山県 

森林経営計画：38％ 

 

○ 県内の市町村の中には、森林組合が主体となって、森林施業計画

の作成が進み、森林経営計画においても、森林所有者に対し積極的

に作成を働きかけ、高い作成率となっている市町村があり、県全体

の作成率を引き上げていると考えられるため。 

 



該当する調査対象とし

た道府県及び市町村 
森林経営計画の作成率が全国平均値を上回った主な理由 

 岡山県真庭市 

森林経営計画：72％ 

 

○ 林業が主要産業であり、森林所有者の森林整備に対する意識が高

く、各種制度の理解や協力が得られやすいことに加え、市を管内と

する真庭森林組合において、以前から森林所有者情報を独自に把

握・管理していたことから、森林施業計画の作成が進んでおり、森

林経営計画においても、作成に同意する森林所有者が増えたことに

よるため。 

熊本県 

森林経営計画：35％ 

 

○ 県内には、林業が盛んな市町村が多く、森林施業計画の作成が進

んでいたことに加え、平成 28 年度までに森林経営計画の作成率を

50％とする目標を設定し、市町村や森林組合等と協力して森林所有

者に対し森林経営計画の作成を積極的に働きかけるなどの取組を行

ったことが、森林経営計画の作成につながったのではないかと考え

られるため。 

 熊本県山都町 

森林経営計画：35％ 

 

○ 町を管内とする緑川森林組合が主体となり、森林施業計画の作成

が進んでおり、森林経営計画の作成に理解が得られやすかったので

はないかと考えられるため。 

宮崎県 

森林経営計画：45％ 

 

○ 県内には林業が盛んな市町村が多く、森林施業計画の作成が進ん

でおり、森林経営計画の作成に理解が得られやすかったのではない

かと考えられるため。 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 調査対象とした道府県及び市町村のうち、平成 27 年度末時点における森林経営計画の

作成率の全国平均値（30％）を上回った道府県及び市町村の意見を示す。 

3 表中の「森林経営計画」は、道府県にあっては平成 27 年度末時点における森林経営計

画の作成率、市町村にあっては 27 年度末時点における森林経営計画の市町村認定率を示

す。 
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図表 1－(2)－ア－⑧ 調査対象とした道府県及び市町村における森林経営計画の作成が進展しない

ことに対する主な意見 

○ 森林経営計画に基づき伐採を行ったとしても、木材価格が低迷し、現行の木材価格では利益を

出すことが難しいため、森林所有者における森林の経営意欲が低下し、森林経営計画を作成する

意欲のある森林所有者が限られており、また、林業事業体が森林経営計画を作成する際にも、森

林の経営意欲が低下している森林所有者から森林の経営の委託について同意が得られない場合が

ある。 

また、これまでも制度や交付対象となる補助事業の要件等が変更されており、森林所有者、林

業事業体等の中には、今後も変更されるのではないかという懸念があることや補助事業の見通し

がつかないことから、森林経営計画の作成をちゅうちょする者がいる。 

○ 森林経営計画の対象とすることを検討している森林において、森林所有者が不明又は境界が未

確定の森林に限らず、行政機関が森林所有者を把握できていない森林や、森林所有者等を特定す

ることができた森林であったとしても面積が小規模な森林や不在村者が所有する森林、共有者が

多数いる森林の場合、森林の経営の委託について同意を得るために個々の森林所有者の居住地等

に赴く必要があるなど森林所有者の同意を得るまでの負担が大きく、森林経営計画作成を断念す

る者がいる。 

○ 例えば、次のとおり、森林施業計画と森林経営計画では対象森林等に関する要件が異なるた

め、過去に森林施業計画を作成していた森林であっても、必ずしも森林経営計画を作成できてい

るわけではない。 

ⅰ）対象森林について、森林施業計画においては、近接した 30ha 以上のまとまりをもった森林

面積を確保すれば要件を満たしたのに対し、森林経営計画（林班計画又は区域計画）において

は、一定の範囲内で確保しなければならない森林の面積が定められたため、森林施業計画を作

成していた森林のみでは、要件を満たさない場合がある。 

ⅱ）作成主体が森林所有者と森林の経営の委託を受けた者に限定されたため、森林経営に係る委

託契約を締結する負担が大きいと感じ、森林経営計画の作成を断念する場合がある。 

ⅲ）森林施業の実施基準がより厳格になり、従来以上の森林施業が必要となったため、作成主体

となる森林組合等の林業事業体の現行の限られた人員体制では、既に作成した森林経営計画に

基づく森林施業を実施するだけでなく、森林経営計画に関する業務以外の対応も必要となる中

で、それだけの森林施業を実施する余裕がない。 

  また、計画期間内に間伐の実施が義務付けられている森林面積を達成できないなど計画どお

りに森林施業を実施することができない場合に、森林経営計画の対象森林であったことにより

交付を受けた補助金を返還しなければならない可能性があることを懸念する者がいる。 

ⅳ）認定要件が複雑のため、専門的な知識が必要となることに加え、作成する負担が大きいた

め、森林所有者に限らず、森林組合等の林業事業体の中にも、対応できない場合があり、既に

森林経営計画を作成している場合であっても、新たな森林経営計画を作成する余裕があるわけ

ではない。 

○ 戦前又は戦後の荒廃した森林の復旧を図ることを目的として、植林された森林の中には、急峻

又は複雑な地形等にあり、現在では路網等の整備や森林施業の実施が困難な森林が含まれている

おり、そのような森林に森林経営計画を作成する意欲がある森林所有者等がいない。 

○ 森林経営計画を作成していない公有林があったとしても、市町村においては、担当職員が他の

業務を兼務しているなど業務体制が限られている中で、専門的知識があるわけではないため、必

ずしも作成できるわけではない。 

（注） 当省の調査結果による。 
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備
状
況
、
及
び
整
備
の
予
定

適
切
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か

位
置
図

則
３
７
①

一
イ
・
ロ

要
領

Ⅰ
９
（
３
）

②
主

伐
及
び
搬
出
間
伐
の
区
域
と
そ
の
区
域
内
の
作
業
シ
ス
テ
ム

適
切
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か

位
置
図

則
３
７
①

一
ハ

、
要

領
Ⅰ

９
（
３
）

（
２
）
森

林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

計
画
期
間
内
の
施
業
及
び
保
護
の
実

施
を
委
託
す
る
契
約
内
容
と
な
っ
て
い

る
か

経
営
の
委
託
を
契
約
す
る
書
面
（
森

林
経

営
委

託
契

約
書
又
は
森
林
経
営
委
託
契
約
締
結
済

報
告

書
（
認

定
に

際
し
て
契
約
書
を
確
認
す
る
場
合

）
）

則
３
７
①

二
、

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
オ

留
意

事
項

１
（
１
）
ウ

（
３
）

同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
か

作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
の

同
意

書
、
及
び
利
用
及
び
維
持
管
理
に
つ
い
て
定

め
た
協

定
書 （
経
営
委
託
契
約
書
で
明
ら
か
な
場

合
は

、
不

要
）

則
３
７
①

三
、

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
カ

1
-
3

森
林
経
営
計
画
書
の
記
載
事
項

（
１
）
長

期
の
方
針

法
１
１
②

一

①
公

益
的
機
能
別
施
業
森
林
の
内
外
ご
と
の
４
０
年
以
上
に
わ

た
る
、
森
林
の
経
営

に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
５
年
ご
と
の
伐
採
立
木
材
積
・
造
林

面
積

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
５
一

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
ウ

②
経

営
計
画
の
継
続
性
の
有
無

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
ウ

③
森

林
の
経
営
の
共
同
化
及
び
周
辺
の
森
林
所
有
者
又
は
共

同
作
成
者
の
申
出
に

応
じ
て
委

託
を
受
け
て
行
う
森
林
の
経
営
に
関
す
る
長
期
の
方
針

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
（
共
同
計
画
の
場

合
の

み
）

則
３
５
二

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
ウ

④
属

人
計
画
に
お
い
て
は
、
森
林
所
有
者
又
は
森
林
の
経
営
の

受
託
者
か
ら
の
申

出
に
応

じ
て
行
う
森
林
の
経
営
に
関
す
る
長
期
の
方
針

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
（
属
人
計
画
の
場

合
の

み
）

則
３
５
三

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
ウ

⑤
５
年

ご
と
の
森
林
の
経
営
の
規
模
の
拡
大
及
び
作
業
路
網
の

延
長
そ
の
他
の
作

業
路
網
の
設
置
に
関
す
る
長
期
の
方
針

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
（
規
模
拡
大
目
標
を
定
め
る
場
合
の
み
）

法
１
１
③

、
則

３
５
四

⑥
森

林
の
経
営
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
、
森
林
の
多
面
的
機
能
を
高
度
に
発

揮
し
う
る
森
林
経
営
に
つ
い
て
記
載
（
特
に
、
生
物
多
様
性
の
保
全
に
つ
い
て
要
記

載
）
。

①
保
護
地
域
の
内
外
別
（
必
須
）
、
遷
移
段
階
、
森
林
の
分
断
状
況
な
ど
を
踏
ま

え
た
保
護
の
取
組

（
自
然
公
園
等
の
保
護
面
積
及
び
対
象
森
林
に
占
め
る
割
合
を
記
載
。
保
護
地
域

内
の
森
林
が
な
い
場
合
は
、
天
然
林
の
保
全
方
法
な
ど
生
物

多
様
性
の
保
全
の

た
め
の
森
林
の
施
業
及
び
保
護
の
方
針
に
つ
い
て
記
載

）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

付
録

１
（
１
）
ア

（
２
）

法
１
１
②

二
～

五

①
対
象
森
林
の
所
在
場
所
別
の
面
積
、
人
天
の
別
、
樹
種
（
林

相
）
、
林
齢
、
立
木
材

積
記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

二

②
伐

採
時
期
、
伐
採
面
積
、
伐
採
立
木
材
積
、
伐
採
方
法
（
間
伐

以
外
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

三

③
造

林
時
期
、
造
林
面
積
、
造
林
樹
種
、
造
林
方
法

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

四

④
間

伐
時
期
（
5
カ
年
で
よ
い
）
、
間
伐
面
積
、
間
伐
立
木
材
積
、
間
伐
方
法

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

五

審
査
・
確
認
事

項
参

照
条

文
等

作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
に
つ
き
、
森
林
の
土
地
の
所
有

者
の
同
意
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
書
面

計
画
対
象
森
林
の
所
在
場
所
別
の
現
況
及
び
伐
採
・
造
林
・
間
伐
の
計
画

図
表
1
－

(
2
)
－
イ
－
①
　
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
の
一
覧
　
　

長方形



森
林

経
営

計
画

の
認

定
審

査
（
総

括
表

）

N
o
.

審
査
・
確
認
対
象

チ
ェ
ッ
ク
欄

備
考

審
査
・
確
認
事
項

参
照

条
文

等

（
３
）
保

育
の
計
画

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

六

下
刈
り
、
つ
る
切
り
、
除
伐
等
の
保
育
の
種
類
別
の
面
積

要
領

様
式

２
（
１
）

（
４
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

七

保
護
の
た
め
の
伐
採
の
時
期
・
方
法
、
病
害
虫
駆
除
・
予
防
の
方
法
、
火
災
予
防

の
た
め
の

巡
視
、
境
界
管
理
、
自
発
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
長
期
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調

査
、
森

林
認
証
の
取
得
状
況
、
火
入
れ
の
実
施
等

要
領

様
式

２
（
１
）
、
３

（
５
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

法
１
１
②

八
、
則

３
６
一

計
画
的
伐
採
対
象
森
林
は
適
当
か

則
３
６
一

イ
～

ニ
要

領
Ⅰ

２
（
１
）
エ

（
６
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
（
共
同
作
成
の
場

合
の

み
）

法
１
１
②

八
、
則

３
６
二

（
７
）
作

業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

法
１
１
②

八
、
則

３
６
三

森
林
作
業
道
等
の
施
設
の
設
置

・
設
置
方
法
及
び
利
用
に
関
す
る
事
項

・
施
業
及
び
保
護
の
共
同
実
施
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置

・
森
林
所
有
者
又
は
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
及
び
当
該
森
林
の
土
地

の
所
有
者
の
全
員
の
合
意
の
状
況

・
一
体
整
備
区
域
内
の
他
の
認
定
請
求
者
等
と
連
携
し
て
、
森
林
作
業
道
等
の
施

設
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
設
置
に
努
め
る
旨
を
記
載

・
森
林
作
業
道
の
起
点
、
終
点
、
路
線
名
及
び
延
長
（
概
数
）
（
図
示
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

様
式

４
（
３
）
ア

森
林
作
業
道
等
の
施
設
の
維
持
管
理

・
維
持
管
理
の
方
法
及
び
利
用
に
関
す
る
事
項

・
施
業
及
び
保
護
の
共
同
実
施
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置

・
森
林
所
有
者
又
は
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
及
び
当
該
森
林
の
土
地

の
所
有
者
の
全
員
の
合
意
の
状
況

・
一
体
整
備
区
域
内
の
他
の
認
定
請
求
者
等
と
連
携
し
て
、
森
林
作
業
道
等
の
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
維
持
管
理
に
努
め
る
旨
を
記
載

・
森
林
作
業
道
は
、
番
号
を
付
し
た
上
で
起
点
、
終
点
、
路
線
名
及
び
延
長
を
記
載

す
る
と
と
も
に
、
当
該
番
号
及
び
線
形
を
図
示
。

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

様
式

４
（
３
）
イ

（
８
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書

（
９
）
特

定
森
林
経
営
計
画
の
面
積

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
（
規
模
拡
大
目
標
を
定
め
る
場
合
の
み
）

法
１
１
②

八
、
則

３
６
五

2
面

積
要
件
（
一

体
整
備
相
当
森
林
）

法
１
１
①

（
１
）

令
３

則
３
３
一

イ
要

領
Ⅰ

２
（
１
）
イ

①
湿

地
、
そ
の
他
立
木
の
更
新
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

②
経

営
計
画
の
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
森
林
が
立
木
の
生
育

に
供
さ
れ
な
く
な
る
こ

と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

③
計

画
的
な
森
林
の
施
業
及
び
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当

と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

（
２
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
、
添
付
書
類
、
森

林
簿

（
林
班
計
画
の
場
合
の
み
）

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
イ

林
班
計
画
に
お
い
て
は
、
計
画
対
象
森
林
の
面
積
が
林
班
又
は
隣

接
す
る
複
数
林
班

（
計

画
的
な
森

林
の
施
業
及
び
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
な
森
林
で

あ
る
と
し
て
、
市

町
村
長
が
指
定
し
た
森
林
を
除
く
）
の
面
積
の
１
／
２
以
上
で
あ
る
こ
と
。

①
～
③
を
除
い
た
計
画
対
象
森
林
面

積
が
林
班
又
は
隣
接
す
る
複
数
林
班

の
面
積
の
１
／
２
以
上
で
あ
る
か

森
林
経
営
計
画
書
、
森
林
簿
、
位

置
図

、
経

営
の

受
委

託
に
関
す
る
意
向
確
認
の
結
果
表

（
林
班
計
画
の
場
合
の
み
）

告
示

※
２

林
班
計
画
に
つ
い
て
、
天
然
林
も
含
め
当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
林
班
又
は

隣
接
す
る
複

数
林
班
に
お
い
て
認
定
申
請
者
が
所
有
し
、
又
は
森
林
所
有
者
か
ら
経
営

を
受
託
し
た
森
林
す
べ
て
を
計
画
対
象
森
林
と
す
る
こ
と
。

計
画
的
伐
採
対
象
森
林
の
う
ち
人
工
林
の
立
木
の
樹
高

※
計
画
的
伐
採
対
象
森
林
は
、
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森

林
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
森
林
以
外
の
森
林

イ
禁
伐
林
、
ロ

竹
林
、
ハ

小
規
模
森
林
（
隣
接
森
林
と
合
わ
せ
て
０
．
３
h
a以

下
）
、

ニ
計
画
的
な
森
林
施
業
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
森
林

共
同
し
て
行

う
森
林
施
業
の
種
類
及
び
そ
の
実
施
の
方
法
そ
の
他

森
林
の
施
業
及
び
保

護
の
共
同
化
に
関
す
る
事
項

間
伐
（
過

去
1
0
年
）
及
び
主
伐
（
過
去
５
年
）
の
施
業
履
歴

法
１
１
②

八
、
則

３
６
四

要
領

様
式

２
（
１
）

森
林
の
保
護
に
関
す
る
事
項

長方形



森
林

経
営

計
画

の
認

定
審

査
（
総

括
表

）

N
o
.

審
査
・
確
認
対
象

チ
ェ
ッ
ク
欄

備
考

審
査
・
確
認
事
項

参
照

条
文

等

（
３
）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
書
で
、
一
体

整
備
相
当
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る

か 計
画
対
象
森
林
面
積
が
、
一
体
整
備

相
当
区
域
内
に
所
在
し
、
（
１
）
①
～
③

を
除
い
た
森
林
面
積
が
3
0
h
a以

上
で

森
林
経
営
計
画
書
、
森
林
簿
、
位
置

図
、
市

町
村

森
林

整
備
計
画

（
区
域
計
画
の
場
合
の
み
）

令
３
一

則
３
３
一

ロ
告

示
※

２
要

領
Ⅰ

２
（
１
）
イ
（
イ
）

（
４
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
、
添
付
書
類
、
森

林
簿

（
区
域
計
画
の
場
合
の
み
）

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
イ

（
５
）

一
の
者
が
計
画
認
定
請
求
者
か

（
１
）
①
～
③
を
除
い
た
所
有
森
林
面
積

が
１
０
０
h
a以

上
あ
る
か

森
林
経
営
計
画
書
、
森
林
簿
、
位
置

図

（
属
人
計
画
の
場
合
の
み
）

令
３
一

則
３
３
二

告
示

※
２

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
イ

（
ウ
）

（
６
）

記
載
内
容
に
不
備
は
な
い
か

森
林
経
営
計
画
書
、
添
付
書
類
、
森

林
簿

（
属
人
計
画
の
場
合
の
み
）

要
領

Ⅰ
２
（
１
）
イ

（
７
）

一
体
と
し
て
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
認

め
ら
れ

る
か

森
林
経
営
計
画
書
、
添
付
書
類

令
３
二

3
認

定
基
準

3
-
1

長
期
の
方
針

1
-
3
（
１
）
の
記
載
内
容
が
有
効
か
つ
適

切
な
も
の
か

法
１
１
⑤

一

3
-
2

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
以
外
の
森
林
に
つ
い
て
、
森
林
施
業
の
合

理
化
に
関
す
る
基
準

法
１
１
⑤

二
イ
、
則

３
８

（
１
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ

ば
的

確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
の
場
合
の
み
）

則
３
８
一

、
付

録
１

（
２
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ

ば
的

確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
以
外
の
場
合
の

み
）

則
３
８
二

（
３
）

計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
内
外
の
別

が
正
し
い
か

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
三

（
４
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
五

（
５
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
六

（
６
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
七

（
７
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
八

3
-
3

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
内
の
森
林
に
つ
い
て
、
公
益
的
機
能
別
森

林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準

（
１
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ

ば
的

確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
の
場
合
の
み
）

則
３
８
一

、
付

録
１

（
２
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ

ば
的

確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
以
外
の
場
合
の

み
）

則
３
８
二

法
１
１
⑤

二
ロ

主
伐
終
了
日
の
翌
々
年
度
ま
で
に
所
定
の
本
数
を
植
栽
（
適
確
な
更
新
が
困
難
な
森

林
）

主
伐
終
了
日
の
翌
年
度
か
ら
５
年
経
過
し
た
時
点
で
、
更
新
の
本
数

が
所
定
の
立
木
の

本
数
を
下

回
る
場
合
は
、
そ
の
後
２
年
以
内
に
所
定
の
本
数
を
超
え
る
よ
う
造
林
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
適
確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
以
外
の
森
林
）

主
伐
終
了
日
の
翌
年
度
か
ら
５
年
経
過
し
た
時
点
で
、
更
新
の
本
数

が
所
定
の
立
木
の

本
数
を
下

回
る
場
合
は
、
そ
の
後
２
年
以
内
に
所
定
の
本
数
を
超
え
る
よ
う
造
林
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
適
確
な
更

新
が
困
難
な
森
林
以
外
の
森
林
）

間
伐
を
計

画
し
て
い
る
森
林
が
、
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
内
の
森

林
で
あ
り
、
か
つ
材
積

間
伐
率
が
３
５
％
以
下
で
あ
る
こ
と
。

計
画
的
間
伐
対
象
森
林
内
の
う
ち
、
要
間
伐
森
林
が
、
通
知
に
係
る
間
伐
の
方
法
及
び

時
期
に
従

っ
た
間
伐
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

計
画
対
象
森
林
に
つ
き
、
標
準
伐
期
齢
未
満
で
、
主
伐
の
計
画
が
な
い
こ
と
（
森
林
保
健

施
設
、
作

業
路
網
、
保
安
施
設
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
等
の
設
置
が

計
画
さ
れ
て
い
る
森

林
を
除

く
）

計
画
対
象
森
林
に
つ
き
、
皆
伐
に
つ
い
て
1
箇
所
当
た
り
の
伐
採
面

積
が
２
０
h
a以

下
で

あ
る
こ
と
。

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
て
い
る
ぼ
う
芽
更
新
可
能
な
樹
種
が
生
育
し
て
い

る
森

林
以
外
の
天
然
林
で
あ
る
場
合
、
主
伐
と
し
て
伐
採
す
る
立
木

の
伐
採
率
が
７
０
％

以
下
で
あ
る
こ
と
。

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
天
然
林
も
含
め
当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
一
体
整
備

相
当
区
域
内
に
お
い
て
認
定
申
請
者
が
所
有
し
、
又
は
森
林
所
有

者
か
ら
経
営
を
受
託

し
た
森

林
す
べ
て
を
計
画
対
象
森
林
と
す
る
こ
と
。

属
人
計
画
に
つ
い
て
、
認
定
請
求
者
が
森
林
所
有
者
で
あ
る
森
林

に
つ
い
て
、
保
育
、
伐

採
及
び
木
材
の
搬
出
を
一
体
と
し
て
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林

（
一
体
整
備
相
当
森
林
）
の
面
積
が
１
０
０
h
a以

上
で
あ
る
こ
と
。

属
人
計
画
に
つ
い
て
、
森
林
所
有
者
が
単
独
で
自
ら
所
有
又
は
森
林
の
経
営
を
受
託
し

た
森

林
す
べ
て
を
計
画
対
象
森
林
と
す
る
こ
と
。

地
形
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
及
び
林
道
の
開
設
そ
の
他
の
林
業
生
産
基
盤
の
整
備
の

状
況
又
は
森
林
の
経
営
の
実
施
の
状
況
か
ら
み
て
造
林
、
保
育
、
伐
採
及
び
木
材
の
搬

出
を
一

体
と
し
て
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

法
１
１
⑤

主
伐
終
了
日
の
翌
々
年
度
ま
で
に
所
定
の
本
数
を
植
栽
（
適
確
な
更
新
が
困
難
な
森

林
）

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
計
画
対
象
森
林
の
面
積
が
、
一
体
整
備
相
当
区
域
内
に
所
在
す

る
森

林
（
計
画
的
な
森
林
の
施
業
及
び
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
適
当
な

森
林
で
あ
る
と
し
て
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た
森
林
を
除
く
）
の
面
積
が
３
０
h
a以

上
で
あ

る
こ
と
。

長方形



森
林

経
営

計
画

の
認

定
審

査
（
総

括
表

）

N
o
.

審
査
・
確
認
対
象

チ
ェ
ッ
ク
欄

備
考

審
査
・
確
認
事
項

参
照

条
文

等

（
３
）
計

画
的
間
伐
対
象
森
林
内
の
森
林
の
材
積
間
伐
率
が
３
５
％
以
下
で
あ
る
こ
と
。

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
三

（
４
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
五

（
５
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
七

（
６
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
八

3
-
3
-
1

水
源
涵
養
機
能
維
持
増
進
森
林
に
つ
い
て
の
基
準

（
１
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
９
①

3
-
3
-
2

水
源
涵
養
機
能
維
持
増
進
森
林
以
外
の
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
に
つ
い
て
の
基
準

（
１
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
複
層
林
施
業
森

林
の

場
合

の
み

）
則

３
９
②

一

（
２
）
-
1

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
長
伐
期
施
業
森

林
以

外
の

場
合

の
み
）

則
３
９
②

二

（
２
）
-
2

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
長
伐
期
施
業
森

林
の

場
合

の
み

）
則

３
９
②

二

（
３
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
択
伐
複
層
林
施

業
森

林
の

場
合

の
み
）

則
３
９
②

三

（
４
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

（
択
伐
複
層
林
施
業
森
林
以
外
の
複

層
林

施
業

森
林

の
場
合
の
み
）

則
３
９
②

四

（
５
）
-
1

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

（
伐
採
エ
リ
ア
ご
と
に
判
定
す
る
）

森
林
経
営
計
画
書

（
択
伐
複
層
林
施
業
森
林
以
外
の
複

層
林

施
業

森
林

の
場
合
の
み
）

則
３
９
②

五

（
５
）
-
2

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

（
伐
採
エ
リ
ア
ご
と
に
判
定
す
る
）

森
林
経
営
計
画
書
（
択
伐
複
層
林
施

業
森

林
の

場
合

の
み
）

則
３
９
②

五

（
６
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
特
定
広
葉
樹
施

業
森

林
の

場
合

の
み
）

則
３
９
②

六

複
層
林
施
業
森
林
に
つ
い
て
、
計
画
的
伐
採
対
象
森
林
の
う
ち
、
主
伐
と
し
て
伐
採
さ
れ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
き
、
樹
種
、
林
相
及
び
林
齢
を
同
じ
く
す
る
森
林
ご
と
に
当

該
森
林
経
営
計
画
の
期
間
内
に
伐
採
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
立
木
の
材
積
が
、
当
該
森

林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
当
該
森
林
の
立
木
の
材
積
か
ら
、
当
該
森
林
の
上
層
木

と
同

一
樹
種
の
単
層
林
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
て
い
る
も
の
と
し
て
算
出
さ
れ
る
当
該
単

層
林
の
立
木
の
材
積
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
材
積
を
減
じ
て
得
た
材
積
以
下
で
あ
る
こ

と
。

択
伐
複
層
林
施
業
森
林
に
つ
い
て
、
計
画
的
伐
採
対
象
森
林
の
う
ち
、
主
伐
と
し
て
伐
採

さ
れ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
き
、
樹
種
、
林
相
及
び
林
齢
を
同
じ
く
す
る
森
林
ご
と

に
当
該
森
林
経
営
計
画
の
期
間
内
に
伐
採
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
立
木
の
材
積
が
、
当

該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
当
該
森
林
の
立
木
の
材
積
か
ら
、
当
該
森
林
の
上

層
木
と
同
一
樹
種
の
単
層
林
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
て
い
る
も
の

と
し
て
算
出
さ
れ
る
当

該
単
層
林
の
立
木
の
材
積
の
１
０
分
の
７
に
相
当
す
る
材
積
を
減
じ
て
得
た
材
積
以
下
で

あ
る
こ
と
。

特
定
広
葉
樹
施
業
森
林
に
お
け
る
特
定
広
葉
樹
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
伐
採
対

象
森
林
の
う
ち
、
主
伐
と
し
て
伐
採
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
森
林

ご
と
に
、
当
該
森
林

経
営
計
画
の
期
間
内
に
伐
採
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
特
定
広
葉
樹
の
立
木
の
材
積
が
、

当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
当
該
森
林
の
特
定
広
葉
樹
の
立
木
の
材
積
か

ら
、
当
該
森
林
の
特
定
広
葉
樹
と
同
一
の
樹
種
の
単
層
林
が
標
準

伐
期
齢
に
達
し
て
い

る
も
の

と
し
て
算

出
さ
れ
る
当
該
単
層
林
の
立
木
の
材
積
に
相
当
す
る
材
積
を
減
じ
て
得

た
材

積
以
下
で
あ
る
こ
と
。

当
該
森
林
に
つ
き
、
「
標
準
伐
期
齢
に
１
０
年
を
加
え
た
林
齢
」
未
満
で
の
主
伐
の
計
画
が

な
い
こ
と
。

複
層
林
施
業
森
林
の
う
ち
単
層
林
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
森

林
経
営
計
画
の
始

期
に
お
け
る
当
該
森
林
の
立
木
の
材
積
が
、
R
y0
.8
5
を
超
え
る
場
合
、
0
.7
5
以
下
と
な
る

よ
う
に
間

伐
を
実
施
す
る
こ
と
。

標
準
伐
期
齢
未
満
で
、
主
伐
の
計
画
が
な
い
こ
と
（
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
及
び

森
林
保
健
施
設
、
作
業
路
網
等
の
設
置
が
計
画
さ
れ
て
い
る
森
林

を
除
く
）
。

標
準
伐
期
齢
の
お
お
む
ね
２
倍
以
上
に
相
当
す
る
林
齢
を
超
え
る
林
齢
で
主
伐
を
行
う

森
林
（
長

伐
期
森
林
）
の
場
合
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
る
林
齢
未
満
で
、

主
伐
の
計
画
が
な
い
こ
と
（
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
及
び
森

林
保
健
機
能
施
設
、

作
業
路
網
等
の
設
置
が
計
画
さ
れ
て
い
る
森
林
を
除
く
）
。

択
伐
複
層
林
施
業
森
林
に
つ
き
、
伐
採
方
法
が
択
伐
か
つ
択
伐
率

が
３
０
％
以
下

（
植
栽
に
よ
ら
な
け
れ
ば
適
格
な
更
新
が
困
難
な
森
林
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
４
０
％
以

下
）
で
あ
る
こ
と
。

択
伐
複
層
林
施
業
森
林
以
外
の
複
層
林
施
業
森
林
（
た
だ
し
、
人
工
林
又
は
市
町
村
森

林
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
た
ぼ
う
芽
更
新
可
能
な
樹
種
が
生
育
し
て
い
る
森
林
に
限
る
）

に
つ
き
、
立

木
の
伐
採
率
が
７
０
％
以
下
で
あ
る
こ
と
。

計
画
的
間
伐
対
象
森
林
内
の
う
ち
、
要
間
伐
森
林
が
通
知
に
係
る
間
伐
の
方
法
及
び
時

期
に
従

っ
た
間
伐
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

計
画
対
象
森
林
に
つ
き
、
皆
伐
に
つ
い
て
1
箇
所
当
た
り
の
伐
採
面

積
が
２
０
h
a以

下
で

あ
る
こ
と
。

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
て
い
る
ぼ
う
芽
更
新
可
能
な
樹
種
が
生
育
し
て
い

る
森

林
以
外
の
天
然
林
で
あ
る
場
合
、
主
伐
と
し
て
伐
採
す
る
立
木

の
伐
採
率
が
７
０
％

以
下
で
あ
る
こ
と
。

長方形



森
林

経
営

計
画

の
認

定
審

査
（
総

括
表

）

N
o
.

審
査
・
確
認
対
象

チ
ェ
ッ
ク
欄

備
考

審
査
・
確
認
事
項

参
照

条
文

等

（
７
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
特
定
広
葉
樹
施

業
森

林
の

場
合

の
み
）

則
３
９
②

七
、
付

録
５

（
８
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
複
層
林
施
業
森

林
の

場
合

の
み

）
則

３
９
②

八

3
-
4

計
画
総
量
（
間

伐
面
積
、
伐
採
材
積
）
に
関
す
る
基
準

（
１
）

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

則
３
８
四

、
付

録
２

（
２
）

調
整
材
積
が
あ
る
か

基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

調
整
材
積
の
確
認
に
必
要
な
書
類

則
３
８
九

、
付

録
３
、
４

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
ア

（
カ
）

3
-
5

市
町
村
森
林
整
備
計
画
の
内
容
に
照
ら
し
て
適
当

法
１
１
⑤

三

（
１
）

適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
①

（
２
）

適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
②

（
３
）

適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
共
同
計
画
の
場

合
の

み
）

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
③

（
４
）

適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
規
模
拡
大
目

標
を
定

め
る
場

合
の

み
）

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
④

（
５
）

適
合
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
保
健
機
能
増
進

計
画

を
含

む
計

画
の
場
合
の
み
）

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
⑤

（
６
）

区
域
内
に
全
て
所
在
し
て
い
る
か

森
林
経
営
計
画
書
、
市
町
村
森
林
整

備
計

画
書

（
区

域
計
画
の
場
合
の
み
）

要
領

Ⅰ
２
（
２
）
イ
⑥

3
-
6

既
設
の
作
業
路
網
及
び
計
画
に
定
め

ら
れ
た
作
業
路
網
等
の
整
備
に
関
す

る
事
項
が
適
当
で
あ
る
か

森
林
経
営
計
画
書
、
位
置
図

3
-
7

目
的
が
、
造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え

又
は
害
虫
駆
除
で
あ
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
火
入
れ
に
関
す
る
事

項
が

記
載

さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
）

3
-
8

森
林
の
経
営
の
規
模
の
拡
大
が
図
ら

れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
規
模
拡
大
目
標

を
定

め
る
場

合
の

み
）

法
１
１
⑤

六
、
則

４
０

3
-
9

地
域
森
林
計
画
に
定

め
ら
れ
た
特
定
保
安
林
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
適

合
し
て
い
る
か

適
合
す
る
か

森
林
経
営
計
画
書
（
要
整
備
森
林

が
含

ま
れ

る
場

合
の

み
）

審
査
・
確
認
対
象

チ
ェ
ッ
ク
欄

4
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
か

森
林
管
理
署
長
に
協
議
を
行
う
（
当
該

森
林

経
営

計
画

に
火
入
れ
に
関
す
る
事
項
が
記
載

さ
れ
て
い
る
場

合
の

み
）

法
１
１
⑥

、
則

４
１

審
査
・
確
認
事

項
備

考
（
参

照
条

文
等

）
火

入
れ
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
の
森
林
管
理
署
長
へ
の
協
議
（
市
町
村

の
事
務
）

市
町
村
の
長
は
、
森

林
経
営
計
画
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
該
計
画
に
火
入
れ
に
関
す
る

事
項
が
記
載
さ
れ
、
か

つ
、
当
該
火
入
れ
を
す
る
森
林
の
周
囲
1
km

の
範
囲
に
国
有
林
野
が
あ
る

場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
国
有
林
野
を
管
轄
す
る
森
林
管
理
署
長
に
協
議

し
、
そ
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
１
１
⑤

七
要

領
Ⅰ

２
（
２
）
エ

参
照
法
令
等
欄

法
：
森
林
法
、
令
：
森
林
法
施
行
令
、
則
：
森
林
法
施
行
規
則
、
告
示
※
１
：
森
林
法
施

行
規

則
の

規
定

に
基

づ
き
、
申

請
書

等
の

様
式

を
定

め
る
件

、
告

示
※

２
：
森

林
法

施
行

令
第

３
条

第
１
号

の
規

定
に
基

づ
き
農

林
水

産
大

臣
が

定
め
る
基

準
を
定

め
る
件

区
域
計
画
に
お
い
て
、
計
画
対
象
森
林
の
全
て
が
、
１
つ
の
一
体
整
備
相
当
区
域
内
に

所
在
し
て
い
る
こ
と

作
業
路
網
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当
該
認
定
の
請
求
を
し
た
者
に
よ
り
当

該
森
林
経
営
計
画
に
従

つ
た
森
林
の
施
業
及
び
保
護
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め

ら
れ

る
こ
と
。

法
１
１
⑤

四
要

領
Ⅰ

２
（
２
）
ウ

火
入
れ
を
す
る
目
的
が
、
造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え
又
は
害
虫
駆
除
で
あ
る
こ
と
。

法
１
１
⑤

五
法

２
１
（
２
）
①

③

当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
周
辺
の
森
林
の
森
林
所
有
者
の
申
出
に
応
じ
て
当

該
認
定
の
請
求
を
し
た
者
が
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
そ
の
他
の
森
林
の
経
営
の
規
模
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

計
画
的
伐
採
対
象
森
林
に
つ
き
、
計
画
期
間
内
に
主
伐
す
る
立
木
材
積
が
所
定
の
材
積

以
下
。

伐
採
（
主

伐
）
、
造
林
、
間
伐
・
保
育
の
標
準
的
な
方
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
に
お
け
る
施
業
の
方
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

森
林
施
業
の
共
同
化
の
促
進
に
関
す
る
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

作
業
路
網
そ
の
他
森
林
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
従
っ

て
い
る
こ
と
。

保
健
機
能
森
林
に
お
け
る
施
業
の
方
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

特
定
広
葉
樹
施
業
森
林
に
お
け
る
特
定
広
葉
樹
以
外
の
樹
種
（
一

般
樹
種
）
の
伐
採
に

つ
い
て
は

、
所

定
の
材
積
以
上
（
一
般
樹
種
の
伐
採
に
制
限
を
加
え
る
必
要
の
あ
る
森

林
は
、
所

定
の
下
限
以
上
、
上
限
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

複
層
林
施
業
森
林
の
う
ち
人
工
植
栽
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
上
層

木
の
林
齢
が
標
準

伐
期
齢
以
上
で
あ
り
か
つ
、
そ
の
材
積
が
R
y0
.7
5
を
超
え
る
場
合
、
R
y0
.6
5
と
な
る
材
積

×
1
.1
以
下
と
な
る
よ
う
伐
採
す
る
こ
と
。

計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
う
ち
、
要
間
伐
森
林
及
び
要
整
備
森
林
以
外
の
森
林
に
お
け

る
間

伐
面
積
が
、
所
定
の
面
積
を
超
え
る
こ
と
。

（
注
）
1 2

　
農
林
水
産
省
（
林
野
庁
）
が
各
都
道
府
県
に
示
し
た
資
料
に
よ
る
。

　
表
中
の
「
要
領
」
と
は
「
森
林
経
営
計
画
制
度
運
営
要
領
」
（
平
成
2
4
年
3
月
2
6
日
付
け
2
3
林
整
計
第
2
3
0
号
林
野
庁
長
官
通
知
。
最
終
改
正
：
平
成
2
6
年
3
月
1
8
日
付

け
2
5
林
整
計
第
8
7
5
号
）
、
「
留
意
事
項
」
と
は
「
森
林
経
営
計
画
制
度
の
運
用
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
4
年
1
2
月
1
3
日
付
け
2
4
林
整
計
第
1
5
2
号
林
野
庁
森

林
整
備
部
計
画
課
長
通
知
。
最
終
改
正
：
平
成
2
6
年
3
月
2
5
日
付
け
2
5
林
整
計
第
8
8
5
号
）
を
そ
れ
ぞ
れ
い
う
。

長方形



保
健
文
化
機
能
維
持
増
進
森
林

に
限
る
。

択
伐
に
よ
る
複
層
林
施
業
を

推
進
す
べ
き
森
林

標
準
伐
期
齢
以
上

標
準
伐
期
齢
＋
10
以
上

標
準
伐
期
齢
の
お
お
む
ね
２
倍
以
上

に
相
当
す
る
林
齢
と
し
て
市
町
村
森
林

整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
林

齢
以
上

標
準
伐
期
齢
に
お
け
る
立
木
材
積
に

10
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
材
積
以
上
の

立
木
材
積
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

標
準
伐
期
齢
に
お
け
る
立
木
材
積
に

10
分
の
７
を
乗
じ
て
得
た
材
積
以
上
の

立
木
材
積
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域

（
公
益
的
機
能
別
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
）

市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
間
伐
の
間
隔
に
従
っ
た
間
伐

主
伐
の
実
施
後
５
年
経
過
し
て
も
更
新
が
図
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
一
部
又
は
全
部
を
植
栽

【植
栽
に
よ
ら
な
け
れ
ば
適
確
な
更
新
が
困
難
な
森
林
】

標
準
的
な
植
栽
本
数
を
２
年
以
内
に
植
栽

標
準
伐
期
齢
以
上 伐
採
率
30
％
以
下
の
択
伐

【伐
採
後
の
造
林
を

人
工
植
栽
に
よ
る
場
合
】

伐
採
率
40
％
以
下
の
択
伐

【特
定
広
葉
樹
】

標
準
伐
期
齢
に
お
け
る
立
木
材
積
が

確
保
さ
れ
る
こ
と

【そ
れ
以
外
の
一
般
樹
種
】

年
間
成
長
量
に
５
を
乗
じ
て
得
た
材
積

を
、
特
定
広
葉
樹
が
標
準
伐
期
齢
に

達
し
た
時
の
立
木
材
積
の
1/
2を
超
え

る
立
木
材
積
で
補
正
し
た
材
積
以
上

森
林
経
営
計
画
の
施
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
概
要

特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
を

推
進
す
べ
き
森
林

水
源
涵
養
機
能
維
持
増
進
森
林

山
地
災
害
防
止
/土

壌
保
全
、
快
適
環
境
形
成
、
保
健
文
化

機
能
維
持
増
進
森
林

（伐
期
の
延
長
を
推
進
す
べ
き
森
林
）

長
伐
期
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林

【単
層
林
で
あ
る
場
合
】

R
yが
0.
85
以
上
の
森
林
に
つ
い
て
、
R
yが
0.
75
以
下
と
な
る
よ
う
間
伐

適
正
な
間
伐

※
間
伐
：
お
お
む
ね
５
年
後
に
樹
冠
疎
密
度
が
1
0

分
の
８
以
上
に
回
復
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
森

林
に
お
い
て
行
う
立
木
材
積
の
35
％
以
内
の
伐
採

適
正
な
林
齢
で
の
主
伐

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
外

（
森
林
施
業
の
合
理
化
に

関
す
る
基
準
）

適
正
な
植
栽

立
木
材
積
：下

層
木
を
除
い
て
R
y0
.7
5以

上
伐
採
材
積
：R
y0
.6
5以

下
と
な
る
よ
う
伐
採

伐
採
材
積
が
年
間
成
長
量
（カ
メ
ラ
ル
タ
キ
セ
式
補
正
）に
相
当
す
る
材
積
に
５
を
乗
じ
て
得
た
材
積
以
下

主 伐

適
正
な
伐
採
立
木
材
積

【
木
材
生
産
機
能
維
持
増
進
森
林
の
場
合
】

伐
採
材
積
が
年
間
成
長
量
に
10
0
分
の
12
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Ⅰ 森林経営計画 

2 森林経営計画の認定 

森林経営計画の認定権者は、森林経営計画の認定に当たり、認定請求書及び森林経営計画

書の記載事項及び添付書類に不備がある場合など法令等に定められた形式的要件に適合して

いない認定請求にあっては、速やかに当該請求者に補正を求めることとする。また、当該請

求が法第 11 条第 5項に掲げる要件のいずれかを満たしていないと認められる場合には、当該

請求者に認定請求を取り下げ当該森林経営計画の内容の修正を行った上で改めて認定請求す

るよう指導することとする。 

（以下略） 

（注）1 下線は、当省が付した。 

2 表中の「法」とは森林法を、「認定権者」とは森林経営計画の認定を行う市町村長、都

道府県知事及び農林水産大臣をそれぞれいう。 
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要

に
な

る
と

誤
解

さ
れ

て
い

た
例

間
伐

を
実

施
す

る
場

合
の

伐
採

量
の

上
限

を
超

過
し

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

伐
採

が
計

画
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
森

林
で

主
伐

又
は

間
伐

を
実

施
し

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

間
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

森
林

で
主

伐
を

実
施

し
た

届
出

内
容

と
な

っ
て

い
た

例

主
伐

又
は

間
伐

を
実

施
し

た
森

林
の

一
部

が
森

林
経

営
計

画
の

対
象

外
と

な
っ

て
い

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
内

容
の

計
画

が
認

定
さ

れ
て

い
た

も
の

伐
採

等
の

事
後

届
の

内
容

が
森

林
経

営
計

画
ど

お
り

の
森

林
施

業
と

な
っ

て
い

な
か

っ
た

も
の

計
画

番
号

道
府

県
名

市
町

村
名

該
当

事
例

の
あ

っ
た

計
画

該
当

事
例

の
あ

っ
た

市
町

村

該
当

事
例

の
あ

っ
た

計
画

該
当

事
例

の
あ

っ
た

市
町

村

制
度

の
誤

解
に

よ
り

伐
採

等
の

事
後

届
が

未
提

出
と

な
っ

て
い

た
も

の

伐
採

等
の

事
後

届
出

に
お

い
て

、
伐

採
等

が
行

わ
れ

た
森

林
の

所
在

場
所

を
特

定
で

き
な

か
っ

た
例

1
2
1

○
○

○
○

1
2
2

1
2
3

○

1
2
4

○

1
2
5

1
2
6

宇
陀
市

○
○

○
○

1
2
7

○
○

○
○

○
○

○

1
2
8

○
○

1
2
9

1
3
0

1
3
1

1
3
2

○
○

○
○

1
3
3

1
3
4

○
○

1
3
5

1
3
6

1
3
7

1
3
8

○

1
3
9

1
4
0

○
○

1
4
1

○
○

1
4
2

1
4
3

1
4
4

○
○

1
4
5

1
4
6

○
○

1
4
7

1
4
8

○

1
4
9

1
5
0

1
5
1

1
5
2

1
5
3

1
5
4

1
5
5

1
5
6

1
5
7

1
5
8

1
5
9

1
6
0

1
6
1

高
知
県

土
佐
町

四
万
十
町

東
広
島
市

北
広
島
町

庄
原
市

津
山
市

真
庭
市

広
島
県

岡
山
県

五
條
市

奈
良
県

○○ ○○

○ ○○

○



森
林

経
営

計
画

の
認

定
を

請
求

す
る

資
格

を
有

し
て

い
な

い
者

か
ら

の
請

求
で

あ
っ

た
例

記
載

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

事
項

が
未

記
載

と
な

っ
て

い
た

例

未
立

木
地

に
つ

い
て

間
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

例

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
に

区
分

せ
ず

、
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

た
例

間
伐

を
実

施
す

る
場

合
の

伐
採

量
の

上
限

を
超

過
し

て
い

る
例

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

例

間
伐

の
下

限
面

積
が

満
た

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

例

保
安

林
の

伐
採

事
後

届
を

行
え

ば
不

要
に

な
る

と
誤

解
さ

れ
て

い
た

例

伐
採

及
び

伐
採

後
の

造
林

の
届

出
書

を
提

出
す

れ
ば

不
要

に
な

る
と

誤
解

さ
れ

て
い

た
例

間
伐

を
実

施
す

る
場

合
の

伐
採

量
の

上
限

を
超

過
し

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

伐
採

が
計

画
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
森

林
で

主
伐

又
は

間
伐

を
実

施
し

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

間
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

森
林

で
主

伐
を

実
施

し
た

届
出

内
容

と
な

っ
て

い
た

例

主
伐

又
は

間
伐

を
実

施
し

た
森

林
の

一
部

が
森

林
経

営
計

画
の

対
象

外
と

な
っ

て
い

た
届

出
内

容
と

な
っ

て
い

た
例

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
内

容
の

計
画

が
認

定
さ

れ
て

い
た

も
の

伐
採

等
の

事
後

届
の

内
容

が
森

林
経

営
計

画
ど

お
り

の
森

林
施

業
と

な
っ

て
い

な
か

っ
た

も
の

計
画

番
号

道
府

県
名

市
町

村
名

該
当

事
例

の
あ

っ
た

計
画

該
当

事
例

の
あ

っ
た

市
町

村

該
当

事
例

の
あ

っ
た

計
画

該
当

事
例

の
あ

っ
た

市
町

村

制
度

の
誤

解
に

よ
り

伐
採

等
の

事
後

届
が

未
提

出
と

な
っ

て
い

た
も

の

伐
採

等
の

事
後

届
出

に
お

い
て

、
伐

採
等

が
行

わ
れ

た
森

林
の

所
在

場
所

を
特

定
で

き
な

か
っ

た
例

1
6
2

○
○

○

1
6
3

1
6
4

1
6
5

○
○

1
6
6

1
6
7

1
6
8

1
6
9

1
7
0

○
○

1
7
1

1
7
2

○
○

1
7
3

1
7
4

○
○

○

1
7
5

1
7
6

○
○

1
7
7

1
7
8

1
7
9

○
○

○
○

○
○

1
8
0

1
8
1

○
○

○
○

1
8
2

1
8
3

1
8
4

○
○

○

1
8
5

○

1
8
6

○
○

○
○

2
5

5
9

5
1
4

1
3
1

3
6

4
1

4
1
3

1
7

2
5

1
5

1
3

4
4

（
注
）
1 2 3 4 5 6

 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

 
調
査
対
象
と
し
た
3
9
市
町
村
に
お
い
て
、
平
成
2
4
年
度
か
ら
2
7
年
度
（
9
月
末
ま
で
）
ま
で
の
間
に
認
定
が
行
わ
れ
た
森
林
経
営
計
画
を
調
査
対
象
と
し
た
。

 
「
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
内
容
の
計
画
が
認
定
さ
れ
て
い
た
も
の
」
欄
の
「
該
当
事
例
の
あ
っ
た
市
町
村
」
欄
及
び
「
該
当
事
例
の
あ
っ
た
計
画
」
欄
は
、
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
内
容
の
計
画
が
認
定
さ
れ
て
い
た
例
が
１
つ
以
上
み
ら
れ
た
市
町
村
又
は
計
画
の
実
数
を
示
す
。

 
「
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
内
容
の
計
画
が
認
定
さ
れ
て
い
た
も
の
」
欄
の
「
森
林
経
営
計
画
の
認
定
を
請
求
す
る
資
格
を
有
し
て
い
な
い
者
か
ら
の
請
求
で
あ
っ
た
例
」
欄
以
降
の
欄
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
計
画
に
○
を
付
し
て
お
り
、
各
欄
の
合
計
は
延
べ
計
画
数
に
な
る
こ
と
か
ら
、
「
該
当
事
例
の
あ
っ
た

計
画
」
欄
の
合
計
と
一
致
し
な
い
。

 
「
伐
採
等
の
事
後
届
の
内
容
が
森
林
経
営
計
画
ど
お
り
の
森
林
施
業
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
」
欄
の
「
該
当
事
例
の
あ
っ
た
市
町
村
」
欄
及
び
「
該
当
事
例
の
あ
っ
た
計
画
」
欄
は
、
伐
採
等
の
事
後
届
の
内
容
が
森
林
経
営
計
画
ど
お
り
の
森
林
施
業
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
例
が
一
つ
以
上
み
ら
れ
た
市
町
村
又
は
計
画
の
実
数
を

示
す
。

 
「
伐
採
等
の
事
後
届
の
内
容
が
森
林
経
営
計
画
ど
お
り
の
森
林
施
業
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
」
欄
の
「
間
伐
を
実
施
す
る
場
合
の
伐
採
量
の
上
限
を
超
過
し
た
と
届
出
内
容
と
な
っ
て
い
た
例
」
欄
以
降
の
欄
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
計
画
に
○
を
付
し
て
お
り
、
各
欄
の
合
計
は
述
べ
計
画
数
に
な
る
こ
と
か
ら
、
「
該
当
事
例
の

あ
っ
た
計
画
」
欄
の
合
計
と
一
致
し
な
い
。

熊
本
県

宮
崎
県

延
岡
市

西
都
市

八
代
市

天
草
市

山
都
町

○

合
計

○ ○

○○○

○



図
表

 1
－

（
2
）
－

イ
－

④
－

ⅰ
　

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

を
請

求
す

る
資

格
を

有
し

て
い

な
い

者
か

ら
の

請
求

で
あ

っ
た

例

（
オ

）
　

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

1
2
6

H
2
5
.8

.9
～

3
0
.3

.3
1

H
2
6
.7

.1
5

～
3
1
.7

.1
4

　
青

森
市

で
は

、
認

定
を

請
求

す
る

資
格

を
有

し
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
認

定
審

査
時

に
ど

の
よ

う
な

経
緯

が
あ

り
、

認
定

し
た

か
不

明
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

2
2
6

H
2
5
.8

.9
～

3
0
.3

.3
1

H
2
6
.8

.1
～

3
1
.7

.3
1

3
2
6

H
2
5
.8

.9
～

3
0
.3

.3
1

H
2
6
.8

.1
～

3
1
.7

.3
1

4
2
5

H
2
5
.8

.9
～

3
0
.3

.3
1

H
2
5
.1

0
.1

～
3
0
.9

.3
0

5
2
6

H
2
5
.8

.9
～

3
0
.3

.3
1

H
2
6
.9

.1
～

3
1
.8

.3
1

（
注

）
1 2 3

（
注

）
　

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

　
 森

林
所

有
者

と
の

森
林

の
経

営
の

委
託

契
約

に
基

づ
き

一
定

期
間

（
森

林
経

営
計

画
の

計
画

期
間

を
包

含
す

る
5
年

以
上

）
に

わ
た

り
、

森
林

所
有

者
に

代
わ

っ
て

森
林

の
経

営
を

行
う

者
は

、
森

林
所

有
者

か
ら

森
林

の
経

営
の

委
託

を
受

け
た

者
に

含
ま

れ
る

。

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
計

画
を

認
定

し
た

理
由

等
認

定
年

度
森

林
経

営
計

画
の

計
画

期
間

森
林

経
営

計
画

の
内

容

（
カ

）
　

（
略

）

【
経

営
計

画
の

認
定

要
件

】

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

運
営

要
領

（
平

成
2
4
年

3
月

2
6
日

付
け

2
3
林

整
計

第
2
3
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
。

最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
7
5
号

）
（
抜

粋
）

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

の
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
法

第
1
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

森
林

所
有

者
又

は
森

林
所

有
者

か
ら

森
林

の
経

営
の

委
託

を
受

け
た

者
す

な
わ

ち
当

該
森

林
を

育
成

す
る

こ
と

が
で

き
、

自
ら

森
林

の
経

営
を

行
う

者
で

あ
る

が
、

本
制

度
の

実
施

上
問

題
と

な
る

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
運

用
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

　
な

お
、

森
林

所
有

者
又

は
森

林
所

有
者

か
ら

森
林

の
経

営
の

委
託

を
受

け
た

者
で

あ
っ

て
も

、
認

定
の

請
求

を
し

よ
う

と
す

る
森

林
経

営
計

画
の

始
期

に
お

い
て

は
自

ら
そ

の
対

象
と

す
る

森
林

の
経

営
を

行
う

者
で

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

例
え

ば
、

分
収

林
契

約
の

期
間

が
満

了
す

る
場

合
な

ど
計

画
期

間
中

に
自

ら
森

林
の

経
営

を
行

わ
な

く
な

る
こ

と
が

明
ら

か
な

場
合

は
、

当
該

森
林

に
つ

い
て

森
林

経
営

計
画

の
認

定
を

請
求

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

た
だ

し
、

こ
の

場
合

で
あ

っ
て

も
、

当
該

森
林

を
育

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な
る

者
の

同
意

を
別

途
得

て
、

自
ら

森
林

の
経

営
を

行
う

者
と

な
る

場
合

に
は

、
当

該
森

林
経

営
計

画
の

計
画

期
間

を
通

じ
た

認
定

の
請

求
を

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
（
中

略
）

（
ア

）
～

（
エ

）
　

（
略

）

　
 2

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

  
  
 (
1
) 
　

認
定

請
求

の
資

格
等

  
  
  
  
 ア

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

の
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
の

資
格

平
内

町
（
青

森
県

）

森
林

所
有

者
か

ら
森

林
の

経
営

の
委

託
を

受
け

た
期

間

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

　
「
森

林
経

営
計

画
の

内
容

」
の

各
欄

に
つ

い
て

は
、

調
査

対
象

と
し

た
森

林
経

営
計

画
か

ら
抜

粋
し

た
も

の
で

あ
る
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。



図表 1－(2)－イ－④－ⅱ　　記載が義務付けられている「森林の保護に関する事項」及び「森林の経営に関する長期の方針」が未記載となっていた例

【森林経営計画の認定要件】

①

②

　（注）下線は、当省が付した。

(単位：市町村、計画、％)

割合 割合

7 17.9 11 5.9

　「森林の多面的機能を高度に
発揮しうる森林経営」が未記載
であった森林経営計画

4 10.3 5 2.7

　「目標とする森林の姿とそれに
向けた森林施業及び保護」が未
記載であった森林経営計画

3 7.7 4 2.2

8 20.5 14 7.5

2 5.1 2 1.1

1 2.6 2 1.1

（注）　当省の調査結果による。

　付録1　森林法施行規則第34条の森林経営計画書の様式
　（本文）

　　森林の経営に関する基本方針については、森林の多面的機能を高度に発揮しうる森林経営について記載する。
　　なお、生物多様性の保全について、公益的機能別施業森林区域の内外別に以下の項目に準拠して記載する。

○ 森林経営計画制度運営要領（平成24年3月26日付け23林整計第230号林野庁長官通知。最終改正：平成26年3月18日付け25林整計第875号）（抜粋）

該当する森林経営計画

　 　  (2)～（4）　（略）

1　森林の経営に関する長期の方針
 （1）　森林の経営に関する基本方針
　　 ア　森林の多面的機能を高度に発揮しうる森林経営
　　　（記載注意事項）

3　森林の保護に関する事項
 (1) 　森林の保護
　　（記載注意事項）

火災、病虫獣害、気象害の予防のために行う森林の巡視、境界の管理等の取組や、自発的に実施するアセスメント、長期のモニタリング調査、民
間森林認証の取得状況や意向について記載する。

（2）　（略）

　保護地域の内外別（必須）、遷移段階、森林の分断状況などを踏まえた保護の取組（自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、特別母樹
林、史跡名勝記念物などの保護面積及び対象森林に占める割合を記載）
※ 保護地域内の森林がない場合にあっては、天然林の保全方法など生物多様性の保全のための森林の施業及び保護の方針について記載
する。

　森林性の在来種の数、絶滅のおそれのある野生生物の種の数及びその保護の取組（任意）

　  イ　目標とする森林の姿とそれに向けた森林施業及び保護
　   （記載注意事項）

　継続的に森林経営計画を立て、これに基づいて、持続的な森林整備・保全や、目指す森林の姿とそれに向けた森林施業及び保護など40年以
上の期間に係る森林経営についての基本方針を記載する。

2

　各事項のうち、3つの事項全てが未記載で
あった森林経営計画

　各事項のうち、いずれか2つの事項が未記
載であった森林経営計画

　当省の調査結果による。

　「割合」欄は、調査対象39市町村又は186計画の数に占める割合を示す。

（注）1

　「森林の経
営に関する
基本方針」
が未記載で
あった森林
経営計画

　①釧路町
　②筑北村
　③丹波市
　④延岡市

　①釧路町
　②筑北村
　③延岡市

　各事項のうち、いずれか1つの事項が未記
載であった森林経営計画

　「森林の保護に関する事項」が未記載であっ
た森林経営計画

　①釧路町
　②岩手町
　③飯田市
　④丹波市
　⑤東広島市
　⑥津山市
　⑦延岡市

市町村数 計画数区分 該当する例がみられた市町村
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分

の
8
以

上
と

な
る

森
林

な
ど

市
町

村
森

林
整

備
計

画
に

定
め

る
標

準
的

な
間

伐
の

方
法

に
従

っ
て

間
伐

を
実

施
し

た
場

合
に

、
当

該
間

伐
が

終
了

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
お

お
む

ね
 
 
 
 
 
 
 
5
年

を
経

過
し

た
日

に
お

け
る

当
該

森
林

の
樹

冠
疎

密
度

が
十

分
の

八
以

上
で

あ
る

こ
と

が
確

実
で

あ
る

と
見

込
ま

れ
る

森
林

が
含

ま
れ

る
も

の
と
運

用
し

て
差

し
支

え
な

い
。



 
 
 
 
 
(
ｳ
)
（

中
略

）

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

の
運

用
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
（

平
成

2
4
年

1
2
月

1
3
日

付
け

2
4
林

整
計

第
1
5
2
号

林
野

庁
森

林
整

備
部

計
画

課
長

通
知

。
最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

2
5
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
8
5
号

）
（

抜
粋

）

1
　

 
森

林
経

営
計

画
の

認
定

等
に

つ
い

て

 
(
7
)
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
基

準
等

（
施

業
の

実
施

基
準

等
）

 
 
 
 
ウ

　
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
基

準

　
（

注
）

下
線

は
、

当
省

が
付

し
た

。

伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

1
2
6

未
立

木
地

－
内

内
1
.1

6
－

－
間

伐
未

記
載

1
.1

6
－

－

伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

1
2
4

ト
ド

マ
ツ

（
人

）
4
4

内
外

0
.9

2
1
1
2

H
1
5

（
間

伐
0
.9

2
h
a）

間
伐

H
2
5

0
.9

2
3
2

2
9
%

除
く

3
.8

5
1
5
1
.9

0
3
7
.3

2
－

－
○

2
2
4

カ
ラ

マ
ツ

（
人

）
3
2

内
外

0
.5

6
1
4
1

H
1
9

（
間

伐
0
.5

6
h
a）

間
伐

H
2
5

0
.5

6
2
8

2
0
%

除
く

1
6
.4

9
4
8
.0

3
7
3
.0

5
－

－
○

3
2
4

カ
ラ

マ
ツ

（
人

）
5
1

内
外

1
4
.9

2
2
,5

2
2

－
間

伐
H

2
5

1
4
.9

2
6
3
1

2
5
%

除
く

1
2
.2

5
2
6
.1

6
1
3
3
.5

7
－

－
○

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

ⅰ
）
樹

木
が

生
立

し
な
い
未

立
木

地
に
つ
い
て
、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

と
さ
れ

、
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い
た
例

（
1
市

町
村

1
計

画
）

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
内

容

面
積

（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）
施

業
履

歴

伐
採

計
画

の
内

容

認
定

年
度

ⅱ
）
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

に
区

分
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
森

林
を
当

該
森

林
に
区

分
せ

ず
、
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い
た
例

（
1
4
市

町
村

3
1
計

画
）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

む
か

わ
町

（
北

海
道

）

　
む

か
わ

町
で

は
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

あ
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
北

海
道

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
認

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

経
営

計
画

の
作

成
者

が
現

地
の

状
況

等
に

応
じ

て
間

伐
が

可
能

と
判

断
す

る
場

合
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

は
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
な

お
、

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
か

ら
除

い
て

い
た

の
は

、
「
森

林
経

営
計

画
認

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
と

し
て

い
る

。

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

 
 
 
 
（

ｱ
）

 
長

官
通

知
Ⅰ

の
2
の

(
2
)
ア

(
ｱ
)
の

「
計

画
期

間
内

に
樹

冠
疎

密
度

が
1
0
分

の
8
以

上
と

な
る

森
林

」
に

は
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
前

5
年

以
内

に
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
森

林
な

ど
始

期
に

お
け

る
樹

冠
疎

密
度

が
1
0
分

の
8
に

満
た

な
い

森
林

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

 
 
 
 
 
 
 
 
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

当
該

森
林

の
面

積
は

、
規

則
付

録
第

2
の

算
式

の
F
1
及

び
F
2
に

含
め

る
も

の
と

す
る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
規

則
付

録
第

2
の

算
式

の
Ｔ

1
及

び
Ｔ

2
の

「
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

る
間

伐
を

実
施

す
べ

き
標

準
的

な
林

齢
・

・
・

の
差
の

う
ち

最
小

な
も

の
」

と
は

、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

「
平

均
的

な
間

伐
の

実
施

時
期

の
間

隔
」

が
定

め
ら

れ
て

い
る

 
 
 
 
 
 
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
「

平
均

的
な

間
伐

の
実

施
時

期
の

間
隔

」
（

複
数

の
間

隔
が

定
め

ら
れ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
最

小
の

も
の

）
と

す
る

。
な

お
、

市
町

村
森

林
整

備
計

画
に

お
い

て
間

伐
を

実
施

す
べ

き
標

準
的

な
林

齢
と

し
て

一
の

林
齢

の
み

が
定

め
ら

れ
 
 
 
 
 
 
て

い
る

場
合

、
標

準
伐

期
齢

以
上

に
係

る
間

伐
を

実
施

す
べ

き
標

準
的

な
林

齢
に

つ
い

て
定

め
の

な
い

場
合

な
ど

、
Ｔ

1
及

び
Ｔ

2
が

定
め

ら
れ

な
い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
Ｔ

1
に

つ
い

て
は

、
一

律
で

1
0
（

年
間

）
、

Ｔ
2
に

つ
い

て
は

、
一

律
で

1
5
（

年
間

）
と

す
る

。

認
定

年
度

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を

認
定

し
た
理

由
等

樹
種

等
林

齢

事
例

番
号

市
町

村
名

　
平

内
町

で
は

、
担

当
職

員
が

一
人

で
、

①
森

林
・
林

業
に

関
す

る
専

門
的

知
識

が
あ

る
わ

け
で

は
な

い
こ

と
、

②
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

は
数

が
多

く
、

ま
た

、
複

雑
な

も
の

が
あ

り
、

理
解

で
き

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

十
分

に
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
と

し
て

い
る

。

平
内

町
（
青

森
県

）



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

4
2
4

ド
ド

マ
ツ

（
人

）
4
7

内
外

8
.2

5
1
,0

6
4

H
3

（
間

伐
）

間
伐

H
2
5

8
.2

5
2
4
7

2
3
%

除
く

1
4
0
.9

3
1
6
1
.0

6
5
6
.4

2
－

－
○

5
2
4

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ

（
人

）
3
6

内
外

6
.0

8
3
9
4

－
間

伐
H

2
7

6
.0

8
7
9

2
0
%

除
く

1
3
8
.1

5
1
5
5
.3

5
8
3
.5

3
－

－
○

6
2
4

ド
ド

マ
ツ

（
人

）
4
9

内
外

3
.5

6
4
9
7

H
3

（
間

伐
）

間
伐

H
2
7

3
.5

6
1
0
0

2
0
%

除
く

8
3
.9

6
1
0
0
.2

2
3
9
.6

0
－

－
○

7
2
4

ド
ド

マ
ツ

（
人

）
4
2

内
外

1
.0

0
6
5

H
2

（
間

伐
）

間
伐

H
2
6

1
.0

0
1
3

2
0
%

除
く

4
5
.6

0
5
1
.9

2
1
5
.0

4
－

－
○

8
2
4

ス
ギ

（
人

）
1
2

内
外

1
.2

7
7
3

－
間

伐
H

2
7

1
.2

7
7
3

1
0
0
%

含
む

3
9
.8

1
5
7
.8

5
6
.8

0
5
1
.0

5
1
1
.2

4
○

9
2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
9
1

内
外

1
.9

1
6
9
3

－
間

伐
H

2
4

1
.9

1
6
9
3

1
0
0
%

含
む

1
8
.2

9
6
2
.0

9
1
2
.0

0
5
0
.0

9
3
1
.8

0
○

1
0

2
4

ア
カ

マ
ツ

（
人

）
4
6

内
外

0
.7

9
2
0
5

－
間

伐
H

2
7

0
.7

9
4
9

2
4
%

含
む

0
.5

1
2
0
.3

6
8
.7

4
1
1
.6

2
1
1
.1

1
○
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飯

田
市

で
は

、
ア

カ
マ

ツ
に

つ
い

て
は

、
長

野
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
作

成
ツ

ー
ル

」
に

よ
り

、
自

動
的

に
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

と
な

ら
な

い
よ

う
設

定
さ

れ
て

い
る

が
、

市
と

し
て

は
ア

カ
マ

ツ
で

あ
っ

て
も

、
経

営
計

画
の

作
成

者
が

間
伐

の
実

施
が

必
要

と
判

断
し

て
い

る
場

合
に

、
間

伐
を

実
施

し
な

い
よ

う
指

導
は

で
き

な
い

と
し

て
い

る
。

　
当

該
森

林
の

面
積

を
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
ツ

ー
ル

」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
と

い
う

認
識

は
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

美
深

町
（
北

海
道

）

　
美

深
町

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

北
海

道
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
認

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

が
、

現
地

の
状

況
等

に
応

じ
て

間
伐

の
実

施
が

可
能

と
判

断
す

る
場

合
や

、
隣

接
す

る
森

林
の

間
伐

に
併

せ
て

、
間

伐
を

実
施

す
る

場
合

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

間
伐

を
計

画
す

る
こ

と
は

問
題

な
い

と
認

識
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。
　

な
お

、
当

該
森

林
の

面
積

を
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
か

ら
除

い
て

い
た

の
は

、
「
森

林
経

営
計

画
認

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
と

し
て

い
る

。

佐
野

市
（
栃

木
県

）

　
佐

野
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

栃
木

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
要

件
に

該
当

す
る

森
林

及
び

同
県

が
当

該
森

林
と

す
る

こ
と

が
な

じ
ま

な
い

と
判

断
し

た
「
1
5
林

齢
以

下
及

び
9
1
林

齢
以

上
の

森
林

」
な

ど
の

要
件

に
該

当
し

な
い

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

間
伐

を
計

画
す

る
こ

と
は

問
題

な
い

と
認

識
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。
　

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

栃
木

県
で

は
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

は
な

い
森

林
で

あ
っ

て
も

、
密

度
管

理
を

目
的

と
す

る
場

合
な

ど
間

伐
の

実
施

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

「
森

林
経

営
計

画
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

お
い

て
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

森
林

で
間

伐
を

計
画

し
て

い
る

森
林

に
あ

っ
て

は
、

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
と

し
て

取
扱

い
、

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

算
出

さ
れ

る
よ

う
設

定
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。

　
長

野
県

で
は

、
「ア

カ
マ

ツ
に

つ
い

て
、

樹
種

の
特

性
か

ら
、

過
密

化
し

に
く

い
森

林
と

し
て

捉
え

て
お

り
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
ツ

ー
ル

」
に

お
い

て
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

か
ら

は
除

外
し

、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
を

算
出

す
る

よ
う

設
定

し
て

い
る

。
一

方
で

、
森

林
現

況
に

よ
っ

て
は

ア
カ

マ
ツ

で
も

、
現

に
樹

冠
疎

密
度

が
1
0
分

の
8

以
上

で
あ

る
場

合
な

ど
、

間
伐

計
画

を
作

成
す

る
事

例
が

あ
り

、
こ

う
し

た
場

合
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

に
含

め
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
「
森

林
経

営
計

画
作

成
ツ

ー
ル

」
の

改
修

に
よ

り
、

ア
カ

マ
ツ

の
間

伐
を

計
画

す
る

森
林

を
含

め
て

、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
を

算
出

す
る

よ
う

検
討

し
て

い
る

。
」
と

し
て

い
る

。

飯
田

市
（
長

野
県

）



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

1
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2
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ス
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－
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伐
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5
2
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8

3
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%

含
む

2
7
.4

7
8
1
.1

0
3
.4

9
7
7
.6

1
5
0
.1

4
○

　
丹

波
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

兵
庫

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

経
営

計
画

の
作

成
者

が
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

は
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

つ
い

て
は

、
「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
で

は
自

動
的

に
算

出
さ

れ
な

い
た

め
、

認
定

審
査

に
当

た
っ

て
は

、
経

営
計

画
の

作
成

者
が

当
該

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

判
定

し
た

結
果

の
提

出
を

受
け

る
と

と
も

に
、

担
当

職
員

が
改

め
て

算
出

す
る

こ
と

に
な

る
が

、
認

定
要

件
が

複
雑

で
、

十
分

に
理

解
で

き
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

誤
っ

て
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
の

中
に

当
該

森
林

の
面

積
を

含
め

て
算

出
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。
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丹
波

市
（
兵

庫
県

）

　
神

河
町

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

兵
庫

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
経

営
計

画
の

作
成

者
か

ら
、

紙
媒

体
で

計
画

の
提

出
を

受
け

て
い

る
た

め
、

一
人

の
担

当
職

員
で

、
個

々
の

森
林

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
ま

で
の

確
認

を
行

う
こ

と
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

本
事

例
に

つ
い

て
も

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
　

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

つ
い

て
は

、
「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
で

は
自

動
的

に
算

出
さ

れ
な

い
た

め
、

認
定

審
査

に
当

た
っ

て
は

、
経

営
計

画
の

作
成

者
が

当
該

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

判
定

し
た

結
果

の
提

出
を

受
け

る
と

と
も

に
、

担
当

職
員

が
改

め
て

算
出

す
る

こ
と

に
な

る
が

、
認

定
要

件
が

複
雑

で
、

十
分

に
理

解
で

き
て

い
な

か
っ

た
た

め
、

誤
っ

て
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
の

中
に

当
該

森
林

の
面

積
を

含
め

て
算

出
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。

神
河

町
（
兵

庫
県

）



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

2
0

2
5

ス
ギ

（
人

）
5
4

内
外

0
.5

2
2
0
4

H
1
4

（
間

伐
0
.5

2
h
a）

間
伐

H
2
5
～

3
0

0
.5

2
未

記
載

－
含

む
1
2
.6

7
5
4
.0

1
6
.0

5
4
7
.9

6
3
5
.2

9
○

　
五

條
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

奈
良

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
作

成
シ

ー
ト
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
、

必
要

に
応

じ
て

、
経

営
計

画
の

作
成

者
が

該
当

す
る

か
否

か
を

判
断

す
る

こ
と

に
な

る
が

、
本

事
例

に
つ

い
て

は
、

誤
っ

て
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

森
林

と
さ

れ
て

し
ま

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
、

認
定

時
に

は
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
シ

ー
ト
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
奈

良
県

で
は

、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

 」
に

つ
い

て
は

、
森

林
法

施
行

規
則

第
3
8
条

第
4
号

の
規

定
に

基
づ

く
「
間

伐
の

た
め

に
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
森

林
の

面
積

」
で

あ
る

と
理

解
し

て
い

る
が

、
森

林
の

状
況

に
よ

っ
て

は
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
の

要
件

を
満

た
さ

な
い

森
林

で
あ

っ
て

も
間

伐
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
を

想
定

し
て

、
「
森

林
経

営
計

画
作

成
シ

ー
ト
」
に

お
い

て
は

、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
で

な
く

て
も

、
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

な
設

定
と

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
た

だ
し

、
同

県
に

よ
る

と
、

間
伐

の
下

限
面

積
の

適
合

判
定

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
で

は
な

い
森

林
で

、
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

る
森

林
が

あ
っ

た
と

し
て

も
、

当
該

森
林

は
、

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
か

ら
除

外
し

、
「
本

来
の

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
を

算
出

し
た

上
で

、
「
間

伐
の

下
限

面
積

」
と

の
比

較
を

行
う

べ
き

で
あ

る
と

し
て

お
り

、
本

件
に

関
し

て
は

、
そ

の
よ

う
な

比
較

を
行

っ
た

場
合

で
も

結
果

的
に

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
が

間
伐

の
下

限
面

積
を

上
回

っ
て

い
る

た
め

、
特

に
問

題
は

な
い

の
で

は
な

い
か

と
考

え
て

い
た

と
し

て
い

る
。

2
1

2
6

ヒ
ノ

キ
（
人

）
2
0

内
外

1
.4

2
7
5

H
2
2

（
間

伐
1
.4

1
h
a）

間
伐

H
2
7

1
.4

2
1
5

2
0
%

含
む

5
.5

7
1
1
.8

8
8
.1

2
3
.7

6
-
1
.8

1
×

　
東

広
島

市
で

は
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

あ
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
広

島
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

経
営

計
画

の
作

成
者

が
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

は
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
当

該
森

林
の

面
積

を
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

2
2

2
6

ヒ
ノ

キ
（
人

）
4
4

内
外

0
.8

0
1
8
2

H
1
8

（
間

伐
0
.8

h
a）

間
伐

H
3
0

0
.8

0
5
5

3
0
%

含
む

1
3
.9

4
5
1
.3

7
9
.9

0
4
1
.4

7
2
7
.5

3
○

　
庄

原
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

広
島

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

経
営

計
画

の
作

成
者

が
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

は
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
当

該
森

林
の

面
積

を
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

広
島

県
の

「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
の

初
期

設
定

で
は

、
3
0
林

齢
か

ら
6
0
林

齢
ま

で
の

人
工

林
を

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
と

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

事
例

に
つ

い
て

も
、

間
伐

を
計

画
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

本
来

で
あ

れ
ば

，
計

画
を

精
査

し
た

上
で

，
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

と
す

べ
き

で
あ

っ
た

と
考

え
る

が
、

制
度

が
複

雑
で

難
し

い
た

め
、

市
町

村
や

経
営

計
画

の
作

成
者

の
理

解
が

十
分

で
な

く
、

「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
に

お
い

て
も

適
切

な
設

定
が

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

と
し

て
い

る
。

　
「
森

林
経

営
計

画
サ

ブ
シ

ス
テ

ム
」
で

は
、

間
伐

を
初

期
設

定
の

林
齢

以
外

で
間

伐
を

行
う

場
合

、
当

該
森

林
を

手
動

で
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

に
設

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

そ
こ

ま
で

理
解

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
今

後
、

会
議

等
を

通
じ

て
周

知
を

行
っ

て
い

き
た

い
と

し
て

い
る

。

庄
原

市
（
広

島
県

）

五
條

市
（
奈

良
県

）

東
広

島
市

（
広

島
県

）



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

2
3

2
4

ス
ギ

（
人

）
5
8

内
外

3
.8

8
1
,3

8
3

－
間

伐
H

2
8

1
.5

0
1
6
2

1
2
%

除
く

1
6
5
.5

1
2
2
6
.7

7
1
0
.7

1
－

－
○

2
4

2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
1
5

内
外

0
.9

7
5
4

－
間

伐
H

2
6

0
.9

7
1
1

2
0
%

除
く

1
9
0
.4

4
3
9
9
.8

7
3
.2

2
－

－
○

2
5

2
4

ク
ヌ

ギ
（
人

）
2
0

内
外

0
.8

0
5
1

－
間

伐
H

2
8

0
.8

0
1
0

2
0
%

除
く

6
1
.5

8
7
3
.2

1
0
.9

0
－

－
○

2
6

2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
1
9

内
外

0
.9

1
4
7

－
間

伐
H

2
7

0
.9

1
1
4

3
0
%

除
く

6
5
.8

5
6
6
.5

0
2
.8

8
－

－
○

津
山

市
（
岡

山
県

）

　
津

山
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

岡
山

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
ア

シ
ス

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
な

く
と

も
、

経
営

計
画

の
作

成
者

が
間

伐
が

可
能

と
判

断
す

る
場

合
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
間

伐
を

計
画

す
る

こ
と

は
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

　
な

お
、

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
か

ら
除

い
て

い
た

の
は

、
「
森

林
経

営
計

画
ア

シ
ス

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
と

し
て

い
る

。

真
庭

市
（
岡

山
県

）

　
真

庭
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

岡
山

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
ア

シ
ス

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
要

件
に

該
当

す
る

森
林

及
び

同
県

が
当

該
森

林
と

す
る

こ
と

が
な

じ
ま

な
い

と
判

断
し

た
「
5
林

齢
以

下
の

森
林

」
な

ど
の

要
件

に
該

当
し

な
い

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
①

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
の

制
度

の
仕

組
み

を
十

分
に

理
解

で
き

て
い

な
い

こ
と

、
②

個
々

の
森

林
が

そ
れ

ぞ
れ

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

確
認

で
き

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
本

事
例

も
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
な

お
、

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
か

ら
除

い
て

い
た

の
は

、
「
森

林
経

営
計

画
ア

シ
ス

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

る
と

し
て

い
る

。



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

2
7

2
5

ス
ギ

（
人

）
6
0

内
外

3
.1

5
1
,5

1
5

H
2
3

（
間

伐
3
.1

5
h
a）

間
伐

H
2
8

3
.1

5
未

記
載

－
含

む
7
3
.9

2
7
4
.2

9
3
.1

5
7
1
.1

4
-
2
.7

8
×

2
8

2
5

ス
ギ

（
人

）
7
2

内
外

5
.1

8
2
,7

2
5

－
間

伐
H

2
8

5
.1

8
未

記
載

－
含

む
1
1
.5

4
2
4
.8

5
9
.1

7
1
5
.6

8
4
.1

4
○

2
9

2
4

ス
ギ

（
人

）
5
8

内
外

1
.0

7
4
3
8

H
1
7

（
間

伐
1
.0

7
h
a）

間
伐

H
2
4

1
.0

7
未

記
載

－
含

む
2
.5

3
2
2
.8

7
4
.5

0
1
8
.3

7
1
5
.8

4
○

3
0

2
4

ス
ギ

（
人

）
6
4

内
外

2
.6

3
1
,1

7
3

H
1
8

（
間

伐
2
.6

3
h
a）

間
伐

H
2
5

2
.6

3
未

記
載

－
含

む
2
1
.7

1
6
6
.3

0
1
2
.9

0
5
3
.4

0
3
1
.6

9
○

　
熊

本
県

で
は

、
「
「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
は

、
経

営
計

画
の

作
成

者
や

認
定

請
求

を
行

う
市

町
村

等
が

利
用

し
や

す
い

も
の

と
な

る
よ

う
に

、
簡

易
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

シ
ス

テ
ム

と
し

た
た

め
、

経
営

計
画

の
作

成
者

や
市

町
村

等
が

、
計

画
内

容
に

応
じ

て
、

適
宜

修
正

や
設

定
変

更
を

し
な

が
ら

利
用

す
る

よ
う

に
説

明
し

た
上

で
、

市
町

村
等

へ
情

報
提

供
を

し
て

い
た

。
「
計

画
期

間
に

間
伐

を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
の

集
計

の
設

定
が

誤
っ

て
い

た
点

に
つ

い
て

は
、

今
後

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
修

正
等

を
検

討
し

て
い

く
こ

と
と

す
る

が
、

こ
れ

ら
の

事
例

の
内

容
を

み
る

と
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

は
な

い
森

林
と

さ
れ

た
も

の
が

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
要

件
を

満
た

す
も

の
と

な
っ

て
お

り
、

シ
ス

テ
ム

で
の

設
定

変
更

も
行

わ
れ

て
い

な
か

っ
た

た
め

、
経

営
計

画
の

作
成

者
や

市
町

村
に

よ
る

制
度

の
理

解
や

シ
ス

テ
ム

で
の

設
定

変
更

の
必

要
性

の
認

識
が

十
分

で
な

か
っ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

た
め

、
例

年
実

施
し

て
い

る
研

修
会

の
機

会
を

活
用

し
、

市
町

村
に

対
し

周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、

市
町

村
を

通
じ

て
経

営
計

画
の

作
成

者
に

対
し

正
し

い
理

解
が

進
む

よ
う

働
き

か
け

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

」
と

し
て

い
る

。

天
草

市
（
熊

本
県

）

　
天

草
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

熊
本

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
本

事
例

に
つ

い
て

は
、

経
営

計
画

の
作

成
者

に
よ

り
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

と
判

断
さ

れ
た

も
の

で
は

な
い

か
と

考
え

ら
れ

る
が

、
審

査
を

行
う

職
員

が
限

ら
れ

て
い

る
中

で
、

専
門

的
知

識
が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

た
め

、
個

々
の

森
林

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
の

確
認

ま
で

は
で

き
て

お
ら

ず
、

本
事

例
も

認
識

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

八
代

市
（
熊

本
県

）

　
八

代
市

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

熊
本

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
①

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
に

限
ら

ず
、

経
営

計
画

の
認

定
要

件
は

数
が

多
く

、
ま

た
、

複
雑

な
も

の
が

あ
る

た
め

、
十

分
に

理
解

で
き

て
い

な
い

こ
と

、
②

審
査

を
行

う
職

員
が

限
ら

れ
て

い
る

中
で

、
個

々
の

森
林

が
そ

れ
ぞ

れ
の

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

は
、

業
務

負
担

が
大

き
く

、
確

認
で

き
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

本
事

例
も

認
識

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

当
該

森
林

の
面

積
を

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。



伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率 （
％

）

間
伐

の
下

限
面

積
に
係

る
認

定
要

件
の

適
合

状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い

に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等

面
積

（
h
a）

伐
採

計
画

の
内

容
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」
に

お
け
る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

A

施
業

履
歴

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
判

定
す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い
て
、
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

面
積

」
の

中
に
、
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、
間

伐
を
計

画
し
て
い
る
森

林
面

積
」
を

含
め
算

出
す
る
設

定
を
し
て
い
た
道

府
県

に
お
け

る
見

解

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い
森

林
で
、

間
伐

が
計

画
さ
れ

て
い
る
森

林
」

の
合

計
面

積
（
h
a）

C

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る
森

林
面

積
」

（
h
a）

D
=
B
-
C

間
伐

の
下

限
面

積
と

本
来

の
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
」
と

の
比

較

E
=
D
-
A

適
合

判
定

樹
種

等
林

齢

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

森
林

経
営

計
画

の
内

容

立
木

材
積

（
㎥

）

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を
実

施
す

る
森

林
面

積
」
（
h
a）

B

認
定

年
度

事
例

番
号

市
町

村
名

3
1

2
4

ス
ギ

（
人

）
6
6

内
外

6
.3

2
3
,2

3
0

－
間

伐
H

2
8

6
.3

2
未

記
載

－
含

む
5
8
.2

1
1
0
4
.0

9
1
5
.6

4
8
8
.4

5
3
0
.2

4
○

　
山

都
町

で
は

、
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
あ

る
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

熊
本

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
要

件
に

該
当

す
る

森
林

が
自

動
的

に
表

示
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
が

、
①

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

な
く

と
も

、
経

営
計

画
の

作
成

者
が

現
地

の
状

況
等

に
応

じ
て

間
伐

が
可

能
と

判
断

す
る

場
合

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
、

②
審

査
を

行
う

職
員

が
限

ら
れ

て
い

る
中

で
、

専
門

的
知

識
が

あ
る

わ
け

で
も

な
い

た
め

、
個

々
の

森
林

が
れ

ぞ
れ

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

確
認

で
き

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
本

事
例

も
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
当

該
森

林
の

面
積

を
「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

含
め

て
い

た
の

は
、

「
森

林
経

営
計

画
作

成
・
認

定
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
算

出
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

誤
っ

た
算

出
が

行
わ

れ
て

い
た

こ
と

は
認

識
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
（
八

代
市

及
び

天
草

市
の

見
解

と
同

じ
）

(
注

)
 
1

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

2 3 4 5 7 8

（
注

）
　

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

　
『

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
の

判
定

ツ
ー

ル
等

に
お

い
て

、
「

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実

施
す

る
面

積
」

の
中

に
、

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

森
林

で
、

間
伐

を
計

画
し

て
い

る
森

林
面

積
」

を
含

め
算

出
す

る
設

定
を

し
て

い
た

道
府

県
に

お
け

る
見

解
』

の
斜

線
は

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

の
判

定
ツ

ー
ル

等
に
お

い
て

、
「

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実

施
す

る
面

積
」

の
中

に
、

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

森
林

で
、

間
伐

を
計

画
し

て
い

る
森

林
面

積
」

を
含

め
算

出
す

る
設
定

を
し

て
い

な
か

っ
た

道
府

県
で

あ
る

。

　
網

掛
け

は
、

経
営

計
画

の
認

定
要

件
に

照
ら

し
た

場
合

に
、

問
題

と
な

る
な

ど
の

適
切

で
な

い
内

容
を

示
す

。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内

容
」

の
「

樹
種

等
」

欄
に

お
い

て
、

「
（

人
）

」
は

人
工

林
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

　
「

間
伐

の
下

限
面

積
に

係
る

認
定

要
件

の
適

合
状

況
」

の
「

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
に

お
け

る
本

事
例

の
森

林
面

積
の

取
扱

い
」

欄
に

お
い

て
、

「
除

く
」

は
本

来
の

運
用

ど
お

り
に

行
わ

れ
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

「
含

む
」

は
誤

っ
た

運
用

が
行

わ
れ

て
い

る
も

の
を

示
す

。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内

容
」

欄
に

お
い

て
は

、
森

林
経

営
計

画
の

中
で

本
事

例
に

該
当

す
る

森
林

が
複

数
あ

る
場

合
、

面
積

が
大

き
い

な
ど

代
表

的
な

森
林

を
取

り
上

げ
た

も
の

で
あ

り
、

本
事

例
に

該
当

す
る

全
て

の
森

林
を

ま
と

め
て

記
載

し
た

も
の

で
は

な
い

。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内

容
」

各
欄

の
（

「
伐

採
計

画
の

内
容

」
の

各
欄

（
「

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率
」

欄
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

調
査

対
象

1
8
6
計

画
か

ら
抜

粋
し

た
も

の
で

あ
る

。

山
都

町
（
熊

本
県

）



【
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

】

○
　

森
林

法
施

行
規

則
（
昭

和
2
6
年

農
林

省
令

第
5
4
号

）
（
抜

粋
）

三

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

運
営

要
領

（
平

成
2
4
年

3
月

2
6
日

付
け

2
3
林

整
計

第
2
3
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
。

最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
7
5
号

）
（
抜

粋
）
　

(ｱ
）

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

伐
採

方
法

伐
採

予
定

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率
（
％

）

1
2
4

ス
ギ

（
人

）
5
1

内
内

1
.5

0
5
4
4

－
間

伐
H

2
5

1
.5

0
2
4
5

4
5
%

　
矢

板
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
か

ら
、

栃
木

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
森

林
経

営
計

画
を

電
子

媒
体

で
提

出
を

受
け

た
場

合
に

は
、

1
0
0
分

の
3
5
を

超
え

る
森

林
が

自
動

的
に

判
定

さ
れ

る
が

、
本

事
例

に
つ

い
て

は
、

制
度

発
足

当
初

に
、

紙
媒

体
で

森
林

経
営

計
画

の
提

出
を

受
け

た
も

の
で

あ
り

、
担

当
職

員
が

一
人

で
、

専
門

的
知

識
が

あ
る

わ
け

で
は

な
い

中
で

は
、

個
々

の
森

林
が

そ
れ

ぞ
れ

の
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

H
2
6
.9

.1
～

2
7
.2

.2
8

0
.2

6
7
3

2
9
%

H
2
7
.4

.1
～

2
7
.7

.1
0

0
.3

9
7
3

2
9
%

0
.6

5
1
4
6

5
7
%

3
2
4

ス
ギ

（
人

）
4
3

内
内

3
.7

0
1
,5

0
0

－
間

伐
H

2
8

3
.7

0
5
9
5

4
0
%

　
延

岡
市

で
は

、
宮

崎
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
策

定
シ

ス
テ

ム
」
で

1
0
0
分

の
3
5
以

内
で

あ
る

こ
と

は
自

動
的

に
判

定
さ

れ
な

い
た

め
、

担
当

職
員

が
確

認
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

森
林

経
営

計
画

は
、

紙
媒

体
で

提
出

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
他

の
業

務
も

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
中

で
、

個
々

の
森

林
の

材
積

率
ま

で
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

(
注

)
 
1 2 3 4 5

図
表

 1
－

(2
)－

イ
－

④
－

ⅳ
　

　
伐

採
を

行
う

基
準

を
満

た
さ

な
い

間
伐

又
は

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

例 －

（
小

計
）

間
伐

　
伊

豆
市

で
は

、
本

事
例

の
よ

う
に

、
一

つ
の

森
林

に
つ

い
て

時
期

を
分

け
て

間
伐

を
実

施
す

る
場

合
の

材
積

割
合

に
つ

い
て

は
、

同
市

が
利

用
し

て
い

る
「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
（
静

岡
県

が
導

入
）
で

自
動

的
に

判
定

さ
れ

な
い

た
め

、
担

当
職

員
が

確
認

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
一

人
の

担
当

職
員

が
、

他
の

業
務

も
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

中
で

は
、

個
々

の
森

林
に

つ
い

て
計

画
内

容
の

詳
細

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

2
伊

豆
市

（
静

岡
県

）
2
5

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

面
積

（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）

内
0
.6

5
2
5
4

ⅰ
）
立

木
の

材
積

割
合

が
1
0
0
分

の
3
5
を

超
え

て
い

る
森

林
の

間
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
た

例
（
3
市

町
村

3
計

画
）

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
内

容

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
計

画
を

認
定

し
た

理
由

等
認

定
年

度
施

業
履

歴

伐
採

計
画

の
内

容

樹
種

等
林

齢
計

画
的

伐
採

対
象

森
林

　
（
植

栽
、

間
伐

そ
の

他
の

森
林

施
業

の
合

理
化

に
関

す
る

基
準

）
第

3
8
条

　
法

第
1
1
条

第
5
項

第
二

号
イ

（
法

第
1
2
条

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

植
栽

、
間

伐
そ

の
他

の
森

林
施

業
の

合
理

化
に

関
す

る
基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
網

掛
け

は
、

森
林

経
営
計

画
の

認
定

要
件

に
照

ら
し

た
場

合
に

、
問

題
と
な

る
な

ど
の

適
切

で
な

い
内

容
を

示
す

。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ
る

。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容

」
の

各
欄

（
「

伐
採

計
画

の
内

容
」

の
「

（
参
考

）
伐

採
立

木
材

積
率

」
欄

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
は

、
調

査
対

象
1
8
6
計

画
か

ら
抜

粋
し

た
も

の
で

あ
る
。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容

」
欄

に
お

い
て

は
、

森
林

経
営

計
画

の
中

で
本
事

例
に

該
当

す
る

森
林

が
複

数
あ

る
場

合
、

面
積

が
大

き
い

な
ど

代
表

的
な

森
林

を
取

り
上

げ
た

も
の
で
あ
り
、
本
事
例
に
該
当
す
る
全
て
の
森
林
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容

」
の

「
樹

種
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

（
人

）
」
は

人
工

林
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

延
岡

市
（
宮

崎
県

）

矢
板

市
（
栃

木
県

）

ス
ギ

（
人

）

　
当

該
森

林
経

営
計

画
に

係
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
に

該
当

す
る

も
の

（
以

下
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
と

い
う

。
）
に

つ
き

、
当

該
森

林
経

営
計

画
の

期
間

内
に

間
伐

の
た

め
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
立

木
の

材
積

が
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
に

お
け

る
当

該
森

林
の

立
木

の
材

積
の

百
分

の
三

十
五

以
下

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

5
0

内

イ
～

ニ
　

（
略

）

　
Ⅰ

　
森

林
経

営
計

画
　

 2
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
  
  
(2

) 
　

認
定

基
準

等

ア
　

規
則

第
3
8
条

に
規

定
す

る
森

林
施

業
の

合
理

化
に

関
す

る
基

準
及

び
規

則
第

3
9
条

に
規

定
す

る
公

益
的

機
能

別
森

林
施

業
の

実
施

に
関

す
る

基
準

の
運

用
は

、
次

に
よ

り
行

う
こ

と
と

す
る

。

　
規

則
第

3
8
条

第
3
号

（
規

則
第

3
9
条

に
お

い
て

適
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

「
当

該
森

林
経

営
計

画
の

期
間

内
に

お
い

て
間

伐
の

た
め

に
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
立

木
の

材
積

が
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
に

お
け

る
当

該
森

林
の

立
木

の
材

積
の

1
0
0
分

の
3
5
以

下
」

と
な

っ
て

い
る

旨
の

基
準

は
、

当
該

森
林

経
営

計
画

に
お

い
て

間
伐

の
た

め
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
森

林
ご

と
に

適
用

す
る

。
　

（
以

下
略

）



【
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
】

○
　
森
林
経
営
計
画
制
度
運
営
要
領
（
平
成
2
4
年
3
月
2
6
日
付
け
2
3
林
整
計
第
2
3
0
号
林
野
庁
長
官
通
知
。
最
終
改
正
：
平
成
2
6
年
3
月
1
8
日
付
け
2
5
林
整
計
第
8
7
5
号
）
（
抜
粋
）
　

① ②

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

標
準

伐
期

齢

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

区
域

の
場
合
、
森

林
の

種
別

施
業

方
法

（
伐

期
齢

）
伐

採
方

法
伐

採
予

定
時

期

（
参

考
）

伐
採

時
の

林
齢

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採
立

木
材
積

（
㎥
）

1
2
5

ス
ギ

（
人

）
4
0

4
5

－
－

内
外

2
.0

3
5
8
9

－
主

伐
（
択

伐
）

未
記

載
4
0
～

4
5

2
.0

3
5
8
9

2
2
5

ス
ギ

（
人

）
3
5

4
5

－
－

内
外

1
.2

4
3
1
0

－
主

伐
（
択

伐
）

未
記

載
3
5
～

4
0

1
.2

4
3
1
0

3
2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
4
7

4
0

水
源

涵
養

伐
期

延
長

（
5
0
）

内
外

0
.4

9
1
2
6

－
主

伐
（
皆

伐
）

H
2
5

4
8

0
.4

9
1
2
6

　
佐

野
市

で
は

、
栃

木
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
森

林
経

営
計

画
を

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
か

ら
電

子
媒

体
で

提
出

を
受

け
た

場
合

に
は

、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

に
つ

い
て

自
動

的
に

判
定

さ
れ

る
が

、
本

事
例

に
つ

い
て

は
、

制
度

発
足

当
初

に
、

紙
媒

体
で

計
画

の
提

出
を

受
け

た
も

の
で

あ
り

、
確

認
漏

れ
が

あ
っ

た
と

し
て

い
る

。

4
2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
4
1

4
0

水
源

涵
養

伐
期

延
長

（
5
0
）

内
外

0
.2

6
5
6

－
主

伐
（
皆

伐
）

H
2
9

4
6

0
.2

6
5
6

　
紀

北
町

で
は

、
三

重
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
認

定
プ

ロ
グ

ラ
ム

」
に

お
い

て
、

市
町

村
森

林
整

備
計

画
で

定
め

ら
れ

た
伐

期
齢

に
達

し
な

い
主

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

な
い

か
に

つ
い

て
は

、
自

動
的

に
判

定
さ

れ
な

い
た

め
、

担
当

職
員

が
確

認
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

担
当

職
員

が
一

人
の

た
め

、
個

々
の

森
林

が
そ

れ
ぞ

れ
の

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

は
、

業
務

負
担

が
大

き
く

、
確

認
で

き
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

5
2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
5
8

4
0

土
砂

災
害

防
止

等
長

伐
期

（
8
0
）

内
外

0
.3

2
5
9

H
4

（
間

伐
0
.3

1
h
a）

主
伐

（
皆

伐
）

H
2
4

5
8

0
.3

2
5
9

　
丹

波
市

で
は

、
確

認
漏

れ
で

あ
っ

た
の

か
ど

う
か

を
含

め
、

認
定

審
査

時
の

経
緯

は
不

明
で

あ
る

と
し

て
い

る
。

　
兵

庫
県

が
導

入
し

た
「
森

林
経

営
計

画
支

援
シ

ス
テ

ム
」
に

お
い

て
、

市
町

村
森

林
整

備
計

画
で

定
め

ら
れ

た
伐

期
齢

に
達

し
な

い
主

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

な
い

か
に

つ
い

て
は

、
自

動
的

に
判

定
さ

れ
な

い
た

め
、

担
当

職
員

が
確

認
す

る
こ

と
と

な
る

が
、

担
当

職
員

が
1
人

し
か

お
ら

ず
、

他
の

業
務

も
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

中
で

、
個

々
の

森
林

が
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

計
画

認
定

の
処

理
期

間
内

で
確

認
を

行
う

こ
と

は
、

業
務

の
負

担
が

大
き

く
、

困
難

で
あ

る
と

し
て

い
る

。

6
2
4

ス
ギ

（
人

）
4
0

4
0

水
源

涵
養

伐
期

延
長

（
5
0
）

内
外

1
.4

0
5
4
2

－
主

伐
（
皆

伐
）

H
2
4

4
0

0
.3

2
1
2
4

　
津

山
市

で
は

、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

否
か

に
つ

い
て

は
、

岡
山

県
が

導
入

し
た

「
森

林
経

営
計

画
ア

シ
ス

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

よ
り

、
自

動
的

に
判

定
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

認
定

要
件

の
審

査
に

当
た

っ
て

は
、

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

か
ら

、
紙

媒
体

で
森

林
経

営
計

画
と

そ
の

判
定

結
果

が
表

示
さ

れ
た

一
覧

表
の

提
出

を
受

け
て

い
る

が
、

本
事

例
に

つ
い

て
は

、
他

の
業

務
も

処
理

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
中

で
、

審
査

業
務

の
負

担
が

大
き

く
、

判
定

結
果

を
十

分
に

確
認

で
き

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

(
注
)
 
1 2 3 4 5 6

　
（
注
）
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

　
Ⅰ

　
森

林
経

営
計

画
　

 2
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
  
  
(2

) 
　

認
定

基
準

等

イ
　

法
第

1
1
条

第
5
項

第
3
号

に
規

定
す

る
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
照

ら
し

て
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
は

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

と
す

る
。

　
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
立

木
竹

の
伐

採
（
主

伐
）
に

関
す

る
事

項
、

造
林

に
関

す
る

事
項

及
び

間
伐

・
保

育
に

関
す

る
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

　
計

画
対

象
森

林
に

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

の
区

域
内

の
森

林
が

含
ま

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
森

林
に

つ
い

て
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
公

益
的

機
能

別
施

業
森

林
の

区
域

に
お

け
る

施
業

の
方

法
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

 ③
～

⑥
　

（
略

）

ⅱ
）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
ら
れ
た
伐
期
齢
に
達
し
な
い
主
伐
が
計
画
さ
れ
て
い
た
例
（
5
市
町
村
6
計
画
）

事
例

番
号

市
町
村
名

森
林

経
営

計
画

の
内

容

森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
認
定
し
た
理
由
等

認
定

年
度

伐
採

計
画

の
内

容

樹
種

等
林

齢

（
参

考
）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お
け
る
施

業
基

準

施
業

履
歴

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

面
積

（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）

　
「
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
の
「
（
参
考
）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
け
る
施

業
基
準
」
の
「
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
区
域
の
場
合
、
森
林
の
種
別
」
欄
に
お
い
て
、
「
水
源
涵
養
」
は
森
林
法
施
行
規
則
第
3
9
条
第
1
項
に
規
定
す
る
水
源
涵
養
機
能
維
持
増
進
森
林
、
「
土
砂
災
害
防
止
等
」
は
同
条
第
2
項
に
規
定
す
る

「
土
地
に
関
す
る
災
害
の
防
止
及
び
土
壌
の
保
全
の
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め

の
森
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林
」
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

　
ま
た
、
「
施
業
方
法
」
欄
の
「
伐
期
延
長
」
は
標
準
伐
期
齢
に
1
0
年
を
加
え
た
林

齢
、
「
長
伐
期
」
は
標
準
伐
期
齢
の
2
倍
に
相
当
す
る
林
齢
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

　
網
掛
け
は
、
森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
問
題
と
な
る
な

ど
の
適
切
で
な
い
内
容
を
示
す
。

　
平

内
町

で
は

、
担

当
職

員
が

一
人

で
、

①
森

林
・
林

業
に

関
す

る
専

門
的

知
識

が
あ

る
わ

け
で

は
な

い
こ

と
、

②
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

は
数

が
多

く
、

ま
た

、
複

雑
な

も
の

が
あ

る
た

め
、

理
解

で
き

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

十
分

に
確

認
を

行
う

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
か

ら
紙

媒
体

で
森

林
経

営
計

画
の

提
出

を
受

け
て

い
る

た
め

、
個

々
の

森
林

が
そ

れ
ぞ

れ
の

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

詳
細

に
確

認
す

る
こ

と
は

、
業

務
負

担
が

大
き

く
、

困
難

で
あ

る
と

し
て

い
る

。

　
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

　
「
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
の
各
欄
（
「
（
参
考
）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お

け
る
施
業
基
準
」
欄
及
び
「
伐
採
計
画
の
内
容
」
の
「
（
参
考
）
伐
採
時
の
林
齢
」
欄
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
1
8
6
計
画
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
欄
に
お
い
て
は
、
森
林
経
営
計
画
の
中
で
本
事
例
に

該
当
す
る
森
林
が
複
数
あ
る
場
合
、
面
積
が
大
き
い
な
ど
代
表
的
な
森
林
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
本
事
例
に
該
当
す
る
全
て
の
森
林
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
「
森
林
経
営
計
画
の
内
容
」
の
「
樹
種
等
」
欄
に
お
い
て
、
「
（
人
）
」
は
人
工

林
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

津
山

市
（
岡

山
県

）

丹
波

市
（
兵

庫
県

）

紀
北

町
（
三

重
県

）

佐
野

市
（
栃

木
県

）

平
内

町
（
青

森
市

）



図
表

 1
－

(2
)－

イ
－

④
－

ⅴ
　

間
伐

の
下

限
面

積
が

満
た

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

例

【
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

】

四

【
参
考
】
　
「
間
伐
の
下
限
面
積
の
基
準
の
考
え
方
（
農
林
水
産
省
（
林
野
庁
）
作
成
）

ア

(
ｳ
)

(
ｱ
)

　
（
注
）
下
線
は
、
当
省
が
付
し
た
。

1
2
5

4
.6
1

3
.3
5

-
1
.2
6

×
　

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

　
網

掛
け

は
、

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
に

照
ら

し
た

場
合

に
、

問
題

と
な

る
な

ど
の

適
切

で
な

い
内

容
を

示
す

。

　
平
内
町
で
は
、
担
当
職
員
が
一
人
の
た
め
、
認
定
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
十
分
に
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

平
内
町

（
青
森
県
）

ⅰ
）
当

初
の

森
林

経
営

計
画

の
認

定
か

ら
、

間
伐

の
下

限
面

積
を

満
た

し
て

い
な

か
っ

た
例

（
1
市

町
村

1
計

画
）

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を

満
た

さ
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
計

画
を

認
定

し
た

理
由

等

間
伐

の
下

限
面

積
の

適
合

状
況

当
該

森
林

経
営

計
画

の
認

定
年

度

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実

施
す

る
森

林
面

積
（
h
a）

「
間

伐
の

下
限

面
積

」
と

「
計

画
期

間
内

に
間

伐
を

実
施

す
る

森
林

面
積

」
と

の
差

（
h
a）

(
注

)
 
1 2

適
合

判
定

○
　

森
林

法
施

行
規

則
（
昭

和
2
6
年

農
林

省
令

第
5
4
号

）
（
抜

粋
）

　
長
官
通
知
Ⅰ
の
2
の
(
2
)
ア
(
ア
)
の
「
計
画
期
間
内
に
樹
冠
疎
密
度
が
1
0
分
の
8
以
上
と
な
る
森
林
」
に
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
前
5
年
以
内
に

間
伐
が
実
施
さ
れ
た
森
林
な
ど
始
期
に
お
け
る
樹
冠
疎
密
度
が
1
0
分
の
8

に
満
た
な
い
森
林
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
　
こ
の
場
合
、
当
該
森
林
の
面
積
は
、
規
則
付
録
第
2
の
算
式
の
F
1
及
び
F
2
に
含
め
る

も
の
と
す
る
。

　
Ⅰ
　
森
林
経
営
計
画

　
 
2
　
森
林
経
営
計
画
の
認
定

 
 
 
 
(
2
)
 
　
認
定
基
準
等

　
 
1
　
森
林
経
営
計
画
の
認
定
等
に
つ
い
て

 
 
 
 
(
7
)
 
　
森
林
経
営
計
画
の
認
定
基
準
等
（
施
業
の
実
施
基
準
等
）

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

運
営

要
領

 （
平

成
2
4
年

3
月

2
6
日

付
け

2
3
林

整
計

第
2
3
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
。

最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
7
5
号

）
（
抜

粋
）

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

の
運

用
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
（
平

成
2
4
年

1
2
月

1
3
日

付
け

2
4
林

整
計

第
1
5
2
号

林
野

庁
森

林
整

備
部

計
画

課
長

通
知

。
最

終
改

正
：
平

成
2
6
年

3
月

2
5
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
8
5
号

）
（
抜

粋
）

ウ
　
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
基
準

　
（
中
略
）

　
規
則
付
録
第
2
の
算
式
の
Ｔ
1
及
び
Ｔ
2
の
「
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
間
伐
を
実
施
す
べ
き
標
準
的
な
林
齢
・
・
・
の
差
の
う
ち
最
小
な
も

の
」
と
は
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
「
平
均
的
な
間

伐
の
実
施
時
期
の
間
隔
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
「
平
均
的
な
間
伐
の
実
施
時
期
の
間
隔
」
（
複
数
の
間
隔
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
最
小
の
も
の
）
と
す
る
。
な
お
、
市
町
村
森
林

整
備
計
画
に
お
い
て
間
伐
を
実
施
す
べ
き
標
準
的
な
林
齢
と
し
て
一
の
林
齢
の
み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
標
準
伐
期
齢
以
上
に
係
る
間
伐
を
実
施
す
べ
き
標
準
的

な
林
齢
に
つ
い
て
定
め
の
な
い
場
合
な
ど
、
Ｔ
1
及
び
Ｔ
2
が

定
め
ら
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
Ｔ
1
に
つ
い
て
は
、
一
律
で
1
0
（
年
間
）
、
Ｔ
2
に
つ
い
て
は
、
一
律
で
1
5
（
年
間
）
と
す
る
。

　
（
植
栽
、
間
伐
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
合
理
化
に
関
す
る
基
準
）

第
3
8
条
　
法
第
1
1
条
第
5
項
第
二
号
イ
（
法
第
1
2
条
第
3
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
植
栽
、
間
伐
そ
の
他
の
森
林

施
業
の
合
理
化
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
当
該
森
林
経
営
計
画
に
係
る
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
う
ち
、
要
間
伐
森
林
及
び
法
第
3
9
条
の
4
第
1
項
第
1
号
に
規
定
す
る
要
整
備
森
林
以
外
の
も
の
に
つ
き
、
間
伐
の
た
め
伐
採
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
森
林
の
面
積
が
、

付
録
第

二
の
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
面
積
を
超
え
る
こ
と

。

（
森
林
法
施
行
規
則
付
録
第
二
）

　
F
1
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
な
い
計
画
的
間
伐
対
象
森
林

（
要
間
伐
森
林
、
法
第
3
9
条
の
4
第
1
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
整
備
森
林
（
以
下
こ
の
付
録
に
お
い
て
「
要
整
備
森
林
」
と

い
う
。
）
、
複
層
林
施
業
森
林
、
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
及
び
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
前
5
年
以
内
に
間
伐
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
森
林
を

除
く
。
）
の
面
積

　
T
1
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
な
い
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
（
要
間
伐
森
林
、
要
整
備
森
林
、
複
層
林
施
業
森
林
及

び
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
を
除
く
。
）
に
つ
き
定
め
ら
れ
て
い

る
間
伐
を
実
施
す
べ
き
標
準
的
な
林
齢
が
同
一
で
あ
る
森
林
の
面
積
に
当
該
標
準
的
な
林
齢
の
差
の
う
ち
最
小
の
も
の
を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
総
和
を
当
該
森
林
経
営

計
画
の
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
な
い
計
画
的

間
伐
対
象
森
林
（
要
間
伐
森
林
、
要
整
備
森
林
、
複
層
林
施
業
森
林
及
び
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
を
除
く
。
）
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値

　 　
F
2
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
る
計
画
的
間
伐
対
象
森
林

（
要
間
伐
森
林
、
要
整
備
森
林
、
複
層
林
施
業
森
林
、
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
及
び
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
前
1
0

年
以
内
に
間
伐
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
森
林
を
除
く

。
）
の
面
積

　
T
2
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
る
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
（
要
間
伐
森
林
、
要
整
備
森
林
、
複
層
林
施
業
森
林
及

び
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
を
除
く
。
）
に
つ
き
定
め
ら
れ
て
い

る
間
伐
を
実
施
す
べ
き
標
準
的
な
林
齢
が
同
一
で
あ
る
森
林
の
面
積
に
当
該
標
準
的
な
林
齢
（
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
差
の
う
ち
最
小
の
も
の

を
乗
じ
て
得
た
数
値
の
総
和
を
当
該
森
林
経
営
計
画
の
始
期
に
お

け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
る
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
（
要
間
伐
森
林
、
要
整
備
森
林
、
複
層
林
施
業
森
林
及
び
特
定
広
葉
樹
育
成
施
業
森
林
を
除
く
。
）
の

面
積
で
除
し
て
得
た
数
値

　
規
則
第
3
8
条
に
規
定
す
る
森
林
施
業
の
合
理
化
に
関
す
る
基
準
及
び
規
則
第
3
9
条
に
規
定
す
る
公
益
的
機
能
別
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
運
用
は
、

次
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。



間
伐
の
下
限

面
積
（
h
a）

A

計
画
期
間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面
積
（
h
a）

B

「
間
伐
の
下

限
面
積
」
と

「
計
画
期
間

内
に
間
伐
を

実
施
す
る
森

林
面
積
」
と
の

差
（
h
a）

C
=
B
-
A

適
合
判
定

間
伐
の
下
限

面
積

（
h
a）

A

計
画
期
間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る
森

林
面

積
（
h
a）

B

「
間
伐
の
下

限
面
積
」
と

「
計
画
期
間

内
に
間
伐
を

実
施
す
る
森

林
面
積
」
と
の

差
（
h
a）

C
=
B
-
A

適
合
判
定

1
2
5

1
0
4
.8
1

1
1
0
.5
4

5
.7
3

○
1
1
7
.3
0

1
0
9
.8
6

-
7
.4
4

×
　

(
注

)
1 2
　
網
掛
け
は
、
森
林
経
営
計

画
の

認
定

要
件

に
照

ら
し

た
場

合
に

、
問

題
と

な
る

な
ど
の
適
切
で
な
い
内
容
を
示
す
。

当
初
の
森
林
経
営
計
画
の
認
定
時

森
林
経
営
計
画
の
変
更
時

紀
北
町

（
三
重
県
）

　
紀
北
町
で
は
、
　
間
伐
の
下
限
面
積
を
満
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
が
導
入
し
た
「
森
林
経
営
計
画
認

定
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
、
「
下
限
面
積
」
及
び
「
計
画
期
間
内
に
間
伐
を
実
施
す
る
森
林
面
積
」
を
算
出
す
る

た
め
の
算
式
に
、
森
林
経
営
計
画
の
作
成
者
が
必
要
な
面
積
を
入
力
す
る
こ
と
で
自
動
的
に
算
出
・
判
定
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
事
例
に
つ
い
て
は
、
森
林
経
営
計
画
の
作
成
者
が
計
画
変
更
後
の
面
積
を
入
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
変
更
前
の
面
積
を
入
力
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
森
林
経
営
計
画
の
認
定
時
に
お
い

て
、
判

定
結

果
の
確

認
を
行

っ
て
い
た
が
、
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
入

力
し
た
面

積
が
正

し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
担
当
職
員
が
一
人
で
、
他
の
業
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
で
、
確
認
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
。

　
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。

ⅱ
）
森
林
経
営
計
画
の
変
更
後
、
間
伐
の
下
限
面
積
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
例
（
1
市
町
村
1
計
画
）

事
例

番
号

市
町
村
名

当
該
森
林

経
営
計
画

の
認
定
年

度

間
伐
の
下
限
面
積
の
適
合
状
況

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
を
満

た
さ
な
い
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
計

画
を
認

定
し
た
理

由
等



　
う
ち
計
画
期
間
内

に
間

伐
を
実

施
す
る

森
林

面
積

の
取

扱
い

　
う
ち
計
画
期
間
内

に
間
伐
を
実
施
し
な

い
森
林
面
積
の
取

扱
い

6
6
.7
6

含
む

含
む

6
4
.1
5

含
む

-
2
.6
1

×

5
5
.0
3

除
く

除
く

6
4
.1
5

含
む

9
.1
2

○

7
9
.7
2

含
む

含
む

7
1
.1
4

含
む

-
8
.5
8

×

7
3
.9
2

含
む

除
く

7
1
.1
4

含
む

-
2
.7
8

×

（
注
)
 
1 2 3 4 5

(
注
）
　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

通
知
で
示
さ
れ
た
運
用
に
よ
る
算
出
結
果

2
八

代
市

(熊
本

県
)

2
5

1
静

岡
市

（
静

岡
県

）
2
4

森
林
経
営
計
画
の
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
認
定
し
た
理
由
等

適
合

判
定

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
の

判
定

す
る
ツ
ー
ル

等
に
お
い

て
、
「
間
伐
の
下
限
面
積
」
の
算
出
方
法
を
誤
っ
て
設
定
し
て
い

た
道

府
県

に
お
け
る
見

解

　
静
岡
市
で
は
、
間
伐
の
下
限
面
積
を
満
た
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
静
岡
県
が
導
入
し
た

「
森
林
経
営
計
画
支
援
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
、
自

動
的
に
算
出
・
判
定
さ
れ
る
た
め
、
誤
っ
た
算

出
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
静
岡
県
で
は
、
「
間
伐
の
下
限
面
積
」
の
算
出
に
当
た
っ
て

は
、
森
林
法
施
行
規
則
付
録
第
二
に
よ
り
、
過
去
に
間
伐
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
森
林
（
①
標
準
伐
期
齢
未
満
で
あ
れ

ば
、
森
林
経
営
計
画
の
始
期
前
5
年
以
内
に
間
伐
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
な
森
林
、
②
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
れ
ば
、
森

林
経
営
計
画
の
始
期
前
1
0
年
以
内
に
間
伐
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

が
明
ら
か
な
森
林
）
に
つ
い
て
は
、
算
式
か
ら
除
く
と
さ
れ
て
い
る

た
め
、
こ
の
よ
う
な
森
林
が
計
画
上
、
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
に

設
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
当
県
が
開
発
し
た
「
森
林
経
営
計

画
支
援
シ
ス
テ
ム
」
に
お
い
て
、
当
該
森
林
面
積
を
自
動
的
に
計

算
し
、
当

該
森

林
面

積
を
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

か
ら
除

き
、

「
間
伐
の
下
限
面
積
」
を
算
出
す
る
設
定
に
な
っ
て
い
た
と
し
て

い
る
。

　
一
方
で
、
同
県
で
は
、
過
去
5
年
又
は
1
0
年
以
内
に
間
伐
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
森
林
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
生
育
状

態
で
あ
れ
ば
、
そ
の
期
間
内
で
あ
れ
ば
間
伐
が
必
要
な
樹
冠
疎

密
度
が
1
0
分
の
8
以
上
に
な
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
原

則
、
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
に
設
定
せ
ず
、
間
伐
計
画
を
作
成

し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
例
外
的
に
、
こ
の
よ
う
な
設
定
を

行
う
場
合
は
、
生
育
状
態
か
ら
み
て
、
本
当
に
間
伐
が
必
要
な

森
林

で
あ
る
の
か
、
市

町
村

は
計

画
審

査
時

に
確

認
す

る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
本
事
例
で
、
こ
の
よ
う
な
確
認
が
行
わ

れ
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
設
定
だ
け
に
問
題
が
あ
っ

た
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

当
該
市
町
村
に
お
け
る
誤
っ
た
算
出
結
果

　
熊
本
県
で
は
、
「
「
森
林
経
営
計
画
作
成
・
認
定
支
援
シ
ス
テ

ム
」
は
、
森
林
経
営
計
画
の
作
成
者
や
認
定
請
求
を
行
う
市
町

村
等

が
利

用
し
や

す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
簡

易
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
た
た
め
、
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

や
市

町
村
等
が
、
計
画
内
容
に
応
じ
て
、
適
宜
修
正
や
設
定
変
更
を

し
な
が
ら
利

用
す

る
よ
う
に
説

明
し
た
上

で
、
市

町
村

等
へ

情
報

提
供
を
し
て
い
た
。
「
間
伐
の
下
限
面
積
」
や
「
計
画
期
間
に
間

伐
を
実
施
す
る
森
林
面
積
」
の
算
出
等
の
設
定
が
誤
っ
て
い
た

点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
等
を
検
討
し
て
い

く
こ
と
と
す

る
が
、
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

や
市

町
村

に
よ
る

制
度
の
理
解
や
シ
ス
テ
ム
で
の
設
定
変
更
の
必
要
性
の
認
識
が

十
分
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
例
年
実
施
し
て
い
る
研

修
会

の
機

会
を
活

用
し
、
市

町
村

に
対

し
周

知
徹

底
を
図

る
と
と

も
に
、
市

町
村

を
通

じ
て
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

に
対

し
正

し
い
理
解
が
進
む
よ
う
働
き
か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」

と
し
て
い
る
。

当
該
市
町
村
に
お
け
る
誤
っ
た
算
出
結
果

通
知
で
示
さ
れ
た
運
用
に
よ
る
算
出
結
果

　
八
代
市
で
は
、
　
間
伐
の
下
限
面
積
を
満
た

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
熊
本
県
が
導
入
し

た
「
森
林
経
営
計
画
作
成
・
認
定
支
援
シ
ス
テ

ム
」
に
よ
り
、
自

動
的

に
算

出
・
判

定
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
っ
て
お
り
、
電
子
媒
体
で
森
林
経
営

計
画
の
提
出
を
受
け
、
そ
の
判
定
結
果
の
確

認
を
行
っ
て
い
た
が
、
誤
っ
た
算
出
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い

る
。

区
分

間
伐

の
下

限
面

積
（
h
a）

計
画
期
間
内
に
間
伐
を
実
施
す

る
森

林
面

積
（
h
a）

下
限

面
積

と
計

画
期

間
内

に
間
伐
を
実

施
す
る
面

積
と

の
比

較
（
h
a）

C
=
A
-
B

A

森
林

経
営

計
画

の
「
施

業
履

歴
」
欄

に
よ
っ

て
計

画
の

始
期

前
に
間

伐
が

実
施

さ
れ

て
い
た
こ
と
が

明
ら
か

な
森

林
面

積
の

算
出

に
当

た
っ
て
の

取
扱

い

B

森
林

経
営

計
画

の
「
施

業
履

歴
」
欄

に
よ
っ
て
計

画
の

始
期

前
に
間

伐
が

実
施

さ
れ

て
い
た
こ
と
が

明
ら
か

な
森

林
面

積
の

算
出

に
当

た
っ
て
の

取
扱

い

ⅲ
）
算
出
方
法
の
誤
り
に
よ
り
、
間
伐
の
下
限
面
積
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
例
（
2
市
町
村
2
計
画
）

事
例

番
号

市
町

村
名

当
該

森
林

経
営

計
画

の
認

定
年

度

間
伐

の
下

限
面

積
の

適
合

状
況

　
八

代
市

に
お

い
て

は
、

「
計
画
期
間
内
に
間
伐
を
実
施
す
る
森
林
面
積
」
の
中

に
、

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
で

は
な

い
森

林
に

お
い

て
間

伐
を

計
画

し
て

い
る

森
林

面
積

（
3
.
1
5
h
a
）

が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
表
中
の
「
7
1
.
1
4
h
a
」
は
当
該
森
林
面
積
を
除
い
た
も
の
で
あ
る
（
図
表
 
1
－
(
2
)
－
イ
－
④
－

ⅲ
-
ⅱ

参
照

）
。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

　
「

間
伐

の
下

限
面

積
の

適
合
状
況
」
の
「
区
分
」
欄
の
「
通
知
で
示
さ
れ
た
運

用
に

よ
る

算
出

結
果

」
と

は
、

「
森

林
経

営
計

画
制

度
の

運
用

上
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
、
計
画
期
間
内
に
樹
冠
疎
密
度
が
1
0
分
の
8
以
上
と
な
る
森
林
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
施
行
規
則
付
録
第
二
に
規
定
す
る
算

式
に

含
め

る
も

の
と

さ
れ

て
い
る
こ
と
を
受
け
て
の
算
出
結
果
を
い
う
。

　
「

間
伐

の
下

限
面

積
の

適
合
状
況
」
欄
の
「
森
林
経
営
計
画
の
「
施
業
履
歴
」

欄
に

よ
っ

て
計

画
の

始
期

前
に

間
伐

が
実

施
さ

れ
て

い
た

こ
と

が
明

ら
か

な
森

林
面

積
の

算
出

に
当

た
っ
て
の
取
扱
い
」
と
は
、
「
間
伐
の
下
限
面
積
」
欄
に
お
い
て
は
、
森
林
法
施
行
規
則
付
録
第
二
に
規
定
す
る
算
式
で
除

く
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
、

「
計
画
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
に
達
し
な

い
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
う

ち
、

計
画

始
期

前
5
年

以
内

に
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
る
森
林
」
及
び
「
計
画
始
期
に
お
け
る
林
齢
が
標
準
伐
期
齢
以
上
で
あ
る
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
う
ち
、
計
画
始
期
前

1
0
年

以
内

に
間

伐
が

実
施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
森
林
」
に
つ
い
て
、

算
式

に
含

め
て

い
る

か
、

除
い

て
い

る
か

の
取

扱
い

を
い

う
。

　
ま

た
、

「
計

画
期

間
内

に
間
伐
を
実
施
す
る
森
林
面
積
」
欄
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ら

の
森

林
の

う
ち

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実

施
す

る
森

林
面

積
に

つ
い

て
、

計
画

期
間

内
に

間
伐

を
実
施
す
る
森
林
面
積
（
合
計
）
の
中
に
含
め
て
い
る
か
、
除
い
て
い
る
か
の
取
扱
い
を
い
う
。

　
網

掛
け

は
、

森
林

経
営

計
画
の
認
定
要
件
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
問
題
と
な
る

な
ど

の
適

切
で

な
い

内
容

を
示

す
。



図表 1－(2)－イ－⑤ 森林経営計画の作成等に必要な支援等に関係する森林法の条文及び通知 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 2 章の 2 営林の助長及び監督等   

    第 1 節 市町村等による森林の整備の推進 

 

（協力の要請）  

第 10 条の 12 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道

府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。 

 

○ 森林経営計画制度運営要領（平成24年 3月 26日付け23林整計第230号林野庁長官通知。

最終改正：平成 26 年 3 月 18 日付け 25 林整計第 875 号）（抜粋） 

 

Ⅰ 森林経営計画 

2 森林経営計画の認定 

  （中略） 

  さらに、市町村の長は、法第 10 条の 12 の規定により、市町村の求めに応じて林業普

及指導員等（森林総合監理士を含む。）が森林経営計画の認定など市町村森林整備計画の

達成に必要な専門的な技術及び知識を要する協力を行うこととされていることを踏ま

え、同制度の積極的な活用を図ることとする。 

 （以下略） 

 

第 7 章 雑則 

 

（農林水産大臣等の援助）  

第 191 条 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町

村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の

融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。  

2  市町村は、森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあっせんを行うととも

に、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、

指導その他の援助を行うように努めるものとする。 

 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(2)－イ－⑥ 調査対象とした道府県による市町村に対する森林経営計画の認定に係る

審査を支援する主な取組 

道府県 主な取組内容 

栃木県 

長野県 

岐阜県 

 

○ 森林経営計画の作成者による計画内容の質の向上と、市町村が行う認定に係る

審査の負担の軽減を図ることを目的として、森林経営計画の作成者が森林経営計

画を作成するに当たって、森林・林業に関する専門的知識を有する県の林業普及

指導員（※1）が認定要件を満たした内容となっているかなどを確認することとし、

その確認後に、市町村に対し認定請求を行うことを促している（※2）。 

※1 林業普及指導員とは、森林法第 187 条に規定する都道府県の職員をもって充て、森林所有者等

に対し森林の施業に関する指導等を行う者をいう。 

※2 長野県においては、市町村及び経営計画を作成しようとする者の求めに応じて、こうした取組

を行っている。 

静岡県 ○ 「ふじのくに森林・林業再生プロジェクト」（※）における取組の一環として、県

内の市町における森林経営計画の認定に係る審査及び森林所有者等に対する森林

経営計画の作成促進に係る取組を支援するため、県の出先機関において、市町ご

とに重点的に支援を行う担当職員のチームを編成している。 

  この取組の一環として、伊豆市においては、森林経営計画の認定に係る審査を

行うに当たって、認定要件を満たしているか判断に迷うことが多くあったため、

平成 27 年度から、県の出先機関に協力を仰ぎ、県の担当職員とともに、認定請求

を受けた森林経営計画の審査を行うこととしている。 
※ 平成 24 年度に開始された取組であり、平成 29 年に 50 万㎥の県産材生産を目指し、県産材の需

要と供給を一体的に創造するために立ち上げたプロジェクト。 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 本表においては、調査対象とした道府県が行う特徴的な支援の取組を取り上げており、

これらのほか、市町村等の担当者に対する森林経営計画制度に関する研修や、市町村等

の担当者からの照会があった場合の対応等の支援が行われていた。 
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こ

と
な

く
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

接
続

し
、

ク
ラ

ウ
ド

上
に

あ
る

情
報

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
も

の
・

「
W
e
b
シ

ス
テ

ム
」

と
は

、
W
e
b
ブ

ラ
ウ

ザ
を

介
し

て
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
に

あ
る

情
報

シ
ス

テ
ム

の
サ

ー
バ

に
接

続
で

き
る

よ
う

に
し

、
当

該
情

報
シ

ス
テ

ム
の

機
能

を
利

用
す

る
も

の
・

「
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
サ

ー
バ

」
と

は
、

情
報

シ
ス

テ
ム

を
設

定
し

た
複

数
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

を
W
e
b
ブ

ラ
ウ

ザ
を

介
さ

ず
に

当
該

情
報

シ
ス

テ
ム

の
サ

ー
バ

に
接

続
で

き
る

よ
う

に
し

、
当

該
情

報
シ

ス
テ

ム
の

機
能

を
利

用
す

る
も

の
・

「
ス

タ
ン

ド
ア

ロ
ン

」
と

は
、

単
独

の
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
に

情
報

シ
ス

テ
ム

を
設

定
し

、
当

該
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
上

で
当

該
情

報
シ

ス
テ

ム
の

機
能

を
利

用
す

る
も

の

調
査

対
象

と
し

た
道

府
県

名
称

種
別

2
1

(5
3
.8
)

情
報

シ
ス

テ
ム

を
導

入
し

て
い

る
も

の

9

　
「

導
入

道
府

県
数

」
欄

の
（

　
）

は
、

調
査

対
象

と
し

た
1
7
道

府
県

に
占

め
る

割
合

を
、

「
利

用
市

町
村

数
」

欄
の

（
　

）
は

、
調

査
対

象
と

し
た

3
9
市

町
村

に
占

め
る

割
合

を
そ

れ
ぞ

れ
示

す
。

　
な

お
、

調
査

対
象

と
し

た
3
9
市

町
村

に
お

い
て

は
、

独
自

の
ツ

ー
ル

又
は

情
報

シ
ス

テ
ム

を
導

入
し

て
い

る
例

は
な

く
、

い
ず

れ
も

道
府

県
が

導
入

し
た

こ
れ

ら
の

ツ
ー

ル
又

は
情

報
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
て

い
た

。

林
野

庁
作

成
の

認
定

ツ
ー

ル
を

利
用

し
て

い
る

も
の

青
森
県

林
野

庁
ツ
ー

ル
（
森

林
経

営
計

画
認

定
支

援
シ
ス
テ
ム
）

E
xc
el

　
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
森

林
経

営
計

画
を
作

成
す

る
様

式
（
E
xc
el
）
と
、
林

野
庁

作
成

の
認

定
ツ
ー

ル
（
E
xc
el
）
が
相

互
に

連
動
し
て
い
な
い
た
め
、
森
林
経
営
計
画
の
作
成
者
及
び
認
定
権
者
は
、
森
林
経
営
計
画
か
ら
手
作
業
等
で
集
計
し
た
森
林
面
積

等
を
当

該
認

定
ツ
ー

ル
に
入

力
す

る
こ
と
で
、
認

定
要

件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判

定
で
き
る
。

　
な
お

、
森

林
経

営
計

画
の
様

式
に
は
、
計

画
的

伐
採

対
象

森
林

又
は
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
要

件
を
満

た
す

森
林

が
自

動
で

表
示

さ
れ
る
よ
う
設

定
さ
れ
て
い
る
。

独
自

の
ツ

ー
ル

を
導

入
し

て
い

る
も

の

7

区
分

概
要

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

　
本

表
に

お
け

る
「

林
野

庁
作

成
の

認
定

ツ
ー

ル
」

と
は

、
E
x
c
e
l
に

間
伐

の
下

限
面

積
な

ど
の

一
部

の
森

林
施

業
に

関
す

る
認

定
要

件
を

判
定

す
る

た
め

の
算

式
が

入
力

さ
れ

て
お

り
、

手
作

業
に

よ
り

集
計

し
た

森
林

面
積

等
を

入
力

す
る

こ
と

に
よ

り
、

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
い

い
、

「
独

自
の

ツ
ー

ル
」

と
は

、
森

林
経

営
計

画
を

作
成

す
る

E
x
c
e
l
の

機
能

を
活

用
し

、
入

力
し

た
デ

ー
タ

を
自

動
で

集
計

等
で

き
る

よ
う

に
設

定
し

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

判
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

を
い

う
。

　
ま

た
、

「
情

報
シ

ス
テ

ム
」

と
は

、
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

搭
載

し
た

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

及
び

そ
の

周
辺

機
器

並
び

に
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

な
ど

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
、

森
林

経
営

計
画

の
作

成
だ

け
で

な
く

、
認

定
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
ど

う
か

の
判

定
や

、
森

林
経

営
計

画
に

基
づ

く
森

林
施

業
の

実
施

状
況

の
管

理
な

ど
を

行
う

機
能

が
設

定
さ

れ
た

も
の

を
い

う
。

(5
2
.9
)

　
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
は
、
①

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

が
利

用
で
き
る
森

林
経

営
計

画
の
作

成
を
支

援
す

る
シ
ス
テ
ム
と
、
②

森
林

経
営

計
画

の
認

定
権

者
が
利

用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
分

か
れ
て
い
る
。

　
認

定
要

件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
①

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

は
、
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
に
お

け
る
判

定
機

能
を

利
用

す
る
こ
と
、
②

認
定

権
者

は
、
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
に
認

定
請

求
を
受

け
た
森

林
経

営
計

画
の
電

子
情

報
を
取

り
込

み
、
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
に
お

け
る
判

定
機

能
を
利

用
す

る
こ
と
又

は
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
利

用
し
た
判

定
結

果
を
紙

媒
体

で
提

出
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
判

定
結

果
を
確

認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
で
は
、
　
林

野
庁

作
成

の
認

定
ツ
ー

ル
や

独
自

の
ツ
ー
ル
で
は
判
定
で
き
な
い
森
林
施
業
に
関
す
る
認
定
要

件
全

般
に
つ

い
て
、
自

動
で
判

定
さ
れ
る
よ
う
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。

　
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
は
、
①

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

が
利

用
で
き
る
森

林
経

営
計

画
の
作

成
を
支

援
す

る
シ
ス
テ
ム
と
、
②

森
林

経
営

計
画

の
認

定
権

者
が
利

用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
分

か
れ
て
い
る
。

　
認

定
要

件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

は
、
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
に
お

け
る
判

定
機

能
を
利

用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
判

定
結

果
を
確

認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一

方
、
当

該
情

報
シ
ス
テ
ム
で
は
、
森

林
経

営
計

画
を
作

成
す

る
様

式
の
中

に
判

定
機

能
が
設

定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
森

林
経

営
計

画
の
認

定
権

者
は
、
森

林
経

営
計

画
の
電

子
媒

体
の
提

出
を
受

け
る
こ
と
又

は
作

成
者

が
利

用
し
た
判

定
結

果
を
紙

媒
体

で
提

出
を
受

け
る
こ
と
に
よ
り
判

定
結

果
を
確

認
す

る
こ
と
が
で
き
、
林

野
庁

作
成

の
認

定
ツ
ー

ル
や

独
自

の
ツ
ー

ル
で
は
判

定
で
き
な
い

森
林

施
業

に
関

す
る
認

定
要

件
全

般
に
つ

い
て
、
自

動
で
判

定
さ
れ
る
よ
う
に
設

定
さ
れ
て
い
る
。

導
入

道
府

県
数

1
5

　
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
森

林
経

営
計

画
を
作

成
す

る
様

式
（
E
xc
el
）
の
中

に
、
一

部
の
認

定
要

件
に
つ

い
て
、
認

定
要

件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
自

動
的

に
判

定
で
き
る
よ
う
に
設

定
し
て
お

り
、
林

野
庁

作
成

の
認

定
ツ
ー

ル
で
判

定
で
き
な
い
認

定
要

件
に
つ

い
て
も
、
自

動
判

定
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
（
例

え
ば

、
伐

期
齢

に
達

し
て
い
な
い
森

林
に
お

け
る
主

伐
の
計

画
、
計

画
的

伐
採
対
象
森
林
又
は
計
画
的
間
伐
対
象
森
林
の
要
件
を
満
た
す
森
林
を
自
動
で
表
示
な
ど
）
。

(4
1
.2
)

(3
8
.5
)

　
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
森

林
経

営
計

画
を
作

成
す

る
様

式
（
E
xc
el
）
の
中

に
、
一

部
の
認

定
要

件
に
つ

い
て
手

作
業

等
に

よ
り
集

計
し
た
森

林
面

積
等

を
入

力
す

れ
ば

、
自

動
で
判

定
さ
れ
る
よ
う
に
設

定
し
て
お

り
、
判

定
で
き
る
認

定
要

件
は
、
林

野
庁

作
成

の
認

定
ツ
ー

ル
と
ほ
ぼ
同

じ
と
な
っ
て
い
る
（
当

該
ツ
ー

ル
で
は
、
計

画
的

伐
採

対
象

森
林

又
は
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
要

件
を
満

た
す

森
林

が
自

動
で
表

示
さ
れ
る
よ
う
設

定
さ
れ
て
い
る
）
。



図
表

1
－

(
2
)
－

イ
－
⑧

 
判

定
ツ
ー

ル
等

の
イ
メ

ー
ジ

（
岩
手

県
の

「
森
林

経
営

計
画
シ

ス
テ

ム
」
）
 

 

   

 

【
森
林
経

営
計

画
シ
ス

テ
ム

の
概
要

】
 

【
森
林
経

営
計

画
シ
ス

テ
ム

を
活
用

し
た

認
定
業

務
の

流
れ
】
 

（
注
）
 

岩
手

県
の
資

料
に

よ
る
。
 



受付番号： 計画期間： 平成●年●月●日～平成●年●月●日
認定番号： 認定日： 平成●年●月●日

適合

● ha
計画対象森林

(b) (b)/(a)

認定基準判定

Ⅹ 総量判定 適合
判定

Ⅰ 通常伐期 伐採材積 ㎥ 伐採可能量(=Ew×5) ㎥

Ⅱ 伐期の延長 Ew：年間成長量(カメラルタキセ式補正) ㎥

Ⅲ 長伐期 Z ：年間成長量 ㎥

Ⅳ 複層林 Vw：始期立木材積 ㎥

Vn：基準立木材積 ㎥

Ta：更正期

Ⅰ 通常伐期 伐採材積（木材生産） ㎥ 伐採可能量(=Ew×5×1.2) ㎥

Ⅱ 伐期の延長 Ew：年間成長量(カメラルタキセ式補正) ㎥

Ⅲ 長伐期 Z ：年間成長量 ㎥

※木材生産維持 Vw：始期立木材積 ㎥

増進森林 Vn：基準立木材積 ㎥

Ta：更正期

Ⅰ 通常伐期 間伐面積（合計） ● ha 間伐下限面積 ha

Ⅱ 伐期の延長 標準伐期齢未満の間伐対象面積 ha

Ⅲ 長伐期 標準伐期齢以上の間伐対象面積 ha

標準伐期齢未満の間伐対象面積の割合 2

標準伐期齢以上の間伐対象面積の割合 3

Ⅰ 通常伐期 適合
判定

適合

該当なし

該当なし

適合

適合

該当なし

該当なし

Ⅱ 伐期の延長 適合

適合

該当なし

該当なし

適合

適合

該当なし

該当なし

Ⅲ 長伐期 適合

適合

該当なし

Ｂ．適正な林齢での主伐 該当なし

Ｃ．適正な伐採立木材積

適合

適合

該当なし

該当なし

Ｄ．適正な間伐 立木材積の35%以内の伐採

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

区分 摘要

Ａ．適正な伐採の方法
【人工林】皆伐面積が市町村森林整備計画で定める面積を超えない

【天然林】伐採率70%以下の伐採（造林計画あり、萌芽更新可能な樹種を除く）

標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢として
市町村森林整備計画において定められた林齢以上

Ｃ．適正な伐採立木材積

Ｄ．適正な間伐 立木材積の35%以内の伐採

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

Ａ．適正な伐採の方法
【人工林】皆伐面積が市町村森林整備計画で定める面積を超えない

【天然林】伐採率70%以下の伐採（造林計画あり、萌芽更新可能な樹種を除く）

Ｂ．適正な林齢での主伐 標準伐期齢+10以上

Ｃ．適正な伐採立木材積

Ｄ．適正な間伐 立木材積の35%以内の伐採

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

Ｂ．適正な林齢での主伐 標準伐期齢以上

適正な間伐 z 適合

●

●

●

区分 摘要

●

●

●

●

区分 摘要

Ａ．適正な伐採の方法
【人工林】皆伐面積が市町村森林整備計画で定める面積を超えない

【天然林】伐採率70%以下の伐採（造林計画あり、萌芽更新可能な樹種を除く）

認定基準判定書 Ⅰ
●
●

総合判定

対象森林を含む小流域の面積
(a)

● ha ● %

区分 摘要

適正な伐採
立木材積

x 該当なし

●

●

●

●

●

●

y 該当なし

●

●

図表 1－(2)－イ－⑨ 　判定ツール等を活用した森林経営計画の認定要件の判定結果の例（静岡県の「森林
経営計画支援システム」）

長方形



受付番号： 計画期間： 平成●年●月●日～平成●年●月●日
認定番号： 認定日： 平成●年●月●日

認定基準判定

Ⅳ 複層林 適合
判定

Ａ．適正な伐採の方法 適合

該当なし

適合

適合

該当なし

適合

適合

適合

該当なし

Ⅴ 複層林（択伐） 適合
判定

適合

該当なし

適合

適合

該当なし

適合

適合

適合

該当なし

Ⅵ 特定広葉樹 適合
判定

Ａ．適正な伐採の方法

Ｂ．適正な林齢での主伐

適合

適合

適合

該当なし

該当なし

市町村森林整備計画等との照合

市町村数：1
照合 照合
適合

適合
市町村名 市町村名

●

Ｄ．適正な間伐

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

区分 摘要

Ｃ．適正な伐採立木材積

【特定広葉樹】
標準伐期齢における立木材積が確保されること

【特定広葉樹以外】
年間成長量に5を乗じて得た材積を、特定広葉樹が標準伐期齢に達した時の立木材積の
1/2を超える立木材積で補正した材積以上

Ｄ．適正な間伐
立木材積の35%以内の伐採

【単層林】Ryが0.85以上の森林について、Ryが0.75以下となるよう間伐

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

Ａ．適正な伐採の方法
伐採率30%以下の択伐
【伐採後の造林を人工植栽による場合】
伐採率40%以下の択伐

Ｂ．適正な林齢での主伐
標準伐期齢以上
（ただし、水源涵養機能維持増進林と重複する森林においては標準伐期齢+10）

Ｃ．適正な伐採立木材積

標準伐期齢における立木材積に、
10分の7を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること

【伐採後の造林を人工植栽による場合】
立木材積：下層木を除いてRy0.75以上
伐採材積：Ry0.65以下となるよう伐採

Ｅ．適正な植栽

主伐後5年経過時に更新が図られていない場合、一部又は全部を植栽

【植栽によらなければ更新困難】主伐後2年以内に植栽

【植栽によらなければ更新困難】
主伐後（伐採率40%以下の択伐）、市町村森林整備計画で定める期間内に植栽

区分 摘要

Ｃ．適正な伐採立木材積

標準伐期齢における立木材積に、
10分の5を乗じて得た材積以上の立木材積が確保されること

【伐採後の造林を人工植栽による場合】
立木材積：下層木を除いてRy0.75以上
伐採材積：Ry0.65以下となるよう伐採

Ｄ．適正な間伐
立木材積の35%以内の伐採

【単層林】Ryが0.85以上の森林について、Ryが0.75以下となるよう間伐

認定基準判定書 Ⅰ

区分 摘要

伐採率70%以下の伐採

Ｂ．適正な林齢での主伐
標準伐期齢以上
（ただし、水源涵養機能維持増進林と重複する森林においては標準伐期齢+10）

●
●

(注)　静岡県の「森林経営計画支援システム」により出力されたものである。
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③
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⑤
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。
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。
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の
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。
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「
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

」
の

該
当

事
例

に
つ

い
て

は
、

栃
木

県
が

独
自

の
判

定
ツ

ー
ル

等
を

導
入

す
る

前
の

、
紙

媒
体

で
審

査
を

行
っ

て
い

た
際

の
森

林
経

営
計

画
で

あ
り

、
当

該
判

定
ツ

ー
ル

等
の

導
入

後
に

は
、

こ
れ

ら
の

認
定

要
件

に
つ

い
て

は
自

動
で

判
定

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
・
静

岡
県

内
の

市
町

村
で

み
ら

れ
た

「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
間

伐
を

計
画

す
る

場
合

、
立

木
の

材
積

割
合

を
超

え
て

い
な

い
か

」
の

該
当

事
例

に
つ

い
て

、
静

岡
県

が
導

入
し

た
判

定
ツ

ー
ル

等
で

は
、

立
木

の
材

積
割

合
を

超
え

て
い

る
森

林
の

有
無

を
自

動
で

判
定

で
き

る
機

能
が

設
定

さ
れ

て
い

る
が

、
本

事
例

に
つ

い
て

は
、

一
つ

の
森

林
に

対
し

間
伐

の
時

期
を

複
数

年
に

分
け

て
計

画
し

て
い

た
た

め
、

当
該

判
定

ツ
ー

ル
等

の
機

能
で

は
自

動
で

判
定

で
き

な
か

っ
た

例
で

あ
る

。
・
岡

山
県

内
の

市
町

村
で

み
ら

れ
た

「
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

」
の

該
当

事
例

に
つ

い
て

は
、

岡
山

県
が

導
入

し
た

判
定

ツ
ー

ル
等

で
は

、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
る

森
林

の
有

無
を

自
動

で
判

定
で

き
る

機
能

が
設

定
さ

れ
て

い
る

が
、

本
事

例
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

に
お

い
て

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
か

ら
紙

媒
体

で
提

出
を

受
け

た
判

定
結

果
の

一
覧

表
の

内
容

を
確

認
し

て
い

な
か

っ
た

例
で

あ
る

。

－ － －

× － － －

情
報

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

た
電

子
申

請
・
交

付
機

能

×○×○○

××○×

× ○○○○× × × × ○ × ×

－ － －

× × × × × × × × ×○×××

－ －

－ － － － － － － － － ○ － ○ － ○

○ ○ ○ ○ －○ － －

○－ － － － － ○ － － ○ ○ ○ ○

×

○ ×

〇
（
実

行
簿

）

× ×

○ ○－ － － － －

○

○ － － －－ － －

－ － － － － － － －

－ － － － －

× × × ○

－ －

－ － － － － － － － ○ ○ × ○ ○ ○ － － －

×

× ○ －

－ － － － － － － ○ ×

－ － －

－

独
自

の
ツ

ー
ル

を
導

入
し

て
い

る
も

の

情
報

シ
ス

テ
ム

を
導

入
し

て
い

る
も

の

計
画

期
間

に
お

け
る

伐
採

等
の

実
績

の
集

計
機

能

伐
採

等
の

事
後

届
の

内
容

の
電

子
情

報
で

の
取

り
込

み

森
林

経
営

計
画

の
認

定
請

求
書

森
林

経
営

計
画

の
認

定
書

林
野

庁
作

成
の

認
定

ツ
ー

ル
を

利
用

し
て

い
る

も
の

○ ×－ － － － －

伐
採

等
の

事
後

届
森

林
経

営
計

画
の

認
定

簿
、

実
行

簿
、

事
業

簿

－ －

－ × × ○

× ×

補
助

事
業

実
績

と
の

比
較

機
能

伐
採

等
の

事
後

届
の

提
出

区
分

調
査

対
象

と
し

た
道

府
県

農
林

水
産

省
（
林

野
庁

）
へ

の
報

告
資

料

各
種

届
出

等
の

作
成

機
能

計
画

内
容

と
伐

採
等

の
事

後
届

の
内

容
と

の
比

較
機

能

　
「
そ

の
他

自
動

で
判

定
で

き
る

主
な

認
定

要
件

の
内

容
」
欄

の
認

定
要

件
の

根
拠

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
・
「
計

画
対

象
森

林
の

面
積

要
件

」
：
森

林
法

施
行

規
則

第
3
3
条

に
規

定
す

る
林

班
計

画
（
林

班
の

面
積

（
複

数
の

林
班

に
あ

っ
て

は
そ

の
合

計
面

積
）
の

2
分

の
1
以

上
）
、

区
域

計
画

（
市

町
村

長
が

定
め

る
区

域
内

に
お

い
て

3
0
h
a以

上
）
、

属
人

計
画

（
同

一
の

所
有

者
が

所
有

す
る

面
積

が
1
0
0
h
a以

上
）

・
「
植

栽
に

関
す

る
認

定
要

件
」
：
森

林
法

施
行

規
則

第
3
8
条

第
一

号
及

び
第

二
号

に
規

定
す

る
も

の
・
「
間

伐
に

関
す

る
認

定
要

件
」
：
森

林
法

施
行

規
則

第
3
8
条

第
五

号
及

び
第

3
9
条

第
2
項

第
一

号
に

規
定

す
る

も
の

・
「
主

伐
に

関
す

る
認

定
要

件
」
：
森

林
法

施
行

規
則

第
3
8
条

第
七

号
か

ら
第

九
号

ま
で

及
び

第
3
9
条

第
2
項

第
三

号
か

ら
第

八
号

ま
で

に
規

定
す

る
も

の

　
「
調

査
結

果
で

み
ら

れ
た

事
例

に
係

る
認

定
要

件
の

判
定

機
能

等
（
事

例
区

分
別

）
」
欄

と
他

の
図

表
と

の
関

係
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

「
（
事

例
①

）
経

営
の

委
託

期
間

が
計

画
期

間
を

包
含

し
て

い
る

か
」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅰ

、
「
（
事

例
②

）
未

記
載

と
な

っ
て

い
る

記
載

事
項

が
な

い
か

」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅱ

、
「
（
事

例
③

）
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
は

な
い

森
林

で
、

間
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅲ

-
ⅱ

)、
「
（
事

例
④

）
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

で
間

伐
を

計
画

す
る

場
合

、
立

木
の

材
積

割
合

を
超

え
て

い
な

い
か

」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅳ

-
ⅰ

)、
「
（
事

例
⑤

）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

で
定

め
ら

れ
た

伐
期

齢
に

達
し

な
い

主
伐

が
計

画
さ

れ
て

い
な

い
か

」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅳ

-
ⅱ

)、
「
（
事

例
⑥

）
間

伐
の

下
限

面
積

を
満

た
さ

な
い

計
画

と
な

っ
て

い
な

い
か

」
⇒

図
表

1
-
(2

)-
イ

-
④

-
ⅴ

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

　
「
調

査
結

果
で

み
ら

れ
た

事
例

に
係

る
認

定
要

件
の

判
定

機
能

等
（
事

例
区

分
別

）
」
及

び
「
そ

の
他

自
動

で
判

定
で

き
る

主
な

認
定

要
件

の
内

容
」
欄

の
凡

例
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
○

：
自

動
で

判
定

で
き

る
　

　
△

：
担

当
職

員
等

が
手

作
業

等
で

集
計

し
た

森
林

面
積

等
を

必
要

な
算

式
に

入
力

す
れ

ば
、

自
動

で
判

定
で

き
る

　
　

×
：
自

動
で

判
定

で
き

る
機

能
な

し

認
定

要
件

の
自

動
判

定
機

能
以

外
に

設
定

さ
れ

て
い

る
主

な
機

能
の

内
容

G
IS

（
地

図
情

報
シ

ス
テ

ム
）
と

の
連

動
機

能



図表 1－(2)－イ－⑪　農林水産省（林野庁）作成の森林経営計画の認定要件を判定するためのツール

経営計画対象森林面積

林班面積計

摘要除外面積

対象林班面積×1/2

適否

間伐面積

間伐対象面積

標伐以上対象面積 間伐間隔

標伐未満対象面積 間伐間隔

間伐面積下限合計

適否

施業方法 木材有無 立木材積 伐採材積 伐採上限

－

－

延

延

長

長

複

合計

超過伐採対象材積計 上限調整 主伐伐採量適否

調整対象材積計

伐採前材積 伐採材積 伐採後材積 要残存材積 伐採量適否

（注）　農林水産省（林野庁）が各都道府県に示した資料による。

適否判定

施業方法

複

択

特

対象森林面積＿適否判定

※計画対象森林面積が対象森林面積の1/2以上

間伐面積＿適否判定

間伐面積が間伐対象面積下限以上

主伐伐採量＿適否判定

上限に加算

上限から減算

※　複、択、特のそれぞれ、立木材積から伐採材積を引いた値が残存材積以上であること

※伐採材積が上限調整以下



 

図表 1－(2)－ウ－① 保安林を伐採する場合の届出等に関係する森林法の条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 3 章 保安施設 

    第 1 節 保安林 

 

（保安林における制限） 

第 34 条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、

立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

 一 （略） 

二 次条第 1 項に規定する択伐による立木の伐採をする場合 

三 第 34 条の 3第 1 項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合 

四～九 （略） 

2  保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家

畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の

土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

一～六 （略） 

3～7 （略） 

8  第 1 項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める

手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有

者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。 

9  （略） 

10 都道府県知事は、第 8 項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があった場合（同項

の規定による届出にあっては、第 1 項第七号に係るものに限る。）には、農林水産省令で定める

ところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。た

だし、当該伐採が、第 11 条第 5 項の認定に係る森林経営計画（その変更につき第 12 条第 3 項

において読み替えて準用する第 11 条第 5項の規定による認定があったときは、その変更後のも

の）において定められているものである場合は、この限りでない。 

 

○ 森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号）（抜粋）  

 

（伐採の許可）  

第 4 条の 2 択伐による立木の伐採につき法第 34 条第 1 項（法第 44 条において準用する場

合を含む。）の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の 30 日前までに、都道

府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 

一 伐採箇所の所在 

二 伐採樹種 

三 伐採材積 

四 伐採の方法 

五 伐採の期間  

 六 その他農林水産省令で定める事項 

2  皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項（法第44条において準用する場合を含む。）

の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定に



よる公表のあった日から 30 日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許

可申請書を提出しなければならない。  

一 伐採箇所の所在 

二 伐採樹種 

三 伐採面積 

四 伐採の方法 

五 伐採の期間 

六 その他農林水産省令で定める事項 

3～5 （略） 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（伐採許可申請書の記載事項）  

第 58 条 令第 4条の 2第 1項第六号及び同条第 2項第六号の農林水産省令で定める事項は、

次のとおりとする。  

一 伐採をしようとする立木の年齢 

二 択伐による伐採にあっては、当該伐採箇所の面積 

三 法第 34 条第 10 項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨 

 

第 59 条～第 64 条 （略） 

 

（許可に係る伐採の届出等） 

第 65 条 法第 34 条第 8項（法第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

伐採の終わった日から 30 日以内に届出書（一通）を都道府県知事に提出してしなければな

らない。 

2  （略） 

 

第 66 条 （略） 

 

（市町村の長への通知の方法） 

第 67 条 法第 34 条第 10 項（法第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による通知は、

次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。  

一 伐採箇所の所在 

二 伐採箇所の面積 

三 伐採の方法 

四 伐採齢 

五 伐採樹種 

六 伐採の期間 

 

（保安林における択伐の届出等） 

第 34 条の 2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適

合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木

の伐採（人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第 3項において同じ。）をしようとする者は、

前条第 1 項第一号、第四号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定

める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その

他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。 



2～3 （略） 

4  都道府県知事は、第 1 項の規定により択伐の届出書が提出された場合（前項の規定により届

出書の提出がなかったものとみなされる場合を除く。）には、農林水産省令で定めるところによ

り、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。た

だし、当該択伐が、第 11 条第 5 項の認定に係る森林経営計画（その変更につき第 12 条第 3 項

において読み替えて準用する第 11 条第 5項の規定による認定があったときは、その変更後のも

の）において定められているものである場合は、この限りでない。 

5  （略） 

 

（保安林における間伐の届出等） 

第 34 条の 3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適

合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木

を伐採しようとする者は、第 34 条第 1項第一号、第四号から第七号まで及び第九号に掲げる場

合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、

間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しな

ければならない。 

2  前条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この

場合において、同条第 2 項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間

伐方法」と読み替えるものとする。 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 

（保安林の択伐及び間伐の届出） 

第 68 条 法第 34 条の 2 第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項（これらの規定を法第 44 条において

準用する場合を含む。）の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前 90 日から 20 日までの間

に提出しなければならない。  

2  （略） 

 

（保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項）  

第 69 条 法第 34 条の 2 第 1 項及び第 34 条の 3 第 1 項（これらの規定を法第 44 条において

準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。  

一 伐採樹種 

二 伐採しようとする立木の年齢 

三 伐採箇所の面積 

四 伐採の期間 

五 法第 34 条の 2第 4項ただし書（法第 34 条の 3第 2 項（法第 44 条において準用する場

合を含む。）及び第 44 条において準用する場合を含む。）に規定する森林に係る伐採にあ

っては、その旨 

 

（市町村の長への通知の方法） 

第 70 条 法第 34 条の 2 第 4 項（法第 34 条の 3 第 2 項（法第 44 条において準用する場合を

含む。）及び第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による通知については、第 67

条の規定を準用する。 

  

（注） 下線は、当省が付した。 



 

図表 1－(2)－ウ－② 伐採及び伐採後の造林の届出書に関係する森林法の条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 2 章の 2 営林の助長及び監督等 

第 1節 市町村等による森林の整備の推進 

 

（伐採及び伐採後の造林の届出） 

第 10 条の 8 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林（第 25 条又は第 25 条の

2 の規定により指定された保安林及び第 41 条の規定により指定された保安施設地区の区域内の

森林を除く。）の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町

村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種そ

の他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一～四 （略） 

五 第 11 条第 5 項の認定に係る森林経営計画（その変更につき第 12 条第 3 項において読み替

えて準用する第 11 条第 5 項の規定による認定があったときは、その変更後のもの）において

定められている伐採をする場合  

六～十二 （略） 

2  森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に

記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければな

らない。 

3  第 1 項第十号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令

で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋）  

 

（伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項）  

第 8 条 法第 10 条の 8第 1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 伐採樹種 

二 伐採の期間 

三 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 

四 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 

五 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあって

は、その供されることとなる用途 

 

（伐採及び伐採後の造林の届出） 

第 9条 法第 10 条の 8第 1項の届出書は、伐採を開始する日前 90 日から 30 日までの間に提

出しなければならない。 

2  前項の届出書の提出部数は、一通とする。 

3  第 1 項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、こ

れらの者が共同して提出しなければならない。 

   

（注） 下線は、当省が付した。 
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図表 1－(2)－ウ－⑥ 森林経営計画の変更、遵守及び認定取消しについて定めた通知 

○ 森林経営計画制度運営要領（平成 24 年 3 月 26 日付け 23 林整計第 230 号林野庁長官通知。最

終改正：平成 26 年 3 月 18 日付け 25 林整計第 875 号）（抜粋） 

 

Ⅰ 森林経営計画 

3 森林経営計画の変更 

(1) 法第12条第1項第1号に規定する認定森林所有者等が計画対象森林の一部につき自ら森

林の経営を行わなくなった場合又は計画対象森林以外の森林であって令第 3 条第 2 号で定

める基準に適合するもの（林班計画にあっては林班計画の対象森林が所在する林班内の森

林、区域計画にあっては区域計画の対象森林が所在する一体整備相当区域内の森林、属人

計画にあっては認定請求書が、自ら所有し又は森林所有者から森林の経営の委託を受けて

いる森林をいう。）につき新たに自ら森林の経営を行うこととなった場合とは、次に掲げる

場合である。 

ア 計画対象森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなった場合 

(ｱ) 計画対象森林の土地の一部が農地、宅地等に転用され、又は地すべり等が生じたた

め、当該森林が森林でなくなり将来とも森林としての用に供することがないことが確

実となった場合 

(ｲ) 森林所有者である認定森林所有者等が、計画対象森林の土地の一部又は全部につ

き、他人に売渡し、贈与、賃貸、地上権の設定等（認定森林所有者等の死亡、解散又

は分割がなされ、包括承継人がいない場合を含む。）のため森林所有者でなくなり、

又は森林経営委託契約の締結等により自ら森林の経営を行わなくなった場合 

（ｳ） 森林の経営の委託を受けた認定森林所有者等が、森林所有者との間で締結していた

森林経営委託契約の解約等により、計画対象森林の一部又は全部につき森林の経営の

委託を受けた者でなくなった場合 

イ 新たに自ら森林の経営を行うこととなった場合 

(ｱ) 農地、宅地等に森林が造成されたため、新たに森林となり将来とも森林としての用

に供することとなることが確実となった場合 

(ｲ) 認定森林所有者等が、森林所有者でない森林につき、買入れ、相続、遺贈、受贈、

賃貸、地上権の設定等のため森林所有者となり、又はその所有する森林につき、森林

経営委託契約の解約等により自ら森林の経営を行う森林となった場合 

(ｳ) 認定森林所有者等が、他の森林所有者との間で新たに森林経営委託契約を締結する

ことにより、当該森林につき森林の経営の委託を受けた者となった場合 

これらの場合には、当該計画対象森林のうち、認定森林所有者等が、自ら森林の経営を

行わなくなった森林に係る部分を削除し、又は新たに森林の経営を行うことになった森林

を追加するほか、それ以外の部分の森林についての森林の経営の内容についても必要に応

じ所要の変更をすることとされている。 

ただし、計画的な森林の施業又は保護を実施することが、困難又は不適当である森林、

具体的には、 

① 当該森林の土地が湿地であることその他その土地における立木の更新が著しく困難

であると認められている森林 

② 森林経営計画の計画期間内において、当該森林が立木の生育に供されなくなること

が明らかであると認められる森林 

については、法第 12 条第 1項第 1号に掲げる場合に該当しないものと運用して差し支えな

い。 



（以下略） 

(2) 法第 13 条の規定による通知は、次に掲げる場合にすることとする。 

ア 法第 11 条第 5項第 2 号イの農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理

化に関する基準又は同号ロの農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関す

る基準が変更されたため、当該森林経営計画の内容が当該基準に適合しなくなったと認

められる場合 

イ 市町村森林整備計画の樹立又は変更が行われたため、当該森林経営計画の内容が、法

第 11 条第 5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認められる場合 

ウ 地域森林計画の樹立又は変更により、当該森林経営計画の内容が、法第 11 条第 5項第

7 号に規定する要件に適合しなくなったと認められる場合 

エ (1)のア又はイに掲げる場合に該当することとなったにもかかわらず、認定森林所有者

等が森林経営計画の変更について認定の請求をしないと認められる場合 

(3) 法第 12 条第 2 項に該当する変更の認定請求は、当該森林経営計画において伐採（間伐を

含む。）等の森林の施業又は保護を行うこととされていなかった森林につき新たに伐採（間

伐を含む。）等の森林の施業又は保護を行うこととする場合、認定森林所有者等以外の者が

新たに計画に参画する場合その他必要な場合にできることとする。 

なお、計画対象森林における継続的な森林施業及び保護の実施による持続的な森林の経

営を確保するとともに、森林経営計画制度の実効性を確保するため、一旦認定された計画

対象森林については、継続して当該森林経営計画の対象森林とするよう指導することとす

る。 

(4)・(5) （略） 

 

○ 森林経営計画制度の運用上の留意事項について（平成 24 年 12 月 13 日付け 24 林整計

第 152 号林野庁森林整備部計画課長通知。最終改正：平成 26 年 3 月 25 日付け 25 林整計

第 885 号）（抜粋） 

 

2 森林経営計画の変更について 

(1) 地域森林計画の変更等に伴う変更認定請求を実施すべき旨の通知 

    法第 13条の規定による通知にあたっては長官通知Ⅰの3の(2)によることとされて

いるところであるが、長官通知Ⅰの 3 の(2)のいずれかに該当する場合にあっては、

市町村の長等は、法第 13 条の規定による通知を行う前に変更の認定請求を実施すべ

き旨を当該森林経営計画の認定森林所有者等に対し指導することとする。 

(2) その他の変更認定請求を実施すべき旨の通知 

    法第 16 条第 1号に基づき、法第 12 条第 1項第 2号の変更の認定請求をせず、又は

認定請求をしたが当該認定を受けられなかったときに該当することとして認定取消

しを行うに際しては、事前に法第 13 条の規定に基づき市町村の長等が森林経営計画

を変更すべき旨の通知を行うこととされているところであるが、その運用について

は、長官通知のⅠの 3の(2)に定める場合のほか、次のとおりとする。 

法第 13 条中、「森林経営計画」(変更があった場合、変更後のもの)の内容が法第 11

条第 5項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなったと認めるとき」とは、

森林経営計画の計画書に記載された施業及び保護の内容が法第 11 条第 5 項各号に掲

げる認定基準の全部又は一部に適合しておらず、市町村の長等が変更の認定請求を実

施すべき旨を当該森林経営計画の認定森林所有者等に対し指導しても認定請求をせ

ず、かつ、地域森林計画に計画された林道又は林業専用道の整備状況その他の認定森

林所有者等の責によらない客観情勢による特段の理由がある場合（災害その他やむを



得ない理由による場合（長官通知Ⅰの 5の(3)に同じ）を含む。）に該当しないときで

ある。 

したがって、認定権者は、認定森林所有者等が作成した森林経営計画について当該

認定森林所有者等の責によらない客観情勢による特段の理由があり認定基準の全部

又は一部に適合しないこととなる旨の申告があった場合には、法第 13 条中、「森林経

営計画（変更があった場合、変更後のもの）の内容が法第 11 条第 5 項各号に掲げる

要件の全部又は一部に適合しなくなったと認めるとき」に当たるか否かの判断を行

い、必要に応じて変更認定請求を実施すべき旨の通知を行うものとする。 

(3) 森林経営計画の変更に係る指導 

長官通知Ⅰの 3の(3)の「一旦認定された森林経営計画の計画対象森林については、

継続して当該森林経営計画の対象森林とするよう指導する」とは、特段の理由なく計

画対象森林の一部を除外する変更は行わないよう、また、林班計画から区域計画への

移行や森林経営計画間の統合等に際して、変更前の全ての計画対象森林を含めて変更

するよう指導することである。 

 

4 森林経営計画の変更の認定 

法第 12条第 1項及び第 2項の規定による変更認定の請求があった場合において同条第 3項

において準用する法第 11 条第 5 項第 2 号の基準のうち規則第 38 条第 3 号、第 4 号、第 8 号

及び第 9 号（規則第 39 条において適用することとされる場合を含む。）並びに第 39 条第 2項

第 4 号から第 8 号までに適合するかどうかの変更認定については、原則として対象森林の異

動が森林経営計画の始期にあったものとみなして、当該認定森林所有者等が森林経営計画の

期間内にする森林の施業につき当該基準に適合しているかどうかを認定するものとするこ

と。 

 

○ 森林経営計画制度の運用上の留意事項について（平成 24 年 12 月 13 日付け 24 林整計

第 152 号林野庁森林整備部計画課長通知。最終改正：平成 26 年 3 月 25 日付け 25 林整計

第 885 号）（抜粋） 

 

3 森林経営計画の変更の認定 

森林経営計画の変更の認定については、長官通知Ⅰの 4のとおり、原則として対象森

林の異動が森林経営計画の始期にあったものとみなして、当該認定森林所有者等が森林

経営計画の期間内にする森林の施業につき当該基準に適合しているかどうかを認定す

るものとされている。 

ただし、計画期間中に新たに計画対象森林を追加するために森林経営計画を変更する

場合（森林経営計画の変更の認定請求時に他の森林経営計画の対象森林となっている森

林を追加する場合を除く。）の変更後の森林経営計画への規則第 38 条第 4号（規則第 39

条において適用することとされる場合を含む。）の基準の適用については、当該認定請

求時の計画期間の残存年数を考慮し、付録第 2 の算式により算出される面積を次の算式

により算出される面積とみなして同号の基準を適用することができるものとする。 

なお、この場合において、新たに追加する計画対象森林のうち、当該森林経営計画の

始期から変更の認定請求日を含む年の前年までに間伐を実施した森林は、同号に定める

計画的間伐対象森林に含めないものとして取り扱うものとする。 

Ｋ＋ｋ×ｔ／5 

Ｋ：変更前の規則付録第 2の算式により算出される面積 



ｋ：新たに追加する計画対象森林に係る規則付録第 2 の算式により算出される面積 

ｔ：変更の認定請求日を含む年を含めた計画期間の残存年数 

 

5 森林経営計画の遵守 

法第 14 条に規定する森林経営計画の遵守違反に対しては、本制度の趣旨に照らし罰則はな

い。 

しかし、遵守違反は認定の取消事由に当たるので、この判定いかんが本制度の運用に重要

な意味をもつことになる。したがって、その判定基準については次のようにすることとする。 

(1) 森林経営計画を遵守するとは、法第 11 条第 5項第 2号イの農林水産省令で定める植栽、

間伐その他の森林施業の合理化に関する基準及び同号ロの農林水産省令で定める公益的機

能別森林施業の実施に関する基準に従って、森林経営計画に定められた森林の施業及び保

護を実行することである。 

(2) 認定森林所有者等が森林経営計画に従わなかった場合において、そのことにつき故意又

は過失がない場合（例えば立木売りの場合においては、認定森林所有者等である森林所有

者が売買契約において、買受人が一定の期限内に立木の伐出を完了すべき旨の特約をした

にもかかわらず、買受人がこれを履行しなかった場合）には、遵守違反の責任を問われな

いものと解される。 

(3) 法第 14 条に規定する災害による場合とは、火災、風水害、病虫害その他の災害によって、

森林経営計画に定められている施業及び保護ができなかった場合又は当該森林経営計画に

おいて定められていない施業及び保護をすることが必要となった場合である。 

また、同条に規定するその他やむを得ない理由による場合とは、実測により実行量と計画

量との間に誤差を生じた場合のほか、法令に基づく処分によりその森林の経営が義務づけら

れた場合等であって、森林経営計画の変更の認定請求をする十分な時間がなかった場合が考

えられる。これ以外に令第 3 条第 1 号に基づき農林水産大臣が告示に定める基準に従って、

市町村の長が指定した森林のうち計画期間内に立木の生育に供されなくなることが明らかな

ものに該当する伐採（林道等の開設のための支障木の伐採又は治山事業の実施に伴う伐採）

など規則第 36 条第 1号ニに規定する「計画的な森林施業を行うこととされていない森林」の

伐採は、規則第 38 条第 1 項第 1 号、第 2 号又は第 6 号から第 8 号まで（規則第 40 条におい

て適用することとされる場合を含む。）との関係で不整合が生じても法第 14 条のその他やむ

を得ない理由による場合に含めることとする。 

なお、当該施業及び保護を実施できなかったことが法第 14 条の「災害その他やむを得ない

理由による場合」に該当するか否かは、被害の発生状況、被害の発生時期、当該施業の実施

時期等によって判断することとなるが、復旧のため行う施業であっても、森林経営計画を変

更するのに十分な時間が経過した後において当該森林経営計画の変更の認定請求をせずに行

った場合には遵守義務違反となる場合もあるので留意すること。 

 

○ 森林経営計画制度の運用上の留意事項について（平成 24 年 12 月 13 日付け 24 林整計

第 152 号林野庁森林整備部計画課長通知。最終改正：平成 26 年 3 月 25 日付け 25 林整計

第 885 号）（抜粋） 

 

4 森林経営計画の遵守について 

森林経営計画を遵守するとは、法第 14 条及び長官通知Ⅰの 5の(1)に従って森林経営

計画（変更の認定があった場合にあっては変更後のものを含み、林道又は林業専用道の

整備状況その他の認定森林所有者等の責によらない客観情勢による特段の理由により



必要な変更が行われていない場合のものを除く。）に定められた森林の施業及び保護を

実施することである。 

 

6 （略） 

 

7 認定の取消し 

(1) 法第 16 条の認定の取消しは、森林経営計画制度の実効性を確保するための最終的な措置

であるから、努めてそのような事態が発生しないよう事前の指導に万全を期すこととする。 

特に、間伐及び主伐の合理化に関する基準となる規則付録第 2 の算式により算出される

面積及び規則付録第 3 の算式により算出される材積については、森林経営計画の認定時等

に認定森林所有者等に周知するとともに、当該基準に適合した間伐等が行われるよう適切

な指導及び助言を行うこととする。 

(2) 法第 16 条各号に該当する場合であっても、その後の森林経営計画の実行が明らかに確保

されると認められる場合には、取消しを行わず、計画的な森林の施業及び保護の推進が図

られるよう指導することとする。 

(3) (1)及び(2)の指導にもかかわらず、当該森林経営計画の実行が確保されると認められな

い場合には、厳正に認定の取消しを行うものとする。 

(4) 認定の取消しの効果は、認定が取り消された以降、認定森林所有者等が課せられていた

義務が消滅し、免除されていた義務が復活することとなることである。 

なお、認定の取消しを受けた場合には、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 30

条の 2 第 5 項の規定により、取り消された森林経営計画の始期に遡って同法に基づく森林

経営計画に係る特例措置が不適用となるなど、当該措置の適用時に遡って優遇措置が不適

用となる場合がある旨をあらかじめ認定森林所有者等に周知するよう努めることとする。 

（注）1 下線は、当省が付した。 

2 表中の「法」とは森林法を、「令」とは森林法施行令を、「規則」とは森林法施行規則を、

「認定権者」とは森林経営計画の認定を行う市町村長、都道府県知事及び農林水産大臣を、

「認定森林所有者等」とは森林経営計画の認定を受けた森林所有者等を、「長官通知」と

は「森林経営計画制度運営要領」をそれぞれいう。 
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る
当

該
森

林
の

立
木

の
材

積
の

百
分

の
三

十
五

以
下

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

イ
～

ニ
　

（
略

）

無 無 無 無

1
,3

7
4

内
内

5
.0

9

未
記

載
　

矢
板

市
で

は
、

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
森

林
経

営
計

画
ど

お
り

に
伐

採
が

行
わ

れ
て

い
た

か
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
十

分
に

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

こ
れ

ま
で

、
届

出
者

に
対

し
、

計
画

内
容

と
異

な
る

伐
採

を
行

う
場

合
の

計
画

変
更

の
必

要
性

を
指

導
し

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

内
外

ヒ
ノ

キ
（
人

）
3
4



区
分

伐
採

等
の

事
後

届
の

届
出

年
月

日

伐
採

方
法

伐
採

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
内

容

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
、

認
定

要
件

を
満

た
さ

な
い

伐
採

が
実

施
さ

れ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

届
出

者
に

対
し

、
そ

の
理

由
の

確
認

な
ど

、
適

切
な

指
導

が
行

わ
れ

て
い

な
い

理
由

等
認

定
年

度
面

積
（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）
施

業
履

歴

「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

伐
採

計
画

の
変

更
に

係
る

認
定

請
求

の
有

無

計
画

ど
お

り
に

伐
採

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由

の
確

認
の

有
無

樹
種

等
林

齢

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6
.4

.7
～

2
7
.2

.2
7

3
.3

3
5
1
5

3
4
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
間

伐
H

2
6
.4

.1
～

2
7
.1

.3
1

1
.7

0
6
6
9

4
4
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6
.6

.1
～

2
7
.3

.3
1

1
.6

3
1
6
0

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
間

伐
H

2
6
.9

.1
～

2
7
.2

.1
3

1
.6

3
5
4
0

1
0
0
%

伐
採

計
画

－

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.4

.2
4

間
伐

ヒ
ノ

キ
（
人

）
H

2
5
.4

～
6

2
.1

9
1
5
5

4
8
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6

1
7
.8

0
1
,5

8
4

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.4

.2
7

間
伐

H
2
6
.4

～
2
7
.3

1
6
.4

0
4
,8

6
5

9
2
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6
～

3
1

0
.4

8
3
9

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.2

.2
4

間
伐

ス
ギ

・
ヒ

ノ
キ

(人
)

H
2
6

0
.6

5
1
0
0

7
7
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6
～

3
1

0
.7

1
6
0

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
6

間
伐

ス
ギ

・
ヒ

ノ
キ

(人
)

H
2
6

1
.8

6
1
4
0

7
0
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
5
～

3
0

1
.0

6
3
6

1
3
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.1

.3
0

間
伐

H
2
5

1
.5

7
1
2
6

4
4
%

内
内

5
,2

8
1

H
1
7
（
間

伐
1
7
.8

h
a）

　
郡

上
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
は

多
数

の
間

伐
又

は
主

伐
さ

れ
た

森
林

が
含

ま
れ

て
お

り
、

個
々

の
森

林
の

伐
採

立
木

材
積

ま
で

は
、

確
認

で
き

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

　
な

お
、

届
出

者
に

対
し

改
め

て
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
伐

採
の

際
に

測
量

し
た

結
果

、
当

該
森

林
の

面
積

が
1
6
.4

0
h
a、

伐
採

立
木

材
積

が
4
,8

6
5
㎥

で
あ

っ
た

た
め

、
伐

採
立

木
材

積
率

を
3
0
％

（
1
,4

6
0
㎥

）
で

間
伐

し
た

が
、

伐
採

等
の

事
後

届
に

は
、

間
伐

し
た

材
積

で
は

な
く

、
測

量
の

結
果

判
明

し
た

当
該

森
林

の
材

積
を

記
載

し
て

し
ま

っ
て

い
た

と
し

て
い

た
。

無 無
1
.0

6

0
.7

1

0
.4

8

無 無 無 無
2
8
6

－

　
松

阪
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
と

伐
採

等
の

事
後

届
で

当
該

森
林

の
樹

種
が

異
な

る
と

と
も

に
、

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
1
0
0
分

の
3
5
を

超
え

て
い

た
こ

と
に

つ
い

て
は

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
が

計
画

作
成

に
当

た
っ

て
対

象
森

林
を

全
て

現
地

確
認

で
き

る
わ

け
で

は
な

い
た

め
、

森
林

簿
の

情
報

と
現

地
の

状
況

が
一

致
し

な
か

っ
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

と
し

て
い

る
。

　
五

條
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
に

記
載

し
た

森
林

簿
の

情
報

は
、

必
ず

し
も

測
量

を
行

っ
て

い
る

と
は

限
ら

な
い

た
め

、
森

林
簿

の
情

報
と

現
地

の
状

況
が

一
致

せ
ず

、
計

画
内

容
ど

お
り

に
間

伐
を

実
施

で
き

な
い

場
合

が
よ

く
あ

り
、

個
別

の
森

林
ご

と
に

施
業

の
実

施
状

況
を

管
理

す
る

の
で

は
な

く
、

5
年

間
の

計
画

全
体

で
管

理
す

れ
ば

よ
い

の
で

は
な

い
か

と
考

え
て

い
る

と
し

て
い

る
。

1
3
0

－

2
0
0

－

1
1

五
條

市
（
奈

良
県

）
2
5

ヒ
ノ

キ
（
人

）
4
3
、

4
8
、

5
0

1
0

2
5

ス
ギ

（
人

）
4
4

内 内
内

ス
ギ

（
人

）
4
6

松
阪

市
（
三

重
県

）

9
2
4

内

7
川

辺
町

（
岐

阜
県

）
2
4

内
内

1
7
.8

0
8

郡
上

市
（
岐

阜
県

）
2
5

ス
ギ

（
人

）
3
3

内
外

2
.1

9

ア
カ

マ
ツ

・
そ

の
他

（
天

）

6
1

　
川

辺
町

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
と

伐
採

等
の

事
後

届
で

当
該

森
林

の
樹

種
が

異
な

る
と

と
も

に
、

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
1
0
0
分

の
3
5
を

超
え

て
い

た
こ

と
に

つ
い

て
は

、
森

林
経

営
計

画
に

記
載

し
た

森
林

簿
の

情
報

と
現

地
の

状
況

が
一

致
し

な
い

こ
と

は
よ

く
あ

る
こ

と
だ

が
、

森
林

経
営

計
画

の
作

成
者

が
計

画
作

成
に

当
た

っ
て

対
象

森
林

を
全

て
現

地
確

認
で

き
る

わ
け

で
は

な
く

、
ま

た
、

届
出

者
が

現
地

の
状

況
に

応
じ

て
間

伐
を

実
施

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
問

題
な

い
と

判
断

し
て

い
る

と
し

て
い

る
。

無 無
5
4
0

－

無
3
2
3

－

未
記

載

内
内

1
.6

3

　
伊

豆
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
が

計
画

作
成

に
当

た
っ

て
対

象
森

林
を

全
て

現
地

確
認

を
行

う
こ

と
は

負
担

が
大

き
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

に
加

え
、

森
林

簿
の

情
報

は
必

ず
し

も
最

新
の

情
報

が
常

に
反

映
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
く

、
森

林
経

営
計

画
に

記
載

し
た

森
林

簿
の

情
報

が
必

ず
し

も
現

地
の

状
況

と
一

致
す

る
と

は
限

ら
な

い
た

め
、

こ
れ

ら
の

事
例

に
つ

い
て

も
、

届
出

者
が

、
実

際
の

現
地

の
状

況
を

み
て

、
間

伐
を

実
施

し
た

も
の

と
考

え
ら

れ
、

問
題

な
い

と
判

断
し

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
事

例
6
に

お
い

て
、

実
質

的
な

皆
伐

と
な

っ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

届
出

者
が

、
現

地
の

状
況

か
ら

み
て

、
間

伐
し

た
材

積
の

搬
出

が
困

難
と

判
断

し
、

材
積

を
搬

出
し

な
い

切
捨

て
間

伐
を

実
施

し
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
、

問
題

な
い

と
認

識
し

て
い

た
と

し
て

い
る

。

ス
ギ

（
人

）
5
3

1
,5

0
8

－

6
2
6

伊
豆

市
（
静

岡
県

）

内
内

3
.3

3
ス

ギ
（
人

）
5
9

5
2
5

無 無 無 無 無



区
分

伐
採

等
の

事
後

届
の

届
出

年
月

日

伐
採

方
法

伐
採

時
期

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林

経
営

計
画

の
内

容

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
、

認
定

要
件

を
満

た
さ

な
い

伐
採

が
実

施
さ

れ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

届
出

者
に

対
し

、
そ

の
理

由
の

確
認

な
ど

、
適

切
な

指
導

が
行

わ
れ

て
い

な
い

理
由

等
認

定
年

度
面

積
（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）
施

業
履

歴

「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

伐
採

計
画

の
変

更
に

係
る

認
定

請
求

の
有

無

計
画

ど
お

り
に

伐
採

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由

の
確

認
の

有
無

樹
種

等
林

齢

伐
採

計
画

間
伐

H
2
5

2
.1

8
1
4
2

2
8
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.4

.1
間

伐
H

2
5
.7

～
8

2
.1

8
2
5
8

5
1
%

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6

1
2
.6

2
7
7
3

2
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.4

.6
間

伐
H

2
6
.6

～
2
7
.3

1
2
.8

0
2
,0

7
4

5
4
%

伐
採

計
画

－

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.1

0
.1

間
伐

ス
ギ

・
ヒ

ノ
キ

（
人

）
H

2
6
.6

～
9

1
2
.6

6
4
9
9

7
3
%

伐
採

計
画

－

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.6

.2
0

間
伐

H
2
6
.4

.1
～

6
.2

0
0
.7

5
1
7
0

1
0
0
%

(
注
)
1 2 3 4 5 6 7 8

(
注
)
 
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

無

内
内

1
2
.6

2

内
内

3
,8

6
0

－
無

H
1
8
（
間

伐
2
.3

1
h
a）

ス
ギ

・
ヒ

ノ
キ

（
人

）
1
5

内

6
8
3

－

　
真

庭
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
が

計
画

作
成

に
当

た
っ

て
対

象
森

林
を

全
て

現
地

確
認

を
行

う
こ

と
は

負
担

が
大

き
い

と
考

え
ら

れ
る

中
で

、
森

林
経

営
計

画
に

記
載

し
た

森
林

簿
の

情
報

が
必

ず
し

も
現

地
の

状
況

と
一

致
し

て
い

る
わ

け
で

は
な

く
、

届
出

者
が

現
地

の
状

況
に

応
じ

て
間

伐
を

実
施

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
届

出
内

容
が

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

と
い

う
視

点
で

確
認

を
行

う
必

要
性

が
な

い
と

考
え

て
お

り
、

本
事

例
に

つ
い

て
も

問
題

な
い

と
判

断
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。

無

　
延

岡
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
と

伐
採

等
の

事
後

届
で

当
該

森
林

の
樹

種
が

異
な

る
と

と
も

に
、

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
1
0
0
分

の
3
5
を

超
え

て
い

た
こ

と
に

つ
い

て
は

、
森

林
簿

の
情

報
と

現
地

の
状

況
が

一
致

し
な

か
っ

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
と

し
て

い
る

。

未
記

載

無
無

ス
ギ

・
ヒ

ノ
キ

（
人

）

4
9
、

5
2
、

5
5
、

5
8

ヒ
ノ

キ
（
人

）
2
1

　
網

掛
け

は
、

経
営

計
画
の
認
定
要
件
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
問
題
と
な
る

な
ど

の
適

切
で

な
い

内
容

を
示

す
。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容
」
欄
に
お
い
て
は
、
当
該
経
営
計
画
の
中
で
本

事
例

に
該

当
す

る
森

林
が

複
数

あ
る

場
合

、
面

積
が

大
き

い
な

ど
代

表
的

な
森

林
を

取
り

上
げ

た
も

の
で

あ
り
、
本
事
例
に
該
当
す
る
全
て
の
森
林
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ
る
。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容
」
の
各
欄
（
「
「
伐
採
計
画
」
及
び
「
伐
採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

」
の

「
（

参
考

）
伐

採
立

木
材

積
率

」
欄

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
は

、
調

査
対

象
と

し
た
経
営
計
画
及
び
伐
採
等
の
事
後
届
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「

森
林

経
営

計
画

の
内
容
」
の
「
樹
種
等
」
欄
に
お
い
て
、
「
（
人
）
」

は
人

工
林

、
「

（
天

）
」

は
天

然
林

で
あ

る
こ

と
を

そ
れ

ぞ
れ

示
す

。

　
「

「
伐

採
計

画
」

及
び
「
伐
採
等
の
事
後
届
」
の
内
容
」
の
「
伐
採
方
法

」
に

樹
種

等
を

記
載

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

森
林

経
営

計
画

上
の

樹
種

等
と

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
け
る
樹
種
等
が
異
な
る
も
の
を
示
す
。

　
「

伐
採

計
画

の
変

更
に
係
る
認
定
請
求
の
有
無
」
欄
は
、
伐
採
等
の
事
後

届
の

受
理

後
に

、
計

画
変

更
に

係
る

認
定

請
求

が
行

わ
れ

た
も

の
に

は
「

有
」

を
、

計
画

変
更

に
係

る
認

定
請
求
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
は
「
無
」
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
い
る
。

内
内

3
.6

6

　
西

都
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
実

質
的

な
皆

伐
と

な
っ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
届

出
者

が
、

現
地

の
状

況
か

ら
み

て
、

間
伐

し
た

材
積

の
搬

出
が

困
難

と
判

断
し

、
材

積
を

搬
出

し
な

い
切

捨
て

間
伐

を
実

施
し

た
の

で
は

な
い

か
と

考
え

ら
れ

、
問

題
な

い
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

未
記

載

無
無

内
0
.8

7
1
7
0

－

5
0
1

　
津

山
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
の

作
成

者
が

計
画

作
成

に
当

た
っ

て
対

象
森

林
を

全
て

現
地

確
認

で
き

る
わ

け
で

は
な

い
と

考
え

ら
れ

る
中

で
、

森
林

経
営

計
画

に
記

載
し

た
森

林
簿

の
情

報
が

必
ず

し
も

現
地

の
状

況
と

一
致

し
て

い
る

と
は

限
ら

な
い

た
め

、
現

場
の

判
断

に
よ

り
間

伐
を

実
施

し
て

い
る

の
が

実
情

で
あ

り
、

問
題

な
い

と
判

断
し

て
い

る
と

し
て

い
る

。
2
.3

1
無

1
5

西
都

市
（
宮

崎
県

）
2
4

1
3

真
庭

市
（
岡

山
県

）
2
4

1
4

延
岡

市
（
宮

崎
県

）
2
4

ヒ
ノ

キ
（
人

）
3
6

1
2

津
山

市
（
岡

山
県

）
2
4

　
「

計
画

ど
お

り
に

伐
採
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
確
認
の
有

無
」

欄
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

の
受

理
後

に
、

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た
理
由
の
報
告
を
求
め
る
な
ど
に
よ
り
個
別
に
確
認
し
て
い
た
も
の
に
は
「
有
」
、
個
別
に
確
認
し
て
い
な
か
っ

た
も

の
に

は
「

無
」

を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
い
る
。



図
表

 1
－

(2
)－

ウ
－

⑦
－

ⅱ
　

　
伐

採
が

計
画

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

森
林

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
主

伐
又

は
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
例

【
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

】

○
　

森
林

法
施

行
規

則
（
昭

和
2
6
年

農
林

省
令

第
5
4
号

）
（
抜

粋
）

一

イ ロ ハ ニ

三

イ ロ ハ 二

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

運
営

要
領

 （
平

成
2
4
年

3
月

2
6
日

付
け

2
3
林

整
計

第
2
3
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
。

最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
7
5
号

）
（
抜

粋
）

(ｱ
）

(ｲ
) 

① ② (ｱ
）

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

標
準

伐
期

齢

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

区
域

の
場

合
、

森
林

の
種

別

施
業

方
法

（
伐

期
齢

）
区

分

伐
採

等
の

事
後

届
の

届
出

年
月

日

伐
採

方
法

伐
採

時
期

（
参

考
）

伐
採

時
の

林
齢

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

5
3

内
外

2
.6

3
1
0
5
7

H
2
2

（
間

伐
2
.6

3
h
a）

4
7

外
外

0
.2

7
3
7

－

2
.9

1
0
9
4

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
0

主
伐

H
2
6
.1

0
(6

5
)

0
.9

6
2
8
8

伐
採

計
画

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
5
.3

.2
8

主
伐

H
2
4
.1

1

ス
ギ

1
9
、

4
6

ク
ヌ

ギ
：

1
9
、

4
2
、

4
6

1
.2

1
未

記
載

　
（
植

栽
、

間
伐

そ
の

他
の

森
林

施
業

の
合

理
化

に
関

す
る

基
準

）
第

3
8
条

　
法

第
1
1
条

第
5
項

第
二

号
イ

（
法

第
1
2
条

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

植
栽

、
間

伐
そ

の
他

の
森

林
施

業
の

合
理

化
に

関
す

る
基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
当

該
森

林
経

営
計

画
に

係
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
に

該
当

す
る

も
の

（
以

下
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
と

い
う

。
）
に

つ
き

、
当

該
森

林
経

営
計

画
の

期
間

内
に

間
伐

の
た

め
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
立

木
の

材
積

が
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
に

お
け

る
当

該
森

林
の

立
木

の
材

積
の

百
分

の
三

十
五

以
下

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

　
人

工
植

栽
に

係
る

森
林

で
あ

る
こ

と
。

　
当

該
森

林
経

営
計

画
の

期
間

内
に

主
伐

と
し

て
そ

の
立

木
を

伐
採

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

森
林

以
外

の
森

林
で

あ
る

こ
と

。
　

そ
の

面
積

が
著

し
く

小
さ

い
森

林
で

あ
つ

て
、

当
該

森
林

の
間

伐
を

当
該

森
林

経
営

計
画

の
期

間
の

経
過

後
に

お
い

て
当

該
森

林
に

隣
接

し
て

い
る

森
林

の
立

木
の

伐
採

が
な

さ
れ

る
と

き
に

併
せ

て
実

施
す

る
こ

と
が

効
率

的
で

あ
る

も
の

以
外

の
森

林
で

あ
る

こ
と

。

　
当

該
森

林
経

営
計

画
の

始
期

に
お

け
る

樹
冠

疎
密

度
（
第

5
3
条

に
規

定
す

る
樹

冠
疎

密
度

を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

十
分

の
八

以
上

で
あ

る
森

林
で

あ
っ

て
、

市
町

村
森

林
整

備
計

画
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

標
準

的
な

間
伐

の
方

法
（
当

該
森

林
が

法
第

1
0
条

の
1
0
第

2
項

に
規

定
す

る
要

間
伐

森
林

（
以

下
「
要

間
伐

森
林

」
と

い
う

。
）
で

あ
る

場
合

に
は

、
同

項
 の

規
定

に
よ

る
通

知
に

係
る

間
伐

の
方

法
及

び
時

期
）
に

従
っ

て
間

伐
を

実
施

し
た

場
合

に
、

当
該

間
伐

が
終

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

お
お

む
ね

五
年

を
経

過
し

た
日

に
お

け
る

当
該

森
林

の
樹

冠
疎

密
度

が
十

分
の

八
以

上
で

あ
る

こ
と

が
確

実
で

あ
る

と
見

込
ま

れ
る

森
林

で
あ

る
こ

と
。

ⅰ
）
主

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

森
林

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
主

伐
が

実
施

さ
れ

た
例

（
2
市

町
村

2
計

画
）

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

の
運

用
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
 （

平
成

2
4
年

1
2
月

1
3
日

付
け

2
4
林

整
計

第
1
5
2
号

林
野

庁
森

林
整

備
部

計
画

課
長

通
知

。
最

終
改

正
：
平

成
2
6
年

3
月

2
5
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
8
5
号

）
（
抜

粋
）

 長
官

通
知

Ⅰ
の

2
の

(2
)ア

(ア
)の

「
計

画
期

間
内

に
樹

冠
疎

密
度

が
1
0
分

の
8
以

上
と

な
る

森
林

」
に

は
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
前

5
年

以
内

に
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
森

林
な

ど
始

期
に

お
け

る
樹

冠
疎

密
度

が
1
0
分

の
8
に

満
た

な
い

森
林

を
含

め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 こ
の

場
合

、
当

該
森

林
の

面
積

は
、

規
則

付
録

第
2
の

算
式

の
F
1
及

び
F
2
に

含
め

る
も

の
と

す
る

。

  
  

(7
) 

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

基
準

等
（
施

業
の

実
施

基
準

等
）

　
 1

　
森

林
経

営
計

画
の

認
定

等
に

つ
い

て

ウ
　

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
の

基
準

　
計

画
対

象
森

林
に

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

の
区

域
内

の
森

林
が

含
ま

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
森

林
に

つ
い

て
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
公

益
的

機
能

別
施

業
森

林
の

区
域

に
お

け
る

施
業

の
方

法
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

　
（
中

略
）

　
同

号
ニ

に
掲

げ
る

要
件

に
該

当
す

る
森

林
に

は
、

計
画

期
間

内
に

樹
冠

疎
密

度
が

十
分

の
八

以
上

と
な

る
森

林
な

ど
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
定

め
る

標
準

的
な

間
伐

の
方

法
に

従
っ

て
間

伐
を

実
施

し
た

場
合

に
、

当
該

間
伐

が
終

了
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

お
お

む
ね

5
年

を
経

過
し

た
日

に
お

け
る

当
該

森
林

の
樹

冠
疎

密
度

が
十

分
の

八
以

上
で

あ
る

こ
と

が
確

実
で

あ
る

と
見

込
ま

れ
る

森
林

が
含

ま
れ

る
も

の
と

運
用

し
て

差
し

支
え

な
い

。

ア
　

規
則

第
3
8
条

に
規

定
す

る
森

林
施

業
の

合
理

化
に

関
す

る
基

準
及

び
規

則
第

3
9
条

に
規

定
す

る
公

益
的

機
能

別
森

林
施

業
の

実
施

に
関

す
る

基
準

の
運

用
は

、
次

に
よ

り
行

う
こ

と
と

す
る

。

　
規

則
第

3
8
条

第
3
号

ハ
（
規

則
第

3
9
条

に
お

い
て

適
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

そ
の

面
積

が
著

し
く

小
さ

い
森

林
と

は
、

そ
の

面
積

が
0
.3

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

下
の

森
林

と
す

る
。

　
西

都
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

な
お

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
記

載
さ

れ
た

面
積

が
、

森
林

経
営

計
画

に
記

載
し

た
森

林
簿

に
お

け
る

森
林

面
積

を
上

回
っ

て
い

た
こ

と
に

つ
い

て
は

、
森

林
簿

の
情

報
と

現
地

の
状

況
が

一
致

し
な

か
っ

た
も

の
と

考
え

ら
れ

る
と

し
て

い
る

。

伐
採

計
画

「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

施
業

履
歴

1
矢

板
市

（
栃

木
県

）
2
4

伐
採

計
画

の
変

更
に

係
る

認
定

請
求

の
有

無 無

　
矢

板
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
こ

れ
ま

で
、

届
出

者
に

対
し

、
計

画
内

容
と

異
な

る
伐

採
を

行
う

場
合

の
計

画
変

更
の

必
要

性
を

指
導

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

樹
種

林
齢

－
－

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
、

認
定

要
件

を
満

た
さ

な
い

伐
採

が
実

施
さ

れ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

届
出

者
に

対
し

、
そ

の
理

由
の

確
認

な
ど

、
適

切
な

指
導

が
行

わ
れ

て
い

な
い

理
由

等

計
画

ど
お

り
に

伐
採

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由

の
確

認
の

有
無

無 無

未
記

載

2
4

－
0
.7

4
内

外

事
例

番
号

市
町

村
名

認
定

年
度

ス
ギ

（
人

）

ス
ギ

1
9
、

4
6

ク
ヌ

ギ
：

1
9
、

4
2
、

4
6

西
都

市
（
宮

崎
県

）

（
参

考
）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

け
る

施
業

基
準

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

2

3
5

未
記

載

無

未
記

載

森
林

経
営

計
画

の
内

容

（
小

計
）

ス
ギ

：
3
5
、

ク
ヌ

ギ
：
1
0

－
－

1
8
3

ス
ギ

・
ク

ヌ
ギ

（
人

）

（
森

林
経

営
計

画
の

記
載

事
項

）
第

3
6
条

　
法

第
1
1
条

第
2
項

第
八

号
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

　
Ⅰ

　
森

林
経

営
計

画
　

 2
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
  

  
(2

) 
　

認
定

基
準

等

当
該

森
林

経
営

計
画

に
係

る
計

画
的

伐
採

対
象

森
林

（
森

林
経

営
計

画
の

対
象

と
す

る
森

林
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

森
林

以
外

の
森

林
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

う
ち

人
工

植
栽

に
係

る
も

の
の

立
木

の
樹

高

　
法

令
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
処

分
に

よ
り

そ
の

立
木

の
伐

採
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
森

林
　

竹
林

　
そ

の
森

林
（
当

該
森

林
に

隣
接

し
て

い
る

森
林

を
含

む
。

）
の

面
積

が
著

し
く

小
さ

い
森

林
　

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

計
画

的
な

森
林

施
業

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

な
い

森
林

イ
　

法
第

1
1
条

第
５

項
第

３
号

に
規

定
す

る
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
照

ら
し

て
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
は

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

と
す

る
。

　
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
立

木
竹

の
伐

採
（
主

伐
）
に

関
す

る
事

項
、

造
林

に
関

す
る

事
項

及
び

間
伐

・
保

育
に

関
す

る
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

面
積

（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）



区
分

伐
採
等
の

事
後
届
の

届
出
年
月

日

伐
採
方
法

伐
採
時
期

伐
採
面

積
（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率

3
7

内
内

3
.1
6

9
1
6

－
間
伐

H
2
5
～
2
6

3
.1
6

2
7
5

3
0
%

4
6
、
6
6

内
外

1
.0
5

2
9
9

－
－

4
.2
1

1
,2
1
5

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
6
.4
.4

間
伐

H
2
5
.1
1
.1
6
～

2
6
.3
.3
1

4
.2
2

2
6
2

2
2
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.3
1

間
伐

H
2
7
.4
.1
～

2
8
.3
.3
1

3
.4
8

2
6
5

3
0
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.2
0

間
伐

H
2
6
.7

1
.3
5

1
7
6

7
1
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.2
0

間
伐

H
2
6
.1
2

1
.2
0

2
7

2
8
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.2
0

間
伐

H
2
6
.5

1
.8
2

1
8
2

2
8
%

3
2
、
3
3

内
内

1
0
.2
1

3
,7
9
5

－
－

3
8

内
内

2
.4
1

1
,0
7
2

－
間
伐

H
2
6

2
.4
1

3
2
2

3
0
%

1
2
.6
2

4
,8
6
7

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.1
1
.1
3

間
伐

H
2
5
.9
～
1
0

9
.3
7

1
,1
2
4

2
3
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.2

間
伐

H
2
6
.4
.1
～

2
7
.1
.3
1

8
.0
0

1
,3
9
0

1
0
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
6
.4
.2
4

間
伐

ヒ
ノ
キ
（
人

）
H
2
5
.4
～
6

2
.1
9

1
5
5

4
8
%

2
4

　
阿

賀
町

で
は
、
現

地
の
状

況
に
応

じ
て
伐

採
が
行

わ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
森
林
経
営
計
画
ど
お
り
に
伐
採
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
話

を
聞

く
が
、
本

事
例

に
つ

い
て
は
、
届

出
内

容
を
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と

し
て
い
る
。

　
佐

野
市

で
は
、
現

地
の
状

況
に
応

じ
て
森

林
経

営
計

画
と
は
異

な
る
伐

採
を
行

う
こ
と
は
あ
り
得

る
と
考

え
て
い
る

が
、
本

事
例

に
つ

い
て
は
、
届

出
内

容
を
十

分
に
確

認
で

き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
届

出
者

に
対

し
、
計

画
内

容
と
異

な
る

伐
採
を
行
う
場
合
の
計
画
変
更
の
必
要
性
を
指
導
し
て
い

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

無
外

2
.1
9

3
2
3

内

ア
カ
マ

ツ
・
そ

の
他

（
天

）

6
1

無 無 無 無 無 無 無 無

未
記
載

（
小

計
）

3
.4
8

8
8
3

H
2
3

（
間

伐
3
.4
8
h
a）

未
記
載

内
内

　
川

辺
町

で
は
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
森
林
経
営
計
画
と
伐
採
等
の
事
後
届
で
当
該
森
林
の

樹
種

が
異

な
る
と
と
も
に
、
間

伐
が
計

画
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
森

林
で
間
伐
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
林
経
営
計
画

に
記

載
し
た
森

林
簿

の
情

報
と
現

地
の
状

況
が
一

致
し
な
い
こ

と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
森

林
経

営
計

画
の
作

成
者

が
計

画
作

成
に
当

た
っ
て
対

象
森

林
を
全

て
現

地
確

認
で
き
る
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
、
届

出
者

が
現

地
の
状

況
に
応

じ
て
間

伐
を
実

施
し

た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
問

題
な
い
と
判

断
し
て
い
る
と
し
て

い
る
。

未
記
載

4
5

3
4

内
外

1
.3
5

2
4
8

－
未
記
載

無

　
矢

板
市

で
は
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
こ

れ
ま
で
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
届

出
者

に
対

し
、
計

画
内

容
と
異

な
る

伐
採
を
行
う
場
合
の
計
画
変
更
の
必
要
性
を
指
導
し
て
い

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

H
1
8

（
間

伐
1
.8
2
h
a）

未
記
載

無

樹
種

等
林

齢

無

　
五

戸
町

で
は
、
こ
れ
ま
で
伐

採
等

の
事

後
届

の
内

容
に

つ
い
て
、
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い

る
。

　
伊

豆
市

で
は
、
届

出
内

容
と
計

画
内

容
と
を
確

認
し
た
際

に
、
間
伐
の
計
画
が
な
か
っ
た
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
が
、

間
伐

を
行

う
場

合
の
材

積
割

合
（
1
0
0
分

の
3
5
）
を
満

た
し
て

お
り
、
問

題
が
な
い
と
判

断
し
、
届

出
者

に
対

す
る
指

導
ま

で
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

1
0
0

内
内

4
9

2
1
.0
0

1
4
,3
8
5

－
無

伐
採
計
画

川
辺

町
（
岐

阜
県

）

伐
採
計
画

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林
経
営
計
画
の
内
容

伐
採

計
画

の
変

更
に
係

る
認

定
請

求
の

有
無

伐
採
等
の
事
後
届
に
お
い
て
、
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
伐
採
が
実

施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
届
出
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
の
確
認
な

ど
、
適
切
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
な
い
理
由
等

認
定

年
度

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

面
積

（
h
a）

立
木
材

積
（
㎥
）

施
業
履
歴

「
伐
採
計
画
」
及
び
「
伐
採
等
の
事
後
届
」
の
内
容

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

ど
お
り
に
伐

採
を
行

う
こ
と
が
で

き
な
か

っ
た
理

由
の

確
認

の
有

無

ⅱ
）
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い
な
か

っ
た
森

林
で
あ
る
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
例

（
1
0
市

町
村

1
2
計

画
）

3
2
4

ヒ
ノ
キ

（
人

）

ス
ギ

（
人

）
1

五
戸

町
（
青

森
県

）
2
5

2
佐

野
市

（
栃

木
県

）
2
4

ヒ
ノ
キ

（
人

）

7
伊

豆
市

（
静

岡
県

）
2
5

ス
ギ

（
人

）

ス
ギ

（
人

）

未
記
載

未
記
載

無
5
8

内
外

－

（
小

計
）

ヒ
ノ
キ

（
人

）

無 無

未
記
載

矢
板

市
（
栃

木
県

）

6
阿

賀
町

（
新

潟
県

）
2
4

ス
ギ

（
人

）

内
外

1
.8
2

6
4
2

5
2
4

1
.2
0

9
7

4
2
4

8
－



区
分

伐
採
等
の

事
後
届
の

届
出
年
月

日

伐
採
方
法

伐
採
時
期

伐
採
面

積
（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率

樹
種

等
林

齢

事
例

番
号

市
町

村
名

森
林
経
営
計
画
の
内
容

伐
採

計
画

の
変

更
に
係

る
認

定
請

求
の

有
無

伐
採
等
の
事
後
届
に
お
い
て
、
認
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
伐
採
が
実

施
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
届
出
者
に
対
し
、
そ
の
理
由
の
確
認
な

ど
、
適
切
な
指
導
が
行
わ
れ
て
い
な
い
理
由
等

認
定

年
度

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

面
積

（
h
a）

立
木
材

積
（
㎥
）

施
業
履
歴

「
伐
採
計
画
」
及
び
「
伐
採
等
の
事
後
届
」
の
内
容

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

ど
お
り
に
伐

採
を
行

う
こ
と
が
で

き
な
か

っ
た
理

由
の

確
認

の
有

無

4
1
、

4
6
、
7
1

内
内

6
.4
5

1
,8
0
7

－
間
伐

H
2
5
～
2
9

6
.4
5

2
5
7

1
4
%

3
1
、

3
9
、
4
3

内
内

3
.3
5

8
1
3

H
2
1

（
間

伐
2
.0
7
h
a）

－

9
.8
0

2
,6
2
0

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
6
.1
.1
4

間
伐

H
2
5
.4
～
1
2

7
.5
3

3
5
0

1
3
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
7
.3
.3
0

間
伐

H
2
6
.7

0
.7
9

1
1
9

2
6
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
6
.1
0
.1

間
伐

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ

（
人
）

H
2
6
.6
～
9

1
2
.6
6

4
9
9

7
3
%

伐
採
計
画

－

伐
採
等
の

事
後
届

H
2
6
.6
.2
0

間
伐

H
2
6
.4
.1
～
6
.2
0

0
.7
5

1
7
0

1
0
0
%

（
注

）
1 2 3 4 5 6 7 8

（
注

）
　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。

無

2
4

ス
ギ

（
人

）

（
小

計
）

　
宇

陀
市

で
は
、
計

画
全

体
と
し
て
の
年

度
ご
と
に
伐

採
の

実
施

状
況

の
管

理
を
行

っ
て
い
る
が
、
個

別
の
森

林
ご
と

に
、
伐
採
等
の
事
後
届
に
お
い
て
森
林
経
営
計
画
ど
お
り

に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
確

認
し
て
お

ら
ず
、
本
事
例
に
つ
い
て
も
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い

る
。

無

　
網

掛
け
は
、
経

営
計

画
の
認

定
要

件
に
照

ら
し
た
場

合
に
、
問

題
と
な
る
な
ど
の
適

切
で
な
い
内

容
を
示

す
。

　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。

　
「
森

林
経

営
計

画
の
内

容
」
の
各

欄
（
「
「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の
内

容
」
の
「
（
参

考
）
伐

採
立

木
材

積
率

」
欄

を
除

く
。
）
に
つ

い
て
は
、
調

査
対

象
と
し
た
経

営
計

画
及

び
伐

採
等

の
事

後
届

か
ら
抜

粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
森

林
経

営
計

画
の
内

容
」
の
「
樹

種
等

」
欄

に
お

い
て
、
「
（
人

）
」
は
人

工
林

、
「
（
天

）
」
は
天

然
林

で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示

す
。

　
「
「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の
内

容
」
の
「
伐

採
方

法
」
に
樹

種
等

を
記

載
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
森

林
経

営
計

画
上

の
樹

種
等

と
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

け
る
樹

種
等

が
異

な
る
も
の
を
示

す
。

　
「
伐

採
計

画
の
変

更
に
係

る
認

定
請

求
の
有

無
」
欄

は
、
伐

採
等

の
事

後
届

の
受

理
後

に
、
計

画
変

更
に
係

る
認

定
請

求
が
行

わ
れ
た
も
の
に
は
「
有

」
を
、
計
画

変
更

に
係

る
認

定
請

求
が
行

わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
は
「
無

」
を
そ
れ
ぞ
れ
記

載
し
て
い
る
。

1
2

西
都

市
（
宮

崎
県

）
2
4

ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ

（
人

）

内
ヒ
ノ
キ

（
人

）
2
1

1
1

延
岡

市
（
宮

崎
県

）
2
4

1
0

山
都

町
（
熊

本
県

）

無 無

未
記
載

伐
採
計
画

無
未
記
載

無

9
宇

陀
市

（
奈

良
県

）
2
5

ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ

（
人

）

0
.8
4

4
6
1

－
5
1

内
内

0
.8
7

無

　
「
計

画
ど
お

り
に
伐

採
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理

由
の
確

認
の
有

無
」
欄

は
、
伐

採
等

の
事

後
届

の
受

理
後

に
、
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理

由
の
報

告
を
求

め
る
な
ど
に
よ
り
個

別
に
確

認
し
て
い
た
も
の
に
は
「
有

」
、
個

別
に

確
認

し
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
は
「
無

」
を
そ
れ
ぞ
れ
記

載
し
て
い
る
。

1
7
0

－

未
記
載

無

　
西

都
市

で
は
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
こ

れ
ま
で
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
実
質
的
な
皆
伐
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

届
出

者
が
、
現

地
の
状

況
か
ら
み

て
、
間

伐
し
た
材

積
の

搬
出
が
困
難
と
判
断
し
、
材
積
を
搬
出
し
な
い
切
捨
て
間

伐
を
実

施
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
、
問

題
な
い
と

認
識

し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

1
5

内
内

　
「
森

林
経

営
計

画
の
内

容
」
欄

に
お

い
て
は
、
当

該
経

営
計

画
の
中

で
本

事
例

に
該

当
す

る
森

林
が
複

数
あ
る
場

合
、
面

積
が
大

き
い
な
ど
代

表
的

な
森

林
を
取

り
上

げ
た
も
の
で
あ
り
、
本

事
例

に
該

当
す

る
全

て
の
森

林
を
ま
と
め
て
記

載
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
延

岡
市

で
は
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
森
林
経
営
計
画
と
伐
採
等
の
事
後
届
で
当
該
森
林
の

樹
種

が
異

な
る
と
と
も
に
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
記

載
さ
れ
た
面

積
が
、
森

林
経

営
計

画
に
記

載
し
た
森

林
簿

に
お

け
る
森

林
面

積
を
上

回
っ
て
い
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
森

林
簿

の
情

報
と
現

地
の
状

況
が
一

致
し
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

　
山

都
町

で
は
、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て
森

林
経

営
計

画
ど
お

り
に
伐

採
が
行

わ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
こ

れ
ま
で
十

分
に
確

認
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
計

画
内

容
と
異

な
る
伐

採
を
行

う
場

合
の
計

画
変

更
の
必

要
性

を
判

断
で
き
ず

、
届

出
者

に
対

し
指
導
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

内
3
.6
6

6
8
3

－

未
記
載



【
森

林
経

営
計

画
の

認
定

要
件

】

○
　

森
林

法
施

行
規

則
（
昭

和
2
6
年

農
林

省
令

第
5
4
号

）
（
抜

粋
）

一

イ ロ ハ ニ

三

イ ロ

○
　

森
林

経
営

計
画

制
度

運
営

要
領

（
平

成
2
4
年

3
月

2
6
日

付
け

2
3
林

整
計

第
2
3
0
号

林
野

庁
長

官
通

知
。

最
終

改
正

：
平

成
2
6
年

3
月

1
8
日

付
け

2
5
林

整
計

第
8
7
5
号

）
（
抜

粋
）

① ②

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

標
準

伐
期

齢

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

区
域

の
場

合
、

森
林

の
種

施
業

方
法

（
伐

期
齢

）
区

分

伐
採

等
の

事
後

届
の

届
出

年
月

日

伐
採

方
法

伐
採

時
期

（
参

考
）

伐
採

時
の

林
齢

伐
採

面
積

（
h
a）

伐
採

立
木

材
積

（
㎥

）

（
参

考
）

伐
採

立
木

材
積

率

伐
採

計
画

間
伐

H
2
6

0
.8

6
9
8

2
5
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
0

主
伐

H
2
6
.1

0
(6

5
)

0
.8

4
2
5
2

－

伐
採

計
画

間
伐

H
2
8

0
.9

9
1
1
8

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.3

.2
0

主
伐

H
2
6
.1

0
(5

8
)

0
.9

9
4
0
2

－

伐
採

計
画

間
伐

H
2
7

5
.8

4
3
5
0

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
6
.7

.1
6

主
伐

H
2
6
.6

～
8

3
6

0
.1

3
2
6

－

伐
採

計
画

間
伐

H
2
7

3
.8

7
3
5
4

3
0
%

伐
採

等
の

事
後

届
H

2
7
.4

.2
7

主
伐

H
2
6
.4

～
2
7
.3

4
7

0
.1

7
2
4
4

－

（
注

）
1 2 3 4 5 6 7 8

（
注

）
　

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

　
「
伐

採
計

画
の

変
更

に
係

る
認

定
請

求
の

有
無

」
欄

は
、

伐
採

等
の

事
後

届
の

受
理

後
に

、
計

画
変

更
に

係
る

認
定

請
求

が
行

わ
れ

た
も

の
に

は
「
有

」
を

、
計

画
変

更
に

係
る

認
定

請
求

が
行

わ
れ

て
い

な
い

も
の

に
は

「
無

」
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
て

い
る

。

　
「
計

画
ど

お
り

に
伐

採
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
理

由
の

報
告

の
有

無
」
欄

は
、

伐
採

等
の

事
後

届
の

受
理

後
に

、
森

林
経

営
計

画
ど

お
り

に
伐

採
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
理

由
の

報
告

を
求

め
る

な
ど

に
よ

り
個

別
に

確
認

し
て

い
た

も
の

に
は

「
有

」
、

個
別

に
確

認
し

て
い

な
か

っ
た

も
の

に
は

「
無

」
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
て

い
る

。

　
「
森

林
経

営
計

画
の

内
容

」
の

各
欄

（
「
（
参

考
）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

け
る

施
業

基
準

」
欄

及
び

「
「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

」
の

「
（
参

考
）
伐

採
時

の
林

齢
」
欄

を
除

く
）
に

つ
い

て
は

、
調

査
対

象
と

し
た

森
林

経
営

計
画

及
び

伐
採

等
の

事
後

届
か

ら
抜

粋
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
な

お
、

　
「
「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

」
欄

の
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
に

お
け

る
「
（
参

考
）
伐

採
時

の
林

齢
」
欄

に
つ

い
て

、
（
　

）
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
伐

採
時

の
林

齢
が

記
載

さ
れ

て
い

た
も

の
で

あ
る

が
、

計
画

上
の

林
齢

と
は

一
致

し
な

い
も

の
を

示
す

。

　
「
森

林
経

営
計

画
の

内
容

」
の

「
樹

種
等

」
欄

に
お

い
て

、
「
（
人

）
」
は

人
工

林
で

あ
る

こ
と

を
示

す
。

　
「
森

林
経

営
計

画
の

内
容

」
の

「
（
参

考
）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

け
る

施
業

基
準

」
の

「
公

益
的

機
能

別
施

業
森

林
区

域
の

場
合

、
森

林
の

種
別

」
欄

に
お

い
て

、
「
水

源
涵

養
」
は

、
森

林
法

施
行

規
則

第
3
9
条

第
1
項

に
規

定
す

る
水

源
涵

養
機

能
維

持
増

進
森

林
を

示
す

。

　
ま

た
、

「
施

業
方

法
」
欄

の
「
伐

期
延

長
」
は

、
標

準
伐

期
齢

に
1
0
年

を
加

え
た

林
齢

を
示

す
。

　
「
森

林
経

営
計

画
の

内
容

」
欄

に
お

い
て

は
、

当
該

経
営

計
画

の
中

で
本

事
例

に
該

当
す

る
森

林
が

複
数

あ
る

場
合

、
面

積
が

大
き

い
な

ど
代

表
的

な
森

林
を

取
り

上
げ

た
も

の
で

あ
り

、
本

事
例

に
該

当
す

る
全

て
の

森
林

を
ま

と
め

て
記

載
し

た
も

の
で

は
な

い
。

　
網

掛
け

は
、

森
林

経
営

計
画

の
認

定
要

件
に

照
ら

し
た

場
合

に
、

問
題

と
な

る
な

ど
の

適
切

で
な

い
内

容
を

示
す

。

1
1
8
1

H
1
7

（
主

伐
3
.8

7
h
a）

無
無

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

4
0

－
－

内
内

3
.8

7

無

　
郡

上
市

で
は

、
森

林
経

営
計

画
で

予
定

し
て

い
た

間
伐

の
実

施
に

当
た

っ
て

作
業

路
網

を
開

設
す

る
必

要
が

生
じ

、
支

障
木

の
主

伐
を

行
っ

た
も

の
で

あ
っ

た
た

め
、

改
め

て
森

林
経

営
計

画
の

変
更

が
必

要
と

な
る

認
識

が
な

く
、

問
題

な
い

と
考

え
て

い
た

と
し

て
い

る
。

4
2
5

ス
ギ

（
人

）
4
6

内
内

5
.8

4
1
1
6
7

－
無

ヒ
ノ

キ
（
人

）
3
4

5
0

水
源

涵
養

伐
期

延
長

（
6
0
）

3

郡
上

市
（
岐

阜
県

）

2
4

内
0
.9

9
3
9
7

－
無

0
.8

6
3
9
5

H
2
0

（
間

伐
0
.8

6
h
a）

無
無

　
矢

板
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
こ

れ
ま

で
、

届
出

者
に

対
し

、
計

画
内

容
と

異
な

る
伐

採
を

行
う

場
合

の
計

画
変

更
の

必
要

性
を

指
導

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

7
6

3
5

－
－

内
外

無
5
8

3
5

－
－

内

1

矢
板

市
（
栃

木
県

）

2
4

ス
ギ

（
人

）

林
齢

認
定

年
度

樹
種

事
例

番
号

市
町

村
名

ス
ギ

（
人

）
2

2
4

図
表

 1
－

(2
)－

ウ
－

⑦
－

ⅲ
　

　
間

伐
が

計
画

さ
れ

て
い

た
森

林
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

主
伐

が
実

施
さ

れ
た

例

（
森

林
経

営
計

画
の

記
載

事
項

）
第

3
6
条

　
法

第
1
1
条

第
2
項

第
八

号
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

当
該

森
林

経
営

計
画

に
係

る
計

画
的

伐
採

対
象

森
林

（
森

林
経

営
計

画
の

対
象

と
す

る
森

林
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

森
林

以
外

の
森

林
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

う
ち

人
工

植
栽

に
係

る
も

の
の

立
木

の
樹

高

　
法

令
又

は
こ

れ
に

基
づ

く
処

分
に

よ
り

そ
の

立
木

の
伐

採
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
森

林
　

竹
林

　
そ

の
森

林
（
当

該
森

林
に

隣
接

し
て

い
る

森
林

を
含

む
。

）
の

面
積

が
著

し
く

小
さ

い
森

林
　

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

計
画

的
な

森
林

施
業

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

な
い

森
林

　
（
植

栽
、

間
伐

そ
の

他
の

森
林

施
業

の
合

理
化

に
関

す
る

基
準

）
第

3
8
条

　
法

第
1
1
条

第
5
項

第
二

号
イ

（
法

第
1
2
条

第
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

植
栽

、
間

伐
そ

の
他

の
森

林
施

業
の

合
理

化
に

関
す

る
基

準
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

森
林

経
営

計
画

の
内

容
伐

採
計

画
の

変
更

に
係

る
認

定
請

求
の

有
無

計
画

ど
お

り
に

伐
採

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由

の
確

認
の

有
無

伐
採

等
の

事
後

届
に

お
い

て
、

認
定

要
件

を
満

た
さ

な
い

伐
採

が
実

施
さ

れ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

届
出

者
に

対
し

、
そ

の
理

由
の

確
認

な
ど

、
適

切
な

指
導

が
行

わ
れ

て
い

な
い

理
由

等

　
計

画
対

象
森

林
に

公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

の
区

域
内

の
森

林
が

含
ま

れ
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
森

林
に

つ
い

て
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
公

益
的

機
能

別
施

業
森

林
の

区
域

に
お

け
る

施
業

の
方

法
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

　
当

該
森

林
経

営
計

画
に

係
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
に

該
当

す
る

も
の

（
以

下
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

」
と

い
う

。
）
に

つ
き

、
当

該
森

林
経

営
計

画
の

期
間

内
に

間
伐

の
た

め
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
立

木
の

材
積

が
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
始

期
に

お
け

る
当

該
森

林
の

立
木

の
材

積
の

1
0
0
分

の
3
5

以
下

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

　
（
略

）
　

当
該

森
林

経
営

計
画

の
期

間
内

に
主

伐
と

し
て

そ
の

立
木

を
伐

採
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
森

林
以

外
の

森
林

で
あ

る
こ

と
。

ハ
・
ニ

　
　

（
略

）

　
Ⅰ

　
森

林
経

営
計

画
　

 2
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
  
  
(2

) 
　

認
定

基
準

等

イ
　

法
第

1
1
条

第
５

項
第

３
号

に
規

定
す

る
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
照

ら
し

て
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

と
は

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全

て
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

と
す

る
。

　
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
立

木
竹

の
伐

採
（
主

伐
）
に

関
す

る
事

項
、

造
林

に
関

す
る

事
項

及
び

間
伐

・
保

育
に

関
す

る
事

項
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

施
業

履
歴

「
伐

採
計

画
」
及

び
「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

内
容

（
参

考
）
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

け
る

施
業

基
準

計
画

的
伐

採
対

象
森

林

計
画

的
間

伐
対

象
森

林

面
積

（
h
a）

立
木

材
積

（
㎥

）



図
表
１
－
(2
)－

ウ
－
⑦
－
ⅳ
　
　
主
伐
又
は
間
伐
を
実
施
し
た
森
林
の
一
部
が
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
例

　
（
注

）
下

線
は

、
当

省
が

付
し

た
。

1
2
4

H
2
7
.3

.2
0

ヒ
ノ

キ
間

伐
H

2
6
.1

2
1
.2

4
4
7

無
無

　
矢

板
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
こ

れ
ま

で
、

届
出

者
に

対
し

、
計

画
内

容
と

異
な

る
伐

採
を

行
う

場
合

の
計

画
変

更
の

必
要

性
に

つ
い

て
指

導
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

 　
な

お
、

当
省

の
調

査
結

果
を

受
け

て
、

矢
板

市
が

本
件

に
つ

い
て

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

請
求

者
に

、
森

林
経

営
計

画
と

は
異

な
る

森
林

施
業

を
行

っ
た

理
由

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
本

件
は

認
定

請
求

者
に

よ
る

「
伐

採
等

の
事

後
届

」
の

記
載

誤
り

（
本

来
で

あ
れ

ば
、

伐
採

計
画

に
基

づ
き

、
伐

採
し

た
森

林
を

記
載

す
べ

き
と

こ
ろ

を
誤

っ
て

、
別

の
森

林
を

記
載

し
て

し
ま

っ
た

と
の

こ
と

）
で

あ
り

、
実

際
に

は
森

林
経

営
計

画
と

異
な

る
森

林
施

業
は

行
わ

れ
て

い
な

い
と

い
う

事
実

が
判

明
し

て
い

る
。

2
2
5

H
2
7
.3

.2
ス

ギ
・
ヒ

ノ
キ

間
伐

H
2
6
.4

.1
～

2
7
.1

.3
1

0
.4

0
6
0

無
無

　
伊

豆
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

の
内

容
を

確
認

し
た

際
に

、
経

営
計

画
に

該
当

す
る

森
林

が
な

か
っ

た
こ

と
を

把
握

し
て

い
た

が
、

森
林

経
営

計
画

の
対

象
で

は
な

い
森

林
で

あ
る

か
、

本
来

は
森

林
経

営
計

画
に

含
ま

れ
る

べ
き

森
林

で
あ

っ
た

か
の

判
断

が
で

き
ず

、
届

出
者

に
対

す
る

指
導

ま
で

は
行

っ
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
  

な
お

、
当

省
の

調
査

結
果

を
受

け
て

、
伊

豆
市

が
本

件
に

つ
い

て
、

森
林

経
営

計
画

の
認

定
請

求
者

に
、

森
林

経
営

計
画

と
は

異
な

る
森

林
施

業
を

行
っ

た
理

由
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

次
の

よ
う

な
状

況
で

あ
っ

た
こ

と
が

判
明

し
て

い
る

。
　

本
件

は
認

定
請

求
者

が
森

林
所

有
者

等
か

ら
森

林
経

営
の

委
託

を
受

け
て

い
た

森
林

で
あ

っ
た

が
、

森
林

簿
上

は
「
そ

の
他

広
葉

樹
」
で

あ
っ

た
た

め
、

計
画

対
象

外
と

し
て

お
り

、
伐

採
計

画
に

は
加

え
て

い
な

か
っ

た
。

し
か

し
、

現
地

調
査

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

現
況

で
は

、
一

部
ス

ギ
・
ヒ

ノ
キ

が
植

生
し

て
い

た
た

め
、

伐
採

し
て

し
ま

っ
た

（
当

該
森

林
を

伐
採

す
る

場
合

、
本

来
で

あ
れ

ば
、

森
林

経
営

計
画

の
変

更
認

定
請

求
を

行
っ

た
上

で
伐

採
す

る
必

要
が

あ
っ

た
が

、
こ

の
よ

う
な

手
続

を
行

う
こ

と
な

く
伐

採
し

て
し

ま
っ

た
）
。

【
森

林
経

営
計

画
の
認
定
要
件
】

○
　
森

林
経

営
計

画
制
度
運
営
要
領
（
平
成
2
4
年
3
月
2
6
日
付
け
2
3
林
整
計
第
2
3
0
号
林
野
庁
長
官
通
知
。
最
終
改
正
：
平
成
2
6
年
3
月
1
8
日
付
け
2
5
林
整
計
第

8
7
5
号
）
（
抜
粋
）

伐
採
計
画

の
変
更
に

係
る
認
定

請
求
の
有

無

経
営

計
画

の
対

象
で
は

な
い
森

林
に
つ
い
て
、
主

伐
又

は
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
届

出
者

に
対

し
、
そ
の

理
由

の
確

認
な
ど
、
適

切
な
指

導
が

行
わ

れ
て
い
な
い
理

由
等

伐
採
等
の

事
後
届
の

届
出
年
月

日

樹
種

伐
採
方
法

　
Ⅰ

　
森

林
経

営
計

画
  

 2
　

森
林

経
営

計
画

の
認

定
  

  
 (

1
) 

　
認

定
請

求
の

資
格

等
  

  
  

  
 イ

　
計

画
対

象
森

林
の

要
件

等

　
森

林
経

営
計

画
の

計
画

対
象

森
林

は
、

法
第

1
1
条

第
1
項

並
び

に
令

第
3
条

第
1
号

及
び

第
2
号

に
定

め
る

一
体

と
し

て
整

備
す

る
こ

と
を

相
当

と
す

る
も

の
（
以

下
「
一

体
整

備
相

当
森

林
」
と

い
う

。
）
と

し
て

認
定

森
林

所
有

者
等

（
法

第
1
2
条

第
1
項

の
認

定
森

林
所

有
者

等
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

所
有

し
て

い
る

森
林

及
び

森
林

の
経

営
を

受
託

し
て

い
る

森
林

（
認

定
森

林
所

有
者

等
及

び
認

定
森

林
所

有
者

等
に

森
林

の
経

営
の

委
託

を
し

た
者

以
外

の
者

と
共

有
し

て
い

る
森

林
を

除
く

。
）
の

全
て

で
あ

り
、

計
画

期
間

中
に

施
業

を
実

施
す

る
予

定
の

な
い

森
林

や
保

護
の

み
の

対
象

と
な

る
森

林
も

計
画

対
象

森
林

と
な

る
。

　
こ

の
た

め
、

規
則

第
3
3
条

第
１

号
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

森
林

経
営

計
画

（
以

下
「
属

地
計

画
」
と

い
う

。
）
の

う
ち

同
号

イ
の

規
定

に
該

当
す

る
森

林
経

営
計

画
（
以

下
「
林

班
計

画
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

同
号

イ
に

基
づ

く
小

流
域

内
の

自
ら

が
森

林
の

経
営

を
行

う
全

て
の

森
林

、
属

地
計

画
の

う
ち

同
号

ロ
の

規
定

に
該

当
す

る
森

林
経

営
計

画
（
以

下
「
区

域
計

画
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

同
号

ロ
に

基
づ

く
区

域
（
以

下
「
一

体
整

備
相

当
区

域
」
と

い
う

。
）
内

の
自

ら
が

森
林

の
経

営
を

行
う

全
て

の
森

林
、

規
則

第
3
3
条

第
２

号
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

森
林

経
営

計
画

（
以

下
「
属

人
計

画
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

自
ら

が
森

林
の

経
営

を
行

う
全

て
の

森
林

は
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
対

象
と

す
る

必
要

が
あ

る
。

　
な

お
、

林
班

計
画

又
は

区
域

計
画

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

小
流

域
内

又
は

一
体

整
備

相
当

区
域

内
に

お
い

て
同

一
の

森
林

経
営

計
画

の
対

象
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

森
林

は
、

当
該

森
林

経
営

計
画

の
対

象
と

す
る

よ
う

指
導

す
る

こ
と

と
す

る
。

ま
た

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

後
、

森
林

の
経

営
の

委
託

を
受

け
る

こ
と

等
に

よ
り

新
た

に
要

件
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

森
林

は
、

そ
の

時
点

で
当

該
森

林
経

営
計

画
の

対
象

と
す

る
よ

う
指

導
す

る
こ

と
と

す
る

。
（
以

下
略

）

森
林
経
営

計
画
ど
お

り
に
伐

採
を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由
の
確

認
の
有
無

事
例

番
号

森
林
経

営
計
画

の
認
定

年
度

「
伐
採
等
の
事
後
届
」
の
内
容

伊
豆

市
（
静

岡
県

）

矢
板

市
（
栃

木
県

）

市
町

村
名

伐
採
時
期

伐
採
面

積
（
h
a）

伐
採
立

木
材
積

（
㎥
）



伐
採
計
画

の
変
更
に

係
る
認
定

請
求
の
有

無

経
営

計
画

の
対

象
で
は

な
い
森

林
に
つ
い
て
、
主

伐
又

は
間

伐
が

実
施

さ
れ

た
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
届

出
者

に
対

し
、
そ
の

理
由

の
確

認
な
ど
、
適

切
な
指

導
が

行
わ

れ
て
い
な
い
理

由
等

伐
採
等
の

事
後
届
の

届
出
年
月

日

樹
種

伐
採
方
法

森
林
経
営

計
画
ど
お

り
に
伐

採
を
行

う
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

理
由
の
確

認
の
有
無

事
例

番
号

森
林
経

営
計
画

の
認
定

年
度

「
伐
採
等
の
事
後
届
」
の
内
容

市
町

村
名

伐
採
時
期

伐
採
面

積
（
h
a）

伐
採
立

木
材
積

（
㎥
）

3
2
4

H
2
7
.3

.3
0

ス
ギ

間
伐

H
2
6
.8

0
.2

2
3
7

無
無

　
山

都
町

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
こ

れ
ま

で
、

計
画

内
容

と
異

な
る

伐
採

を
行

う
場

合
の

計
画

変
更

の
必

要
性

を
判

断
で

き
ず

、
届

出
者

に
対

し
指

導
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

  
な

お
、

当
省

の
調

査
結

果
を

受
け

て
、

山
都

町
が

本
件

に
つ

い
て

、
森

林
経

営
計

画
の

認
定

請
求

者
に

、
森

林
経

営
計

画
と

は
異

な
る

森
林

施
業

を
行

っ
た

理
由

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
本

件
は

認
定

請
求

者
が

森
林

所
有

者
等

か
ら

森
林

経
営

の
委

託
を

受
け

て
い

た
森

林
で

あ
っ

た
が

、
森

林
経

営
計

画
の

対
象

森
林

に
含

め
る

こ
と

を
失

念
し

て
い

た
（
当

該
森

林
を

伐
採

す
る

場
合

、
本

来
で

あ
れ

ば
、

森
林

経
営

計
画

の
変

更
認

定
請

求
を

行
っ

た
上

で
伐

採
す

る
必

要
が

あ
っ

た
が

、
こ

の
よ

う
な

手
続

を
行

う
こ

と
な

く
伐

採
し

て
し

ま
っ

た
）
た

め
、

発
生

し
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
。

4
2
4

H
2
6
.5

.1
2

ス
ギ

間
伐

H
2
6
.2

～
4

0
.3

8
1
6
6

無
無

　
延

岡
市

で
は

、
伐

採
等

の
事

後
届

に
お

い
て

森
林

経
営

計
画

ど
お

り
に

伐
採

が
行

わ
れ

て
い

た
か

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

十
分

に
確

認
で

き
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。
  

な
お

、
当

省
の

調
査

結
果

を
受

け
て

、
延

岡
市

が
本

件
に

つ
い

て
、

森
林

経
営

計
画

の
認

定
請

求
者

に
、

森
林

経
営

計
画

と
は

異
な

る
森

林
施

業
を

行
っ

た
理

由
を

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

本
件

は
認

定
請

求
者

が
森

林
所

有
者

等
か

ら
森

林
経

営
の

委
託

を
受

け
て

い
た

森
林

で
あ

っ
た

が
、

森
林

経
営

計
画

の
対

象
森

林
に

含
め

る
こ

と
を

失
念

し
て

い
た

（
当

該
森

林
を

伐
採

す
る

場
合

、
本

来
で

あ
れ

ば
、

森
林

経
営

計
画

の
変

更
認

定
請

求
を

行
っ

た
上

で
伐

採
す

る
必

要
が

あ
っ

た
が

、
こ

の
よ

う
な

手
続

を
行

う
こ

と
な

く
伐

採
し

て
し

ま
っ

た
）
た

め
、

発
生

し
た

こ
と

が
判

明
し

て
い

る
。

(
注

)
1 2 3 4 5

(
注

)
　

当
省

の
調

査
結

果
に
よ
る
。

　
「

森
林

経
営
計
画
ど
お
り
に
伐
採
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
確
認
の
有
無
」
欄
は
、
伐
採
等
の
事
後
届
の
受
理
後
に
、
森
林
経
営
計
画
ど
お
り
に
伐
採
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
報
告
を
求
め
る
な
ど
に
よ
り
個

別
に

確
認

し
て
い
た
も
の
に
は
「
有
」
、
個
別
に
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
は
「
無
」
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
て
い
る
。

　
「

伐
採

計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
請
求
の
有
無
」
欄
は
、
伐
採
等
の
事
後
届
の
受
理
後
に
、
計
画
変
更
に
係
る
認
定
請
求
が
行
わ
れ
た
も
の
に
は
「
有
」
を
、
計
画
変
更
に
係
る
認
定
請
求
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
は
「
無
」
を
そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
て
い
る
。

　
当

省
の

調
査
結
果
に
よ
る
。

　
「

「
伐

採
等
の
事
後
届
」
の
内
容
」
欄
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
と
し
た
伐
採
等
の
事
後
届
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「

「
伐

採
等
の
事
後
届
」
の
内
容
」
欄
に
お
い
て
は
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
中
で
本
事
例
に
該
当
す
る
森
林
が
複
数
あ
る
場
合
、
面
積
が
大
き
い
な
ど
代
表
的
な
森
林
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
本
事
例
に
該
当
す
る
全
て
の
森
林

を
ま

と
め

て
記
載
し
た
も
の
で
は
な
い
。

山
都

町
（
熊

本
県

）

延
岡

市
（
宮

崎
県

）



図表 1－(2)－ウ－⑧ 伐採等の事後届を受理した場合の対応を定めた通知 

○ 森林経営計画制度運営要領（平成 24 年 3 月 26 日付け 23 林整計第 230 号林野庁長官通知。最

終改正：平成 26 年 3 月 18 日付け 25 林整計第 875 号）（抜粋）  

 

Ⅰ 森林経営計画 

  6 伐採等の届出 

(1) 法第 15 条の規定に基づく届出は、規則第 44 条第 1項の規定によりの森林の伐採、造林、

作業路網の設置等につき行うこととされているが、これらの届出は、この制度の適確な

実施を図るための指導、助言その他の援助や認定の取消し等の資料となるので、当該届

出書の提出があったときは、その届出書に記載されている事項について現地調査その他

の方法により確認することとする。 

 

○ 伐採及び伐採後の造林の届出制度市町村事務処理マニュアルについて（平成 20 年 11 月 4 日

付け 20 林整計第 105 号林野庁計画課長通知。最終改正：平成 25 年 3 月 21 日付け 24 林整計第

263 号）（抜粋） 

 

Ⅱ 事務処理マニュアル 

5 森林経営計画に係る事後届出の事務処理等について（参考） 

森林経営計画の認定森林所有者等が、認定を受けた森林経営計画に従って立木の伐採及び

伐採後の造林を行う場合には、森林経営計画自体が伐採及び伐採後の造林を含む森林施業の

包括的な届出と同じ効果を有することから、伐採及び伐採後の造林の届出の特例として二重

手続き排除の観点から事前届出を不要としています。（法第 10 条の 8第 1項第 5号） 

一方、その森林経営計画に従った施業が行われているかどうかを確認し、森林経営計画が

求める森林資源の保続培養等が図られるようにするため、事後届出を要することとされてい

ます。（法第 15 条） 

森林経営計画は、森林所有者及び森林の経営の委託を受けた者による自発的意思に基づく

計画の作成及びその計画に従った計画的な森林の施業及び保護を期待する制度であり、認定

森林所有者等に対する各種の優遇措置が講じられていることから、当該森林経営計画に則し

た森林施業の実施が求められます。 

① 森林所有者等から、森林経営計画対象森林について事前届出がなされた場合は、 

ア 森林所有者等に対して、森林経営計画対象森林である旨を指導するとともに、 

イ 届出の内容が森林経営計画において定められている内容か否かを確認の上、 

ウ 森林経営計画において定められていない伐採及び伐採後の造林である場合は、事前に

森林経営計画の変更を行うことが必要である旨、 

エ また、森林経営計画において定められている伐採及び伐採後の造林であっても、法第

15 条の規定により事後届出を要する旨を指導します。 

 

② 認定森林所有者等から、事後届出がなされた場合は、 

    ア 届出の内容が森林経営計画に適合した内容か否かを確認の上、 

イ 万が一、適合していなければ、その旨を指導の上、認定森林所有者等に対して、森林

経営計画の遵守を指導します。 

 

なお、認定森林所有者等が指導に従わず、森林経営計画を遵守する意志が無いと認められ

る場合は、最終的に森林経営計画の認定取消しの処分を行うこととなりますが、認定の取消



しは森林経営計画制度の実効性を確保するための最終的な措置であることから、その事態が

発生しないよう事前の指導に十分に努めるとともに、認定の取消しにより森林経営計画の始

期に遡って優遇措置（税制・造林補助制度等）が不適用となる旨を、あらかじめ認定森林所

有者等に周知しておくことが必要です。また、森林経営計画の認定の取消しは、行政手続法

に基づく不利益処分となることから、同法の規定に従い、認定森林所有者等に対し十分な弁

明の機会等を与えた上で判断することが必要です。 

（注）1 下線は、当省が付した。 

2 表中の「法」とは森林法を、「規則」とは森林法施行規則を、「認定森林所有者等」とは

森林経営計画の認定を受けた森林所有者等をそれぞれいう。 



 

 

 

（3）森林の公益的機能を発揮させるための制度の適正な運用 

勧          告 説明図表番号 

森林は、木材生産機能だけではなく、土砂災害の防止や水源の涵養といった公益的

機能も有し、我が国の国土を保全していく上で重要な役割を果たしている。 

平成 13 年に日本学術会議が農林水産大臣へ答申した「地球環境・人間生活にかか

わる農業及び森林の多面的な機能の評価について」（注 1）によると、森林の有する多

面的機能（注 2）が発揮される分野は、生物多様性保全機能や水源涵養機能など 8 分野

に及び、その貨幣評価額は年間約 67 兆円を超えると試算されている。 

また、森林は一度伐採すると、その再生には時間を要するため、無秩序な伐採は

避けるべきであり、伐採を行う場合であっても、森林の公益的機能の発揮の観点か

ら、伐採後の造林が必要となるが、伐採跡地が放置され、裸地化（注 3）が進むと、雨

水を浸透させる能力が低下し、降雨などによって土砂流出の危険性が高まる。さら

に、森林は適度な間伐を実施しないと、林内が過密状態となるため、十分な光が届

かず、樹木は幹や根を十分に発達させることができない、いわゆるモヤシのような

状態となり、水資源の確保など森林の持つ公益的機能の発揮に影響を及ぼすおそれ

がある。 

森林法では、こういった森林の各種機能に着目し、民有林であっても公益的機能

の発揮が特に要請される森林について、農林水産大臣又は都道府県知事が保安林と

して指定し、立木の伐採等を規制しており、間伐等の森林施業が十分に行われてお

らず、保安林本来の目的が失われるおそれがある保安林については、都道府県知事

が森林所有者等に自発的な森林施業の実施を促し、所有者等がこれに従わない場合

は、最終的に同知事が、所有者に代わって必要な治山事業を行うことができる仕組

みが設けられている。また、市町村長においても、市町村森林整備計画において、

森林の公益的機能の維持増進を図るため、森林の各機能に応じた伐期齢や伐採面積

など推進すべき森林施業方法を定めた森林を「公益的機能別施業森林」として設定

し、森林所有者等が立木を伐採する場合は、市町村に対し、事前に伐採及び伐採後

の造林の届出書を提出させることによって、伐採等の計画が市町村の定めた施業方

法に適合しているかどうかをチェックできる仕組みが設けられている。 

今回、調査対象とした 17 道府県及び 39 市町村における、保安林等の公益的機能を

発揮するための森林施業の実施状況を調査した結果、以下のとおり、森林所有者等に

よって必要な森林施業が適切に実施されていないことにより、森林の公益的機能の発

揮に影響を及ぼすおそれのある例がみられた。 

(注1)  農林水産省は、農業や森林の有する真の価値について正しい理解と社会的認知を得るため、

日本学術会議法（昭和23年法律第121号）第4条の規定に基づき、平成12年12月に農林水産大

臣から日本学術会議会長に対して、「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的

な機能の評価について」の諮問を行い、同会議は、13年11月に答申を取りまとめている。 

(注2)  日本学術会議が取りまとめた「地球環境･人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能

の評価について」（平成13年11月）によると、森林の有する様々な機能について､林産物生産

機能を含む全ての機能を「多面的機能」と称し､林産物生産機能を除く場合は「公益的機能」

と称している。本細目では、林産物生産機能を除く「公益的機能」に重点を置き、整理を行

ったことから、公益的機能という表現で統一した。 

(注3)   「裸地」とは、草木が生えておらず、岩や土がむきだしになっている状態の土地のことであ

る。 
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図表 1-(1)-⑩ 

（再掲） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

ア 道府県知事が森林法に基づき選定した「要整備森林」の森林所有者等に対し、

必要な森林施業の実施を適切に促していないことから、森林施業が実施されてい

ない例 

   森林法第 25 条又は第 25 条の 2の規定に基づき、指定された保安林は、平成 27

年 3月末現在、全国で約 1,214万 haあり、全森林面積の約 5割を占めている。こ

のうち、森林面積が最も多い保安林は、水源かん養保安林の約 917 万 ha（全保安

林の 75.5％）であり、次いで土砂流出防備保安林の約 258 万 ha（同 21.3％）と

なっている。  

保安林に指定されると、その所有者等は、立木を伐採する際には、森林法の規

定に基づき、都道府県知事の許可を受け、又は事前の届出を行う必要があり、①

保全措置が特に必要な保安林の場合は「禁伐」として伐採そのものが禁止され、

②伐採が認められる場合であっても、保安林の種類によっては、森林の持つ公益

的機能の著しい変化を避けるために、必要な立木を選定しながら伐採を行う「択

伐」が必要となり、③全ての立木の伐採が認められる「皆伐」を行うことができ

る保安林の場合も、1 か所当たりの上限面積が 20ha に制限されるなど、厳しい伐

採規制がかけられている。 

他方、森林は、伐採さえ行わなければ、その機能が十全に発揮されるといった

ものではなく、特に、人の手によって植林された人工林の場合、森林施業を定期

的に行わないと、樹木の生長が十分に促進されず、その結果、そのような森林

は、降雨などによる土砂の流出や、雪や風による倒木など災害の危険性が高ま

る。 

このようなことから、平成 16 年に森林法が改正され、森林施業が十分実施さ

れていないことにより、水源の涵養や山地災害の防止等、保安林本来の目的であ

る公益的機能の発揮に支障が生じていると判断される森林については、森林法第

39 条の 3第 1項の規定に基づき、農林水産大臣が「特定保安林」として指定を行

い、その区域内に地域森林計画の対象となっている民有林がある場合は、都道府

県知事が、同法第39条の 4第 1項の規定に基づき、地域森林計画において「要整

備森林」として選定し（注4）、同法第 39 条の 5及び第 39 条の 7 の規定に基づき、

森林所有者等に対して必要な森林施業の勧告を行い、勧告に従わない場合等に

は、森林所有者等に対して権利移転等の協議を勧告し、当該協議が調わない場合

は、同知事が森林所有者等に代わって保安施設事業を行うことのできる制度が創

設されている。 

林野庁では、要整備森林を選定した場合の森林所有者等に対する森林施業の勧

告について、「要整備森林に係る施業の勧告等の実施について」（平成 16年 4月

1 日付け 15 林整計第 353 号林野庁長官通知。最終改正：平成 25 年 3 月 29 日付け

24 林政企第 120 号。以下「要整備森林に係る勧告までの実施手順を定めた通知」

という。）において、次のとおり、実施手順を定めている。 
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勧          告 説明図表番号 

① 都道府県知事は、要整備森林を選定した際には、森林所有者等に対し、その

所在、実施すべき施業の方法及び時期について、文書による通知を行うこ

と。 

② 上記通知後も通知に沿った施業が実施されていない又は実施される見込みが

ない場合は、林道又は作業路の被災等により要整備森林までの通行が困難に

なるなど施業を実施できない特段の理由が認められない限り、施業の勧告を

行うこと。 

③ 要整備森林に係る施業の勧告は、造林、保育、伐採等の施業の区分ごとに実

施期限を定めて行うものとし、その実施期限は、施業の時期、準備期間等を

考慮して、おおむね 6か月から 1年までの範囲内で定めること。 

（注4）  森林法上は、「要整備森林の選定」という用語は用いられておらず、正確には、第39

条の4第1項において、都道府県知事は、地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当

該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、

次に掲げる事項（造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認

められる森林（要整備森林）の所在など）を追加して定めなければならないと規定され

ているが、本文では、当該制度の説明の便宜上、「選定」という用語を用いることとし

た。 

 

調査対象とした 17 道府県が平成 26 年度末時点で選定していた要整備森林につ

いて、道府県の森林所有者等に対する必要な森林施業の働きかけの状況を調査し

たところ、次のとおり、必要な森林施業の実施を適切に促していないことから、

依然として森林施業が実施されていない例がみられた。 

① 間伐等が十分に実施されていない水源かん養保安林等を要整備森林として選

定し、相当期間が経過しているが、森林所有者等に必要な森林施業の通知を行

うことができておらず（2 県 34 事例）、中には、要整備森林を選定してから 8

年以上経過している例もみられた。（1県 7事例） 

  これについて、当該 2県では、森林所有者等に対し事前の説明をせずに文書

による通知を送ってしまうとトラブルを招く可能性があるなどとして、要整備

森林の選定後、通知前の説明を森林組合に任せていたところ、双方の意思疎通

が十分ではなかったこともあり、結果として県から森林所有者等への森林施業

の通知を行うことができていなかったが、今後は、森林組合とも十分に連携し

つつ、森林所有者等に対し、必要な森林施業の働きかけを的確に実施したいと

している。 

   

② 間伐が十分に実施されていない土砂流出防備保安林を要整備森林として選定

しているものの、選定後に森林所有者等の所在が不明であることが判明し、必

要な森林施業の通知を行うことができておらず、その後も有効な措置を講ずる

ことができないまま、10 年以上の年月が経過している例がみられた。（1 県 2

事例） 

  保安林が、その指定の目的に即して機能しておらず、森林施業を早急に実施

しなければならない状態となっているにもかかわらず、森林所有者等と権利

の移転等の協議を行うことができない場合は、森林法第 41 条第 3 項に規定す
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勧          告 説明図表番号 

る保安施設事業により、都道府県知事が森林所有者等に代わって、必要な整

備を行うことも可能であることから、本件については、森林の現況に応じ、

同事業の活用を含めた適切な対応を検討すべきであったと考えられる。 

  これについて、当該県では、改めて現地調査を行った上で、保安施設事業を

活用し、要整備状態を解消したいとしている。 

 

③ 間伐が十分に実施されていない水源かん養保安林等を要整備森林として選定

し、森林所有者等に必要な森林施業の通知を行っているが、通知後約6年又は

約 8年が経過し、林道の被災等により要整備森林までの通行が困難になるなど

施業を実施できない特段の理由がないにもかかわらず、森林の施業を行って

いない森林所有者等に対し、実施期限を定めた施業の勧告を行っていない例

がみられた。（1県 11 事例） 

これについて、当該県では、要整備森林の選定時には、森林所有者等の間

伐の実施の意向を確認できていたかもしれないが、その後の経済事情の変化

により、間伐を実施できていないものが多く、勧告をちゅうちょしてしまっ

たとしている。 

しかしながら、本件については、ⅰ）要整備森林に選定され、施業の通知

を行ってから、少なくとも 6年以上が経過しているにもかかわらず、依然とし

て施業が完了していないこと、ⅱ）林野庁が示した、要整備森林に係る勧告

までの実施手順を定めた通知においても、施業の通知後も施業が実施されて

いない場合、特段の理由が認められない限りは、施業の勧告を行うとの考え

が示されていること、ⅲ）要整備森林の森林所有者等の一部である町有林の

担当者は、当省の調査により初めて、当該森林に選定されていることを認識

したとしていることなどを踏まえると、森林所有者等に施業の勧告を行い、

要整備森林の解消に向けた取組を一層推進するよう働きかける必要があった

と考えられる。 

 

要整備森林は、森林法の規定に基づき、森林所有者等に森林施業を実施させ、

早期に森林の機能の回復を図る必要があるとして都道府県が選定するものである

ため、選定後、森林所有者等に必要な森林施業の実施を長期間促さず、放置して

おくことは、森林の公益的機能の発揮に影響を及ぼすことが懸念される。一方

で、都道府県が要整備森林を選定して長期間が経過し、現在までに特段の問題が

生じていないのであれば、当時の選定が適切ではなかった可能性も考えられる。

このため、林野庁は、全国の都道府県に対し、要整備森林を選定後に森林所有者

等に必要な森林施業の実施を促していない例がないか点検させ、選定から長期間

が経過している例がみられた場合は、保安林の目的に即した要整備森林の選定と

なっているのか、速やかに現地調査を行うなどして森林の荒廃の程度を把握させ

た上で、改めて森林所有者等に施業を行わせることが適当であるか適切に判断さ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

せ、必要であれば、要整備森林の解消に向けて、確実に森林所有者等に森林施業

の実施を促す必要があると考えられる。 

 

イ 市町村が設定した「公益的機能別施業森林」において、定められた森林施業の

方法によらず、森林の伐採を行うことを計画しているなど、市町村森林整備計画

に沿った適切な対応が行われていない例 

市町村長は、森林法第10条の5第 1項の規定に基づき、その区域内にある地域

森林計画の対象となっている民有林について、5 年ごとに市町村森林整備計画を

たてなければならないとされており、同計画には、同条第 2 項の規定に基づき、

立木の標準伐期齢、造林、間伐の標準的な林齢のほか、「公益的機能別施業森林

区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能

別施業森林の整備に関する事項」を定めなければならないとされている。 

林野庁が各市町村に示した「市町村森林整備計画制度等の運用について」（平

成 3 年 7 月 25 日付け 3 林野計第 305 号林野庁長官通知。最終改正：平成 27 年 3

月 31 日付け 26 林整計第 883 号。以下「市町村森林整備計画の運用に関する通

知」という。）によると、公益的機能別施業森林区域について、①水源の涵養の

機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林（以下「水源涵養機能森

林」という。）、②土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべき森林（以下「土砂災害防止等機能森林」とい

う。）、③快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林、④保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とい

った四つの公益的機能に着目した森林が例示（注 5）されており、市町村は、市町村

森林整備計画において、これらの森林の種類別に適切な森林施業の方法を定め、

該当する森林は、それぞれの機能別に林班及び小班により特定できるようにして

おかなければならないとされている。 

市町村森林整備計画の運用に関する通知では、公益的機能別施業森林区域ごと

の具体的な森林施業の方法が示されており、例えば、①水源涵養機能森林につい

ては、水源かん養保安林やダム集水区域などの水源地周辺の水源涵養機能が高い

森林について区域を設定し、森林施業は、下層植生や樹木の根を発達させる施業

を基本とした上で、主伐を行う場合の下限時期として、標準伐期齢に 10 年を加

えた林齢を定めること、②土砂災害防止等機能森林については、土砂崩壊防備保

安林や土砂流出防備保安林などの山地災害の発生により人命・人家等施設への被

害のおそれのある森林について区域を設定し、森林施業は、原則として複層林施

業（注 6）を推進させることとし、適切な伐区の形状・配置等により伐採後も機能の

確保ができる森林については、主伐を行う場合の下限時期として、標準伐期齢の

おおむね 2倍以上の林齢を定めることとされている。 

また、林野庁では、伐採後の造林方法について、人が苗木などを植栽する「人

工造林」と、人工的な植栽を行わず、自然に落下した種子や残された根株の休眠

芽などの生育を期待する「天然更新」の二つの造林方法を認めている。市町村森
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勧          告 説明図表番号 

林整備計画の運用に関する通知によると、市町村は、市町村森林整備計画におい

て、人工造林を行う場合の標準的な樹種別植栽本数や、天然更新を行う場合の更

新が完了したとみなす期待成立本数を定めることとされているほか、天然更新が

期待できず、人工的な植栽によらなければ適確な森林の育成が困難な森林につい

ては、「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」として区域を定め、森林

所有者等に必要な指導を行うこととされている。 

これに対し、森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林（保安

林を除く。）の立木を伐採する場合は、森林法第 10 条の 7 の規定に基づき、市

町村森林整備計画に従って、森林の施業及び保護を実施しなければならず、ま

た、同法第 10 条の 8 第 1 項の規定に基づき、伐採を開始する日の 90 日から 30

日前までに、市町村長に対し、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、

伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書

を提出しなければならないとされている。 

さらに、市町村長は、森林法第 10 条の 9 第 1 項の規定に基づき、伐採及び伐

採後の造林の届出書に記載された伐採面積、伐採方法、伐採齢等に関する計画が

市町村森林整備計画に適合しないと認められる場合は、当該届出書を提出した者

に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずること（以下

「伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令」という。）ができるとされている。

林野庁では、「伐採及び伐採後の造林の届出制の運用について」（昭和 49 年 10

月 31 日付け 49 林野計第 479 号林野庁長官通知。最終改正：平成 24 年 3 月 28 日

付け23林整計第315号。以下「伐採及び伐採後の造林届出の運用に関する通知」

という。）を発出し、伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令を行う場合とし

て、市町村森林整備計画において、例えば、①公益的機能別施業森林のうち人

家、農地等の保全のため伐採の方法について択伐による複層林施業を推進すべき

ものと定められている森林、②植栽によらなければ適確な更新が困難な森林とし

て人工造林の標準的な方法等が定められている森林などであるにもかかわらず、

伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された計画内容がこれらの事項に適合しな

い場合のほか、伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された計画内容が市町村森

林整備計画に定める標準的な方法と著しく異なり、森林の有する公益的機能の発

揮に支障を及ぼすおそれのある場合を挙げている。 

（注5） 林野庁が例示した四つの公益的機能別施業森林以外で、その他の公益的機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林がある場合は、市町村が独自に区域を設定するこ

とも認められている。 

（注6） 「複層林施業」とは、全ての木を一斉に伐採するのではなく、必要な分だけ抜き伐り

し、そこに新たに苗木を植林する又は既に自然に生育している稚樹を育成する施業方法の

こと。このうち、択伐により複層林を育成する施業のことを「択伐による複層林施業」と

いう。 

 

調査対象とした 39 市町村において、平成 26 年度に受理した伐採及び伐採後の

造林の届出書のうち、皆伐する計画となっていた届出書を抽出し（注 7）、届け出

られた森林施業の内容を確認したところ、次のとおり、水源涵養機能森林又は土

 

 

 

 

 

 

図表 1-(3)-③ 
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砂災害防止等機能森林について、市町村森林整備計画に定められた森林施業の方

法に適合していないため、森林の公益的機能の低下が懸念される例がみられた。 

① 水源涵養機能森林又は土砂災害防止等機能森林について、市町村森林整備計

画に定められた伐期齢に達していない森林を皆伐する計画の届出書であるにも

かかわらず、必要な是正指導を特段行うことなく、届出書を受理している例が

あった（皆伐面積が1ha以上のものが 3市町村 8事例あり、最大のもので15ha

を超える事例あり）。また、この 8 事例の中には、標準伐期齢にすら達してい

ない森林であるにもかかわらず、皆伐を計画する届出書を受理している例もあ

った。（2市町村 3 事例） 

当該 3 市町村では、伐期齢に達していない森林を皆伐する計画であったとし

ても、伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令の対象になるかどうかが、伐採

及び伐採後の造林届出の運用に関する通知をみても判然とせず、制度の枠組み

が届出であるため、森林所有者等の判断を優先せざるを得ないなどとしてい

る。 

 

② 水源涵養機能森林又は土砂災害防止等機能森林について、市町村森林整備計

画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林区域に設定しているこ

とから、伐採後は人工造林が必要となるにもかかわらず、天然更新による造林

を計画する届出書を受理している例があった。（3市町村 7事例） 

当該 3 市町村では、昨今は木材価格の低迷等によって、森林所有者等の経営

意欲が減退しており、金銭的な負担を伴う人工造林は求めづらいことや、市町

村内全域の民有林や人工林を植栽によらなければ適確な更新が困難な森林区域

に設定しているが、場所によっては、天然更新による造林が可能な場所があり

得ることから、天然更新による造林計画があったとしても変更を求めることま

ではできないなどとしている。 

 

私有林は私的財産であるため、森林所有者等に対する伐採等の規制は、必要最

小限にとどめるべきである。一方で、①森林は、国民が様々な形で恩恵を受ける

公的な財産としての性格を持ち、その中でも公益的機能別施業森林は、市町村が

水源涵養機能森林等の公益的機能が特に発揮されるべき森林として設定するもの

であること、②「環境林整備事業」（国庫補助事業）の「公的森林整備」の補助

金額の算出方法をみると、水源涵養機能森林等の公益的機能別施業森林について

は、他の森林に比べ 2 倍の査定係数（注 8）が設定されていることを踏まえると、市

町村森林整備計画に適合しない計画内容について、森林の公益的機能への影響度

を十分考慮することなく、単に届出制度であるからといった理由や専ら森林所有

者等の経済的事情への配慮から、必要な是正指導を行わないといった市町村の対

応は適切ではないと考えられる。 

（注7）  皆伐面積の大きいものから順に20件（20件に満たない場合は全件）を抽出した。 

（注8） 林野庁の「環境林整備事業」の補助金額は、「標準単価×実施面積×補助率×査定係数

/100」の算定式によって算出されるが、「環境林整備事業」の実施要領によると、「公的

森林整備」（自助努力等によって適切な森林整備が期待できない森林について、地方公共
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団体と森林所有者による協定等に基づいて行う森林整備）を行う場合の査定係数は、公益

的機能別施業森林の場合は「180」であるのに対し、その他森林は「90」とされている。 

 

また、公益的機能別施業森林は、民有林であっても公益的機能の発揮が特に期

待される森林として、市町村がその目的に応じた森林区域を設定するものである

が、調査対象とした 39 市町村の中には、どのような森林であっても、少なから

ず水源涵養機能は有しているなどとして、市町村内に所在する全民有林を水源涵

養機能森林に一律に設定している市町村が 11 市町村（平成 26 年度末時点）みら

れた。市町村森林整備計画の運用に関する通知によると、水源涵養機能森林の設

定は、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源池周辺の森林など水源涵

養機能が高い森林について定めるとされており、このような全民有林に対する一

律の設定が森林の機能特性に適切に応じたものとなっているか検証を行う必要が

ある。さらに、調査対象とした 39 市町村の中には、前述のとおり、植栽によら

なければ適確な更新が困難な森林区域に設定しているにもかかわらず、天然更新

を認め、その理由として、民有林全域や人工林全域を当該森林区域に設定してお

り、場所によっては、天然更新可能なものが含まれていることを挙げている市町

村がみられた。 

公益的機能別施業森林や植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に設定さ

れると、①例えば、水源涵養機能森林であれば、市町村森林整備計画の運用に関

する通知に基づき、市町村森林整備計画において、主伐は、標準伐期齢に 10 年

を加えた林齢以上で行うこととなること、②植栽によらなければ適確な更新が困

難な森林であれば、人工造林を行うことが求められることから、森林所有者等に

も影響が及ぶこととなる。市町村が現場の状況を十分に踏まえず、市町村森林整

備計画において一律に森林施業の方法を示すことは、市町村森林整備計画の形骸

化にもつながりかねないと考えられるため、公益的機能別施業森林や植栽によら

なければ適確な更新が困難な森林の設定は必要な範囲内で適切に行うよう、厳格

に運用すべきであると考えられる。 
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-①（再掲） 

【所見】 

 したがって、農林水産省は、公益的機能を発揮するための森林施業を一層推進す

る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 都道府県に対し、要整備森林を選定したにもかかわらず、森林所有者等に必要

な森林施業の通知や勧告を行っていない例がないか点検させ、当該通知や当該勧

告を行っていない例がみられた場合は、早急に現地調査を行うなどして、当該森

林の現況を把握した上で、施業の必要性を改めて判断し、適切な対応を図るよう

要請すること。 

② 市町村に対し、森林所有者等から、市町村森林整備計画に定められた森林施業

の方法に適合しない計画内容の伐採及び伐採後の造林の届出書を受理したとき

は、届出内容の変更を促すための森林所有者等に対する指導を十分に行い、指導

を行っても、なお届出内容の変更がなされない場合は、現地調査を行うなどし
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て、森林の公益的機能への影響度を確認し、必要に応じて伐採及び伐採後の造林

の計画の変更命令を発出することを要請すること。 

さらに、市町村森林整備計画に定められた森林施業の方法が遵守されるよう市

町村に対し、現状の公益的機能別施業森林及び植栽によらなければ適確な更新が

困難な森林が、本来持つべき機能特性に応じたものとなっているかの点検を行

い、その結果を踏まえ、必要性を超えて設定しているところがあれば、市町村森

林整備計画の次回改定時に当該森林の設定を見直すよう要請すること。 

 



(1)

① 植物種保全

② 動物種保全（鳥獣保護）

③ 菌類保全

④ 河川生態系保全

⑤ 沿岸生態系保全（魚つき）

⑥ 二酸化炭素吸収

⑦ 化石燃料代替エネルギー
(5)

(6)

(7)

⑧ 落石防止

⑨ 土石流発生防止・停止促進

⑩ 飛砂防止
(9)

(10)

⑪ 雪崩防止

⑫ 防風

⑬ 防雪

⑭ 防潮など
(12) →

(13)

(14)

(15)

⑮ 夏の気温低下（と冬の気温上昇）

⑯ 木陰

⑰ 塵埃吸着

⑱ 汚染物質吸収

⑲ 騒音防止

⑳ アメニティ
(19) 療養 ㉑ リハビリテーション

㉒ 休養（休息・リフレッシュ）

㉓ 散策

㉔ 森林浴

㉕ 行楽

㉖ スポーツ

㉗ つり
(22)

㉘ 生産・労働体験の場

㉙ 自然認識・自然とのふれあいの場
(24)

(25)

(26)

(27)

㉚ 燃料材

㉛ 建築材

㉜ 木製品原料

㉝ パルプ原料
(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

図表 1－(3)－①　森林の有する各種多面的機能と貨幣評価額

（注） 　日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」（平成13年11月）に基づき、当省が作成し
た。

観賞用植物

工芸材料 

物質生産機能8

肥料

飼料

薬品その他の工業原料

抽出成分

緑化材料

食料（きのこ等）

6

景観（ランドスケープ）・風致
(23)

保健・レクリエーショ
ン機能

伝統文化

地域の多様性維持（風土形成）

文化機能7

学習・教育

芸術

(20) 保養

レクリエーション(21)

木材(28)

宗教・祭礼

4

5

洪水緩和

水資源貯留

水量調節

水質浄化

水源涵養機能

気候緩和(16)

大気浄化(17)

快適生活環境形成(18)

快適環境形成機能

土壌保全（森林の生産力維持）
 その他の自然災害防止機能(11)

土砂災害防止機能
／土壌保全機能

3

地球環境保全機能

表面侵食防止

表層崩壊防止
その他の土砂災害防止(8)

土砂流出防止

地球気候システムの安定化

地球温暖化の緩和

(3)

(4)

大分類 中分類 小分類
1

2

遺伝子保全
生物種保全

生態系保全

生物多様性保全機
能 (2)

火力発電所の二酸化

炭素回収装置を代替

財として評価

（１兆2,391億円/年）

砂防ダムを代替財とし

て評価

（28兆2,565億円/年）

土留工を代替財として

評価

（8兆4,421億円/年）

治水ダムを代替財とし

て評価

（6兆4,686億円/年）

利水ダムを代替財とし

て評価

（8兆7,407億円/年）

雨水利用施設及び水

道施設を代替法財とし

て評価

貨幣評価額の合計

約67兆7,831億円/年



図表 1－(3)－② 森林が失われることによる公益的機能の発揮への影響度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 林野庁が作成した「森林・林業・木材産業の現状と課題」による。 

森林の国⼟保全機能への影響度（流出⼟砂量の⽐較） 

森林の⽔源涵養機能（⽔資源貯留機能の⽐較） 



図表 1－(3)－③ 森林の公益的機能を発揮するための森林施業に関係する森林法の条文 

○ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）（抜粋） 

 

第 2 章の 2 営林の助長及び監督等 

第 1節 市町村等による森林の整備の推進 

 

（市町村森林整備計画） 

第 10 条の 5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につ

き、5 年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期

をその計画期間の始期とし、10 年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければな

らない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域

森林計画の対象となった市町村にあっては、その最初にたてる市町村森林整備計画につ

いては当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林

整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続き

たてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなけ

ればならない。 

2  市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 

二 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する

事項（間伐に関する事項を除く。） 

三 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項 

四 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育

の基準 

五 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の

方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 

六～十 （略） 

 

（市町村森林整備計画の遵守） 

第 10 条の 7 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者（以

下「森林所有者等」という。）は、市町村森林整備計画に従って森林の施業及び保護を実

施することを旨としなければならない。 

 

（伐採及び伐採後の造林の届出等） 

第 10 条の 8 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林（第 25 条又は第

25 条の 2 の規定により指定された保安林及び第 41 条の規定により指定された保安施設

地区の区域内の森林を除く。）の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところに

より、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採

後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐

採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

一～十二 （略） 

2  森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された

届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報

告しなければならない。 

3   第 1 項第十号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水

産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。 

 



（伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等） 

第 10 条の 9 市町村の長は、前条第１項の規定により提出された届出書に記載された伐

採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する

計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対

し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。 

2  前項の命令があったときは、その命令があった後に行われる立木の伐採については、

同項の届出書の提出はなかったものとみなす。 

3  市町村の長は、前条第 1項の規定により届出書を提出した者の行っている伐採又は伐

採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の

造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従っていないと認めるときは、その者に

対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従って伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨

を命ずることができる。 

4  市町村の長は、前条第１項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した

者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又は

その者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたなら

ば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又

は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要か

つ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地に

つき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。 

一 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させ

るおそれがあること。 

二 伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生

させるおそれがあること。 

三 伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に

著しい支障を及ぼすおそれがあること。 

四 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。 

 

（施業の勧告等） 

第 10 条の 10 市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画

を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるとき

（次項に規定する場合を除く。）は、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示し

て、これに従って施業すべき旨を勧告することができる。 

2～8 （略） 

 

第 3 章 保安施設 

   第 1 節 保安林 

 

（指定） 

第 25 条 農林水産大臣は、次の各号（指定しようとする森林が民有林である場合にあっ

ては、第一号から第三号まで）に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林（民

有林にあっては、重要流域（二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又

は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。）内に

存するものに限る。）を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第 3 条の

規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法 （昭和 47 年法律第 85 号）第

14 条第１項 の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定すること

ができない。 

一 水源のかん養 

二 土砂の流出の防備 



三 土砂の崩壊の防備 

四 飛砂の防備 

五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備 

六 なだれ又は落石の危険の防止 

七 火災の防備 

八 魚つき 

九 航行の目標の保存 

十 公衆の保健 

十一 名所又は旧跡の風致の保存 

2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、

海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。 

3 農林水産大臣は、第１項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため前 2 項の指

定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。 

4 （略） 

 

第 25 条の 2 都道府県知事は、前条第１項第一号から第三号までに掲げる目的を達成す

るため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定す

ることができる。この場合には、同項ただし書及び同条第２項の規定を準用する。 

2 都道府県知事は、前条第１項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため必

要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項た

だし書及び同条第 2 項の規定を準用する。 

3 （略） 

 

（指定又は解除の通知） 

第 33 条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定を

するときにあってはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定

施業要件（立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地に

ついて行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。）、解除をすると

きにあってはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由

を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。 

2～4 （略） 

5 第１項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規

定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必

要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとす

る。 

6 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この

場合において、第 1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならな

い」とあるのは「告示しなければならない」と、第 3項中「通知を受けた」とあるのは

「告示をした」と、第 4 項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものと

する。 

 

（保安林における制限） 

第 34 条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けな

ければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

一～九 （略） 

2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷

し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、



開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

一～六 （略） 

3 都道府県知事は、第１項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の

方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請（当該保

安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集

団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて）につき同項の

許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされ

ている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度

を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。 

4～10 （略） 

 

（保安林における択伐の届出等） 

第 34 条の 2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の

方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において

択伐による立木の伐採（人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第 3 項において同

じ。）をしようとする者は、前条第１項第一号、第四号から第七号まで及び第九号に掲げ

る場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の

所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の

届出書を提出しなければならない。 

2～5 （略） 

 

（保安林における間伐の届出等） 

第 34 条の 3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の

方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において

間伐のため立木を伐採しようとする者は、第 34 条第１項第一号、第四号から第七号ま

で及び第九号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都

道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事

項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。 

2  （略） 

 

（保安林における植栽の義務） 

第 34 条の 4 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林

所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び

樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、

当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該

伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐

採跡地について第 38 条第１項又は第 3 項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の

命令があつた場合（当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であ

り、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。）その他

農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 

 

（監督処分） 

第 38 条 都道府県知事は、第 34 条第 1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附し

た同条第６項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同

条第１項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡

地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。 

2 都道府県知事は、第 34 条第 2 項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条



第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同

項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定め

て復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。 

3 都道府県知事は、第 34 条の 2 第１項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につ

き、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。 

4 都道府県知事は、森林所有者が第 34 条の 4の規定に違反して、保安林に係る指定施業

要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として

定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従って植栽をしない場合には、

当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められ

ている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と

同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。 

 

（特定保安林の指定） 

第 39 条の 3 農林水産大臣は、全国森林計画に基づき、指定の目的に即して機能していな

いと認められる保安林（当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内に

ある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する

必要があると認められるものに限る。）を特定保安林として指定することができる。 

2  都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安

林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。 

3  農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする

保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。 

4  農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

5  前 3 項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。 

 

（地域森林計画の変更等） 

第 39 条の 4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定

された場合において、当該特定保安林の区域内に第 5 条第 1項の規定によりたてられた

地域森林計画の対象となっている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当

該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保す

ることを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定によ

り地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計

画の対象となるものがあるときも、同様とする。 

一 造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められる森林

（以下「要整備森林」という。）の所在 

二 要整備森林について実施すべき造林、保育、伐採その他の森林施業の方法及び時期

に関する事項 

2  都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようとす

るときは、同項各号に掲げる事項のほか、要整備森林の整備のために必要な事項を定め

るよう努めるものとする。 

3  都道府県知事は、第 1項の規定により地域森林計画を変更し、又はこれをたてようと

する場合であって、第 6 条第 2 項の規定により前 2項に規定する事項に関し直接の利害

関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなけれ

ばならない。 

4  都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の 1週間前まで

に意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを

公示しなければならない。 

5  都道府県知事は、第 3項の異議の申立てがあったときは、これについて同項の意見の



聴取をした後でなければ、地域森林計画を変更し、又はこれをたてることができない。 

 

（要整備森林に係る施業の勧告等） 

第 39 条の 5 都道府県知事は、森林所有者等が要整備森林について前条第１項の規定に

より地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと

認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対

し、遵守すべき事項を示して、これに従って施業すべき旨を勧告することができる。 

2  都道府県知事は、要整備森林について前項の規定による勧告をした場合において、そ

の勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その

者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用

及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとす

る者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森

林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若し

くは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができ

る。 

 

（要整備森林における保安施設事業の実施） 

第 39 条の 7 都道府県知事が第 39 条の 5 第 2 項の規定による勧告をした場合において、

その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであって、農林水産

省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る要整備森林において第 41 条

第 3項に規定する保安施設事業（森林の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。）

を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者

（次項において「関係人」という。）は、その実施行為を拒んではならない。 

2  都道府県は、その行った前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき

損失を補償しなければならない。 

 

第 3 章 保安施設 

   第 2 節 保安施設地区 

 

（指定） 

第 41 条 農林水産大臣は、第 25 条第 1項第一号から第七号までに掲げる目的を達成する

ため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要がある

と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を

保安施設地区として指定することができる。 

2 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第 25 条

第 1 項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとする

ときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 

3 農林水産大臣は、第１項の事業（以下「保安施設事業」という。）を都道府県が行う必

要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認め

るときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施

設地区として指定することができる。 

4 第 25 条第 1項但書及び第 2 項の規定は、第 1項又は前項の指定をしようとする場合に

準用する。この場合において、第 25 条第 2 項中「森林を保安林として」とあるのは、

「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。 

 

（指定の有効期間） 

第 42 条 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、7 年以内において農林水産大臣が定

める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3 年を限りその



有効期間を延長することができる。 

 

（受忍義務） 

第 45 条 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者（以下この

節において「関係人」という。）は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、そ

の指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びに

その期間内及びその期間満了後 10 年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行

為を拒んではならない。 

2 国又は都道府県は、その行った前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生

ずべき損失を補償しなければならない。 

 

第 7 章 雑則 

 

（立入調査等） 

第 188 条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要が

あるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。 

2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があると

きは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入って、測量又は実地調査を

させることができる。 

3～6 （略） 

 

（掲示） 

第 189 条 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づ

く命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はそ

の所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の

属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要

旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならな

い。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町

村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から 14 日を経過した日に、その通知又は命令

は、相手方に到達したものとみなす。 

 

第 8 章 罰則 

 

第 206 条 次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金

に処する。 

一・二 （略） 

三 第 34 条第 2 項（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、土石又

は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者 

四 第 38 条第 2 項の規定による命令（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質

を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。）に違

反した者 

 

第 207 条 次の各号のいずれかに該当する者は、150 万円以下の罰金に処する。  

一 第 34 条第１項（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、保安林

又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者  

二 第 34 条第 2 項（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、立竹を

伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為

をした者  



三 第 38 条第１項の規定による命令、同条第 2 項の規定による命令（土石又は樹根の

採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき

旨を命ずる部分を除く。）又は同条第 3 項若しくは第 4 項の規定による命令に違反し

た者 

 

第 208 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に処する。  

一 第 10 条の 8第 1 項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者  

二 第 10 条の 9第 3 項又は第 4 項の規定による命令に違反した者  

三 第 31 条（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による禁止命令に違反し、

立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為

をした者  

四 第 34 条の 2 第 1 項（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、届

出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者  

五 第 34 条の 3 第 1 項（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定に違反し、届

出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(3)－ア－①　保安林の種類別の指定目的と面積の内訳

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

5,701 3,465 9,167 75.5

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

1,078 1,499 2,578 21.2

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

20 40 59 0.5

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

4 12 16 0.1

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

23 33 56 0.5

①水源かん養保安林（1号）

石川県加賀市

流域保全上重要な地域にある森林の河川への流量調節機能を安定化
し、その他の森林の機能とともに、洪水、渇水を防止したり、各種
用水を確保したりします。

林冠をもって障壁を形成して風に抵抗してそのエネルギーを減殺
し、これを防止撹乱することにより風速を緩和して風害を防止しま
す。

②土砂流出防備保安林（2号）

下流に重要な保全対象がある地域で土砂流出の著しい地域や崩壊、
流出のおそれがある区域において、林木及び地表植生その他の地被
物の直接間接の作用によって、林地の表面侵食及び崩壊による土砂
の流出を防止します。

徳島県三好市

③土砂崩壊防備保安林（3号）

崩落土砂による被害を受けやすい道路、鉄道その他の公共施設等の
上方において、主として林木の根系の緊縛その他の物理的作用に
よって林地の崩壊の発生を防止します。

北海道増毛町

④飛砂防備保安林（4号）

海岸の砂地を森林で被覆することにより飛砂の発生を防止し、飛砂
が海岸から内陸に進入するのを遮断防止することにより、内陸部に
おける土地の高度利用、住民の生活環境の保護をはかります。

秋田県由利本荘市

⑤防風保安林（5号）

長野県南牧村



（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

0 1 1 0.0

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

5 8 14 0.1

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

50 76 125 1.0

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

0 0 0 0.0

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

9 53 62 0.5

飛砂防備や防風保安林と同様の機能によって吹雪（気象用語では
「飛雪」といいます。）を防止します。

⑥水害防備保安林（5号）

河川の洪水時における氾濫にあたって、主として樹幹による水制作
用及びろ過作用並びに樹根による侵食防止作用によって水害の防止
軽減をはかります。

京都府福知山市

⑦潮害防備保安林（5号）

津波又は高潮に際して、主として林木の樹幹によって波のエネル
ギーを減殺するほか、空気中の海水塩分を捕捉して被害を防止しま
す。

沖縄県石垣市

⑧干害防備保安林（5号）

洪水、渇水を防止し、又は各種用水を確保する森林の水源涵養機能
により、局所的な用水源を保護します。

福井県池田町

⑨防雪保安林（5号）

北海道稚内市

⑩防霧保安林（5号）

森林によって空気の乱流を発生させて霧の移動を阻止したり、霧粒
を捕捉したりすることで霧の害を防止します。

北海道厚岸町



（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

5 14 19 0.2

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

0 2 2 0.0

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

0 0 0 0.0

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

8 52 60 0.5

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

1 0 1 0.0

耐火樹又は防火樹からなる防火樹帯により火炎に対して障壁を作
り、火災の延焼を防止します。

⑪なだれ防止保安林（6号）

森林によって雪庇の発生や雪が滑り出すのを防いだり、雪の滑りの
勢いを弱めたり、方向を変えたりする等により雪崩を防止します。

新潟県魚沼市

⑫落石防止保安林（6号）

林木の根系によって岩石を緊結固定して崩壊、転落を防止したり、
転落する石塊を山腹で阻止したりすることで、落石による危険を防
止します。

岐阜県白川町

⑬防火保安林（7号）

兵庫県赤穂市

⑭魚つき保安林（8号）

水面に対する森林の陰影の投影、魚類等に対する養分の供給、水質
汚濁の防止等の作用により魚類の棲息と繁殖を助けます。

愛媛県愛南町

⑮航行目標保安林（9号）

海岸又は湖岸の付近にある森林で地理的目標に好適なものを、主と
して付近を航行する漁船等の目標となって航行の安全をはかりま
す。

長崎県対馬市



（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

357 344 701 5.8

（単位：千ha）
国有林 民有林 合計 比率（％）

13 15 28 0.2

（単位：万ha） ＜全保安林の合計（延べ面積）＞
（単位：千ha）

国有林 民有林 合計
7,274 5,615 12,890

（注）　同一箇所で2種類以上の保安林に指定されている場合あり

＜全保安林の合計（実面積）＞
（単位：千ha）

（単位：％） 国有林 民有林 合計  B 比率（％）
6,919 5,224 12,143 100.0

（注）　2種類以上の保安林に指定されている場合の重複を排除したもの

　　　4　保安林の名称の後にカッコ書きしている号数は、森林法第25条第１項各号において示された保安林の号数である。

⑰風致保安林（11号）

全森林面積に占める保安林の割合（B/A）
48.4

山口県岩国市

全森林面積    A
2,508

全国有林面積
767

全民有林面積

名所や旧跡等の趣のある景色が森林によって価値づけられている場
合に、これを保存します。

1,741

⑯保健保安林（10号）

森林の持つレクリエーション等の保健、休養の場としての機能や、
局所的な気象条件の緩和機能、じん埃、ばい煙等のろ過機能を発揮
することにより、公衆の保健、衛生に貢献します。

群馬県みなかみ町

　　　5　「比率（％）」は、全保安林の合計（実面積）に占める割合を示す。

（注）1 　林野庁が公表している資料に基づき、当省が作成した。
　　　2 　各保安林の面積は、平成27年3月末現在の数値であるが、全森林面積、全国有林面積及び全民有林面積については、
　　　　24年4月末現在の数値である。
　　　3 　単位未満を四捨五入しているため、計と内訳は一致しない場合がある。



図表 1－(3)－ア－② 保安林の伐採規制に関係する森林法施行令及び森林法施行規則の条文 

○ 森林法施行令（昭和 26 年法律第 276 号）（抜粋） 

 

（指定施業要件を定める場合の基準） 

第 4 条 法第 33 条第 5 項（同条第 6 項（法第 33 条の 3 において準用する場合を含む。）並

びに法第 33 条の 3 及び第 44 条において準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、

別表第 2 のとおりとする。 

 

（伐採の許可） 

第 4 条の 2 択伐による立木の伐採につき法第 34 条第 1 項（法第 44 条において準用する場

合を含む。）の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の 30 日前までに、都道

府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。 

一 伐採箇所の所在 

二 伐採樹種 

三 伐採材積 

四 伐採の方法 

五 伐採の期間 

六 その他農林水産省令で定める事項 

2  皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項（法第44条において準用する場合を含む。）

の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定に

よる公表のあつた日から 30 日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採

許可申請書を提出しなければならない。 

一 伐採箇所の所在 

二 伐採樹種 

三 伐採面積 

四 伐採の方法 

五 伐採の期間 

六 その他農林水産省令で定める事項 

3  都道府県知事は、伐採年度（毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。以下

同じ。）ごとに、その前伐採年度の 2 月 1日並びに当該伐採年度の 6月 1日、9月 1日及び

12 月 1 日（これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たると

きはその翌々日）に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐によ

る立木の伐採につき法第 34 条第 1項 （法第 44 条において準用する場合を含む。）の許可

をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。 

4  前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同一の単

位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林（以下

「同一の単位とされる保安林等」という。）ごとに、2月 1 日又はその翌日若しくは翌々日

に公表すべきものにあっては、当該同一の単位とされる保安林等の当該年の 4月 1日に始

まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度（別表第 2 の第二号(一)イの基

準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。）

たる面積とし、6 月 1日、9 月 1日及び 12 月 1 日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に

公表すべきものにあっては、その 2月 1日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積（当

該年の 2月 1日から 11 月 30 日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林

については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定



施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林につ

いては当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要

件に定める皆伐面積の限度）から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐

採につき法第 34 条第 1項 （法第 44 条において準用する場合を含む。）の許可をした面積

がある場合にはその面積を差し引いて得た面積（以下この項において「残存許容限度」と

いう。）とする。この場合において残存許容限度が存しない保安林又は保安施設地区内の

森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、し

ないものとする。 

5 （略） 

 

（伐採面積等を縮減して許可する場合の基準） 

第 4条の 3 法第 34 条第 4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 同一の単位とされる保安林等の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が 2

以上ある場合には、おおむね、次により、その申請に係る伐採の面積を当該同一の単位

とされる保安林等につき前条第 3 項の規定により公表された皆伐面積の限度まで縮減す

る。 

イ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされ

た森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当

該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となっている森林の年伐

面積の限度（当該森林につき当該申請前に当該伐採年度における皆伐による伐採に係

る法第 34 条第 1項の許可がされている場合には、その許可された面積をその年伐面積

の限度たる面積から差し引いて得た面積。以下この号において同じ。）を超えないもの

が森林所有者となっている当該同一の単位とされる保安林等に係る伐採については、

縮減しない。 

ロ 同一の単位とされる保安林等ごとに、申請に係る伐採面積の合計を当該申請がされ

た森林の森林所有者別に区分した場合に、当該森林所有者でその区分された面積が当

該同一の単位とされる保安林等においてその者が森林所有者となっている森林の年伐

面積の限度を超えるものが森林所有者となっている当該同一の単位とされる保安林等

に係る伐採については、当該森林の年伐面積の限度（当該森林に係る伐採の申請が二

以上あるときは、その申請面積に応じて当該年伐面積の限度たる面積をあん分して得

た面積）まで縮減する。 

ハ ロの場合において、当該同一の単位とされる保安林等につき、ロの規定によるとし

て伐採が認められる面積の合計にイの規定による伐採が認められる申請がある場合に

はその申請面積の合計を加えた総計の面積が前条第 3 項の規定により公表された皆伐

面積の限度に達しないときは、ロの規定にかかわらず、その達するまでの部分の面積

をロの規定によるとすれば縮減される伐採の申請のその縮減部分の面積に応じてあん

分した面積（当該申請が一であるときは、その達するまでの部分の面積の全部）を当

該申請につきロの規定によるとして伐採が認められる面積に加えて得た面積まで縮減

する。 

二 保安機能の維持又は強化を図る必要があるためその指定施業要件として別表第 2 の第

二号(一)ロの基準に準拠して一箇所当たりの面積の限度が定められている森林の一の箇

所の立木について皆伐による伐採をしようとする申請が 2 以上ある場合には、当該箇所

に係る当該一箇所当たりの面積の限度たる面積（当該箇所につき当該申請前に当該伐採

年度における皆伐による伐採に係る法第 34 条第 1項の許可がされている場合には、その

許可された面積をその一箇所当たりの面積の限度たる面積から差し引いて得た面積。次



号において同じ。）を当該申請面積に応じてあん分して得た面積まで縮減する。 

三 同一の単位とされる保安林等の立木又は前号の森林の一の箇所の立木について皆伐に

よる伐採をしようとする申請が一である場合には、それぞれ、当該同一の単位とされる

保安林等につき前条第 3 項の規定により公表された皆伐面積の限度又は当該箇所に係る

一箇所当たりの面積の限度たる面積まで縮減する。 

四 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林又は保安施設地区の森林でその指

定施業要件として別表第 2 の第二号(一)ハの基準に準拠して皆伐後の残存部分に関する

定めが定められているものの立木につき皆伐による伐採をしようとする申請について

は、その申請の内容を勘案して公正妥当な方法により当該残存部分に関する定めに適合

するまで縮減する。 

五 択伐による伐採をしようとする申請については、当該森林に係る指定施業要件として

別表第 2 の第二号(一)ニの基準に準拠して定められている材積の限度まで縮減する。 

2  前項第一号の年伐面積の限度は、農林水産省令で定めるところにより算出するものとす

る。 

 

別表第 2（第 4条―第 4 条の 3 関係） 

事項 基準 

一 伐採の方法 （一） 主伐に係るもの 

イ 水源のかん養又は風害、干害若しくは霧害の防備をその指定の目的

とする保安林にあつては、原則として、伐採種の指定をしない。 

ロ 土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、水害、潮害若

しくは雪害の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健又は名所

若しくは旧跡の風致の保存をその指定の目的とする保安林にあつて

は、原則として、択伐による。 

ハ なだれ若しくは落石の危険の防止若しくは火災の防備をその指定

の目的とする保安林又は保安施設地区内の森林にあつては、原則とし

て、伐採を禁止する。 

ニ 伐採の禁止を受けない森林につき伐採をすることができる立木は、

原則として、標準伐期齢以上のものとする。 

（二） 間伐に係るもの 

イ 主伐に係る伐採の禁止を受けない森林にあつては、伐採をすること

ができる箇所は、原則として、農林水産省令で定めるところにより算

出される樹冠疎密度が 10 分の 8以上の箇所とする。 

ロ 主伐に係る伐採の禁止を受ける森林にあつては、原則として、伐採

を禁止する。 

二 伐採の限度 （一） 主伐に係るもの 

イ 同一の単位とされる保安林等において伐採年度ごとに皆伐による

伐採をすることができる面積の合計は、原則として、当該同一の単位

とされる保安林等のうちこれに係る伐採の方法として択伐が指定さ

れている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のも

のの面積の合計に相当する数を、農林水産省令で定めるところによ

り、当該指定の目的を達成するため相当と認められる樹種につき当該

指定施業要件を定める者が標準伐期齢を基準として定める伐期齢に

相当する数で除して得た数に相当する面積を超えないものとする。 

ロ 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図



る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をする

ことができる一箇所当たりの面積の限度は、農林水産省令で定めると

ころによりその保安機能の維持又は強化を図る必要の程度に応じ当

該指定施業要件を定める者が指定する面積とする。 

ハ 風害又は霧害の防備をその指定の目的とする保安林における皆伐

による伐採は、原則としてその保安林のうちその立木の全部又は相当

部分がおおむね標準伐期齢以上である部分が幅 20 メートル以上にわ

たり帯状に残存することとなるようにするものとする。 

ニ 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、

原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に相

当する数に農林水産省令で定めるところにより算出される択伐率を

乗じて得た数に相当する材積を超えないものとする。 

（二） 間伐に係るもの 

イ 伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積は、原則とし

て、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の 10分の 3.5

を超えず、かつ、その伐採によりその森林に係る第一号 

ロ イの樹冠疎密度が 10 分の 8 を下つたとしても当該伐採年度の翌伐

採年度の初日から起算しておおむね五年後においてその森林の当該

樹冠疎密度が 10 分の 8 以上に回復することが確実であると認められ

る範囲内の材積を超えないものとする。 

三 植栽 （一） 方法に係るもの 

 満 1 年以上の苗を、おおむね、1ヘクタール当たり伐採跡地につき

的確な更新を図るために必要なものとして農林水産省令で定める植

栽本数以上の割合で均等に分布するように植栽するものとする。 

（二） 期間に係るもの 

 伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算し

て 2年以内に植栽するものとする。 

（三） 樹種に係るもの 

 保安機能の維持又は強化を図り、かつ、経済的利用に資することが

できる樹種として指定施業要件を定める者が指定する樹種を植栽す

るものとする。 

注 第三号の事項は、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる伐採跡地につき定める
ものとする。 

 

○ 森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）（抜粋） 

 
（樹冠疎密度） 

第 53 条 令別表第 2の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね 20 メートル平方の森林の区域に

係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。 

 

（伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢） 

第 54 条 令別表第 2 の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内にお

いて、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定

めるものとする。 

 



（皆伐することができる一箇所当たりの面積） 

第 55 条 令別表第 2 の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、20 ヘクタールを超えない範囲

内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。 

 

（択伐率） 

第 56 条 令別表第 2 の第二号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木

の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年

度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出され

た率が 10 分の 3を超えるときは、10 分の 3とする。 

2  伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表

第 2の第二号（一）ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出され

た率又は付録第 7の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が 10

分の 4を超えるときは、10 分の 4とする。 

3  保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第２

の第二号（一）ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、10 分の 3（伐採跡地につき植栽に

よらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、10 分の 4）に当該森林につき指

定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を

乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と

認められる森林につき、その算出された率が付録第７の算式により算出された率を超えるとき

は、当該算式により算出された率とする。 

 

（植栽本数） 

第 57 条 令別表第 2 の第三号（一）の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において

植栽する樹種ごとに、付録第 8の算式により算出された本数とする。ただし、その算出された

本数が 3,000 本を超えるときは、3,000 本とする。 

2  択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第 2の第三号（一）の植栽本数は、

前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における

当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積

を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数

とする。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 1－(3)－ア－③ 要整備森林に係る勧告までの実施手順を定めた通知 

○ 要整備森林に係る施業の勧告等の実施について（平成 16 年 4 月 1 日付け 15 林整計第

353 号林野庁長官通知。最終改正：平成 25 年 3 月 29 日付け 24 林政企第 120 号）（抜粋） 

 

1  要整備森林に係る施業の指導 

(1) 地域森林計画を樹立又は変更したときの指導 

都道府県知事は、地域森林計画を樹立又は変更したときは、要整備森林の所在及び

面積並びに実施すべき施業の方法及び時期について、林業改良指導員の指導活動のほ

か、森林所有者等に対する別記様式第 1号による通知により周知を図るものとする。 

(2) 地域森林計画の計画期間中における指導 

地域森林計画の計画期間中は、林業改良指導員が林業に関する技術及び知識につい

て普及を行う機会等を利用して、実施すべき時期までに要整備森林の適切な施業が行

われるよう指導するものとする。 

 

2  要整備森林に係る施業の勧告 

(1) 勧告に際して留意すべき事項 

勧告を行うときは、あらかじめ、勧告すべき事項について十分な検討を行い、必要

に応じて現地調査を行うものとする。 

(2) 施業の勧告 

要整備森林に係る施業の勧告は、地域森林計画で定めた施業の方法に関する事項に

従って地域森林計画に定める時期までに施業が実施されていない場合又は実施される

見込みがない場合で、地域森林計画で定めた施業の方法及び時期に関する事項に従っ

て施業を行わせる必要のある場合に行うものとする。 

なお、この勧告は、別記様式第 2 号により当該要整備森林について定められている

造林、保育、伐採その他の施業の区分ごとに実施期限を定めて行うものとし、その実

施期限は、施業の時期、準備期間等を考慮して、概ね 6 か月から 1 年の範囲内で定め

るものとする。  
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象
と
し
た
南

伊
勢

森
林

計
画

区
に
お

け
る
松

阪
市

の
要

整
備

森
林

（
6
1
.0
8
h
a）

を
担

当
す

る
松

阪
飯

南
森

林
組

合
に
対

し
、
森

林
所

有
者

等
へ

の
森

林
施

業
の
指

導
状

況
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
三

重
県

か
ら
は
、
要

整
備

森
林

を
積

極
的

に
解

消
さ
せ

た
い
旨

の
連

絡
は
な
い
と
認

識
し
て
お

り
、
要

整
備

森
林

の
解

消
を
意
識
し
た
取
組
は
特
段
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
南

伊
勢

森
林

計
画

区
に
お
い
て
、
要
整

備
森

林
が
解
消

し
た
実
績

は
、
松
阪

市
に
所

在
し
て
い
た
4
.6
9
h
a（
平

成
2
1
年

度
か
ら
2
5
年
度

ま
で
の
5
年
間

で
解

消
）
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
現

存
し
て
い
る
要

整
備

森
林

（
1
2
6
.2
5
h
a
）
は
、
い
ず

れ
も
当

初
の
選

定
か
ら
、
6
年

か
ら
8
年

以
上

を
経

過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
要

整
備

状
態

が
解

消
さ
れ
て
い
な
い
状

況
が
み

ら
れ
る
。

番
号

特
定

保
安

林
要

整
備

森
林

施
業

の
通

知
の

有
無

要
整

備
森

林
の
森

林
所

有
者

等
に
対

し
、
文

書
な
ど
に
よ
り
県

が
主

体
的

に
、
必

要
な
森

林
施

業
を
促

し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
三

重
県

で
は
、
森

林
所

有
者

等
に

何
の
連
絡

も
せ

ず
、
い
き
な
り
文
書

に
よ
り
施

業
の
通
知

を
送

る
と
、
無

用
な
混
乱

を
与

え
か
ね
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
、
現
場

の
実

情
を
よ
く
知
る
森
林

組
合

等
に
そ
の
対

応
を
任
せ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
解
消
の
目
処
が
立
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
今
回
の
調
査

結
果

を
踏

ま
え
、
今

後
は
、
担

当
者

会
議

で
管

内
の
県
農

林
事

務
所

担
当

者
に

対
し
、
改

め
て
要

整
備

森
林

の
選

定
状

況
及

び
解

消
に
向

け
た
取

組
の
必

要
性

の
周

知
を
図

る
と
と
も
に
、
県

農
林

事
務

所
担

当
者

を
地

元
の
森

林
組

合
に
派

遣
し
、
森

林
組

合
と
連

携
し
て
、
森

林
所

有
者

等
に
対

す
る
森

林
施

業
の
実

施
を
積

極
的

に
働

き
か
け
て
い
き
た
い
と
し
て
い
る
。

4 5 6

施
業

の
勧

告
の

有
無

森
林

計
画

区
名

南
伊
勢

図
表

 1
－

(3
)－

ア
－

④
－

ⅰ
  
 間

伐
等

が
十

分
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

水
源

か
ん

養
保

安
林

等
を

要
整

備
森

林
と

し
て

選
定

し
て

い
る

も
の

の
、

そ
の

後
の

対
応

は
森

林
組

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 合

に
任

せ
、

県
が

主
体

的
に

関
与

し
て

い
な

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

森
林

所
有

者
等

に
必

要
な

森
林

施
業

の
通

知
を

行
っ

て
い

な
い

例

1
0

道
府

県
名

三
重

県

7 8 9



※
津

山
市

分
の

み

保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

水
源

か
ん
養

H
1
9
.1
1

1
.7
4

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

1
.7
4

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
9
.1
1

1
.4
3

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

1
.4
3

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
9
.1
1

8
.3

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

8
.3

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
9
.1
1

3
.2
8

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

3
.2
8

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
0

4
3
.6
7

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

4
3
.6
7

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
0

2
4
.6
7

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

2
4
.6
7

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
0

1
0
.9
8

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

1
0
.9
8

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
1
.1
1

1
7
.3

津
山
市

私
有
林

H
2
5
.4

1
7
.3

間
伐

無
－

無
－

－
－

1
1
1
.3
7

－
－

－
1
1
1
.3
7

－
－

－
－

－

※
真

庭
市

分
の

み

保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

水
源

か
ん
養

H
1
6
.8

2
3
.2
2

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

2
3
.2
2

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.3
4

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.3
4

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.5
3

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.5
3

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.5
1

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.5
1

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.7
5

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.7
5

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.5

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.5

植
栽

無
－

無
－

森
林

計
画

区
名

5

道
府

県
名

岡
山

県
森

林
計

画
区

名
吉
井
川

4

事
例

の
概

要

4 5

吉
井

川

6計 1

森
林

計
画

区
名

番
号

旭
川

施
業

の
通

知
の

有
無

施
業

の
勧

告
の

有
無

岡
山
県
で
は
、
今
回
調
査
対
象
と
し
た
津
山
市
を
含
む
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
お
い
て
、
3
3
5
.8
6
h
aの

要
整
備
森

林
を
選
定

し
、
真
庭

市
を
含
む

旭
川

森
林

計
画

区
に
お

い
て
、
1
0
5
.5
9
h
a
を
選

定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
今

回
調

査
対

象
と
し
た
津

山
市

に
お

け
る
要

整
備

森
林

は
、
1
1
1
.3
7
h
a
、
真

庭
市

に
お

け
る
要
整

備
森

林
は
、
6
2
.1
4
h
aと

な
っ
て

い
る
（
い
ず

れ
も
平

成
2
7
年

1
2
月

末
現

在
）
。

同
県

で
は
、
平

成
1
6
年

度
か
ら
2
0
年

度
に
か
け
て
、
森

林
組

合
等

の
協

力
を
得

な
が
ら
現

地
調

査
を
行

い
、
林

道
や

作
業

路
網

等
の
整

備
状

況
や

森
林

所
有

者
等

の
施

業
意

欲
も
勘

案
し
、
要

整
備

森
林

の
選
定

を
行

い
、
県
担

当
者

間
で
情
報

共
有

を
図

る
と
と
も
に
そ
の
解

消
に
努

め
て
い
た
が
、
森

林
所

有
者

等
に
対

し
文

書
に
よ
り
必

要
な
森

林
施
業
の
実
施
を
促
す
取
組
は
実
施
し
て
い
な
い
。

当
省

に
お

い
て
、
今

回
調

査
対

象
と
し
た
吉

井
川

森
林

計
画

区
に
お

け
る
津

山
市

の
要

整
備

森
林

に
つ

い
て
は
津

山
市

森
林

組
合

に
、
旭

川
森

林
計

画
区

に
お

け
る
真

庭
市

の
要

整
備

森
林

に
つ

い
て
は
真

庭
森

林
組

合
に
対

し
、
森

林
所

有
者

等
へ

の
森

林
施

業
の
指

導
状

況
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
両

組
合

と
も
に
県

が
選

定
し
た
要

整
備

森
林

の
具
体
の
所
在
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
森
林
所
有
者
等
に
対
し
、
要
整
備
森
林
と
し
て
選
定
さ
れ
た
旨
の
連
絡
は
特
に
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

県
は
、
要
整
備
森
林
制
度
が
開

始
さ
れ
た
当
初

の
2
～
3
年
は
、
定

期
的

に
森

林
施

業
の
実
施

状
況

を
確

認
し
、
施

業
が
実
施

さ
れ
て
い
れ
ば

、
要

整
備

森
林

の
解

除
を
行

っ
て
い
た
が
、
こ
こ
最

近
（
3
～

4
年

）
は
、
他

の
業

務
に
忙

殺
さ
れ
て
、
そ
の
確

認
作

業
す

ら
行

う
こ
と
が
で
き
て
お

ら
ず

、
現

存
し
て
い
る
要

整
備

森
林

（
吉

井
川

森
林

計
画

区
＜

津
山

市
＞

：
1
1
1
.3
7
h
a、

旭
川

森
林

計
画

区
＜

真
庭

市
＞

：
6
2
.1
4
h
a）
の
要

整
備

状
態

を
解

消
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。

番
号

特
定

保
安

林
要

整
備

森
林

施
業

の
通

知
の

有
無

施
業

の
勧

告
の

有
無

6 7 8

旭
川

森
林

計
画

区
名

要
整

備
森

林
特

定
保

安
林

2 31 2 3



森
林

計
画

区
名

道
府

県
名

岡
山

県
森

林
計

画
区

名
吉
井
川

旭
川

保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.3
9

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.3
9

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

1
.5

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

1
.5

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

0
.9
3

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

0
.9
3

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

2
.1
6

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

2
.1
6

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
7
.9

2
.3
1

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

2
.3
1

植
栽

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
0

2
真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

2
植

栽
無

－
無

－

水
源

か
ん
養

H
2
1
.1
1

1
6

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

1
6

間
伐

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
1
.1
1

1
1

真
庭
市

私
有
林

H
2
6
.4

1
1

間
伐

無
－

無
－

－
－

6
2
.1
4

－
－

－
6
2
.1
4

－
－

－
－

－

（
注
）
　
1 2 3

1
1

　
「
要
整

備
森

林
」
の
「
選

定
年

月
」
は
、
森

林
法
第
3
9
条
の
4
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
年

月
で
あ
る
。

　
「
施
業
の
通
知
」
と
は
、
都
道
府
県
知
事
が
要
整
備
森
林
を
選
定
し
た
場
合
に
「
要
整
備
森
林
に
係

る
施

業
の
勧

告
等

の
実

施
に
つ

い
て
」
（
平

成
1
6
年

4
月

1
日

付
け
1
5
林

整
計

第
3
5
3
号

）
に
基
づ
き
、
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
森

林
所
有
者
等
へ
の
施
業
の
通
知
の
こ
と
を
指
し
、
「
施
業
の
勧
告
」
と
は
、
森
林
法

第
3
9
条

の
5
第

1
項

の
規

定
に
基

づ
く
森

林
所

有
者

等
へ

の
勧

告
の
こ

と
を
指
す
。

1
3

1
4

要
整

備
森

林
の
森

林
所

有
者

等
に
対

し
、
文

書
な
ど
に
よ
り
県

が
主

体
的

に
、
必

要
な
森

林
施

業
を
促

し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
岡

山
県

で
は
、
森

林
所

有
者

等
に

対
し
て
通
知
を
発
出
し
、
施

業
の
実
施

を
求

め
た
場
合

、
所

有
者

に
対

し
て
厳
し
い
印

象
を
与
え
て
し
ま
い
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
県

と
し
て
の
通
知

を
行

っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今

後
は
、
ま
ず

は
現

状
を
把

握
す

る
た
め
、
補

助
金

の
申

請
書

類
や

伐
採

届
を
基

に
、
要

整
備

森
林

の
施

業
状

況
に
つ

い
て
確

認
を
行

い
、
施

業
が
行

わ
れ
て
い
な
い
森

林
に
つ
い
て
は
、
森
林
組
合
と
協
力
し
な
が
ら
、
森

林
所

有
者

等
に
対

し
て
、
補

助
制

度
を
紹

介
す

る
な
ど
の
方

法
に
よ
り
、
施

業
の
実

施
を
働

き
か
け
た

い
と
し
て
い
る
。

な
お

、
岡

山
県

に
よ
る
と
、
平

成
2
8
年

9
月

3
0
日

現
在

で
、
県

内
の
要

整
備

森
林

6
3
4
h
aの

う
ち
、
1
2
6
h
aを

解
消

し
た
と
し
て
い
る
が
、
上

記
の
津
山

市
及

び
真

庭
市

に
所

在
す

る
要
整
備
森
林
は
、
現
存
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。

事
例

の
概

要
1
287

森
林

計
画

区
名

施
業

の
通

知
の

有
無

施
業

の
勧

告
の

有
無

計

要
整

備
森

林

※
真

庭
市

分
の

み
（
続

き
）

1
09

旭
川

番
号

特
定

保
安

林



保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

土
砂

流
出

防
備

H
1
7
.5

7
7
.3

池
田

町
私

有
林

H
1
7
.5

6
.2
7

間
伐

有
H
1
7
.6

無
－

土
砂

流
出

防
備

H
1
7
.5

1
0
.7
6

大
町

市
私

有
林

H
1
7
.5

4
.1

間
伐

有
H
1
7
.6

無
－

－
－

8
8
.0
6

－
－

－
1
0
.3
7

－
－

－
－

－
計

要
整

備
森

林
と
し
て
選

定
後

に
、
森

林
所

有
者

等
の
所

在
が
把

握
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
現

在
ま
で
適

切
な
措

置
を
講

じ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
長

野
県

で
は
、
要

整
備

森
林

の
選

定
要

件
と
し
て
森

林
所

有
者

等
の
所

在
が
不

明
の
森

林
を
選

定
し
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
規

定
は
見

当
た
ら
な
い
た
め
、
選

定
を
外

す
と
い
う
発

想
に
は
至

ら
ず

、
こ
こ
ま
で
の
時

間
を
要

し
て
し
ま
っ
た
が
、
今

後
は
、
改

め
て
現

地
調

査
を
行

っ
た
上

で
、
必

要
で
あ
れ
ば

、
森

林
法

第
4
1
条

第
3
項

の
規

定
に

基
づ

く
治

山
事

業
（
保

安
施

設
事

業
）
を
活

用
し
て
、
間

伐
等

を
実

施
し
、
要

整
備

状
態

を
解

消
し
た
い
と
し
て
い
る
。

事
例

の
概

要

長
野

県
で
は
、
今

回
調

査
対

象
と
し
た
筑

北
村

を
含

む
中

部
山

岳
森

林
計

画
区

に
お

い
て
、
次

の
と
お

り
、
1
0
.3
7
h
a（
平

成
2
7
年

1
2
月

末
現

在
）
の
要

整
備

森
林

を
選

定
し

て
い
る
(た

だ
し
、
筑

北
村

に
は
要

整
備

森
林

は
な
い
。
）
。

同
県

で
は
、
現

地
調

査
に
よ
り
間

伐
が
適

切
に
行

わ
れ
て
い
な
い
状

況
が
確

認
で
き
た
と
し
て
、
平

成
1
7
年

5
月

に
、
中

部
山

岳
森

林
計

画
区

に
お

け
る
池

田
町

及
び

大
町

市
内

に
所

在
す

る
土

砂
流

出
防

備
保

安
林

に
つ

い
て
、
要

整
備

森
林

の
選

定
を
行

い
、
同

年
6
月

に
は
、
当

該
森

林
の
所

有
者

等
に
対

し
、
必

要
な
森

林
施

業
の
通

知
を

行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
同

県
が
要

整
備

森
林

の
所

有
者

（
登

記
簿

上
の
名

義
人

2
人

）
に
必

要
な
森

林
施

業
の
通

知
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず

れ
も
宛

先
不

明
と
し
て
返

送
さ
れ
て
お

り
、
実

際
の
森

林
所

有
者

等
に
は
、
必

要
な
森

林
施

業
の
通

知
は
行

う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
県

で
は
、
そ
の
後

も
、
関

係
の
市

町
村

に
森

林
所

有
者

等
の
所

在
の
照

会
を
行

う
と

と
も
に
、
現

地
周

辺
の
聞

き
取

り
調

査
を
行

う
な
ど
し
て
、
森

林
所

有
者

等
を
特

定
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
が
、
そ
の
所

在
は
つ

か
め
な
い
ま
ま
、
約

1
0
年

が
経

過
し
、
現

在
（
平

成
2
7
年

1
2
月

末
現

在
）
に
至

っ
て
い
る
。

番
号

特
定

保
安

林
要

整
備

森
林

施
業

の
通

知
の

有
無

施
業

の
勧

告
の

有
無

1 2

道
府

県
名

長
野

県
森

林
計

画
区

名
中

部
山

岳

図
表

 1
－

(3
)－

ア
－

④
－

ⅱ
　

 間
伐

が
十

分
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

土
砂

流
出

防
備

保
安

林
を

要
整

備
森

林
と

し
て

選
定

し
て

い
る

も
の

の
、

選
定

後
に

森
林

所
有

者
等

の
所

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 在
が

不
明

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
、

そ
の

後
も

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
必

要
な

森
林

施
業

の
通

知
を

1
0
年

以
上

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

行
っ

て
い

な
い

例

（
注

）
1

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

2
「

要
整

備
森

林
」

の
「

選
定

年
月

」
は

、
森

林
法

第
39
条

の
4第

1項
の

規
定

に
基

づ
き

、
地

域
森

林
計

画
を

変
更

し
た

年
月

で
あ

る
。

3
「

施
業

の
通

知
」

と
は

、
都

道
府

県
知

事
が

要
整

備
森

林
を

選
定

し
た

場
合

に
「

要
整

備
森

林
に

係
る

施
業

の
勧

告
等

の
実

施
に

つ
い

て
」

（
平

成
16
年

4月
1日

付
け

15

林
整

計
第

35
3号

）
に

基
づ

き
、

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

森
林

所
有

者
等

へ
の

施
業

の
通

知
の

こ
と

を
指

し
、

「
施

業
の

勧
告

」
と

は
、

森
林

法
第

39
条

の
5第

1項
の

規
定

に
基

づ
く
森

林
所

有
者

等
へ

の
勧

告
の

こ
と

を
指

す
。



※
土

佐
町

分
の

み

保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
水

源
か
ん
養

H
1
8
.9

土
佐
町

公
有
林

H
1
8
.1
2

3
.7
2

間
伐

有
H
1
9
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
8
.9

土
佐
町

私
有
林

H
1
8
.1
2

1
.0
0

間
伐

有
H
1
9
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
8
.9

土
佐
町

私
有
林

H
1
8
.1
2

0
.7
1

間
伐

有
H
1
9
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
1
8
.9

土
佐
町

私
有
林

H
1
8
.1
2

1
4
.1
3

間
伐

有
H
1
9
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
1

土
佐
町

私
有
林

H
2
0
.1
2

3
.7
1

間
伐

有
H
2
1
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
1

土
佐
町

私
有
林

H
2
0
.1
2

0
.5
3

間
伐

有
H
2
1
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
1

土
佐
町

私
有
林

H
2
0
.1
2

2
.5
9

間
伐

有
H
2
1
.2

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
1

土
佐
町

私
有
林

H
2
0
.1
2

0
.4
4

間
伐

有
H
2
1
.2

無
－

無
－

－
－

3
9
6
.3
3

－
－

－
2
6
.8
3

－
－

－
－

－
－

－

※
四

万
十

町
分

の
み

保
安

林
の

種
類

指
定

年
月

面
積

（
h
a）

市
町

村
名

公
・
私

有
林

別
選

定
年

月
面

積
（
h
a）

施
業

種
類

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
有

無
有

の
場

合
、

実
施

年
月

有
無

有
の

場
合

、
実

施
年

月
土

砂
流

出
H
1
8
.1
0

四
万
十
町

私
有
林

H
1
8
.1
2

9
.6
3

間
伐

有
H
1
9
.4

無
－

無
－

土
砂

流
出

H
1
8
.1
0

四
万
十
町

私
有
林

H
1
8
.1
2

3
.2
1

間
伐

有
H
1
9
.4

無
－

無
－

水
源

か
ん
養

H
2
0
.1
1

3
6
4
.1
9

四
万
十
町

私
有
林

H
2
0
.1
2

0
.0
8

間
伐

有
H
2
1
.2

無
－

無
－

－
－

6
2
7
.6
0

－
－

－
1
2
.9
2

－
－

－
－

－
－

－

（
注
）
　
1 2 3

計 森
林

計
画

区
名

施
業

の
勧

告
の

有
無

施
業

の
完

了
の

有
無

1
2
6
3
.4
1

2

　
「
施

業
の
通

知
」
と
は
、
都

道
府

県
知

事
が
要

整
備

森
林

を
選

定
し
た
場

合
に
「
要

整
備

森
林

に
係

る
施

業
の
勧

告
等

の
実

施
に
つ

い
て
」
（
平

成
1
6
年
4
月
1
日

付
け
1
5
林

整
計

第
3
5
3
号

）
に
基

づ
き
、
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
森

林
所

有
者

等
へ

の
施

業
の
通

知
の
こ
と
を
指
し
、
「
施

業
の
勧

告
」
と
は
、
森

林
法

第
3
9
条
の
5
第

1
項

の
規

定
に
基

づ
く
森

林
所

有
者

等
へ

の
勧
告

の
こ
と
を
指

す
。

3 計

事
例

の
概

要

一
方

、
土

佐
町

の
要

整
備

森
林

の
施

業
が
完

了
し
て
い
な
い
箇

所
の
中

に
は
町

有
林

（
1
か
所

）
が
含

ま
れ
て
い
た
た
め
、
当

省
が
土

佐
町

の
担

当
者

に
、
当

該
要

整
備

森
林

の
現

況
を
確
認

し
た

と
こ
ろ
、
当

省
の
調

査
（
平

成
2
8
年

1
月

）
を
契

機
と
し
て
、
県

の
担

当
者
か
ら
連

絡
が
あ
り
、
町

有
林

の
一

部
が
要
整

備
森

林
に
選
定

さ
れ
て
い
る
事

実
を
初
め
て
認

識
し
た
と
し
て
お
り
、
土

佐
町

か
ら

町
有

林
の
施

業
を
委

託
さ
れ
て
い
る
土

佐
町

森
林

組
合

の
担

当
者

も
、
同

町
と
同

様
の
状

況
で
あ
っ
た
。

高
知

県
で
は
、
要

整
備

森
林

に
お

い
て
施

業
が
完

了
し
た
場

合
、
森

林
所

有
者

等
か
ら
「
要

整
備

森
林

施
業

終
了

届
」
が
提

出
さ
れ
た
後

、
県

林
業

事
務

所
が
現

地
確
認

を
行

い
、
施
業

の
完

了
を

確
認

し
て
い
る
と
し
て
お

り
、
施

業
が
完

了
し
て
い
な
い
（
終

了
届

出
が
提

出
さ
れ
な
い
）
も
の
に
つ

い
て
は
、
県

林
業

事
務

所
が
、
年

１
回

程
度

、
森

林
組

合
を
通

じ
て
、
森

林
所

有
者

等
に
対
し
施
業

の
働

き
か
け
を
行

う
よ
う
依

頼
し
て
い
る
と
し
て
る
が
、
①

要
整

備
森

林
に
選

定
さ
れ
、
施

業
の
通

知
を
行

っ
て
か
ら
、
長

い
も
の
で
8
年

以
上

、
短

い
も
の
で
も
6
年
以

上
が
経
過

し
て
お
り
、
依

然
と
し
て

施
業

が
完

了
し
て
い
な
い
こ
と
、
②

林
野

庁
が
示

し
た
「
要

整
備

森
林

に
係

る
勧

告
ま
で
の
実

施
手

順
を
定

め
た
通

知
」
に
お

い
て
も
、
施

業
の
通

知
後

も
施

業
が
実

施
さ
れ
て
い
な
い
場

合
、
特

段
の

理
由

が
認

め
ら
れ
な
い
限

り
は
、
施

業
の
勧

告
を
行

う
と
の
考

え
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③

土
佐

町
や

同
町

か
ら
町

有
林

の
施

業
を
委

託
さ
れ
て
い
る
土

佐
町

森
林

組
合

に
お

い
て
、
町

有
林

が
要

整
備

森
林

に
選

定
さ
れ
て
い
る
事

実
を
十
分

に
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
る
と
、
要

整
備

森
林

の
森

林
所

有
者

等
に
対
し
、
改

め
て
施
業

の
実

施
時

期
を
適
時

適
確

に
促

す
と
と
も
に
、

今
後

も
長

期
間

に
わ
た
っ
て
施
業

が
完

了
し
な
い
状
態

が
継

続
す

る
よ
う
な
場
合

に
は
、
施

業
の
勧
告

を
行

い
、
要
整

備
森

林
の
解
消

に
向

け
た
取
組

を
一

層
推

進
す

る
よ
う
働

き
か
け
る
必
要

が
あ

る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。

　
「
要

整
備

森
林

」
の
「
選

定
年
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図表 1－(3)－イ－① 市町村森林整備計画の運用に関する通知 

○ 市町村森林整備計画制度等の運用について（平成 3 年 7 月 25 日付け 3 林野計第 305 号

林野庁長官通知。最終改正：平成 27 年 3 月 31 日付け 26 林整計第 883 号）（抜粋） 

 

第 1  市町村森林整備計画制度 

1  市町村森林整備計画の計画事項等について 

(1)・(2) （略） 

(3) 法第 10 条の 5 第 2 項第 3 号の「造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関

する事項」においては、人工造林及び天然更新に関する事項のほか、その他造林

に関する事項として、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林、法第 10 条の

9 第 4 項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準その他必要

な事項を定めるものとする。 

人工造林に関する事項は、人工造林の対象樹種、人工造林の樹種別及び仕立て

の方法別の植栽本数等人工造林の標準的な方法並びに伐採跡地の人工造林をすべ

き期間について定めるものとする。 

天然更新に関する事項は、天然更新の対象樹種、天然更新の対象樹種の期待成

立本数、天然更新補助作業の標準的な方法（伐採跡地の天然更新の完了を確認す

る方法を含む。）等天然更新の標準的な方法及び伐採跡地の天然更新をすべき期間

について定めるものとし、天然更新は、天然更新の対象樹種がその期待成立本数

に10分の3を乗じて得た本数以上成立すると見込まれる状態となることにより完

了する旨を定めるものとする。 

なお、天然更新の対象樹種については、後継樹として更新の対象とする高木性

の樹種に限るとともに、対象樹種のうちぼう芽（根株における発芽をいう。）によ

る更新が可能なものを区分して定めるものとする。 

(4) （略） 

(5) 法第 10 条の 5 第 2 項第 5 号の「公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能

別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関す

る事項」においては、公益的機能別施業森林区域（法第 5 条第 2 項第 4 号の 3 に

規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。）及び当該公益的機能別施

業森林区域内における施業の方法を、水源の涵養の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林（以下「水源涵養機能維持増進森林」という。）、土地

に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文

化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機能維

持増進森林以外の森林の別に定めるとともに、その他必要な事項を定めるものと

する。 

水源涵養機能維持増進森林においては、伐期の間隔の拡大を図る森林施業を推

進する旨を定めるものとする。 

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養 
 

機能維持増進森林以外の森林においては、特にこれらの公益的機能の発揮を図る

森林については択伐による複層林施業、それ以外の森林については複層林施業を



推進する旨を定めるものとする。ただし、適切な伐区の配置等により、一部を皆

伐しても維持増進を図るべき公益的機能を発揮することができる森林は、長伐期

施業（標準伐期齢のおおむね２倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐

を行う森林施業をいう。以下同じ。）を行った上で皆伐することも可能であり、こ

の場合、当該森林を長伐期施業を推進すべき森林の区域として定めるものとする。 

なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、

特に、地域独自の景観等の保持が求められ、風致の優れた森林の維持又は造成の

ために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を推進すべきものについては、そ

の旨を定めるものとする。 

このほか、公益的機能別施業森林の整備に関する事項とあわせて、必要に応じ

て、法第 10 条の５第３項第４号の「その他森林の整備のために必要な事項」とし

て、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及

び当該区域内における施業の方法を定めるものとする。 

(6)～(12) （略） 

 

  2  市町村森林整備計画の樹立及び変更について 

(1)  市町村森林整備計画の樹立は、別記様式により市町村森林整備計画書を作成して

するものとする。 

(2)～(5) （略） 

3～8 （略） 

 

第 2  市町村森林整備計画に係る施業の指導及び勧告 

1   市町村森林整備計画に係る森林の施業及び保護の指導 

市町村の長は、森林所有者等が市町村森林整備計画を遵守して森林の施業及び保護

を実施するよう次により指導を行うものとする。 

(1) 市町村の長は、市町村森林整備計画を樹立又は変更したときは、その計画内容

について説明会等の開催又は広報活動等による指導に努めるものとする。 

特に、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林のほか、森林法施行規則第

39条第 2項に規定する公益的機能別森林施業の実施に関する基準が適用される水

源涵養機能維持増進森林以外の公益的機能別施業森林のうち次に掲げるものにつ

いては、当該森林の森林所有者等に対する通知等により周知を図る。 

ア 長伐期施業を推進すべき森林 

イ 複層林施業を推進すべき森林（択伐による複層林施業を推進すべき森林を含

む。） 

ウ 特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林 

(2) 市町村森林整備計画の計画期間中は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が

あったとき等の機会を利用してその計画内容の周知を図り適正な施業を行うよう

指導する。 

(3) 都道府県知事は、法第 10 条の 12 の規定に基づく市町村からの協力の求め等に

応じて、林業普及指導員等による技術的援助、指導その他の必要な協力を行うよ

う努めるものとする。 

 

 



2    施業の勧告 

法第 10 条の 10 第 1 項の施業の勧告（以下単に「勧告」という。）は、適正な森林

の施業の実施について十分な指導を行ったにもかかわらず、森林所有者等が市町村森

林整備計画に定める森林施業の規範に従わず、これに反する施業を実施し、又は実施

すべき施業を実施していないと認められる場合であって、市町村森林整備計画の達成

に支障をきたすことが明らかなときに行うものとし、市町村の長は、次により森林所

有者等に対して施業の勧告を行うものとする。 

なお、法第 39 条の 4の規定に基づき地域森林計画において要整備森林として指定

された森林については、法第 39 条の 6の規定により、勧告の対象とならない。 

(1) 勧告は、次に掲げる場合等に行うものとする。ただし、その土地を木竹の育成

以外の用途に供することが明らかであると認められる森林は、オに掲げる場合を

除き、勧告の対象としない。 

ア 第 1の 1の(5)により択伐による複層林施業を推進すべき森林として定められ

た森林において、市町村森林整備計画に定める伐採方法以外の方法により伐採

を行い、又は行おうとしている場合 

イ 市町村森林整備計画に定める立木の伐採の標準的な方法（公益的機能別施業

森林の区域内の森林にあっては、当該森林について第 1の 1の(5)により定めら

れた立木の伐採方法）と著しく異なる方法により伐採を行い、又は行おうとし

ている場合 

ウ 市町村森林整備計画の計画樹立時における伐採跡地及び計画期間中に伐採さ

れた箇所について、伐採後、市町村森林整備計画で定められた更新期間を経過

した後なお伐採跡地の更新が行われない場合 

エ 伐採及び伐採後の造林の届出書の提出義務のある者が、伐採及び伐採後の造

林の届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地において伐

採後の造林をしていない場合 

オ 市町村森林整備計画に森林の保護に関する事項として定められた病虫害の被

害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林において立木が伐採され

ておらず、伐採を促進させる必要がある場合 

(2) 勧告に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

ア 勧告を行うときは、あらかじめ、勧告すべき事項につき十分な検討を行い、

必要に応じ現地につき調査を行うものとする。 

イ 勧告に当たっては、その所有に係る森林の状況及び森林所有者等の経済的な

事情を十分考慮するとともに、市場の動向等客観情勢を勘案するものとする。 

 

第 3～第 5 （略） 
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図表 1－(3)－イ－③ 伐採及び伐採後の造林の届出書の様式及び記載要領 

  
  



 

（注） 林野庁が作成した「伐採及び伐採後の造林の届出書の記載要領」による。 



図表 1－(3)－イ－④ 伐採及び伐採後の造林届出の運用に関する通知 

○ 伐採及び伐採後の造林の届出制の運用について（昭和 49 年 10 月 31 日付け 49 林野計第

479 号林野庁長官通知。最終改正：平成 24 年 3 月 28 日付け 23 林整計第 315 号）（抜粋） 

 

1  本制度の趣旨及び市町村森林整備計画の内容の周知 

(1)  森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することは、森林の有する多面的

機能を総合的かつ高度に発揮するため適正な森林施業を確保し、併せて森林資源の賦存

状況等を掌握する上からも重要なことであるので、市町村の長は、伐採及び伐採後の造林の

届出制の趣旨及び内容について森林所有者等に周知徹底し、法の遵守について協力を得

られるよう配慮するものとする。 

なお、法第 10 条の 8 第 1 項第 2 号の規定により、法第 10 条の 2 第 1 項の開発行為の許

可を受けた者が当該許可に係る開発行為をするために伐採する場合には当該届出は不要と

されているが、法第 10 条の 2 第 1 項の規定により開発行為の許可を要しない国又は地方公

共団体が行う場合、同項第 3 号の農林水産省令で定める事業の施行として行う場合又は同

項の政令で定める規模以下の開発行為を行う場合にあっては、伐採及び伐採後の造林の届

出は行う必要がある。 

(2)  適正な森林の立木の伐採及び伐採後の造林を確保するため、森林の施業勧告制度に加

え、市町村森林整備計画に適合しない伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等の制度

が設けられていることにかんがみ、市町村の長は、森林所有者等に市町村森林整備計画の

内容を周知するとともに、その確実な実施に努めるものとする。 

 

2  伐採及び伐採後の造林の届出書の提出者に対する指導等 

(1)   市町村の長は、伐採及び伐採後の造林の届出書（以下「届出書」という。）の提出があった

場合において、届出書の書式若しくは添付すべき書類に不備があり、又は記載すべき事項が

記載されていないと認められるときは、届出書を提出した者に補正を求めるものとする。また、

その内容を検討し、提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画が市町村

森林整備計画に適合していないと認められる場合には、十分指導を行い、必要に応じて法第

10 条の 10 第１項の規定による施業の勧告を行う等によりその適正化に努めるとともに、必要に

応じて法第 10 条の９第１項の規定による伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令を行なうも

のとする。 

(2)～(4) （略） 

 

(5)  伐採後の造林の計画については、伐採跡地の放置を防止し、その適切な更新を確保するこ

とを目的として記載させるものであり、市町村森林整備計画に従い、伐採跡地の確実な更新を

図ることを旨として計画するよう指導するものとする。 

この場合、市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林と

して定められている森林について、市町村森林整備計画に定める伐採跡地の人工造林をすべ

き期間内に更新を計画するよう指導するものとする。 

なお、当該森林以外の森林についても市町村森林整備計画に即して適切な造林の方法を

選択して計画するよう指導するものとする。 

 

 

 



3  伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令 

  市町村の長による伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令は、次により行なうものとする。 

(1)  変更命令に当たっての留意事項 

ア 変更命令を行おうとする場合には、必要に応じ現地調査を行うなど命令すべき事項につ

いて十分検討を行うものとする。 

イ  変更命令は、事前の指導等を行ってもなお適正な伐採及び伐採後の造林の計画に変更

されない場合にするものとする。なお、変更命令があった後に行われる立木の伐採は、法第

10 条の９第２項の規定により届出書の提出がなかったものとみなされるため、届出書に記載

された伐採の期間の始期までに変更命令及び当該命令に対する弁明の機会の付与の手続

を行い予定される命令の内容を通知することが望ましい。 

ウ  変更命令のなされた伐採及び伐採後の造林の計画については、命令した事項を適正に

変更したうえで改めて届出書を提出するよう指導監督するものとする。 

 

(2) 変更命令を行う場合 

変更命令は、届出書に記載された伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期

間又は樹種等に関する計画事項が市町村森林整備計画に定める次の事項に適合しないと認

められる場合のほか、市町村森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり森林の有する公

益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれがある場合に変更すべき点とその理由を具体的に明

示して行うものとし、その際、市町村森林整備計画に適合させるための方策を教示するなど市

町村森林整備計画に即した伐採及び伐採後の造林が行われるよう指導に努めるものとする。た

だし、市町村森林整備計画の達成上必要がないと認められる場合は、この限りではない。 

ア 公益的機能別施業森林のうち特に公益的機能の発揮が求められており伐採の方法を定め

る必要のある森林として定められる次に掲げる森林のうち択伐による複層林施業を推進すべ

きものの区域における施業の方法 

(ア) 人家、農地、森林の土地又は道路その他の施設の保全のための伐採の方法を定める必

要がある森林 

(イ) 自然環境の保全及び形成のため伐採の方法を定める必要がある森林 

(ウ) 生活環境の保全及び形成並びに保健・教育・文化的利用のため伐採の方法を定める必

要がある森林 

イ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林にあっては、人工造

林の対象樹種、人工造林の標準的な方法及び伐採跡地の人工造林をすべき期間 

ウ イに掲げる森林以外の森林にあっては、届出書に記載された伐採後の造林の方法が人工造

林である場合にあってはイに掲げる事項、当該造林の方法が天然更新である場合にあっては

天然更新の対象樹種、天然更新の標準的な方法及び伐採跡地の天然更新をすべき期間 

(3) （略） 

 

(4) その他の事項 

 ア 公益的機能別施業森林においては、(2)のア以外の場合であっても当該公益的機能別施業

森林の区域における施業の方法に沿うよう適切に指導を行う必要がある。 

 

（注） 下線は、当省が付した。 
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（平成26年度末時点）
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三重県

京都府

41,299

40,099

五條市

宇陀市

庄原市

北広島町

四万十町

59,232

20,341

18,289

97,947

52,311

「民有林面積（ha）」とは、森林法第10条の5第1項の規定に基づき、策定され
た市町村森林整備計画に基づく、地域森林計画（同法第5条第1項）の対象となっ
ている民有林面積をいう。

「水源涵養機能森林」とは、森林法第10条の5第1項の規定に基づき、策定さ
れた市町村森林整備計画に基づく、公益的機能別施業森林区域のうち、水源の
涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林をいう。

　 当省の調査結果による。

新潟県

奈良県

広島県

51,749

57,305

102,965

高知県

魚沼市

阿賀町

静岡市

松阪市

京都市

静岡県

民有林面積（ha）
水源涵養機能森林の

面積（ha）

7,615

51,749

図表1－(3)－イ－⑥　全民有林を水源涵養機能森林に設定している市町村

市町村名道府県名

栃木県 7,615矢板市

18,289

97,947

52,311

40,099

57,305

102,965

41,299

59,232

20,341



 

 

 

2 新たな木材需要の拡大の推進 

（1）公共建築物における木造化の促進 

勧          告 説明図表番号 

我が国においては、戦後の復興に伴う大量伐採によって森林資源の枯渇が懸念さ

れたことや、火災に強い街づくりの一環として建築物の不燃化が徹底されたことな

どにより、公共建築物への木材の利用が抑制されていた時期があった。 

近年、戦後に植林された人工林を中心とした国内の森林資源が伐採適齢期とな

り、木材の積極的な利用が可能な段階を迎えることとなった。そのような中、公共

建築物は、木造率が低く、潜在的な木材需要が期待できること、また、多くの人々

が利用する公共建築物の木造化を進めれば、木の良さや木材利用の意義に対する理

解を深めてもらうのに効果的であることなどから、公共建築物の木造化促進に向け

た施策が必要との声が上がるようになった。 

このような状況を踏まえ、平成 22 年 10 月、公共建築物等における木材の利用の

促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号。以下「公共建築物等木材利用促進法」

という。）が施行され、国は、公共建築物における木材の利用に努めなければなら

ない（第 3条第 2項）とされた。 

また、農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物等木材利用促進法第 7条第 1

項の規定に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」

（平成 22 年農林水産省、国土交通省告示第 3 号。以下「木材利用促進基本方針」と

いう。）を定めている。 

木材利用促進基本方針において、国は、原則として、次の公共建築物を除く低層

の公共建築物について、積極的に木造化を促進し、全て木造化を図ることとされて

いる（注1）。 

① 公共建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を

図ることが困難であると判断されるもの 

木材利用促進基本方針においては、その例として、「災害時の活動拠点室等を

有する災害応急対策活動に必要な施設」（以下「災害時の活動拠点室等」とい

う。）、「刑務所等の収容施設」など 6類型の施設（以下「木造化になじまない6

類型の施設」という。）（注2）を挙げている。 

② 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他の法令に基づく基準で耐火建築物

とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められているもの（注3） 

上記①について、農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）

は、木造化になじまない6類型の施設に該当する公共建築物について、各省各庁(注4)

と協議の上、「積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲について（通知）」

（平成 24 年 7 月 30 日付け国営木第 6 号・林政利第 50 号国土交通省大臣官房官庁営

繕部整備課木材利用推進室長及び林野庁林政部木材利用課長連名通知）及び「用途

により木造化になじまない施設の例について」（平成 24 年 7 月 30 日付け国土交通

省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室長事務連絡）（以下、これら発出文書

をまとめて「木造化になじまない施設の範囲を定めた通知」と総称する。）を発出

し、各省各庁に対し、公共建築物を使用する省庁、地方支分部局等の行政機関ごと
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図表 2-(1)-④ 

 

 

 

図表 2-(1)-⑤ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

に木造化になじまない 6 類型の施設の例を示しているほか、「その他機能等の観点

から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である施設」が示されてお

り、これらの施設に該当するかどうかは基本的に各省各庁の判断によることとされ

ている。 

 

また、国が公共建築物を整備する場合、各省各庁の長は、官公庁施設の建設等に

関する法律（昭和 26 年法律第 181 号。以下「官公法」という。）第 9 条第 1 項の規

定に基づき、整備する前年度の 7 月 31 日までに財務大臣及び国土交通大臣に対し、

その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書

（以下「営繕計画書」という。）を送付しなければならず（注 5）、営繕計画書の送付

を受けた国土交通大臣は、同条第 3 項の規定に基づき、営繕計画書に記載された建

築物の規模、構造、工事費等について技術的な観点から、営繕計画書に関する意見

（以下「大臣意見」という。）を 8 月 20 日までに各省各庁の長及び財務大臣に送付

しなければならないとされている。 

国土交通大臣は、各省各庁の長から送付を受けた営繕計画書において木造以外で

整備が計画されている場合であっても、木材利用促進基本方針に示された条件に照

らし、木造での整備がなじまない又は困難であると判断することができないものに

ついて、木材利用促進の観点から構造種別の検討を促す大臣意見（以下「木造化に

関する大臣意見」という。）を送付している。各省各庁の長は、送付を受けた木造

化に関する大臣意見を踏まえた上で公共建築物の整備に係る概算要求を行い、予算

措置が講じられた後に設計、工事等を行うこととなる。 

（注1） 木材利用促進基本方針における「木造化」とは、建築物の新築、増築又は改築に当たり、構

造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用するこ

とをいう。 

なお、各省各庁の長は、公共建築物等木材利用促進法第7条第2項第4号の規定に基づき、公

共建築物における木材の利用の促進のための計画を作成することとされており、調査対象とし

た5省（法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省及び国土交通省。後述参照）が作成した同

計画をみると、低層の公共建築物は原則として木造化を図ることとされている。 

（注2） 6類型の施設とは、「災害時の活動拠点室等」、「刑務所等の収容施設」のほか、「治安上

又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設」、「危険物を貯蔵又は使用する施設

等」、「伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物」、「博物館内の文化財を収蔵し、若

しくは展示する施設」である。 

（注3）  ただし、木材利用促進基本方針においては、建築基準法等において耐火建築物とすること又

は主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関

する技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と判

断されるものについては木造化を図るよう努めるものとされている。 

（注4）  各省各庁とは、衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院並びに内閣府及び各省（財政法

（昭和22年法律第34号）第20条第2項の定義）を指す（以下同じ）。 

（注5） 1件につき総額100万円を超えない修繕又は模様替を除く。 
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今回、国が整備する公共建築物における木造化の状況を調査した結果は、以下の

とおりである。 

 

ア 農林水産省及び国土交通省が行った国の公共建築物における木造化のフォロー

アップ調査の状況 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物等木材利用促進法第 7 条第 7 項

の規定に基づき、木材利用促進基本方針に基づく措置の実施状況について、毎年1

回取りまとめ（以下「木造化のフォローアップ調査」という。）を行い、公表す

ることとされている。 

平成 23 年度から 27 年度までにおける木造化のフォローアップ調査の結果によ

ると、各省各庁が各年度において整備した低層（3階建て以下（注6））の施設（木造

化になじまない6類型の施設及び耐火建築物等とすることが求められている施設を

除く。以下同じ。）のうち木造で整備した施設の占める割合は、23 年度は 33％、

24年度は 43％、25年度は 20％、26年度は 32％、27年度は 55％で推移しており、

木材利用促進基本方針において、原則として全て木造化を図るとされている公共

建築物であっても、木造化が必ずしも十分に図られていない状況がみられる。 

一方、各省各庁が整備した低層の施設のうち木造以外で整備した施設（「公共

建築物等木材利用促進法施行前に予算化された公共建築物」、「各省各庁におい

て木造化になじまない又は木造化を図ることが困難であると判断された公共建築

物」の二つに区分）の占める割合は、「公共建築物等木材利用促進法施行前に予

算化された公共建築物」は、平成23年度は67％、24年度は22％、25年度は20％、

26年度は 7％、27年度は 6％と推移しており、「各省各庁において木造化になじま

ない又は木造化を図ることが困難であると判断された公共建築物」は、23 年度は

0％、24 年度は 35％、25 年度は 59％、26 年度は 61％、27 年度は 40％と推移して

いる。 

農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）は、平成 25 年度以

降に整備した施設については、木造化のフォローアップ調査の際に、木造化が可

能であったか否かを検証し、その結果を各省各庁に対し周知するとともに、木造

化が可能であったと判断した施設については、当該施設を整備した各省各庁に対

して、今後、同様の公共建築物を整備する際は、可能な限り木造化を図るよう促

している（平成 25 年度は各省各庁において木造化になじまない又は木造化を図る

ことが困難と判断した 70 施設のうち 28 施設（40％）、26 年度は同 61 施設のうち

27 施設（44％）、27 年度は同 44 施設のうち 20 施設（45％）について木造化が可

能であったと判断されている。用途別にみると、「自転車置場」、「車庫」、

「倉庫」などがある。）。 

（注6） 「低層の公共建築物」について、木材利用促進基本方針においては、具体的に定義されて

いないが、木造化のフォローアップ調査では、3階建て以下の公共建築物を低層としてい

る。低層の公共建築物を3階建て以下とした理由について、農林水産省（林野庁）及び国土

交通省（官庁営繕担当部局）は、4階建て以上の建築物は、他の要件にかかわらず、建築基

準法の規定に基づき耐火建築物等とすることが求められるためであるとしている。 
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図表 2-(1)-③

（再掲） 
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イ 国の公共建築物における木造化の実施状況 

上記アのとおり国が整備する公共建築物において木造化が図られていない施設

が相当数ある状況を踏まえ、木造化が進まない要因を把握・分析するため、財務

省が公表している「平成 25年度国有財産一件別情報（行政財産）」（注7）を基に、

3階建て以下の低層の公共建築物が多い上位5省（法務省、財務省、厚生労働省、
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農林水産省及び国土交通省（注8））を抽出し、これら 5省において平成 24年 4月か

ら 28 年 5 月までの間に整備された又は整備が計画されていた（注 9）3 階建て以下の

低層の公共建築物の中から、次の施設を調査対象（注 10）とした（整備された 84 施

設及び整備が計画されていた111施設（以下「調査対象195施設」という。））。 

① 木造以外で整備された施設又は木造以外で整備が計画されていた施設（以

下、これらの施設を合わせて「木造化が図られなかった施設」と総称する。）

のうち、延べ面積や階数、用途（注 11）等を勘案し、木造化していない理由を詳細

に確認する必要があると考えられたもの 160 施設 

② 木造で整備された施設又は木造で整備が計画されていた施設（以下、これら

の施設を合わせて「木造化が図られた施設」と総称する。）のうち、木造化が

図られなかった施設と用途が同じで、延べ面積等の施設規模に大きな違いがみ

られないと考えられたもの（木造化が図られなかった 160 施設と比較するため

抽出したもの） 35 施設 

（注7）  国有財産法（昭和23年法律第73号）第11条の規定に基づき、財務大臣は、国有財産の

現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならないとされて

いることを受けて、財務省が作成し、公表するもの。 

（注8） 調査対象とした5省の順序は、建制順である。 

（注9）  「整備が計画されていた」とは、施設の整備が終了していないものであり、工事中の施

設を含む。 

（注10） 木造化のフォローアップ調査は棟単位で行われ、同じ敷地内に複数の棟を建築した場

合はそれぞれを1棟として計上しており、今回の調査においては、同じ敷地内に「執務庁

舎」、「車庫」、「自転車置場」など用途の異なる複数の建築物を整備する又は整備を

計画している場合は、それぞれを1施設として計上している。 

（注11） 調査対象とした施設の用途は、「新営予算単価」（平成15年3月に開催された「官庁営

繕担当基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、営繕事務の合理化・効

率化のため、技術基準や工事様式を統一基準とすることが決定されたことを受け、国土

交通省（官庁営繕担当部局）が毎年度定めているもの）における建物の区分を参考とし

て、①執務庁舎37施設（官公法第2条第2項において定義された、学校、病院、刑務所そ

の他の収容施設等を除く国家機関がその事務を処理するために使用する建築物（庁舎）

のうち、執務を行うために整備された施設をいう。また、執務庁舎と車庫を一体化した

施設等を含む。）、②宿舎等9施設（公務員宿舎のほか、寮を含む。）、③車庫34施設

（車両を駐車する上屋や船舶保管施設、車庫と倉庫を一体化した施設等を含む。）、④

倉庫35施設（物置、ごみ置場、機械設備等を保管する建屋、畜舎、倉庫と公衆便所を一

体化した施設等を含む。）、⑤自転車置場41施設（駐輪場を含む。）、⑥渡り廊下12施

設、⑦観測施設16施設（気象観測施設や検潮観測施設のほか、方位測定受信所を含

む。）及び⑧その他11施設（①から⑦までに当てはまらない、学校、国営公園や道の駅

の休憩施設、守衛所等を含む。）の8分類とした。 
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調査対象 195 施設のうち、木造化が図られなかった 160 施設について、その要

因等を分析したところ、施設によって複数の要因が関係している場合があったも

のの、要因別に整理すると、以下のとおりである。 
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表 調査対象とした 5省における木造化が図られなかった施設の状況 

（単位：施設、％） 

区分 

調査対象と
した施設 

 
木造化が図
られなかっ
た施設 

195 
(100.0) 

160 
(82.1) 
<100.0> 

木造化になじまない 6 類型の施設又は官公法で耐火建
築物とすることが求められる施設のいずれにも該当しな
い施設 

59 
(30.8) 

41 
(21.0) 
<25.6> 

 
 うち各省が独自に木造化になじまないと判断した
理由が妥当であるとは言い難い施設 （ｱ） 

2 
(1.0) 

2 
(1.0) 
<1.3> 

木造化になじまない 6類型の施設であるとされた施設 
113 

(57.9) 

96 
(49.2) 
<60.0> 

 
うち各省が 6 類型の施設に該当するとした判断が

妥当であるとは言い難い施設 （ｲ）① 
15 

(7.7) 

15 
(7.7) 
<9.4> 

 
うち木造化になじまない施設の範囲を定めた通知

において示されている 6類型の施設に該当する施設 
98 

(50.3) 

81 
(41.5) 
<50.6> 

  
うち木造化が図られた施設と同じ用途で施設規

模にも大きな違いがみられない施設 （ｲ）② 
38 

(19.5) 

38 
(19.5) 
<23.8> 

 官公法で耐火建築物とすることが求められる施設 
（ｳ） 

23 
(11.8) 

23 
(11.8) 
<14.4> 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、調査対象 195 施設に占める割合である。 

3 < >は、木造化が図られなかった 160 施設に占める割合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｱ） 木造化になじまない 6 類型の施設又は官公法で耐火建築物とすることが求め

られる施設のいずれにも該当せず、各省独自の判断により木造化が図られなか

ったが、その判断の理由が妥当とは言い難いもの 

木造化になじまない施設の範囲を定めた通知において示されている木造化に

なじまない 6 類型の施設にも、官公法において耐火建築物とすることが求めら

れる施設（詳細は後述（ｳ）を参照）にも該当しない施設で、各省が独自に木

造化になじまない又は木造化を図ることが困難であると判断し、木造化が図ら

れなかった施設は 41 施設（木造化が図られなかった 160 施設の 26％）であっ

た。 

この 41 施設について、各省に対し木造化が図られなかった理由を確認した

ところ、このうち 2 施設（同 1％）は、具体的な数字の比較等を行うことなく

木造化に要する工事費等が増加することが懸念されるとしているなど、木造化

に向けた十分な検討を行うことなく、木造化を図らないと判断しており、その

理由が妥当であるとは言い難いものであった。 

これに対し、この 41 施設の中には、木造と木造以外で整備する場合の性能

等を比較した上で、木造化の可否を判断していた施設が 3 施設あった。 
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国が整備する公共建築物において木造化が十分に進まない要因として、各省

は木造化を図る上での専門的知識やノウハウ、情報の不足等を挙げており、特

に、木造化になじまない 6 類型の施設に該当しない施設の整備を計画する際に

は、木材利用の意義を踏まえた十分な検討を行った上で木造化の可否を判断

し、こうした検討を行うことにより木造化を図る上での専門的知識等や木造で

整備する場合の性能等の情報を蓄積していくことが重要であると考えられる。 

なお、この 2 施設は、農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当

部局）による木造化のフォローアップ調査の検証においても、木造化が可能で

あったと判断されたものであった。 

木造化のフォローアップ調査は、整備後の施設が対象となるため、整備前に

あっては、大臣意見の枠組みを積極的に活用するなどして、各省各庁が整備前

の施設について安易に木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である

と判断しないよう、国土交通省（官庁営繕担当部局）は、必要に応じて木造化

を検討すべき旨の助言を行うことが求められる。 

この 2 施設は、営繕計画書が送付されずに整備されていたことを踏まえる

と、営繕計画書が国土交通省（官庁営繕担当部局）に送付されないと、改善が

望ましい内容であっても国土交通省（官庁営繕担当部局）が各省各庁に大臣意

見を送付することができないため、各省各庁は、特別の事情がない限り、国土

交通省（官庁営繕担当部局）に営繕計画書を送付すべきであり、国土交通省

（官庁営繕担当部局）においても、各省各庁に一層の制度の周知を図る必要が

あると考えられる（詳細は後述ウを参照）。 
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（ｲ） 木造化になじまない 6 類型の施設に該当するとされ、木造化が図られなかっ

たが、建築物の用途等を個別に判断すれば、木造化の検討を図る余地があると

考えられるもの 

木造化になじまない施設の範囲を定めた通知において、木造化になじまない6

類型の施設に該当するものとして示されている施設の例の中には、例えば、

「災害時の活動拠点室等」の例として「地方農政局」のように関係する行政機

関の名称のみが示され、各行政機関が使用するどのような公共建築物が木造化

になじまないのか具体的に整理されていないものがみられる。木造化になじま

ない施設の範囲を定めた通知においては、なお書きで、「別表に記載された施

設であっても、個々の公共建築物として機能等の観点から差し支えない場合に

は、木造化を妨げるものではないことに留意する必要がある」とされている

が、実際には、別表に記載された施設であるかどうかの判断にとどまり、個々

の公共建築物として機能等の観点から木造化が可能かどうかの検討が十分に行

われていない状況がみられる。 

調査対象 195 施設のうち、木造化になじまない 6 類型の施設であるとされ、

木造化が図られなかった 96施設（木造化が図られなかった 160施設の 60％）を

みると、次のとおり、建築物の用途等を個別に判断すれば、木造化の検討を図

る余地があると考えられるものがあった。 
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  ① 木造化になじまない施設の範囲を定めた通知において、木造化になじまな

い 6 類型の施設に該当するものとして示されていない施設であるにもかかわ

らず、これに該当すると判断している（例えば、刑務所等の職員が入居する

公務員宿舎（注 12）について、「刑務所等の収容施設」に該当しないと考えられ

るが、法務省は、緊急時にはその宿舎に入居している職員が非常参集しなけ

ればならない等、その機能上、収容施設と一体として整備されるべき建物と

いう認識から、これに該当すると判断している。）など、各省が木造化にな

じまない 6 類型の施設に該当するとした判断が妥当であるとは言い難いもの

が 15 施設（同 9％）あった。 

② 残りの 81施設（同 51％）の中にも、次のとおり、木造化が図られた施設と

比較すると、同じ用途で施設規模にも大きな違いがみられないものがあっ

た。 

木造化が図られた 35 施設の中には、木造化になじまない施設の範囲を定め

た通知において、木造化になじまない 6 類型の施設に該当するものとして示

されている施設であっても木造化が図られた施設が 17 施設あり、その 17 施

設と同じ用途で施設規模にも大きな違いがみられない施設が 38 施設（執務庁

舎：3 施設、車庫：8 施設、倉庫：13 施設、自転車置場：13 施設、その他：1

施設）（同 24％）あった。 

このように、各省各庁が、個々の公共建築物が木造化になじまない施設であ

るかどうかを適切に判断しないと、木造化が積極的に推進されないおそれがあ

るため、木造化になじまない 6 類型の施設の範囲については、農林水産省（林

野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）において、その施設の用途等に応

じて、できるだけ具体的に示し、各省各庁が木造化になじまない 6 類型の施設

をより適切に判断できるようにする必要がある。 

（注12） 公務員宿舎の敷地内に設置された倉庫及び自転車置場を含む。 
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（ｳ） 国の庁舎については、建築基準法よりも厳格な耐火基準の規制があるとし

て、木造化が図られなかったもの 

国が整備する公共建築物においては、建築物一般を対象とする建築基準法の

規定に加え、国家機関の建築物の構造等について定めた官公法の規定も適用さ

れる。 

耐火基準について、建築基準法では、病院、児童福祉施設、学校等の特殊建

築物以外の建築物は、一般に延べ面積 3,000 ㎡を超える場合に耐火建築物とし

なければならないとされているのに対し、官公法では、一般に延べ面積が1,000

㎡を超える庁舎について、用途等にかかわらず、耐火建築物としなければなら

ないとされているなど、建築基準法に比べて、建築物の耐火基準が厳格に規定

されている。また、官公法第2条第2項においては、「庁舎」の定義について、

「国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及

び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築
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物を除くもの」と規定されており、執務庁舎だけでなく、宿舎、車庫、倉庫、

自転車置場等の施設を広く含むものとして運用されている。 

木材利用促進基本方針では、「建築基準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすること」が求められて

いない公共建築物について、原則として木造化を図ることとされているため、

建築基準法において耐火建築物とすることは求められていないが、官公法にお

いて耐火建築物とすることが求められている庁舎（例えば、一般に延べ面積が

1,000 ㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの）は、積極的な木造化促進の対象となって

いない。 

調査対象 195 施設の中で、木造化が図られなかった 160 施設のうち、建築基

準法において耐火建築物等とすることは求められていないが、官公法において

耐火建築物とすることが求められている庁舎は、23 施設（14％）ある。この 23

施設について、各省に対し木造化が図られなかった理由を確認したところ、い

ずれも官公法において耐火建築物とすることが求められていることも理由とな

り、木造化が可能とは判断されなかったものである。 

他方、地方公共団体（注 13）の庁舎には官公法の規定が適用されないため、国土

交通省（官庁営繕担当部局）が公表している「公共建築物における木材利用の

導入ガイドライン」（平成 25 年 6 月）等を基に、木造で整備された庁舎の延べ

面積を確認したところ、岩手県住田町の役場庁舎（延べ面積 2,883 ㎡）のよう

に、延べ面積が 1,000 ㎡を超えている場合であっても木造で整備された施設（注

14）がみられた。 

 

木造の建築物に係る耐火基準の規制の変遷をみると、建築基準法において

は、平成 4 年の改正で耐火建築物に準ずる耐火性能を有する準耐火建築物の規

定が創設されており、同年以降の改正では、特殊建築物について、その用途等

に応じて、一定の要件を満たす場合には耐火建築物とまでしなくても準耐火建

築物とすることで足りるなど見直しが行われている。 

特に、公共建築物等木材利用促進法第 3 条第 5 項に「国は、建築物における

建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物に係る建築基準法

等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関する研究の成果、建築の専門

家等の専門的な知見に基づく意見、諸外国における規制の状況等を踏まえて検

討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措

置その他の措置を講ずるものとする」と規定されたことを受けて、平成 26 年に

は、従前、主要構造部を耐火構造とすることが義務付けられていた 3 階建ての

学校等について、一定の延焼防止措置を講ずることによって、木造による準耐

火構造とすることを可能とする建築基準法の改正が行われている。 

しかし、官公法においては、官公法が施行された昭和 26 年（注 15）から耐火基

準の見直しが行われておらず、建築基準法における準耐火建築物や特殊建築物

といった用途等に応じた段階的な耐火基準の規定はなく、一定の面積規模を上
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勧          告 説明図表番号 

回れば一律に耐火建築物とすることが義務付けられており、当該面積規模の見

直しも行われていない。 

官公法において、建築基準法よりも厳格な耐火基準が規定されていることに

ついて、国土交通省（官庁営繕担当部局）では、国家機関の建築物自体が国民

の財産として火災・震災その他の災害に対し安全・堅固であるべきであり、都

市の防火上の安全性の向上に寄与するためであり、これまでも公共建築物の木

材利用の促進に当たっては、有識者から現行制度下で対応可能な促進策につい

て様々な意見を聴取し、これらを踏まえ利用促進に努めているとしている。 

一方で、当省が意見を聴取した有識者や木造の公共建築物の設計、施工等を

行う建築会社からは、現行の建築基準法に定められた技術基準を満たせば十分

な耐火性等の性能を確保でき、他の建築物については木造化に関する規制が緩

和されている中で、官公法において、建築基準法より厳格な耐火基準が適用さ

れることについて、木材利用促進の観点から疑問の声がある。 

こうした状況を踏まえると、官公法において、国が整備する庁舎に対して

は、用途等にかかわらず、建築基準法より厳格な耐火基準が規定されているこ

とについて、現在の社会情勢、技術水準等からみて妥当であるか検証を行う必

要がある。 

（注13）  地方公共団体は、公共建築物等木材利用促進法第4条において、その区域の経済的社

会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実

施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用の促進に努め

なければならないとされている。 

（注14）  木造と木造以外の混構造により整備された施設を含む。 

（注15）  官公法は、昭和26年に制定された官庁営繕法（昭和26年法律第181号）が31年に名称

変更されたものであるが、国が整備する庁舎のみ適用される厳格な耐火基準（第7条）

は、官庁営繕法が制定された当時から存在している（制定当初は、「耐火構造」に関す

る規定であったが、昭和34年に、建築基準法において「耐火建築物」の定義が規定され

たことを受け、「耐火構造」が「耐火建築物」に変更されている。）。 
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ウ 木造化に関する大臣意見の活用状況 

調査対象 195 施設のうち、平成 24 年度から 27 年度までの営繕計画書において

木造で整備を計画していない施設について、木造化に関する大臣意見の送付状

況、木造化に関する大臣意見の送付を受けた施設における対応状況等を調査した

結果、以下のような状況がみられた。 

 

（ｱ） 合理的な理由がないにもかかわらず、財務大臣及び国土交通大臣に対し営繕

計画書を送付せずに施設が整備されたもの 

   調査対象 195 施設のうち 41 施設（21％）は、財務大臣及び国土交通大臣に営

繕計画書を送付せずに整備されており、この中には、官公法を所管する国土交

通省の内部部局及び地方支分部局が整備を計画した施設も含まれていた。 

この 41 施設について、各省に対し営繕計画書を送付しなかった理由を確認し

たところ、25 施設（営繕計画書が送付されなかった 41 施設の 61％）は、営繕

計画書を送付する期限後に補正予算等により施設を整備することが決定するな

ど特別な事情があったと考えられる。官公法では、一件につき総額 100 万円を
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超えない修繕又は模様替を除き、前年度の 7 月 31 日までに営繕計画書を送付す

ることとされているため、補正予算等で整備しようとする公共建築物は、営繕

計画書を国土交通省（官庁営繕担当部局）に送付することができず、同省は当

該建築物の構造等について、技術的観点からの確認を行うなどの関与をするこ

とが困難な状況となっている。一方、残りの16施設（同 39％）は、公共建築物

の設計等を国土交通省（官庁営繕担当部局）に依頼せず自ら行う場合は営繕計

画書を送付する必要がないと誤認していたものや営繕計画書の送付を失念して

いたものなど、合理的な理由がないにもかかわらず、営繕計画書が送付されな

かったものである。この 16 施設のうち、木造以外の構造で整備されていた施設

の中には、農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）による

木造化のフォローアップ調査の検証においても、木造化が可能であったと判断

された施設が 4施設あった。 

   なお、国土交通省（官庁営繕担当部局）においても、各省各庁に予算措置さ

れた事案の中に営繕計画書が送付されなかった事案があることを把握してお

り、毎年度、その件数や該当する公共建築物を公表しているが、各省各庁の合

計で、平成24年度は 216件、25年度は 317件、26年度は 148件、27年度は 291

件、28 年度は 153 件と推移しており、依然として営繕計画書が送付されなかっ

た件数が相当数みられる。 

営繕計画書を送付せずに公共建築物を整備することは、官公法に抵触するお

それがあるほか、大臣意見を送付することなく公共建築物の構造が決定される

ため、上記のとおり、技術的な制約がない場合でも木造化が図られない可能性

がある。 

 

（ｲ） 木造化に関する大臣意見の枠組みが十分に活用されていないもの 

調査対象195施設のうち154施設（79％）は、営繕計画書が送付されており、

このうち 12 施設（営繕計画書が送付された 154 施設の 8％）には、木造化に関

する大臣意見が送付され、142 施設（同 92％）には、木造化に関する大臣意見

が送付されなかった。 

当省において、木造化に関する大臣意見が送付された 12 施設と、木造化に関

する大臣意見が送付されなかった 142 施設から木造化が図られた 26 施設を除く

116施設とを比較したところ、次のとおり、木造化に関する大臣意見の枠組みが

十分に活用されていない状況がみられた。 

 

① 木造化に関する大臣意見が送付された施設と類似の施設があるにもかかわ

らず、木造化に関する大臣意見が送付されていないもの 

公共建築物等木材利用促進法が施行された翌年度（平成 23 年度）以降にお

ける調査対象とした 5 省に対する木造化に関する大臣意見の送付状況をみる

と、法務省が所管する施設については、木造化に関する大臣意見は 1 件も送

付されていなかった。 
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国土交通省（官庁営繕担当部局）によると、平成 24 年度から営繕計画書の

送付を受けた後に法務省に対し木造化できない理由を確認しているが、法務

省から、検察庁や拘置所が入所する庁舎については、敷地内に所在する施設

を全て治安維持施設と捉えており、木材利用促進基本方針において定められ

た木造化になじまない 6 類型の「治安上又は防衛上の目的等から木造以外の

構造とすべき施設」や「刑務所等の収容施設」に該当すると考えているとの

回答があったため、木材利用促進基本方針を踏まえると、木造化に関する大

臣意見を送付する対象には該当しないと判断したことから、これまで 1 件も

送付したことがないとしている。 

しかしながら、調査対象 195 施設のうち法務省が所管する施設は 65 施設あ

り、その中で木造化が図られた 7 施設のうち 3 施設（注 16）は、営繕計画書の時

点では木造以外で整備が計画されていたが、その後自ら計画を変更し、木造

で整備が計画されることとなったものであり、一度送付した営繕計画書の内

容の見直しはできないとされているわけではないことを勘案すると、各省各

庁がいったんは木造化になじまない 6 類型の施設に該当するとした施設の中

にも木造化が可能な施設はあり得るため、国土交通省（官庁営繕担当部局）

においては、より積極的に木造化に関する大臣意見を送付することが期待さ

れる。 

また、木造化に関する大臣意見が送付されなかった施設から木造化が図ら

れた施設を除く 116 施設のうち、法務省を除く 4 省の施設についてみると、

木造化に関する大臣意見が送付された施設と同じ用途であり、かつ、施設規

模に大きな違いがみられない施設が 15 施設みられた（車庫：7 施設、自転車

置場：5 施設、渡り廊下：3施設）。 

（注16）  木造化が図られた残りの4施設は、法務総合庁舎や単独の事務庁舎における自転

車置場で、営繕計画書の時点において木造で整備が計画されていたものである。 

 

② 木造化に関する大臣意見が送付された施設について、木造化に関する大臣

意見を踏まえた木造化につながっていないもの 

木造化に関する大臣意見が送付された 12 施設のうち 8 施設は、構造が木造

に変更されていない。 

この 8 施設について、各省に対し構造が木造に変更されていない理由を確

認したところ、4 施設は、技術的には木造化を図ることが可能であったもの

の、木造化に関する大臣意見を踏まえた検討結果の報告も求められていなか

ったため、どのような対応を行うべきか判断できなかったなどとして、構造

が木造に変更されなかった。なお、この 4 施設のうち 1 施設は、平成 25 年度

営繕計画書に対し、木造化に関する大臣意見が送付されたが、予算措置が講

じられず、翌年度以降に整備することとなり、26 年度以降の営繕計画書にお

いて構造等を変更しないまま送付し、それについて木造化に関する大臣意見

が送付されず、28 年度には鉄骨構造により整備されている（厚生労働省向島

労働基準監督署の自転車置場）。 
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残りの 4 施設は、営繕計画書の送付後に国土交通省（官庁営繕担当部局）

からの依頼に基づき、同省に対し各省において木造化を図ることが困難であ

ると判断した理由等を報告していたにもかかわらず、木造化が可能と考えら

れる具体的理由の明示がないまま木造化に関する大臣意見が送付されたた

め、木造化が可能であるかを含め木造化の必要性が理解されず、構造が木造

に変更されなかった。 

 

こうした状況に対し、国土交通省（官庁営繕担当部局）では、大臣意見は、営

繕計画書の内容や各省各庁に対し補足して確認を行った内容を踏まえ、専ら技術

的な観点から意見を述べたものであって、大臣意見を受けた各省各庁が大臣意見

を踏まえた対応を図ることが困難であると判断し概算要求を行った場合、国土交

通省（官庁営繕担当部局）にはそれ以上各省各庁に対し大臣意見を踏まえた対応

を求める権限はないとしている。 

しかしながら、大臣意見の枠組みが十分活用されないと、各省各庁において、

木造化の検討が十分されずに、本来であれば技術的に木造化が可能な公共建築物

が木造以外で整備されてしまうことにつながりかねない。そのため、木材利用促

進基本方針において、低層の公共建築物は原則として木造化を図るとされている

ことを踏まえ、国土交通省（官庁営繕担当部局）においては、各省各庁の営繕計

画書や補足確認の内容に的確に対応した木造化に関する大臣意見を積極的に送付

するとともに、送付を受けた各省各庁は、その内容を十分に尊重し、改めて木造

化の可否を検討すべきであると考えられる。 
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このように国が整備する公共建築物において木造化が図られていない施設が相当

数ある状況に対し、農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）

は、各省各庁に木造化の事例の紹介や木造の公共建築物を整備するための方法や設

計に当たっての留意事項等についてマニュアルを作成するなどの技術的支援を行っ

ている。しかし、各省からは、公共建築物の木造化を図るに当たっての専門的知識

やノウハウ、情報の不足を挙げる意見や、木造以外の構造による性能が十分に確保

されており、工事費等も安価になると考えられる中で、木造化を優先する判断が難

しいといった意見等が挙げられており、こうした技術的支援の内容や活用が十分と

はいえず、木材利用の意義に対する理解も必ずしも浸透しているとは言い難い状況

にある。また、国土交通省（官庁営繕担当部局）が制定する「新営予算単価」をみ

ると、車庫及び自転車置場の場合は木造の単価が木造以外の構造の単価に比べて低

く定められている一方で、執務庁舎の場合は木造の単価が木造以外の構造の単価に

比べて高く定められている。国土交通省（官庁営繕担当部局）は、「新営予算単

価」は公共建築物を整備する際の材料価格、労務賃金等の実情を踏まえて定めた標

準的な予算単価であり、実際に設計等を行う段階で工事費を低減することができる

場合があるとしているが、各省各庁において、木造の公共建築物を整備する際の専

門的知識等が不足している中で、木造化は一般的に工事費が高くなってしまうと懸
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念し、木材利用の意義を踏まえた十分な検討を行わずに木造化を図る余地がないと

判断してしまうことも木造化を阻害している要因となっていると考えられる。 

他方、地方公共団体においては、複数の設計や工法で木造と木造以外で整備する

場合の工事費等を比較し、木造の方が安価で工期も短くなるとの試算を行っている

例があり、今後、公共建築物の木造化を一層促進するためには、各省各庁が木造化

を図るに当たっての木材利用の意義に対する理解を深め、総合的な判断ができるよ

う、農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）は、従来から行っ

ている技術的支援に加え、実際に設計等の事務を遂行するに当たってのノウハウや

木造化に要した費用等の実例を共有するなど一層の支援を行っていくことが望まし

いと考えられる。 
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（再掲） 

【所見】 

したがって、農林水産省及び国土交通省は、国が整備する公共建築物における木

造化を一層促進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 公共建築物等木材利用促進法の趣旨の理解が進むよう、各省各庁に対し、木造

化になじまない6類型の施設について、単に行政機関名を例示するのではなく、施

設を用途別に区分することを含め、可能な限り細分化して、その範囲や考え方を

具体的に例示するなど必要な支援を行うこと。 

また、各省各庁における公共建築物の木造化が一層促進されるよう、国や地方

公共団体が整備した木造化が図られた公共建築物の例も参考として、設計等の事

務を遂行する際に活用することができるノウハウ、木造化に要する費用等の具体

的な情報を共有するなど必要な支援を行うこと。（農林水産省及び国土交通省） 

② 耐火建築物に係る規定が建築基準法よりも厳格に定められている官公法につい

て、現在の技術水準等に照らして、当該規定の妥当性を検証し、その結果を踏ま

え、木材利用の促進と安全性の確保との両立を図りつつ、用途等に応じた基準を

規定するなどの見直しを検討すること。（国土交通省） 

③ 各省各庁に対し、官公法に基づき、営繕計画書を確実に送付するよう一層の制

度の周知を図るとともに、補正予算等により整備するなど特別な事情があるため

営繕計画書を送付できない場合についても、各省各庁が整備する公共建築物の計

画内容について国土交通省が技術的な観点から支援を行うことができる旨を周知

した上で、その積極的な支援に取り組むこと。 

また、原則として木造化を図ることとされている低層の公共建築物に該当する

にもかかわらず、営繕計画書において木造化を計画していない公共建築物がみら

れた場合、各省各庁にその理由とともに、木材利用促進の観点からの検討結果の

報告を求め、その報告内容を踏まえ、木造化に関する大臣意見を送付すべきか否

かを適切に判断すること。 

さらに、各省各庁に対し、木造化に関する大臣意見を送付するに当たって、各

省各庁が木造化を計画しなかった理由を踏まえ、必要に応じて技術的支援を行う

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

とともに、各省各庁に対し、木造化に関する大臣意見を踏まえて講ずる措置につ

いて概算要求を行う前に報告を求めること。（国土交通省） 

 



図表 2－(1)－① 公共建築物の不燃化に係る経緯 

○ 都市建築物の不燃化の促進に関する決議（衆議院：昭和 25 年 4 月）（抜粋） 

 

我が国は、年々火災のためにばく大な富を喪失しているが、これは、我が国の建築物がほと

んど木造であって、火災に対して全く耐抗力を有していないことに起因する（中略） 

三 新たに建設する官公衛等は、原則として不燃構造とすること 

 

 

○ 政府の木材資源利用合理化方策（昭和 30 年 1 月 21 日閣議決定）（抜粋） 

 

一、 方針 

我国における森林の過伐傾向は甚だしく、国土の保全を危殆に瀕せしめるのみならず、

木材資源の枯渇を招来することは明らかであり、速やかにこれが対策を樹立しなければな

らない。（中略）木材資源の開発保全を図ると共に、重要産業及び民生安定に対する資材

を確保するため、その利用合理化に関し、次の措置を協力に推進するものとする。 

 

二、 措置 

第一 木材代替資源の使用普及の促進 

（1） 建築不燃化の促進 

イ、 耐火建築の普及奨励を推進し、国及び地方公共団体は率先垂範すると共

に、その建築費用の低下を図るため構造部材の規格化と設計の標準化を推

進すること。 

ロ、 防火地域の拡大及び防火建築帯造成の促進に努めると共に、用途規模に

より建築物の木造禁止の範囲を拡大すること。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(1)－② 公共建築物の木造化に関係する公共建築物等木材利用促進法の条文 

○ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）（抜粋） 

 

第 1 章 総則 

 

（目的） 

第 1 条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林

の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の

活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建築物等における木材の利用を促進するため、農林

水産大臣及び国土交通大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備

の用に供する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適切な供給

及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木

材の自給率の向上に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第 2 条 この法律において「公共建築物」とは、次に掲げる建築物（建築基準法 （昭和 25 年法

律第 201 号）第 2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）をいう。 

一 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

二 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に掲げる建築物に

準ずる建築物として政令で定めるもの 

2・3  （略） 

 

（国の責務） 

第 3 条 国は、木材の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方

公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

2  国は、一般の利用に供されるものであることその他の前条第 1 項第一号に掲げる建築物の性

質にかんがみ、木材に対する需要の増進に資するため、自ら率先してその整備する公共建築物

における木材の利用に努めなければならない。 

3・4  （略） 

5  国は、建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物に係る建

築基準法等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関する研究の成果、建築の専門家等の

専門的な知見に基づく意見、諸外国における規制の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に

基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

6・7  （略） 

 

（地方公共団体の責務） 

第 4 条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用

の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物に

おける木材の利用に努めなければならない。 

 

第 2 章 公共建築物における木材の利用の促進に関する施策 

 

（基本方針） 

第 7 条 農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物における木材の利用の促進に関する基本

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 



2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 

二 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

三 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

四 基本方針に基づき各省各庁の長（財政法（昭和 22 年法律第 34 号）第 20 条第 2 項に規定

する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。）が定める公共建築物における木材の

利用の促進のための計画に関する基本的事項 

五 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項 

六 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 

3  基本方針は、公共建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の利用に関する技

術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 

4  農林水産大臣及び国土交通大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたと

きは、基本方針を変更するものとする。 

5  農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。 

6  農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に通知しなければならない。 

7  農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表し

なければならない。 

（注）1 下線は、当省が付した。 

   2 第 7 条第 2 項第四号に規定する「各省各庁の長」については、財政法（昭和 22 年法律

第 34 号）第 20 条第 2 項において、「衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検

査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣」と規定されている。 

 



図表 2－(1)－③ 公共建築物の木造化に関係する木材利用促進基本方針の内容 

○ 公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（平成 22 年農林水産省、国土交通

省告示第 3号）（抜粋） 

 

この基本方針は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36

号。以下「法」という。）第 7 条第 1 項の規定に基づき、公共建築物における木材の利用の促進

の意義及び基本的方向、公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事

項、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標、基本方針に基づき各省各庁の長が定め

る公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項、公共建築物の整備の

用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項等を定めるものである。 

 

第 1 公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 

1 公共建築物における木材の利用の促進の意義 

（1） 木材の利用の促進の意義 

森林は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防

止、林産物の供給等の多面的な機能の発揮を通じて、国民生活及び国民経済の安定に重

要な役割を担っており、森林の適正な整備及び保全を図ることにより、これら森林の有

する多面的機能が持続的に発揮されることが極めて重要である。 

しかしながら、戦後植林された人工林資源が利用可能な段階を迎えつつある一方、こ

れら資源の利用は低調であり、木材価格も低迷していること等から、林業生産活動は停

滞し、森林の有する多面的機能の低下が懸念される状況となっている。 

このような現状において、国産材（国内で生産された木材をいう。以下同じ。）の需

要を拡大することは、林業の再生を通じた森林の適正な整備につながり、森林の有する

多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域の経済の活性化にも資するもので

ある。 

また、木材は、断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果や衝撃を緩和する効

果が高い等の性質を有するほか、製造時のエネルギー消費が小さく、長期間にわたって

炭素を貯蔵できる資材である。さらに、木材は再生可能な資源であり、エネルギー源と

して燃やしても大気中の二酸化炭素の濃度に影響を与えない「カーボンニュートラル」

な特性を有する資材である。 

このため、木材の利用を促進することにより、健康的で温もりのある快適な生活空間

の形成や、二酸化炭素の排出の抑制及び建築物等における炭素の蓄積の増大を通じた地

球温暖化の防止及び循環型社会の形成にも貢献することが期待される。 

（2） 公共建築物における木材の利用の促進の効果 

公共建築物については、木造率が低いなど木材の利用が低位にとどまっていることか

ら、木材の利用の拡大を図る余地が大きく、潜在的な木材の需要が期待できる。 

また、公共建築物は、広く国民一般の利用に供されるものであることから、木材の利

用の促進を通じ、これら公共建築物を利用する多くの国民に対して、木と触れ合い木の

良さを実感する機会を幅広く提供することが可能である。とりわけ、国及び地方公共団

体が、その整備する公共建築物における木材の利用に努め、その取組状況や効果等につ

いて積極的に情報発信を行うことにより、木材の特性やその利用の促進の意義について

国民の理解の醸成を効果的に図ることができる。 

このようなことから、公共建築物に重点を置いて木材の利用の促進を図ることによ

り、公共建築物における木材の利用の拡大という直接的な効果はもとより、公共建築物

以外の住宅等の一般建築物における木材の利用の促進、さらには建築物以外の工作物の

資材、各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材の利用の拡大といった波及効果



も期待できる。 

 

2 公共建築物における木材の利用の促進の基本的方向 

公共建築物の整備においては、過去、森林資源の枯渇への懸念や不燃化の徹底等から木材

の利用が抑制された時期があり、現在に至っても木材の利用は低位にとどまっている。 

このため、1 の公共建築物における木材の利用の促進の意義を踏まえ、非木造化を指向し

てきた過去の考え方を抜本的に転換し、公共建築物については可能な限り木造化又は内装等

の木質化（注）を図るとの考え方の下で、以下の基本的方向に沿って公共建築物における木材の

利用の促進を図るものとする。 
（注） この基本方針において「木造化」とは、建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分で

ある壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用することをいい、「内装等の木質化」と

は、建築物の新築、増築、改築又は模様替に当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等

の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。 

 

（1） 国の取組 

国は、法第 3 条に規定する国の責務を踏まえ、自ら率先してその整備する公共建築物

における木材の利用に努めるとともに、公共建築物における木材の利用の促進に関する

施策を総合的に策定し、及び実施するなど、公共建築物における木材の利用の促進を図

る上で主導的な役割を果たすことが求められている。 

このため、各省各庁の長は、法第 7 条第 2 項第 4 号に規定する公共建築物における木

材の利用の促進のための計画（以下「各省計画」という。）を速やかに作成し、率先し

て公共建築物における木材の利用に努めるとともに、相互に連携し、地方公共団体その

他の関係者の協力も得つつ、公共建築物における木材の利用の促進に関する施策の効果

的な推進を図るものとする。 

（中略） 

さらに、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法第 7 条第 7 項の規定に基づき、第 3 の

国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成に向けた取組の内容、当該目

標の達成状況その他の本基本方針に基づく公共建築物における木材の利用の促進に向け

た措置の実施状況を毎年 1 回取りまとめるとともに、当該実施状況を踏まえて講ずべき

措置と併せ公表するものとする。これにより、公共建築物における木材の利用のより効

果的な促進に資することはもとより、公共建築物における木材の利用以外の木材の利用

の促進にもつなげていくものとする。 

（2）～（5） （略） 

 

第 2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

1 木材の利用を促進すべき公共建築物 

法に基づき木材の利用を促進すべき公共建築物は、法第 2 条第 1 項各号及び法施行令（平

成 22 年政令第 203 号）第 1 条各号に掲げる建築物であり、具体的には、以下のような建築

物が含まれる。 

（1） 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

これらの建築物には、広く国民一般の利用に供される学校、社会福祉施設（老人ホー

ム、保育所等）、病院・診療所、運動施設（体育館、水泳場等）、社会教育施設（図書

館、公民館等）、公営住宅等の建築物のほか、国又は地方公共団体の事務・事業又は職

員の住居の用に供される庁舎、公務員宿舎等が含まれる。 

（2） （略） 

 

2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策の具体的方向 

公共建築物における木材の利用の促進に当たっては、建築材料としての木材の利用はもと



より、建築材料以外の各種製品の原材料及びエネルギー源としての木材の利用も併せてその

促進を図るものとする。 

具体的には、建築材料としての木材の利用の促進の観点からは、特に 3 の積極的に木造化

を促進する公共建築物の範囲に該当するものについて木造化を促進するとともに、木造化が

困難と判断されるものを含め、内装等の木質化を促進する。 

  （以下略） 

 

3 積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲 

木造建築物をめぐっては、平成 12 年の建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の改正によ

り、一定の性能を満たせば建築が可能となる、いわゆる性能規定化が進み、特に高い耐火性

能が求められる耐火建築物においても、国土交通大臣の認定を受けた構造方式を採用するな

どにより木造化することが可能となるなど、木造建築の可能性が大きく広がっている。 

しかしながら、中高層の建築物や面積規模の大きい建築物においては、求められる強度、

耐火性等の性能を満たすために極めて断面積の大きな木材を使用する必要があるなど、現状

では、構造計画やコストの面で木造化が困難な場合もあり、特に構造計画の面では、更なる

技術的な知見の蓄積が必要な状況にある。 

このため、公共建築物の整備においては、1 の木材の利用を促進すべき公共建築物のう

ち、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を

耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物において、積極的に木造化を促進

するものとする。 

この場合、木造と非木造の混構造とすることが、純木造とする場合に比較して耐火性能や

構造強度の確保、建築設計の自由度等の観点から有利な場合もあることから、その採用も積

極的に検討しつつ木造化を促進するものとする。 

ただし、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、刑務所等の収容

施設、治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設、危険物を貯蔵又は使用

する施設等のほか、伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物又は博物館内の文化財を

収蔵し、若しくは展示する施設など、当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化に

なじまない又は木造化を図ることが困難であると判断されるものについては木造化を促進す

る対象としないものとする。 

なお、建築基準法における 3 階建ての木造の学校や延べ面積 3,000 平方メートルを超える

建築物に係る規制に関し、「規制・制度改革に係る対処方針」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決

定）において、「耐火構造が義務付けられる延べ面積基準及び、学校などの特殊建築物に係

る階数基準については、木材の耐火性等に関する研究の成果等を踏まえて、必要な見直しを

行う。＜平成 22 年度中検討開始、結論を得次第措置＞」とされていることから、当該規制の

見直しに係る公共建築物についても、積極的に木造化を促進するものとする。 

また、建築基準法等において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすること

が求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関する技術開発の推進や木造化に係

るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては木造化

を図るよう努めるものとする。 

 

第 3 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

国は、その整備する公共建築物のうち、第 2 の 3 の積極的に木造化を促進する公共建築物

の範囲に該当する低層の公共建築物について、原則としてすべて木造化を図るものとする。 

（以下略） 

 

第 4 基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計

画に関する基本的事項 



各省計画においては、本基本方針を踏まえ、国が整備する公共建築物のうち各省各庁の長

の所管に属するものにおける木材の利用の促進が効果的に図られることを旨として、以下の

事項を定めるものとする。 

（1） 所管に属する公共建築物における木材の利用の方針 

所管に属する公共建築物に求められる機能、各省各庁が所掌する事務又は事業の性質

等を勘案し、当該公共建築物の木造化及び内装等の木質化、当該公共建築物における木

材を原材料として使用した備品及び消耗品の利用並びに木質バイオマスの利用の方針を

定めるものとする。 

（2） 所管に属する公共建築物における木材の利用の目標 

第 3 の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標及び（1）の方針を踏まえ、

木造化を図る公共建築物の範囲や重点的に内装等の木質化を促進する公共建築物の部

分、利用の促進を図る木製の備品等の種類を明確にするなどにより、可能な限り具体的

に記載するものとする。 

（3） その他各省計画に基づく取組の推進のために必要な事項 

各省各庁における各省計画に基づく取組の推進体制等について定めるものとする。 

 

第 5 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的事項 （略） 

第 6 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 

1 （略） 

2 公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項 

公共建築物の整備において木材を利用するに当たっては、一般に流通している木材を使用

する等の設計上の工夫や効率的な木材調達等によって、建設コストの適正な管理を図ること

が重要である。 

また、公共建築物の整備に当たっては、建設自体に伴うコストにとどまらず、維持管理及

び解体・廃棄等のコストについても考慮する必要がある。 

このため、公共建築物を整備する者は、部材の点検・補修・交換が容易な構造とする等の

設計上の工夫により維持管理コストの低減を図ることを含め、その計画・設計等の段階か

ら、建設コストのみならず維持管理及び解体・廃棄等のコストを含むライフサイクルコスト

について十分検討するとともに、利用者のニーズや木材の利用による付加価値等も考慮し、

これらを総合的に判断した上で、木材の利用に努めるものとする。 

（以下略） 

 

3 公共建築物における木材の利用の促進のための体制の整備に関する事項 

公共建築物における木材の利用の促進を効果的に図っていくため、各省各庁間の円滑な連

絡調整、公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の検討等を行う関係省庁等連絡

会議を設置する。  

（注）1 下線は、当省が付した。 

   2 木材利用促進基本方針は、平成 29 年 6 月 16 日付けで変更されている。 



図表 2－(1)－④ 耐火建築物等に関係する建築基準法の条文 

○ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）（抜粋） 

 

第 1 章 総則 

 

第 2 条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類す

る構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又

は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これ

らに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線

橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をい

い、建築設備を含むものとする。 

二～四 （略） 

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切

壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、

局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものと

する。 

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の 2 以上の建築物（延

べ面積の合計が 500 平方メートル以内の建築物は、一の建築物

とみなす。）相互の外壁間の中心線から、1 階にあっては 3 メ

ートル以下、2 階以上にあっては 5 メートル以下の距離にある

建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等

の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するも

のに面する部分を除く。 

七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了

するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築

物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適

合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（耐火性能に関する技術的基準）  

第 107 条 法第 2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞ

れ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その

他の損傷を生じないものであること。 

建築物

の部分 

建築物の階 最上階及び最上階

から数えた階数が

2 以上で 4 以内の

階 

最上階から数えた

階数が 5 以上で

14 以内の階 

最上階から数えた

階数が 15 以上の

階 

壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 1 時間 2 時間 2 時間 

外壁（耐力壁に限る。） 1 時間 2 時間 2 時間 

柱 1 時間 2 時間 3 時間 



床 1 時間 2 時間 2 時間 

はり 1 時間 2 時間 3 時間 

屋根 30 分間 

階段 30 分間 

一 この表において、第 2 条第 1 項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある

建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。 

二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとす

る。 

三 この表における階数の算定については、第 2 条第 1 項第八号の規定にかかわらず、地階

の部分の階数は、すべて算入するものとする。 

 

二 壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が 1 時間（非耐力壁である外壁

の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30 分間）加えられた場合に、当該加

熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が当該面に接する可燃物が燃焼する

おそれのある温度として国土交通大臣が定める温度（以下「可燃物燃焼温度」とい

う。）以上に上昇しないものであること。  

三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が 1

時間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、

30 分間）加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じない

ものであること。  

 

七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火

災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能を

いう。第九号の 3 ロにおいて同じ。）に関して政令で定める技術的基準

に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国

土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（準耐火性能に関する技術的基準）  

第 107 条の 2 法第 2条第七号の 2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。  

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えら

れた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、

破壊その他の損傷を生じないものであること。 

壁 間仕切壁（耐力壁に限る。） 45 分間 

外壁（耐力壁に限る。） 45 分間 

柱 45 分間 

床 45 分間 

はり 45 分間 

屋根（軒裏を除く。） 30 分間 

階段 30 分間 

 

二 壁、床及び軒裏（外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを



除き、延焼のおそれのある部分に限る。第 129 条の 2 の 3 第 1 項において同じ。）にあ

っては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 45 分間（非耐

力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏（外壁によって小屋裏又

は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分

に限る。）にあっては、30 分間）当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の

温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。  

三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加

えられた場合に、加熱開始後 45 分間（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以

外の部分及び屋根にあっては、30 分間）屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷

を生じないものであること。  

 

八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能（建築物の周囲において発生す

る通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性

能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、し

っくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国

土交通大臣の認定を受けたものをいう。  

九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないこと

その他の政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合

するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

をいう。 

九の 2 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 

イ その主要構造部が（1）又は（2）のいずれかに該当すること。 

（1） 耐火構造であること。 

（2） 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあっては、（ｉ）に掲げる性能に限

る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 

（ｉ） 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測さ

れる火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。 

（ⅱ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終

了するまで耐えること。 

ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火

設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備

に必要とされる性能をいう。第 27 条第 1 項において同じ。）に関して政令で定める技

術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交

通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準）  

第 108 条の 3 法第 2 条第九号の 2 イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の

各号のいずれかに該当することとする。  

一 主要構造部が、次のイ及びロ（外壁以外の主要構造部にあっては、イ）に掲げる基準

に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであるこ

と。 

イ 主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加

えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。 

（1） 耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあっては、当該建築物の自重



及び積載荷重（第 86 条第 2 項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪

区域における建築物の主要構造部にあっては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以

下この条において同じ。）により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その

他の損傷を生じないものであること。 

（2） 壁及び床にあっては、当該壁及び床の加熱面以外の面（屋内に面するものに限

る。）の温度が可燃物燃焼温度（当該面が面する室において、国土交通大臣が定

める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が

講じられている場合にあっては、国土交通大臣が別に定める温度）以上に上昇し

ないものであること。 

（3） 外壁及び屋根にあっては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生

じないものであること。 

ロ 外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が 1 時間（延焼

のおそれのある部分以外の部分にあっては、30 分間）加えられた場合に、次に掲げる

要件を満たしていること。 

（1） 耐力壁である外壁にあっては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重によ

り、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものである

こと。 

（2） 外壁の当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼

温度（当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕

上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあっ

ては、国土交通大臣が別に定める温度）以上に上昇しないものであること。 

二 前号イ及びロ（外壁以外の主要構造部にあっては、同号イ）に掲げる基準に適合する

ものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

2～5  （略） 

 

九の 3 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開

口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有する

ものをいう。 

イ 主要構造部を準耐火構造としたもの 

ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等

の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の

事項について政令で定める技術的基準に適合するもの 

（以下略） 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準）  

第 109 条の 3 法第 2 条第九号の 3 ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲

げるものとする。  

一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第 22 条第 1 項に規定する構造であるほ

か、法第 86 条の 4 の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に

屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間屋

外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定

めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。  

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造ら

れ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。 



イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあっては、防火構造としたもの 

ロ 屋根にあっては、法第 22 条第 1項に規定する構造としたもの 

ハ 床にあっては、準不燃材料で造るほか、3 階以上の階における床又はその直下の天井

の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合

に、加熱開始後 30 分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じ

ず、かつ、当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温

度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国

土交通大臣の認定を受けたものとしたもの 

 

第 2 章 建築物の敷地、構造及び建設設備 

 

（大規模の建築物の主要構造部等）  

第 21 条 高さが 13 メートル又は軒の高さが 9 メートルを超える建築物（その主要構造部（床、

屋根及び階段を除く。）の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可

燃材料を用いたものに限る。）は、第 2 条第九号の 2 イに掲げる基準に適合するものとしなけ

ればならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要

な政令で定める技術的基準に適合する建築物（政令で定める用途に供するものを除く。）は、

この限りでない。  

2  延べ面積が 3,000 平方メートルを超える建築物（その主要構造部（床、屋根及び階段を除

く。）の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用

いたものに限る。）は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。  

一 第 2 条第九号の 2イに掲げる基準に適合するものであること。  

二 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備（以下この号

において「壁等」という。）のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必

要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、

各区画の床面積の合計をそれぞれ 3,000 平方メートル以内としたものであること。 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等）  

第 129 条の 2 の 3 法第 21 条第 1 項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲

げるものとする。  

一 次に掲げる基準 

イ 地階を除く階数が 3 以下であること。 

ロ 主要構造部が準耐火構造（主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあ

っては、その構造が次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構

造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）であること。 

（1） 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が

加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある

変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 

壁 間仕切壁（耐力壁に限る。） 1 時間 

外壁（耐力壁に限る。） 1 時間 

柱 1 時間 

床 1 時間 



はり 1 時間 

 

（2） 壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）、床

及び屋根の軒裏にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合

に、加熱開始後 1 時間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度

が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 

（3） 外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）に

あっては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合

に、加熱開始後 1 時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない

ものであること。 

ハ 建築物の周囲（道に接する部分を除く。）に幅員が 3 メートル以上の通路（敷地の

接する道まで達するものに限る。）が設けられていること。ただし、次に掲げる基準

に適合しているものについては、この限りでない。 

（1） 延べ面積が 200 平方メートルを超えるものについては、床面積の合計 200 平方

メートル以内ごとに 1 時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は

法第 2条第九号の 2 ロに規定する防火設備で区画されていること。 

（2） 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある

場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、

その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20

分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないも

のとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定

を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。 

二 第 46 条第 2 項第一号イ及びロ並びに第 115 条の 2 第 1 項各号（第一号及び第三号を

除く。）に掲げる基準  

2  法第 21 条第 1項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。  

（屋根）  

第 22 条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建

築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するため

に屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的

基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定

を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又

は延べ面積が 10 平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼の

おそれのある部分以外の部分については、この限りでない。  

2  特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内

にある区域については都道府県都市計画審議会（市町村都市計画審議会が置かれている市町村

の長たる特定行政庁が行う場合にあっては、当該市町村都市計画審議会。第 51 条を除き、以

下同じ。）の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。 

 

（外壁）  

第 23 条 前条第 1 項の市街地の区域内にある建築物（その主要構造部の第 21 条第 1 項の政令で

定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの（次条、第 25 条及び第 62

条第 2 項において「木造建築物等」という。）に限る。）は、その外壁で延焼のおそれのある

部分の構造を、準防火性能（建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一

定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基

準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交

通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 



 

（大規模の木造建築物等の外壁等）  

第 25 条 延べ面積（同一敷地内に 2 以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積

の合計）が 1,000 平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれの

ある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第 22 条第 1 項に規定する構造としなければなら

ない。  

 

（防火壁）  

第 26 条 延べ面積が 1,000 平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつ

て有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 平方メートル以内としなけれ

ばならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。  

一 耐火建築物又は準耐火建築物  

 二・三 （略） 

 

第 3 章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 

    第 5 節 防火地域 

 

（防火地域内の建築物）  

第 61 条 防火地域内においては、階数が 3 以上であり、又は延べ面積が 100 平方メートルを超

える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければな

らない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。  

一 延べ面積が 50 平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のも

の  

二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに

類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの  

三 高さ 2メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの  

四 高さ 2メートル以下の門又は塀  

 

（準防火地域内の建築物）  

第 62 条 準防火地域内においては、地階を除く階数が 4 以上である建築物又は延べ面積が 1,500

平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が 500 平方メートルを超え 1,500 平

方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が 3 である建築

物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置そ

の他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなら

ない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（地階を除く階数が 3である建築物の技術的基準）  

第 136 条の 2 法第 62 条第 1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。  

一 隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物（同一敷地内の建築物の延べ面

積の合計が 500 平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。）との外

壁間の中心線（以下この条において「隣地境界線等」という。）に面する外壁の開口部

（防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに

類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。）で当該隣地境界線等から

の水平距離が 1 メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法第 2 条第 9 号の 2

ロに規定する防火設備でその構造が第 112 条第 14 項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件



を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大

臣の認定を受けたもの又は法第 2 条第 9 号の 2 ロに規定する防火設備であるはめごろし

戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室（かまど、こんろその他火

を使用する設備又は器具を設けた室を除く。）に設ける換気のための窓で、開口面積が

各々0.2 平方メートル以内のものについては、この限りでない。  

二 隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心

線からの水平距離が 5 メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣

地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があ

ると認めて定める基準に適合していること。  

三 外壁が、防火構造であり、かつ、その構造が屋内側からの通常の火災時における炎及

び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも

のであること。  

四 軒裏が防火構造であること。  

五 主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、

通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないものとして国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるものであること。  

六 床（最下階の床を除く。）又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の

火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。  

七 屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及

び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも

のであること。  

八 3 階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸（ふすま、障子その他これらに

類するものを除く。）で区画されていること。 

2  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構

造とし、これに附属する高さ 2 メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の 1 階であ

るとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなけれ

ばならない。  

 

（屋根）  

第 63 条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した

火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の

構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。  

 

（外壁の開口部の防火戸）  

第 64 条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある

部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が準遮炎性能（建築物の周囲におい

て発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をい

う。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を

用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を設けなければならない。 

 

（隣地境界線に接する外壁）  

第 65 条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その

外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(1)－⑤ 木造化になじまない施設の範囲を定めた通知 

○ 「積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲について（通知）」（平成 24 年 7 月 30 日付

け国営木第 6 号・林政利第 50 号国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室長及び林

野庁林政部木材利用課長連名通知）（抜粋） 

 

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号）第 7 条第 7

項の規定に基づく公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（平成 22 年農林水産

省、国土交通省告示第 3 号。以下「基本方針」という。）第 3 に掲げる国が整備する公共建築

物における木材の利用の目標を達成するために、基本方針第 2 に掲げる積極的に木造化を促進

する公共建築物の範囲について、別添のとおり整理しましたので通知します。 

 

1. 趣旨 

本資料は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36

号。以下「法」という。）第 7 条第 7 項の規定に基づく公共建築物における木材の利用の

促進に関する基本方針（平成 22 年農林水産省、国土交通省告示第 3 号。以下「基本方針」

という。）第 3 に掲げる国が整備する公共建築物における木材の利用の目標を達成するた

めに、基本方針第 2 に掲げる積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲について、より

具体的に整理したものである。 

 

2. 国が自ら整備する公共建築物の範囲 

国が自ら整備する公共建築物（以下単に「公共建築物」という。）とは、次の各項のい

ずれにも該当するものをいう。 

① 国有財産法（昭和 23 年法律第 73 号）第 3 条第 2 項における行政財産のうち、公有財

産（第 1 号）又は公共用財産（第 2 号） 

② 官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181 号。以下「官公法」とい

う。）第 1 条における国家機関の建築物。ただし、民間、地方公共団体等からの賃借等

によるものを除く。 

  ［解説］ 

   ① 法第 2 条第 1 項第 1 号の国が整備する公共の用又は公用に供する建築物とは、国有財産

法の公共用財産又は公用財産であるものをいう。したがって、行政財産のうち皇室用財産

及び企業用財産並びに普通財産は、公共建築物の範囲に含まれない。 

   ② 官公法第 1 条における国家機関の建築物とは、各省各庁の長の所管に属する建築物であ

って、国が立法、司法、行政のために使用するすべての建築物をいう。 

国家機関の建築物には、民間、地方公共団体等からの賃借等によるものが含まれるが、

これらは国が自ら整備したものとはいえず、また、国の意思により「木造化」、「内装等

の木質化」を行うことができないことから、公共建築物から除くものとする。 

 

3. 積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲 

公共建築物のうち積極的に木造化を促進するものは、基本方針第 2 の 3 のとおり、建築

基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構

造とすることが求められていない低層の公共建築物であって、次の各項のいずれにも該当

しないものをいう。 

① 災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設 

② 刑務所等の収容施設 

③ 治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設 

④ 危険物を貯蔵又は使用する施設等 



⑤ 伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物 

⑥ 博物館内の文化財を収蔵し、又は展示する施設 

⑦ その他機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である施

設 

なお、①から⑦までの施設又は建築物に該当するものであっても、個々の公共建築物と

しての機能等の観点から差し支えない場合には、木造化を妨げるものではないことに留意

する必要がある。 

  ［解説］ 

  Ⅰ. 建築基準法（昭和 26 年法律第 201 号）その他の法令に基づく基準において耐火建築物

とすること等が求められていない施設とは、建築基準法、官公法等において別添 1 の制限

を受けていない公共建築物をいう。 

  Ⅱ. ①から⑦までに該当する、又は該当すると想定される公共建築物を次に示す。 

    ① 災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設 

      国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（平成 6 年建

設省告示第 2379 号。以下「位置規模構造基準」という。）別表（一）から（五）まで

及び（七）に該当する公共建築物（別添 2） 

② 刑務所等の収容施設 

   刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成 17 年法律第 50 号）に規定す

る刑事収容施設（刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設）、少年院、少年鑑別所、

婦人補導院及び入国者収容所 

③ 治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設 

   検察庁、入国管理局、公安調査庁、警察の機関、自衛隊の部隊又は機関及び裁判所が

使用する公共建築物 

④ 危険物を貯蔵又は使用する施設等 

   位置規模構造基準の別表（十）及び（十一）に該当する公共建築物 

⑤ 伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物 

   文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）等で文化財として指定され、若しくは登録

されている公共建築物又はこれに準じて復元、移築若しくは改築される公共建築物 

⑥ 博物館内の文化財を収蔵し、又は展示する施設 

   博物館、美術館又はこれに類する公共建築物 

⑦ その他機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である施設 

      各省各庁において該当すると判断された公共建築物 

 

【別添 1】 

耐火建築物とすることが求められる範囲 

 

 建築基準法等において、耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求め

られる範囲は、次のいずれにも該当する場合による。 

 

1.  建設地による制限 

   建築物の建設地（都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 5 号に規定され

ている防火地域等の指定）等により、耐火建築物等とすることが求められる場合は、次によ

る。 

  Ⅰ. 官公法第 2 条第 2 項で規定する庁舎※において、次の①から③までのいずれかに該当

する場合 
※ 「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工

場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。 

 



① 防火地域の場合 

階数が 3以上（地階を含む。） 又は 延べ面積が 100 ㎡超 

② 準防火地域の場合 

地上階数が 4以上 又は 延べ面積が 300 ㎡超 

③ 上記以外の区域の場合 

地上階数が 4以上 又は 延べ面積が 1,000 ㎡超 

  Ⅱ. Ⅰ以外の建築物（学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設、自衛隊の部隊及び

機関が使用する建築物並びに宿舎等）で、次の①から③までのいずれかに該当する場合 

① 防火地域の場合 

階数が 3以上（地階を含む。） 又は 延べ面積が 100 ㎡超え 

② 準防火地域の場合 

地上階数が 4以上 又は 延べ面積が 1,500 ㎡超 

③ 上記以外の区域の場合 

地上階数が 4以上 又は 延べ面積が 3,000 ㎡超 

 

2. 用途による制限 

建築物の用途等により、耐火建築物等とすることが求められる場合は、下表による。 

用途 左記の用途に供する階 
左記の用途に供する

部分の床面積の合計 

劇場、映画館、演芸場 3 階以上の階 又は主階

が 1階にないもの 

客席床面積 200 ㎡以

上 

（屋外観覧席の場

合、1,000 ㎡以上） 

観覧場、公会堂、集会場 3 階以上の階 

病院、診療所（患者の収容施設があるも

のに限る。）、ホテル、旅館、共同住宅

※、寄宿舎、下宿、児童福祉施設 等 

3 階以上の階  

学校、体育館、博物館、美術館、図書

館、スポーツ練習場 等 
3 階以上の階  

百貨店、マーケット、展示場、飲食店、

物品販売業を営む店舗 等 
3 階以上の階 3,000 ㎡以上 

倉庫  

200 ㎡以上 

（3 階以上の部分に

限る。） 

自動車車庫、自動車修理工場 等 3 階以上の階  

 ※共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物 

   防火地域以外の区域において、3 階建てで 3 階部分が次の技術的基準を満たすものにつ

いては、耐火建築物等とすることが求められない（詳細は、建築基準法施行令（昭和 25 年

政令第 338 号）第 115 条の 2の 2による。）。 

   ① 主要構造部を 1時間準耐火構造とした準耐火建築物としたもの 

   ② 避難上有効なバルコニーを設置 

   ③ 3 階の各宿泊室等に屋外の道から進入可能な開口部を設置 

   ④ 周囲に 3m 以上の通路を設置 

   等 

 

【別添 2】 

●国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（抄） 

（平成 6年 12 月 15 日建設省告示第 2379 号） 

別表 

種  類 

（一） 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2 条第三号に規定する指定行政機関が

使用する官庁施設（災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保する

ために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。

以下（二）から（十一）において同じ。） 



（二） 災害対策基本法第 2 条第四号に規定する指定地方行政機関（以下「指定地方行政機

関」という）であって、2 以上の都府県又は道の区域を管轄区域とするものが使用する

官庁施設及び管区海上保安本部が使用する官庁施設 

（三） 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県並びに大

規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第 3 条第 1 項に規定する地震防災

対策強化地域内にある（二）に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施

設 

（四） （二）及び（三）に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設並びに

警察大学校等、機動隊、財務事務所等、河川国道事務所等、港湾事務所等、開発建設

部、空港事務所等、航空交通管制部、地方気象台、測候所及び海上保安監部等が使用

する官庁施設 

（五） 病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設 

（六） 病院であって、（五）に掲げるもの以外の官庁施設 

（七） 学校、研修施設等であって、災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画

において避難所として位置づけられた官庁施設（（四）に掲げる警察大学校等を除

く。） 

（八） 学校、研修施設等であって、(七)に掲げるもの以外の官庁施設((四）に掲げる警察

大学校を除く。） 

（九） 社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設 

（十） 放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究

施設として使用する官庁施設 

（十一） 石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使用する官庁施設及びこれ

らに関する試験研究施設として使用する官庁施設 

（十二） （一）から（十一）に掲げる官庁施設以外のもの 

備考 

一 この表において、「管区海上保安本部」とは、海上保安庁法（昭和 23 年法律第 28 号）

第 12 条及び国土交通省組織令（平成 12 年政令第 255 号）第 258 条に規定する管区海上保

安本部をいう。 

二 この表において、「警察大学校等」とは、警察法（昭和 29 年法律第 162 号）第 27 条に

規定する警察大学校、同法第 29 条第 4 項に規定する皇宮警察学校、同法第 32 条に規定す

る管区警察学校並びに同法第 54 条に規定する警視庁警察学校及び道府県警察学校をい

う。 

三 この表において、「機動隊」とは、警察法施行令（昭和 29 年政令第 151 号）第 3 条に

規定する機動隊をいう。 

四 この表において、「財務事務所等」とは、財務省設置法（平成 11 年法律第 95 号）第 15

条及び財務省組織令（平成 12 年政令第 250 号）第 83 条に規定する財務事務所及び財務省

組織規則（平成 13 年財務省令第 1 号）第 261 条に規定する出張所並びに内閣府設置法

（平成 11 年法律第 89 号）第 47 条及び沖縄総合事務局組織規則（平成 13 年内閣府令第 4

号）第 94 条に規定する財務出張所をいう。 

五 この表において、「河川国道事務所等」とは、国土交通省設置法（平成 13 年法律第 100

号）第 32 条及び地方整備局組織規則（平成 13 年国土交通省令第 21 号）第 140 条に規定

する河川国道事務所、砂防国道事務所、河川事務所、国道事務所及び営繕事務所並びに内

閣府設置法第 47 条及び沖縄総合事務局組織規則第 94 条に規定する国道事務所をいう。 

六 この表において、「港湾事務所等」とは、国土交通省設置法第 32 条及び地方整備局組

織規則第 140 条に規定する港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所及び航路

事務所並びに内閣府設置法第 47 条及び沖縄総合事務局組織規則第 94 条に規定する港湾・

空港整備事務所及び港湾事務所をいう。 

七 この表において、「開発建設部」とは、国土交通省設置法第 34 条に規定する開発建設

部をいう。 

八 この表において、「空港事務所等」とは、国土交通省設置法第 39 条及び地方航空局組

織規則（平成 13 年国土交通省令第 25 号）第 35 条に規定される空港事務所、空港出張

所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所、航空無線標識所、航

空無線通信所及び航空衛星センターをいう。 



九 この表において、「航空交通管制部」とは、国土交通省設置法第 40 条に規定する航空

交通管制部をいう。 

十 この表において、「地方気象台」とは、国土交通省設置法第 50 条第 1 項に規定する地

方気象台をいう。 

十一 この表において、「測候所」とは、国土交通省設置法第 50 条第 3 項に規定する測候

所をいう。 

十二 この表において、「海上保安監部等」とは、海上保安庁法（昭和 23 年法律第 28 号）

第 13 条及び海上保安庁組織規則（平成 13 年国土交通省令第 4 号）第 118 条に規定する海

上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署、情報通信管理センター、海上

交通センター、航空整備管理センター、航空基地、特殊警備基地、特殊救難基地、機動防

除基地、ロランセンター及び航路標識事務所をいう。 

 

○ 「用途により木造化になじまない施設の例について」（平成 24 年 7 月 30 日付け国土交通省

大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室長事務連絡）（抜粋） 

 

積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲について（通知）（平成 24 年 7 月 30 日国営木

第 6 号、林政利第 50 号）（以下「通知」という。）における、3. 積極的に木造化を促進する

公共建築物の範囲に記載された①から⑦までに該当するものについて、具体的な施設の例を協

議したところです。 

このたび、協議した結果を別表のとおり送付します。 

なお、通知のとおり、別表に記載された施設であっても、個々の公共建築物として機能等の

観点から差し支えない場合には、木造化を妨げるものではないことに留意する必要があること

を申し添えます。 

 

別表 

用途により木造化になじまない施設の例 

 

主な理由一覧表 

1 災害時の活動拠点施設等を有する災害応急対策活動に必要な施設 

2 刑務所等の収容施設 

3 治安上又は防衛上の目的等から木造以外の構造とすべき施設 

4 危険物を貯蔵又は使用する施設 

5 伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物 

6 博物館内の文化財を収蔵し、若しくは展示する施設 

7 その他機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難である施設 

※1 災害対策基本法第 2 条の指定行政機関（平成 21 年 8 月 28 日内閣府告示第 344 号）に指定さ

れたものである場合に○印を記載 

※2 災害対策基本法第 2 条の指定地方行政機関（平成 19 年 10 月 1 日内閣府告示第 634 号）に指

定されたものである場合に○印を記載 

※3 国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（平成 6 年 12 月 15

日建設省告示第 2379 号）別表(1)～(5)、(7)、(9)、(10)に該当する施設である場合に○印

を記載 

※4 用途により木造化になじまない施設である場合の主な理由を一覧表から記載 

 

1. 立法（国会）関係 （略） 

2. 司法（裁判所）関係 （略） 

3. 行政関係 



 

 

 

省庁名 機関名・施設名 

※1 

指定

行政

機関 

※2 

指定

地方

行政

機関 

※3 

位置

規模

構造

基準 

※4 

主な

理由 主な理由の具体的な内容 

内閣 

 

 

内 閣 本

府 

総理大臣官邸 

迎賓館 

 

 

沖縄総合事務局 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 3 

5 

 

1 

1 

 

会 計 検

査院 

      

人事院       

宮内庁       

公 正 取

引 委 員

会 

      

国 家 公

安 委 員

会 

 ○     

警察庁  

管区警察局 

皇宮警察本部 

警察大学校 

管区警察学校 

警視庁警察学校 

道府県警察学校 

皇宮警察学校 

機動隊 

科学警察研究所 

○  

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

金融庁  ○   1  

消 費 者

庁 

 ○   1  

復興庁       

総務省  

総合通信局 

沖縄総合通信事務所 

○  

○ 

○ 

 1 

1 

1 

 

消防庁 消防大学校 ○   1  

法務省  

刑務所 

少年鑑別所 

拘置所 

少年院 

婦人補導院 

入国者収容所 

○   1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

検察庁     3 H22 法令協議 

公 安 審

査 委 員

会 

    3 H22 法令協議 



省庁名 機関名・施設名 

※1 

指定

行政

機関 

※2 

指定

地方

行政

機関 

※3 

位置

規模

構造

基準 

※4 

主な

理由 主な理由の具体的な内容 

公 安 調

査庁 

    3 H22 法令協議 

外務省  

在外公館 

○   1 

3 

 

財務省  

財務局 

財務事務所 

財務出張所 

沖縄総合事務局財務出

張所 

○  

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

1 

1 

1 

1 

1 

 

国税庁       

文 部 科

学省 

 

水戸原子力事務所 

○  

○ 

 1 

1 

 

文化庁  

日本芸術院 

○   1 

6 

 

美術作品の収蔵及び展示を実施し

ているため 

厚 生 労

働省 

 

地方厚生局 

都道府県労働局 

国立感染症研究所 

国立医薬品食品衛生研

究所 

○  

○ 

○ 

 1 

1 

1 

4 

4 

 

 

 

病原菌類を使用する試験研究施設 

〃 

農 林 水

産省 

 

地方農政局（本局） 

北海道農政事務所 

東京地域センター 

○  

○ 

○ 

 1 

1 

1 

1 

 

 

 

災害時に本省庁舎が使用できない

場合の代替施設として震災対応マ

ニュアル（農水省 H24 年 3 月）で

規定 

林野庁 森林管理局  ○  1  

水産庁       

経 済 産

業省 

 

経済産業局 

経済産業研究所 

○  

○ 

 

 

○ 

1 

1 

1 

 

 

広域避難所に指定 

資 源 エ

ネ ル ギ

ー庁 

 

原子力安全・保安院 

産業保安監督部 

那覇産業保安監督事務

所 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 1 

1 

1 

1 

 

特許庁     1 経産省 BCP において、特許庁舎を

経産本省の代替施設として位置づ

け 

中 小 企

業庁 

 ○   1  

国 土 交

通省 

 

地方整備局 

北海道開発局 

地方運輸局 

○  

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 



省庁名 機関名・施設名 

※1 

指定

行政

機関 

※2 

指定

地方

行政

機関 

※3 

位置

規模

構造

基準 

※4 

主な

理由 主な理由の具体的な内容 

 地方航空局 

国営公園事務所 

 

 

 

河川国道事務所 

砂防国道事務所 

復興事務所 

 

河川事務所 

砂防事務所 

 

ダム砂防事務所 

ダム工事事務所 

総合開発工事事務所 

導水工事事務所 

国道事務所 

営繕事務所 

技術事務所 

 

調査事務所 

ダム統合管理事務所 

広域ダム管理事務所 

管理所 

港湾事務所 

港湾・空港整備事務所 

空港整備事務所 

航路事務所 

港湾空港技術調査事務

所 

 

開発建設部 

空港事務所・出張所 

空港・航空路監視レー

ダー事務所 

航空無線標識所 

航空無線通信所 

航空衛星センター 

航空交通管制部 

災害情報通信施設 

 

システム開発評価・危

機管理センター 

 ○  

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

災対法に基づく国交省防災業務計

画で「防災拠点としての機能を有

する都市公園の整備を推進する」

としている。 

 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

航空交通管制部のバックアップ施

設 

観光庁       

気象庁  

管区気象台 

気象研究所 

 

○  

○ 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

4 

 

 

 

危険物を使用する実験を行っている。 



省庁名 機関名・施設名 

※1 

指定

行政

機関 

※2 

指定

地方

行政

機関 

※3 

位置

規模

構造

基準 

※4 

主な

理由 主な理由の具体的な内容 

 気象衛星センター 

 

高層気象台 

地磁気観測所 

気象大学校 

沖縄気象台 

地方気象台（含む海洋

気象台） 

測候所 

地震観測施設等 

  

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

災害応急対策業務を行うことを確

認 

〃 

〃 

地域の広域避難所に指定 

 

 

 

 

「等」は主に以下のとおり多岐に

わたり、今後の観測機器の技術革

新等により、各施設が統合される

こと等を想定し、現状の表記とす

る。 

・地震観測施設 

・検潮観測施設 

・気象レーダー観測施設 

・地域気象観測施設 

・高層気象観測施設・・等 

海 上 保

安庁 

 

管区海上保安本部 

海上保安監部 

海上保安部 

海上保安署 

海上保安航空基地 

海上交通センター 

航空基地 

特殊警備基地 

特殊救難基地 

機動防除基地 

ロランセンター 

航路標識事務所 

○  

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

国 土 地

理院 

 ○   1  

環境省  

地方環境事務所 

○  

○ 

 1 

1 

 

防衛省  

地方防衛局 

部隊や機関が使用する

施設 

○  

○ 

 1 

1 

3 

 

共通 合同庁舎      
  

（注） 下線は、当省が付した。 



 

図表 2－(1)－⑥ 営繕計画書の概要 

○ 官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181 号）（抜粋） 

 

（用語の定義）  

第 2 条 この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。 

2～4 （略） 

5  この法律において「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長

官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。 

6  （略） 

 

（営繕計画書） 

第 9 条 各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその

附帯施設の建設に関する計画書（以下「営繕計画書」という。）を前年度の 7 月 31 日

までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。但し、一件につき総額

100 万円をこえない修繕又は模様替については、この限りでない。 

2  前項の営繕計画書には、当該建築物及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期及び

工事費を記載するものとする。 

3  第 1 項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関す

る意見書を 8 月 20 日までに当該各省各庁の長及び財務大臣に送付しなければならな

い。 

（注） 下線は、当省が付した。 

 

 

○ 営繕計画書に対する国土交通大臣の意見制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 国土交通省の資料による。 

 



図表 2－(1)－⑦ 調査対象とした 5 省の「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」

における公共建築物の木造化に関係する内容 

省
名 

区分 旧計画 新計画 

法
務
省 

策定時期 

( 計 画 期

間) 

平成 23 年 11 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されて

いること等により木造化が困難なものについ

ては、本計画の対象外とする。 

平成 28 年 3 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

方針 1(3)ア 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、可能な限り木造化

を図ることとする。 

1(3)ア 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、可能な限り木造化

を促進することとする。 

目標 2(1) 

 その所管予算により整備する公共建

築物のうち、建築基準法その他の法令

に基づく基準において耐火建築物とす

ること又は主要構造部を耐火構造とす

ることが求められていない低層の建築

物について、刑務所等の収容施設、治

安上又は国民の権利保護上の目的等か

ら木造以外の構造とすべき施設等積極

的に木造化を促進する対象としないも

のを除き、原則として木造化を図る。 

2(1) 

 その所管予算により整備する公共建

築物のうち、建築基準法その他の法令

に基づく基準において耐火建築物とす

ること又は主要構造部を耐火構造とす

ることが求められていない低層の建築

物について、刑務所等の収容施設、治

安上又は国民の権利保護上の目的等か

ら木造以外の構造とすべき施設等積極

的に木造化を促進する対象としないも

のを除き、原則として木造化を図る。 

財
務
省 

策定時期 

( 計 画 期

間) 

平成 23 年 6 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 23 年度予算を要求している

案件のうち、木造化のための予算を別途要求

していない案件については、本計画の対象外

とする。 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 
※ ただし、平成 28 年度予算を要求している

案件のうち、木造化のための予算を別途要求

していない案件については、本計画の対象外

とする。 

方針 1(2)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、関係法令、コスト

等を考慮しつつ、可能な限り木造化を

図ることとする。 

1(2)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、関係法令、コスト

等を考慮しつつ、可能な限り合法性が

証明された木材又は間伐材での木造化

を図ることとする。 

目標 2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の公共建築物について、災

害時の活動拠点室等を有する災害応急

対策活動に必要な施設など、当該建築

物に求められる機能等、及びコストの

観点から、木造化になじまない又は木

造化を図ることが困難であると判断さ

れるものを除き、原則として木造化を

2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令又は条例（以下「法

令等」という。）に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の公共建築物について、災

害時の活動拠点室等を有する災害応急

対策活動に必要な施設など、当該建築

物に求められる機能等、及びコストの

観点から、木造化になじまない又は法

令等の制限により木造化を図ることが



省
名 

区分 旧計画 新計画 

図る。 困難であると判断されるものを除き、

原則として木造化を図る。 

 法令等に基づく基準において耐火建

築物とすること又は主要構造部を耐火

構造とすることが求められる公共建築

物であっても、木材の耐火性等に関す

る技術開発の推進状況等を踏まえ、木

造化が可能と判断されるものについて

は、コスト等を考慮しつつ木造化を図

るよう努めるものとする。 

 

厚
生
労
働
省 

策定時期 

( 計 画 期

間) 

平成 23 年 7 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 23 年度予算を要求している

案件のうち、木造化が困難なものについて

は、本計画の対象外とする。 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

 

方針 1(2)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、関係法令、コスト

等を考慮しつつ、可能な限り木造化を

図ることとする。 

1(2)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、関係法令、コスト

等を考慮しつつ、可能な限り木造化を

図ることとする。 

 

目標 2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の建築物について、災害時

の活動拠点室等を有する災害応急対策

活動に必要な施設など、当該建築物に

求められる機能等の観点から、木造化

になじまない又は木造化を図ることが

困難であると判断されるものを除き、

原則として木造化を図る。 

2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の建築物について、災害時

の活動拠点室等を有する災害応急対策

活動に必要な施設など、当該建築物に

求められる機能等の観点から、木造化

になじまない又は法令等の制限により

木造化を図ることが困難であると判断

されるものを除き、原則として木造化

を図る。 

 また、建築基準法その他の法令に基

づく基準において耐火建築物とするこ

と又は主要構造部を耐火構造とするこ

とが求められる公共建築物であって

も、木材の耐火性等に関する技術開発

の推進状況等を踏まえ、木造化が可能

と判断されるものについては、コスト

等を考慮しつつ、木造化を図るよう努

めるものとする。 

 



省
名 

区分 旧計画 新計画 

農
林
水
産
省 

策定時期 

( 計 画 期

間) 

平成 22 年 12 月 

（平成 22 年度から 27 年度まで） 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

方針 2(2) 

 基本方針を踏まえ、(a)低層の公共建

築物は原則としてすべて木造化を図

る、(b)木造と非木造との混構造の採用

も積極的に検討しつつ木造化を促進す

るという方針の下、以下により取り組

むこととし、個別の利用目標を別添の

とおり定める。  

① 対象施設及び補助対象施設につい

ては、関係法令、コスト等を考慮し

つつ、木材利用による効果、付加価

値等を総合的に判断した上で、間伐

材又は合法性が証明された木材での

木造化に努める。 

 

2(2) 

 基本方針を踏まえ、 

(a) 低層の公共建築物は原則として

全て木造化を図る 

(b) 耐火建築物とすることが求めら

れている建築物についても、木質

耐火部材を活用して積極的に木造

化を図るなど、木質耐火部材や CLT

等の新たな木質部材を積極的に活

用すること 

(c) 木造と非木造との混構造の採用

も積極的に検討しつつ木造化を促

進すること 

を基本とし、以下により取り組むこと

とする。 

また、個別の利用目標を別添のとお

り定める。 

① 対象施設及び補助対象施設につい

ては、関係法令、コスト等を考慮し

つつ、木材利用による効果、付加価

値等を総合的に判断した上で、合法

性が証明された木材又は間伐材での

木造化に努める。 

目標  
組織 施設の種類 目標 

施設等機関 
 植物防疫所 
 動物検疫所 

動物医薬品検査
所 
農林水産研修所 
農林水産政策研
究所 
森林技術総合研
修所 

 
地方支分部局 
 地方農政局 

事業所・事務
所 
地方農政事務
所 
統計・消費セ
ンター 

 森林管理局 
  森林管理署 
 漁業調整事務所 

庁舎 
宿舎 
研修施設 
倉庫 

木 造
率
100％ 

  

 
組織 施設の種類 目標 

施設等機関 
 植物防疫所 
 動物検疫所 
 動物医薬品検査
所 

 農林水産研修所 
 農林水産政策研
究所 

 森林技術総合研
修所 

 
地方支分部局 
 地方農政局 
  事業所・事務

所 
  支局 
 森林管理局 
  森林管理署 
 漁業調整事務所 

庁舎 
宿舎 
研修施設 
倉庫 

木 造
率
100％ 

 

 



省
名 

区分 旧計画 新計画 

国
土
交
通
省 

策定時期 

( 計 画 期

間) 

平成 23 年 5 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されて

いること（既に国庫債務負担行為による複数

年の契約を締結しているもの及び平成 23 年

度予算を計上しているものを含む。）等によ

り木造化が困難なものについては、本計画の

対象外とする。 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されて

いること（既に国庫債務負担行為による複数

年の契約を締結しているもの及び平成 23 年

度予算を計上しているものを含む。）等によ

り木造化が困難なものについては、本計画の

対象外とする。 

方針 1(3)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、可能な限り木造化

を図ることとする。 

1(3)① 

 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において、可能な限り木造化

を図ることとする。 

目標 2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の建築物について、災害時

の活動拠点室等を有する災害応急対策

活動に必要な施設等積極的に木造化を

促進する対象としないものを除き、原

則として木造化を図る。 

2(1) 

 整備する公共建築物のうち、建築基

準法その他の法令に基づく基準におい

て耐火建築物とすること又は主要構造

部を耐火構造とすることが求められて

いない低層の建築物について、災害時

の活動拠点室等を有する災害応急対策

活動に必要な施設等積極的に木造化を

促進する対象としないもの又は法令等

の制限により木造化を図ることが困難

であると判断されるものを除き、原則

として木造化を図る。 

 建築基準法その他の法令に基づく基

準において耐火建築物とすること又は

主要構造部を耐火構造とすることが求

められる公共建築物であっても、木材

の耐火性等に関する技術開発の推進状

況等を踏まえ、木造化が可能と判断さ

れるものについては、コスト等を考慮

しつつ、木造化を図るよう努めるもの

とする。 

（注）1 法務省の「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」、財務省の「公共建築

物における木材の利用の促進のための計画」、厚生労働省の「公共建築物における木材の

利用の促進のための計画」、農林水産省の「新農林水産省木材利用推進計画―公共建築物

等木材利用促進法に基づく計画―」、国土交通省の「公共建築物における木材の利用の促

進のための計画」に基づき、当省が作成した。 

2 表中の「基本方針」とは、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」

をいう。 



A 506 462 484 265 370

（A） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

B=a+b 412 364 366 165 260

（B/A） (81.4) (78.8) (75.6) (62.3) (70.3)

a － 45 60 38 34

（a/A） (－) (9.7) (12.4) (14.3) (9.2)

b － 319 306 127 226

（b/A） (－) (69.0) (63.2) (47.9) (61.1)

C=c+d 94 98 118 100 110

（C/A） (18.6) (21.2) (24.4) (37.7) (29.7)

（C） (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

c 31 42 24 32 60

（c/A） (6.1) (9.1) (5.0) (12.1) (16.2)

（c/C） (33.0) (42.9) (20.3) (32.0) (54.5)

d=e+f 63 56 94 68 50

（d/A） (12.5) (12.1) (19.4) (25.7) (13.5)

（d/C） (67.0) (57.1) (79.7) (68.0) (45.5)

e 63 22 24 7 6

（e/A） (12.5) (4.8) (5.0) (2.6) (1.6)

（e/C） (67.0) (22.4) (20.3) (7.0) (5.5)

f 0 34 70 61 44

（f/A） (0.0) (7.4) (14.5) (23.0) (11.9)

（f/C） (0.0) (34.7) (59.3) (61.0) (40.0)

2

3

①

②

4

（注）1 農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）が公表する「公共建築物における
木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ（平成23年度から27年度まで）」（木造
化のフォローアップ調査結果）及びこれら2省に対する調査結果に基づき、当省が作成した。

表中の（ ）内について、ⅰ）明朝体の数は、「国が整備する低層（3階建て以下）の公共建
築物（A）」欄の棟数に占める割合、ⅱ）ゴシック体の数は、「木材利用促進基本方針において
積極的に木造化を促進することとされている公共建築物（Ｃ）」欄の棟数に占める割合をそれぞ
れ示す。

「木材利用促進基本方針において木造化になじまない又は木造化を図ることが困難であるとさ
れ、木造以外で整備済みの公共建築物（B）」欄の棟数は、農林水産省（林野庁）及び国土交通
省（官庁営繕担当部局）が、次に該当すると判断した公共建築物である。

耐火建築物等とすることが求められる公
共建築物

木造化になじまない又は木造化を図るこ
とが困難であると木材利用促進基本方
針に例示されている公共建築物

木材利用促進基本方針において積極的に木
造化を促進することとされている公共建築物

木造で整備済みの公共建築物

木造以外で整備済みの公共建築物

木材利用促進基本方針において木造化にな
じまない又は木造化を図ることが困難である
とされ、木造以外で整備済みの公共建築物

公共建築物等木材利用促進法施行
（平成22年10月1日）前に予算化され
た公共建築物

各省各庁において木造化になじまな
い又は木造化を図ることが困難であ
ると判断された公共建築物

図表 2－(1)－ア　農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）による「木造化のフォローアップ
                      調査結果」での国が整備する公共建築物における木造化の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　区分

平成
23年度

24年度 25年度 27年度

　整備済みの低層（3階建て以下）の公共建築物

（単位：棟、％）

26年度

平成23年度の「耐火建築物等とすることが求められる公共建築物」欄及び「木造化になじまな
い又は木造化を図ることが困難であると木材利用促進基本方針に例示されている公共建築物」欄
については、農林水産省（林野庁）及び国土交通省が、平成23年度実績を取りまとめた当時、両
欄の区分により把握、集計しておらず、計上ができなかったため、「－」とした。

当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図ることが
困難であると判断されると例示されている次の公共建築物（表中のb欄が該当）
・　災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設
・　刑務所等の収容施設
・　治安上又は防衛上の目的から木造以外の構造とすべき施設
・　危険物を貯蔵又は使用する施設等
・　伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物
・　博物館内の文化財を収蔵し、若しくは展示する施設

建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐
火構造とすることが求められる公共建築物（表中のa欄が該当）
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施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積

図
表

 2
－

(1
)－

イ
－

①
　

　
調

査
対

象
1
9
5
施

設
の

概
要

番
号

所
管

省
名

用
途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

法
2
3

法
務

省
倉

庫
名

寄
法

務
総

合
庁

舎
（
公

務
員

宿
舎

プ
ロ

パ
ン

ボ
ン

ベ
庫

）
北

海
道

S
構

造
と

R
C

構
造

の
混

構
造

1
階

:8
㎡

未
整

備
○

送
付

法
2
4

法
務

省
倉

庫
帯

広
少

年
院

（
倉

庫
）

北
海

道
R
C

構
造

:4
5
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
2
5

法
務

省
倉

庫
帯

広
少

年
院

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
北

海
道

C
B

構
造

:9
6
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
2
6

法
務

省
倉

庫
宮

城
刑

務
所

（
倉

庫
）

宮
城

県
S
構

造
1
階

:5
0
5
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
収

○
送

付

法
2
7

法
務

省
倉

庫
宮

城
刑

務
所

（
倉

庫
）

宮
城

県
R
C

構
造

:1
,4

7
8
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
2
8

法
務

省
倉

庫
宮

城
刑

務
所

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
宮

城
県

S
構

造
1
階

:2
7
㎡

S
構

造
1
階

:3
0
㎡

S
構

造
1
階

:3
6
㎡

S
構

造
1
階

:8
1
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
収

○
送

付

法
2
9

法
務

省
倉

庫
石

巻
拘

置
支

所
（
倉

庫
）

宮
城

県
R
C

構
造

:1
4
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
3
0

法
務

省
倉

庫
黒

羽
刑

務
所

（
公

務
員

宿
舎

プ
ロ

パ
ン

ボ
ン

ベ
庫

）
栃

木
県

R
C

構
造

1
階

:1
8
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
○

送
付

法
3
1

法
務

省
倉

庫
（
仮

称
）
国

際
法

務
総

合
セ

ン
タ

ー
（
倉

庫
）

東
京

都
準

防
火

R
C

構
造

1
階

:6
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
3
2

法
務

省
倉

庫
多

摩
少

年
院

（
倉

庫
）

東
京

都
R
C

構
造

:1
2
2
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
3
3

法
務

省
倉

庫
長

野
法

務
総

合
庁

舎
（
倉

庫
）

長
野

県
準

防
火

R
C

構
造

:1
9
㎡

未
整

備
収

・
治

○
○

送
付

法
3
4

法
務

省
倉

庫
長

野
法

務
総

合
庁

舎
（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
長

野
県

準
防

火
C

B
構

造
:4

4
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
3
5

法
務

省
倉

庫
神

戸
拘

置
所

（
倉

庫
）

兵
庫

県
S
構

造
1
階

:2
6
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
収

○
○

送
付

法
3
6

法
務

省
倉

庫
田

川
法

務
総

合
庁

舎
（
倉

庫
）

福
岡

県
R
C

構
造

:1
6
㎡

未
整

備
収

・
治

○
○

送
付

法
3
7

法
務

省
倉

庫
福

岡
拘

置
所

（
倉

庫
）

福
岡

県
S
構

造
1
階

:1
5
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
収

○
○

送
付

法
3
8

法
務

省
自

転
車

置
場

帯
広

少
年

院
（
自

転
車

置
場

）
北

海
道

S
構

造
:2

8
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
3
9

法
務

省
自

転
車

置
場

宮
城

刑
務

所
（
自

転
車

置
場

）
宮

城
県

S
構

造
:1

4
3
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
4
0

法
務

省
自

転
車

置
場

宮
城

刑
務

所
（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

宮
城

県
S
構

造
:2

2
8
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
4
1

法
務

省
自

転
車

置
場

石
巻

拘
置

支
所

（
自

転
車

置
場

）
宮

城
県

S
構

造
:8

㎡
未

整
備

収
○

○
送

付

法
4
2

法
務

省
自

転
車

置
場

石
巻

拘
置

支
所

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

宮
城

県
S
構

造
:3

6
㎡

未
整

備
収

○
送

付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

法
4
3

法
務

省
自

転
車

置
場

宇
都

宮
法

務
総

合
庁

舎
（
自

転
車

置
場

）
栃

木
県

準
防

火
S
構

造
1
階

:8
9
㎡

未
整

備
治

○
○

送
付

法
4
4

法
務

省
自

転
車

置
場

黒
羽

刑
務

所
（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

栃
木

県
S
構

造
1
階

:2
0
㎡

S
構

造
1
階

:2
0
㎡

S
構

造
1
階

:2
0
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
収

○
送

付

法
4
5

法
務

省
自

転
車

置
場

栃
木

刑
務

所
（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

栃
木

県
S
構

造
1
階

:4
㎡

S
構

造
1
階

:6
㎡

S
構

造
1
階

:1
4
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
収

○
送

付

法
4
6

法
務

省
自

転
車

置
場

（
仮

称
）
国

際
法

務
総

合
セ

ン
タ

ー
（
自

転
車

置
場

）
東

京
都

準
防

火
S
構

造
1
階

:7
㎡

S
構

造
1
階

:1
3
㎡

S
構

造
1
階

:1
8
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
4
7

法
務

省
自

転
車

置
場

多
摩

少
年

院
（
自

転
車

置
場

）
東

京
都

S
構

造
:3

7
㎡

未
整

備
収

○
○

送
付

法
4
8

法
務

省
自

転
車

置
場

多
摩

少
年

院
（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

東
京

都
S
構

造
:2

4
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
4
9

法
務

省
自

転
車

置
場

長
野

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
長

野
県

準
防

火
S
構

造
:9

㎡
S
構

造
:4

4
㎡

未
整

備
収

・
治

○
○

送
付

法
5
0

法
務

省
自

転
車

置
場

奈
良

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
奈

良
県

W
構

造
1
階

:3
7
㎡

未
整

備
治

○
送

付

法
5
1

法
務

省
自

転
車

置
場

奈
良

地
方

法
務

局
橿

原
出

張
所

（
自

転
車

置
場

）
奈

良
県

防
火

W
構

造
1
階

:1
5
㎡

未
整

備
○

送
付

法
5
2

法
務

省
自

転
車

置
場

岡
山

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

、
駐

輪
場

）
岡

山
県

準
防

火

【
自

転
車

置
場

】
S
構

造
1
階

:9
㎡

S
構

造
1
階

:1
1
㎡

S
構

造
1
階

:1
4
㎡

S
構

造
1
階

:1
6
㎡

S
構

造
1
階

:1
6
㎡

S
構

造
1
階

:1
6
㎡

S
構

造
1
階

:1
0
8
㎡

【
駐

輪
場

】
S
構

造
1
階

:1
9
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
治

○
○

送
付

法
5
3

法
務

省
自

転
車

置
場

岡
山

地
方

法
務

局
（
自

転
車

置
場

）
岡

山
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:2
3
㎡

未
整

備
○

送
付

法
5
4

法
務

省
自

転
車

置
場

広
島

地
方

検
察

庁
尾

道
支

部
・
区

検
察

庁
（
自

転
車

置
場

）
広

島
県

準
防

火
S
構

造
1
階

:1
0
㎡

未
整

備
治

○
○

送
付

法
5
5

法
務

省
自

転
車

置
場

徳
島

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
徳

島
県

防
火

W
構

造
1
階

:6
4
㎡

未
整

備
治

○
送

付

法
5
6

法
務

省
自

転
車

置
場

福
岡

第
一

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
福

岡
県

準
防

火
S
構

造
:4

㎡
未

整
備

治
○

○
送

付

法
5
7

法
務

省
自

転
車

置
場

福
岡

第
二

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
福

岡
県

準
防

火
S
構

造
:8

6
㎡

未
整

備
治

○
○

送
付

法
5
8

法
務

省
自

転
車

置
場

田
川

法
務

総
合

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
福

岡
県

S
構

造
:5

㎡
S
構

造
:8

㎡
未

整
備

収
・
治

○
○

送
付

法
5
9

法
務

省
渡

り
廊

下
帯

広
少

年
院

（
渡

り
廊

下
）

北
海

道
R
C

構
造

:2
3
0
㎡

S
構

造
:2

3
0
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
6
0

法
務

省
渡

り
廊

下
宮

城
刑

務
所

（
渡

り
廊

下
）

宮
城

県
R
C

構
造

:1
,4

0
9
㎡

S
構

造
:1

,4
1
0
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
6
1

法
務

省
渡

り
廊

下
石

巻
拘

置
支

所
（
渡

り
廊

下
）

宮
城

県
R
C

構
造

:6
2
㎡

未
整

備
収

○
送

付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

法
6
2

法
務

省
渡

り
廊

下
多

摩
少

年
院

（
渡

り
廊

下
）

東
京

都
R
C

構
造

:4
4
8
㎡

S
構

造
:4

4
9
㎡

未
整

備
収

○
送

付

法
6
3

法
務

省
渡

り
廊

下
長

野
法

務
総

合
庁

舎
（
渡

り
廊

下
）

長
野

県
準

防
火

R
C

構
造

:7
8
㎡

未
整

備
収

・
治

○
送

付

法
6
4

法
務

省
渡

り
廊

下
広

島
地

方
検

察
庁

尾
道

支
部

・
区

検
察

庁
（
渡

り
廊

下
）

広
島

県
準

防
火

S
構

造
1
階

:4
6
㎡

未
整

備
治

○
送

付

法
6
5

法
務

省
渡

り
廊

下
田

川
法

務
総

合
庁

舎
（
渡

り
廊

下
）

福
岡

県
R
C

構
造

:6
8
㎡

未
整

備
収

・
治

○
送

付

財
0
1

財
務

省
執

務
庁

舎
名

寄
税

務
署

（
執

務
庁

舎
）

北
海

道
R
C

構
造

2
階

:1
,1

7
1
㎡

未
整

備
○

送
付

財
0
2

財
務

省
執

務
庁

舎
姫

路
税

務
署

（
執

務
庁

舎
増

築
）

兵
庫

県
R
C

構
造

3
階

:5
3
2
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
2
,9

9
3
㎡

）

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

財
0
3

財
務

省
執

務
庁

舎
笠

岡
税

務
署

（
執

務
庁

舎
増

築
）

岡
山

県

R
C

構
造

と
S
構

造
の

混
構

造
2
階

:2
1
1
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
9
0
2
㎡

）

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

財
0
4

財
務

省
執

務
庁

舎
阿

南
税

務
署

（
執

務
庁

舎
）

徳
島

県
R
C

構
造

3
階

:1
,3

6
1
㎡

未
整

備
○

送
付

財
0
5

財
務

省
執

務
庁

舎
博

多
税

務
署

（
付

属
棟

）
福

岡
県

準
防

火
S
構

造
2
階

:2
8
3
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

財
0
6

財
務

省
執

務
庁

舎
菊

池
税

務
署

（
執

務
庁

舎
増

築
）

熊
本

県
S
構

造
2
階

:1
9
1
㎡

未
整

備
○

送
付

財
0
7

財
務

省
執

務
庁

舎
日

南
税

務
署

（
執

務
庁

舎
増

築
）

宮
崎

県
R
C

構
造

2
階

:1
9
4
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
9
4
0
㎡

）

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

財
0
8

財
務

省
車

庫
名

寄
税

務
署

（
車

庫
）

北
海

道
W

構
造

1
階

:9
0
㎡

未
整

備
○

送
付

財
0
9

財
務

省
車

庫
川

崎
税

関
支

署
（
車

庫
）

神
奈

川
県

準
防

火
S
構

造
1
階

:2
9
.9

4
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
○

送
付

有
○

財
1
0

財
務

省
車

庫
博

多
税

務
署

（
車

庫
）

福
岡

県
準

防
火

S
構

造
1
階

:1
9
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

財
1
1

財
務

省
倉

庫
税

務
大

学
校

和
光

校
舎

（
ご

み
収

集
庫

）
埼

玉
県

R
C

構
造

1
階

:2
4
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

財
1
2

財
務

省
自

転
車

置
場

名
寄

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
北

海
道

W
構

造
1
階

:3
3
㎡

未
整

備
○

送
付

財
1
3

財
務

省
自

転
車

置
場

京
橋

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
東

京
都

防
火

W
構

造
1
階

:5
0
㎡

未
整

備
○

送
付

財
1
4

財
務

省
自

転
車

置
場

平
塚

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
神

奈
川

県
S
構

造
1
階

:5
0
㎡

未
整

備
○

送
付

○

財
1
5

財
務

省
自

転
車

置
場

姫
路

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
兵

庫
県

S
構

造
1
階

:6
5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

財
1
6

財
務

省
自

転
車

置
場

阿
南

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
徳

島
県

W
構

造
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3
㎡

未
整

備
○

送
付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

財
1
7

財
務

省
自

転
車

置
場

博
多

税
務

署
（
自

転
車

置
場

）
福

岡
県

準
防

火
S
構

造
1
階

:1
4
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

財
1
8

財
務

省
渡

り
廊

下
姫

路
税

務
署

（
渡

り
廊

下
）

兵
庫

県
S
構

造
1
階

2
4
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

財
1
9

財
務

省
そ

の
他

税
務

大
学

校
和

光
校

舎
（
守

衛
所

）
埼

玉
県

R
C

構
造

1
階

:7
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

送
付

厚
0
1

厚
生

労
働

省
執

務
庁

舎
真

岡
労

働
基

準
監

督
署

（
執

務
庁

舎
）

栃
木

県
準

防
火

R
C

構
造

2
階

:5
4
6
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
0
2

厚
生

労
働

省
執

務
庁

舎
朝

霞
公

共
職

業
安

定
所

（
執

務
庁

舎
）

埼
玉

県
R
C

構
造

2
階

:1
,3

5
0
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
0
3

厚
生

労
働

省
執

務
庁

舎
平

塚
地

方
合

同
庁

舎
（
会

議
室

棟
）

神
奈

川
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:9
3
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

厚
0
4

厚
生

労
働

省
執

務
庁

舎
八

代
公

共
職

業
安

定
所

（
執

務
庁

舎
）

熊
本

県
準

防
火

R
C

構
造

2
階

:1
,1

8
7
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
0
5

厚
生

労
働

省
車

庫
札

幌
東

公
共

職
業

安
定

所
（
車

庫
）

北
海

道
準

防
火

R
C

構
造

1
階

:5
6
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

厚
0
6

厚
生

労
働

省
車

庫
真

岡
労

働
基

準
監

督
署

（
車

庫
）

栃
木

県
準

防
火

W
構

造
1
階

:1
8
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
0
7

厚
生

労
働

省
車

庫
佐

渡
公

共
職

業
安

定
所

（
車

庫
）

新
潟

県
S
構

造
1
階

:1
5
㎡

S
構

造
1
階

:1
5
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

○
未

送
付

○

厚
0
8

厚
生

労
働

省
倉

庫
旭

川
公

共
職

業
安

定
所

（
倉

庫
）

北
海

道
S
構

造
2
階

:7
2
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

○
未

送
付

○

厚
0
9

厚
生

労
働

省
倉

庫
向

島
労

働
基

準
監

督
署

（
ご

み
置

場
）

東
京

都
準

防
火

R
C

構
造

1
階

:3
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
1
0

厚
生

労
働

省
倉

庫
重

要
医

薬
品

原
料

倉
庫

神
奈

川
県

準
防

火
R
C

構
造

1
階

:2
4
0
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
1
1

厚
生

労
働

省
自

転
車

置
場

真
岡

労
働

基
準

監
督

署
（
自

転
車

置
場

）
栃

木
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:1
0
㎡

未
整

備
○

送
付

厚
1
2

厚
生

労
働

省
自

転
車

置
場

向
島

労
働

基
準

監
督

署
（
自

転
車

置
場

）
東

京
都

準
防

火
S
構

造
1
階

:6
㎡

未
整

備
○

送
付

有
○

厚
1
3

厚
生

労
働

省
自

転
車

置
場

八
代

公
共

職
業

安
定

所
（
自

転
車

置
場

）
熊

本
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:1
4
㎡

未
整

備
○

送
付

有

農
0
1

農
林

水
産

省
執

務
庁

舎
三

陸
北

部
森

林
管

理
署

（
執

務
庁

舎
）

岩
手

県
W

構
造

と
R

C
構

造
の

混
構

造
3
階

:5
0
8
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付

農
0
2

農
林

水
産

省
執

務
庁

舎
動

物
検

疫
所

神
戸

支
所

（
検

査
棟

）
兵

庫
県

準
防

火
R
C

構
造

2
階

:8
0
6
㎡

未
整

備
○

送
付

農
0
3

農
林

水
産

省
執

務
庁

舎
南

近
畿

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
（
執

務
庁

舎
増

築
）

奈
良

県
R
C

構
造

2
階

:1
9
6
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
1
,2

1
5
㎡

）

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○

農
0
4

農
林

水
産

省
執

務
庁

舎
浜

ノ
瀬

ダ
ム

管
理

所
（
執

務
庁

舎
）

宮
崎

県
R
C

構
造

2
階

:4
9
4
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

農
0
5

農
林

水
産

省
執

務
庁

舎
西

諸
農

業
水

利
事

業
所

中
央

管
理

所
（
執

務
庁

舎
）

宮
崎

県
S
構

造
1
階

:3
8
0
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○

農
0
6

農
林

水
産

省
車

庫
三

陸
北

部
森

林
管

理
署

（
車

庫
・
倉

庫
）

岩
手

県
W

構
造

1
階

:5
7
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
○

送
付

農
0
7

農
林

水
産

省
車

庫
信

濃
川

水
系

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
（
車

庫
・
倉

庫
増

築
）

新
潟

県
準

防
火

S
構

造
2
階

:1
5
0
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
9
5
5
㎡

）

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○

農
0
8

農
林

水
産

省
倉

庫
動

物
検

疫
所

北
海

道
出

張
所

胆
振

分
室

（
資

材
庫

）
北

海
道

準
防

火
S
構

造
1
階

:1
7
8
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
○

送
付

農
0
9

農
林

水
産

省
倉

庫
近

畿
農

政
局

（
倉

庫
）

京
都

府
W

構
造

1
階

:3
3
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
送

付

農
1
0

農
林

水
産

省
倉

庫
淀

川
水

系
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務
所

（
倉

庫
）

京
都

府
S
構

造
1
階

:9
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○

農
1
1

農
林

水
産

省
倉

庫
動

物
検

疫
所

神
戸

支
所

（
苅

藻
検

疫
場

畜
舎

）
兵

庫
県

準
防

火
R
C

構
造

1
階

:5
4
6
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

農
1
2

農
林

水
産

省
倉

庫
南

近
畿

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
（
倉

庫
）

奈
良

県
S
構

造
1
階

:3
9
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付

国
0
1

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
釧

路
航

空
基

地
（
執

務
庁

舎
）

北
海

道
R
C

構
造

2
階

:4
2
2
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
○

送
付

国
0
2

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
南

三
陸

国
道

事
務

所
（
執

務
庁

舎
）

岩
手

県
S
構

造
2
階

:2
,6

0
2
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付

国
0
3

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
塩

釜
港

湾
･空

港
整

備
事

務
所

（
執

務
庁

舎
）

宮
城

県
R
C

構
造

3
階

:1
,0

3
8
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付

国
0
4

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
塩

釜
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

石
巻

港
出

張
所

（
執

務
庁

舎
）

宮
城

県
S
構

造
1
階

:1
1
4
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付

国
0
5

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
江

戸
川

河
川

事
務

所
中

川
出

張
所

（
執

務
庁

舎
）

埼
玉

県
R
C

構
造

2
階

:4
2
9
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

国
0
6

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
神

奈
川

運
輸

支
局

（
執

務
庁

舎
）

神
奈

川
県

R
C

構
造

3
階

:2
,9

1
0
㎡

未
整

備
○

送
付

国
0
7

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
湘

南
海

上
保

安
署

（
執

務
庁

舎
）

神
奈

川
県

準
防

火
R
C

構
造

3
階

:8
0
1
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

国
0
8

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
佐

渡
海

上
保

安
署

（
執

務
庁

舎
）

新
潟

県
R
C

構
造

3
階

:8
1
4
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
0
9

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
新

潟
航

空
基

地
（
執

務
庁

舎
）

新
潟

県
R
C

構
造

3
階

:8
1
3
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
送

付

国
1
0

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
宮

津
海

上
保

安
署

（
執

務
庁

舎
）

京
都

府
R
C

構
造

2
階

:7
4
2
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
1
1

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
奈

良
地

方
気

象
台

（
執

務
庁

舎
）

奈
良

県
準

防
火

R
C

構
造

2
階

・
地

下
1

階
:1

,4
6
6
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

国
1
2

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
岡

山
運

輸
支

局
（
執

務
庁

舎
）

岡
山

県
R
C

構
造

2
階

:1
,8

0
4
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

国
1
3

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
北

九
州

港
湾

・
空

港
整

備
事

務
所

新
門

司
出

張
所

（
執

務
庁

舎
）

福
岡

県
W

構
造

2
階

:3
7
0
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
1
4

国
土

交
通

省
執

務
庁

舎
延

岡
高

速
道

路
維

持
出

張
所

（
執

務
庁

舎
）

宮
崎

県
R
C

構
造

2
階

:5
6
7
㎡

未
整

備
○

送
付

国
1
5

国
土

交
通

省
宿

舎
等

海
上

保
安

学
校

（
青

葉
寮

）
京

都
府

S
構

造
2
階

:2
,0

8
2
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

国
1
6

国
土

交
通

省
宿

舎
等

海
上

保
安

学
校

（
第

二
厚

生
棟

）
京

都
府

S
構

造
2
階

:9
9
8
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

国
1
7

国
土

交
通

省
宿

舎
等

海
上

保
安

学
校

（
女

子
寮

）
京

都
府

R
C

構
造

3
階

:1
,8

0
1
㎡

未
整

備
○

送
付

国
1
8

国
土

交
通

省
車

庫
帯

広
第

2
地

方
合

同
庁

舎
（
車

庫
）

北
海

道
準

防
火

R
C

構
造

1
階

:7
6
5
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
○

送
付

国
1
9

国
土

交
通

省
車

庫
塩

釜
港

湾
･空

港
整

備
事

務
所

（
車

庫
）

宮
城

県
R
C

構
造

1
階

:9
4
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
2
0

国
土

交
通

省
車

庫
釜

石
港

湾
事

務
所

宮
古

港
出

張
所

（
車

庫
）

岩
手

県
S
構

造
1
階

:3
3
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付
○

国
2
1

国
土

交
通

省
車

庫
栃

木
地

方
合

同
庁

舎
（
車

庫
）

栃
木

県
準

防
火

W
構

造
1
階

:5
4
㎡

未
整

備
○

送
付

国
2
2

国
土

交
通

省
車

庫
江

戸
川

河
川

事
務

所
中

川
出

張
所

（
車

庫
・

倉
庫

）
埼

玉
県

S
構

造
1
階

:4
8
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

○

国
2
3

国
土

交
通

省
車

庫
神

奈
川

運
輸

支
局

（
車

庫
）

神
奈

川
県

W
構

造
1
階

:3
6
㎡

未
整

備
○

送
付

有

国
2
4

国
土

交
通

省
車

庫
神

奈
川

運
輸

支
局

（
職

権
打

刻
上

屋
）

神
奈

川
県

W
構

造
1
階

:1
1
9
㎡

未
整

備
○

送
付

有

国
2
5

国
土

交
通

省
車

庫
新

潟
航

空
基

地
（
車

庫
）

新
潟

県
R
C

構
造

1
階

:3
7
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

送
付

○

国
2
6

国
土

交
通

省
車

庫
高

山
地

方
合

同
庁

舎
（
車

庫
）

岐
阜

県
準

防
火

R
C

構
造

1
階

:2
6
1
㎡

未
整

備
治

○
送

付
○

国
2
7

国
土

交
通

省
車

庫
三

重
河

川
国

道
事

務
所

（
車

庫
、

特
殊

車
庫

）
三

重
県

車
）
S
構

造
2
階

:5
6
2
㎡

特
）
S
構

造
2
階

:4
0
0
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
2
8

国
土

交
通

省
車

庫
宮

津
海

上
保

安
署

（
車

庫
）

京
都

府
C

B
構

造
1
階

:1
8
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

有
○

国
2
9

国
土

交
通

省
車

庫
海

上
保

安
学

校
（
艇

庫
上

屋
）

京
都

府
S
構

造
1
階

:2
5
3
㎡

未
整

備
○

送
付

有
○

国
3
0

国
土

交
通

省
車

庫
奈

良
地

方
気

象
台

（
車

庫
）

奈
良

県
準

防
火

W
構

造
1
階

:1
3
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
3
1

国
土

交
通

省
車

庫
岡

山
運

輸
支

局
（
封

印
上

屋
）

岡
山

県
S
構

造
1
階

:5
1
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

国
3
2

国
土

交
通

省
車

庫
小

倉
地

方
合

同
庁

舎
（
車

庫
）

福
岡

県
防

火
R
C

構
造

1
階

未
整

備
災

・
治

○
送

付

国
3
3

国
土

交
通

省
車

庫
北

九
州

港
湾

・
空

港
整

備
事

務
所

新
門

司
出

張
所

（
車

庫
）

福
岡

県
W

構
造

1
階

:5
2
㎡

未
整

備
災

○
送

付
有

国
3
4

国
土

交
通

省
車

庫
熊

本
地

方
合

同
庁

舎
（
車

庫
）

熊
本

県
準

防
火

S
構

造
1
階

:2
0
1
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
災

○
送

付
○

国
3
5

国
土

交
通

省
車

庫
延

岡
高

速
道

路
維

持
出

張
所

（
車

庫
）

宮
崎

県
S
構

造
1
階

:3
5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付

国
3
6

国
土

交
通

省
倉

庫
国

営
滝

野
す

ず
ら

ん
丘

陵
公

園
（
資

材
庫

）
北

海
道

S
構

造
1
階

:7
9
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付
○

国
3
7

国
土

交
通

省
倉

庫
留

萌
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
機

材
庫

）
北

海
道

S
構

造
1
階

:6
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付

国
3
8

国
土

交
通

省
倉

庫
釜

石
港

湾
事

務
所

松
倉

宿
舎

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
岩

手
県

S
構

造
1
階

:2
6
㎡

S
構

造
1
階

:2
6
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
危

○
未

送
付

○

国
3
9

国
土

交
通

省
倉

庫
熊

谷
地

方
気

象
台

（
電

源
室

）
埼

玉
県

R
C

構
造

1
階

:2
4
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付

国
4
0

国
土

交
通

省
倉

庫
新

潟
航

空
基

地
（
ボ

イ
ラ

ー
庫

）
新

潟
県

R
C

構
造

1
階

:1
6
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

送
付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

国
4
1

国
土

交
通

省
倉

庫
三

重
河

川
国

道
事

務
所

（
ブ

ロ
ア

室
棟

）
三

重
県

R
C

構
造

1
階

:5
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

国
4
2

国
土

交
通

省
倉

庫
海

上
保

安
学

校
（
第

二
厚

生
棟

機
械

室
）

京
都

府
S
構

造
1
階

:4
9
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

国
4
3

国
土

交
通

省
倉

庫
国

営
飛

鳥
歴

史
公

園
事

務
所

キ
ト

ラ
古

墳
周

辺
地

区
農

体
験

活
動

施
設

（
ト

イ
レ

・
倉

庫
棟

）
奈

良
県

W
構

造
1
階

:1
4
4
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

○

国
4
4

国
土

交
通

省
倉

庫
岡

山
運

輸
支

局
（
ご

み
置

場
）

岡
山

県
S
構

造
1
階

:3
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

国
4
5

国
土

交
通

省
倉

庫
高

知
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

瀬
戸

宿
舎

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
高

知
県

S
構

造
1
階

:5
㎡

S
構

造
1
階

:5
㎡

S
構

造
1
階

:5
㎡

S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
危

○
未

送
付

国
4
6

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

帯
広

第
2
地

方
合

同
庁

舎
（
自

転
車

置
場

）
北

海
道

準
防

火
W

構
造

1
階

:3
7
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
4
7

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

栃
木

地
方

合
同

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
栃

木
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:6
1
㎡

未
整

備
○

送
付

国
4
8

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

江
戸

川
河

川
事

務
所

中
川

出
張

所
（
自

転
車

置
場

）
埼

玉
県

W
構

造
1
階

:1
6
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
4
9

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

気
象

庁
本

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
東

京
都

防
火

S
構

造
1
階

:1
0
0
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
5
0

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

横
須

賀
地

方
合

同
庁

舎
（
自

転
車

置
場

）
神

奈
川

県
S
構

造
1
階

:3
1
㎡

S
構

造
1
階

:3
3
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

・
治

○
○

送
付

○

国
5
1

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

横
浜

地
方

合
同

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
神

奈
川

県
準

防
火

W
構

造
1
階

:4
7
㎡

未
整

備
災

・
治

○
送

付

国
5
2

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

高
山

地
方

合
同

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
岐

阜
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:6
3
㎡

未
整

備
治

○
送

付

国
5
3

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

宮
津

海
上

保
安

署
（
自

転
車

置
場

）
京

都
府

S
構

造
1
階

:1
0
㎡

未
整

備
災

○
○

送
付

有
○

国
5
4

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

奈
良

地
方

気
象

台
（
自

転
車

置
場

）
奈

良
県

準
防

火
W

構
造

1
階

:1
1
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
5
5

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

岡
山

運
輸

支
局

（
自

転
車

置
場

）
岡

山
県

S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

国
5
6

国
土

交
通

省
自

転
車

置
場

小
倉

地
方

合
同

庁
舎

（
自

転
車

置
場

）
福

岡
県

防
火

W
構

造
未

整
備

災
・
治

○
送

付

国
5
7

国
土

交
通

省
観

測
施

設
室

蘭
地

方
気

象
台

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

北
海

道
S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
5
8

国
土

交
通

省
観

測
施

設
帯

広
測

候
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

北
海

道
準

防
火

S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
5
9

国
土

交
通

省
観

測
施

設
留

萌
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

北
海

道
S
構

造
1
階

:1
4
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
0

国
土

交
通

省
観

測
施

設
釜

石
験

潮
所

岩
手

県
Ｒ

Ｃ
構

造
1
階

:8
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
1

国
土

交
通

省
観

測
施

設
宮

古
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

岩
手

県
S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
2

国
土

交
通

省
観

測
施

設
塩

釜
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

港
地

区
観

測
所

宮
城

県
R
C

構
造

1
階

:1
1
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
3

国
土

交
通

省
観

測
施

設
塩

釜
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

鮎
川

浜
地

区
観

測
所

宮
城

県
S
構

造
1
階

:6
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

国
6
4

国
土

交
通

省
観

測
施

設
駒

ヶ
峯

方
位

測
定

受
信

所
宮

城
県

S
R
C

構
造

1
階

:7
1
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
5

国
土

交
通

省
観

測
施

設
仙

台
管

区
気

象
台

鮎
川

検
潮

所
宮

城
県

S
構

造
1
階

:1
4
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
6

国
土

交
通

省
観

測
施

設
熊

谷
地

方
気

象
台

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

埼
玉

県
S
構

造
1
階

:6
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
7

国
土

交
通

省
観

測
施

設
横

須
賀

験
潮

所
神

奈
川

県
R
C

構
造

1
階

:8
㎡

未
整

備
災

○
送

付
有

○

国
6
8

国
土

交
通

省
観

測
施

設
尾

鷲
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

三
重

県
S
構

造
1
階

:5
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
6
9

国
土

交
通

省
観

測
施

設
室

戸
岬

沖
波

浪
計

陸
上

局
高

知
県

S
構

造
1
階

:7
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
7
0

国
土

交
通

省
観

測
施

設
高

知
地

方
気

象
台

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

高
知

県
S
構

造
1
階

:6
㎡

S
構

造
1
階

:9
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
7
1

国
土

交
通

省
観

測
施

設
清

水
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

高
知

県
S
構

造
1
階

:6
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
7
2

国
土

交
通

省
観

測
施

設
延

岡
特

別
地

域
気

象
観

測
所

（
ウ

ィ
ン

ド
プ

ロ
フ

ァ
イ

ラ
局

舎
）

宮
崎

県
R
C

構
造

1
階

:2
2
㎡

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

国
7
3

国
土

交
通

省
渡

り
廊

下
釧

路
航

空
基

地
(渡

り
廊

下
)

北
海

道
S
構

造
1
階

:2
0
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
送

付
有

○

国
7
4

国
土

交
通

省
渡

り
廊

下
三

重
河

川
国

道
事

務
所

（
渡

り
廊

下
）

三
重

県
R
C

構
造

1
階

:1
8
㎡

未
整

備
災

○
送

付
○

国
7
5

国
土

交
通

省
渡

り
廊

下
海

上
保

安
学

校
（
青

葉
寮

渡
り

廊
下

、
第

二
厚

生
棟

渡
り

廊
下

）
京

都
府

青
）
S
構

造
1
階

:6
8
㎡

厚
）
S
構

造
1
階

:6
2
㎡

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
○

送
付

○

国
7
6

国
土

交
通

省
渡

り
廊

下
海

上
保

安
学

校
（
女

子
寮

渡
り

廊
下

、
本

館
・

教
舎

渡
り

廊
下

）
京

都
府

女
）
S
構

造
1
階

:7
0
㎡

本
）
S
構

造
1
階

:4
0
㎡

未
整

備
○

送
付

有
○

国
7
7

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

滝
野

す
ず

ら
ん

丘
陵

公
園

（
救

護
所

）
北

海
道

S
構

造
1
階

:3
6
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
災

○
○

未
送

付
○

国
7
8

国
土

交
通

省
そ

の
他

海
上

保
安

学
校

（
本

館
増

築
）

京
都

府
R
C

構
造

3
階

:9
8
1
㎡

未
整

備
○

送
付

国
7
9

国
土

交
通

省
そ

の
他

海
上

保
安

学
校

（
教

舎
増

築
）

京
都

府
R
C

構
造

2
階

:1
,4

5
6
㎡

未
整

備
災

○
送

付

国
8
0

国
土

交
通

省
そ

の
他

海
上

保
安

学
校

（
総

合
実

習
棟

）
京

都
府

R
C

構
造

1
階

:8
8
7
㎡

未
整

備
○

送
付

国
8
1

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

情
報

案
内

施
設

棟
奈

良
県

W
構

造
1
階

:2
2
9
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

○

国
8
2

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

農
体

験
活

動
施

設
（
休

憩
・
団

ら
ん

棟
）

奈
良

県
W

構
造

1
階

:8
6
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

○

国
8
3

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

体
験

工
房

奈
良

県
W

構
造

1
階

:1
5
2
㎡

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
災

○
未

送
付

○

国
8
4

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

体
験

学
習

館
（
本

館
）

奈
良

県
S
R
C

構
造

１
階

・
地

下
1

階
:1

,9
7
0
㎡

未
整

備
災

・
文

○
送

付



う
ち

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
同

じ
用

途
で

施
設

規
模

に
も

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設

a
b

c
d

e
f

g
h

i
j

k
l

m

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設

官
公

法
で

耐
火

建
築

物
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

施
設

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
の

指
定

状
況

構
造

、
階

数
及

び
面

積
番

号
所

管
省

名
用

途

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

と
類

似
の

施
設

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
い

な
い

施
設

う
ち

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

が
、

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

う
ち

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

施
設

に
対

し
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
に

つ
な

が
っ

て
い

な
い

施
設

施
設

の
名

称
所

在
都

道
府

県
施

設
の

整
備

状
況

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

状
況

う
ち

各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

う
ち

各
省

が
6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

う
ち

合
理

的
な

理
由

が
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
せ

ず
に

整
備

さ
れ

た
施

設

国
8
5

国
土

交
通

省
そ

の
他

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

体
験

学
習

館
（
別

館
）

奈
良

県
R
C

構
造

地
下

1
階

:4
8
9

㎡
未

整
備

災
・
文

○
送

付

国
8
6

国
土

交
通

省
そ

の
他

道
の

駅
都

農
（
休

憩
施

設
）

宮
崎

県
R
C

構
造

1
階

:3
4
7
㎡

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
○

未
送

付
○

（
注

）
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

　
「
う

ち
各

省
が

6
類

型
に

該
当

す
る

と
し

た
判

断
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設
（
d
）
」
欄

は
、

各
省

が
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
に

該
当

す
る

こ
と

を
主

た
る

理
由

と
し

て
、

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
そ

の
該

当
す

る
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

に
「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

　
ゴ

シ
ッ

ク
体

の
施

設
は

、
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
を

示
す

。

「
う

ち
各

省
が

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
判

断
し

た
施

設
に

対
し

、
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

、
木

造
化

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
施

設
（
m

）
」
欄

は
、

各
省

が
営

繕
計

画
書

の
送

付
後

に
、

国
土

交
通

省
か

ら
の

照
会

に
対

し
、

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
判

断
し

た
理

由
を

報
告

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

国
土

交
通

省
か

ら
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
、

木
造

化
が

可
能

と
考

え
ら

れ
る

理
由

の
明

示
等

も
な

か
っ

た
た

め
、

各
省

に
お

い
て

、
木

造
化

が
図

ら
れ

な
か

っ
た

施
設

に
「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

「
う

ち
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
と

同
じ

用
途

で
施

設
規

模
に

も
大

き
な

違
い

が
み

ら
れ

な
い

施
設

（
f）

」
欄

は
、

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

た
め

、
木

造
化

が
図

ら
れ

な
か

っ
た

が
、

当
該

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
あ

っ
て

も
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
の

延
べ

面
積

と
比

べ
て

、
1
.5

倍
以

内
の

延
べ

面
積

に
該

当
す

る
施

設
に

「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

　
「
営

繕
計

画
書

の
送

付
状

況
（
h
）
」
欄

は
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
に

お
い

て
、

営
繕

計
画

書
が

送
付

さ
れ

て
い

た
場

合
は

「
送

付
」
、

一
度

も
送

付
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
場

合
は

「
未

送
付

」
と

し
て

い
る

。

　
「
う

ち
合

理
的

な
理

由
が

な
い

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

営
繕

計
画

書
を

送
付

せ
ず

に
整

備
さ

れ
た

施
設

（
i）

」
欄

は
、

営
繕

計
画

書
の

必
要

性
を

認
識

し
て

い
な

か
っ

た
な

ど
営

繕
計

画
書

を
毎

年
7
月

3
1
日

ま
で

に
送

付
し

な
か

っ
た

理
由

が
合

理
的

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設
に

「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

「
木

造
化

に
関

す
る

国
土

交
通

大
臣

意
見

の
送

付
状

況
（
j）

」
欄

は
、

官
公

法
第

9
条

第
3
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

国
土

交
通

大
臣

が
各

省
各

庁
の

長
か

ら
送

付
を

受
け

た
営

繕
計

画
書

（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
）
に

対
し

、
「
木

材
利

用
促

進
の

観
点

か
ら

構
造

種
別

に
つ

い
て

検
討

を
要

す
る

も
の

」
と

し
て

意
見

を
送

付
し

て
い

た
場

合
に

「
有

」
と

し
て

い
る

。

「
う

ち
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

た
施

設
と

類
似

の
施

設
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
て

い
な

い
施

設
（
k
）
」
欄

は
、

法
務

省
を

除
く

4
省

に
お

い
て

、
営

繕
計

画
書

（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
）
が

送
付

さ
れ

て
い

た
も

の
の

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
て

お
ら

ず
、

木
造

化
が

図
ら

れ
て

い
な

か
っ

た
施

設
の

う
ち

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
た

施
設

の
延

べ
面

積
と

比
べ

て
、

1
.5

倍
以

内
の

延
べ

面
積

に
該

当
す

る
施

設
に

「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

「
う

ち
当

該
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

た
が

、
構

造
を

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
認

識
が

な
く

、
木

造
化

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
施

設
（
l）

」
欄

は
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

、
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

可
能

で
あ

っ
た

も
の

の
、

各
省

に
お

い
て

、
当

該
大

臣
意

見
を

踏
ま

え
て

構
造

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
の

認
識

が
な

く
、

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
施

設
に

「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

　
「
防

火
地

域
又

は
準

防
火

地
域

の
指

定
状

況
」
欄

の
「
防

火
」
及

び
「
準

防
火

」
は

、
都

市
計

画
法

（
昭

和
4
3
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

8
条

及
び

第
9
条

第
20

項
の

規
定

に
基

づ
き

市
街

地
に

お
け

る
火

災
の

危
険

を
防

除
す

る
た

め
に

都
市

計
画

に
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

地
域

を
示

す
。

「
構

造
、

階
数

及
び

面
積

」
欄

及
び

「
施

設
の

整
備

状
況

」
欄

は
、

調
査

対
象

と
し

た
5
省

が
農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
及

び
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）
に

対
し

報
告

し
た

「
木

造
化

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

調
査

（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
6
年

度
ま

で
）
」
の

結
果

、
「
平

成
2
5
年

度
国

有
財

産
一

件
別

情
報

（
行

政
財

産
）
」
及

び
各

省
が

送
付

し
た

営
繕

計
画

書
（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
）
の

ほ
か

、
当

省
の

調
査

時
点

（
平

成
2
8
年

2
月

か
ら

5
月

ま
で

）
に

お
い

て
、

設
計

、
工

事
等

が
行

わ
れ

、
構

造
等

が
直

近
の

営
繕

計
画

書
か

ら
変

更
さ

れ
て

い
る

場
合

は
変

更
後

の
内

容
に

よ
り

整
理

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
ま

た
、

「
R
C

」
は

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト
造

、
「
S
」
は

鉄
骨

造
、

「
S
R
C

」
は

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト
造

、
「
W

」
は

木
造

、
「
C

B
」
は

コ
ン

ク
リ

ー
ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

を
示

し
、

階
数

又
は

面
積

を
記

載
し

て
い

な
い

も
の

は
当

省
の

調
査

時
点

で
未

定
と

な
っ

て
い

た
こ

と
を

示
す

。
  

な
お

、
当

省
調

査
後

に
、

①
「
厚

0
2
　

朝
霞

公
共

職
業

安
定

所
（
執

務
庁

舎
）
」
は

、
平

成
2
9
年

2
月

に
R
C

構
造

と
S
構

造
の

混
構

造
2
階

1
,3

5
0
㎡

で
整

備
さ

れ
、

②
「
厚

0
9
　

向
島

労
働

基
準

監
督

署
（
ご

み
置

場
）
」
及

び
「
厚

1
2
　

向
島

労
働

基
準

監
督

署
（
自

転
車

置
場

）
」
は

2
8
年

9
月

に
表

中
の

構
造

、
階

数
及

び
延

べ
面

積
の

ま
ま

整
備

さ
れ

て
い

る
。

「
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
又

は
官

公
法

で
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

（
a）

」
欄

は
、

木
材

利
用

促
進

基
本

方
針

に
お

い
て

例
示

さ
れ

て
い

る
、

木
造

化
が

な
じ

ま
な

い
又

は
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
6
類

型
の

施
設

（
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
、

刑
務

所
等

の
収

容
施

設
な

ど
）
又

は
官

公
法

第
7
条

第
1
項

の
規

定
に

お
い

て
耐

火
建

築
物

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
施

設
（
「
準

防
火

地
域

内
で

延
べ

面
積

が
3
0
0
㎡

を
こ

え
る

庁
舎

」
及

び
「
延

べ
面

積
が

1
,0

0
0
㎡

を
こ

え
る

庁
舎

」
）
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

施
設

に
「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

　
「
う

ち
各

省
が

独
自

に
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

と
判

断
し

た
理

由
が

妥
当

で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設
（
b
）
」
欄

は
、

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
施

設
の

う
ち

、
各

省
が

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

に
「
○

」
を

付
し

て
い

る
。

「
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

で
あ

る
と

さ
れ

た
施

設
（
c）

」
欄

は
、

ⅰ
)「

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

」
に

お
い

て
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

、
ⅱ

)各
省

が
独

自
に

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
と

判
断

し
た

施
設

の
い

ず
れ

か
を

い
い

、
次

の
と

お
り

区
分

し
て

い
る

。
　

「
災

」
（
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
）
、

「
収

」
（
刑

務
所

等
の

収
容

施
設

）
、

「
治

」
（
治

安
上

又
は

防
衛

上
の

目
的

等
か

ら
木

造
以

外
の

構
造

と
す

べ
き

施
設

）
、

「
危

」
（
危

険
物

を
貯

蔵
又

は
使

用
す

る
施

設
等

）
、

「
文

」
（
博

物
館

内
の

文
化

財
を

収
蔵

し
、

若
し

く
は

展
示

す
る

施
設

）

調
査

対
象

と
し

た
1
9
5
施

設
は

、
財

務
省

の
「
平

成
2
5
年

度
国

有
財

産
一

件
別

情
報

（
行

政
財

産
）
」
、

農
林

水
産

省
（
林

野
庁

）
及

び
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）
の

「
公

共
建

築
物

に
お

け
る

木
材

の
利

用
の

促
進

に
向

け
た

措
置

の
実

施
状

況
の

取
り

ま
と

め
（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
6
年

度
ま

で
）
」
及

び
国

土
交

通
省

の
「
各

省
各

庁
営

繕
計

画
書

に
関

す
る

意
見

書
（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
）
」
（
各

省
が

平
成

2
3
年

度
か

ら
2
7
年

度
に

送
付

し
た

営
繕

計
画

書
の

内
容

と
当

該
営

繕
計

画
書

に
対

す
る

大
臣

意
見

の
内

容
を

公
表

し
た

も
の

）
を

基
に

、
調

査
対

象
と

し
た

5
省

（
省

内
関

係
部

局
及

び
地

方
支

分
部

局
を

含
む

。
）
に

お
い

て
、

平
成

2
4
年

4
月

か
ら

2
8
年

5
月

ま
で

の
間

に
整

備
又

は
整

備
が

計
画

さ
れ

て
い

た
3
階

建
て

以
下

の
低

層
の

公
共

建
築

物
の

中
か

ら
選

定
し

た
も

の
で

あ
る

（
建

築
基

準
法

に
お

い
て

耐
火

建
築

物
等

と
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
、

ⅰ
）
延

べ
面

積
が

3
,0

0
0
㎡

を
超

え
る

建
築

物
、

ⅱ
）
防

火
地

域
内

で
、

階
数

が
3
以

上
で

あ
る

建
築

物
や

延
べ

面
積

が
1
0
0
㎡

を
超

え
る

建
築

物
、

ⅲ
）
準

防
火

地
域

内
で

延
べ

面
積

が
1
,5

0
0
㎡

を
超

え
る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
対

象
外

と
し

た
。

）
。

　
調

査
対

象
と

し
た

施
設

の
所

在
（
予

定
）
地

は
、

2
1
都

道
府

県
（
北

海
道

、
岩

手
県

、
宮

城
県

、
栃

木
県

、
埼

玉
県

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

新
潟

県
、

長
野

県
、

岐
阜

県
、

三
重

県
、

京
都

府
、

兵
庫

県
、

奈
良

県
、

岡
山

県
、

広
島

県
、

徳
島

県
、

高
知

県
、

福
岡

県
、

熊
本

県
及

び
宮

崎
県

）
に

及
ぶ

。
な

お
、

営
繕

計
画

書
に

つ
い

て
は

、
官

公
法

に
お

い
て

、
整

備
を

計
画

す
る

前
年

度
の

7
月

3
1
日

ま
で

に
国

土
交

通
大

臣
及

び
財

務
大

臣
に

対
し

送
付

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

た
め

、
平

成
2
4
年

度
営

繕
計

画
書

（
平

成
2
3
年

7
月

3
1
日

ま
で

に
送

付
さ

れ
た

も
の

）
か

ら
2
8
年

度
営

繕
計

画
書

（
平

成
2
7
年

7
月

3
1
日

ま
で

に
送

付
さ

れ
た

も
の

）
ま

で
を

対
象

と
し

た
。

調
査

対
象

と
し

た
施

設
の

用
途

は
、

①
執

務
庁

舎
（
官

公
法

第
2
条

第
2
項

に
お

い
て

定
義

さ
れ

た
、

学
校

、
病

院
、

刑
務

所
そ

の
他

の
収

容
施

設
等

を
除

く
国

家
機

関
が

そ
の

事
務

を
処

理
す

る
た

め
に

使
用

す
る

建
築

物
（
庁

舎
）
の

う
ち

、
執

務
を

行
う

た
め

に
整

備
さ

れ
た

施
設

を
い

う
。

ま
た

、
執

務
庁

舎
と

車
庫

を
一

体
化

し
た

施
設

等
を

含
む

。
）
、

②
宿

舎
等

（
公

務
員

宿
舎

の
ほ

か
、

寮
を

含
む

。
）
、

③
車

庫
（
車

両
を

駐
車

す
る

上
屋

や
船

舶
保

管
施

設
、

車
庫

と
倉

庫
を

一
体

化
し

た
施

設
等

を
含

む
。

）
、

④
倉

庫
（
物

置
、

ご
み

置
場

、
機

械
設

備
等

を
保

管
す

る
建

屋
、

畜
舎

、
倉

庫
と

公
衆

便
所

を
一

体
化

し
た

施
設

等
を

含
む

。
）
、

⑤
自

転
車

置
場

（
駐

輪
場

を
含

む
。

）
、

⑥
渡

り
廊

下
、

⑦
観

測
施

設
（
気

象
観

測
施

設
や

検
潮

観
測

施
設

の
ほ

か
、

方
位

測
定

受
信

所
を

含
む

。
）
、

⑧
そ

の
他

（
①

か
ら

⑦
ま

で
に

当
て

は
ま

ら
な

い
、

学
校

、
国

営
公

園
や

道
の

駅
の

休
憩

施
設

、
守

衛
所

等
を

含
む

。
）
の

8
分

類
と

し
た

。

　
調

査
対

象
と

し
た

施
設

に
つ

い
て

は
、

例
え

ば
、

庁
舎

敷
地

内
に

同
じ

用
途

の
建

築
物

が
複

数
整

備
さ

れ
て

い
る

場
合

（
車

庫
、

倉
庫

、
自

転
車

置
場

又
は

渡
り

廊
下

）
は

、
1
施

設
と

し
て

計
上

し
て

お
り

、
庁

舎
敷

地
内

に
異

な
る

用
途

の
建

築
物

を
整

備
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

施
設

ご
と

に
計

上
し

て
い

る
。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。



執
務

庁
舎

宿
舎

等
車

庫
倉

庫
自

転
車

置
場

渡
り

廊
下

観
測

施
設

そ
の

他

A
=
a+

b
=
B

+
C

1
9
5

3
7

9
3
4

3
5

4
1

1
2

1
6

1
1

（
A

）
(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

a=
c
+
e

8
4

1
7

3
1
2

2
1

7
3

1
5

6
（
a/

A
）

(4
3
.1
)

(4
5
.9
)

(3
3
.3
)

(3
5
.3
)

(6
0
.0
)

(1
7
.1
)

(2
5
.0
)

(9
3
.8
)

(5
4
.5
)

b=
d+

f
1
1
1

2
0

6
2
2

1
4

3
4

9
1

5
（
b/

A
）

(5
6
.9
)

(5
4
.1
)

(6
6
.7
)

(6
4
.7
)

(4
0
.0
)

(8
2
.9
)

(7
5
.0
)

(6
.3
)

(4
5
.5
)

B
=
c
+
d

3
5

3
1

9
3

1
6

0
0

3
（
B

/
A

）
(1
7
.9
)

(8
.1
)

(1
1
.1
)

(2
6
.5
)

(8
.6
)

(3
9
.0
)

(0
.0
)

(0
.0
)

(2
7
.3
)

c
8

2
0

1
2

0
0

0
3

（
c
/
A

）
(4
.1
)

(5
.4
)

(0
.0
)

(2
.9
)

(5
.7
)

(0
.0
)

(0
.0
)

(0
.0
)

(2
7
.3
)

d
2
7

1
1

8
1

1
6

0
0

0
（
d/

A
）

(1
3
.8
)

(2
.7
)

(1
1
.1
)

(2
3
.5
)

(2
.9
)

(3
9
.0
)

(0
.0
)

(0
.0
)

(0
.0
)

C
=
e
+
f

1
6
0

3
4

8
2
5

3
2

2
5

1
2

1
6

8
（
C

/
A

）
(8
2
.1
)

(9
1
.9
)

(8
8
.9
)

(7
3
.5
)

(9
1
.4
)

(6
1
.0
)

(1
0
0
.0
)

(1
0
0
.0
)

(7
2
.7
)

e
7
6

1
5

3
1
1

1
9

7
3

1
5

3
（
e
/
A

）
(3
9
.0
)

(4
0
.5
)

(3
3
.3
)

(3
2
.4
)

(5
4
.3
)

(1
7
.1
)

(2
5
.0
)

(9
3
.8
)

(2
7
.3
)

f
8
4

1
9

5
1
4

1
3

1
8

9
1

5
（
f/

A
）

(4
3
.1
)

(5
1
.4
)

(5
5
.6
)

(4
1
.2
)

(3
7
.1
)

(4
3
.9
)

(7
5
.0
)

(6
.3
)

(4
5
.5
)

2 3

　
表
中
の
（
　
）
内
の
数
は
、
「
調
査
対
象
と
し
た
施
設
（
A
）
」
欄
の
施
設
数
に
占
め
る
割
合
を
示
す
。

　
「
整
備
済
み
の
施
設
」
と
は
、
当
省
が
調
査
し
た
平
成
2
8
年
2
月
か
ら
5
月
時
点
に
お
い
て
工
事
が
完
了
し
て
い
た
施
設
を
い
い
、
「
整
備
が
計
画
さ
れ
て
い
た
施
設
」
と
は
、
営
繕
計
画
書

の
送
付
や
設
計
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
整
備
が
終
了
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
工
事
中
の
施
設
を
含
む
。

(注
)1

　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。

う
ち

木
造

以
外

で
整

備
済

み
の

施
設

う
ち

木
造

以
外

で
整

備
が

計
画

さ
れ

て
い

た
施

設

図
表

 2
－

(1
)－

イ
－

②
　

調
査

対
象

1
9
5
施

設
に

お
け

る
用

途
別

の
木

造
化

の
状

況

調
査

対
象

と
し

た
施

設

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
施

設

う
ち

木
造

で
整

備
が

計
画

さ
れ

て
い

た
施

設

う
ち

木
造

で
整

備
済

み
の

施
設

調
査

対
象

と
し

た
施

設

（
単

位
：
施

設
、

％
）

区
分

う
ち

整
備

済
み

の
施

設

う
ち

整
備

が
計

画
さ

れ
て

い
た

施
設



木造化が図ら
れなかった施
設

木造化が図ら
れた施設

A=B+C+D 195 160 35

（A） (100.0) (100.0) (100.0)

B 59 41 18

（B/A） (30.3) (25.6) (51.4)

（B） (100.0) (100.0) (100.0)

a 2 2 0

（a/A） (1.0) (1.3) (0.0)

（a/B） (3.4) (4.9) (0.0)

C=b+c 113 96 17

（C/A） (57.9) (60.0) (48.6)

（C） (100.0) (100.0) (100.0)

b 15 15 0

（b/A） (7.7) (9.4) (0.0)

b/C (13.3) (15.6) (0.0)

c 98 81 17

（c/A） (50.3) (50.6) (48.6)

（c/C） (86.7) (84.4) (100.0)

d 38 38 0

（d/A） (19.5) (23.8) (0.0)

d/C (33.6) (39.6) (0.0)

D 23 23 0

（D/A） (11.8) (14.4) (0.0)

うち各省が6類型の施設に該当するとした判
断が妥当であるとは言い難い施設

　
うち木造化になじまない施設の範囲を定めた
通知において示されている6類型の施設に該
当する施設

うち木造化が図られた施設と同じ用途で
施設規模にも大きな違いがみられない施
設

官公法で耐火建築物とすることが求められる施設

図表 2－(1)－イ－③　調査対象195施設における木造化の状況

区分
調査対象とし
た施設

(単位：施設、％)

調査対象とした施設

木造化になじまない6類型の施設又は官公法で耐
火建築物とすることが求められる施設のいずれに
も該当しない施設
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い
て

示
さ

れ
て

い
る

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
施

設

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。



図
表

2
－

(
1
)
－

イ
－
④

 
各

省
独
自

の
判

断
に
よ

り
木

造
化
が

図
ら

れ
な
か

っ
た

が
、
そ

の
判

断
が
妥

当
と

は
言
い

難
い

も
の
 

事
例

番
号

 
該

当
す
る

施
設
 

木
造

化
を

図
ら

な
か
っ

た
主

な
理
由

等
 

1
 

番
号

 
厚

07
 

用
途
 

車
庫
 

新
潟

労
働

局
は

、
当

該
車

庫
に

つ
い

て
、

工
事

の
施

工
業

者
に

口
頭

で
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
木

造
以

外
の

構
造

で
整

備
す

る
方

が
、

木
造

で
整

備
す

る
場

合
に

比
べ

て
、

工
事

費
が

安
価

に
な

る
と

の
回

答
を

受
け

た
と

し
て

、

木
造

化
を

図
ら

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

 

し
か

し
、

具
体

的
に

ど
の

程
度

の
差

が
あ

る
か

を
確

認
し

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

木
造

で
整

備
す

る
場

合
の

性
能

等
の

比
較

も
行

う
こ

と
な

く
、

そ
の

判
断

に
至

っ
て

お
り

、
木

造
化

を
図

ら
な

か
っ

た
判

断
が

妥
当

と
は

言
い

難

い
も

の
と

な
っ

て
い

る
。

 

 

整
備

を
計

画
し

た
機

関
 

新
潟
労
働

局
 

施
設

の
名

称
 

佐
渡

公
共

職
業

安
定

所

（
車
庫
）
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階

:
1
5
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
5
㎡

 

（
営
繕
計

画
書

未
送

付
）

 

2
 

番
号

 
厚

08
 

用
途
 

倉
庫
 

北
海

道
労

働
局

は
、

書
類

を
保

管
す

る
当

該
倉

庫
に

つ
い

て
、

積
雪

地
に

設
置

す
る

た
め

、
冬

期
の

積
雪

量
に

耐
え

う
る

構
造

と
す

る
に

は
、

木
造

と
す

る
よ

り
も

、
木

造
以

外
の

組
立

式
の

も
の

に
し

た
方

が
、

工
事

費
が

安

価
に

な
り

、
ま

た
、

腐
食

等
に

も
強

い
と

考
え

ら
れ

、
よ

り
長

期
間

に
わ

た
っ

て
使

用
で

き
る

と
判

断
し

た
と

し

て
、

木
造

化
を

図
ら

な
か

っ
た

と
し

て
い

る
。

 

し
か

し
、

木
造

化
に

向
け

て
、

工
事

費
を

削
減

さ
せ

る
措

置
や

、
積

雪
に

耐
え

う
る

措
置

を
十

分
に

検
討

し
て

お
ら

ず
、

ま
た

、
木

造
で

整
備

す
る

場
合

の
性

能
や

工
事

費
等

の
比

較
も

行
う

こ
と

な
く

、
そ

の
判

断
に

至
っ

て

お
り

、
木

造
化

を
図

ら
な

か
っ

た
判

断
が

妥
当

と
は
言

い
難
い

も
の

と
な
っ

て
い

る
。
 

 

整
備

を
計

画
し

た
機

関
 

北
海
道
労

働
局

 

施
設

の
名

称
 

旭
川
公
共

職
業

安
定

所
 

（
倉
庫
）
 

構
造

等
 

S
構
造

2
階

:
7
2
㎡

 

（
営
繕
計

画
書

未
送

付
）

 

（
注
）
  1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 
本

表
は

、
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

施
設

の
範

囲
を

定
め

た
通

知
で

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6

類
型

の
施

設
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
示

さ
れ

て
お

ら
ず

、
原

則
と

し
て

、
木

造
化

を
図

る
こ

と
が
求

め
ら

れ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、
各
省
が
独
自
に
木
造
化
を
図
ら
な
い
と
判
断
し
た
理
由
が
妥
当
で
あ

る
と

は
言

い
難

い
施

設
を

記
載

し
て

い
る

。
 

3
 
「
構
造
等
」
欄
に
お
い
て
、
「
S
」
は
鉄
骨
造
を
示
す
。
な
お
、
い
ず
れ
の
施
設
に
つ
い
て
も
、
防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
 



 

図表 2－(1)－イ－⑤ 木造と木造以外による場合の性能等について比較を行っている例 

［事例 1］ 

施設の概要 性能、工事費等の比較結果 

番号 農 04 用途 執務庁舎 当該執務庁舎の整備を行った西諸農業水
利事業所は、浜ノ瀬ダム管理所の設計に当
たって、木造を含めた各種構造で整備を行
った場合の性能や工事費等を比較してい
る。 

比較の結果、木造は工期が短く、1 ㎡当
たりの建築単価が安価であるものの、耐用
年数を考慮すると安価とはいえない状況で
あったこと（※）や性能の比較結果から、木
造ではなく RC 構造により整備を行ってい
る。 
※ 耐用年数を考慮した建築単価をみると、木造の
場合、整備を行った RC 構造に比べて、約 1.6 倍
高くなっている。 

 

施設の名称 浜ノ瀬ダム管理所 
整備状況 平成 24 年度整備済み 
構造等 RC 構造 2階：494 ㎡ 

工事費の比較
結果 

【1㎡当たりの建築単価】 

木造 
木造以外 
S 構造 
RC 構造 
SRC 構造 

156,332 円 
 

171,527 円 
218,058 円 
261,234 円 

【耐用年数を考慮した建築単価】 
※RC 造を 1.00 とした場合 

木造（20 年） 
木造以外 
S 構造（35 年） 
RC 構造（45 年） 
SRC 構造（45 年） 

1.61 
 

1.01 
1.00 
1.20 

性能等の比較
結果 

【変形】 

大きい：木造、S構造 
小さい：RC 構造、SRC 構造 

【遮音性】 

低い：木造、S構造 
高い：RC 構造、SRC 構造 

【気密性】 

低い：木造、S構造 
高い：RC 構造、SRC 構造 

【工期】 

短い：木造、S構造、 
長い：RC 構造、SRC 構造 

 

 

［事例 2］ 

施設の概要 性能、工事費等の比較結果 

番号 農 05 用途 執務庁舎 当該執務庁舎の整備を行った西諸農業水
利事業所は、西諸農業水利事業所中央管理
所の設計に当たって、木造を含めた各種構
造で整備を行った場合の性能や工事費等を
比較している。 

比較の結果、木造は工期が短く、1 ㎡当
たりの建築単価が安価であるものの、耐用
年数を考慮すると安価とはいえない状況で
あったこと（※）や性能の比較結果から、木
造ではなく S 構造により整備を行ってい
る。 
※ 耐用年数を考慮した建築単価をみると、木造の
場合、整備を行った S 造に比べて、約 1.8 倍高く
なっている。 

施設の名称 西諸農業水利事業所中央管理所 

整備状況 平成 26 年度整備済み 

構造等 S 構造 1 階：380 ㎡ 

工事費の比較
結果 

【1㎡当たりの建築単価】 

木造 
木造以外 
S 構造 
RC 構造 
SRC 構造 

157,000 円 
 

156,000 円 
198,000 円 
237,000 円 



 

 
【耐用年数を考慮した建築単価】 
木造（20 年） 
木造以外 
S 構造（35 年） 
RC 構造（45 年） 
SRC 構造(45 年） 

79,000 円/年 
 

45,000 円/年 
44,000 円/年 
52,000 円/年 

性能等の比較
結果 

【遮音性】 

低い：木造、S構造 
高い：RC 構造、SRC 構造 

【気密性】 

低い：木造、S構造 
高い：RC 構造、SRC 構造 

【工期】 

短い：木造、S構造、RC 構造 
長い：SRC 構造 

 

 

［事例 3］ 

施設の概要 性能、工事費等の比較結果 

番号 農 10 用途 倉庫 当該倉庫の整備を行った淀川水系土地改
良調査管理事務所は、地質調査により採取
した岩盤、土砂等を一時的に保管すること
を想定していたため、木造によらず、設置
及び移動が簡便な組立式により整備を行っ
ている。 

しかし、長期にわたって土砂等を保管す
ることとなった場合には木造での整備を検
討しており、その参考とするため、当該倉
庫の整備に当たって、木造で整備を行う場
合の工事費の見積りを徴収している。 

見積り結果によると、木造の場合は、最
も安価であった木造以外による場合（A
社）に比べて約 1.5 倍高くなっている。 

施設の名称 淀川水系土地改良調査管理事務所
（倉庫） 

整備状況 平成 26 年度整備済み 
構造等 S 構造 1 階：9㎡ 

工事費の比較
結果 

木造 
木造以外 
A 社 
B 社 
C 社 

1,350,000 円 
 

914,760 円 
1,907,280 円 
1,749,600 円 

 
（注）1 当省の調査結果による。 

2 本表において、「S」は鉄骨構造、「RC」は鉄筋コンクリート構造、「SRC」は鉄骨鉄

筋コンクリート構造を示す。 

3 調査対象とした木造化が図られなかった 160 施設のうち、木造と木造以外による場合

の性能等の比較が行われていた施設は、これらの施設のほか、木造化になじまない 6 類

型の施設の中で「災害時の活動拠点室等」に該当する 2 施設（国営滝野すずらん丘陵公

園（資材庫及び同救護所））あり、これらの 2 施設においては、工期と工事費の比較の

結果、ⅰ）工期については、木造の場合は木造以外による場合に比べて 1 か月長く、工

事を予定する公園の閉園期間（2 か月）内に完了しない可能性があること、ⅱ）工事費

については、木造の場合は木造以外による場合に比べて、救護所は約 1.5 倍、資材庫は

約 2倍となっていることを踏まえ、木造以外の構造で整備が行われている。 
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(
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イ
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各
省

が
木

造
化
に

な
じ

ま
な
い

6
類

型
の
施

設
に

該
当
す

る
と

し
た
判

断
が

妥
当
で

あ
る

と
は
言

い
難

い
も
の
 

事
例

番
号

 
番

号
 

用
途
 

整
備
を
計

画

し
た
機
関
 

施
設

の
名

称
 

構
造

等
 

木
造
化
に

な
じ

ま
な
い

6
類

型
の
施

設
に

該
当
す

る
と

判
断
し

た
理

由
等

 

1
  

(1
2
施

設
) 

法
0
9
 

宿
舎
等
 

法
務
省
 

帯
広

少
年

院
（

公
務

員
宿

舎
）

 
R
C
構

造
：

1
,
8
6
4
㎡

 
刑

務
所

等
の

職
員

が
入

居
す

る
公

務
員

宿
舎

（
そ

の
敷

地
内

の

倉
庫

及
び

自
転

車
置

場
を

含
む

。
）

に
つ

い
て

は
、

「
刑

務
所

等

の
収

容
施

設
」

に
該

当
し

な
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、

法
務

省
は

、

緊
急

時
に

は
そ

の
宿

舎
に

入
居

し
て

い
る

職
員

が
非

常
参

集
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
等

、
そ

の
機

能
上

、
収

容
施

設
と

一
体

と
し

て

整
備

さ
れ

る
べ

き
建

物
と

い
う

認
識

か
ら

、
こ

れ
に

該
当

す
る

と

し
て
い
た

。
 

 な
お

、
法

務
省

に
お

い
て

は
、

現
在

、
「

公
務

員
宿

舎
」

を
一

律
に

「
刑

務
所

等
の

収
容

施
設

」
と

す
る

運
用

を
改

め
、

施
設

の

機
能

等
を

踏
ま

え
、

木
造

化
の

可
否

を
判

断
し

て
い

る
と

し
て

、

拘
置
所
が

入
署

す
る
名

寄
法

務
総
合

庁
舎

の
公
務

員
宿

舎
（

2
階
：

6
3
1
㎡

）
及

び
同

公
務

員
宿

舎
物

置
（

1
階

：
3
2
㎡

）
に

つ
い

て
木

造
で

の
整

備
を

計
画

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

の
施

設
に

つ
い

て
木

造

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
な

い
合

理
的

な
理

由
が

あ
っ

た
と

は
言

い

難
い
も
の

と
な

っ
て
い

る
。
 

        

法
1
0
 

宿
舎
等
 

法
務
省
 

石
巻
拘
置

支
所
 

（
公

務
員

宿
舎

）
 

R
C
構

造
：

72
0
㎡

 

法
1
2
 

宿
舎
等
 

法
務
省
 

多
摩
少
年

院
（

公
務
員

宿
舎
）
 
R
C
構

造
：

5
4
6
㎡
 

法
1
3
 

宿
舎
等
 

法
務
省
 

長
野
法
務

総
合

庁
舎
 

（
公

務
員

宿
舎

）
 

R
C
構

造
：

88
0
㎡

 

<
準

防
火

> 

法
2
5
 

倉
庫

 
法

務
省
 

帯
広
少
年

院
 

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
 

C
B
構

造
：

96
㎡

 

法
2
8
 

倉
庫

 
法

務
省
 

宮
城
刑
務

所
 

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
 

S
構
造

1
階

：
2
7
㎡

、

3
0
㎡

、
3
6
㎡

、
81

㎡
 

法
3
4
 

倉
庫
 

法
務
省
 

長
野
法
務

総
合

庁
舎
 

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
 

C
B
構

造
：

44
㎡

 

<
準

防
火

> 

法
40
 

自
転

車

置
場
 

法
務
省
 

宮
城

刑
務

所
 

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

 

S
構

造
：

2
2
8
㎡

 

法
42
 

自
転

車

置
場
 

法
務
省
 

石
巻

拘
置

支
所

 

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

 

S
構

造
：

3
6
㎡

 

法
44
 

自
転

車

置
場
 

法
務
省
 

黒
羽

刑
務

所
 

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

 

S
構

造
1
階
：

2
0
㎡
 

（
計

3
施

設
）

 

法
45
 

自
転

車

置
場
 

法
務
省
 

栃
木

刑
務

所
 

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

 

S
構

造
1
階

：
4
㎡

、
6

㎡
、

1
4
㎡

 

法
48
 

自
転

車

置
場
 

法
務
省
 

多
摩

少
年

院
 

（
公

務
員

宿
舎

自
転

車
置

場
）

 

S
構

造
：

2
4
㎡

 

 
 



 事
例

番
号

 
番

号
 

用
途
 

整
備
を
計

画

し
た
機
関
 

施
設

の
名

称
 

構
造

等
 

木
造
化
に

な
じ

ま
な
い

6
類

型
の
施

設
に

該
当
す

る
と

判
断
し

た
理

由
等

 

2
  

(2
施
設

) 

国
38
 

倉
庫
 

釜
石

港
湾

事

務
所
 

釜
石

港
湾

事
務

所
松

倉
宿

舎

（
公

務
員

宿
舎

物
置

）
 

S
構

造
1
階
：

2
6
㎡
 

（
計

2
施

設
）

 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

、
「

危
険

物
を

貯
蔵

又
は

使
用

す
る

施
設

等
」

に
つ

い
て

は
、

「
国

家
機

関
の

建
築

物
及

び
そ

の
附

帯
施

設
の

位
置

、
規

模
及

び
構

造
に

関
す

る
基

準
」

の
別

表
「

（
十

）
放

射
性

物
質

若
し

く
は

病
原

菌
類

を
貯

蔵
又

は
使

用
す

る
施

設
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

試
験

研
究

施
設

と
し

て
使

用
す

る
官

庁
施

設
」

及
び

「
（

十
一

）
石

油
類

、
高

圧
ガ

ス
、

毒
物

、
劇

薬
、

火
薬

類
等

を
貯

蔵
又

は
使

用
す

る
官

庁
施

設
及

び
こ

れ
ら

に
関

す
る

試
験

研
究

施
設

と
し

て
使

用
す

る
官

庁
施

設
」

と
さ

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

こ
れ

ら
の

機
関

は
、

公
務

員
宿

舎
の

敷
地

に
設

置
す

る
物

置
に

、
入

居
者

が
灯

油
等

の
可

燃
危

険
物

を
保

管
す

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

「
危

険
物

を
貯
蔵
又

は
使

用
す
る

施
設

等
」
で

あ
る

と
し
て

い
た

。
 

な
お

、
こ

れ
ら

の
施

設
に

つ
い

て
は

、
農

林
水

産
省

（
林

野
庁

）
及

び
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

に
よ

る
木

造
化

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

調
査

で
の

木
造

化
の

検
証

に
お

い
て

も
、

木
造

化
が

可
能

で
あ
っ

た
と

さ
れ
て

い
る

。
 

国
45
 

倉
庫
 

高
知

港
湾

・

空
港

整
備

事

務
所
 

高
知

港
湾

・
空

港
事

務
所

瀬

戸
宿

舎
（

公
務

員
宿

舎
物

置
）
 

S
構

造
1
階

：
5
㎡

 

（
計

4
施

設
）

 

3
  

(1
施
設

) 

国
79
 

そ
の

他
 

海
上

保
安

学

校
 

海
上

保
安

学
校

（
教

舎
増

築
）
 

R
C
構

造
2
階

：
1
,
45

6

㎡
 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い
て

、
「

国
家

機
関

の
建

築
物

及
び

そ
の

附
帯

施
設

の
位

置
、

規
模

及
び

構
造

に
関

す
る

基
準

」
の

別
表

「
（

八
）

学
校

、
研

修
施

設
等

で
あ

っ
て

、
（

七
）

に
掲

げ
る

も
の

以
外

の
官

庁
施

設
（

（
四

）
に

掲
げ

る
警

察
大

学
校

等
を

除
く

。
）

」
に

つ
い

て
は

「
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
」

と
さ

れ
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
同

基
準

の
（

八
）

に
該

当
す

る
当

該
学

校
を

「
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
」

で
あ

る
と

し
て

い
た
。
 

（
注
）

 1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 
本
表
は
、
木
造
化
に
な
じ
ま
な
い
施
設
の
範
囲
を
定
め
た
通
知
で
木
造
化
に
な
じ
ま
な
い

6
類
型
の
施
設
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
施
設
に
つ

い
て

、
各

省
が

木
造

化
に

な
じ

ま
な
い

6
類

型
に
該

当
す

る
と

判
断
し
、
そ
の
こ
と
を
主
た
る
理
由
と
し
て
木
造
化
を
図
ら
な
か
っ
た
が
、

6
類
型

に
該

当
す

る
と

判
断

し
た

理
由

が
妥

当
で

あ
る

と
は

言
い

難
い

施
設

を
記
載

し
て

い
る

。
 

3
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

、
「

CB
」

は
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

を
示

し
、

<
準

防
火

>
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

る
（

未
記

載
の

場
合

は
、

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
に
指
定

さ
れ

て
い
な
い

）
こ

と
を
示
す

。
ま

た
、
階
数

を
記

載
し

て
い

な
い

も
の

は
、

当
省

の
調

査
時

点
で

未
定

と
な

っ
て

い
た
こ

と
を

示
す

。
 



 
図
表

2－
(
1
)
－
イ

－
⑥
－
ⅱ

 
木
造

化
に

な
じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
つ

い
て

、
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
と
同

じ
用

途
で
施

設
規

模
に
も

大
き

な
違
い

が
み

ら
れ
な

い
も

の
 

用
途

 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

で
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
あ

る
が

、
木

造
化
が
図

ら
れ

た
施
設

（
1
7
施
設
）
 

木
造

化
に

な
じ

ま
な
い

施
設

の
範
囲

を
定

め
た
通

知
で

木
造
化

に
な

じ
ま
な
い

6
類
型

の
施

設
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
示

さ
れ

て
い

る
施

設
で

、
木

造
化

が
図

ら
れ

な
か

っ
た

が
、

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
比

べ
て

施
設

規
模

に
大

き
な

違
い

が
み

ら
れ

な
い

施
設
（

38
施
設

）
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

構
造

等
 

該
当

す
る

類
型

 
番

号
 

施
設
の
名

称
 

構
造
等
 

該
当

す
る

類
型
 

執
務

庁
舎

 

 
 

 
 

国
04
 

塩
釜

港
湾

・
空

港
整

備
事

務
所

石
巻

港
出

張
所

（
執
務

庁
舎

）
 

S
構
造

1
階

:
1
1
4
㎡

 
災

害
 

国
13
 

北
九

州
港

湾
・

空
港

整
備

事
務

所

新
門
司
出

張
所

（
執
務

庁
舎

）
 

W
構
造

2
階
:
3
7
0
㎡
 

災
害
 

国
0
1
 

釧
路
航
空

基
地

(
執

務
庁
舎
)
 

R
C
構

造
2
階
:
4
2
2
㎡
 

災
害
 

国
05
 

江
戸

川
河

川
事

務
所

中
川

出
張

所
（

執
務

庁
舎

）
 

R
C
構

造
2
階
:
4
29

㎡
 

災
害

 

小
計
：
1
施

設
 

小
計
：
3
施
設
 

車
庫

 
国

3
0
 

奈
良
地
方

気
象

台
（
車

庫
）
 

W
構
造

1
階
:
1
3
㎡
 

<
準

防
火

> 

災
害

 
法

20
 

広
島

地
方

検
察

庁
尾

道
支

部
・

区
検

察
庁

（
身

障
者

用
駐

車

場
）
 

S
構
造

1
階

:
1
7
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 

 
 

 
 

国
2
8
 

宮
津

海
上

保
安

署
（

車
庫

）
 

C
B
構

造
1
階

:
1
8
㎡

 
災

害
 

法
19
 

広
島

地
方

検
察

庁
尾

道
支

部
・

区

検
察
庁
（

車
庫

）
 

W
構
造

1
階

:
2
8
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 
法

1
6
 

石
巻

拘
置

支
所

（
車

庫
）

 
R
C
構

造
:
3
2
㎡

 
収

容
 

法
1
8
 

長
野

法
務

総
合

庁
舎

（
車

庫
）

 
R
C
構

造
:
3
2
㎡

<準
防

火
> 

収
容

 

治
安

 

 
 

 
 

法
2
1
 

田
川

法
務

総
合

庁
舎

（
車

庫
）

 
R
C
構

造
:
3
2
㎡

 
収

容
 

治
安

 

 
 

 
 

国
20
 

釜
石

港
湾

事
務

所
宮

古
港

出
張

所
（

車
庫

）
 

S
構
造

1
階

:
3
3
㎡

 
災

害
 

 
 

 
 

国
2
5
 

新
潟

航
空

基
地

（
車

庫
）

 
R
C
構

造
1
階

:
3
7
㎡

 
災

害
 

国
33
 

北
九

州
港

湾
・

空
港

整
備

事
務

所

新
門
司
出

張
所

（
車
庫

）
 

W
構

造
1
階

:5
2
㎡

 
災

害
 

国
22
 

江
戸

川
河

川
事

務
所

中
川

出
張

所
（

車
庫

・
倉

庫
）
 

S
構
造

1
階

:
4
8
㎡

 
災

害
 

小
計
：
3
施

設
 

小
計
：
8
施
設
 

 
 



用
途

 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

で
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
あ

る
が

、
木

造
化
が
図

ら
れ

た
施
設

（
1
7
施
設
）
 

木
造

化
に

な
じ

ま
な
い

施
設

の
範
囲

を
定

め
た
通

知
で

木
造
化

に
な

じ
ま
な
い

6
類
型

の
施

設
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
示

さ
れ

て
い

る
施

設
で

、
木

造
化

が
図

ら
れ

な
か

っ
た

が
、

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
比

べ
て

施
設

規
模

に
大

き
な

違
い

が
み

ら
れ

な
い

施
設
（

38
施
設

）
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

構
造

等
 

該
当

す
る

類
型

 
番

号
 

施
設
の
名

称
 

構
造
等
 

該
当

す
る

類
型
 

倉
庫

 
 

 
 

 
国

4
1
 

三
重
河
川

国
道

事
務
所
 

（
ブ

ロ
ア

室
棟

）
 

R
C
構

造
1
階
:
5
㎡

 
災

害
 

 
 

 
 

法
31
 

（
仮

称
）

国
際

法
務

総
合

セ
ン

タ
ー

（
倉

庫
）
 

R
C
構

造
1
階
:
6
㎡

 

<
準

防
火

> 

収
容

 

 
 

 
 

 
国

3
7
 

留
萌
特
別

地
域

気
象
観

測
所
 

（
機

材
庫

）
 

S
構
造

1
階
:6

㎡
 

災
害
 

 
 

 
 

法
2
9
 

石
巻

拘
置

支
所

（
倉

庫
）

 
R
C
構

造
:
1
4
㎡

 
収

容
 

 
 

 
 

法
3
7
 

福
岡
拘
置

所
（

倉
庫
）
 

S
構
造

1
階
:
1
5
㎡
 

収
容
 

 
 

 
 

法
3
6
 

田
川

法
務

総
合

庁
舎

（
倉

庫
）

 
R
C
構

造
:
1
6
㎡

 
収

容
 

治
安

 

 
 

 
 

国
40
 

新
潟

航
空

基
地

（
ボ

イ
ラ

ー

庫
）
 

R
C
構

造
1
階
:
1
6
㎡

 
災

害
 

 
 

 
 

法
3
3
 

長
野

法
務

総
合

庁
舎

（
倉

庫
）

 
R
C
構

造
:
1
9
㎡

<準
防

火
> 

収
容

 

治
安

 

農
0
9
 

近
畿
農
政

局
（

倉
庫
）
 

W
構

造
1
階

:
3
3
㎡

 
災

害
 

国
3
9
 

熊
谷

地
方

気
象

台
（
電

源
室

）
 

R
C
構

造
1
階
:
2
4
㎡
 

災
害
 

 
 

法
3
5
 

神
戸
拘
置

所
（

倉
庫
）
 

S
構
造

1
階
:
2
6
㎡
 

収
容
 

法
2
4
 

帯
広

少
年

院
（

倉
庫

）
 

R
C
構

造
:
4
5
㎡

 
収

容
 

国
36
 

国
営

滝
野

す
ず

ら
ん

丘
陵

公
園

（
資

材
庫

）
 

S
構
造

1
階

:
7
9
㎡

 
災

害
 

国
43
 

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト

ラ
古

墳
周

辺
地

区
農

体
験

活
動

施

設
（
ト
イ

レ
・

倉
庫
棟

）
 

W
構

造
1
階

:
1
4
4
㎡

 
災

害
 

法
3
2
 

多
摩

少
年

院
（

倉
庫

）
 

R
C
構

造
:
1
2
2
㎡

 
収

容
 

小
計
：
2
施

設
 

小
計
：

13
施
設
 

 
 



用
途

 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

で
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
あ

る
が

、
木

造
化
が
図

ら
れ

た
施
設

（
1
7
施
設
）
 

木
造

化
に

な
じ

ま
な
い

施
設

の
範
囲

を
定

め
た
通

知
で

木
造
化

に
な

じ
ま
な
い

6
類
型

の
施

設
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
示

さ
れ

て
い

る
施

設
で

、
木

造
化

が
図

ら
れ

な
か

っ
た

が
、

木
造

化
が

図
ら

れ
た

施
設

と
比

べ
て

施
設

規
模

に
大

き
な

違
い

が
み

ら
れ

な
い

施
設
（

38
施
設

）
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

構
造

等
 

該
当

す
る

類
型

 
番

号
 

施
設
の
名

称
 

構
造
等
 

該
当

す
る

類
型
 

自
転
車

置
場
 

 
 

 
 

法
5
6
 

福
岡
第
一

法
務

総
合
庁

舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

:4
㎡
<準

防
火

> 
治

安
 

 
 

 
 

法
5
8
 

田
川
法
務

総
合

庁
舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

:5
㎡
 

S
構
造

:8
㎡
 

収
容

 

治
安

 

国
5
4
 

奈
良
地
方

気
象

台
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構
造

1
階

:
1
1
㎡

 

<
準

防
火

> 

災
害

 
法

46
 

（
仮

称
）

国
際

法
務

総
合

セ
ン

タ
ー

（
自

転
車

置
場
）
 

S
構
造

1
階
:7

㎡
 

S
構
造

1
階

:
1
3
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
8
㎡

 

<
準

防
火

> 

収
容

 

国
48
 

江
戸

川
河

川
事

務
所

中
川

出
張

所

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構
造

1
階

:
1
6
㎡

 
災

害
 

 
 

 
 

法
41
 

石
巻

拘
置

支
所

（
自

転
車

置

場
）
 

S
構
造

:8
㎡
 

収
容
 

 
 

 
 

法
5
2
 

岡
山
法
務

総
合

庁
舎
 

（
自

転
車

置
場

、
駐
輪

場
）
 

【
自
転
車

置
場

】
 

S
構
造

1
階
:9

㎡
 

S
構
造

1
階

:
1
1
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
4
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
6
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
6
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
6
㎡

 

S
構
造

1
階

:
1
0
8
㎡

 

 【
駐
輪
場

】
 

S
構
造

1
階

:
1
9
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 

 
 

 
 

法
4
9
 

長
野
法
務

総
合

庁
舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

:9
㎡
 

S
構
造

:4
4
㎡

 
 

<
準

防
火

> 

収
容

 

治
安

 

 
 

 
 

法
54
 

広
島

地
方

検
察

庁
尾

道
支

部
・

区
検

察
庁

（
自

転
車
置

場
）
 

S
構
造

1
階

:
1
0
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 



 

用
途

 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

で
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
あ

る
が

、
木

造
化
が
図

ら
れ

た
施
設

（
1
7
施
設
）
 

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

で
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
、

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
と

比
べ

て
施

設
規

模
に

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な
い
施

設
（

3
8
施
設
）
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

構
造

等
 

該
当

す
る

類
型

 
番

号
 

施
設
の
名

称
 

構
造
等
 

該
当

す
る

類
型
 

自
転
車

置
場
 

(
続

き
) 

 
 

 
 

国
5
3
 

宮
津
海
上

保
安

署
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

1
階

:
1
0
㎡

 
災

害
 

国
4
6
 

帯
広

第
2
地
方

合
同
庁

舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構

造
1
階

:
3
7
㎡

 

<
準

防
火

> 

災
害
 

法
3
8
 

帯
広
少
年

院
（

自
転
車

置
場

）
 

S
構
造

:2
8
㎡
 

収
容
 

法
5
0
 

奈
良
法
務

総
合

庁
舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構
造

1
階
:
3
7
㎡
 

治
安
 

国
5
0
 

横
須
賀
地

方
合

同
庁
舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

1
階

:
3
1
㎡

 

S
構
造

1
階

:
3
3
㎡

" 

災
害

 

治
安

 

国
5
1
 

横
浜
地
方

合
同

庁
舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構

造
1
階

:
4
7
㎡

 

<
準

防
火

> 

災
害
 

治
安
 

法
4
7
 

多
摩
少
年

院
（

自
転
車

置
場

）
 

S
構
造

:3
7
㎡
 

収
容
 

 
国

5
2
 

高
山
地
方

合
同

庁
舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構

造
1
階

:
6
3
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 
法

5
7
 

福
岡
第
二

法
務

総
合
庁

舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

:8
6
㎡

<
準

防
火

>
 

治
安

 

法
5
5
 

徳
島
法
務

総
合

庁
舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構

造
1
階

:
6
4
㎡

 

<
防

火
> 

治
安

 
法

4
3
 

宇
都
宮
法

務
総

合
庁
舎
 

（
自

転
車

置
場

）
 

S
構
造

1
階

:
8
9
㎡

 

<
準

防
火

> 

治
安

 

国
5
6
 

小
倉
地
方

合
同

庁
舎
 

（
自
転
車

置
場

）
 

W
構

造
<防

火
>
 

災
害

 

治
安
 

小
計
：
8
施

設
 

小
計
：

13
施
設
 

そ
の

他
 

国
82
 

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト

ラ
古

墳
周

辺
地

区
農

体
験

活
動

施

設
（
休
憩

・
団

ら
ん
棟

）
 

W
構
造

1
階
:8

6
㎡
 

災
害
 

国
77
 

国
営

滝
野

す
ず

ら
ん

丘
陵

公
園

（
救

護
所

）
 

S
構
造

1
階

:
3
6
㎡

 
災

害
 

国
83
 

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト

ラ
古
墳
周

辺
地

区
（
体

験
工

房
）

 

W
構
造

1
階

:
1
5
2
㎡

 
災

害
 

国
81
 

国
営

飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト

ラ
古
墳
周

辺
地

区
 

（
情
報
案

内
施

設
棟
）
 

W
構
造

1
階

:
2
2
9
㎡

 
災

害
 

小
計
：
3
施

設
 

小
計
：
1
施
設
 

 



 (
注

）
 1
 

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。
 

2
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

、
「

SR
C
」

は
鉄

骨
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

W
」

は
木

造
、

「
CB

」
は

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

造
を

示
し

、
<
防

火
>
は

防
火

地
域

に
、

<
準

防
火

>
は

準
防

火
地

域
に

そ
れ

ぞ
れ

指
定

さ
れ

て
い

る
（

未
記

載
の

場
合

は
、

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

な
い
）

こ
と

を
示
す

。
ま

た
、

階
数

又
は

延
べ

面
積

を
記

載
し

て
い

な
い

も
の

は
、

当
省
の

調
査
時

点
で

未
定
と

な
っ

て
い
た

こ
と

を
示
す

。
 

3
 

「
該

当
す

る
類

型
」

欄
に

お
い

て
、

「
災

害
」

は
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
、

「
収

容
」

は
刑

務
所

等
の

収
容

施
設

（
刑

事
施

設
、

留
置

施
設

等
の

刑
事

収
容

施
設

、
少

年
院

等
）

、
「

治
安

」
は

治
安

上
又

は
防

衛
上

の
目

的
等

か
ら

木
造

以
外

の
構

造
と

す
べ

き
施

設
（

検
察

庁
、

入
国

管
理

局
、

公
安

調
査

庁
等

が
使

用
す

る
公

共
建

築
物

）
を
示

す
。
 

4
 

「
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

施
設

の
範

囲
を

定
め

た
通

知
で

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
6
類

型
の

施
設

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

施
設

で
、

木
造

化
が

図
ら

れ
な

か
っ

た
が

、
木

造
化

が
図

ら
れ

た
施

設
と

比
べ

て
施

設
規

模
に

大
き

な
違

い
が

み
ら

れ
な

い
施

設
（

38
施

設
）

」
欄

の
施

設
は

、
「

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲
を
定

め
た

通
知
で

木
造

化
に
な

じ
ま

な
い

6
類
型

の
施
設

に
該

当
す
る

も
の

と
し
て

示
さ

れ
て
い

る
施

設
で
あ

る
が

、
木
造

化
が

図
ら
れ

た
施

設
（

1
7
施
設
）
」
欄

の
施

設
の

延
べ

面
積
と

比
べ

て
、

1
.
5
倍

以
内

の
延

べ
面

積
に

該
当

す
る

施
設

を
記

載
し

て
い

る
。

 



図表 2－(1)－イ－⑦ 耐火建築物等に関係する官公法の条文 

○ 官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181 号）(抜粋) 

 

（目的） 

第 1 条 この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等に

ついて規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第 2条 （略） 

2  この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、

学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除

くものとする。 

3～6  （略） 

 

（建築基準法との関係） 

第 3 条 国家機関の建築物については、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによ

る。 

 

（庁舎の構造） 

第 7条 左の各号の一に該当する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。 

一 都市計画法第 8条第 1項第五号の準防火地域内で延べ面積が 300 平方メートルをこえる庁舎 

二 延べ面積が 1,000 平方メートルをこえる庁舎 

2  前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃

材料で造り、又はふかなければならない。  

3  都市計画法第 8 条第 1 項第五号の防火地域又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合におい

て、その周囲に公園、広場、道路その他の空地又は防火上有効な施設があって、特定行政庁が延焼

のおそれがないと認めるときは、前 2項の規定によらないことができる。 

4  （略） 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(1)－イ－⑧ 官公法と建築基準法との耐火基準に係る規制の違い 

 

（防火地域及び準防火地域における耐火基準） 

区分 

 

階数 

防火地域 準防火地域 

建築基準法のみ 官公法 建築基準法 

4 階以上 

耐火建築物 

 

耐火建築物 

耐火建築物 

3 階 (建築基準法

による) 

※1 

一 定 の 
防火措置等
※2 準耐火建築物 

 

2 階 
準耐火建築物 

 その他 
※3 1 階 

 100 ㎡超 300 ㎡超   500 ㎡以下  1,500 ㎡超 

 

 

 （防火地域又は準防火地域の指定にかかわらず、建築物の規模に応じた耐火基準） 

高さ・軒高 階数 官公法 建築基準法 

高さ 13m 超 

又は 

軒高 9m 超 

 

4 階以上  

耐火建築物 

耐火構造 

3 階 (建 築 基 準 法 

による) 

※4 

1 時間準耐火構造等

※5 

 

2 階 30 分の加熱に耐える

措置等※6 1 階 

高さ 13m 以下

かつ 

軒高 9m 以下 

－ (建 築 基 準 法 

による) 

※4 

耐火建築物 

その他 

※3 
耐火構造 

※7 

  1,000 ㎡超 3,000 ㎡超 

 

※1 官公法においては、階数に関する規定がないため、300 ㎡以下の場合は、建築基準法の規定によ

る。 

※2 「一定の防火措置等」とは、建築基準法施行令第 136 条の 2の規定に基づき、軒裏を防火構造と

することなどの技術的基準に適合する場合をいう。 

※3 「その他」とは、耐火建築物、準耐火建築物、一定の防火措置等、1 時間準耐火構造又は 30 分

の加熱に耐える措置等のいずれにも該当しない場合をいい、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒

裏を防火構造にすることなどが求められる場合をいう。 

※4 官公法においては、階数、高さ又は軒高に関する規定がないため、1,000 ㎡以下の場合は、建築

基準法の規定による。 

※5 「1 時間準耐火構造等」とは、建築基準法施行令第 129 条の 2 の 3 第 1 項第一号ロの規定に基づ

き、主要構造部が準耐火構造であり、このうち壁、柱、床、はりが、加熱開始後 1 時間構造耐力上

支障のある破壊等を生じないことなどの技術的基準に適合する場合をいう。 

※6 「30 分の加熱に耐える措置等」とは、建築基準法施行令第 129 条の 2 の 3 第 1 項第二号の規定

に基づき、外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、1 階及び 2 階の床の構造が、加熱開始後 30 分

間構造耐力上支障のある破壊等を生じないことなどの技術的基準に適合する場合をいう。 

※7 平成 26 年の建築基準法の改正により、防火設備等で 3,000 ㎡以内に区画することで、3,000 ㎡

を超えた準耐火構造でも建築できることとされた。 

 

（注）1 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 

2 表中の耐火基準に係る規制は、特殊建築物を除く建築物を想定したものである。 
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表
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－

(
1
)
－

イ
－
⑨

 
官

公
法
に

お
い

て
耐
火

建
築

物
と
す

る
こ

と
が
求

め
ら

れ
て
い

る
た

め
、
木

造
化

が
図
ら

れ
な

か
っ
た

も
の
 

区
分
 

番
号
 

用
途
 

施
設
の
名
称
 

構
造
等
 

準
防

火
地

域
内

で
延

べ
面

積
が

3
0
0
㎡

を
超

え
、

1
,
0
0
0
㎡

以
下

の

施
設
 

（
6
施
設
）
 

厚
0
1
 

執
務
庁
舎
 

真
岡
労
働
基
準
監
督
署
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構
造

2
階
：
5
4
6
㎡
<
準
防
火
>
 

農
0
2
 

執
務
庁
舎
 

動
物
検
疫
所
神
戸
支
所
（
検
査
棟
）
 

RC
構
造

2
階
：
8
0
6
㎡
<
準
防
火
>
 

国
0
7
 

執
務
庁
舎
 

湘
南
海
上
保
安
署
（
執
務
庁
舎
）
 

R
C
構
造

3
階
：
8
0
1
㎡
<
準
防
火
>
 

農
0
7
 

車
庫
 

信
濃
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所
（
車
庫
・
倉
庫
増
築
）
 

S
構
造

2
階
：
1
5
0
㎡
（
既
存
執
務
庁
舎
と
の
合
計

9
5
5
㎡
）
<
準
防
火
> 

国
1
8
 

車
庫
 

帯
広
第

2
地

方
合
同
庁
舎
（
車
庫
）
 

RC
構
造
：
7
6
5
㎡
<
準
防
火
> 

農
1
1
 

倉
庫
 

動
物
検
疫
所
神
戸
支
所
（
苅
藻
検
疫
場
畜
舎
）
 

RC
構
造

1
階
：
5
4
6
㎡
<
準
防
火
>
 

延
べ

面
積

が

1
,0
00

㎡
を

超

え
、

3
,
0
0
0
㎡

以

下
の
施
設
 

（
1
7
施

設
）

 

法
0
1
 

執
務
庁
舎
 

網
走
法
務
総
合
庁
舎
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
2
階
：

1
,
1
8
7
㎡
 

法
0
2
 

執
務
庁
舎
 

宇
都
宮
法
務
総
合
庁
舎
（
執
務
庁
舎
）
 

S
構
造

3
階
：
1
,
1
4
0
㎡
<
準
防
火
>
 

法
0
4
 

執
務
庁
舎
 

佐
渡
法
務
総
合
庁
舎
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
3
階
:2
,
3
1
7
㎡
 

法
0
5
 

執
務
庁
舎
 

神
戸
地
方
検
察
庁
明
石
支
部
・
区
検
察
庁
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構
造

3
階
：
1
,
3
5
8
㎡
 

法
0
6
 

執
務
庁
舎
 

広
島
地
方
検
察
庁
尾
道
支
部
・
区
検
察
庁
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構
造

3
階
：
1
,
4
5
7
㎡
<
準
防
火
> 

法
0
7
 

執
務
庁
舎
 

人
吉
法
務
総
合
庁
舎
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
3
階
：

1
,
7
4
7
㎡
 

財
0
1
 

執
務
庁
舎
 

名
寄
税
務
署
（
執
務
庁
舎
）
 

R
C
構
造

2
階
：
1
,
1
7
1
㎡
 

財
0
2
 

執
務
庁
舎
 

姫
路
税
務
署
（
執
務
庁
舎
増
築
）
 

R
C
構
造

3
階

:5
3
2
㎡
（
既
存
執
務
庁
舎
と
の
合
計

2
,
9
9
3
㎡
）
 

財
0
4
 

執
務
庁
舎
 

阿
南
税
務
署
（
執
務
庁
舎
）
 

R
C
構
造

3
階
：
1
,
3
6
1
㎡
 

厚
0
2
 

執
務
庁
舎
 

朝
霞
公
共
職
業
安
定
所
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
2
階
：

1
,
3
5
0
㎡
 

厚
0
4
 

執
務
庁
舎
 

八
代
公
共
職
業
安
定
所
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
2
階
：

1
,
1
8
7
㎡
<
準
防
火
> 

農
0
3
 

執
務
庁
舎
 

南
近
畿
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所
庁
舎
（
執
務
庁
舎
増
築
）
 

RC
構

造
2
階
:1
9
6
㎡
（
既
存
執
務
庁
舎
と
の
合
計

1
,
2
1
5
㎡
）
 

国
0
2
 

執
務
庁
舎
 

南
三
陸
国
道
事
務
所
（
執
務
庁
舎
）
 

S
構
造

2
階
：
2,
60
2
㎡
 

国
0
3
 

執
務
庁
舎
 

塩
釜
港
湾
･
空
港
整
備
事
務
所
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
3
階
：

1
,
0
3
8
㎡
 

国
0
6
 

執
務
庁
舎
 

神
奈
川
運
輸
支
局
（
執
務
庁
舎
）
 

R
C
構
造

3
階
：
2
,
9
1
0
㎡
 

国
1
1
 

執
務
庁
舎
 

奈
良
地
方
気
象
台
（
執
務
庁
舎
）
 

R
C
構
造

2
階
・
地
下

1
階
:
1
,
4
6
6
㎡
<
準
防
火
>
 

国
1
2
 

執
務
庁
舎
 

岡
山
運
輸
支
局
（
執
務
庁
舎
）
 

RC
構

造
2
階
：

1
,
8
0
4
㎡
 

 （
注
）
 1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

を
示

し
、

<
準

防
火

>
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

る
（

未
記

載
の
場

合
は

、
防

火
地

域
又

は
準

防
火

地
域
に

指
定

さ
れ

て
い

な
い

）
こ

と
を

示
す
。
ま
た
、
階
数
を
記
載
し
て
い
な
い
も
の
は
、
当
省
の
調
査
時
点

で
未
定

と
な

っ
て

い
た

こ
と

を
示

す
。
 

3
 
「
農

0
7
：
信
濃
川
水
系
土
地
改
良
調
査
管
理
事
務
所
（
車
庫
・
倉
庫
増
築
）
」
、
「
国

1
8
：
帯
広
第

2
地
方
合
同
庁
舎
（
車
庫
）
」
及
び
「
農

1
1
：
動
物
検

疫
所

神
戸

支
所

（
苅

藻
検

疫
場

畜
舎
）

」
に

つ
い

て
、

官
公

法
を

所
管

す
る
国
土
交
通
省
は
、
官
公
法
第

2
条
第

2
項
に
お
け
る
「
庁
舎
」
を
、

学
校

、
病

院
及

び
工

場
、

刑
務

所
そ

の
他

の
収

容
施

設
並

び
に

自
衛

隊
の

部
隊

及
び

機
関

が
使

用
す

る
建

築
物

を
除

く
国

家
機

関
が

そ
の

事
務

を
処

理
す

る
た

め
に

使
用

す
る

建
築

物
と

規
定

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
車

庫
又

は
倉

庫
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
定

義
に

該
当

す
る

場
合

は
「

庁
舎

」
に

区
分

し
、
本
表
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

4
 
「
厚

0
2
 
朝
霞
公
共
職
業
安
定
所
（
執
務
庁
舎
）
」
に
つ
い
て
は
、
当
省
調
査
後
の
平
成

29
年

2
月
に
、
RC

構
造
と

S
構
造
の
混
構
造

2
階

1,
35
0
㎡

で
整

備
さ

れ
て

い
る

。
 



 

図
表

2
－

(
1
)
－

イ
－

⑩
 
延

べ
面

積
が

1
,
0
00

㎡
を

超
え

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
木

造
化

が
図

ら
れ

た
も

の
 

区
分

 
所

在
都
道

府
県
 

公
共

建
築

物
の

名
称

 
整

備
時
期
 

構
造
等
 

延
べ

面
積

が
1
,0
0
0

㎡
を

超
え

、
3,

0
00

㎡
以

下
の

公
共

建
築

物
（
8
施

設
）
 

岩
手
県
 

二
戸
市

浄
法

寺
総

合
支

所
庁

舎
 

平
成

1
3
年

12
月
 

W
構
造

3
階
：

2
,
3
1
9
㎡
 

岩
手

県
 

住
田

町
役

場
庁

舎
 

平
成

2
6
年

7
月

 
W
構

造
2
階

：
2
,
8
8
3
㎡

 

静
岡
県
 

浜
松
市
天

竜
区

役
所
庁

舎
及

び
天
竜

消
防

署
庁
舎
 

平
成

2
3
年

12
月
 

W
構
造
と

R
C
構

造
の
混

構
造

2
階
：

2
,
5
1
8
㎡
 

静
岡
県
 

浜
松
市
春

野
地

域
自
治

セ
ン

タ
ー
 

平
成

1
9
年

3
月
 

W
構
造
と

R
C
構

造
の
混

構
造

2
階
：

1
,
5
6
3
㎡
 

高
知

県
 

土
佐

町
役

場
庁

舎
 

平
成

2
4
年

3
月

 
W
構

造
2
階

：
1
,
5
3
9
㎡

 

熊
本
県
 

中
央
家
畜

保
健

衛
生
所

庁
舎
 

平
成

2
7
年

3
月
 

W
構
造
と

R
C
構

造
の
混

構
造

1
階
：

1
,
7
0
4
㎡
 

熊
本
県
 

フ
ー
ド
バ

レ
ー

ア
グ
リ

ビ
ジ

ネ
ス
セ

ン
タ

ー
 

平
成

2
7
年

3
月
 

W
構
造
と

R
C
構

造
の
混

構
造

2
階
：

1
,
1
3
4
㎡
 

熊
本
県
 

南
小
国
町

役
場

庁
舎
 

平
成

2
7
年

3
月
 

W
構
造
と

R
C
構

造
の
混

構
造

2
階
：

2
,
4
0
4
㎡
 

（
注
）

1 
当
省

の
調
査

結
果

に
よ
る

。
 

2
 
「

構
造

等
」

欄
に

お
い

て
、

「
R
C
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

W
」

は
木

造
を

示
し

、
い

ず
れ

も
防

火
地

域
又

は
準

防
火

地
域

に
は

指
定

さ
れ

て
い

な
い

。
 



 

図表 2－(1)－イ－⑪ 建築基準法及び官公法における耐火基準に係る規制の主な改正内容 

建築基準法 官公法 

昭和 25 年 法施行 
○ 高さ 13m 超、軒の高さ 9m 超、又は延べ面積
3,000 ㎡超は「木造禁止」 

○ 耐火構造とする特殊建築物を規定 
○ 防火地域及び準防火地域で耐火構造とする要
件（※）を規定 
※ 防火地域で延べ面積 100 ㎡超、準防火地域で階数
が 3以上又は延べ面積 500 ㎡超 

 

 昭和 26 年 法施行（当時は、「官庁営繕法」） 
○ 耐火構造とする庁舎を規定 

※ 現行と同じ要件（延べ面積 1,000 ㎡超、準防火地
域で延べ面積 300 ㎡超） 

 昭和 31 年 法改正（法律名を変更） 
昭和 34 年 法改正（耐火基準に係る規制の強
化） 
○ 「耐火建築物」及び「簡易耐火建築物」を規
定。これを踏まえ、特殊建築物、防火地域及び
準防火地域で耐火構造とする要件（※）を改正 
※ 防火地域で、階数 3 以上又は延べ面積 100 ㎡超を
耐火建築物(この他は、耐火建築物又は簡易耐火建築
物) 

準防火地域で、階数 4 以上又は延べ面積 1,500 ㎡
超を耐火建築物（階数 3、又は延べ面積 500 ㎡超
1,500 ㎡以下を耐火建築物又は簡易耐火建築物） 

昭和 34 年 法改正 
○ 「耐火構造」を「耐火建築物」に変更 

昭和 62 年 法改正（木造建築物の規制緩和：準
防火地域で木造 3階が建設可能） 
○ 高さ 13m 超又は軒の高さ 9m 超の「木造禁
止」について、例外（技術的基準に適合）を規
定 

○ 準防火地域で耐火建築物及び簡易耐火建築物
とする要件（※）を改正 
※ 準防火地域で階数 4 以上又は延べ面積 1,500 ㎡超
を耐火建築物（延べ面積 500 ㎡超 1,500 ㎡以下を耐
火建築物又は簡易耐火建築物、階数 3 を耐火建築
物、簡易建築物又は技術的基準に適合） 

 

平成 4 年 法改正（木造建築物の規制緩和：防火
地域又は準防火地域以外の地域で、木造 3 階の共
同住宅等が建設可能） 
○ 「簡易耐火建築物」を廃止し、「準耐火構
造」及び「準耐火建築物」を規定。これを踏ま
え、特殊建築物、防火地域及び準防火地域で耐
火建築物等とする要件を改正 

 

平成 10 年 法改正（木造建築物の規制緩和：準
防火地域で木造 3階の共同住宅等が建設可能） 
○ 「耐火構造」、「準耐火構造」、「耐火建築
物」の定義を改正 

○ これを踏まえ、ⅰ）高さ 13m 超又は軒の高さ
9m 超、延べ面積 3,000 ㎡超における「木造禁
止」を、耐火構造又は技術的基準に適合、ⅱ）
特殊建築物、防火地域及び準防火地域で耐火建
築物等とする要件をそれぞれ改正 

 

平成 26 年 法改正（木造建築物の規制緩和：木
造 3階の学校等が建設可能） 
○ 延べ 3,000 ㎡超、特殊建築物の要件（※）を改
正 

 ※ ⅰ）延べ面積 3,000 ㎡超の木造建築物は耐火構造等
とされていたが、防火設備等で 3,000 ㎡以内に区画
する場合、ⅱ）3 階以上の特殊建築物は耐火建築物と
されていたが、3 階で一定の延焼防止措置を講じた場
合、準耐火構造等とすることが可能 

 

（注） 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 



 

図表 2－(1)－イ－⑫ 建築基準法における耐火建築物と準耐火建築物との違い 

 

 

 

 

 

 

  ※ 耐火建築物・準耐火建築物ともに、外壁の延焼のおそれのある部分の開口部には防火設備を設ける必要がある。 

 

（注） 国土交通省の資料による。 



 

図表 2－(1)－イ－⑬ 建築基準法における特殊建築物の耐火基準に係る規制の概要 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注） 国土交通省の資料による。 



 

図表 2－(1)－イ－⑭ 特殊建築物の耐火基準に係る規制に関係する建築基準法の条文 

○ 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）（抜粋） 

 

第 1 章 総則 

（用語の定義） 

第 2 条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

 一 （略） 

二 特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆

浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯

蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

をいう。 

 （以下略） 

 

第 2 章 建築物の敷地、構造及び建設設備 

（木造建築物等である特殊建築物の外壁等）  

第 24 条 第 22 条第 1 項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の

一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければな

らない。  

一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途

に供するもの 

二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が 50 平方メー

トルを超えるもの 

三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が 2 であり、か

つ、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 平方メートルを超えるもの 

 

（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）  

第 27 条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存

する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築

物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術

的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認

定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延

焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備

（その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定

めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を設けなければな

らない。  

一 別表第一（ろ）欄に掲げる階を同表（い）欄（一）項から（四）項までに掲げる用途に供

するもの 

二 別表第一（い）欄（一）項から（四）項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供

する部分（同表（一）項の場合にあつては客席、同表（二）項及び（四）項の場合にあって

は 2 階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場

合に限る。）の床面積の合計が同表（は）欄の当該各項に該当するもの 

三 別表第一（い）欄（四）項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積

の合計が 3,000 平方メートル以上のもの 

四 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの 



 

 

○ 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 238 号）（抜粋） 

 

（法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準）  

第 110 条 主要構造部の性能に関する法第 27 条第 1 項の政令で定める技術的基準は、次の

各号のいずれかに掲げるものとする。  

一 次に掲げる基準 

イ 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加

えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変

形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 

壁 間仕切壁 

（耐力壁に限る。） 

特定避難時間（特殊建築物の構造、建築設備及び用途

に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊

建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時

間をいう。以下同じ。） 

外壁（耐力壁に限る。） 特定避難時間 

柱 特定避難時間 

床 特定避難時間 

はり 特定避難時間 

屋根（軒裏を除く。） 30 分間（特定避難時間が 30 分間未満である場合にあ

っては、特定避難時間。以下この号において同じ。） 

階段 30 分間 

 

ロ 壁、床及び屋根の軒裏（外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られて

いるものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。）にあっては、これらに通常の

火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間（非耐力壁である外

壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根の軒裏（外壁によって小屋裏又は

天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部

分に限る。）にあっては、30 分間）当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限

る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。 

ハ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱

が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間（非耐力壁である外壁の延焼のおそ

れのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30 分間）屋外に火炎を出す原因とな

る亀裂その他の損傷を生じないものであること。 

二 第 107 条各号又は第 108 条の 3 第 1項第一号イ及びロに掲げる基準  

 

（延焼するおそれがある外壁の開口部）  

第 110 条の 2 法第 27 条第 1項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。  

一 延焼のおそれのある部分であるもの（法第 86 条の 4 第 1 項各号のいずれかに該当す

る建築物の外壁の開口部を除く。）  

二 他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとし

て国土交通大臣が定めるもの（前号に掲げるものを除く。）  

 

（法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準）  

第 110 条の 3 防火設備の遮炎性能に関する法第 27 条第 1 項の政令で定める技術的基準



 

は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間当該加熱

面以外の面（屋内に面するものに限る。）に火炎を出さないものであることとする。 

 

（耐火建築物等としなければならない特殊建築物）  

第 115 条の 3 法別表第一(い)欄の(二)項から(四)項まで及び(六)項（法第 87 条第 3 項に

おいて法第 27 条の規定を準用する場合を含む。）に掲げる用途に類するもので政令で定

めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。  

一 (二)項の用途に類するもの 児童福祉施設等（幼保連携型認定こども園を含む。以

下同じ。）  

二 (三)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場又はスポーツの練習場  

三 (四)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営

む店舗（床面積が 10 平方メートル以内のものを除

く。）  

四 (六)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ  

 

（自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物）  

第 115 条の 4 法第 27 条第 3 項（法第 87 条第 3 項において準用する場合を含む。次条第 1

項において同じ。）の規定により政令で定める準耐火建築物は、第 109 条の 3 第一号に

掲げる技術的基準に適合するもの（同条第二号に掲げる技術的基準に適合するものを除

く。）とする。 

 

2  次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。  

一 別表第一（い）欄（五）項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する 3 階以上の部

分の床面積の合計が同表（は）欄（五）項に該当するもの  

二 別表第一（ろ）欄（六）項に掲げる階を同表（い）欄（六）項に掲げる用途に供するもの  

3  次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物（別表第一(い)

欄(六)項に掲げる用途に供するものにあっては、第 2 条第九号の三ロに該当する準耐火建築物

のうち政令で定めるものを除く。）としなければならない。  

一 別表第一（い）欄（五）項及び（六）項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する

部分の床面積の合計が同表（に）欄の当該各項に該当するもの  

二 別表第二（と）項第四号に規定する危険物（安全上及び防火上支障がないものとして政令

で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの

（貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。） 

 

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物（第 6 条、第 27 条、第 28 条、第 35

条～第 35 条の 3、第 90 条の 3関係）  

  （い） （ろ） （は） （に） 

  用途 （ い ）

欄 の 用

途 に 供

する階 

（い）欄の用途に供する部分

（（一）項の場合にあっては客

席、（二）項及び（四）項の場合

にあっては 2 階、（五）項の場合

にあっては 3 階以上の部分に限

り、かつ、病院及び診療所につい

てはその部分に患者の収容施設が

ある場合に限る。）の床面積の合

計 

（い）欄の用

途に供する部

分の床面積の

合計 



 

（一） 劇場、映画館、演芸場、

観覧場、公会堂、集会場

その他これらに類するも

ので政令で定めるもの 

3 階 以

上の階 

200 平方メートル（屋外観覧席に

あっては、1,000 平方メートル）

以上 

 

（二） 病院、診療所（患者の収

容施設があるものに限

る。）ホテル、旅館、下

宿、共同住宅、寄宿舎そ

の他これらに類するもの

で政令で定めるもの 

3 階 以

上の階 

300 平方メートル以上  

（三） 学校、体育館その他これ

らに類するもので政令で

定めるもの 

3 階 以

上の階 

2,000 平方メートル以上  

（四） 百貨店、マーケット、展

示場、キャバレー、カフ

ェー、ナイトクラブ、バ

ー、ダンスホール、遊技

場その他これらに類する

もので政令で定めるもの 

3 階 以

上の階 

500 平方メートル以上  

（五） 倉庫その他これに類する

もので政令で定めるもの 

 200 平方メートル以上 1,500 平方メ

ートル以上 

（六） 自動車車庫、自動車修理

工場その他これらに類す

るもので政令で定めるも

の 

3 階 以

上の階 

  150 平方メー

トル以上 

 

（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）  

第 35 条 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が 3 以

上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積

（同一敷地内に 2 以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）が 1,000 平方メ

ートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリン

クラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避

難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がな

いようにしなければならない。  

 

（特殊建築物等の内装）  

第 35 条の 2 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が 3 以上である建築物、政

令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が 1,000 平方メートル

をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設

備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従っ

て、その壁及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを防火

上支障がないようにしなければならない。 

（注） 下線は、当省が付した。 



 

図表 2－(1)－イ－⑮ 官公法において建築基準法よりも厳格な耐火基準が規定されていることな

ど、公共建築物の木造化に関する主な意見 

有識者等 意見の内容 

東京大学名誉教授 

（安藤 直人氏） 

【官公法における耐火基準に対する意見】 

○ 耐火建築物や準耐火建築物であっても、工夫次第で、木造以外の構造

とする場合と同等程度の費用で建築することが可能であるが、耐火建築

物と準耐火建築物を比べた場合、求められる技術水準は耐火建築物の方

が明らかに高くなる。 

しかし、いずれの場合であっても、現行の建築基準法に定められた技

術基準を満たせば、耐火性、耐震性等の性能について、木造以外の構造

と同等以上の性能を確保できるため、国の庁舎のみに、建築基準法より

も厳格な耐火基準を適用することに疑問を感じる。 

また、木造の公共建築物については、大都市圏等の様々な建築物が密

集している地域よりもむしろ地方都市で建築する方が地方の活性化にも

つながると考えており、地方都市では、病院、保育所、老人ホーム等の

木造の建築物も増加しているため、国の庁舎についても、地域や用途に

応じた規制を設けることで、木造化の可能性が広がると考えられる。 

 

【その他、公共建築物の木造化に関する意見】 

○ 「木造化」について、我が国では構造を全て木造としなければならな

いとする極端な考えになりがちだが、木材の利用を促進する観点から

は、建築物の構造や使用する木材の特性を踏まえ、最も性能が発揮でき

るふさわしい箇所に木材を使用することが重要であり、建築に要する費

用も木造以外の構造と同等程度（場合によっては同等以下）とすること

が可能のため、主要構造部の一部を木造とすることや、木造と木造以外

の混構造とすることが、より推奨されるべきである。 

  木造であることの展示効果を求めるばかりに、必要以上に木材を使用

していることを明らかにしようとすると、高度な技術が必要となり、建

築に要する費用の増加につながるため、展示効果を期待するのであれ

ば、内装や外装の木質化で対応することも検討すべきである。 

○ 我が国における製材、集成材、合板等の建築用木材の供給体制をみる

と、加工工場等が少ないなど十分に確保されているとは言い難い地域が

ある。 

木造の公共建築物の建築に当たっては、木材の調達先を特定の地域や

都道府県・市町村に限定するのではなく、複数の地域や広域単位で調達

した方が、調達費用の増加を防ぐことができるため、発注に当たって留

意すべきである。 

  



 

 

有識者等 意見の内容 

東京大学大学院農

学生命科学研究科

教授 

（稲山 正弘氏） 

【官公法における耐火基準に対する意見】 

○ 地方公共団体の庁舎や、学校等の特殊建築物の中には、延べ面積が

1,000 ㎡を超える場合や準防火地域で延べ面積が 300 ㎡を超える場合であ

っても、耐火建築物によらずとも、建築基準法に定められた技術基準を

満たし、準耐火建築物で建築した例はあり、官公法において、延べ面積

が 1,000 ㎡を超える場合や準防火地域内で延べ面積が 300 ㎡を超える場

合に耐火建築物とする根拠は不明である。 

  また、現行の建築基準法に定められた技術基準を満たせば、木造の準

耐火建築物であっても、十分な性能を確保でき、地方公共団体の庁舎等

でも既に木造で建築した例があるため、建築基準法に準じて、「延べ面

積 1,000 ㎡から延べ面積 3,000 ㎡まで」、「準防火地域内で延べ面積 300

㎡から 1,500 ㎡まで」について準耐火建築物を可能とすることや、特殊

建築物のように用途に応じた耐火基準を設けることも考えられるのでは

ないか。 

 

【その他、公共建築物の木造化に関する意見】 

○ 木造技術の性能や可能性を理解していないことにより、木造の建築物

は高額になるという認識が広がっているが、木造の建築物に要する費用

については、「使用した木材をどこまで見せるか」に大きく左右され

る。 

木材の利用を促進するという観点に立てば、木材を使用することが重

要のため、建築物に使用した木材を見せることに重点を置く必要はな

い。例えば、せっこうボード（※1）等により木材に対し防火被覆を行う方

法は、外見上、木材を使用したことが分からなくなるが、それほど費用

を増加することなく、十分な性能を確保できる。 

  また、材料となる製材、集成材、木材の接合部の金具等の費用につい

ては、建築する公共建築物に応じたものを特注で調達する場合は、費用

が増加するが、例えば、木造住宅用として広く流通し、全国で調達可能

な中断面集成材（※2）を、工法を工夫して使用すれば、大幅に費用を抑え

ることができる。 

  木材の特性を理解し、工法を工夫し、適する箇所に木材を使用すれ

ば、木造以外の構造と同等程度の費用で木造の建築物を建築することが

可能であるが、そうした木材の特性等を理解し、設計・建築を企画でき

る人材がほとんどいないことが課題であると考えている。 
※1 せっこうを芯材とし両面を専用の板紙で被覆成型した建築用内装材料をいう。 
※2 構造用の集成材のうち、大断面集成材（短辺が 15cm 以上で、断面積が 300c ㎡のも

の）以外のもので、短辺が 7.5cm 以上で、長辺が 15cm 以上のもの。 

  



 

有識者等 意見の内容 

木造の公共建築

物の設計、施工

等を受注する建

築会社 

（2社） 

【官公法における耐火基準に対する意見】 

○ 建築基準法においては、不特定多数の者が利用する病院、児童福祉施

設、学校等の特殊建築物について、全て耐火建築物とされているわけでは

なく、一定の要件を満たす場合に準耐火建築物とすることが可能とされ、

建築物の用途に応じた耐火規制が定められている。また、条例等により建

築基準法よりも厳しい耐火性能が求められる場合もあるが、いずれにして

も実際に準耐火建築物等で建設した例がある。 

  国が整備する公共建築物であっても、建築物の用途や建設する地域によ

り火災が発生した場合の周囲への影響は異なると考えられるため、一定の

面積を超える場合に一律に耐火建築物とするのでなく、建築物の用途等に

応じた耐火規制とすることが可能ではないか。 

 

【その他、公共建築物の木造化に関する意見】 

○ 耐火建築物とする場合には、不燃材で木を覆うなど高度な耐火木造技術

が必要となるため、同じ規模の建設物を RC 構造や S 構造で建築する場合に

比べ、建築に要する費用が増加し、また、木材を使用したことが分からな

くなるなど RC 構造等との差別化が難しく、展示効果が低くなってしまう。 

近年、各社の技術開発により様々な耐火木造技術が開発され、耐火建築物

の建築に要する費用は低減しているが、依然として割高となっている。 

しかし、準耐火建築物であれば、耐火建築物に比べて割安で建築するこ

とができ、条件によっては、RC 構造や S 構造と同等程度の費用で建築でき

る場合があるため、国が整備する公共建築物においても、準耐火建築物で

建築できる場合が増えれば、より木造化が促進されるのではないか（※）。 

※ 木造の建築物の建築に要する費用については、木材費用に加え、別途工事費等が必要と
なり、木材費用の差のみでは単純に比較できないものの、2 社によると、集成材等を準耐
火建築物に使用する場合は、耐火建築物又は準耐火建築物のいずれにも該当しない建築物
に使用する場合に比べて価格差はほとんど出ないのに対し、耐火建築物に使用する場合は
4倍から 10 倍程度の差が生じるとしている。 

 

○ 公共建築物の発注において一般的に採用される設計・施工分離発注方式

の場合、次のとおり、開発した耐火木造技術の活用が難しくなっている。 

 ⅰ）設計においては、仕様書に基づき、決められた内容に従って基本とな

る設計を行うこととなり、設計の内容に差をつけることが難しい中で、

入札価格によって落札業者が決まってしまう傾向がある。 

ⅱ）設計業者は、各社が開発した耐火木造技術を必ずしも承知しているわ

けではないことや、仮に耐火木造技術を承知していたとしても、設計と

施工が分割されることから、設計の中で耐火木造技術を反映することが

難しい。 

ⅲ）木造の建築物においては、木材の接合部の金具等の規格が統一されて

おらず、専用のものを特注しなければならないなど木造以外の構造で建

築する場合にはない手間や負担がかかるが、設計の段階では、これらの

内容や提案費用に反映することが難しい。 

 

  このため、例えば、発注時に建築物に求められる性能等を明示し、提案

を募集する設計・施工一括発注方式が採用される機会が増えれば、各社が

施工を見据え、耐火木造技術を反映し提案できるだけでなく、設計から施

工までを一括して受注できることにより提案費用を下げることも可能とな

る場合があるため、開発した耐火木造技術を活用できる機会が増えるので

はないか。 

（注） 当省の調査結果による。 
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繕
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書
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な
か
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理
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1
 

 (
1
施

設
) 

番
号
 

厚
07
 

用
途
 

車
庫

 
 

当
該

車
庫

の
整

備
（

建
て

替
え

）
を

行
っ

た
新

潟
労

働
局

が
、

公

共
建

築
物

の
設

計
等

を
国

土
交

通
省

北
陸

地
方

整
備

局
に

依
頼

せ
ず

に
自

ら
行

う
場

合
は

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
す

る
必

要
が

な
い

と
誤

っ
て
認
識

し
て

い
た
。
 

施
設

の
名

称
 

佐
渡
公
共

職
業

安
定

所
（

車
庫

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構

造
1
階
：

1
5
㎡
、

S
構

造
1
階

：
1
5
㎡
 

（
整

備
費

用
1
,
3
1
0
,
0
4
0
円

）
 

2
 

 (
1
施

設
) 

番
号
 

厚
08
 

用
途
 

倉
庫

 
当

該
倉

庫
の

整
備

を
行

っ
た

北
海

道
労

働
局

が
、

公
共

建
築

物
の

設
計

等
を

国
土

交
通

省
北

海
道

開
発

局
に

依
頼

せ
ず

に
自

ら
行

う
場

合
は

、
営

繕
計

画
書

を
送

付
す

る
必

要
が

な
い

と
誤

っ
て

認
識

し
て

い
た
。
 

施
設

の
名

称
 

旭
川
公
共

職
業

安
定

所
（

倉
庫

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

2
階
：

7
2
㎡
（

整
備

費
用

3
1
,
4
7
9
,
4
4
6
円

）
 

3
  

(
1
施

設
) 

番
号
 

農
10
 

用
途
 

倉
庫

 
 

当
該

倉
庫

の
整

備
を

行
っ

た
淀

川
水

系
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務

所
が

、
当

該
倉

庫
は

地
質

調
査

に
よ

り
採

取
し

た
岩

盤
、

土
砂

等
を

一
時

的
に

保
管

す
る

た
め

に
設

置
し

た
も

の
で

あ
り

、
当

該
倉

庫
の

よ
う

に
設

置
及

び
移

動
が

簡
便

な
公

共
建

築
物

を
整

備
す

る
場

合
は

営
繕
計
画

書
を

送
付
す

る
必

要
が
な

い
と

誤
っ
て

認
識

し
て
い

た
。
 

施
設

の
名

称
 

淀
川
水
系

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
（

倉
庫

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階

：
9
㎡
（

整
備

費
用

9
1
4,
7
6
0
円

）
 

4
  

(
2
施

設
) 

番
号
 

国
20
 

用
途
 

車
庫

 
 

当
該

車
庫

の
整

備
（

建
て

替
え

）
を

行
っ

た
釜

石
港

湾
事

務
所

が
、

営
繕

計
画

書
は

新
た

に
公

共
建

築
物

を
設

置
す

る
場

合
に

送
付

す
る

も
の

で
あ

り
、

東
日

本
大

震
災

に
よ

り
被

災
し

た
こ

れ
ら

の
公

共
建

築
物

を
再

設
置

す
る

場
合

は
送

付
す

る
必

要
が

な
い

と
誤

っ
て

認
識
し
て

い
た

。
 

   

施
設

の
名

称
 

釜
石
港
湾

事
務

所
宮

古
港

出
張

所
（

車
庫

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階
：

3
3
㎡
（

整
備

費
用

2
,
7
0
2
,
7
7
9
円

）
 

番
号
 

国
38
 

用
途
 

倉
庫
 

施
設

の
名

称
 

釜
石
港
湾

事
務

所
松

倉
宿

舎
（

公
務

員
宿

舎
物

置
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
5
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階
：

2
6
㎡
（
計

2
施
設
）

（
整

備
利

用
4
,
0
1
9
,
1
4
4
円

）
 

5
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2
施

設
) 

番
号
 

国
36
 

用
途
 

倉
庫

 
 

こ
れ

ら
の

公
共

建
築

物
の

整
備

を
行

っ
た

国
営

滝
野

す
ず

ら
ん

丘

陵
公

園
事

務
所

が
、

国
営

公
園

等
事

業
費

に
よ

り
公

共
建

築
物

を
整

備
す

る
場

合
は

営
繕

計
画

書
を

送
付

す
る

必
要

が
な

い
と

誤
っ

て
認

識
し
て
い

た
。
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設

の
名

称
 

国
営
滝
野

す
ず

ら
ん

丘
陵

公
園

（
資

材
庫

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階

：
7
9
㎡

（
整

備
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用
5
,
9
4
1
,
0
0
0
円

）
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号
 

国
77
 

用
途
 

そ
の

他
 

施
設
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名

称
 

国
営
滝
野

す
ず

ら
ん

丘
陵

公
園

（
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護
所

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階

：
3
6
㎡

（
整

備
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用
7
,
3
0
8
,
0
0
0
円

）
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要
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書
を

送
付
し

な
か

っ
た
理

由
等
 

6
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施

設
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番
号
 

国
43
 

用
途
 

倉
庫
 

 
こ

れ
ら

の
公

共
建

築
物

の
整

備
を

行
っ

た
国

営
飛

鳥
歴

史
公

園
事

務
所

が
、

国
営

公
園

内
で

他
省

庁
と

の
合

築
に

よ
り

整
備

を
行

う
場

合
は

営
繕

計
画

書
を

送
付

す
る

が
、
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事

務
所

が
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独
で

整
備

を
行

う
場

合
は

送
付

す
る
必
要

が
な

い
と
誤

っ
て

認
識
し

て
い

た
。
 

施
設

の
名

称
 

国
営
飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

 

農
体
験
活

動
施

設
（

ト
イ

レ
・

倉
庫

棟
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

W
構
造

1
階

：
1
44

㎡
（

整
備

費
用

6
5
,
5
9
9
,
3
3
6
円

）
 

番
号
 

国
81
 

用
途
 

そ
の

他
 

施
設

の
名

称
 

国
営
飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

 

情
報
案
内

施
設

棟
 

整
備

状
況
 

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

W
構
造

1
階

：
2
29

㎡
（

整
備

費
用

1
2
6
,
6
1
3
,
7
6
1
円

）
 

番
号
 

国
82
 

用
途
 

そ
の

他
 

施
設

の
名

称
 

国
営
飛
鳥

歴
史

公
園

事
務

所
キ

ト
ラ

古
墳

周
辺

地
区

 

農
体
験
活

動
施

設
（

休
憩

・
団

ら
ん

棟
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

W
構
造

1
階
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6
㎡
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整
備

費
用
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5
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1
3
2
,
5
1
2
円
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号
 

国
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国
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飛
鳥
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史
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備
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況
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成
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備
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造
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階
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1
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㎡
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備

費
用
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9
,
5
6
8
,
0
3
6
円

）
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務

庁
舎

 
 

土
地

改
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区
に

管
理
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託

す
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土
地

改
良

財
産

（
国

営
造

成
施

設
）

に

つ
い

て
は

官
公

法
に

基
づ

き
営

繕
計

画
書

を
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

「
国

家
機

関
の

建
築

物
の

営
繕

及
び

そ
の

附
帯

施
設

の
建

設
」

に
含

ま
れ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
ら

の
執

務
庁

舎
の

整
備

を
行

っ
た

西
諸

農
業

水
利

事
業

所
が

、
土

地
改

良
財

産
に

つ
い

て
は

営
繕

計
画

書
を

送
付

す
る

必
要
が
な

い
と

誤
っ
て

認
識

し
て
い

た
。
 

施
設

の
名

称
 

浜
ノ
瀬
ダ

ム
管

理
所

（
執

務
庁

舎
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

R
C
構

造
2
階

：
4
94

㎡
（

整
備

費
用

10
0
,
0
00

,
00

0
円

）
 

番
号
 

農
05
 

用
途
 

執
務

庁
舎

 

施
設

の
名

称
 

西
諸
農
業

水
利

事
業

所
中

央
管

理
所

（
執

務
庁

舎
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構
造

1
階

：
3
80

㎡
（

整
備

費
用

12
6
,
0
00
,
00
0
円

）
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付
し

な
か

っ
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理
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等
 

8
  

(
1
施

設
) 

番
号
 

国
86
 

用
途
 

そ
の

他
 

 
道

路
法

に
基

づ
く

道
路

の
付

属
物

に
つ

い
て

は
官

公
法

に
基

づ
き

営
繕

計
画

書
を

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
「

国
家

機
関

の
建

築
物

の
営

繕
及

び
そ

の
附

帯
施

設
の

建
設

」
に

含
ま

れ
て

い
る

が
、

当
該

施
設

の
整

備
を

行
っ

た
宮

崎
河

川
国

道
事

務
所

が
、

道
の

駅
の

よ
う

な
公

共
用

財
産

は
営

繕
計
画
書

を
送

付
す
る

必
要

が
な
い

と
誤

っ
て
認

識
し

て
い
た

。
 

施
設

の
名

称
 

道
の
駅
「

都
農

」
（

休
憩

施
設

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
4
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

R
C
構

造
1
階

:
3
47

㎡
 

（
整

備
費

用
1
6
5
,
0
0
0
,
0
0
0
円

）
 

（
注
）
1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

、
「

W
」

は
木

造
を

示
し

、
<
準

防
火

>
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

る
（

未
記

載
の

場
合

は
、

防

火
地

域
又
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

な
い
）
こ
と
を
示
す
。
 

3
 

表
中

の
「

整
備

費
用

」
に

つ
い

て
、

ゴ
シ

ッ
ク

体
は

、
関

係
資

料
の

文
書

保
存

期
間

が
満

了
し

て
い

た
な

ど
に

よ
り

予
算

要
求

時
の

金
額

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
支

払
金

額
を
記

載
し

た
こ

と
を

示
す

。
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営
繕
計
画
書
の
送
付
を
失
念
し
て
い
た
も
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事
例
番
号
 

施
設

の
概

要
 

営
繕
計
画

書
を

送
付
し

て
い

な
い
理

由
等
 

9
 

 (
1
施

設
) 

番
号
 

農
03
 

用
途
 

執
務

庁
舎

 
 

当
該

執
務

庁
舎

の
増

築
を

行
っ

た
南

近
畿

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
が
、
営

繕
計

画
書
の

送
付

を
失
念

し
て

い
た
と

し
て

い
る
。
 

施
設

の
名

称
 

南
近
畿
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務
所

（
執

務
庁

舎
増

築
）

 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

R
C
構

造
2
階

：
1
96

㎡
（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
1,
21

5
㎡
）
 

（
整

備
費

用
7
8
,
3
4
3
,
2
0
0
円

）
 

1
0  

(
1
施

設
) 

番
号
 

農
07
 

用
途
 

車
庫

 
 

当
該

車
庫

・
倉

庫
の

増
築

を
行

っ
た

信
濃

川
水

系
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務
所

が
、

営
繕

計
画

書
の

送
付

状
況

や
そ

の
経

緯
を

確
認

す
る

こ

と
が

で
き

ず
、

当
時

の
担

当
者

が
営

繕
計

画
書

の
送

付
を

失
念

し
て

い

た
可
能
性

が
高

い
と
し

て
い

る
。
 

施
設

の
名

称
 

信
濃
川
水

系
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務
所

 

（
車
庫
・

倉
庫

増
築

）
 

整
備

状
況
 

平
成

2
6
年

度
整

備
済

み
 

構
造

等
 

S
構

造
2
階

：
1
5
0
㎡

（
既

存
執

務
庁

舎
と

の
合

計
9
5
5
㎡

）
 

（
整

備
費

用
3
9
,
0
0
0
,
0
0
0
円

）
＜

準
防

火
＞

 

（
注
）
1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

造
、
「

S
」
は

鉄
骨
造

を
示
し

、
<
準

防
火

>は
準

防
火

地
域
に

指
定
さ

れ
て
い

る
（
未

記
載
の

場
合

は
、

防
火

地
域

又
は

準
防

火
地

域
に
指

定
さ

れ
て

い
な

い
）

こ
と

を
示

す
。
 

3
 

表
中

の
「

整
備

費
用

」
に

つ
い

て
、

ゴ
シ

ッ
ク

体
は

、
関

係
資

料
の

文
書

保
存

期
間

が
満

了
し

て
い

た
な

ど
に

よ
り

予
算

要
求

時
の

金
額

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
支

払
金

額
を
記

載
し

た
こ

と
を

示
す

。
 



平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

216 317 148 291 153

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

24 22 0 0 0

(11.1) (6.9) (0.0) (0.0) (0.0)

56 33 51 1 3

(25.9) (10.4) (34.5) (0.3) (2.0)

5 1 2 6 4

(2.3) (0.3) (1.4) (2.1) (2.6)

9 2 1 29 4

(4.2) (0.6) (0.7) (10.0) (2.6)

53 21 28 56 9

(24.5) (6.6) (18.9) (19.2) (5.9)

147 79 82 92 20

(68.1) (24.9) (55.4) (31.6) (13.1)

69 238 66 199 133

(31.9) (75.1) (44.6) (68.4) (86.9)

　当省の調査結果による。

2

3

4

うち農林水産省

年度

図表 2－(1)－ウ－②　国土交通省が把握する各省各庁から営繕計画書が送付されなかった事案の件数の推移

各省各庁から営繕計画書が送付され
なかった件数

うち法務省

うち財務省

うち厚生労働省

（単位：件数、％）

うち国土交通省

うち調査対象とした5省の合計

　「各省各庁から営繕計画書が送付されなかった件数」欄については、国土交通省の「各省各庁営繕計画
書に関する意見書」（平成25年度から29年度まで）に記載されている件数であり、表中の「平成24年度」欄は
24年度当初予算、「25年度」欄は25年度当初予算、「26年度」欄は25年度予算又は26年度当初予算、「27
年度」欄は26年度予算又は27年度当初予算、「28年度」欄は27年度予算又は28年度当初予算で予算措置
された事案のうち、国土交通大臣及び財務大臣に対し営繕計画書が送付されなかった事案の件数を示
す。

　表中の（　）内については、各年度における「各省各庁から営繕計画書が送付されなかった件数」欄の件
数に占める割合を示す。

（注）1

　「各省各庁から営繕計画書が送付されなかった件数」欄は、官公法第9条第1項の規定に基づき、営繕計
画書を送付しなければならないとされている国家機関（11省のほか、衆議院、参議院、国立国会図書館、最
高裁判所、会計検査院、内閣、人事院、復興庁、内閣府を含む。）において、営繕計画書が送付されな
かった件数を計上している。

うち調査対象とした5省以外の各
省各庁からの合計



 

図表 2－(1)－ウ－③ 調査対象とした 5省に対する木造化に関する大臣意見の送付状況 

意見送付先 

意見を送付した営繕計画書 
法務省 財務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 

平成 24 年度 

営繕計画書 

0 施設 0 施設 0 施設 0 施設 0 施設 

平成 25 年度 

営繕計画書 

0 施設 3 施設 

車庫 1施設 

自転車置場 2 施設 

 

 

 

10 施設 

 執務庁舎 1施設 

 車庫 3施設 

 自転車置場 2 施設 

 渡り廊下 1 施設 

 その他 3施設 

1 施設 

 執務庁舎 1施設 

0 施設 

平成 26 年度 

営繕計画書 

0 施設 3 施設 

 車庫 1施設 

自転車置場 2 施設 

 

 

11 施設 

 宿舎等 2施設 

 車庫 1施設 

 自転車置場 4 施設 

 その他 4施設 

0 施設 13 施設 

 執務庁舎 1施設 

 車庫 7施設 

 倉庫 1施設 

 自転車置場 2 施設 

 渡り廊下 2 施設 

平成 27 年度 

営繕計画書 

0 施設 4 施設 

 車庫 3施設 

 自転車置場 1 施設 

0 施設 1 施設 

 執務庁舎 1施設 

14 施設 

 執務庁舎 2施設 

 車庫 5施設 

 自転車置場 3 施設 

 渡り廊下 3 施設 

 観測施設 1 施設 

平成 28 年度 

営繕計画書 

0 施設 2 施設 

 車庫 2施設 

0 施設 1 施設 

 自転車置場 1 施設 

7 施設 

 車庫 2施設 

 自転車置場 2 施設 

 渡り廊下 2 施設 

 観測施設 1 施設 

計 0 施設 12 施設 

 車庫 7施設 

 自転車置場 5 施設 

21 施設 

 執務庁舎 1施設 

 宿舎等 2施設 

 車庫 4施設 

 自転車置場 6 施設 

 渡り廊下 1 施設 

 その他 7施設 

3 施設 

 執務庁舎 2施設 

 自転車置場 1 施設 

34 施設 

 執務庁舎 3施設 

 車庫 14 施設 

 倉庫 1施設 

 自転車置場 7 施設 

 渡り廊下 7 施設 

 観測施設 2 施設 

（注）1 国土交通省の資料に基づき、当省が作成した。 
2 表中の施設数については、国土交通省の「各省各庁営繕計画書に関する意見書」（平成
24 年度から 28 年度まで）に記載されている施設数であり、例えば、「平成 24 年度営繕計
画書」欄の場合は 23 年 7 月 31 日までに各省が送付した営繕計画書を示すなど、表中の時
点の前年度に各省から営繕計画書が送付されている施設を示す。 

3 表中の用途は、①執務庁舎（官公法第 2 条第 2 項において定義された、学校、病院、刑
務所その他の収容施設等を除く国家機関がその事務を処理するために使用する建築物（庁
舎）のうち、執務を行うために整備された施設をいう。）、②宿舎等（国立療養所の居住
施設又は宿泊施設を含む。）、③車庫（車両を駐車する上屋や船舶保管施設、車庫と倉庫
を一体化した施設等を含む。）、④倉庫（書庫を含む。）、⑤自転車置場（駐輪場を含
む。）、⑥渡り廊下、⑦観測施設、⑧その他（①から⑦までに当てはまらない、国立療養
所の施設や公衆便所を含む。）による。 

4 同じ施設に対し複数年度にわたって木造化に関する大臣意見が送付されている場合があ
るため、「計」欄の施設数は延べ施設数を計上している。 



 

図表 2－(1)－ウ－④ 法務省において木造化が図られたもの 

番号 用途 
整備を計画

した機関 
施設の名称 構造等 

法 08 宿舎等 法務本省 
名寄法務総合庁舎 

（公務員宿舎） 
W 構造 2 階：631 ㎡ 

法 19 車庫 法務本省 
広島地方検察庁尾道支部・区検

察庁（車庫） 

W 構造 1 階：28 ㎡ 

<準防火> 

法 22 倉庫 法務本省 
名寄法務総合庁舎 

（公務員宿舎物置） 
W 構造 1 階：32 ㎡ 

法 50 自転車置場 法務本省 
奈良法務総合庁舎 

（自転車置場） 
W 構造 1 階：37 ㎡ 

法 51 自転車置場 法務本省 
奈良地方法務局橿原出張所 

（自転車置場） 

W 構造 1 階：15 ㎡ 

<防火> 

法 53 自転車置場 法務本省 岡山地方法務局（自転車置場） 
W 構造 1 階：23 ㎡ 

<準防火> 

法 55 自転車置場 法務本省 
徳島法務総合庁舎 

（自転車置場） 

W 構造 1 階：64 ㎡ 

<防火> 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「構造等」欄において、「W」は木造を示し、<防火>は防火地域に、<準防火>は準防火

地域にそれぞれ指定されている（未記載の場合は、防火地域又は準防火地域に指定され

ていない）ことを示す。 
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2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

財
17
 

博
多

税
務

署
（

自
転

車
置
場
）
 

S
構
造

1
階

:
1
4
㎡

<準

防
火
>
  

2
4
年

度
 

2
5
年

度
 

厚
12
 

向
島

労
働

基
準

監
督

署
 

（
自
転
車

置
場

）
 

S
構

造
1
階

：
3
6
㎡

<準
防

火
> 

（
S
構
造

1
階

:
6
㎡
）
 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

 

2
5
年

度
 

国
50
 

横
須

賀
地

方
合

同
庁

舎
（
自
転

車
置

場
）
 

S
構
造

1
階

:
3
1
㎡

 

S
構
造

1
階

:
3
3
㎡

" 

2
4
年

度
 

厚
13
 

八
代

公
共

職
業

安
定

所
 

（
自
転
車

置
場

）
 

S
構

造
1
階

：
5
8
㎡

<準
防

火
> 

（
W
構

造
1
階

:
14

㎡
）

 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

2
8
年

度
 

2
5
年

度
 

財
14
 

平
塚

税
務

署
（

自
転

車
置
場
）
 

S
構
造

1
階

:
5
0
㎡

 
2
4
年

度
 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

財
15
 

姫
路

税
務

署
（

自
転

車
置
場
）
 

 

S
構
造

1
階

:
6
5
㎡

 
2
4
年

度
 

小
計
:
3
施

設
 

小
計

：
5
施

設
 



 

用
途

 

木
造
化
に
関
す
る
大
臣
意
見
が
送
付
さ
れ
た
施
設
（
1
1
施
設
）
 

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

な
か

っ
た

施
設

（
1
5
施

設
）
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

営
繕

計
画

書
に

お
け

る
 

構
造

等
 

各
省

に
よ

る
営

繕
計

画
書

送
付

年
度
 

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
送

付
年

度
 

番
号

 
施

設
の
名

称
 

構
造
等
 

各
省
に
よ

る

営
繕
計
画

書

送
付
年
度
 

渡
り
 

廊
下
 

国
7
3
 

釧
路
航
空

基
地
 

（
渡
り
廊

下
）
 

S
構
造

1
階

：
2
0
㎡

 
2
4
年

度
 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

   2
7
年

度
 

国
74
 

三
重

河
川

国
道

事
務

所
 

（
渡
り
廊

下
）
 

R
C
構

造
1
階
:
1
8
㎡

 
2
7
年

度
 

2
8
年

度
 

財
18
 

姫
路

税
務

署
（

渡
り

廊
下
）
 

S
構
造

1
階

24
㎡
 

2
4
年

度
 

国
76
 

海
上

保
安

学
校

（
女

子
寮

渡
り

廊
下

、
本

館
・

教
舎

渡
り

廊

下
）
 

女
)S

構
造

1
階

:
70

㎡
 

本
)S

構
造

1
階

:
40

㎡
 

2
4
年

度
 

2
5
年

度
 

2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

2
8
年

度
 

  2
6
年

度
 

2
7
年

度
 

2
8
年

度
 

国
75
 

海
上

保
安

学
校

（
青

葉
寮

渡
り

廊
下

、
第

二
厚

生
棟

渡
り

廊

下
）

 

青
）

S
構

造
1
階

:
6
8
㎡

 

厚
）

S
構

造
1
階

:
6
2
㎡

 

2
6
年

度
 

小
計
:
2
施

設
 

小
計
:
3
施

設
 

（
注
）
1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 
 
2 

「
木
造
化

に
関
す
る
大
臣
意
見
が
送
付
さ
れ
た
施
設
（
1
1
施
設
）
」
欄
に
お
い
て
、
「
観
測
施
設
」
に
つ
い
て
は
、

1
施
設
に
対
し
木
造
化
に
関
す
る
大
臣
意
見
が
送
付
さ
れ
て

い
た
が
、
当
該
観
測
施
設
を
除
く

1
5
施
設
は
営
繕
計
画
書
を
送
付
し
て
お
ら
ず
、
比
較
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
 

3
 

本
表

は
、
法

務
省

を
除
く

4
省

の
施
設

に
つ

い
て
整

理
し

て
お
り

、
「

木
造
化

に
関

す
る
大

臣
意

見
が
送

付
さ

れ
な
か

っ
た

施
設
（

15
施

設
）
」

欄
は

、
営
繕

計
画

書
（
平

成
2
4
年

度
か

ら
2
8
年

度
ま

で
）

が
送

付
さ

れ
て

い
た

も
の

の
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

ら
ず

、
木

造
化

が
図

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

施
設

の
う
ち
、
「
木
造
化

に
関
す
る
大
臣
意
見
が
送
付
さ
れ
た
施
設
（
1
1
施
設
）
」
欄
の
施
設
の
延
べ
面
積
と
比
べ
て
、
1
.
5
倍
以
内
の
延
べ
面
積
に
該
当
す
る
施
設
で
あ
る
。
 

4
 

「
営

繕
計
画

書
に

お
け
る

構
造

等
」
欄

及
び

「
構
造

等
」

欄
に
お

い
て

、
「

RC
」

は
鉄

筋
コ
ン

ク
リ

ー
ト
造

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

、
「

CB
」

は
コ

ン
ク
リ

ー
ト

ブ
ロ
ッ

ク
造

、
「

W
」

は
木

造
を
示
し

、
<
防

火
>は

防
火

地
域
に

、
<
準

防
火
>
は

準
防

火
地
域

に
そ

れ
ぞ
れ

指
定

さ
れ
て

い
る

（
未
記

載
の

場
合
は

、
防

火
地
域

又
は

準
防
火

地
域

に
指
定

さ
れ

て
い
な

い
）

こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
階
数
又
は
面
積
を
記
載
し
て
い
な
い
も
の
は
、
当
省
の
調
査
時
点
で
未
定
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
 

「
営

繕
計

画
書

に
お

け
る
構

造
等

」
欄
は

、
木

造
化
に

関
す

る
大
臣

意
見

が
送
付

さ
れ

た
直
近

の
営

繕
計
画

書
の

内
容
を

記
載

し
、
（

 
）

内
に
は

、
当

省
の
調

査
時

点
で

の
直

近
の
構
造
等
を
記
載
し
た
。
 

「
構
造
等
」
欄
は
、
木
造
化
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
（
平
成

2
4
年
度
か
ら

2
6
年
度
ま
で
）
の
結
果
、
「
平
成

2
5
年
度
国
有
財
産
一
件
別
情
報
（
行
政
財
産
）

」
及
び
営

繕
計
画
書
の
ほ
か
、
当
省
の
調
査
時
点
（
平
成

2
8
年

2
月
か
ら

5
月
ま
で
）
に
お
い
て
設
計
、
工
事
等
が
行
わ
れ
、
構
造
等
が
直
近
の
営
繕
計
画
書
か
ら
変
更
さ
れ
て

い
る
場
合
は

変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
。
 

5
 
「

各
省

に
よ

る
営

繕
計

画
書

送
付

年
度

」
及

び
「

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
送

付
年

度
」

欄
に

つ
い

て
、

例
え

ば
、

「
2
5
年

度
」

の
場

合
は

2
4
年

7
月

31
日
ま
で
に
送
付

さ
れ
た
営
繕
計
画
書
に
対
す
る
意
見
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
表
中
の
時
点
の
前
年
度
に
送
付
さ
れ
た
営
繕
計
画
書
に
対
す
る
意
見
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 



 

図
表

2
－

(
1
)
－

ウ
－

⑥
－

ⅰ
 

技
術

的
に

は
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

可
能

で
あ

っ
た

も
の

の
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
を

踏
ま

え
構

造
を

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の

認
識
が
な

か
っ

た
も

の
 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

1
  

(
2
施

設
) 

番
号
 

国
28
 

国
53
 

用
途
 

車
庫
 

自
転

車
置

場
 

 
こ

れ
ら

の
施

設
の

整
備

を
計

画
し

た
第

八
管

区
海

上
保

安
本

部
は

、
営

繕
計

画
書

に
お

い
て

構
造

を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

施
設

の
範

囲
を

定
め

た
通

知
に

お
い

て
、

海
上

保
安

署
が

使
用

す
る

施
設

は
「

災
害

時
の

活
動

拠
点

室
等

」
と

位
置

付
け

ら
れ

て
お

り
、

積

極
的

に
木

造
化

を
促

進
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い
な

い
た

め
で
あ

る
と

し
て
い

る
。
 

 
こ
れ
ら

の
施

設
に
つ

い
て

は
、
国

土
交

通
省
（

官
庁

営
繕
担

当
部

局
）
か

ら
平

成
2
6
年
度
、

2
7
年
度

及
び

2
8
年
度

営
繕
計

画
書

に
対
し

木
造

化
に
関

す
る

大
臣
意

見
が

送
付
さ

れ
て

お
り
、

第
八
管
区
海
上

保
安

本
部

及
び

そ
の

上
部

機
関

で
あ

る
海

上
保

安
庁

は
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

を
受

け

る
前

に
、

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
か

ら
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

な
い

理
由

等
の

報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

①
26

年
度

営
繕

計
画

書
に

つ
い

て
は

、
構

造
上

等
問

題
が

な
け

れ
ば

木
造

と

す
る

こ
と

が
可

能
、

②
2
7
年

度
及

び
2
8
年

度
営

繕
計

画
書

に
つ

い
て

は
、

海
が

近
く

、
自

然
環

境
の

厳

し
い

地
域

に
整

備
予

定
の

た
め

、
耐

久
性

が
必

要
と

な
り

、
木

造
と

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
考

え

る
が

、
今

後
、

設
計

の
段

階
で

検
討

す
る

と
回
答

し
て

い
る
。
 

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
は

、
第

八
管

区
海

上
保

安
本

部
及

び
海

上
保

安
庁

に
対

し
、

木
造

化
の

検
討

を
求

め
る

理
由

を
具

体
に

明
示

す
る

こ
と

な
く

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付

し
て
お
り

、
ま

た
、
送

付
後

も
、
木

造
化

の
検
討

状
況

や
平
成

2
7
年
度
以

降
の

営
繕
計

画
書
に
お
い
て

構
造

を
変

更
し

な
か

っ
た

理
由

の
確

認
、

木
造

化
に

つ
い

て
検

討
を

促
す

こ
と

ま
で

は
行

っ
て

い
な

い
。
 

こ
の

結
果

、
第

八
管

区
海

上
保

安
本

部
は

、
整

備
す

る
敷

地
を

確
保

す
る

目
途

が
立

っ
て

い
な

い
た

め
、

整
備

予
定

が
具

体
と

な
っ

た
後

に
改

め
て

木
造

化
の

可
否

を
検

討
す

れ
ば

よ
い

と
理

解
し

て
い

た

と
し

て
、

平
成

2
6
年

度
営

繕
計

画
書

と
同

じ
木

造
以

外
の

構
造

に
よ

り
2
7
年

度
及

び
2
8
年

度
営

繕
計

画
書

を
送

付
し

、
そ

の
都

度
、

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
か

ら
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

り
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

木
造

化
の

検
討

に
十

分
に

活
用

さ
れ

て
い

な

い
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

 

な
お
、
こ

れ
ら

の
施
設

に
つ

い
て
は

、
当

省
の
実

地
調

査
後
に

送
付

さ
れ
た

平
成

2
9
年

度
営
繕
計
画

書
に

お
い

て
、

構
造

が
木

造
に

変
更

さ
れ

て
い
る

。
 

 

施
設

の
名

称
 

宮
津
海
上

保
安

署
 

（
車
庫
、

自
転

車
置

場
）

 

整
備
状
況
 

未
整
備
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
4
年

度
 

車
)
CB

構
造

1
階

:
1
8
㎡

 

自
)S

構
造

1
階

:3
㎡
 

未
送

付
 

2
5
年

度
 

（
2
4
年
度
と
同

じ
）

 
未

送
付

 

2
6
年

度
 

（
2
4
年
度
と
同

じ
）

 
送

付
 

2
7
年

度
 

（
2
4
年
度
と
同

じ
）

 
送

付
 

2
8
年

度
 

車
)
CB

構
造

1
階

:
1
8
㎡

 

自
)S

構
造

1
階

:
10

㎡
 

送
付
 

   



 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

2
  

(
1
施

設
) 

番
号
 

国
29
 

用
途
 

車
庫

 
 

当
該

車
庫

の
整

備
を

計
画

し
た

海
上

保
安

学
校

は
、

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
壁

が
な

く
柱

の
み

で
屋

根
を

支
え

る
こ

と
を

計
画

し
て

い
る

が
、

木
造

化
す

る

場
合

に
工

事
費

用
を

増
加

す
る

こ
と

な
く

整
備

す
る

ノ
ウ

ハ
ウ

が
な

く
、

整
備

予
定

が
具

体
と

な
っ

た

後
に

改
め

て
木

造
化

の
可

否
を

検
討

す
れ

ば
よ
い

と
理

解
し
て

い
た

た
め
で

あ
る

と
し
て

い
る

。
 

 
当

該
車

庫
に

つ
い

て
は

、
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

平
成

2
6
年

度
、

2
7
年

度
及

び

2
8

年
度

営
繕

計
画

書
に

対
し

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

り
、

海
上

保
安

学
校

及
び

そ
の

上
部

機
関

で
あ

る
海

上
保

安
庁

は
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

を
受

け
る

前
に

、
国

土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
か

ら
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

な
い

理
由

等
の

報
告

を
求

め
ら

れ

た
た

め
、

①
26

年
度

営
繕

計
画

書
に

つ
い

て
は

、
構

造
上

等
問

題
が

な
け

れ
ば

木
造

と
す

る
こ

と
が

可

能
、

②
27

年
度

及
び

2
8
年

度
営

繕
計

画
書

に
つ
い

て
は

、
海
が

近
く

、
自
然

環
境

の
厳
し

い
地
域
に
整

備
予

定
の

た
め

、
耐

久
性

が
必

要
と

な
り

、
木

造
と

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
考

え
る

が
、

今
後

、

設
計

の
段

階
で

検
討

す
る

と
回

答
し

て
い

る
。
 

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
は

、
海

上
保

安
学

校
及

び
海

上
保

安
庁

に
対

し
、

木
造

化
の

検
討

を
求

め
る

理
由

を
具

体
に

明
示

す
る

こ
と

な
く

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付
し

て
お

り
、
ま
た

、
送

付
後
も

、
木

造
化
の

検
討

状
況
や

平
成

2
7
年

度
以

降
の
営

繕
計

画
書
に

お
い
て
構
造
を

変
更

し
な

か
っ

た
理

由
の

確
認

、
木

造
化

に
つ
い

て
検

討
を
促

す
こ

と
ま
で

は
行

っ
て
い

な
い

。
 

こ
の

結
果

、
海

上
保

安
学

校
は

、
上

記
の

と
お

り
、

整
備

予
定

が
具

体
と

な
っ

た
後

に
木

造
化

の
可

否
を
検
討

す
れ

ば
よ
い

と
理

解
し
て

い
た

な
ど
と

し
て

、
平
成

2
6
年
度
営

繕
計

画
書
と

同
じ
木
造
以
外

の
構

造
に

よ
り

2
7
年

度
及

び
2
8
年

度
営

繕
計

画
書

を
送

付
し

、
そ

の
都

度
、

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
か

ら
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
て

お
り

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が

木
造

化
の

検
討

に
十

分
に

活
用

さ
れ

て
い

な
い
状

況
と

な
っ
て

い
る

。
 

な
お

、
当

該
車

庫
に

つ
い

て
は

、
当

省
の

実
地

調
査

後
に

、
総

合
実

習
棟

と
合

築
し

、
木

造
以

外
の

構
造

に
よ

り
整

備
す

る
こ

と
が

検
討

さ
れ

て
い
る

。
 

施
設

の
名

称
 

海
上
保
安

学
校

（
艇

庫
上

屋
）

 

整
備
状
況
 

未
整
備
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
4
年

度
 

S
構
造

1
階
：

2
4
0
㎡

 
未

送
付

 

2
5
年

度
 

（
2
5
年
度
と
同

じ
）

 
未

送
付

 

2
6
年

度
 

S
構
造

1
階
：

2
05

㎡
 

送
付

 

2
7
年

度
 

（
2
6
年
度
と
同

じ
）

 
送

付
 

2
8
年

度
 

S
構
造

1
階
：

2
53

㎡
 

送
付

 

 
 



 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

3
  

(
1
施

設
) 

番
号
 

厚
12
 

用
途
 

自
転

車
置

場
 

 
当

該
自

転
車

置
場

の
整

備
を

計
画

し
た

東
京

労
働

局
は

、
公

共
建

築
物

の
整

備
に

係
る

専
門

知
識

を
持

っ
た

技
術

職
の

職
員

が
配

属
さ

れ
て

い
な

い
た

め
、

国
土

交
通

省
関

東
地

方
整

備
局

に
対

し
営

繕
計

画
書

の
作

成
支

援
、

公
共

建
築

物
の

設
計

等
を
依

頼
し

て
い
る

。
 

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
①

関
東

地
方

整
備

局
は

、
東

京
労

働
局

か
ら

営
繕

計
画

書
の

作
成

支
援

依
頼

を
受

け
た

際
や

、
東

京
労

働
局

に
対

し
、

営
繕

計
画

書
の

作
成

に
係

る
相

談
を

受
け

、
設

計
の

内
容

を
示

し
た

際
に

、
木

造
化

に
つ

い
て

要
望

を
受

け
な

か
っ

た
た

め
で

あ
る

、
②

東
京

労
働

局
は

、
関

東
地

方
整

備
局

か
ら

示
さ

れ
た

営
繕

計
画

書
等

の
内

容
に

つ
い

て
変

更
を

求
め

る
専

門
知

識
を

持
た

な
い

た
め

、
関

東
地

方
整

備
局

が
作

成
し

た
内

容
の

ま
ま

、
上

部
機

関
で

あ
る

厚
生

労
働

本
省

に
対

し
営

繕
計
画

書
を

送
付
し

た
と

し
て
い

る
。
 

 
当
該
自

転
車

置
場
に

つ
い

て
は
、

国
土

交
通
省

（
官

庁
営
繕

担
当

部
局
）

か
ら

平
成

2
5
年

度
営
繕
計

画
書

に
対

し
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
送

付
さ

れ
て

お
り

、
東

京
労

働
局

及
び

厚
生

労
働

本
省

は
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
の

送
付

を
受

け
る

前
に

、
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
等

の
報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

木
造

と
す

る
こ

と
が

可
能

と
回

答
し

て
い

る
。

 
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

は
、

東
京

労
働

局
及

び
厚

生
労

働
本

省
に

対
し

、
木

造
化

の
検

討
を

求
め

る
理

由
を

具
体

に
明

示
す

る
こ

と
な

く
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
を

送
付

し
て

お
り

、
ま

た
、

送
付

後
も

、
木

造
化

の
検

討
状

況
や

平
成

2
6
年

度
以

降
の

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

変
更

し
な

か
っ

た
理

由
の

確
認

、
木

造
化

に
つ
い

て
検

討
を
促

す
こ

と
ま
で

は
行

っ
て
い

な
い

。
 

ま
た

、
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）
は

、
平

成
2
6
年
度

以
降
の

営
繕

計
画
書

に
お

い
て
構

造
が

木
造

に
変

更
さ

れ
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
東

京
労

働
局

及
び

厚
生
労
働

本
省

が
2
5
年
度

営
繕
計

画
書

に
対
し

木
造

と
す
る
こ

と
が

可
能

と
回

答
し

て
お

り
、

そ
の

後
、

木
造

化
に

向
け

た
検

討
が

適
切

に
行

わ
れ

、
結

果
と

し
て

木
造

と
す

る
こ

と
が

困
難

と
判

断
し

た
と

考
え

て
お

り
、

改
め

て
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付
す

る
必

要
が

な
い

と
判

断
し

た
と

し
て

い
る

。
 

し
か

し
、

東
京

労
働

局
は

、
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
に

よ
り

木
造

化
の

検
討

を
求

め
ら

れ
た

理
由

や
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
踏

ま
え

ど
の

よ
う

な
対

応
を

行
う

べ
き

か
具

体
に

明
示

さ
れ

ず
、

判
断

で
き

な
か

っ
た

と
し

て
、

平
成

2
5
年

度
営

繕
計

画
書

と
同
じ
構

造
に

よ
り

2
6
年
度

営
繕
計

画
書

及
び

2
7
年
度

営
繕
計

画
書

を
送
付

し
、

結
果
と

し
て
、
当
該

自
転
車
置

場
は

木
造
以

外
の

構
造
で

設
計

及
び
工

事
を

行
っ
て

お
り

（
平
成

2
8
年
度

整
備
予

定
）
、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
木

造
化

の
検

討
に
十

分
に

活
用
さ

れ
て

い
な
い

状
況

と
な
っ

て
い

る
。
 

施
設

の
名

称
 

向
島
労
働

基
準

監
督

署
 

（
自
転
車

置
場

）
 

整
備
状
況
 

未
整
備
（

平
成

2
8
年
度
整
備

予
定
）
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
5
年

度
 

S
構
造

1
階
：

36
㎡

 
送

付
 

2
6
年

度
 

同
上

 
未

送
付

 

2
7
年

度
 

同
上

<
準

防
火

>
 

（
S
構
造

1
階

：
6
㎡

）
 

未
送

付
 

 （
注
）
1
 
当
省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 

 
2
 

「
構

造
等

」
欄

に
お

い
て

、
「

S
」

は
鉄

骨
造

、
「

C
B
」

は
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

を
示

し
、

<
準

防
火

>
は

準
防

火
地

域
に

指
定

さ
れ

て
い

る
（

未
記

載
の

場
合

は
、

防
火

地
域
又
は
準
防
火
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
）
を
示
す
。
ま
た
、
（
 
）
内
に
は
、
当
省
の
調
査
時
点
で
の
直
近
の
構
造
等
を
記
載
し
た
。
 



 

図
表

2
－

(
1
)
－

ウ
－

⑥
－

ⅱ
 

各
省

が
木

造
化

を
図

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

判
断

し
た

理
由

等
を

国
土

交
通

省
に

対
し

報
告

し
て

い
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

木
造

化
が

可
能

と

考
え
ら
れ

る
具

体
的

な
理

由
の

明
示

等
が

な
い

ま
ま

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見
が
送

付
さ

れ
た
も

の
 

事
例

番
号

 
施

設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

1
  

(
1
施

設
) 

番
号

 
財

09
 

用
途
 

車
庫

 
 

当
該

車
庫

の
整

備
を

計
画

し
た

横
浜

税
関

は
、

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
整

備
予

定
地

が
石

油
化

学
プ

ラ
ン

ト
か

ら
排

出
さ

れ
る

余
剰

ガ
ス

を
空

中
で

燃
焼

処

理
す

る
フ

レ
ア

ー
ス

タ
ッ

ク
に

隣
接

す
る

た
め

、
防

火
性

能
が

よ
り

高
い

構
造

等
と

す
る

必
要

が
あ

り
、

費
用

対
効

果
を

考
慮

す
る

と
、

木
造

以
外

の
構

造
で

整
備

す
る

こ
と

が
最

も
適

し
て

い
る

と
判

断

し
た

た
め

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
 

当
該
車
庫

に
つ

い
て
は

、
国

土
交
通

省
（

官
庁
営

繕
担

当
部
局

）
か

ら
平
成

2
7
年
度

営
繕
計

画
書
に

対
し

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

り
、

横
浜

税
関

及
び

財
務

本
省

は
、

木
造

化
に

関

す
る

大
臣

意
見

の
送

付
を

受
け

る
前

に
、

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
か

ら
木

造
化

を
図

る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
等

の
報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

既
存

車
庫

の
改

修
で

あ
り

、
木

造
と

す
る

こ

と
は

困
難

で
あ

る
と

回
答

し
て

い
る

。
 

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
は

、
横

浜
税

関
及

び
財

務
本

省
に

対
し

、
木

造
化

の
検

討
を

求
め

る
理

由
を

具
体

に
明

示
す

る
こ

と
な

く
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
を

送
付

し
て

お
り

、
ま

た
、

送
付

後
も

、
木

造
化

の
検

討
状

況
の

確
認

や
、

木
造

化
に

つ
い

て
検

討
を

促
す

な
ど

の
個

別
の

技

術
的

支
援

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

こ
の

結
果

、
横

浜
税

関
は

、
上

記
の

理
由

に
よ

り
木

造
化

に
な

じ
ま

な
い

と
判

断
し

た
と

し
て

、
平

成
2
7
年

度
に

、
組

立
式

の
車

庫
（

S
構

造
1
階

2
9
.
9
4
㎡

）
の

整
備

を
行

っ
て

お
り

、
木

造
化

に
関

す

る
大

臣
意

見
が

木
造

化
の

検
討

に
十

分
に

活
用
さ

れ
て

い
な
い

状
況

と
な
っ

て
い

る
。
 

施
設

の
名

称
 

川
崎
税
関

支
署

（
車

庫
）

 

整
備
状
況
 

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
6
年

度
 

S
構

造
1
階
：

43
㎡
 

未
送

付
 

2
7
年

度
 

S
構
造

1
階
：

33
㎡

 

<
準

防
火

> 

（
S
構

造
1
階

：
29

.9
4
㎡
）
 

送
付
 

 
 



 

 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

2
  

(
1
施

設
) 

番
号

 
国

73
 

用
途
 

渡
り

廊
下

 
 

当
該

渡
り

廊
下

の
整

備
を

計
画

し
た

第
一

管
区

海
上

保
安

本
部

は
、

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
①

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
施

設
の

範
囲

を
定

め
た

通
知

に
お

い

て
、

航
空

基
地

が
使

用
す

る
施

設
は

「
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
」

と
位

置
付

け
ら

れ
て

お
り

、
積

極

的
に

木
造

化
を

促
進

す
る

こ
と

さ
れ

て
い

な
い

、
②

当
該

渡
り

廊
下

は
、

既
存

の
庁

舎
（

通
信

・
司

令

室
、

危
機

管
理

室
等

を
設

置
）

と
増

築
す

る
庁

舎
（

事
務

室
、

電
気

機
械

設
備

等
を

設
置

）
を

接
続

す

る
も

の
で

、
往

来
等

の
ほ

か
、

電
気

、
通

信
網

等
の

ケ
ー

ブ
ル

を
敷

設
し

て
お

り
、

木
造

よ
り

も
耐

震

性
等

が
高

い
構

造
等

に
す

る
必

要
が

あ
る

と
判
断

し
た

た
め
で

あ
る

と
し
て

い
る

。
 

 
当
該
渡

り
廊

下
に
つ

い
て

は
、
国

土
交

通
省
（

官
庁

営
繕
担

当
部

局
）
か

ら
平
成

2
7
年
度
営
繕
計
画

書
に

対
し

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

り
、

第
一

管
区

海
上

保
安

本
部

及
び

そ
の

上

部
機

関
で

あ
る

海
上

保
安

庁
は

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

の
送

付
を

受
け

る
前

に
、

国
土

交
通

省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
等

の
報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

「
災

害
時

の
活

動
拠

点
室

等
」

に
必

要
な

室
を

連
絡

す
る

た
め

の
通

路
で

あ
り

、
木

造
化

に
な

じ

ま
な

い
と

回
答

し
て

い
る

。
 

 
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

は
、

第
一

管
区

海
上

保
安

本
部

及
び

海
上

保
安

庁
に

対
し

、

木
造

化
の

検
討

を
求

め
る

理
由

を
具

体
に

明
示

す
る

こ
と

な
く

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付

し
て

お
り

、
ま

た
、

送
付

後
も

、
木

造
化

の
検

討
状

況
の

確
認

、
木

造
化

に
つ

い
て

検
討

を
促

す
な

ど

の
個

別
の

技
術

的
支

援
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

 
こ

の
結

果
、

第
一

管
区

海
上

保
安

本
部

は
、

上
記

の
理

由
に

よ
り

木
造

化
に

な
じ

ま
な

い
と

判
断

し

た
と

し
て

、
平

成
27

年
度

に
、

当
初

か
ら
検
討

し
て

い
た

S
構
造

に
よ
り

整
備

を
行
っ

て
お

り
、
木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

木
造

化
の

検
討

に
十
分

に
活

用
さ
れ

て
い

な
い
状

況
と

な
っ
て

い
る

。
 

施
設

の
名

称
 

釧
路
航
空

基
地

（
渡

り
廊

下
）

 

整
備
状
況
 

平
成

2
7
年

度
整

備
済

み
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
4
年

度
 

S
構

造
1
階
：

20
㎡
 

未
送

付
 

2
5
年

度
 

（
同

上
）

 
未

送
付

 

2
6
年

度
 

（
同

上
）

 
未

送
付

 

2
7
年

度
 

（
同

上
）

 
送

付
 

 
 



 

 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

3
  

(
1
施

設
) 

番
号

 
国

76
 

用
途
 

渡
り

廊
下

 
 

こ
れ

ら
の

渡
り

廊
下

の
整

備
を

計
画

し
た

海
上

保
安

学
校

は
、

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し
な
か

っ
た

理
由
に

つ
い

て
、
①

渡
り

廊
下
を

既
存

の
庁
舎

（
R
C
構
造

4
階
の

耐
火
建

築
物

）
の
一

部
と
し
て

考
え

た
場
合

に
、

既
存
の

庁
舎

と
同
じ

R
C
構
造
の

耐
火

建
築
物

と
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ

と
、

②
渡

り
廊

下
を

既
存

の
庁

舎
と

別
棟

と
み

な
す

に
は

、
主

要
構

造
部

を
不

燃
材

料
と

す
る

こ
と

な

ど
の

要
件

を
満

た
す

ほ
か

、
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

部
分

は
な

い
も

の
と

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

こ

と
か

ら
、

木
造

と
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と
判

断
し

た
た
め

で
あ

る
と
し

て
い

る
。
 

 
こ
れ
ら

の
渡

り
廊
下

に
つ

い
て
は

、
国

土
交
通

省
（

官
庁
営

繕
担

当
部
局

）
か

ら
平
成

2
6
年
度
、
2
7

年
度
及
び

2
8
年
度
営

繕
計

画
書
に

対
し

木
造
化

に
関

す
る
大

臣
意

見
が
送

付
さ

れ
て
お

り
、
海
上
保
安

学
校

及
び

海
上

保
安

庁
は

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

の
送

付
を

受
け

る
前

に
、

国
土

交
通

省
（

官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
等

の
報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

①

2
6
年

度
営

繕
計

画
書

に
つ

い
て

は
、

構
造

上
等

問
題

が
な

け
れ

ば
木

造
と

す
る

こ
と

が
可

能
、

②
2
7
年

度
及

び
2
8
年

度
営

繕
計

画
書

に
つ

い
て

は
、
海

が
近

く
、
自

然
環

境
の
厳

し
い

地
域
に

整
備
予
定
の
た

め
、

耐
久

性
が

必
要

と
な

り
、

木
造

と
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

考
え

る
が

、
今

後
、

設
計

の
段

階

で
検

討
す

る
と

回
答

し
て

い
る

。
 

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
は

、
海

上
保

安
学

校
及

び
海

上
保

安
庁

に
対

し
、

木
造

化
の

検
討

を
求

め
る

理
由

を
具

体
に

明
示

す
る

こ
と

な
く

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

を
送

付
し

て
お

り
、
ま
た

、
送

付
後
も

、
木

造
化
の

検
討

状
況
や

平
成

2
7
年

度
以

降
の
営

繕
計

画
書
に

お
い
て
構
造
を

変
更

し
な

か
っ

た
理

由
の

確
認

や
、

木
造

化
に

つ
い

て
検

討
を

促
す

な
ど

の
個

別
の

技
術

的
支

援
を

行

っ
て

い
な

い
。

 

こ
の

結
果

、
海

上
保

安
学

校
は

、
上

記
の

理
由

に
よ

り
木

造
と

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
判

断
し

た
と

し
て

、
平

成
2
6
年

度
営

繕
計

画
書

と
同
じ

木
造

以
外
の

構
造

に
よ
り

2
7
年
度

及
び

2
8
年
度
営
繕

計
画

書
を

送
付

し
、

そ
の

都
度

、
国

土
交

通
省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
に

関
す

る
大

臣

意
見

が
送

付
さ

れ
て

お
り

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

が
木

造
化

の
検

討
に

十
分

に
活

用
さ

れ
て

い

な
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
 

な
お

、
こ

れ
ら

の
渡

り
廊

下
に

つ
い

て
は

、
当

省
の

実
地

調
査

後
に

送
付

さ
れ

た
平

成
2
9
年

度
営

繕

計
画

書
に

お
い

て
、

整
備

位
置

の
変

更
に

伴
い
、

整
備

予
定
が

な
く

な
っ
て

い
る

。
 

施
設

の
名

称
 

海
上
保
安

学
校
 

（
女

子
寮

渡
り

廊
下

、
本

館
・

教
舎

渡
り
廊
下

）
 

整
備
状
況
 

未
整
備
 

営
繕

計
画

書
の

内
容
及

び
意

見
の
送

付
状

況
 

 
年

度
 

構
造
等
 

送
付

状
況

 

2
4
年

度
 

女
)S

構
造

1
階

:
70

㎡
 

本
)
RC

構
造

1
階

:
4
0
㎡

 

未
送

付
 

2
5
年

度
 

（
2
4
年
度
と
同

じ
）

 
未

送
付

 

2
6
年

度
 

女
)
S
構

造
1
階

：
7
0
㎡

 

本
)S

構
造

1
階

：
4
0
㎡

 

送
付
 

2
7
年

度
 

（
2
6
年
度
と
同

じ
）

 
送

付
 

2
8
年

度
 

（
2
6
年
度
と
同

じ
）

 
送

付
 

 
 



 

 

事
例

番
号
 

施
設
の
概

要
 

木
造

化
に

関
す

る
大
臣

意
見

を
踏
ま

え
た

対
応
状

況
 

4
  

(
1
施

設
) 

番
号

 
国

67
 

用
途
 

観
測

施
設

 
 

当
該

観
測

施
設

の
整

備
を

計
画

し
た

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

は
、

公
共

建
築

物
の

整
備

に
係

る
専

門
知

識
を

持
っ

た
技

術
職

の
職

員
が

配
属

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
国

土
交

通
省

関
東

地
方

整
備

局
に

対

し
営

繕
計

画
書

の
作

成
支

援
、

公
共

建
築

物
の
設

計
等

を
依
頼

し
て

い
る
。
 

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

は
、

営
繕

計
画

書
に

お
い

て
構

造
を

木
造

と
し

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い

て
、

当
該

観
測

施
設

は
津

波
、

高
潮

等
防

災
に

必
要

な
潮

汐
デ

ー
タ

を
観

測
す

る
施

設
の

た
め

、
関

東

地
方

整
備

局
に

対
し

、
塩

害
に

よ
る

構
造

物
の

劣
化

や
津

波
等

の
発

生
時

に
お

け
る

観
測

へ
の

影
響

が

少
な

い
R
C
構

造
と

す
る

こ
と

を
要

望
し
た

と
し
て

い
る

。
 

 
当
該
観

測
施

設
に
つ

い
て

は
、
国

土
交

通
省
（

官
庁

営
繕
担

当
部

局
）
か

ら
平
成

2
8
年
度
営
繕
計
画

書
に

対
し

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
が

送
付

さ
れ

て
お

り
、

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

及
び

そ
の

上

部
機

関
で

あ
る

海
上

保
安

庁
は

、
木

造
化

に
関

す
る

大
臣

意
見

の
送

付
を

受
け

る
前

に
、

国
土

交
通

省

（
官

庁
営

繕
担

当
部

局
）

か
ら

木
造

化
を

図
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
等

の
報

告
を

求
め

ら
れ

た
た

め
、

海
岸

に
整

備
予

定
の

た
め

、
耐

久
性

が
必

要
と

な
り

、
木

造
と

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
考

え

る
が

、
今

後
、

設
計

の
段

階
で

検
討

す
る

と
回
答

し
て

い
る
。
 

国
土

交
通

省
（

官
庁

営
繕

担
当

部
局

）
は

、
第

三
管

区
海

上
保

安
本

部
に

対
し

、
木

造
化

の
検

討
を

求
め

る
理

由
を

具
体

に
明

示
す

る
こ

と
な

く
、

木
造

化
に

関
す

る
大

臣
意

見
を

送
付

し
て

お
り

、
ま

た
、

送
付

後
も

、
木

造
化

の
検

討
状

況
の

確
認

や
、

木
造

化
に

つ
い

て
検

討
を

促
す

な
ど

の
個

別
の

技

術
的

支
援

を
行

っ
て

い
な

い
。

 

第
三

管
区

海
上

保
安

本
部

は
、

当
省

の
実

地
調

査
後

に
送

付
さ

れ
た

平
成

2
9
年

度
営

繕
計

画
書

に
お

い
て

も
同

じ
木

造
以

外
の

構
造

に
よ

り
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

お
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図表 2－(1)－⑧ 農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）による公共建築

物の木造化を促進するために行う技術的支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 農林水産省（林野庁）及び国土交通省（官庁営繕担当部局）の資料に基づき、当省が作

成した。 

 
●新営予算単価（毎年度作成） 

 庁舎は平成 25 年度単価、車庫は 27 年度単価、自転車置場は 28 年度単価から木造の単価

を掲載 

計画 

 

●木造計画・設計基準（平成 23 年 5 月） 

●木造事務庁舎の合理的な設計における留意事項（平成 27 年 5 月） 

●官庁施設における木造耐火建築物の整備指針（平成 25 年 3 月） 

●公共建築物における木材利用の導入ガイドライン（平成 25 年 6 月） 

●木材利用推進研修（平成 28 年 2 月） 

設計 

 
●公共建築物木造工事標準仕様書 

（平成 25 年 2 月、28 年 3 月、28 年 4 月） 
工事 

 

●公共建築物への新たな木材利用の事例（平成 23 年 4 月） 

●公共建築物における木材の利用の取組に関する事例集（平成 24 年 7 月） 

●公共建築物における木材利用優良事例集（平成 29 年 2 月） 

●公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ 

（毎年度） 

完成 

 
●木材を利用した官庁施設の適正な保全に資する整備のための留意事項

（案）（平成 28 年 5 月） 
保全 



 

図表 2－(1)－⑨ 調査対象とした機関における公共建築物の木造化に当たっての課題等に係る

主な意見 

区分 意見の内容 

公共建築物の木造化

に係る知識やノウハ

ウ、情報の不足を挙

げているもの 

○ 公共建築物について、木造の整備実績だけでなく、整備実績自体がほ

とんどないことや、専門知識を持った技術職の職員が配属されていない

ことから、 

ⅰ）木造化による効果や支障、木造以外の構造との費用（工事費及び維

持管理費）や性能の差に関する情報を十分に把握していない、 

ⅱ）工事費及び維持管理費の見通しがつかない、 

ⅲ）災害が発生した場合等にどの程度の耐火性や耐久性、耐震性を有し

ているか分からない 

など木造化を推奨するための知識やノウハウ、情報が不足している。 

公共建築物の木造化

を優先する判断が難

しいことを挙げてい

るもの 

○ 木造以外の構造による性能が十分に確保されており、工事費も安価に

なると考えられる中で、木造での整備を優先する判断が難しい。 

○ 工事費及び維持管理費について、木造の場合は、木造以外による場合

に比べて増加することが懸念されるが、どの程度の範囲であれば、木造

が許容されるか判断することができない。 

○ 木造以外による場合は、木造の場合に比べて建築、取壊し等の期間が

短縮化される一方で、木造の場合は、検討等に時間を要するため、工期

等を踏まえると、木造以外での整備を優先せざるを得ない。 

○ 木造化に関する大臣意見が送付されるなど本省からの指示等がない限

り、出先機関が木造化の可否を判断することができない。 

公共建築物の木造化

に対応できる事業者

の確保が難しいこと

を挙げているもの 

○ 公共建築物の木造化に対応できる設計事業者や工事事業者を把握して

おらず、また、仮に対応できる事業者であっても入札参加資格を有して

いない可能性があるため、仮に木造化を行うこととした場合であっても

入札が不調に終わることが懸念される。 

（注） 当省の調査結果による。 
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図表 2－(1)－⑪ 木造と木造以外による場合の工事費等について比較を行っている例 

北海道においては、2 階建て 420 ㎡程度の小規模な仮想のモデル執務庁舎について木造及び鉄筋コ

ンクリート造の工事費の比較を行った結果、次のとおり、木造の方が、工事費や 1 ㎡当たりの単価

が下がり、また、工期についても短くなることを試算している。 

 

（単位：千円） 

区分 
標準内装・陸屋根 木質内装・陸屋根 木質内装・落雪屋根 

CB W RC W RC W RC 

床面積（㎡） 420.50 414.52 421.67 414.52 421.67 414.52 421.67 

工期（月） 5.7 5.0 7.3 5.0 7.3 5.0 7.3 

直接工事費 A 41,733 38,896 40,761 45,151 45,696 47,209 47,769 

共

通

費 

率（％） B 3.54% 3.45% 3.76% 3.40% 3.71% 3.38% 3.70% 

共通仮設費 C＝A×B 1,477 1,341 1,532 1,535 1,695 1,595 1,767 

純工事費 D＝A+C 43,210 40,237 42,293 46,686 47,391 48,804 49,536 

率（％） E 11.17% 10.59% 13.00% 10.07% 12.51% 9.92% 12.32% 

現場管理費 F＝D×E 4,826 4,261 5,498 4,701 5,928 4,841 6,102 

工事原価 G＝D+F 48,036 44,498 47,791 51,387 53,319 53,645 55,638 

率（％） H 10.25% 10.29% 10.25% 10.22% 10.21% 10.20% 10.19% 

一般管理費等 I＝G×H 4,923 4,578 4,898 5,251 5,443 5,471 5,669 

工事価格 J＝G+I 52,959 49,076 52,689 56,638 58,762 59,116 61,307 

㎡当たりの単価 126 118 125 137 139 143 145 

予算単価（CB 構造）との比 100.0% 94.0％ 99.2％ 108.5％ 110.7％ 113.2％ 115.4％ 

 

【モデル庁舎の条件】 

 ・建設地は札幌市内 

 ・基礎は直接基礎 

 ・木造庁舎の構造材は地域材を利用 

 ・木質内装は標準内装と比較して、床仕上げをビニールタイルから木質床に、壁仕上げをビニー

ルクロスから天然木化粧合板にそれぞれ変更している（天井仕上げは変更なし。）。 

 ・電気設備工事費及び暖房・衛生設備工事費は含まない。 

（注）1 北海道の「地域材を利用した公共建築物設計ガイドライン」（平成 25 年 11 月）に基づ

き、当省が作成した。 

      2 表中の「CB」はコンクリートブロック造、「W」は木造、「RC」は鉄筋コンクリート造を

示す。 



 

 

 

（2）合法木材製品の調達の推進 

勧          告 説明図表番号 

森林の違法伐採（注 1）は、木材生産国における森林の減少や森林生態系の破壊など

環境に大きな負荷がかかることに加え、違法に伐採された木材やその木材を加工し

た製品が安価で我が国の市場に流通すれば、国内の健全な森林経営に影響を及ぼ

し、森林資源が有効に活用されないおそれがある。 

我が国においては、平成 12 年に国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律（平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。）が制定され、国

は、グリーン購入法第 6 条第 1 項の規定に基づき、国等が重点的に調達を推進すべ

き環境物品等（注 2）の種類（以下「特定調達品目」という。）やその判断の基準、同

基準を満たす物品等（以下「グリーン購入法適合製品」という。）の調達の推進に

関する事項等に関し、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「グリーン

購入法基本方針」という。）を定めなければならないとされており、物品等の調達

に当たっては、グリーン購入法第 3 条第 1 項の規定に基づき、予算の適正な使用に

留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならないとされている。 

グリーン購入法基本方針では、特定調達品目ごとに複数の判断基準が定められて

おり、木材製品については、製品の主要原料が紙の場合には古紙パルプ配合率が一

定の割合以上であることなどの基準と並んで、製品に使用される紙の原料に含まれ

るバージンパルプ（注 3）や製品の材料に含まれる木質の原料となる原木は、伐採に当

たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が

適切になされたものであることという基準（以下「合法性の判断基準」という。）

（注 4）が定められているが、間伐材や古紙パルプなどの再生資源により製造されたも

のについては、合法性の判断基準が適用されないこととされている。したがって、

間伐材や古紙パルプなどの合法性の判断基準が適用されない資源のみで製造された

木材製品以外の木材製品については、グリーン購入法適合製品であれば合法性の判

断基準を満たした木材製品（以下「合法木材製品」という。）であるほか、古紙パ

ルプ配合率の基準などを満たさないためグリーン購入法適合製品にはならないが合

法木材製品であるものもあることになっている。 

また、木材製品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者（以下

「木材製品事業者」という。）が合法性の判断基準を満たしていることの証明を行

う際に留意すべき事項等については、林野庁が作成した「木材・木材製品の合法

性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成 18 年 2 月。以下「木材製品の

合法性証明ガイドライン」という。）に次のとおり定められており、グリーン購入

法基本方針によると、国が木材製品の原料となる原木についての合法性の確認を行

う場合も、木材製品の合法性証明ガイドラインに準拠して行うこととされている。 

① 合法性の証明を行うための方法としては、ⅰ）森林認証制度及び CoC 認証制度

（注 5）を活用する、ⅱ）森林・林業・木材産業関係団体の認定を活用して木材製品

事業者が証明を行う（以下「団体認定による証明方法」という。）、ⅲ）木材製

品事業者独自の取組により証明を行うという三つの方法が考えられること。 
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図表 2-(2)-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

② ⅰ）森林認証制度及び CoC 認証制度を活用する証明方法の場合、認証マークが

押印された木材・木材製品、伝票等をもって証明される必要があること。 

また、ⅱ）団体認定による証明方法及びⅲ）木材製品事業者独自の取組により

証明を行う方法の場合、木材製品事業者は、森林の伐採段階から加工・流通段階

に至る各段階において、合法性が証明されたものであり、かつ、合法性が証明さ

れている木材製品等と合法性が証明されていない木材製品等が混じらないよう分

別管理されていることを証明する書類を直近の納入先の関係事業者に対し交付

し、これを各段階の納入ごとに繰り返して証明を行い、調達者への納入段階にお

いては、当該調達者等の要求により、納入する木材製品等が合法性の証明がなさ

れたものである旨を書類に記載する必要があること。 

③ 木材製品事業者は、合法証明書（上記②の方法により合法性が証明されたもの

であることを示す書類等をいう。以下同じ。）を一定期間保管することとし、そ

の証明の根拠を求められた場合は、関係書類等を提示できるようにしておく必要

があること。 

なお、グリーン購入法第 12 条において、物品の製造、輸入若しくは販売又は役務

の提供の事業を行う者は、物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適

切な方法により提供するよう努めるものとされており、当該事業者の自主的な取組

として、製造等を行う物品等についてグリーン購入法基本方針における判断の基準

を全て満たすと自ら判断した場合に、グリーン購入法適合製品であることを表示す

ることができるとされている。 

 

今回、合法木材製品の普及を図る上で果たすべき役割が大きい、国における合法

木材製品の調達状況に着目し、特定調達品目のうち、調達実績が比較的多いと考え

られる木材製品 7 品目（①コピー用紙、②鉛筆、③ファイル、④ノート、⑤事務用

封筒、⑥いす及び⑦机。以下「木材製品 7 品目」という。）を抽出した上で、調査

対象とした 5 省（法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省及び国土交通省）（注 6）

の 69 機関が平成 27 年 1 月から 12 月までの間に調達した木材製品 7 品目のうち、間

伐材や古紙パルプなどの合法性の判断基準が適用されない資源のみで製造された木

材製品を除いた 179 木材製品（以下「調査対象 179 製品」という。）（注 7）につい

て、調査対象とした機関による合法性の確認状況等を調査した結果は、次のとおり

である。 

（注1）  「違法伐採」の定義について、国際的に確立されたものは存在しないが、一般的には、各国

の法令に基づく正規の手続を経ていない伐採や伐採禁止地域における伐採などを指す。 

（注2） グリーン購入法第2条第1項に規定される環境への負荷の低減に資する製品、役務等をいう。

なお、「特定調達品目」については、グリーン購入法基本方針（平成27年2月）によると、21

分野270品目が定められている。 

（注3）  原料として古紙を使用したものではなく、木材を使用して製造されたパルプをいう。 

（注4）  合法性の判断基準は、「G8グレンイーグルズ・サミット」（平成17年7月6日から7月8日）に

おいて違法伐採対策に合意したことを受けて、平成18年2月のグリーン購入法基本方針の改定

により追加されたものである。 

（注5）  「森林認証制度」とは、独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切な森林経営や持続

可能な森林経営が行われている森林又は経営組織などを認証する制度のことである。また、

「CoC認証制度」とは、Chain-of-Custodyの略で、独立した第三者機関が一定の基準等を基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(2)-②
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勧          告 説明図表番号 

に、森林認証を受けた木材が製造・加工・流通段階において、認証を受けていない木材と混

在しないよう、適切に管理されていることなどを認証する制度のことである。 

（注6） グリーン購入法第8条第1項の規定に基づき公表されている「環境物品等の調達の実績」

（平成25年度）を基に、調査対象とした木材製品7品目の各省の調達量を比較し、上位の省

（「項目2(1) 公共建築物における木造化の促進」における調査対象の5省と同じ省）を調査

対象とした。 

（注7） 「調査対象179製品」は、調査対象とした69機関が調達した木材製品7品目に係る製品の種

類数であり、木材製品事業者が同じで、同じ原材料を用いた木材製品については、サイズや

色等で型番が異なる木材製品の場合でも、同一の木材製品（種類）として整理している。 

 

調査対象とした 5 省において、グリーン購入法第 7 条の規定に基づき作成してい

る環境物品等の調達の推進を図るための方針（平成26年度及び27年度）をみると、

木材製品 7 品目に係るグリーン購入法適合製品の調達目標（注 8）をいずれも 100％と

設定しており、これは、各省の合法木材製品の調達の推進に資する目標にもなって

いる（注9）。 

 

調査対象とした 69 機関において、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められ

た証明方法による木材製品調達時の合法性の確認状況をみると、一部の製品につい

て、当該方法により木材製品の合法性の確認を行っていた機関はみられたが、全て

の製品について当該方法により合法性の確認を行っていた機関はみられなかった（注

10）。 

調査対象とした 69 機関に対し、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた

証明方法により合法性の確認を行わなかった木材製品がみられた理由を確認したと

ころ、①グリーン購入法適合製品との表示がある木材製品であれば、グリーン購入

法基本方針における判断の基準の一つである合法性の判断基準を満たすことになる

はずであり、改めて合法性の確認を行っていない、②合法証明書の提示を求めるの

は事務的な負担が大きく、契約時の仕様書等にグリーン購入法適合製品や合法木材

製品である旨を明記することによって足りるのではないかと考えていた、③グリー

ン購入法基本方針においては、木材製品の原料となる原木についての合法性の確認

を行う場合に木材製品の合法性証明ガイドラインに準拠して行うものとするとされ

ているのみで、制度上、調達の都度、合法証明書の提示までを義務付けているもの

ではないと認識しているなどとしていた。 

（注8）  特定調達品目ごとに定められた総調達量に占めるグリーン購入法適合製品の調達量の目標を

いう。 

（注9）  項目2(1)の木材利用促進基本方針においては、建築材料以外の木材の利用の促進の観点か

ら、公共建築物において使用される机、いす等の備品及び紙類、文具類等の消耗品につい

て、木材をその原材料として使用したものの利用の促進を図ることとされ、グリーン購入法

に規定する特定調達品目に該当するものについては、原則として、全てのものをグリーン購

入法適合製品とすることを目標とすると定められている。また、調査対象とした5省は、木材

利用促進基本方針に基づき作成した公共建築物における木材の利用の促進のための計画にお

いても、特定調達品目に該当するものについてはグリーン購入法適合製品とすることを原則

とすることや、合法木材製品を調達することを定めている。 

（注10） 調査対象とした69機関のうち、23機関（33％）においては、少なくとも1製品について、調

達時に、伝票等に押印された認証マークにより森林認証を受けた木材製品であることを確認

する方法や、契約した事業者等からコピー用紙の原料の内訳が分かる資料を提出させ、同資

料に合法木材製品であることを記載する方法など、木材製品の合法性証明ガイドラインに定

められた証明方法により合法性の確認を行っていたが、全ての木材製品について確認を行っ

ていたわけではなかった。 
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また、残りの 46 機関（67％）の中には、調達する全ての木材製品をグリーン購入法適合製

品とすることで合法木材製品を調達するとの考え方に基づく運用を徹底していた機関（10 機

関）があったが、木材製品の合法性について、木材製品の合法性証明ガイドラインに定めら

れた証明方法により確認を行っている機関はなかった。 

 

このように、調査対象とした 69 機関における確認結果のみでは、調査対象 179 製

品のうち、実際に合法木材製品がどの程度あるかを把握することができない状況で

あったため、次のとおり調査を実施した。 

① まず、調査対象 179 製品が掲載されているホームページやカタログ等により当

該木材製品事業者以外の第三者機関・団体が合法木材製品であることの確認を行

っていることを表示しているなど、より信頼性の高い表示の有無（注 11）を確認し

た。 

  この結果、事務用封筒のうち、印刷契約と併せて調達したため、使用された紙

の型番等を調査対象とした機関が確認できず、合法木材製品であるか不明であっ

たもの（注 12）（詳細は後述ウ参照）を除いた 178 製品についてみると、108 製品

（61％）は、ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示があ

った（注13）が、残りの 70 製品（39％）は、そのような表示がなかった。 

② このため、ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示がな

かった 70 製品について、木材製品事業者に対し、調査対象とした機関と同一の製

品を調達しようとした場合に合法証明書の提示が可能であるか問い合わせるなど

により、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた方法により木材製品の

合法性を証明することができるかを確認した。 

この結果、以下のとおり、一部の木材製品については、合法証明書の提示が不

可能であるとされたという状況であった。 

（注11） 調査対象179製品について、調査対象とした機関が合法証明書を入手していた場合や、木

材製品事業者のホームページ等で森林認証を受けた木材製品であり、その認証マークを公

表している場合などのほか、グリーン購入ネットワーク事務局（公益財団法人日本環境協

会）が運営する「エコ商品ねっと」（http://www.gpn.jp/econet/）において、合法木材製

品である旨又はグリーン購入法適合製品である旨の掲載があった製品については、それぞ

れの表示があった製品として整理した（「エコ商品ねっと」における合法木材製品である

旨又はグリーン購入法適合製品である旨の掲載については、グリーン購入ネットワーク事

務局が、掲載を希望する木材製品事業者において合法性の判断基準を満たした取組が行わ

れているか確認を行っている。）。 

なお、木材製品の合法性証明ガイドラインにおいては、木材製品事業者に合法木材製品

であることを表示する義務は課せられていない。 

（注12） 印刷契約と併せて調達した事務用封筒については、41機関において封筒用紙に使用され

た紙の製造事業者やその型番等を把握しておらず、合法木材製品であるか不明の製品を調

達していた。これらの機関が調達していた事務用封筒にはサイズ等が異なる複数の製品が

あったが、便宜上、製品数を「1製品」、木材製品事業者を「1木材製品事業者」として計

上した。 

（注13） ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示があった108製品のうち、

106製品はグリーン購入法適合製品との表示があり、残りの2製品は、「エコ商品ねっと」

において、グリーン購入法適合製品に該当しないことを示しつつ、合法木材製品であると

の表示があった製品であった。 
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勧          告 説明図表番号 

表 調査対象 179 製品における合法性の表示及び証明書の提示状況 

（単位：製品、木材製品事業者、機関、％） 

区分 

木材製品 7品目 

製品数 
 

木材製
品事業
者数 

調達機
関数 

179 48 69 

ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性
が高い表示があった製品 

108 
(60.7) 

31 
(66.0) 

69 
(100.0) 

ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性
が高い表示がなかった製品 

70 
(39.3) 

29 
(61.7) 

48 
(69.6) 

 
木材製品事業者から合法証明書の提示が可能であ
るとされた製品 
ア（提示までに時間を要した例あり） 

50 
(28.1) 

19 
(40.4) 

39 
(56.5) 

 
木材製品事業者から合法証明書の提示が不可能で
あるとされた製品 イ 

20 
(11.2) 

12 
(25.5) 

21 
(30.4) 

 

 

うちグリーン購入法適合製品との表示があっ
た製品 

4 
(2.2) 

4 
(8.5) 

5 
(7.2) 

 
うちグリーン購入法適合製品との表示がなか
った製品 

16 
(9.0) 

8 
(17.0) 

16 
(23.2) 

印刷契約と併せて調達したため、合法木材製品であ
るか不明であった事務用封筒 ウ 

1 1 41 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、調査対象 179 製品（48 木材製品事業者。69 機関が調達）から、印刷契約と

併せて調達したため、合法木材製品であるか不明であった事務用封筒を除いた 178 製品

（47 木材製品事業者。69 機関が調達）に占める割合を示す。 

3 「木材製品事業者数」及び「調達機関数」は、製品により、同一の木材製品事業者又は

調達機関が複数の「区分」欄に計上される場合があるため、各「区分」欄の数を合計し

ても一致しない場合がある。 

4 「うちグリーン購入法適合製品との表示があった製品」は、当省の調査対象を合法性の

判断基準が適用される木材製品に限定したことを踏まえると、木材製品事業者が合法木

材製品として販売していたことになる製品である。 

 

ア 木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた合法証明書の提示が可能であ

るとされたもの 

ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示がなかった 70 製

品のうち、当省に対して合法証明書が提示されたものは 50 製品あったが、それま

でに要した日数には開きがあり、13 製品（26％）は提示までに 15 日以上（注 14）要

し、中には、57 日（約 2 か月）以上要したものも 3製品（6％）あった。 

合法証明書の提示に 15 日以上要した 13 製品の製造等を行う 9 木材製品事業者

に対し、その理由を確認したところ、合法証明書については問合せがあった場合

に原材料の調達元の事業者等から入手することとしており、これまで木材製品の

調達者から合法証明書の提示を求められた場面がほとんどなかったため、必ずし

も全ての合法証明書をあらかじめ入手・保管しているわけではないとのことであ

った。 

前述のとおり、木材製品の合法性証明ガイドラインにおいては、木材製品事業

者は、合法証明書を一定期間保管し、その根拠を求められた場合は、関係書類等

を提示できるようにしておく必要があるとされており、実際に合法木材製品の調

達が行われた際に合法証明書の提示に時間を要することは、調達期間の長期化を

招くことにつながりかねない。このため、合法木材製品として製品を販売する木
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（再掲） 

図表 2-(2)-⑭ 
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材製品事業者においては、合法証明書を一定期間保管し、問合せがあった場合

は、速やかに提示することができるようにしておく必要がある。特に、木材製品

をグリーン購入法適合製品と表示する木材製品事業者においては、政府として、

グリーン購入法適合製品の調達が推進されていることを踏まえると、木材製品の

合法性証明ガイドラインに基づく運用が徹底されるべきである。 

また、木材製品事業者に確認したところ、合法証明書の提示が可能であるとさ

れた木材製品の中には、古紙パルプ配合率の基準などを満たさないためグリーン

購入法適合製品ではないものが含まれていた。仮に、グリーン購入法適合製品で

はない木材製品を調達する際には、合法木材製品の調達を推進する観点から、木

材製品の合法性証明ガイドラインに定められた証明方法により木材製品調達時の

合法性を確認することが重要と考えられる。 

（注14） 当省が、木材製品事業者に対し7日程度（約1週間）を目途に合法証明書の提示を依頼し

た結果、約7割の製品が14日以内に提示されたことを踏まえ、15日以上要したものを区分し

た。 

 

イ 木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた合法証明書の提示が不可能で

あるとされ、合法木材製品であるか不明であったもの 

  ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示がなかった 70 製

品のうち、木材製品事業者から合法証明書の提示が不可能であるとされ、合法木

材製品であるか不明であった製品は 20 製品（後述ウの事務用封筒を除く 178 製品

の 11％）あり、これらは、ⅰ)グリーン購入法適合製品との表示があった木材製品

が 4製品、ⅱ)グリーン購入法適合製品との表示がなかった木材製品が 16製品であ

った。 

 

 

図表 2-(2)-⑫

（再掲） 

 

 

上記ⅰ）の 4 製品の製造等を行う 4 木材製品事業者において、合法証明書の提

示が不可能であるとされた理由等は、次のとおりである。 

① 3製品の製造等を行う 3木材製品事業者においては、原材料の調達元の事業者

等から、合法性が証明されている木材製品等と合法性が証明されていない木材

製品等の分別管理を行っていることなどについて、森林・林業・木材産業関係

団体から認定を受けた旨の書類を入手することにより、合法性は担保されると

誤認し、木材製品の合法性証明ガイドラインにおいて必要とされている合法証

明書（注15）を入手していなかった。 

当該 3 木材製品事業者に対し、その理由を確認したところ、これまで国等の

調達担当者から、合法証明書の提示を求められた場面がほとんどなかった、木

材製品の合法性証明ガイドラインで示された証明方法の解釈に違いがあったな

どとしている。 

（注15） 分別管理体制の証明に加え、分別管理体制の下で、納入した木材製品等は合法性が証

明されているものに限られていることを証明する合法証明書が必要となる。 

 

② 残りの 1 製品の製造等を行う 1 木材製品事業者においては、合法証明書の提

示が不可能であるとされた理由について具体的な説明がなかった。 
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（再掲） 
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木材製品事業者においては、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた

方法による合法性の証明や問合せがあった場合の対応を適切に行うことが求めら

れる。また、合法性の判断基準が適用されない資源のみで製造された木材製品以

外の木材製品については、木材製品の合法性証明ガイドラインに準拠した対応が

できない木材製品をグリーン購入法適合製品と表示することは、適切ではない。 

 

 

 

 

一方、上記ⅱ）の 16 製品を調達した 5 省 16 機関は、当該木材製品を調達した

理由について、①業務に求められる仕様の水準等を踏まえるとグリーン購入法適

合製品の中には代替できる木材製品がなく、やむを得ずグリーン購入法適合製品

との表示がなかった木材製品を調達したとしていたもの、②契約時における仕様

書等でグリーン購入法適合製品を指定していた（注 16）が、納入時等の確認が不十分

であったと考えられるもの、③納入すべき製品をグリーン購入法適合製品に限定

すると消耗品であっても調達単価が上昇する可能性があることが懸念されるなど

として、契約時における仕様書等でグリーン購入法適合製品の指定をしていなか

ったものがあったとしている。 

また、これら 16 機関は、いずれもグリーン購入法適合製品であるか否かの表示

とは別に木材製品の合法性の確認を行う必要性の認識はなく、木材製品の合法性

証明ガイドラインに定められた証明方法を十分理解していなかった。 

（注16） 「グリーン購入法適合製品を指定していた」とは、契約時の仕様書のほかに、入札公告

等に明記されていた場合を含む。また、仕様書等に明記されていない場合でも、予め納入

を希望する製品について、参考商品一覧として、木材製品事業者や型番を特定し、当該一

覧にグリーン購入法適合製品であることが明記されている場合は、「グリーン購入法適合

製品を指定していた」と整理した。 

 

これら 16 製品の中には、鉛筆やノートのように、グリーン購入法適合製品と比

べて仕様の水準等の差がほとんどないと考えられる品目も含まれており、調査対

象とした機関の中にこれらの品目についてグリーン購入法適合製品を調達してい

た機関が多数みられたことを踏まえると、これらの品目についてはグリーン購入

法適合製品を調達することが可能であったと考えられる。 
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（再掲） 

図表 2-(2)-⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 印刷契約と併せて調達したため、使用された紙の型番等を調査対象とした機関

が確認できず、合法木材製品であるか不明であった事務用封筒 

事務用封筒については、製品そのものを調達する他の 6 品目とは異なり、封筒

そのものを調達する場合のほか、封筒に行政機関名や住所、連絡先等を印刷する

ことを含め契約し、調達する場合がある。 

その場合も、合法性の判断基準が適用されない資源のみで製造された木材製品

を除き、封筒用紙に使用する紙を合法木材製品とすることが求められるが、今回

の調査において、事務用封筒を調達した 64 機関のうち 41 機関（64％）は、封筒

用紙に使用された紙の製造事業者やその型番等を把握していなかったため、合法

木材製品であるか、確認することができなかった。 
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（再掲） 

図表 2-(2)-⑬

（再掲） 
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これらの機関が合法木材製品であるかを確認することなく事務用封筒を調達し

た理由については、事務用封筒について印刷を含め契約する場合、消耗品等を販

売する事業者でなく印刷事業者等に発注することが多いため、仕様書等に封筒用

紙に使用する紙の合法性に関する条件を明記していなかった、封筒用紙に使用し

ている紙が仕様書どおりであったかどうかの確認までは行っていなかったなどと

している。 

 

違法に伐採された木材は使用しないとする姿勢を率先して示すべき国の機関にお

いては、木材製品の合法性の確認は確実に行うべきであると考えられるが、以上の

ような状況を踏まえると、そのような確認を行う意識が必ずしも十分でない状況が

みられた。 

グリーン購入法適合製品である木材製品を調達することは、結果として合法木材

製品の調達の推進につながり、また、仮にグリーン購入法に適合していない木材製

品を調達する場合も、木材製品事業者に対し合法証明書の提示を求めるなどにより

合法性の確認を確実に行うことが重要であると考えられる。 

 

 

 

 

【所見】 

したがって、農林水産省及び環境省は、国による合法木材製品の調達をより一層

推進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 木材製品事業者に対し、合法木材製品として販売する場合には、合法証明書を

一定期間保管し、その証明の根拠を求められた場合は速やかに提示することな

ど、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた証明方法の内容を改めて周

知した上で、合法性の証明を行うことができない木材製品を合法木材製品として

販売することがないよう木材製品の合法性証明ガイドラインに基づく運用を徹底

させること。（農林水産省） 

② 木材製品事業者に対し、合法性の判断基準が適用されない間伐材等のみで製造

された木材製品を除き、グリーン購入法基本方針における判断の基準の一つであ

る合法性の判断基準を満たすことができない木材製品については、グリーン購入

法適合製品と表示することがないよう、周知徹底すること。（環境省） 

③ 各省各庁に対し、合法性の判断基準が適用されない間伐材等のみで製造された

木材製品を除き、グリーン購入法に基づく特定調達品目に該当する木材製品（印

刷契約と併せて調達する事務用封筒を含む。）の調達に当たっては、グリーン購

入法適合製品の調達などにより、合法木材製品を確実に調達するため、契約時の

仕様書等への記載や納入時等の確認を適切に行わせるよう周知徹底すること。

（環境省） 

 

 



適切な情報提供体制のあり方について適切な情報提供体制のあり方について

 

 

 

国等の各機関 (第７条、第８条) 
(国会、裁判所、各省、独立行政法人等) 

「基本方針」の策定 (第６条) 

各機関が調達方針を作成する際の基本的事項 

囲

各省各庁の長
等に対する要
請（環境大臣）

要請 

グ リ ー ン 購 入 法 の 仕 組 み 
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

環境負荷の低減に資する物品・役務（環境物品等）について、 

① 国等の公的部門における調達の推進  ⇒  環境負荷の少ない持続可能な社会の構築 

② 情報の提供など

環境大臣が各大臣等に必要な要請 (第９条) 

    

・ 毎年度、調達方針を作成

・ 調達方針に基づき調達推進

（努力義務） 

物品購入等に際し、できる限り、

環境物品等を選択 

（一般的責務） 

製品メーカー等 (第 12条) 

製造する物品等についての適切な環境

情報の提供 

環境ラベル等の情報提供団体 (第 13条) 

科学的知見、国際的整合性を踏まえた情

報の提供 

引き続き検討

毎年度「調達方針」を作成・公表 

調達方針に基づき、調達推進 

調達実績の取りまとめ・公表 

環境大臣への通知 

情報の提供 

環境調達を理由として、物品調達の総量を

増やすこととならないよう配慮 (第 11条) 

(第１条) 

国（政府） 

 製品メーカー、環境ラベル団体等が提供する情報を整理、分析して提供 (第 14条)

 適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討 (附則第２項)

(第５条) 

(第 10条) 

国等における調達の推進 地方公共団体・地方独立行政法人 

事業者・国民 

目 的 

図表2－(2)－①　グリーン購入法の概要 

（注）　環境省の資料による。
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図表 2－(2)－② グリーン購入法適合製品の調達に関係するグリーン購入法の条文 

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）（抜粋） 

 

（目的） 

第 1条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等

の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するた

めに必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図

り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。  

 

（定義）  

第 2 条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をい

う。  

一 再生資源その他の環境への負荷（環境基本法 （平成 5年法律第 91 号）第 2条第 1項に規定

する環境への負荷をいう。以下同じ。）の低減に資する原材料又は部品  

二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温

室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生

利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環

境への負荷の低減に資する製品  

三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務  

（以下略） 

2～3  （略） 

4  この法律において「各省各庁の長」とは、財政法（昭和 22 年法律第 34 号）第 20 条第 2 項に

規定する各省各庁の長をいう。  

 

（国及び独立行政法人等の責務）  

第 3 条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務（以下「物品等」という。）の調達に当たっては、

環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択

するよう努めなければならない。  

2  （略） 

 

（環境物品等の調達の基本方針）  

第 6 条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するた

め、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければな

らない。  

2  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向  

二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類（以下「特定調達品目」

という。）及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等（以下「特定調達物品等」とい

う。）の調達の推進に関する基本的事項  

三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

3～6  （略） 

 

（環境物品等の調達方針）  

第 7 条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長（当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっ

ては、その代表者。以下同じ。）は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年

度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作



成しなければならない。  

2  前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標  

二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標  

三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項  

3  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第 1項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。  

4  各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第 1項の方針に基づき、当該年度における物品等の

調達を行うものとする。  

 

（調達実績の概要の公表等）  

第 8 条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、

環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとす

る。  

2 （略）  

 

（環境大臣の要請）  

第 9 条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要がある

と認められる措置をとるべきことを要請することができる。 

 

（環境物品等の調達の推進に当たっての配慮）  

第 11 条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であって

も、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を

理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。  

 

（環境物品等に関する情報の提供）  

第 12 条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等

に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよ

う努めるものとする。  

 

（国による情報の整理等）  

第 14 条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前 2 条に規定する者が行う情報の提供

に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(2)－③ グリーン購入法基本方針の主な内容 

 

【特定調達品目の分野及び主な品目の一覧】 

分野（21 分野） 品目（270 品目） 

紙類 7 品目（コピー用紙、トイレットペーパー、テッシュペーパーなど） 

文具類 83 品目（鉛筆、ファイル、事務用封筒（紙製）、ノート、付箋紙など） 

オフィス家具類 10 品目（いす、机、棚など） 

画像機器等 10 品目（コピー機、プリンター、ファクシミリなど） 

電子計算機等 4 品目（電子計算機、ディスプレイ、記録用メディアなど） 

オフィス機器等 5 品目（シュレッダー、掛時計、電子式卓上計算機など） 

移動電話等 3 品目（携帯電話、PHS、スマートフォン） 

家電製品 6 品目（電気冷凍冷蔵庫、テレビジョン受信機、電子レンジなど） 

エアコンディショナ

ー等 

3 品目（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機、ストー

ブ） 

温水器等 4 品目（ヒートポンプ式電気給湯器 、ガス温水機器、ガス調理機器な

ど） 

照明 5 品目（蛍光灯照明器具、LED 照明器具、電球形状のランプなど） 

自動車等 5 品目（自動車、カーナビゲーションシステム、乗用車用タイヤ など） 

消火器 1 品目（消化器） 

制服・作業服 3 品目（制服、作業服、帽子） 

インテリア・寝装寝

具 

11 品目（カーテン、タイルカーペット、毛布、ふとんなど） 

作業手袋 1 品目（作業手袋） 

その他繊維製品 7 品目（集会用テント、ブルーシート、モップ） 

設備 6 品目（太陽光発電システム（公共・産業用）、燃料電池、節水機器な

ど） 

災害備蓄用品 10 品目（ペットボトル飲料水、缶詰、乾パン、フリーズドライ食品な

ど） 

※ 上記のほか毛布、作業手袋、テント、ブルーシート、一次電池など 5

品目が、他の分野と同品目 

公共工事 68 品目（高炉セメント、透水性コンクリート、製材、集成材、合板な

ど） 

役務 18 品目（印刷、食堂、庁舎管理、清掃、クリーニングなど） 

 

【環境物品等の調達の推進に関する基本方針】 

1. 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 

（1） 環境物品等の調達推進の背景及び意義 

地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大

量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そ

のものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。こ

のため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、

我々の生活や経済活動を支える物品及び役務（以下「物品等」という。）に伴う環境負荷に

ついてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進し

ていかなければならない。 

環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策と

ともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講じる

ことが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進

に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果

を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積

極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩と



なるものである。 

このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の

経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主体にも大きな影響力を有

する国及び独立行政法人等（以下「国等」という。）が果たす役割は極めて大きい。すなわ

ち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、

地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促

進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法（平

成 5年法律第 91 号）第 24 条［環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進］及び循環

型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号）第 19 条［再生品の使用の促進］の趣旨に

則るものである。 

また、昨今の地球温暖化対策の重要性にかんがみ、「当面の地球温暖化対策に関する方針」

（平成 25 年 3 月 15 日地球温暖化対策推進本部決定）に基づき、国等は従来と同等以上に環

境物品等を率先して調達する必要がある。 

（2） 環境物品等の調達推進の基本的考え方 

国等の各機関（以下「各機関」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（平成 12 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 7条の規定に基づき、毎年度、

基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案

して、環境物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調達方針」という。）を作成・公

表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うこととなる。 

その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された

物品等の使用を進めていくものとする。 

① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保

全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などとともに、環境負荷

の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業

者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の

下、環境関連法規の遵守はもちろんのこと、事業者の更なる環境負荷の低減に向けた取組

に配慮しつつ、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮

して調達を行うものとする。 

② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、生物

多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的にとら

え、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフサイクル全体について

の環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。また、局地的な大気汚染の問

題等、地域に特有の環境問題を抱える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷

項目に重点を置いて、物品等を調達することが必要な場合も考えられる。 

（以下略） 

 

2. 特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本的事項 

（1） 基本的考え方 

ア．判断の基準を満たす物品等についての調達目標の設定 

各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判断の基準を満たすもの（「特

定調達物品等」という。）について、それぞれの目標の立て方に従って、毎年度、調達目

標を設定するものとする。 

イ．判断の基準等の性格 

     環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多様な環境負

荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調達に当たっての客観的

な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項に

ついて設定することとする。 



また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判断の基準

は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針における毎年度の調達目標の

設定の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を

推進するに当たっての一つの目安を示すものである。したがって、判断の基準を満たす物

品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではな

い。各機関においては、判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の

基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、

できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。 

さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても環

境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調達に当たって配慮され

るべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関は、調達に当たり配慮事項を適用

する場合には、個別の調達に係る具体的かつ明確な仕様として事前にこれを示し、調達手

続の透明性や公正性を確保するものとする。 

なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであるので、品質、機能

等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格については別途確保される

必要があるのは当然である。 

ウ.・エ. （略） 

（2） 各特定調達品目及びその判断の基準 

品目 判断の基準 

コピー用紙 ① 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等（※1）パルプ利用

割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパ

ルプ利用割合（※2）、白色度及び坪量を備考 5 の算定式により総合的に評価し

た総合評価値（※3）が 80 以上であること。 
※1 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 

※2 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいず

れかをいう。 

ア 森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないよ

うにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多

様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保

について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて

使用するパルプ 

イ 資源の有効活用となる再・未利用木材（廃木材、建設発生木材、低位利用木材（林

地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲が

り材、小径材などの木材）及び廃植物繊維）を調達するとの方針に基づいて使用する

パルプ 

  ※3 総合評価値の概要は次のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省の「グリーン購入法基本方針説明会資料」による） 

② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に

当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らし

て手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造された

バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等

の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 

③ 製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及

び評価値）が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない

場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にする

こと。 

文具類共通  文具類に定める特定調達品目については、共通して次の「○印」の判断の基

準を適用する。ただし、個別の特定調達品目について「●印」の判断の基準を

定めているものについては、「○印」の判断の基準に代えて、当該品目につい

て定める「●印」の判断の基準を適用する。また、適用箇所を定めているもの

については、適用箇所のみに判断の基準を適用する。 

 

○ 金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の

場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる 

 



場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③

イの要件をそれぞれ満たすこと。 

① 再生プラスチックがプラスチック重量の 40％以上使用されていること。 

② 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又

は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域におけ

る森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 

③ 次の要件を満たすこと。 

ア．紙の原料は古紙パルプ配合率 50％以上であること。 

イ．紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の

原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に

関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、

間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生す

る端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパル

プには適用しない。 

  

 鉛筆 （個別の判断の基準は定められていない） 

 ファイル ● 金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率

70％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合に

あっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地

域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである

こと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ

ンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件

を満たすこと。 

① 文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

② クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を

原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが

使用されていること。 

 事務用封

筒（紙製） 

● 古紙パルプ配合率 40％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプ

が使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の

生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に

なされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ

及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源によ

り製造されたバージンパルプには適用しない。 

 ノート ● 古紙パルプ配合率 70％ 以上であること。また、紙の原料にバージンパル

プが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木

の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切

になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパル

プ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に

より製造されたバージンパルプには適用しない。 

● 塗工されているものについては塗工量が両面で 30g/㎡以下であり、塗工さ

れていないものについては白色度が 70％程度以下であること。 

いす 

机 

○ 大部分の材料が金属類（※4）である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の

要件を、それ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチック

の場合は②及び⑤、木質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満

たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、紙が含

まれる場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。 
   ※4 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の 95％

以上であるものをいう。 

① 表 1（略）に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件



を、それ以外の場合にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。 

ア．区分ごとの基準を上回らないこと。 

イ．単一素材分解可能率が 85％以上であること。 

ウ．表 2（略）の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなさ

れていること。 

② 再生プラスチックがプラスチック重量の 10％以上使用されていること、

又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ

れたものがプラスチック重量の 25％以上使用されていること。 

③ 次の要件を満たすこと。 

ア．間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、

又は原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるこ

と。 

イ．材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡ h 以下又はこ

れと同等のものであること。 

④ （略） 

⑤ 保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後 5 年以上とす

ること。 

※ 調査対象とした 7品目に関する内容である。 

※ 上記の各品目の備考においては、「紙（又は木質）の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が

営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

証明のためのガイドライン(平成 18 年 2月 15 日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成 18 年 4月 1日より前

に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4月 1 日の時

点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成 18 年 4月 1日より前に契約を締結していることを記載した場合

には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。」と定められている。 

（3） 特定調達物品等以外の環境物品等 （略） 

3. その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

（1）～（5） （略） 

（6） 環境物品等に関する情報の活用と提供 

     環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータ

ベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情報の信頼性や

手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコリーフなどの第三者

機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための新た

な取組であるカーボン・オフセット認証ラベル、カーボンフットプリントマークを参考とす

るなど、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めることとする。国は、各機

関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品

等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。また、事業者、各機関その他関係

者は、特定調達物品等の調達に係る信頼性の確保に努めることとする。 

（注）1 「グリーン購入法基本方針」は毎年 2 月に定められており、調査対象とした調達期間（平成

27 年 1 月から 12 月まで）に関係する平成 26 年度（平成 26 年 2 月閣議決定）と 27 年度（平成

27 年 2 月閣議決定）のグリーン購入法基本方針は、おおむね同じ内容となっている。 

また、特定調達品目の判断の基準に、木材製品の合法性に関する内容が定められた平成 18 年

度（平成 18 年 2 月閣議決定）のグリーン購入法基本方針は、27 年度のグリーン購入法基本方針

に比べて、合法性の判断基準の内容について文言等が異なるが、同旨の内容となっているため、

本表は、27 年度のグリーン購入法基本方針に基づき、当省が作成した。 

   2 特定調達品目の分野及び品目は、平成 26 年度が 19 分野 267 品目であったが、27 年度は 21 分

野 270 品目となっている。なお、平成 28 年度（平成 28 年 2 月閣議決定）においては、27 年度

と同じ 21 分野 270 品目、29 年度（平成 29 年 2 月閣議決定）においては、21 分野 274 品目とな

っているが、木材製品の合法性の判断基準が適用される品目については、変更はない。 



図表 2－(2)－④ 「G8 グレンイーグルズ・サミット」（平成 17 年 7 月 6 日から 7 月 8 日）におけ

る違法伐採対策に関する内容 

○ グレンイーグルズ行動計画（気候変動、クリーン・エネルギー、持続可能な開発）（抜粋） 

 

1.  我々は、以下の主要な分野において、前向きな行動をとる。  

・ エネルギー利用方法の転換 

・ 将来に向けたクリーン電力の推進 

・ 研究開発の促進 

・ クリーン・エネルギーへの移行のための資金調達 

・ 気候変動の影響への対処 

・ 違法伐採への取組 

 

違法伐採への取組 

36. 我々は、違法伐採が、アフリカ及びその他すべての地域における最貧国の多くの人々の生計

に与える影響、また、環境劣化、生物多様性の損失と森林破壊、そして世界的な持続可能な成

長に対する影響を認識する。我々は、特にコンゴ盆地、アマゾン地域を含む、世界的な炭素吸

収源の重要性を認識する。 

37. 我々は、違法伐採に取り組むことが、森林の持続可能な管理に向けた重要な一歩であること

に合意する。この問題に効果的に対処するためには、木材生産国及び消費国双方の行動が必要

である。 

38. 我々は、G8 環境・開発大臣会合の違法伐採についての結論を承認する。この分野における我々

の目的を更に推進するため、我々は同会合において支持された結論を、各国が最も効果的に貢

献できる分野において行動することにより、推進する。 

 

○ G8 環境・開発閣僚声明（2005 年 3 月 18 日）（抜粋） 

 

1.  G8 諸国の環境・開発大臣、欧州委員会の環境・開発担当委員、EU 議長並びに国際連合、

世界銀行及び国際自然保護連合の上級職員は、2005 年 3 月 17 日から 18 日までダービシャ

ーで一堂に会した。我々は、違法伐採対策とアフリカの開発に対する気候変動の影響の 2

つのテーマについて議論した。我々は、市民社会の代表と議論する良い機会を得た。 

 

違法伐採対策 

2.  我々は、違法伐採に関する以下の声明を、サミット諸国の首脳の関心を引くよう、グレ

ンイーグルズ・サミットの議長に送付することに合意した。 

3.  我々は、違法伐採に取り組むことは持続可能な森林経営及び持続可能な開発に向けた重

要なステップであることに合意する。我々は、違法伐採とそれに関連する貿易及び汚職が

環境の悪化、生物多様性の喪失、森林破壊、さらには気候システムに与える影響を認識す

る。また、違法伐採は、最貧国における生活を損ない、政府の歳入減少の原因となり、市

場及び取引を歪曲し、紛争を継続させる。 

4.  我々は、アフリカの開発における森林の重要性を強調したアフリカ委員会の活動を歓迎

する。 

5.  我々は、また、森林法の施行及びガバナンスに関する地域閣僚プロセス、アジア森林パ

ートナーシップ、コンゴ川流域森林パートナーシップ、森林法の施行、ガバナンス及び貿

易に関する EU 行動計画といった国によるイニシアティブ及び地域的なプロセスを通じた

違法伐採及びそれに関連する貿易に対処する現行の活動を歓迎する。また、我々は、国連

森林フォーラム、生物多様性条約、国連食糧農業機関及び国際熱帯木材機関による取組を



歓迎する。 

6.  我々は、違法伐採への取組には、木材の生産国及び消費国双方による行動が求められる

ことに合意する。我々は、それぞれの国が最も効果的に貢献できるよう、以下のような幅

のある様々な措置をとることを約束する。我々は、また、他の主要な木材消費国と連携す

る。 

7.  我々は、既存の森林法の施行及びガバナンスのプロセスへの支援を増強し、この支援を

他の地域にも拡大することにより、木材生産国を支援することを約束する。これは、違法

伐採への取組に対し、より広い認識、理解及びコミットメントを築くことに資するであろ

う。 

8.  我々は、透明性の強化や情報、特に森林伐採の権利と歳入の配分に関する情報へのアク

セスの強化を通じた汚職との闘い、森林法、野生生物法及び関連法規の施行能力の強化、

これらの行動への市民社会及び地域社会への参加、紛争後の状況における法施行及び行政

体制の再構築、並びにワシントン条約の義務に適合しようとする国を補助することにより、

違法伐採及びこれに関連する貿易に取り組もうとする生産国の努力に対する支援を増強す

ることに合意する。 

9.  我々は、技術的知見を共有し、違法伐採の発見や防止、犯罪者の逮捕や起訴にこれらの

技術を適用するための手段の開発や能力の構築を支援する。これには、リモートセンシン

グ、地理情報システム、その他森林の活動と状態をモニターするためのシステムが含まれ

る。 

10. 我々は、我々自身の国で行動する。例えば、WTO ルールに合致した自主的な二国間貿易

協定やその他の取り決めを通じて国境管理当局に適切な権限を付与することによって、違

法伐採木材の輸入や取引を止めるための措置を取る。 

11. 我々は、WTO ルールに合致した貿易に関する二国間協定及び地域的な取り決めを通じて、

野生生物の違法売買を含む、違法伐採とこれに関連する貿易の規制のために取られる措置

を支援する。 

12. 我々は、民間部門における合法に伐採された木材の使用に対して影響を与えることがで

きる場合には、合法な木材を優先して使用する木材公共調達政策を奨励、採択又は拡大す

る。我々は、我々の経験を他国と共有する。 

13. 我々は、合法的な出所の木材製品を開発・促進するため、生産国及び消費国における木

材加工業者、輸出業者、輸入業者、市民社会団体等の民間部門と協力して取り組むととも

に、民間部門に対してこれらの活動を奨励する。我々は、また、民間部門が自主的な行動

規範、模範的商業慣行及び市場の透明性の改善を採択・実施することを支援する。 

14. 我々は、違法伐採による問題を消費者に伝えるために、市民社会と協力して取り組む。 

15. 我々は、また、我々の専門家に対して、我々が行ったコミットメントに向けての進展状

況を評価するとともに、違法伐採対策の取組の教訓を共有し、その結果を公表するために、

2006 年に会合を開くよう要請する。 
  
（注）1 外務省ホームページに掲載された内容（仮訳）による。 

2 下線は、当省が付した。 



図表 2－(2)－⑤ 日本政府の気候変動イニシアティブ（平成 17 年 7 月 6日から 7 月 8日 G8 グレン      

イーグルズ・サミット）（抜粋） 

 

日本は、政府調達、行動規範の策定、生産国支援、G8 森林行動プログラムのフォローアップを

通じて違法伐採対策に取り組みます。 

・ 「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、「グリーン購入法」を

用い、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材とする措置を導入します。 

・ アジア森林パートナーシップ、日インドネシア共同声明、アクションプランの実施等を通じ、

違法伐採木材の輸入や取引を止めるための任意の行動規範の策定に向け、各国への働きかけを行

います。 

・ 日・インドネシア二国間協力や国際熱帯木材機関（ITTO）を通じた協力により、履歴追跡シス

テムの開発、ガバナンスの向上、腐敗防止のための教育、普及啓発、貧困対策、合法性の基準や

確認・監視システムの構築、貿易統計の分析による違法木材取引の把握等総合的な取組を推進し

ます。 

・ G8 森林行動プログラムのフォローアップとして、2006 年中に G8 各国の専門家による議論を進

めます。 

（注）1 外務省ホームページに掲載された内容による。 

2 下線は、当省が付した。 



図表 2－(2)－⑥ 木材製品の合法性証明ガイドラインの内容 

○ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」（平成 18 年 2 月林野庁） 

 （抜粋） 

 

1. 趣旨 

違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとって極めて重要な課題で

あり、我が国としては、これまで「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方

に基づいて取り組んできた。具体的には、違法伐採対策として、二国間、地域間及び多国間での

協力推進、違法伐採木材の識別のための技術開発、民間部門における取組の支援等を実施してき

たところである。 

また、平成 17 年 7 月に英国で開催された G8 グレンイーグルズ・サミットの結果、政府調達、

貿易規制、木材生産国支援などの具体的行動に取り組むことに合意した G8 環境・開発大臣会合

の結論が承認され、我が国としては「日本政府の気候変動イニシアティブ」において違法伐採対

策に取り組むことを表明したところである。 

このような中、政府は、合法性、持続可能性の確認方法を整理し、国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する

基本方針を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立

行政法人等による調達の対象として推進を図ることとなった。 

このガイドラインは、これらの状況を踏まえ、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性

の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめたものである。 

 

2. 定義 

（1） 合法性 

伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続が

適切になされたものであること。 

（2） 持続可能性 

持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 

（3） 森林認証制度 

独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営する者の森林管理

水準を評価・認証する仕組み。 

（4） CｏC（Chain of Custody）認証制度 

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品が、森林認証を取得していない森

林から生産されるものと混じらないように適切な分別管理を行っていることについて、第三

者機関が木材・木材製品を取り扱う事業者を評価・認証する仕組み。 

（5） 分別管理 

合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品が、これが証明されていないものと混じ

らないように管理すること。 

 

3. 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明方法 

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明については、以下の方法が考えられる。 

（1） 森林認証制度及び CｏC認証制度を活用した証明方法 

① 概要 

森林認証制度及び CｏC 認証制度は、持続可能な森林経営の行われている森林を第三者

機関が評価・認証し、そこから生産された木材・木材製品を分別管理することにより、消

費者が選択的にこれらを購入できるようにする制度であり、これを活用する。（参考 1） 

② 留意事項 



合法性、持続可能性については、森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製

品が CｏC 認証と連結し、認証マークが押印された木材・木材製品、伝票等をもって証明

されることが必要である。 

 

（参考 1 森林認証及び CoC 認証を活用した証明方法のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法 

① 概要 

森林・林業・木材産業関係団体は、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を

供給するための自主的行動規範を作成する。 

自主的行動規範においては、合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品の供給に

取り組む当該団体の構成員についてその取組が適切である旨の認定等（例えば、分別管理

体制、文書管理体制の審査・認定等）を行う仕組み、木材・木材製品を供給するに当たっ

て留意すべき事項等を定め公表する。 

具体的には、認定事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木

材製品が合法性、持続可能性を証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを

証明する書類（証明書）を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り

返して合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を行う。（参考 2） 

② 留意事項 

ア 基本的な留意事項 

各段階における合法性、持続可能性の証明書には、対象木材・木材製品の品目、数量等

の基礎的な情報に加えて、関係団体の自主的行動規範に基づき認定を受けた際に付与され

た番号（認定番号）を記載する必要がある。 

イ 伐採段階の留意事項 

伐採段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、原木の伐採箇所を記載するとと

もに、合法性、持続可能性の証明を次のように行う必要がある。 

（ｱ） 合法性については、伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関

する法令に照らし手続が適切になされた旨を証明書に記載すること。 

（ｲ） 持続可能性については、原木が持続可能な森林経営が営まれている森林から産出さ

れたものである旨を証明書に記載すること。 

ウ 加工・流通段階の留意事項 

加工・流通段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、納入する製品は合法性、



持続可能性の証明がなされたもの又はその証明がなされた材料を使用して製造されたも

のである旨を証明書に記載する必要がある。 

エ 納入段階の留意事項 

納入段階においては、調達者等の要求により、アの基本的な留意事項に加えて、納入す

る木材・木材製品は、合法性、持続可能性の証明がなされたものである旨を証明書に記載

する必要がある。 

オ その他の留意事項 

（ｱ） 合法性、持続可能性の証明は、証明書に必要な事項を記載して行うものとする。た

だし、証明に必要な事項を納品書等に記載することで証明書に代えることができる。 

（ｲ） 証明書の記載事項の一部と同様の事項が記載されている既存の書類（納品書等）の

写しを添付することにより、証明書における同事項の記載を省略することができる。 

 

（参考 2 関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 個別企業等の独自の取組による証明方法 

① 概要 

規模の大きな企業等が上記（1）又は（2）の方法によらず、独自の取組によって森林の

伐採段階から納入段階等に至るまでの流通経路等を把握した上で証明を行う。（参考 3） 

② 留意事項 

合法性、持続可能性については、森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が

行う証明方法と同等のレベルで信頼性が確保されるよう取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考 3 個別企業等の独自の取組による証明方法のイメージ図） 

個別企業等の独自の取組については多様なものが想定され、本イメージはその一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 証明書の保管等 

事業者は、証明書を一定期間保管することとし、その証明の根拠を求められた場合は関係書類

等を提示できるようにしておく必要がある。 

 

5. 取組状況の検証と見直し 

本ガイドラインについては、森林・林業・木材産業関係団体、学識経験者、環境 NGO 等で構成

される協議会を設け、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に基づく国等の調達に対応した

木材・木材製品分野における関係者の取組状況を検証し、必要に応じて適切な見直しを行う。 

（注） 下線は、当省が付した。 



 

図表 2－(2)－⑦ 調査対象とした 5 省の「環境物品等の調達の推進を図るための方針」における

木材製品 7品目に係るグリーン購入法適合製品の調達目標とその実績 

（単位：％） 

区分 
法務省 財務省 厚生労働省 農林水産省 国土交通省 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 

コピー

用紙 

26 年度 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 

27 年度 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 

鉛筆 26 年度 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 99.7 

27 年度 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 96.7 100.0 99.7 

ファイ

ル 

26 年度 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 

27 年度 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.3 100.0 99.9 

事務用

封筒 

26 年度 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 100.0 99.7 

27 年度 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.8 100.0 99.8 

ノート 26 年度 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 98.1 100.0 99.7 

27 年度 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 90.8 100.0 97.8 100.0 99.6 

いす 26 年度 100.0 98.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 98.3 

27 年度 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 99.4 100.0 99.5 

机 26 年度 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 

27 年度 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 99.4 

（注）1 調査対象とした 5省の資料に基づき、当省が作成した。 

   2 コピー用紙は調達重量（kg）、鉛筆は調達本数（本）、ファイルは調達冊数（冊）、事

務用封筒は調達枚数（枚）、ノートは調達冊数（冊）、いすは調達脚数（脚）、机は調達

台数（台）に対する割合を示し、当省が調査対象とした規格（コピー用紙（A4）、鉛筆

（HB・B）、ファイル（A4/紙製品）、事務用封筒（角 2・長 3）、ノート（A4・B5）、い

す（材料に木質が含まれる製品）、机（材料に木質が含まれる製品））に限定した数値で

はない。 

     なお、本表においては、小数点第 2 位以下を四捨五入すると「100.0％」となる場合が

あるため、小数点第 2位以下を切り捨てている。 

3 国土交通省における調達方針には、その他環境物品等の調達の推進に関する事項として、

「すべての木質及び紙（間伐材、古紙を除く。）が、原料となる物品等の調達に当たり、

合法性及び持続可能性の証明の確認を行う場合には、林野庁作成のガイドライン（平成 18

年 2 月 15 日作成）に準拠して行うよう努める。」と明記されている。 

4 農林水産省の調達方針には、品目ごとの調達目標のほか、次のとおり明記されている。 

・ コピー用紙については、間伐材等（間伐材又は竹）又は合法性が証明された木材を使

用した製品を優先的に選択する。 

・ 鉛筆、いす及び机については、間伐材等（間伐材又は竹）の木材又は合法性が証明さ

れた木材を使用した製品を優先的に選択する。 

・ 紙製ファイルについては、間伐材又は合法性が証明された木材が使用されている製品

を優先的に選択する。 

・ 事務用封筒については、原則として間伐材又は合法性が証明された木材を使用した製

品とする。 



図表 2－(2)－⑧ 木材利用促進基本方針における木材製品の利用の促進に関する内容 

○ 公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（平成 22 年農林水産省、国土交通省

告示第 3 号）（抜粋） 

 

第 2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

2 公共建築物における木材の利用の促進のための施策の具体的方向 

（中略） 

また、建築材料以外の木材の利用の促進の観点からは、公共建築物において使用される机、

いす、書棚等の備品及び紙類、文具類等の消耗品について、木材をその原材料として使用した

ものの利用の促進を図る。 

（以下略） 

 

第 3 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

   （中略） 

   さらに、国は、その整備するすべての公共建築物において、木材を原材料として使用した備

品及び消耗品の利用を促進するほか、暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマス

を燃料とするものの導入に努めるものとする。 

なお、国がその整備する公共建築物において利用する木材（木材を原材料として使用した製

品を含む。）のうち、グリーン購入法に規定する特定調達品目に該当するものについては、原則

として、すべてのものをグリーン購入法第 6 条第 1 項の環境物品等の調達の推進に関する基本

方針に示された判断の基準を満たすものとすることを目標とする。 

 

第 4 基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画

に関する基本的事項 

各省計画においては、本基本方針を踏まえ、国が整備する公共建築物のうち各省各庁の長の

所管に属するものにおける木材の利用の促進が効果的に図られることを旨として、以下の事項

を定めるものとする。 

（1） 所管に属する公共建築物における木材の利用の方針 

所管に属する公共建築物に求められる機能、各省各庁が所掌する事務又は事業の性質等

を勘案し、（中略）、当該公共建築物における木材を原材料として使用した備品及び消耗品

の利用並びに木質バイオマスの利用の方針を定めるものとする。 

（2） 所管に属する公共建築物における木材の利用の目標 

第 3の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標及び（1）の方針を踏まえ、（中

略）、利用の促進を図る木製の備品等の種類を明確にするなどにより、可能な限り具体的

に記載するものとする。 

（以下略） 

 

第 6 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 

2 公共建築物の整備等においてコスト面で考慮すべき事項 

（中略） 

また、備品や消耗品についても、購入コストや、木材の利用の意義や効果を総合的に判断す

るものとする。 

（以下略） 

（注）1 下線は、当省が付した。 

   2 木材利用促進基本方針は、平成 29 年 6 月 16 日付けで変更されている。 



図表 2－(2)－⑨ 調査対象とした 5 省の「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」に

おける木材製品の利用の促進に関する内容 

省

名 
区分 旧計画 新計画 

法
務
省 

策定時期 

(計画期

間) 

平成 23 年 11 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されてい

ること等により木材をその原材料とした備品

及び消耗品の調達が困難なものについては、本

計画の対象外とする。 

平成 28 年 3 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

方針 1(3)イ・ウ 

・ 基本方針に基づき、所管に属する公

共建築物において使用される机、書棚

等の備品及び紙類、文具類等の消耗品

について、木材をその原材料として使

用したものの利用の促進を図ること

とする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備にあたって利用する木材（木材を原

材料として使用した製品を含む）及び

所管に属する公共建築物において利

用する木材（木材を原材料として使用

した製品を含む）のうち、グリーン購

入法に規定する特定調達品目に該当

するものについては、すべてのものを

グリーン購入法基本方針に示された

判断の基準を満たすものとすること

を原則とする。 

1(3)イ・ウ 

・ 基本方針に基づき、所管に属する公

共建築物において使用される机、書棚

等の備品及び紙類、文具類等の消耗品

について、木材をその原材料として使

用したものの利用の促進を図ること

とする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備にあたって利用する木材（木材を原

材料として使用した製品を含む）及び

所管に属する公共建築物において利

用する木材（木材を原材料として使用

した製品を含む）のうち、グリーン購

入法に規定する特定調達品目に該当

するものについては、すべてのものを

グリーン購入法基本方針に示された

判断の基準を満たすものとすること

を原則とする。 

目標 2(2) 

 所管に属する公共建築物における木

材を原材料として使用した備品及び消

耗品については、購入コスト、木材利用

の意義や効果等を総合的に判断した上

で、間伐材等を使用した製品の調達を仕

様書に明記することにより、その使用を

促進する。 

2(2) 

 所管に属する公共建築物において使

用される備品及び消耗品について、購入

コスト、木材利用の意義や効果等を総合

的に判断した上で、木材を原材料として

使用した製品の調達を仕様書に明記す

ることにより、その利用を促進する。 

財
務
省 

策定時期 

(計画期

間) 

平成 23 年 6 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

方針 1(2)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において使用される机、書棚

等の備品及び紙類、文具類等の消耗品

について、関係法令、コスト等を考慮

しつつ、木材をその原材料として使用

したものの利用の促進を図ることと

する。 

1(2)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において使用される机、書棚

等の備品及び紙類、文具類等の消耗品

について、関係法令、コスト等を考慮

しつつ、木材をその原材料として使用

したものの利用の促進を図ることと

する。 



省

名 
区分 旧計画 新計画 

・ 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において利用する木材（木材

を原材料として使用した製品を含む）

のうち、グリーン購入法に規定する特

定調達品目に該当するものについて

は、原則として、すべてのものをグリ

ーン購入法基本方針に示された判断

の基準を満たすものとする。 

・ 基本方針に基づき、その整備する公

共建築物において利用する木材（木材

を原材料として使用した製品を含む）

のうち、グリーン購入法に規定する特

定調達品目に該当するものについて

は、原則として、すべてのものをグリ

ーン購入法基本方針に示された判断

の基準を満たすものとする。 

目標 2(2) 

 対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品が望ま

しい旨を明記する。 

組織 
物品の
種類 

目標 

財務省本省（国
税庁を含む） 
 
施設等機関 
財務総合政策
研究所 
会計センター 
関税中央分析
所 
税関研修所 
税務大学校 
国税不服審判
所 

 
地方支分部局 
財務局・福岡
財務支局 
財 務 事 務
所・出張所 

税関・沖縄地
区税関 
税関支署・
出張所 

国税局・沖縄
国税事務所 
税務署 

 

事務机 
会議机 
教室の
机 
書棚 

事務机、
会議机、書
棚につい
ては、間伐
材等を使
用した製
品の調達
に努める。 

文具類 コ ピ ー
用紙・文具
類につい
ては、間伐
材等を使
用した製
品がある
場合は、そ
の調達に
努める。 

（注） 物品の種類のうち「印刷物」に係る目

標は、調査対象としていないため、未記載

とした。 

2(2) 

 対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品が望ま

しい旨を明記する。 

組織 
物品の
種類 

目標 

財務省本省（国
税庁を含む） 
 
施設等機関 
財務総合政策
研究所 
会計センター 
関税中央分析
所 
税関研修所 
税務大学校 
国税不服審判
所 

 
地方支分部局 
財務局・福岡
財務支局 
財 務 事 務
所・出張所 

税関・沖縄地
区税関 
税関支署・
出張所 

国税局・沖縄
国税事務所 
税務署 

 

事務机 
会議机 
教室の
机 
書棚 

事務机、
会議机、書
棚につい
ては、合法
木材（合法
性が証明
された木
材又は間
伐材。以下
同じ）等を
使用した
製品の調
達に努め
る。 

文具類 コ ピ ー
用紙・文具
類につい
ては、合法
木材等を
使用した
製品があ
る場合は、
その調達
に努める。 

（注） 物品の種類のうち「印刷物」に係る目標

は、調査対象としていないため、未記載と

した。 

厚
生
労
働
省 

策定時期 

(計画期

間) 

平成 23 年 7 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 

 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

 

方針 1(2)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その所管に属す

る公共建築物において使用される机、

書棚等の備品及び紙類、文具類等の消

耗品について、関係法令、コスト等を

1(2)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その所管に属す

る公共建築物において使用される机、

書棚等の備品及び紙類、文具類等の消

耗品について、関係法令、コスト等を



省

名 
区分 旧計画 新計画 

考慮しつつ、木材をその原材料として

使用したものの利用の促進を図るこ

ととする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備において利用する木材（木材を原材

料として使用した製品を含む）及び所

管に属する公共建築物において利用

する木材（木材を原材料として使用し

た製品を含む）のうち、グリーン購入

法に規定する特定調達品目に該当す

るものについては、原則として、すべ

てのものをグリーン購入法基本方針

に示された判断の基準を満たすもの

とする。 

考慮しつつ、木材をその原材料として

使用したものの利用の促進を図るこ

ととする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備において利用する木材（木材を原材

料として使用した製品を含む）及び所

管に属する公共建築物において利用

する木材（木材を原材料として使用し

た製品を含む）のうち、グリーン購入

法に規定する特定調達品目に該当す

るものについては、原則として、すべ

てのものをグリーン購入法基本方針

に示された判断の基準を満たすもの

とする。 

目標 2(2) 

 対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品が望ま

しい旨を明記する。 

組織 
物品の
種類 

目標 

厚生労働省本省 
施設等機関 
地方支分部局 
中央労働委員会 
 

事務机 
会議机 
教室の
机 
書棚 

事務机、
会議机、書
棚について
は、間伐材
等を使用し
た製品の調
達 に 努 め
る。 

文具類 コピー用
紙・文具類
に つ い て
は、間伐材
等を使用し
た製品があ
る場合は、
その調達に
努める。 

 

 

2(2) 

 対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品が望ま

しい旨を明記する。 

組織 
物品の
種類 

目標 

厚生労働省本省 
施設等機関 
地方支分部局 
中央労働委員会 
 

事務机 
会議机 
教室の
机 
書棚 

事務机、
会議机、書
棚について
は、合法木
材等を使用
した製品の
調達に努め
る。 

文具類 コピー用
紙について
は、間伐材
を使用した
製品の調達
に努める。 
業務用茶

封筒、名刺
用紙、フラ
ットファイ
ル、チュー
ブファイル
に つ い て
は、合法木
材等を使用
した製品の
調達に努め
る。 
その他の

文具類につ
いても、合
法木材等を
使用した製
品がある場
合は、その



省

名 
区分 旧計画 新計画 

調達に努め
る。   

農
林
水
産
省 

策定時期 

(計画期

間) 

平成 22 年 12 月 

（平成 22 年度から 27 年度まで） 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 

方針 2(2) 

 基本方針を踏まえ、木材を原材料とし

た備品及び消耗品の利用を促進すると

いう方針の下、以下により取り組むこと

とし、個別の利用目標を別添のとおり定

める。 

・ 対象物品の購入に当たっては、関係

法令、コスト等を考慮しつつ、木材利

用による効果、付加価値等を総合的に

判断した上で、間伐材等（間伐材又は

合法性が証明された木材）を使用した

木製品の導入を積極的に推進する。 

 

 

5（2） 

グリーン購入法においては、環境への

配慮の観点から、国及び独立行政法人

は、間伐材等を使用した物品の調達に努

めなければならないとされており、更に

促進されるよう取り組む。 

2(2) 

 基本方針を踏まえ、木材を原材料とし

た備品及び消耗品の利用を促進するこ

とを基本とし、以下により取り組むこと

とする。 

また、個別の利用目標を別添のとおり

定める。 

・ 対象物品の購入に当たっては、関係

法令、コスト等を考慮しつつ、木材利

用による効果、付加価値等を総合的に

判断した上で、合法木材等（合法性が

証明された木材又は間伐材）を使用し

た木製品の導入を積極的に推進する。 

 

5（2） 

グリーン購入法においては、環境への

配慮の観点から、国及び独立行政法人

は、合法木材等を使用した物品を調達す

るよう努めなければならないとされて

おり、更に促進されるよう取り組む。 

 また、我が国の森林による二酸化炭素

の吸収作用の保全及び強化の重要性に

鑑み、平成 32 年度までの間における森

林の間伐の実施を促進するため、間伐材

の利用促進に努めることとする。 

目標 対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品の調達

を明記する。 

 

組織 
物品
の種
類 

目標 

農林水産省本
省 
 
施設等機関 
 植物防疫所 
 動物検疫所 
 動物医薬品
検査所 

 農林水産研
修所 

 農林水産政

事 務
机 
会 議
机 
教 室
の机 
書棚 

事務机、会
議机、書棚に
ついては、間
伐材等を使
用したもの
とする。 
(目標 100％) 

文 具
類 

コ ピ ー 用
紙について
は、間伐材を
使用したも

対象物品における具体的な目標は以

下のとおりとし、仕様書に木製品の調達

を明記する。 

 

組織 
物品
の種
類 

目標 

農林水産省本
省 
 
施設等機関 
 植物防疫所 
 動物検疫所 
 動物医薬品
検査所 

 農林水産研
修所 

 農林水産政

事 務
机 
会 議
机 
教 室
の机 
書棚 

事務机、会
議机、書棚に
ついては、合
法木材等を使
用したものと
する。 
(目標 100％) 

文 具
類 

コピー用紙
については、
間伐材を使用
したものとす



省

名 
区分 旧計画 新計画 

策研究所 
 森林技術総
合研修所 

 
地方出先機関 
 地方農政局 

事業所、事
務所、地方
農政事務
所、統計・
情報セン
ター 

森林管理局 
 森林管理
署 

漁業調整事
務所 

のとする。 
(目標 100％) 
 業務用茶
封筒、名刺用
紙、フラット
ファイル、チ
ューブファ
イルについ
ては、間伐材
等を使用し
たものとす
る。 
(目標 100％) 
 その他の
文具類につ
いても、間伐
材等を使用
した製品が
ある場合は、
その使用に
努める。 

（注） 物品の種類のうち「印刷物」及び「各種

会議における飲料」に係る目標は、調査対

象としていないため、未記載とした。 

策研究所 
 森林技術総
合研修所 

 
地方出先機関 
 地方農政局 

事業所、
事務所、
支局 
 
 

森林管理局 
 森林管理
署 

 
漁業調整事
務所 

る。 
(目標 100％) 
 業務用茶封
筒、名刺用紙、
フラットファ
イル、チュー
ブファイルに
ついては、合
法木材等を使
用したものと
する。 
(目標 100％) 
 その他の文
具類について
も、合法木材
等を使用した
製品がある場
合は、その使
用に努める。 
 
 

（注） 物品の種類のうち「印刷物」及び「各種

会議における飲料」に係る目標は、調査対

象としていないため、未記載とした。 

国
土
交
通
省 

策定時期 

(計画期

間) 

平成 23 年 5 月 

（平成 23 年度から 27 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されてい

ること（既に国庫債務負担行為による複数年の

契約を締結しているもの及び平成 23 年度予算

を計上しているものを含む。）等により木材を

その原材料とした備品及び消耗品の調達が困

難なものについては、本計画の対象外とする。 

平成 28 年 4 月 

（平成 28 年度から 32 年度まで） 
※ ただし、平成 22 年度以前に事業化されてい

ること（既に国庫債務負担行為による複数年の

契約を締結しているもの及び平成 23 年度予算

を計上しているものを含む。）等により木材を

その原材料とした備品及び消耗品の調達が困

難なものについては、本計画の対象外とする。 

方針 1(3)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その所管に属す

る公共建築物において使用される机、

書棚等の備品及び紙類、文具類等の消

耗品について、木材をその原材料とし

て使用したものの利用の促進を図る

こととする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備にあたって利用する木材（木材を原

材料として使用した製品を含む）及び

所管に属する公共建築物において利

用する木材（木材を原材料として使用

した製品を含む）のうち、グリーン購

入法に規定する特定調達品目に該当

するものについては、すべてのものを

グリーン購入法基本方針に示された

判断の基準を満たすものとすること

を原則とする。 

1(3)②・③ 

・ 基本方針に基づき、その所管に属す

る公共建築物において使用される机、

書棚等の備品及び紙類、文具類等の消

耗品について、木材をその原材料とし

て使用したものの利用の促進を図る

こととする。 

・ 基本方針に基づき、公共建築物の整

備にあたって利用する木材（木材を原

材料として使用した製品を含む）及び

所管に属する公共建築物において利

用する木材（木材を原材料として使用

した製品を含む）のうち、グリーン購

入法に規定する特定調達品目に該当

するものについては、すべてのものを

グリーン購入法基本方針に示された

判断の基準を満たすものとすること

を原則とする。 

目標 2(2) 

・ 待合室及び会議室の机、書棚等で直

2(2) 

・ 待合室及び会議室の机、書棚等で直



省

名 
区分 旧計画 新計画 

接又は報道機関等を通じて間接的に

国民の目に触れる機会が多いものを

中心に、コスト等を考慮しつつ、木材

を使用した製品を購入するよう努め

るものとする。 

・ コピー用紙、業務用茶封筒、ファイ

ル及びその他の文具類の購入並びに

印刷物における印刷用紙等の調達に

当たっては、コスト等を考慮しつつ、

間伐材又は合法性が証明された木材

を使用したものを購入するよう努め

るものとする。 

接又は報道機関等を通じて間接的に

国民の目に触れる機会が多いものを

中心に、コスト等を考慮しつつ、木材

を使用した製品を購入するよう努め

るものとする。 

・ コピー用紙、業務用茶封筒、ファイ

ル及びその他の文具類の購入並びに

印刷物における印刷用紙等の調達に

当たっては、コスト等を考慮しつつ、

間伐材又は合法性が証明された木材

を使用したものを購入するよう努め

るものとする。 

（注）1 法務省の「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」、財務省の「公共建築物

における木材の利用の促進のための計画」、厚生労働省の「公共建築物における木材の利用

の促進のための計画」、農林水産省の「新農林水産省木材利用推進計画―公共建築物等木材

利用促進法に基づく計画―」及び国土交通省の「公共建築物における木材の利用の促進の

ための計画」に基づき、当省が作成した。 

2 表中の「基本方針」とは、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を  

 いう。 
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2 3 4 5

調
査

対
象

と
し
た
6
9
機

関
の
う
ち
、
調

達
し
た
木

材
製

品
が
全

て
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

で
あ
る
と
の
表

示
が
あ
っ
た
機

関
は
、
「
う
ち
全
て
グ
リ
ー
ン
購

入
法

適
合

製
品

で
あ
る
と
の
表

示
が
あ
っ
た
製

品
の
み

を
調

達
し
た
機

関
（
c）
」
欄

の
1
0
機
関

に
加

え
、

「
う
ち
森

林
認

証
を
受

け
た
木

材
製

品
で
あ
る
こ
と
を
認

証
マ
ー

ク
に
よ
り
確

認
を
行

っ
た
機

関
（
a）
」
欄

に
含

ま
れ
る
岡

山
労

働
局

及
び

塩
釜

港
湾

・
空

港
整

備
事
務
所
を
含
む
1
2
機
関
で
あ
っ
た
。

「
う
ち
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

と
の
表

示
が
な
か
っ
た
製

品
又

は
合

法
木

材
製

品
で
あ
る
か
不

明
の
製

品
を
調

達
し
た
機

関
（
d
）
」
欄
は
、
該

当
す

る
機

関
に
お

い
て
、
調

達
し
た
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

と
の
表

示
が
な
か
っ
た
製

品
又

は
合

法
木

材
製

品
で
あ
る
か
不

明
の
木

材
製

品
に
対

し
合

法
性

の
確

認
を
行

っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
計

上
し
た
。

な
お

、
東

京
国

税
局

に
つ

い
て
は
、
調

達
す

る
全

て
の
製

品
に
つ

い
て
、
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

と
の
表

示
の
有

無
の
確

認
等

、
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

の
調

達
を
徹

底
し
て
い
た
機

関
（
ｃ
欄

に
区

分
さ
れ
る
機

関
）
で
あ
っ
た
も
の
の
、
今

回
の
調

査
（
木

材
製

品
事

業
者

へ
の
確

認
）
に
お

い
て
判

明
し
た
、
「
グ
リ
ー

ン
購

入
法

適
合

製
品

で
あ
る
と
の
表

示
が
あ
っ
た
が
、
木

材
製

品
の
合
法

性
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定

め
ら
れ
た
合

法
証

明
書

を
提

示
で
き
な
か
っ
た
」
製

品
を
調

達
し
て
い
た
た
め
、
d
欄

に
区

分
し
て
い

る
。

・
法

務
省

：
栃

木
刑

務
所

、
広

島
法

務
局

、
岡

山
地

方
法

務
局

・
財

務
省

：
中

国
財

務
局

、
宇

都
宮

財
務

事
務

所
、
横

浜
税

関
・
厚

生
労

働
省

：
長

野
労

働
局

、
三

重
労

働
局

、
岡

山
労

働
局

・
農

林
水

産
省

：
動

物
検
疫

所
神

戸
支

所
・
国

土
交

通
省

：
東

北
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
）
、
関

東
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
）
、
北

陸
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
）
、
九

州
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
）
、
塩

釜
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

、
北

九
州

港
湾

・
空

港
整

備
事

務
所

、
関

東
運

輸
局

、
第

九
管

区
海

上
保

安
本

部

・
法

務
省

：
広

島
法

務
局

・
財

務
省

：
札

幌
国

税
局

、
熊

本
国

税
局

・
国

土
交

通
省

：
中

国
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
以

外
）
、
国

営
飛

鳥
歴

史
公

園
事

務
所

、
高

知
港

湾
・
空

港
整

備
事

務
所

う
ち

グ
リ

ー
ン

購
入

法
適

合
製

品
と

の
表

示
が

な
か

っ
た

製
品

又
は

合
法

木
材

製
品

で
あ

る
か

不
明

の
製

品
を

調
達

し
た

機
関

・
法

務
省

：
宮

城
刑

務
所

、
長

野
刑

務
所

、
神

戸
拘

置
所

、
津

地
方

法
務

局
・
財

務
省

：
東

京
国

税
局

、
広

島
国

税
局

、
福

岡
国

税
局

・
厚

生
労

働
省

：
北

海
道

労
働

局
、
栃

木
労

働
局

、
埼

玉
労

働
局

、
東

京
労

働
局

、
新

潟
労

働
局

、
岐

阜
労

働
局

、
奈

良
労

働
局

、
熊

本
労

働
局

・
農

林
水

産
省

：
近

畿
農

政
局

、
信

濃
川

水
系

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
、
淀

川
水

系
土

地
改

良
調

査
管

理
事

務
所

、
南

近
畿

土
地

改
良

調
査

管
理

事
務

所
、
西

諸
農

業
水

利
事

業
所

、
中

部
森

林
管

理
局

、
四

国
森

林
管

理
局

・
国

土
交

通
省

：
東

北
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
以

外
）
、
関

東
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
以

外
）
、
中

国
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
）
、
南

三
陸

国
道

事
務

所
、
三

重
河

川
国

道
事

務
所

、
宮

崎
河

川
国

道
事

務
所

、
釜

石
港

湾
事

務
所

、
北

海
道

開
発

局
、
第

一
管

区
海

上
保

安
本

部
、
第

二
管

区
海

上
保

安
本

部
、
第

三
管

区
海

上
保

安
本

部
、
第

六
管

区
海

上
保

安
本

部
、
第

八
管

区
海

上
保

安
本

部
、
海

上
保

安
学

校

(注
)1

表
中

の
（

）
内

に
つ

い
て
、
ⅰ

）
明

朝
体

の
数

は
、
「
調

査
対

象
と
し
た
木

材
製

品
7
品

目
を
調

達
し
た
機

関
（
A
）
」
欄

の
機

関
数

に
占

め
る
割

合
、
ⅱ

）
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
数

は
、
「
少
な
く
と
も
1
製

品
に
つ

い
て
、
木

材
製

品
の
合

法
性

証
明

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定

め
ら
れ
た

証
明

方
法

に
よ
り
木

材
製

品
の
合

法
性

の
確

認
を
行

っ
た
機

関
（
B
）
」
欄

の
機

関
数

に
占

め
る
割

合
又

は
「
木

材
製

品
の
合

法
性

証
明

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定

め
ら
れ
た
証
明

方
法

に
よ
り
木

材
製

品
の
合
法

性
の
確
認

を
行

わ
な
か
っ
た
機

関
（
C
）
」
欄

の
機

関
数

に
占

め
る
割

合
を
そ
れ
ぞ
れ
示

す
。

「
う
ち
森

林
認

証
を
受

け
た
木

材
製

品
で
あ
る
こ
と
を
認

証
マ
ー

ク
に
よ
り
確

認
を
行

っ
た
機

関
（
a）
」
欄

及
び

「
う
ち
コ
ピ
ー

用
紙

の
原

料
の
内

訳
が
分

か
る
資

料
に
合

法
木

材
製

品
で
あ
る
こ
と
を
記

載
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
確

認
を
行

っ
た
機

関
（
b
）
」
欄

に
は
、
同

一
の

機
関

（
広

島
法

務
局

）
が
複

数
の
欄

に
重

複
計

上
さ
れ
て
い
る
た
め
、
各

欄
の
数

を
合

計
し
て
も
、
「
少

な
く
と
も
1
製

品
に
つ

い
て
、
木

材
製

品
の
合

法
性

証
明

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定

め
ら
れ
た
証

明
方

法
に
よ
り
木

材
製

品
の
合
法

性
の
確
認

を
行

っ
た
機
関

（
B
）
」
欄
の

数
と
一

致
し
な
い
場

合
が
あ
る
。

う
ち

森
林

認
証

を
受

け
た

木
材

製
品

で
あ

る
こ

と
を

認
証

マ
ー

ク
に

よ
り

確
認

を
行

っ
た

機
関

う
ち

コ
ピ

ー
用

紙
の

原
料

の
内

訳
が

分
か

る
資

料
に

合
法

木
材

製
品

で
あ

る
こ

と
を

記
載

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

確
認

を
行

っ
た

機
関

　
当

省
の
調

査
結

果
に
よ
る
。
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機
関

数
等

調
査

対
象

と
し

た
木

材
製

品
7
品

目
を

調
達

し
た

機
関

・
法

務
省

：
福

岡
拘

置
所

、
岐

阜
地

方
法

務
局

、
高

知
地

方
法

務
局

・
財

務
省

：
仙

台
国

税
局

・
農

林
水

産
省

：
中

国
四

国
農

政
局

、
三

陸
北

部
森

林
管

理
署

・
国

土
交

通
省

：
北

陸
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
以

外
）
、
九

州
地

方
整

備
局

（
港

湾
空

港
関

係
以

外
）
、
江

戸
川

河
川

事
務

所
、
延

岡
河

川
国

道
事

務
所

少
な

く
と

も
1
製

品
に

つ
い

て
、

木
材

製
品

の
合

法
性

証
明

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
定

め
ら

れ
た

証
明

方
法

に
よ

り
木

材
製

品
の

合
法

性
の

確
認

を
行

っ
た

機
関

木
材

製
品

の
合

法
性

証
明

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
定

め
ら

れ
た

証
明

方
法

に
よ

り
木

材
製

品
の

合
法

性
の

確
認

を
行

わ
な

か
っ

た
機

関

う
ち

全
て

グ
リ

ー
ン

購
入

法
適

合
製

品
で

あ
る

と
の

表
示

が
あ

っ
た

製
品

の
み

を
調

達
し

た
機

関



 

図表 2－(2)－⑪ 調査対象とした機関における木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた

証明方法により木材製品の合法性の確認を行わなかった主な理由 

○ グリーン購入法適合製品であるとの表示があった木材製品のため、グリーン購入法基本方針

に基づく判断の基準の一つである合法性の判断基準も満たすことになるはずであり、改めて合

法性の確認を行っていない。 

○ 合法証明書の提示を求めるのは事務的な負担が大きく、しっかいで求めることは困難である

ため、契約した事業者を信頼し、契約時の仕様書等にグリーン購入法適合製品や合法木材製品

である旨を明記することによって、対応できるのではないかと考えていた。 

○ グリーン購入法基本方針においては、木材製品の原料となる原木についての合法性の確認を

行う場合に木材製品の合法性証明ガイドラインに準拠して行うものとするとされているのみ

で、制度上、調達の都度、合法証明書の提出までを義務付けているものではないと認識してい

る。 

○ 木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた合法証明書がどのようなものを示すか、ま

た、どのように入手すればよいか把握していなかった。 

（注） 当省の調査結果による。 

 



製品数
木材製品事
業者数

調達機関数

A 179 48 69

B=A-E 178 47 69

（B） (100.0) (100.0) (100.0)

C 108 31 69
（C/B） (60.7) (66.0) (100.0)
（C） (100.0) (100.0) (100.0)
a 106 30 69

（a/B） (59.6) (63.8) (100.0)
（a/C） (98.1) (96.8) (100.0)

b 2 2 2
（b/B） (1.1) (4.3) (2.9)
（d/C） (1.9) (6.5) (2.9)

D 70 29 48
（D/B） (39.3) (61.7) (69.6)
（D） (100.0) (100.0) (100.0)
c 50 19 39

（c/B） (28.1) (40.4) (56.5)
（c） (100.0) (100.0) (100.0)
d 31 11 30

（d/B） (17.4) (23.4) (43.5)
（d/c） (62.0) (57.9) (76.9)

e 7 6 7
（e/B） (3.9) (12.8) (10.1)
（e/c） (14.0) (31.6) (17.9)

f 19 10 24
（f/B） (10.7) (21.3) (34.8)
（f/c） (38.0) (52.6) (61.5)

g 6 3 5
（g/B） (3.4) (6.4) (7.2)
（g/c） (12.0) (15.8) (12.8)

h 20 12 21
（h/B） (11.2) (25.5) (30.4)
（h） (100.0) (100.0) (100.0)

i 4 4 5
（i/B） (2.2) (8.5) (7.2)
（i/h） (20.0) (33.3) (23.8)

j 16 8 16
（j/B） (9.0) (17.0) (23.2)
（j/h） (80.0) (66.7) (76.2)

E 1 1 41

(64.1)

2

3

4

5

6

図表 2－(2)－⑫　調査対象179製品における合法性の表示及び証明書の提示状況

（単位：製品、木材製品事業者、機関、％）

区分

木材製品7品目

ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い
表示がなかった製品

木材製品事業者から合法証明書の提示が可能であるとさ
れた製品

グリーン購入法適合製品

調査対象179製品

うち合法証明書の提示までに15日以上要した製
品

調査対象179製品から、「印刷契約と併せて調達したため、合法
木材製品であるか不明であった事務用封筒」を除いた製品

ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い
表示があった製品

グリーン購入法適合製品との表示があった製品

グリーン購入法適合製品との表示がなかった製品

うちグリーン購入法適合製品との表示があった製品

　表中の（　）内について、ⅰ）明朝体の数は、調査対象179製品（48木材製品事業者。69機関が調達）から「印刷契約と併せて調達し
たため、使用された紙が合法木材製品であるか不明であった事務用封筒」を除いた、178製品（47木材製品事業者。69機関が調達）に
占める割合を示す。
　また、ゴシック体の数は、ⅰ）ホームページ等で合法木材製品であることの信頼性が高い表示があった製品（Ｃ）欄（108製品（31木材
製品事業者。69機関が調達））に占める割合、ⅱ）「木材製品事業者から合法証明書の提示が可能であるとされた製品（c）」欄（50製品
（19木材製品事業者。39機関が調達））に占める割合、又はⅲ）「木材製品事業者から合法証明書の提示が不可能であるとされた製品
（h）」欄（20製品（12木材製品事業者。21機関が調達））に占める割合を、それぞれ示す。
　なお、「印刷契約と併せて調達したため、使用された紙が合法木材製品であるか不明であった事務用封筒（E）」欄の数は、事務用封
筒を調達した64機関に占める割合を示す。

うち合法証明書の提示までに15日以上要した製
品

グリーン購入法適合製品ではない製品

木材製品事業者から合法証明書の提示が不可能である
とされた製品

　印刷契約と併せて調達した事務用封筒については、41機関において封筒用紙に使用された紙の製造事業者やその型番等を把握
しておらず、合法木材製品であるか不明の製品を調達していた。これらの機関が調達していた事務用封筒にはサイズ等が異なる複数
の製品があったが、便宜上、製品数を「1製品」、木材製品事業者を「1木材製品事業者」として計上した。

　「木材製品事業者数」及び「調達機関数」は、製品により、同一の木材製品事業者又は調達機関が複数の「区分」欄に計上される場
合があるため、各「区分」欄の数を合計しても一致しない場合がある。

うちグリーン購入法適合製品との表示がなかった製品

印刷契約と併せて調達したため、使用された紙が合法木材製品
であるか不明であった事務用封筒

（注）1 　当省の調査結果による。

　「グリーン購入法適合製品(d)」の中には、木材製品事業者の販売方針等により、販売に当たり、グリーン購入法適合製品であることを
公表していなかった製品を含む。

  「うちグリーン購入法適合製品との表示があった製品」は、当省の調査対象を合法性の判断基準が適用される木材製品に限定したこ
とを踏まえると、木材製品事業者が合法木材製品として販売していたことになる製品である。
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図表 2－(2)－⑮ 調査対象とした機関が調達した木材製品の中で、グリーン購入法適合製品との

表示があったが、木材製品事業者から木材製品の合法性証明ガイドラインに定め

られた合法証明書が提示されなかったもの 

事例の内容 

 ホームページ等でグリーン購入法適合製品との表示があったものの、合法木材製品であるこ

との信頼性が高い表示がなかった製品について、当該製品の製造等を行う木材製品事業者に対

し、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた方法により木材製品の合法性が証明され

ているかを確認するため、調査対象とした機関と同一の製品を調達しようとした場合に合法証

明書の提示が可能であるか確認を求めたところ、1 製品（事務用封筒）の製造等を行う 1 木材

製品事業者からは、合法証明書の提示が不可能であるとされた理由について具体的な説明がな

かった。 

 また、3 製品の製造等を行う 3 木材製品事業者は、次表のとおり、原材料の調達元の事業者

等から、合法性が証明されている木材製品等と合法性が証明されていない木材製品等の分別管

理を行っていることなどを示す、森林・林業・木材産業関係団体から認定を受けた旨の認定書

類を入手していたが、当該認定書類には、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた合

法性の証明がなされたものである旨の記載がなく、また、当該認定書類のほかに合法証明書を

入手していなかったため、納入を受けた原材料が、合法性が証明されたものであるか確認する

ことができない状況となっていた。 

 

表  3木材製品事業者が原材料の調達元の事業者等から入手した、合法性が証明されている旨

の記載がない認定書類の内容 

木材製品事

業者 

木材製品 認定書類の内容 

（いずれも合法性が証明されている旨の記載なし） 品目 原材料 

A 木材製品

事業者 

いす 成型合板 ・認定番号、認定を行った森林・林業・木材産業関係団体名、

当該団体の代表者名、認定の有効期間 

・当該成型合板を製造した事業者等の名称、代表者名、所在地 

B 木材製品

事業者 

机 ナラ突板 

 

・認定番号、認定を行った森林・林業・木材産業関係団体名、

当該団体の代表者名、認定の有効期間 

・当該ナラ突板を製造した事業者等の名称、代表者名、所在地 

C 木材製品

事業者 

机 合板 ・認定番号、認定を行った森林・林業・木材産業関係団体名、

当該団体の代表者名、認定の有効期間 

・当該合板を製造した事業者等の名称、代表者名、所在地 
※ B 木材製品事業者及び C 木材製品事業者が製造した木材製品において、表中の原材料以外に使用されていた

他の原材料については、原材料の調達元の事業者等から森林認証マークが押印された証明書を入手し、合法性

が証明されていた。 

 

 当該 3 木材製品事業者は、原材料の調達元の事業者等から木材製品の合法性証明ガイドライ

ンに定められた合法証明書を入手していなかった理由について、次のとおり、回答しており、

いずれも合法性の証明がなされたものである旨の記載がない森林・林業・木材産業関係団体の

認定書類をもって、合法性が担保されると誤認し、グリーン購入法適合製品と表示していた。 

① 原材料の調達元の事業者等とは、グリーン購入法適合製品であることを条件として納入を

受ける場合や、森林・林業・木材産業関係団体の認定を受けていればその認定書類の提出を

求める場合があるが、合法証明書については、これまで国等の調達担当者から提示を求めら

れた場面がほとんどないため、問合せがあった場合に原材料の調達元の事業者等から入手す

ることとしていた。 



 

事例の内容 

② 原材料の調達元の事業者等が森林・林業・木材産業関係団体の認定を受けたことを示す認

定書類を入手していれば、原材料の調達元の事業者等は、合法性が証明されている木材製品

等と合法性が証明されていない木材製品等の分別管理等を行っており、合法性が証明されて

いる木材製品等のみを納入するはずであると考えているが、木材製品の合法性証明ガイドラ

インは、分かりにくく、認定書類に合法性の証明がなされたもの等である旨を記載する必要

性が明記されていないため、原材料の調達元の事業者等の負担を考慮し、認定書類にその旨

を記載させることや改めて合法証明書の提出を求めることは必要がないと認識していた。 

 

また、当該 3 木材製品事業者は、自らが森林・林業・木材産業関係団体の認定を受け、当該

団体の自主的行動規範に基づき、合法性が証明されている木材製品等と合法性が証明されてい

ない木材製品等の分別管理等を行っているため、木材製品の合法性は担保されているとしてい

る。 

しかし、森林・林業・木材産業関係団体による認定は、分別管理等の取組が自主的行動規範

に基づき行われていることを認定するものであり、合法性が証明されていない木材製品等を一

切取り扱っていないことを保証するものではないため、木材製品事業者が木材製品の合法性証

明ガイドラインに定められた団体認定による証明方法により合法性の証明を行う場合は、森

林・林業・木材産業関係団体の認定書類に合法性の証明がなされたものである旨を確実に記載

し、合法性が証明されたものであることを明らかにすることが重要であると考えられる。 

 

 他方、これら 4 製品を調達した 5 機関（東京国税局、岐阜労働局、近畿農政局、南近畿土地

改良調査管理事務所及び四国森林管理局）は、ホームページ等で公表されていたグリーン購入

法適合製品である旨の表示を信頼したとして、合法証明書を入手するなどにより木材製品の合

法性を確認することなく、当該製品を調達していたが、グリーン購入法適合製品の表示がある

製品についても合法性の確認を行うことについては、次のとおり、課題があるとしている。 

① グリーン購入法適合製品の表示がある全ての木材製品について、調達の都度、木材製品事

業者に対し合法性の証明状況の確認を行い、表示が適切であるかを判断することは業務負担

が過大となり、調達業務に支障が生じる。 

② 木材製品事業者における合法性の証明方法やその証明方法が妥当であるかを判断すること

ができる情報は公表されていないことが多いため、木材製品についてグリーン購入法適合製

品との表示があれば、合法性の証明が当然なされていると判断せざるを得ない。 

（注） 当省の調査結果による。 



 

図表 2－(2)－⑯ 調査対象とした機関が調達した木材製品の中で、グリーン購入法適合製品との

表示がなかった製品で、木材製品事業者から木材製品の合法性証明ガイドライン

に定められた合法証明書が提示されなかったもの 

事例の概要 

合法性の判断基準は、グリーン購入法基本方針における判断の基準の一つであるため、合法性

の判断基準を満たしても、その他の基準（古紙パルプ配合率など）を満たさなければ、グリーン

購入法適合製品と表示することができない場合がある。 

ホームページ等でグリーン購入法適合製品との表示がなかった木材製品で、合法木材製品であ

ることの信頼性が高い表示もなかった製品について、当該製品の製造等を行う木材製品事業者に

対し、木材製品の合法性証明ガイドラインに定められた方法により木材製品の合法性が証明され

ているかを確認するため、調査対象とした機関と同一の製品を調達しようとした場合に合法証明

書の提示が可能であるか確認を求めたところ、3 製品（コピー用紙）の製造等を行う 1 木材製品

事業者からは、合法証明書の提示が不可能であるとされた理由について具体的な説明がなかっ

た。 

また、13 製品の製造等を行う 7 木材製品事業者は、表 1 のとおり、木材製品の原料となる原木

の合法性を証明できないことや、グリーン購入法適合製品であるとの表示がない場合は木材製品

の原料となる原木の合法性を確認していないことから、原材料の調達元の事業者等から木材製品

の合法性証明ガイドラインに定められた合法証明書を入手していなかったため、グリーン購入法

適合製品ではない木材製品として販売しているとしていた。 

 

表 1 7 木材製品事業者における合法証明書を提示できなかった理由 

木材製品事業者 木材製品の品目と製品数 合法証明書が提示できなかった理由 

D 木材製品事業者 鉛筆（1製品）  木材製品の原料となる原木の合法性を証明で

きないため。 

 

E 木材製品事業者 いす（1製品） 

F 木材製品事業者 いす（1製品） 

G 木材製品事業者 いす（2製品） 

H 木材製品事業者 コピー用紙（1製品）  グリーン購入法適合製品ではない木材製品の

場合は、木材製品の原料となる原木の合法性を

確認していないため。 

I 木材製品事業者 コピー用紙（3製品） 

ノート（1製品） 

いす（1製品） 

J 木材製品事業者 ノート（2製品） 

 

当該 7 木材製品事業者は、木材製品の原料となる原木についての合法性の証明を行うことが困

難である場合について、次のとおり、回答している。 

① 海外から原材料となる木材等を調達する場合や海外で製造された製品を輸入し販売する場

合、国や地域によっては、複数の事業者や工場等を経由するため、原料となる原木の合法性を

特定できないことや外国語の翻訳が難しいこと、信ぴょう性が疑わしい合法証明書を入手する

場合があることなどから、合法性の証明が困難である。 

② 木材製品を製造するまでに経由する事業者や工場等の中には、合法証明書の提示を求めた場

合に、入手できる事業者等と入手できない事業者等がおり、確実に合法性が担保されるとは言

えない場合がある。 

③ 自社のカタログ等に掲載する木材製品の多くは他社が製造した製品であり、また、製品数が

多数あるため、全ての木材製品についてグリーン購入法適合製品であるか、合法性が担保され

ているかなどを把握できているわけではない。 



 

事例の概要 

④ グリーン購入法適合製品と表示する場合は合法性の証明を行っているが、合法性の証明作業

の負担が大きいため、グリーン購入法適合製品として表示しない場合は、合法性証明を行う対

象から除外している。 

 

これら 16 製品を調達した理由について、調達した 16 機関に確認したところ、表 2 のとおり、

業務に求められる仕様の水準等を踏まえるとグリーン購入法適合製品の中には代替できる木材製

品がなく、やむを得ずグリーン購入法適合製品との表示がなかった木材製品を調達したとする機

関がみられた。一方で、16 機関の中には、①契約時における仕様書等でグリーン購入法適合製品

を指定していた（※）が、納入された木材製品がグリーン購入法適合製品であるとの表示を確認し

ていなかったもの、②納入すべき製品をグリーン購入法適合製品に限定すると調達単価が上昇す

る可能性があることが懸念されるなどとして、契約時における仕様書等でグリーン購入法適合製

品の指定をしていなかったとする機関もみられ、これらの機関は、本来であればグリーン購入法

適合製品であると表示の確認を行うべきであったと考えられる。 
※ 「グリーン購入法適合製品を指定していた」とは、契約時の仕様書のほかに、入札広告等に明記されていた場
合を含む。また、仕様書等に明記されていない場合でも、予め納入を希望する製品について、参考商品一覧とし
て、木材製品事業者や型番を特定し、当該一覧にグリーン購入法適合製品であることが明記されている場合は、
「グリーン購入法適合製品を指定していた」と判断した。なお、仕様書等を作成していなかった場合は、「グリ
ーン購入法適合製品を指定していなかった」ものとして整理した。 

 

表 2 調査対象とした機関がグリーン購入法適合製品との表示がなく、合法性の証明もされてい

ない木材製品を調達した主な理由 
区分 主な理由の概要 

 業務に求めら
れる仕様の水準
等を踏まえると
グリーン購入法
適合製品の中に
は代替できる木
材製品がなく、
やむを得ずグリ
ーン購入法適合
製品との表示が
なかった木材製
品を調達したと
していたもの 
（6機関） 

○ 国家試験で使用する地図の印刷のため、白色度が高い製品でなければ、色
の違いにより試験に影響が生じかねないなど、業務に支障があるため。 

※白色度とは、コピー用紙等の紙の白さを表す指標をいう。 
<コピー用紙：新潟労働局、長野労働局、熊本労働局、関東地方整備局

（港湾空港関係以外）、関東運輸局> 
 
○ 調達時に確認したカタログの中で仕様を満たす製品の価格を比較したとこ
ろ、グリーン購入法適合製品との表示があった木材製品とグリーン購入法適
合製品との表示がなかった木材製品の価格差が大きく、予算の範囲内ではグ
リーン購入法適合製品との表示がなかった木材製品を調達せざるを得なかっ
た。 

<いす：関東地方整備局（港湾空港関係以外）> 
 
○ 修理が必要になった場合に、近隣で修理を行うことができる製品を優先し
て調達した。<いす：南三陸国道事務所> 

本来であれば
グリーン購入法
適合製品である
ことの確認を行
う べ き で あ る
が、契約時や納
入時における確
認が不十分であ
ったと考えられ
るもの 
（10 機関） 

【契約時における仕様書等でグリーン購入法適合製品を指定していたが、納
入時における確認が不十分であったもの（6機関）】 

○ 本来であればグリーン購入法適合製品との表示があった木材製品を調達す
べきところ、調達時にグリーン購入法適合製品であるとの表示があるか確認
を行うことなく、調達した。    

<ノート：東京労働局、関東地方整備局（港湾空港関係）> 
 
○ 安価な製品を優先して調達しており、調達時に確認したカタログには、グ
リーン購入法適合製品との表示があった木材製品の中で、複数の冊数をまと
めて購入できるものがなかった。 

<ノート：第三管区海上保安本部> 
 
○ 木材製品事業者のホームページに「グリーン購入法にも対応」と表示され
ていたため、掲載されている製品が全てグリーン購入法適合製品であると誤
って認識し、個別の製品がグリーン購入法適合製品との表示があるか確認を
行うことなく、調達した。 

<コピー用紙：動物検疫所神戸支所> 



 

事例の概要 

 
○ 民間人が使用することを想定して随意契約により調達したが、調達時にグ
リーン購入法適合製品の表示があるか確認を行わなかった。 

<いす：長野刑務所> 
 

○ 上部機関が調達品目を決定し、契約しており、上部機関によりグリーン購
入法適合製品であるとの表示があるか、合法性が証明されているかの確認が
行われているものと理解していた。 

<鉛筆：宮城刑務所> 
 
【契約時における仕様書等でグリーン購入法適合製品の指定をしておらず、

契約時における確認が不十分であったもの（4機関）】 
○ 安価な製品はグリーン購入法適合製品ではない製品が多く、また、予算の
制約が厳しいため、納入すべき製品をグリーン購入法適合製品との表示があ
る製品に限定すると調達単価が上昇する可能性があることが懸念されるなど
として、グリーン購入法適合製品との表示がある製品よりも安価な製品であ
ることを優先して調達した。 

<ノート：第九管区海上保安本部> 
<いす：第二管区海上保安本部、横浜税関> 
 

〇 本来であればグリーン購入法適合製品を調達すべきところ、調達時に
グリーン購入法適合製品との表示があるか確認を行うことなく、随意契
約により当該製品を調達した。 

<ノート：九州地方整備局（港湾空港関係）> 
 

（注） < >内は、調達した木材製品の品目と調達した機関を示す。 

     

なお、これら 16 製品を調達した 16 機関は、いずれもグリーン購入法適合製品との表示があれ

ば、合法性の判断基準も満たすことになるはずとの認識はあったが、グリーン購入法適合製品で

あるか否かの表示とは別に木材製品の合法性の確認を行う必要性の認識はなく、木材製品の合法

性証明ガイドラインに定められた証明方法も十分理解していなかったため、合法性の確認を行う

ことなく、これらの製品を調達していた。 

（注） 当省の調査結果による。 

 



 

 

 

(3）木質バイオマスの活用の推進 

勧          告 説明図表番号 

戦前・終戦直後の我が国において、薪や木炭は日常的に利用される重要なエネル

ギー源の一つであったため、間伐等により発生した、製材や合板に適さない低品質

の材木であっても一定の需要があったが、高度経済成長に伴う、いわゆる「エネル

ギー革命」（注 1）によって、我が国の主要なエネルギー源は石油などの化石燃料に転

換したことから、その需要は減少した。 
しかし、石油などの化石燃料は、大部分を輸入に頼っており、その資源量も有限

であることや、エネルギーを得る燃焼の段階で大気中に多くの二酸化炭素を放出

し、地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの濃度を高める原因となっているとの

指摘もある（注 2）ことから、近年では、発電時や熱利用時にも二酸化炭素を排出しな

い太陽光や風力、カーボンニュートラルなバイオマス（化石燃料以外の再生可能な

生物由来の有機性資源）（注 3）などの再生可能エネルギー源（注 4）に注目が集まってい

る。 
このような中、平成 23 年 8 月に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）

が成立し、24 年 7 月から、再エネ特措法に基づき、経済産業大臣が認定した再生可

能エネルギー源を電気に変換する設備（以下「再生可能エネルギー発電設備」とい

う。）により発電された電気については、電気使用者が電気料金の一部として支払

う賦課金を原資として、電気事業者に一定の期間、固定の価格（以下「調達価格」

という。）で買い取ることを義務付ける制度（以下「固定価格買取制度」とい

う。）の運用が開始されており、木質バイオマス（バイオマスのうち木竹に由来す

るものをいう。以下同じ。）も、固定価格買取制度における再生可能エネルギー源

の一つとされている。 

この木質バイオマスについては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法施行規則（平成 24 年経済産業省令第 46 号。以下「再エネ特

措法施行規則」という。）第 3 条において、その種類が規定されており、具体的に

は、①森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス

（輸入されたものを除く。）（再エネ特措法施行規則第 3 条第 24 号及び第 25 号。

以下「間伐材等由来のバイオマス」という。）、②木質バイオマス（再エネ特措法

施行規則第3条第26号及び第27号。以下「一般木質由来のバイオマス」という。）

（注 5）、③建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成

12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」という。）第 2 条第 2 項に規定する

建設資材廃棄物（注6）をいう。）（再エネ特措法施行規則第 3条第 28号。以下「建設

資材廃棄物由来のバイオマス」という。）の 3 種類とされている。 

これらの木質バイオマスの発生量と利用率については、バイオマス活用推進基本

法（平成 21 年法律第 52 号）第 20 条第 1 項の規定に基づき策定した「バイオマス活

用推進基本計画」（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）によると、一般木質由来のバイ

オマスに相当する製材工場等残材（注 7）や、建設資材廃棄物由来のバイオマスに相当

する建設発生木材（注 8）は、製紙原料などの既存の用途での利用が進んでおり、いず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-① 

図表 2-(3)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-③ 

 

 

 

 

 

 

図表 2-(3)-④ 

 

 

 

図表 2-(3)-⑤ 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

れも年間発生量に対して 90％以上の高い割合で利用されているのに対し、間伐材等

由来のバイオマスに相当する林地残材（注 9）は、年間約 800 万トン発生しているもの

の、その約 9％しか利用されていない状況となっている。 

このようなことから、政府は、同計画において、林地残材の利用率を、現状の約

9％から、発電燃料の利用を拡大することなどによって、平成 37 年までに約 30％

（年間約 240 万トン）以上とする目標を設定している。 

再エネ特措法に基づき、経済産業大臣の認定を受けた木質バイオマスを主燃料と

する発電設備（以下「木質バイオマス発電設備」という。）の認定件数の推移をみ

ると、年々増加しており、平成 24 年度末時点で 8 設備（1 設備が運転開始済み）で

あったものが、27 年度末時点では、222 設備（87 設備が運転開始済み）（注 10）とな

り、このうち 75設備（35設備が運転開始済み）は、間伐材等由来のバイオマスを主

燃料とする発電設備となっている。 

また、経済産業省では、関係省庁や調達価格等算定委員会（注 11）の意見を尊重し

て、毎年度策定している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法第 3 条第 1 項及び同法附則第 6 条で読み替えて適用される同法第 4 条

第 1 項の規定に基づき、同法第 3 条第 1 項の調達価格等並びに調達価格及び調達期

間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及び期間を定める件」（平成 24 年経済産

業省告示第 139 号。以下「再エネ特措法に基づく告示」という。）において、再生

可能エネルギー源ごとの調達価格及び調達期間を設定している。平成 28 年度におけ

る木質バイオマスの1kwh（キロワットアワー）（注12）当たりの調達価格及び調達期間

をみると、調達期間は 20 年で、調達価格（消費税を除く。以下同じ。）は、①間伐

材等由来のバイオマスが発電規模に応じ 40 円又は 32 円（注 13）、②一般木質由来のバ

イオマスが 24 円、③建設資材廃棄物由来のバイオマスが 13 円となっており、間伐

材等由来のバイオマスの調達価格が木質バイオマスの中で最も高い価格とされてい

る。 

林野庁では、木質バイオマスの種類により調達価格の設定が異なっていることを

踏まえ、当該種類の適切な識別、証明が行われなければ、調達価格が適正に適用さ

れない事態も懸念される等として、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のた

めのガイドライン」（平成 24 年 6 月。以下「木質バイオマス証明ガイドライン」と

いう。）を策定し、木質バイオマス発電設備の燃料となる間伐材等由来のバイオマ

ス及び一般木質由来のバイオマスについて、伐採段階及び加工・流通段階における

当該種類ごとの由来の証明や分別管理の際に留意すべき事項等を定めている。 

このように、固定価格買取制度の導入に伴い、従来、用途が限られていた間伐材

が、木質バイオマス発電設備の燃料としての利用が拡大されることによって、手入

れの遅れている森林の間伐が促進され、未利用となっていた森林資源の活用にもつ

ながることが期待されている。 

（注1） 「エネルギー革命」とは、一般的には、主要なエネルギー資源が他の資源に急激に移行す

ることを指すが、我が国の場合、高度経済成長期における、低廉かつ安定的なエネルギーの

供給を目指して、従前の石炭中心のエネルギー資源から石油中心のエネルギー資源へ転換し

たことを指すことが多い。 
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図表 2-(3)-⑪ 
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（注2） 「温室効果ガス」とは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類など、大気中にあ

って、太陽光により暖められた地表面から宇宙空間に向かって放射される赤外放射を吸収

し、それを地表面に向かって再放射することによって、地球の気温を温暖に保つ役割を持つ

気体の総称である。温室効果ガスの濃度が高まり過ぎると、地球の平均気温が上昇し、いわ

ゆる「地球温暖化」に影響を及ぼすといわれている。我が国においては、温室効果ガスの中

でも、二酸化炭素の排出量が最も多く、これを大幅に削減することが求められている。 

（注3） 「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉を足し合わせた造語であ

り、一般的には、再生可能な生物由来の有機性資源（化石燃料は除く。）のことを指す。バ

イオマスを燃焼させることにより放出される二酸化炭素は、生物の成長過程で光合成により

大気中から吸収されたものであり、バイオマスは大気中の二酸化炭素を増加させない「カー

ボンニュートラル」と呼ばれる特性を有している。 

（注4） 「再生可能エネルギー源」とは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）による

と、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして、太陽光、

風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規定され

ている。 

（注5）  再エネ特措法施行規則第3条第26号及び第27号では、農作物の収穫に伴って生じるバイオ

マスについても規定されているが、当該バイオマスは、木質バイオマスではなく、今回は調

査の対象としていないため、本文では記載を省略した。 

（注6） 「建設資材廃棄物」とは、建設リサイクル法第2条第2項において、土木建築に関する工事

に使用する資材（建設資材）が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和45年法

律第137号）第2条第1項）となったものとされている。 

廃棄物には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によると、「一般廃棄物」と「産業廃

棄物」があり、産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第

300号）第2条において具体的に規定されており、建設業に係るもので、工作物の新築、改築

又は除去に伴って生じた木くずについては、産業廃棄物と規定されている。 

（注7） 「製材工場等残材」とは、一般的に製材工場等から発生する端材や樹皮などの残材のこと

をいう。 

（注8） 「建設発生木材」とは、一般的に土木工事の建設現場や住宅などを解体する時に発生する

木材のことをいう。 

（注9） 「林地残材」とは、間伐や主伐により伐採された木材のうち、未利用のまま林地に残置さ

れている間伐材や枝条等のことをいう。 

（注10） 本文中で紹介した平成24年度末時点及び27年度末時点における木質バイオマス発電設備の

件数（運転開始済みを含む。）は、資源エネルギー庁が「固定価格買取制度情報公開用ウェ

ブサイト」に掲載している設備認定件数に関するデータを引用したが、同庁では、一般木質

由来のバイオマスを主燃料とする発電設備と農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃

料とする発電設備を区分していないため、農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃料

とする発電設備の件数を含む数である。 

（注11） 「調達価格等算定委員会」とは、再エネ特措法第67条の規定に基づき、資源エネルギー庁

に設置された審議会等である。経済産業大臣は、調達価格及び調達期間を定めようとすると

きは、再エネ特措法第3条第7項の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を聴かなけれ

ばならないとされている。 

（注12） 「kwh（キロワットアワー）」とは、1時間当たりの電力量を表す単位であり、1キロワッ

トは1,000ワットに相当する。 

（注13） 間伐材等由来の木質バイオマスの調達価格は、発電規模に応じて、異なった価格が設定さ

れており、2,000kw未満の場合は、1kwh 当たり40円、2,000kw以上の場合は、同32円とされ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、平成 28 年 1 月末時点において運転開始済みであった主に間伐材等由来のバ

イオマスを用いて発電する設備の中から、21 設備を抽出し、当該発電設備を保有す

る 21 発電事業者及び当該発電設備に燃料チップを納入する 38 チップ加工事業者等

において、当該発電設備における間伐材等由来のバイオマスを加工した燃料チップ

（以下「間伐材等由来の燃料チップ」という。）の調達状況、木質バイオマス証明

ガイドラインの対応状況等について調査した結果は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

ア 発電設備における間伐材等由来の燃料チップの調達状況 

  再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した電気を電気事業者に対し供給し

ようとする者は、再エネ特措法第 9 条第 1 項の規定に基づき、再生可能エネルギ

ー発電事業の実施に関する計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することが

でき、バイオマスを電気に変換する設備（以下「バイオマス発電設備」とい

う。）については、再エネ特措法施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 8 号の規定に基づ

き、発電に利用されるバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の使用予定数

量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書

類（以下「バイオマス燃料の使用計画書」という。）を添付し、同省に申請する

こととされている。 

 バイオマス発電設備の認定に係る申請書を受理した経済産業省においては、再

生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること（再エネ特

措法施行規則第 5 条第 1 項第 1 号）などの認定基準に適合しているかの審査が行

われるほか、①発電に係るバイオマス比率を毎月 1 回以上定期的に算定し、か

つ、バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること（再エネ特措法施行

規則第 5 条第 1 項第 11 号イ）、②発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオ

マスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼす

おそれがない方法で発電すること（再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 11 号

ロ）、③発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること

（再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 11 号ハ）（注 14）などの認定基準に適合し

ているかの審査を行うこととされている。 

また、バイオマス発電設備については、再エネ特措法第9条第 4項及び電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令（平成 23 年政

令第 362 号）第 1 条第 1 項の規定に基づき、経済産業大臣が認定を行うに当たっ

て、他産業への影響を確認する観点から、関係大臣と事前の協議を行うこととさ

れている。このため、経済産業省では、木質バイオマス発電設備の認定に係る申

請があった際には、農林水産省や環境省等と事前協議を行っているが、木質バイ

オマス発電設備の安定稼働を確保するために、当該協議を受けた農林水産省（林

野庁）では、認定申請を行った事業者に、関係する都道府県の林務部局等を交え

たヒアリングを行うなどして、燃料となる当該バイオマスが安定的に供給される

ことや、認定により製紙パルプなど当該バイオマスの既存の用途への影響が少な

いことなどを確認している。 

さらに、再エネ特措法の規定に基づき再生可能エネルギー発電設備の認定を受

けた発電事業者は、再エネ特措法施行規則第 5 条第 1 項第 7 号の規定に基づき、

毎年度 1 回、発電量等を経済産業大臣に報告しなければならず、発電事業者の中

でもバイオマス発電設備の認定を受けた事業者については、燃料種ごとの単価、

総額、使用量等を報告しなければならないとされている（以下「経済産業大臣へ

の定期報告」という。）。 
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（再掲） 
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図表 2-(3)-ア
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図表 2-(3)-③

（再掲） 
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勧          告 説明図表番号 

 調査対象とした 21 発電事業者が保有する 21 発電設備において、間伐材等由来

の燃料チップの年間使用予定数量（注 15）と年間使用実績量（注 16）を比較したとこ

ろ、12 発電設備では、年間使用予定数量どおり又はそれを上回る年間使用実績量

であったが、残りの 9 発電設備では、最少で 0.2 万トンから最大で 3.1 万トン（注

17）の範囲で年間使用実績量が年間使用予定数量を下回っていた。 

  当該 9 発電設備を保有する 9 発電事業者のうち 6 発電事業者では、周辺地域に

相次いで開設された発電設備や既存の製紙工場と調達が競合し、買取価格が上昇

したことなどにより、計画どおり間伐材等由来の燃料チップを調達できなかった

としており、この中には、周辺の発電設備との競合によって、間伐材等由来の燃

料チップが思うように調達できなかったため、発電設備の運転を 1 か月間停止さ

せたのみならず、当初の計画にはなかった他県の新たな調達先から代替の燃料チ

ップを確保せざるを得なかった発電事業者（1 発電事業者）もみられた。 

また、間伐材等由来の燃料チップの今後の調達見通し等について、調査対象と

した 21発電事業者に確認したところ、19発電事業者では、同業他社との調達の競

合が顕在化又は激化することを懸念するとしている。 

なお、林野庁では、従前から、再エネ特措法に基づき、経済産業省から協議を

受けた際は、関係者にヒアリングを行うなどして、素材生産事業者等との供給に

関する協定の締結状況を確認し、燃料チップが安定的に調達できるか等の確認を

行っているが、これに加え平成 27 年 7 月以降は、より円滑な確認を行うため、

「未利用間伐材等を燃料とする木質バイオマス発電設備認定の申請をされる事業

者の方へ」及び「FIT（注 18）設備認定における事前チェックについて」を公表し、

発電設備の認定申請を行う事業者に対して、事前に都道府県の林務部局等に当該

発電計画を説明し、燃料となる木材の賦存状況との整合性等の確認を促すととも

に、都道府県林務担当者、木材供給者等と調整の上、発電計画の内容や供給先ご

との調達予定数量の内訳などを求めるなどの対応を行っているとしている。 

 

上記のとおり、既存用途との競合で計画どおり間伐材等由来の燃料チップを調

達できなかった発電事業者がみられ、今後、同業他社との調達の競合が顕在化・

激化し、更に調達が困難になると懸念されている状況を踏まえると、発電事業者

における安定的な燃料調達を図り、持続的な間伐材等の利用を促す観点から、関

係事業者において地域における木材の需給状況に応じた発電規模を検討するため

に参考となるような情報を提供することが有効と考えられる。そのため、農林水

産省及び経済産業省は、既に周辺地域で運転開始済みの発電設備のバイオマス燃

料の使用計画書における年間予定数量等と経済産業大臣への定期報告に掲載され

た国内の森林に係る木質バイオマスの種類ごとの使用量等の情報を共有すること

により、地域におけるバイオマス燃料のより精確な需給状況を把握し、その結果

を、木質バイオマス発電設備の認定申請をしようとする者や既存の発電事業者等

に対し提供することが求められる。 

（注14） バイオマス発電設備の認定基準の一つである「発電に利用するバイオマスを安定的に

調達することが見込まれること」については、電気事業者による再生可能エネルギー電
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勧          告 説明図表番号 

気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成28年法律第59号）の公布に

伴い、平成28年7月に公布された電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成28年経済産業省令第84 号）において

追加された新たな認定基準であり、同基準は29年4月以降に認定を受ける発電事業者に適

用される。 
（注15） 「年間使用予定数量」については、調査対象とした発電事業者が保有する発電設備

が、再エネ特措法施行規則第4条の2第2項第8号（平成28年の改正前は再エネ特措法施行

規則第7条第2項第5号）の規定に基づき、経済産業大臣に対し、木質バイオマス発電施設

の認定を受けた際に提出した「バイオマス燃料の使用計画書」に基づく数値である。 

ただし、調査対象とした発電事業者が保有する発電施設が運転開始前までに燃料チッ

プの種類の追加を行うため、再エネ特措法第10条第1項（平成28年の改正前は再エネ特措

法第6条第4項）の規定に基づき、経済産業大臣に変更認定申請を行っている場合は、同

申請時に提出した「バイオマス燃料の使用計画書」に基づく数値である。 

（注16） 「年間使用実績量」については、当省が調査対象とした発電事業者から入手した運転

日誌等を基に把握した平成26年12月から27年11月までの1年間に使用した燃料チップの量

である。 

ただし、設備の運転開始時期が平成26年12月以降の場合は、その運転開始時点から27

年11月までの間に使用した燃料チップの量を基にして、1か月分の燃料チップ使用量（平

均値）を算出し、当省が1年分の使用実績を推計したものであり、調査対象とした発電設

備が平成27年12月以降に運転を開始している場合は、その運転開始時点から28年1月まで

の間に使用した燃料チップの量を基にして、1か月分の燃料チップ使用量（平均値）を算

出し、当省が1年分の使用実績を推計したものである。 

（注17） 各発電設備における燃料チップの調達状況を統一的に比較するため、当省が各発電設

備の保有事業者から計画時及び実際に使用していた燃料チップの重量と水分率を確認

し、同水分率を基に、水分率が0％とした場合の燃料チップの重量に換算したものであ

る。 

（注18） 「FIT」とは、feed in tariffの略で、固定価格買取制度のことをいう。 

 

イ チップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況 

  林野庁では、前述のとおり木質バイオマス証明ガイドラインを通じて、間伐材

等由来のバイオマス及び一般木質由来のバイオマスの具体的な定義を明示してい

るほか、素材生産事業者等による原木の伐採段階とチップ加工事業者等による加

工・流通段階等において、木質バイオマスの由来等に関する証明書類を作成する

とともに、複数の種類の木質バイオマスを取り扱う場合は、適切に分別管理を行

うことを示すなど、供給者がこれらの木質バイオマスの証明に取り組むに当たっ

て留意すべき事項について、関係団体や関係事業者等に周知している。木質バイ

オマス証明ガイドラインで規定された木質バイオマスの具体的な範囲及び由来の

証明方法の概要は、次の①及び②のとおりである。 

なお、木質バイオマス証明ガイドラインでは、素材生産事業者等及びチップ加

工事業者等は、販売先に対して交付した証明書の写し、仕入先から交付された証

明書その他の関係書類を少なくとも 5 年間保管することとされ、その証明の根拠

について、販売先等から求められた場合は、関係書類等を提示できるようにして

おく必要があるとされている。 

① 木質バイオマスの具体的な範囲 

ⅰ） 間伐材等由来のバイオマス 

間伐材のほか、森林経営計画の対象森林（森林法第 11 条第 5 項等）、保

安林等（森林法第 25 条等）又は国有林野施業実施計画（国有林野管理経営

規程（平成 11 年農林水産省訓令第 2 号）第 12 条第 1 項）等の対象森林に
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（再掲） 
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勧          告 説明図表番号 

おいて、法令に基づき適切に設定された施業規範等に従い、伐採、生産さ

れた木材 

ⅱ） 一般木質由来のバイオマス 

   木材の加工時等に発生する、端材、おがくず、樹皮等のいわゆる製材等

残材のほか、製材等残材以外の木材であって、由来の証明が可能なもの  

 

② 木質バイオマスの由来を証明する具体的な方法 

ⅰ） 伐採段階 

素材生産事業者等は、販売先に対し、間伐材等由来のバイオマス又は一

般木質由来のバイオマスであることを証明する証明書を交付する必要があ

るとされており、その証明書には、販売する木材が間伐材等由来のバイオ

マス又は一般木質由来の木質バイオマスである旨を記載するとともに、当

該木材の販売先、数量等基礎的な情報のほか、森林の伐採箇所、伐採面積

等について記載する必要があるとされている。 

また、上記の証明書には、伐採及び伐採後の造林の届出書（森林法第 10

条の 8）や森林経営計画の認定書（森林法第 11 条第 5 項）などの関連書類

の写し（以下「根拠書類」という。）を添付することとされている。 

なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載するこ

と、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等

に添付することをもって代えることができることとされている。 

ⅱ） 加工・流通段階 

チップ加工事業者等は、販売先に対し、間伐材等由来のバイオマス又は

一般木質由来のバイオマスであることを証明する証明書を交付する必要が

あるとされており、その証明書には、販売する木材が間伐材等由来のバイ

オマス又は一般木質由来のバイオマスである旨を記載するとともに、当該

木材の樹種、数量等の情報を記載することとされている。 

 

調査対象とした 21 発電設備のうち、回答が得られた 19 発電設備について、素

材生産事業者等からチップ加工事業者等を経て納入された間伐材等由来の燃料チ

ップ又は一般木質由来の燃料チップの 98 納入ルート（注 19）（間伐材等由来：82、

一般木質由来：16）を抽出し、同ルート上で燃料チップの納入に関わった 38 チッ

プ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況を調査した

ところ、次のとおり、木質バイオマスの由来を客観的に立証することが困難な例

がみられるなど、木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなか

った例がみられた。 

① 本来であれば間伐材等由来のバイオマスの対象とはならない主伐された原木

（注 20）を素材生産事業者等が間伐材等由来の木材としてチップ加工事業者等に納

入し、チップ加工事業者等が間伐材等由来の燃料チップとして発電設備に納入

しており、誤った燃料区分を適用していた例（1発電設備 2納入ルート） 
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② チップ加工事業者等が、伐採段階において必要な証明書若しくは根拠書類を

素材生産事業者等から入手せず、又は加工･流通段階において必要な証明書を作

成せず、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質由来のバイオマスとして発電

設備に燃料チップを納入していた例（11 発電設備 29 納入ルート） 

③ 素材生産事業者等から伐採段階において必要な証明書及び根拠書類は提出さ

れていたが、記載内容が不十分で、当該証明書に記載すべき森林の伐採箇所と

根拠書類に記載すべき森林の伐採箇所とを照合できなかった例（10 発電設備 30

納入ルート） 

ⅰ） 証明書又は根拠書類に森林の伐採箇所が未記載のため、両者の伐採箇所を

照合できなかった例（7 発電設備 12 納入ルート） 

ⅱ） 証明書に森林の伐採箇所の記載はあったが、市町村名のみであるなど地番

までの詳細な記載がないため、根拠書類の伐採箇所と照合できなかった例

（4発電設備 12 納入ルート） 

ⅲ） 証明書と根拠書類で記載された森林の伐採箇所が林班と地番で表記が異な

るため、両者の伐採箇所を照合できなかった例（2発電設備 6納入ルート） 

 

木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったことについ

て、調査対象としたチップ加工事業者等では、関係事業者において木質バイオマ

ス証明ガイドラインに定められた木質バイオマスの範囲や由来の証明方法等の理

解が不足していたことを理由としている。 

また、一部のチップ加工事業者等からは、伐採段階における証明書に記載する

こととされている森林の伐採箇所について、次のような意見が聴かれた。 

① 現行の木質バイオマス証明ガイドラインでは、具体的な記載方法までは定め

られていないため、市町村名までの記載で十分と判断してしまう者がいる。 

② 原木の伐採箇所を林班等の細部まで把握していたとしても、対象の森林が複

数あり広範囲に至る場合は、証明書の様式に全ての伐採箇所を記載しきれない

ため、詳細な伐採箇所を割愛している者がいる。 

③ 国有林の中には、伐採後の間伐材について特定の土場（注21）を物件の所在地と

して売買契約を締結する場合があり、かつ国の機関である森林管理署がバイオ

マスの由来を証明しているので、伐採箇所までの確認は求める必要がないと考

えている者がいる。 

 

このように森林の伐採箇所の記載方法等の理解が十分ではない事業者がいるこ

とを踏まえると、現状の木質バイオマス証明ガイドラインの記載すべき事項につ

いて、周知徹底を図る必要があると考えられる。 

 

他方、木質バイオマス証明ガイドラインにおいては、森林・林業・木材産業関

係団体及び発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者の団体等（以下

「団体等」という。）は、証明のなされた間伐材等由来のバイオマス及び一般木
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勧          告 説明図表番号 

質由来のバイオマスの分別管理や書類管理の方針についての自主行動規範を策定

し、間伐材等由来のバイオマス及び一般木質由来のバイオマスであることが証明

された木質バイオマスの供給に取り組む団体等の構成員について、その取組が適

切である旨の認定等を行う仕組み（例えば、分別管理体制や文書管理体制の審

査・認定、実績の報告・公表、立入検査（注 22）、認定の取消等）を定め、公表する

こととされている。 

調査対象とした 19発電事業者及び38チップ加工事業者等における木質バイオマ

ス証明ガイドラインに基づく団体等の認定状況をみると、いずれの事業者等も団

体等の認定を受けている。当該団体等が策定した認定実施要領によれば、認定を

行った事業者等に対し、バイオマスの取扱いが適正であるか否かを確認するた

め、立入検査を行うことができることとなっているが、これら事業者等における

団体等による立入検査の受検実績を調査したところ、固定価格買取制度開始以

降、受検実績のある事業者等はみられなかった。 

さらに、調査対象の一部の発電事業者からは、木質バイオマス証明ガイドライ

ンが遵守されていない実態があったとしても、それに対する罰則がないため、木

質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応を求めることに限界があるのではな

いかといった意見も聴かれた。 

固定価格買取制度の枠組みの下で発電された電気を電力会社が買い取る際に発

電事業者に支払った費用については、国民に対し電気料金の一部（賦課金）とし

て負担が求められている。再生可能エネルギー源の中でも、木質バイオマスの場

合、細かく粉砕されたチップとして利用されることが多く、チップに加工される

と、その原料となった木材が何であったのかの判別が外観上困難である。 

このような現状に対し、林野庁は、木質バイオマス証明ガイドラインは、素材

生産事業者等やチップ加工事業者等が木質バイオマス由来であることの証明に取

り組むに当たっての留意すべき事項等を取りまとめたものであり、木質バイオマ

ス証明ガイドラインで定められた事項は各事業者の責任において自主的に遵守す

べきものであるため、詳細な実態までは把握していないとしている。また、経済

産業省では、現制度の枠組みでは、木質バイオマス発電設備の認定時において、

発電事業者に対し、木質バイオマス証明ガイドラインに基づく証明書類の雛形の

添付を求めているものの、発電設備の運転開始後に木質バイオマス証明ガイドラ

インどおりに証明書類を入手・作成しているかといった観点で、木質バイオマス

証明ガイドラインの遵守状況の確認までは行っていないため、詳細な実態は把握

できないとしている。しかし、チップの由来に関し、木質バイオマス証明ガイド

ラインに沿って適切な識別・証明が行われなければ、適正な調達価格が適用され

ず、国民に過度な賦課金を負担させてしまう事態も懸念されるため、今後は、木

質バイオマス証明ガイドラインに沿った適切な証明が行われているかを確認でき

る仕組みを整備し、素材生産事業者等及びチップ加工事業者等における木質バイ

オマス証明ガイドラインの遵守状況を把握する必要があると考えられる。 

（注19） 「納入ルート」とは、素材生産事業者等（川上）からチップ加工事業者等（川中）を経

て、調査対象とした発電事業者（川下）に燃料チップが納入される、一連のサプライチェ
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勧          告 説明図表番号 

ーンの流れのことである。当省では、調査対象とした発電事業者の協力の下、運転日誌等

を基に、当該発電事業者への燃料チップの納入に関わったチップ加工事業者等及び素材生

産事業者等を把握し、当省の調査への協力が得られた事業者を対象に、木質バイオマス証

明ガイドラインの対応状況の確認を行った。 

（注20）  木質バイオマス証明ガイドラインによると、伐採及び伐採後の造林の届出書（森林法第

10条の8）により主伐された原木は、間伐材等由来のバイオマスとはならない。 

（注21）  「土場」とは、一般的には、切り出した材木を一時集めておく場所のことである。 

（注22）  木質バイオマス証明ガイドラインにおいては、団体等の構成員ではない企業等が、独自

に自主行動規範を定めこれに基づき証明を行う場合には、当該団体等による立入検査等に

代わり、第三者の監査を受けるなど、当該団体等の認定を得て事業者が行う証明方法と同

等のレベルで信頼性が確保されるよう取り組む必要があるとされている。 

 

ウ チップ加工事業者等におけるせん定枝に係る調達価格の区分の適用状況 

街路樹や個人の庭木などをせん定した際に発生するせん定枝は、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」とい

う。）第 2条第 2項の規定による一般廃棄物の定義並びに同条第 4項及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号。以下「廃棄物処理法

施行令」という。）第2条の規定による産業廃棄物の例を踏まえると、原則として

一般廃棄物に該当することとなると考えられる（注23）。 

せん定枝は、固定価格買取制度における再生可能エネルギー源の一つとされてい

るが、適用する調達価格については、関係省庁によって、次のとおり、異なる見

解が示されており、資源エネルギー庁及び環境省では、一般廃棄物由来のバイオ

マス（注 24）（平成 28 年度調達価格：17 円）に分類している一方、林野庁では、一

般木質由来のバイオマス（同：24 円）に分類している。 

① 林野庁 

木質バイオマス証明ガイドラインによると、屋敷林など法令による伐採に係

る手続が不要の立木、果樹等のせん定枝は、一般木質由来のバイオマス（同：

24 円）に分類されており、所有者等が由来の証明書を作成し、販売先に同証明

書を交付する必要があるとされている。 

② 資源エネルギー庁  

同庁では、せん定枝は、一般廃棄物由来のバイオマス（同：17 円）に分類し

ているが、由来の証明書が必要か否かについては、明示していない。 

③ 環境省  

「廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT 制度）ガイドブック」

（平成 25 年 4 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）によ

ると、街路樹のせん定枝は、一般廃棄物に含まれるとして一般廃棄物由来のバ

イオマス（同：17 円）に分類されているが、由来の証明書が必要か否かについ

ては、記載されていない。 

 

このため、調査対象としたチップ加工事業者等に対し、せん定枝に適用してい

る調達価格の区分を確認したところ、次のとおり、当該事業者によって、その判

断が区々となっている状況がみられ、当該事業者からは、せん定枝に関する調達
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勧          告 説明図表番号 

価格の判断は難しいので、国において、統一した考え方を示してほしいとの意見

が聴かれた。 

 ① せん定枝は由来の証明書を入手し、一般木質バイオマスに区分して発電に利

用していた事業者（3事業者）（注25） 

 ② 街路樹など市町村管理の樹木から発生したせん定枝は、由来の証明書を入手

し一般廃棄物由来のバイオマスに区分して発電に利用していた（注 26）一方、個人

の庭木から発生したせん定枝は、所有者から証明書を入手し一般木質バイオマ

スに区分して発電に利用していた事業者（1事業者） 

 ③ せん定枝は一般廃棄物に該当すると考えており、発電に利用してよいか不明

としていた事業者（1事業者） 

（注23）  公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページによると、庭園、公

園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、日本標準産業分類による「建設業」大

分類Ｄ中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木のせん定くずは、

廃棄物処理法施行令第2条第1項第2号において規定される産業廃棄物（建設業に係るも

ので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず）に該当する一方、造園業

（主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業）は、建設

業でなく大分類Ａの中の「園芸サービス業」に該当するので、当該事業により生じた木

のせん定くずは、一般廃棄物になるとの見解が示されている。 

（注24）  「一般廃棄物由来のバイオマス」とは、廃棄物処理法第2条第2項に規定される一般廃

棄物由来のバイオマスのことである。 

（注25）  このうち1事業者は、発電利用を行うせん定枝を含む木材については、市町村から一

般廃棄物には当たらないとする見解を公文書により提供してもらい、樹木の所有者等か

ら由来の証明書を入手できたせん定枝についてのみ、一般木質由来のバイオマスとして

処理していた。 

（注26）   一般廃棄物の処理が適正に実施されたかどうかを確認するために、「産業廃棄物管理

票」（廃棄物処理法第12条の3）に準じて、市が排出する廃棄物ごとに独自で作成して

いる廃棄物の種類、数量、運搬を受託した者の氏名などを記載した「一般廃棄物管理

票」を一般廃棄物である旨の証明書としている。産業廃棄物管理票は、法的作成義務は

あるが、一般廃棄物管理票には、法的作成義務はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【所見】 

 したがって、農林水産省及び経済産業省は、発電利用に供する木質バイオマスの

持続的な活用をより一層推進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 全国で運転を開始している木質バイオマス発電設備のバイオマス燃料の使用計

画書における年間予定数量等と経済産業大臣への定期報告に掲載された国内の森

林に係る木質バイオマスの種類ごとの使用量等の情報を両省で共有し、必要があ

れば関係事業者へのヒアリングを行うなどして、地域における燃料種ごとの需給

状況の把握・分析を行った上で、その結果を、木質バイオマス発電設備の認定申

請をしようとする者や既存の発電事業者等が確認できる措置を講ずること。（農

林水産省及び経済産業省） 

② 適切な調達価格が適用されるよう、素材生産事業者等及びチップ加工事業者等

に対し、伐採及び加工・流通段階において必要となる木質バイオマス由来の証明

書及び根拠書類並びに証明書に記載すべき事項について、改めて周知徹底を図る

こと。（農林水産省及び経済産業省） 

 



 

 

 

勧          告 説明図表番号 

③ 再エネ特措法に基づく告示に定められた調達価格が適正に適用されるために、

農林水産省と連携し、木質バイオマス証明ガイドラインに沿った適切な証明が行

われているかを確認できる実効性のある措置を講ずること。（経済産業省） 

④ せん定枝について、発電事業者によって調達価格の区分の判断が異ならないよ

うにするため、関係省庁と調整し、伐採及び加工・流通段階において必要となる

証明書類や証明の実施手順を明確にした上で、関係事業者に対し、その取扱いを

徹底させること。（経済産業省） 

 

  



 

 

 

調 査 の 結 果 説明図表番号 

エ 地域における木質バイオマスの活用等に着目した自伐林家等に対する支援 

燃料としての木質バイオマスの活用は、従来、あまり活用されてこなかった間

伐材の新たな需要の一つであり、その普及が進むと、森林の間伐が促されること

によって、森林の適切な整備・保全につながるだけではなく、地域の林業事業体

の収益を増加させるといった地域経済を活性化する効果も期待されている。 

大規模な木質バイオマス発電設備は、大量の森林資源を燃料として確保する必

要があるため、前述アのとおり、地域によっては、既存の用途との競合によって

燃料となる間伐材が計画どおり調達できていない状況がみられる（注 27）が、木質バ

イオマスを燃料とするボイラー設備は、大量の原木を必要としないため、近年、

公共施設等を中心に、地域の実情に合った規模の木質バイオマスを燃料とするボ

イラーの設置数が増加傾向にある。 

このようなボイラー設備に燃料を供給するための間伐であれば、高度な林業機

械を必要とせず、森林組合等に施業を委託していた森林の土地所有者や小規模な

自伐林家等（注28）であっても比較的取り組みやすいと言われている。 

このため、地域によっては、自伐林家等を活用し、間伐材等を軽トラックなど

で特定の土場に集め、集めた間伐材等を地域住民やNPO等が運営する団体が地域通

貨で買い取り、地域内の木質バイオマス燃料を利用する施設等に販売する取組

（以下「木の駅プロジェクト」（注29）という。）が行われており、平成29年 2月末

現在で木の駅プロジェクトが導入された市町村数及び木の駅プロジェクトに登録

した自伐林家等の数は、22 県の 37 市町村、1,102 人（注 30）に達している。 

このような木の駅プロジェクトに対する支援の一環として行っているものを含

め、調査対象とした17道府県及び39市町村における自伐林家等に対する支援状況

をみると、一部の道府県及び市町村において、次のような支援措置を実施してい

る。 

① 金銭面の支援措置 

ⅰ） 木の駅プロジェクトについて、自伐林家等に支払う地域通貨の一部や運

営費の一部を運営事務局に助成する事業を実施している。（1道府県2市町

村） 

ⅱ） 市町村が設置した木質バイオマス燃料の加工施設や木質バイオマス燃料

を利用する温泉施設に地元の自伐林家等が持ち込んだ間伐材等について、

その運搬費等の一部を助成する事業を実施している。（3 市町村） 

ⅲ） 自伐林家等の林業機械の導入に係る費用等の一部を助成する事業を実施

している。（2道府県 1 市町村） 

 ② 技術面の支援措置 

  ⅰ） 木の駅プロジェクトの導入を検討している森林所有者や自伐林家等を対

象として、伐採した間伐材等の搬出技術を指導する実践的研修を実施して

いる。（1道府県） 
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調 査 の 結 果 説明図表番号 

  ⅱ） 小規模な自伐林家等を対象として協議会を設立し、当該協議会に登録し

た会員に安全講習の実施や作業道の開設方法など技術指導を実施してい

る。（1 道府県） 

ⅲ） 森林施業に関心の低い森林所有者を自伐林家に育成するため、チェンソ

ー等を用いた間伐の基本的な技術指導を実施している。（1 道府県 2 市町

村） 

 

森林の健全な育成を図り、森林の持つ公益的機能を最大限発揮させるために

は、定期的な間伐の実施は不可欠であり、今後は、木の駅プロジェクトのような

地域の実情に合った間伐を促す取組を確立させ、自伐林家を含む多様な意欲ある

林業事業体が森林施業の担い手となることができるよう（注 31）、公的な支援措置を

講じていく必要があると考えられる。 

（注 27） 今回調査対象とした 21 発電設備は、いずれも発電規模が 5,000kW 以上の比較的大規模な

発電設備である。 

（注 28） 「自伐林家」とは、主に自ら所有する森林において、林業事業体に経営を委託すること

なく自ら伐採等の作業を行うことにより森林施業を行っている者をいう。  

（注 29） 「木の駅プロジェクト」は、平成 17 年に高知県の NPO 法人「土佐の森・救援隊」（中嶋

健造理事長）が始めた「林地残材収集システム」をモデルとして、全国に波及させたプロ

ジェクトである。地域通貨は、地場産の商品や地場サービスなどと交換することのできる

引換券であり、地域によって地域通貨の買取価格は異なっているが、おおむね間伐材等 1

トン当たりの 5,000 円程度の地域通貨と交換される。 

（注 30） 「木の駅プロジェクト」のホームページに掲載されている数値である。 

（注 31） 「全国森林計画」（平成 28 年 5 月 24 日閣議決定）において、「自伐林家をはじめ、地

域住民やＮＰＯ等の多様な主体による森林資源の利活用等を進める」とされている。 

また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 27 年 12 月 24 日閣議決定）において

も、「自伐林家を含む多様な林業の担い手の育成・確保を図ること」とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図表 2－(3)－① バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108

号）（抜粋） 

 

第 1章 総則 

 

（目的） 

第 1条 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経

済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に

係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電

気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際

競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法（昭和 39 年法律第百七十号）第 2条

第 1 項第九号に規定する一般送配電事業者（以下単に「一般送配電事業者」という。）及び同

項第十三号に規定する特定送配電事業者（以下単に「特定送配電事業者」という。）をいう。 

2 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再

生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 

3 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換

する設備及びその附属設備をいう。 

4 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。 

一 太陽光 

二 風力 

三 水力 

四 地熱 

五 バイオマス（動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる

もの（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）

をいう。第 9 条第 4 項及び第 6 項において同じ。） 

六   前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから

製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用するこ

とができると認められるものとして政令で定めるもの 

5 この法律において「特定契約」とは、第 9条第 3項の認定（第 10 条第 1項の変更の認定を含

む。）を受けた者（以下「認定事業者」という。）と電気事業者が締結する契約であって、当該

認定に係る再生可能エネルギー発電設備（以下「認定発電設備」という。）に係る次条第 1 項

に規定する調達期間を超えない範囲内の期間（当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電

気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産

業省令で定める期間）にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気

を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により

再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。 

 

 



第 2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等 

第 1節 調達価格及び調達期間 

 

第 3 条 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、電気事業者が第 16 条第 1 項の規定に

より行う再生可能エネルギー電気の調達につき、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発

電設備の区分、設置の形態及び規模（以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。）

のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、当該再生可能エネルギー

電気の一キロワット時当たりの価格（以下「調達価格」という。）及びその調達価格による調達

に係る期間（以下「調達期間」という。）を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、

我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設

置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期

ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間（以下「調達価格等」という。）を定める

ことができる。 

2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供

給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要が

あると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に

同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。 

3 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、そ

の定められた年度において、第 1項の規定は適用しない。 

4 調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達

期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合

に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎

とし、第 12 項の価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認

定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受ける

べき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネル

ギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。 

5 調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始

の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新

の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。 

6 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第 36 条の賦課金の負担が電気の使用者

に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。 

7 経済産業大臣は、調達価格等を定めようとするときは、当該再生可能エネルギー発電設備に

係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点

から消費者問題担当大臣（内閣府設置法（平成 11 年法律第八十九号）第 9 条第 1 項に規定す

る特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第 4 条第 1項第二十八号及び同条

第 3 項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。）の意見を聴くとともに、調達価格等

算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等

算定委員会の意見を尊重するものとする。 

8 経済産業大臣は、調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 

9 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る調達価格等並びに当該

調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。 

10 経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合

において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。 

11 第 7 項から第 9 項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。 

12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源として



の再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気

の価格の水準に関する目標（次項及び第 14 項において「価格目標」という。）を定めなければ

ならない。 

13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案

し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更する

ことができる。 

14 経済産業大臣は、前 2項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

第 3 節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等 

 

（再生可能エネルギー発電事業計画の認定） 

第 9条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エ

ネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業（以下「再生可能エネルギー発

電事業」という。）を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で

定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画（以下「再生可能エネ

ルギー発電事業計画」という。）を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 

2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 申請者が法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又

はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、

法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。次項第四号ロにおいて同じ。）の氏名 

三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期 

四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能

エネルギー発電設備の区分等 

五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が

維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項 

六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、そ

の出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項 

七 その他経済産業省令で定める事項 

3 経済産業大臣は、第 1 項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能

エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するもので

あること。 

二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電する

ことが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。 

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者 

ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの 

五 再生可能エネルギー発電設備が第4条第1項の規定による指定をした再生可能エネルギー



発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。 

イ 申請が第 5条第 2項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。 

ロ 第 6条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令

で定める重要な事項の変更がないこと。 

ハ 申請者が第 7条第 7 項の規定による通知を受けた者であること。 

4 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能

エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定

めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければ

ならない。 

5 経済産業大臣は、第 3 項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認

定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるも

のを公表するものとする。 

6 経済産業大臣は、第 3 項第一号の経済産業省令（発電に利用することができるバイオマスに

係る部分に限る。）を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、

国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。 

 

（再生可能エネルギー発電事業計画の変更等） 

第 10 条 認定事業者は、前条第 2 項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとすると

きは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。た

だし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経

済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければなら

ない。 

3 認定事業者は、前条第 2 項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、経済

産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

4 前条第 3項（第五号イ及びハを除く。）から第 5項までの規定は、第 1項の認定について準用

する。 

5 前条第 5項の規定は、第 3項の規定による届出について準用する。 

 

（指導及び助言） 

第 12 条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の

適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 

 

（改善命令） 

第 13 条 経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施

していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（認定の失効） 

第 14 条 第 9 条第 3 項の認定（第 10 条第 1 項の変更の認定を含む。次条において同じ。）は、

認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失

う。 

 

（認定の取消し） 

第 15 条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第 9 条第 3 項の認



定を取り消すことができる。 

一 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。 

二 認定計画が第 9 条第 3項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。 

三 認定事業者が第 13 条の規定による命令に違反したとき。 

 

第 3 章 電気事業者における費用負担の調整 

（賦課金の請求） 

第 36 条 小売電気事業者等は、納付金に充てるため、当該小売電気事業者等から電気の供給を

受ける電気の使用者に対し、当該電気の供給の対価の一部として、賦課金を支払うべきことを

請求することができる。 

2 前項の規定により電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該小売

電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気の量に当該電気の供給をした年度における

納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とする。 

 

第 6 章 雑則 

（報告徴収及び立入検査） 

第 76 条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般送配電事業者、特定送

配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その業務の状況、

認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、一般送配電事業者、

特定送配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の事業所若しくは

事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の

物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その

居住者の承諾を得なければならない。 

2～5 （略） 

（注） 下線は、当省が付した。 
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図表 2－(3)－③ バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法施行規則の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成 24 年

経済産業省令第 46 号）（抜粋） 

 

第 2章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等 

 

（再生可能エネルギー発電設備の区分等） 

第 3条 法第 3条第 1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形

態及び規模（以下「設備の区分等」という。）は、次のとおりとする。 

一～二十二 （略） 

二十三 バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備 

二十四 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス（バイオ

マスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。）（輸入されたものを除く。）を電気に変

換する設備（前号に掲げる設備及び一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭

和 45 年法律第 137 号）第 2条第 2項に規定する一般廃棄物をいう。）であるバイオマスを電

気に変換する設備（以下「一般廃棄物発電設備」という。）を除く。次号において同じ。）で

あって、その出力が 2,000 キロワット未満のもの 

二十五 森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス（輸入さ

れたものを除く。）を電気に変換する設備であって、その出力が 2,000 キロワット以上のも

の 

二十六 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス（当該農産物に由来する

ものに限る。以下同じ。）を電気に変換する設備（第二十三号から前号まで及び第二十八号に

掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。以下同じ。）であって、その出力が 2 万キロ

ワット未満のもの 

二十七 木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換する設備

であって、その出力が 2 万キロワット以上のもの 

二十八 建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成 12 年法律第

104 号）第 2条第 2項に規定する建設資材廃棄物をいう。）を電気に変換する設備（第二十三

号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。） 

二十九 一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設

備以外のバイオマス発電設備（バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。） 

 

（認定手続） 

第 4 条の 2 法第 9 条第 1 項の規定に基づく認定の申請は、様式第 1 による申請書（当該認定の

申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が 10 キロワッ

ト未満のものである場合にあっては、様式第 2 による申請書）を提出して行わなければならな

い。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一～七 （略） 

八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、

次に掲げる書類 

  イ 当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率（当該発電により

得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合（複数の種類の



バイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合）をいう。以下同じ。）の

算定の方法を示す書類 

ロ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用

予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類 

ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の

状況を示す書類 

九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認

定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的か

つ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類 

3・4 （略） 

 

（認定基準） 

第 5条 法第 9条第 3項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事

業計画が明確かつ適切に定められていること。 

二 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しよ

うとするものでないこと。 

三～五 （略） 

六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該

発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネル

ギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。 

七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該

認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣

に対して提供するものであること。 

八～十 （略） 

十一 当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、

次に掲げる基準に適合するものであること。 

  イ 当該発電に係るバイオマス比率を毎月 1回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス

比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。 

ロ 当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者によ

る当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。 

ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれ

ること。 

十二～十五 （略） 

2 法第 9条第 3項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令（条

例を含む。）の規定を遵守していること。 

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。 

三 電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。 

四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当

該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。 

五～七 （略） 

八 その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を

行う観点から適切な構造であること。 



九 法附則第 4条の新エネルギー等認定設備でないこと。 

 

第 5 条の 2 法第 9 条第 3 項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実

施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。  

一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する

電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。  

二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その

他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。  

三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必

要な関係法令（条例を含む。）の規定を遵守するものであること。  

 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表）  

第 7 条 法第 9条第 5項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  

一 当該認定発電設備（太陽光発電設備であって、その出力が 20 キロワット未満のものを除

く。以下この条において同じ。）の識別番号  

二 当該認定事業者（当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が 20 キロワッ

ト未満のものを除く。）の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

三 当該認定発電設備の区分  

四 当該認定発電設備の発電出力  

五 当該認定発電設備の所在地  

2 経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法

により公表するものとする。 

 

（変更の認定） 

第 8 条 法第 10 条第 1 項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、様式

第 3による申請書（当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であ

って、その出力が 10 キロワット未満のものである場合には様式第 4 による申請書）を提出し

て行わなければならない。 

2 第 4 条の 2 第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更

に係る認定の申請について準用する。 

 

（軽微な変更） 

第 9 条 法第 10 条第１項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

一 認定事業者の変更 

二 認定発電設備の設置の形態の変更 

三 認定発電設備の出力の変更 

四 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更 

五 認定発電設備のうち主要なものの変更 

六 認定発電設備（第 3 条第 1 号及び第 2 号に掲げる設備に限る。）が供給する再生可能エネ

ルギー電気の供給の方法の変更 

七 認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更 

八 認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更 

九 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更 

十 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利



用するバイオマス燃料の種類の変更 

十一 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利 

用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料 

の種類の変更 

2 法第 10 条第 2項の軽微な変更の届出は、様式第５による届出書を提出して行わなければなら

ない。 

 

（変更の届出） 

第 10 条 法第 10 条第 3項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第 6 に

よる届出書を提出して行わなければならない。 

 

（帳簿） 

第 28 条 法第 35 条第 1項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記

載し、記載の日から 10 年間保存しなければならない。 

2 法第 35 条第 2項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の

量を記載し、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－④ 建設リサイクル法における建設資材廃棄物の定義に関する規定 

○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）（抜粋） 

 

（定義）  

第 2 条 この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）

に使用する資材をいう。  

2 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律 （昭和 45 年法律第 137 号）第 2 条第 1 項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）となっ

たものをいう。 

 

（参考） 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（抜粋） 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑤ 木質バイオマスの発生量と利用率の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「バイオマス活用推進基本計画」（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）に基づき、当省

が作成した。 
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建設発生木材

製材工場等残材

林地残材
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未利用

注：年間発生量及び利用率は、各種統計資料等に基づき、平成 28 年 3 月時点で取りまと

めたもの（一部項目に推計値を含む。）。 

（万トン／年） 

約 91％ 

年間約 800 万トン発⽣ 

年間約 640 万トン発⽣ 

年間約 500 万トン発⽣ 

約 97％ 約 3％ 

約 6％ 約 94％ 

約 9％ 



図表 2－(3)－⑥ バイオマス活用推進基本法（平成 21 年法律第 52 号）（抜粋） 

 

第一章 総則 

 

（定義） 

第 2条 この法律において「バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源（原油、石油

ガス、可燃性天然ガス及び石炭（以下「化石資源」という。）を除く。）をいう。 

2 この法律において「バイオマスの活用」とは、バイオマスを製品の原材料（バイオマスを製品

の原材料の原材料その他の間接の原材料として利用する場合における間接の原材料を含む。以下

同じ。）として利用すること（農林水産物を食品の原材料として利用することその他の農林水産物

を本来の用途に利用することを除く。）又はエネルギー源として利用することをいう。 

 

第二章 バイオマス活用推進基本計画等 

 

（バイオマス活用推進基本計画の策定等）  

第 20 条 政府は、バイオマスの活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画（以下「バイオマス活用推進基本計画」という。）

を策定しなければならない。 

2 バイオマス活用推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 バイオマスの活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標 

三 バイオマスの活用に関する技術の研究開発に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

3 政府は、バイオマス活用推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの

利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

4 政府は、適時に、第 2 項第二号の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をイン

ターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

5 政府は、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化を勘案

し、及び前項の目標の達成状況の調査の結果を踏まえ、少なくとも 5 年ごとに、バイオマス活用

推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

6 第 3 項の規定は、バイオマス活用推進基本計画の変更について準用する。 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑦ バイオマス活用推進基本計画（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）（抜粋） 

第 2 バイオマスの活用の推進に関し、国が達成すべき目標 

3．2025 年（平成 37 年）における目標 

(1) バイオマスの利用拡大 

バイオマスの利用を拡大することにより、化石資源由来のエネルギーや製品等を

バイオマス由来のものへと代替していくことが期待される。 

廃棄物系バイオマスの賦存量は中長期的には減少傾向にあるが、下水汚泥や林

地残材の利用率の伸びが期待されることなどを踏まえ、炭素換算量で年間約 2,600 

万トンのバイオマスを利用することを目標とする。 

なお、バイオマスの種類ごとの目標として、以下を設定し、既存の利用方法に

配慮しつつ、より経済的な価値を生み出す高度利用を推進していくことを推奨す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

⑨ 林地残材 

林地残材については、約 9％が熱利用などの用途に利用されており、発電の原

料としての需要も拡大しつつあることから、更なる利用率の向上が期待されてい

る。熱利用や熱電併給を含めたエネルギー利用や、バイオマスを効率的に高付加

価値物質へ変換する技術の開発を進めて新たな用途を創り出すとともに、施業の

集約化や路網整備等を進め、原木の安定的かつ効率的な供給体制を構築し、2025 

年（平成 37 年）に約 30％以上が利用されることを目指す。 

（注） 枠及び下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－⑧ 木質バイオマス発電設備の認定件数及び運転開始済件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

建設資材廃棄物 0 4 35 33

一般木質 3 23 65 114

間伐材等 5 33 70 75

33

70 75
23

65

114

4

35

33

0

50

100

150

200

250
認定件数

間伐材等 一般木質 建設資材廃棄物

3

222
(単位：件)

5 

170 

60 8 

（注）1 固定価格買取制度情報公開用ウェブサイトのデータに基づき、当省が作成した。 
   2 各年度末（3月末）時点の状況をまとめたものである。 
   3 複数のバイオマス燃料を使用する場合は、最も使用量（発熱量）の多い燃料を使

用するバイオマス区分で発電設備が認定されている。 
   4 固定価格買取制度情報公開用ウェブサイトのデータにおいて、一般木質由来のバ

イオマスを主燃料とする発電設備と農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを主燃
料とする発電設備とが区分されていないため、本表の一般木質由来のバイオマスを
主燃料とする発電設備の認定件数及び運転開始済件数には、農作物の収穫に伴って
生じるバイオマスを主燃料とする発電設備の件数を含む。 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

建設資材廃棄物 1 35 31

一般木質 2 17 21

間伐材等 1 3 20 35
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35
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間伐材等 一般木質 建設資材廃棄物

1

87
(単位：件)

72 
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1 

2 



図表 2－(3)－⑨ 再エネ特措法に基づく告示に定められた調達価格及び調達期間（平成 28 年度） 

再生可能エネルギー発電設備の区分等 調達価格（1kwh 当たり） 調達期間 

バイオマスを発酵させることによって得られるメ
タンを電気に変換する設備 

39円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

森林における立木竹の伐採又は間伐により発生す
る未利用の木質バイオマス（輸入されたものを除
く。）を電気に変換する設備（前号に掲げる設備及
び一般廃棄物発電設備を除く。次号において同
じ。）であって、その出力が 2,000 キロワット未満
のもの 

40円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

森林における立木竹の伐採又は間伐により発生す
る未利用の木質バイオマス（輸入されたものを除
く。）を電気に変換する設備であって、その出力が
2,000 キロワット以上のもの 

32円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じる
バイオマス（当該農産物に由来するものに限る。）
を電気に変換する設備（第 12 号から前号まで及び
次号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除
く。） 

24円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

建設資材廃棄物を電気に変換する設備（第 12 号に
掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。） 

13円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び
第 12 号から前号までに掲げる設備以外のバイオ
マス発電設備 

17円に消費税及び地方消費税
の額に相当する額を加えて得
た額 

20 年間 

1 「調達期間」は、特定契約に基づき認定発電施設が最初に再生可能エネルギー電気の供給
を開始した日を起算日とする。 

2 自家発電設備等については、リレー装置が設置されている等自家発電設備等から発電又は
放電された電気が配電線に逆流しない措置が講じられているものに限る。 

3 木質バイオマスのうち、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のための
ガイドライン（平成 24 年 6 月 18 日）」に準拠して分別管理が行われたことが確認されない
ものについては、建設資材廃棄物とみなす。 

4 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの施設からの再生可能エ
ネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設
備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間も
これに従う。 

（注） 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 3 条第 1 項及び
同法附則第 6 条で読み替えて適用される同法第 4条第 1項の規定に基づき、同法第 3条第
1 項の調達価格等並びに調達価格及び調達期間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及
び期間を定める件（平成 24 年 6 月 18 日経済産業省告示第 139 号）に基づき、当省が作成
した。 
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図表 2－(3)－⑪ 木質バイオマス証明ガイドラインに基づく証明書が繰り返し交付される

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 調達価格等算定委員会（第 7回）の資料及び木質バイオマス発電・証明ガイドライ

ンＱ＆Ａ（平成 24 年 8 月 27 日林野庁（最終更新：平成 27 年 7 月 10 日））による。 



図表 2－(3)－ア－① バイオマス燃料の使用計画書（記載例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 資源エネルギー庁ホームページの「バイオマス発電設備用記載要領」による。 

なお、当該記載要領は、平成 28 年の改正前の再エネ特措法施行規則第 4条第

2 項第 9 号の規定に基づき定められた使用計画書の記載要領である。 



図表 2－(3)－ア－② バイオマス発電設備に関係する再エネ特措法施行令の条文 

○ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令（平成 23

年政令第 362 号）（抜粋） 

 

（認定の協議の相手方）  

第 1 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「法」

という。）第 6 条第 3 項の規定による協議は、同条第 1 項の認定の申請に係る発電に利用

されるバイオマス（法第 2 条第 4 項第 5 号に規定するバイオマスをいう。）が次の各号に

掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとする。  

1  農林漁業有機物資源（農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に

関する法律（平成 20 年法律第 45 号）第 2条第 1項に規定する農林漁業有機物資源をいう。

以下この号において同じ。）農林水産大臣（農林漁業有機物資源が廃棄物（廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 2条第 1項に規定する廃棄物をいう。

第 4号において同じ。）である場合にあっては、農林水産大臣及び環境大臣）  

2  食品循環資源（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116

号）第 2 条第 3項に規定する食品循環資源をいう。）農林水産大臣及び環境大臣  

3  発生汚泥等（下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 21 条の 2 第 1 項に規定する発生汚

泥等をいう。）及び建設資材廃棄物（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平

成 12 年法律第 104 号）第 2条第 2項に規定する建設資材廃棄物をいう。）国土交通大臣及

び環境大臣  

4 廃棄物（前三号に掲げるものに該当するものを除く。）環境大臣  

（注） 下線は、当省が付した。 



様式第７（第12条関係）

【バイオマス発電（木質、廃棄物その他直接燃焼発電）設備用】

平成 年 月 日
経済産業大臣　殿

〒 -
報告者（注１） 住所

（ふりがな）

（ふりがな）

氏名
印

（法人にあっては名称及び代表者の役職・氏名）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第１２条の規定により、次のとおり報告します。

太枠内のいずれかにレ印

新規提出 再提出
担当地方局（注２）

対象設備
設備ID 発電出力 , . ｋＷ

※増設分の資本費報告の際に記入

増設分（ , . ｋＷ）
設備名称

所在地

設備設置・運転費用一覧（注３）　
※初年度は「設置の状況」、「資本費」、「設置期間」、「連絡先」の項目を、２年目以降は、「設置の状況」、「運転維持費」、「運転実績」、「連絡先」の項目を報告すること

太枠内のいずれかにレ印

敷地の保有状況 　自己所有 　既保有地

　新規購入 　購入価格 , 万円 （ 円/㎡ ）
（税抜き）

　借地 契約時賃借料 , 万円/年 （ 円/㎡） （税抜き）

運転開始日 平成 年 月 日 （特定契約に基づく受給開始日）

系統接続距離 , メートル

面積 , , 平方メートル

廃棄費用想定額 （注４） , 万円 （税抜き）

① 設計費（注５） , , 万円 （税抜き）

受入供給設備 , 万円 （税抜き）
燃焼溶融設備 , 万円 （税抜き）
ガス冷却設備 , 万円 （税抜き）
排ガス処理設備 , 万円 （税抜き）
発電設備 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 通風設備 , 万円 （税抜き）
給排水設備 , 万円 （税抜き）
灰出し設備 , 万円 （税抜き）
計装設備 , 万円 （税抜き）
受変電設備 , 万円 （税抜き）
その他付属機器
（ ） , 万円 （税抜き）

基礎・土木工事 , 万円 （税抜き）
据付工事 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 電気配管工事 , 万円 （税抜き）
附帯工事 , 万円 （税抜き）
その他
（ ） , 万円 （税抜き）

電源線 , 万円 （税抜き）
遮断機敷設費 , 万円 （税抜き）

, , 万円 （税抜き） 計量器 , 万円 （税抜き）
その他
（ ） , 万円 （税抜き）

⑤ その他（注９） , , 万円 （税抜き） （ ） , 万円 （税抜き）
（ ） , 万円 （税抜き）

合計 , , 万円 （税抜き） （①＋②＋③＋④＋⑤）

（国または地方自治体より補助金等を受給して設置した場合、以下項目を記載）
補助事業名 （ ） 補助主体 （ ）
補助金額 , , 万円 （税抜き）

【備考】

②
設備費
（注６）

再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報

③
工事費
（注７）

接続費
（注８）

④

設
置
の
状
況

資
本
費

図表2－(3)－ア－③　経済産業大臣への定期報告の様式
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事前調査 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
基本設計 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
実施設計 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
基礎・土木工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
据付・電気配管・附帯工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月
接続に関する工事 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月

総期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月 計 ヶ月

平成 年 月 ～ 平成 年 月

① バイオマス燃料費 （注12） （税抜き）
燃料①（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

燃料②（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

燃料③（ ） , 万円/年 使用量 ． 万トン/年 燃料単価 , 円/トン

未利用の木質バイオマス 含水率 ． ％ バイオマス比率 ． ％ （注13）

木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス 年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

建設資材廃棄物

一般廃棄物・その他バイオマス

（概要、内訳等）
② , 万円/年 概要

（税抜き）
（概要、内訳等）

③ , 万円/年 概要
（税抜き）

（概要、内訳等）
④ , 万円/年 概要

（税抜き）
（概要、内訳等）

⑤ 一般管理費 , 万円/年 概要
（注17） （税抜き）

（概要、内訳等）
（注10） ⑥ , 万円/年 概要

（税抜き）

⑦ , 万円/年 概要

（概要、内訳等）
⑧ 保険料 , 万円/年 概要

（税抜き）

⑨ その他 , 万円/年 概要 （ ） , 万円 （税抜き）
（注９） （税抜き） （ ） , 万円 （税抜き）

合計 , 万円/年 （①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦+⑧＋⑨）
（税抜き）

【備考】

年間発電量 , , , ｋＷｈ／年

年間売電量 , , , ｋＷｈ／年

所内率（注19） ． ％ 備考 （ ）

※計量期間 平成 年 月 ～ 平成 年 月

売電先の決定方法 入札以外により決定 入札により決定
※入札によって売電先を決定している場合は、当該入札により売電を始めた時期を入力
入札による売電開始時期 平成 年 月

法人事業税・
固定資産税

土地等賃借料
（注14）

修繕費
（注15）

諸費
（注16）

人件費
（注18）

対象期間
（注11）

設
置
期
間

運
転
維
持
費

運
転
実
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所　　　属

氏　　　名

電話番号 － －

FAX番号 － －

（注20） メールアドレス

（注１） 認定発電設備の発電事業者が報告すること。

（注２） 届出書を提出する担当地方局は次の記号にて記載すること。（認定申請時と同一の地方局）

Ａ：北海道経済産業局、Ｂ：東北経済産業局、Ｃ：関東経済産業局、Ｄ：中部経済産業局、Ｅ：近畿経済産業局、

Ｆ：中国経済産業局、Ｇ：四国経済産業局、Ｈ：九州経済産業局、Ｉ：内閣府沖縄総合事務局

（注３） 全ての費用について、消費税抜きで記載すること（万円以下は四捨五入）。また、一括発注、一括施工の場合であっても、受注元に確

認の上、各項目の内訳について記載すること。また、提出設備数が複数となる場合 には、設備毎に様式を作成すること。また、実際に

再生可能エネルギー発電設備及びその附属設備の設置等のために支払った費用を記載すること（販売店等からの割引を受けた際

は、当該割引分を反映した価格を記載すること）。

（注４） 将来の当該設備撤去に要する費用について、想定している額がある場合は記載すること。

（注５） 設備導入に必要な機械装置等の設計費を記載すること。

（注６） 設備導入事業に必要な機械装置等の購入、製造等に必要な経費を記載すること。

（注７） 系統接続に関する工事費は除く。

（注８） 当該発電所から電気事業者の電気工作物までの電源線、及び接続に関する工事費等を記載すること。
「電力会社負担金」として支出している場合は、その内訳について、項目毎に記載すること。

（注９） 建設段階の保険料等、その他の費用がある場合は、その費目ごとに金額を記載すること。
（注10） 初回の「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」提出から1年間における、当該認定発電設備の年間の運転に要した

費用の内容を記載すること。また、外部委託等で、一括計上される場合も、その内訳について項目毎に記載すること。

（注11） 運転維持費の報告対象となる期間（原則1年間）の期初月と期末月を記載すること。
（注12） 使用した燃料別に、燃料名（間伐材等）、総額、量、燃料単価、含水率、年間売電量、バイオマス比率を記載すること。

また、「未利用の木質バイオマス」「木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス」「建設資材廃棄物」「一般廃棄物・
その他バイオマス」のうち、どの区分の調達価格の適用を受けたか、レ印を記入すること。

（注13） 燃料別の年間売電量を、全体の年間売電量で除すことで、算出すること。
（注14） 借地に設置する際に実際の賃借料として支払った金額等を記載すること。
（注15） 設備の修繕や保守に必要となった金額を記載すること。

（注16） セキュリティに関する費用等について記載すること。
（注17） 行政機関への申請費や、事務所経費等について記載すること（人件費を除く）。

（注18） 電気主任技術者や、保守要員等に支払った金額を、その内訳毎に記載すること。
（注19） 発電量全体に占める発電設備自体で使用する電力量（所内消費量）の割合を指す。

※発電した電力を専用線により全量売電している場合においては、「発電量－売電量＝所内消費量」となる。

※発電設備以外で自家消費して余剰電力を売電する場合など、所内消費の測定が困難な場合においては、発電に必要な設備の消
費電力から計算上の所内消費量を求めて所内率を算出するなど、備考欄に計算方法を示した上で、分かる範囲内で記載すること。

※発電量は、積算電力計を設置して積算することが望ましいが、出力モニター等で測定することも可能。

（注20） 「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」の記載内容に関する照会等に際して実務を担当する者の連絡先を記載すること。

備考
・用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。
・氏名を記載し押印することに代えて署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署すること。
・各費用項目について、証拠書類の提出は不要。ただし、実際に支払った費用とは異なる費用が記載された際は、虚偽の報告をしたものとみなし、

連
絡
先

（注）1　平成28年の改正前の再エネ特措法施行規則第12条第3項の規定に基づき定められた「様式第7｣による。

2　枠及び下線は、当省が付した。
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、

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

が
、

平
成

2
7
年

1
2
月

以
降

に
運

転
を

開
始

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

運
転

開
始

時
点

か
ら

、
2
8
年

1
月

ま
で

の
間

に
使

用
し

た
燃

料
チ

ッ
プ

の
量

を
基

に
し

て
、

当
省

が
1
年

分
の

使
用

実
績

を
推

計
し

た
も

の
で

あ
る

（
推

計
方

法
に

つ
い

て
は

、
前

述
し

た
方

法
と

同
じ

）
。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

調
査

対
象

と
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

に
お

け
る

木
材

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
を

取
り

ま
と

め
た

も
の

で
あ

る
。

発
電

設
備

に
よ

っ
て

は
、

木
材

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
ほ

か
に

、
非

木
材

由
来

の
農

産
物

残
さ

や
廃

棄
物

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

等
を

使
用

し
て

い
る

場
合

が
あ

る
が

、
本

表
で

は
当

該
燃

料
の

使
用

状
況

を
考

慮
し

て
い

な
い

。
本

表
で

は
、

各
発

電
設

備
に

お
け

る
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
を

統
一

的
に

比
較

す
る

た
め

、
当

省
が

各
発

電
設

備
が

計
画

時
及

び
実

際
に

使
用

し
て

い
た

燃
料

チ
ッ

プ
の

重
量

と
水

分
率

を
把

握
し

、
同

水
分

率
を

基
に

、
水

分
率

が
0
％

と
し

た
場

合
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

重
量

に
換

算
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
各

燃
料

チ
ッ

プ
の

「
年

間
使

用
予

定
数

量
」
及

び
「
年

間
使

用
実

績
量

」
に

つ
い

て
は

、
単

位
は

万
ト
ン

と
し

、
0
.1

万
ト
ン

（
1
,0

0
0
ト
ン

）
を

下
回

る
量

に
つ

い
て

は
、

0
万

ト
ン

と
整

理
し

て
い

る
。

各
燃

料
チ

ッ
プ

の
「
年

間
使

用
予

定
数

量
」
に

つ
い

て
は

、
調

査
対

象
と

し
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

、
再

エ
ネ

特
措

法
施

行
規

則
第

4
条

第
2
項

第
9
号

（
平

成
2
8
年

の
改

正
前

は
再

エ
ネ

特
措

法
施

行
規

則
第

7
条

第
2
項

第
5

号
）
の

規
定

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
に

対
し

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

の
認

定
を

受
け

た
際

に
提

出
し

た
「
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

の
使

用
計

画
書

」
に

基
づ

く
数

値
を

記
載

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
調

査
対

象
と

し
た

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

運
転

開
始

前
ま

で
に

燃
料

チ
ッ

プ
の

種
類

の
追

加
を

行
う

た
め

、
再

エ
ネ

特
措

法
第

1
0
条

第
１

項
（
平

成
2
8
年

の
改

正
前

は
再

エ
ネ

特
措

法
第

6
条

第
4
項

）
の

規
定

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
に

変
更

認
定

申
請

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

同
申

請
時

に
提

出
し

た
「
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

の
使

用
計

画
書

」
に

基
づ

く
数

値
を

記
載

し
て

い
る

。

－

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

0
.5

万
kW

級

2
.0

万
kW

級



（単位：万トン）

年間使
用計画
量

年間使
用実績
量

差

① ② ②－①

2.0万kW級 2.8 1.5 ▲ 1.3 間伐材等由来の燃料チップが当初の計画に比べて少ない調達量となっている
が、当発電設備の燃料は、隣接するグループ企業の木材工場が一括で調達して
おり、この木材工場の生産ラインが計画どおりに推移したことにより、一般木質由
来の燃料チップが当初の計画以上に調達することができたため、全体の発電量
には影響はなかった。

0.5万kW級 3.2 0.9 ▲ 2.3 初年度は機器類の保守点検のため、稼動日数がフル稼働した場合の日数に比
べて少ない（45日程度）ことに加え、周辺に別の間伐材等由来の燃料チップを主
燃料とするバイオマス発電設備が開設されたことにより、調達が競合し、当初計画
したとおりの間伐材等由来の燃料チップの量を確保することができなかった。

このため、当初、計画にはなかった他県からの一般木質由来の燃料チップを1
万トン強（水分率0％換算）調達し、その後は徐々に必要量を確保することができ
るようになり、計画していた年間の発電量等業務への影響はなかった。

0.5万kW級 3.4 2.4 ▲ 1.0 天候等により森林施業の実施状況が左右されたことに加え、周辺に別の木質バ
イオマス発電設備が相次いで開設されたことにより、間伐材等由来の燃料チップ
の調達が競合し、運転開始時よりも買取費用がトン当たり500円程度上昇したた
め、当初計画したとおりの間伐材等由来の燃料チップの量を確保することができ
なかった。

しかし、買取費用の値上げがなかった一般木質由来の燃料チップの受入れを
増やすことにより対応し、計画していた年間の発電量等業務への影響はなかっ
た。

1.5万kW級 4.6 2.6 ▲ 2.0 間伐材等由来の燃料チップの調達は、他の既存のバイオマス発電設備との競
合が顕在化していること、運転開始後に施設の不具合等が相次ぎ、4か月程度
は、運転を停止していた時期があったことから、使用実績量が使用計画量を下
回ったと認識しているが、他社よりも比較的高い買取価格を設定していた建設資
材廃棄物由来のチップの受入量を増やすことができたことにより計画していた年
間の発電量等業務への影響は特になかった。

0.5万kW級 3.0 1.6 ▲ 1.4 事業内容についての報道発表を行った際に、地元の自治体や素材生産事業者
等から、一般木質由来の燃料チップを供給したいとの申込みが多数あったことを
受けて、当初は想定していなかった一般木質由来の燃料チップを燃料種に追加
することとし、その見返りとして間伐材等由来の燃料チップの受入れを抑制したこ
とから、間伐材等由来の燃料チップの使用実績量が使用計画量を下回ったと認
識している。ただし、年間の予定発電量に必要な燃料チップは全体として確保で
きているため、業務への影響はなかった。

2.5万kW級 0.3 0.0 ▲ 0.3 間伐材等由来の燃料チップについては、当初予定していた調達元の森林組合
と金額面で折り合いがつかなかったため、計画どおり調達することができなかっ
た。一方、建設資材廃棄物由来の燃料チップについても、周辺の発電設備等と
の価格競争が激化し、計画どおり調達することができなかったが、一般木質由来
のバイオマスが計画以上に調達することが可能であったため、全体の発電計画に
は影響がなかった。

5.0万kW以上 1.7 1.5 ▲ 0.2 長雨の影響により丸太の伐出量が減少したことや発電設備が故障したことによ
り、１か月程度運転を停止し、使用実績量が使用計画量を若干下回ったと認識し
ているが、建設資材廃棄物由来のチップの受入量を増やすことができたため、計
画していた年間の発電量等業務への影響はなかった。

11

14

図表 2－(3)－ア－⑤　調査対象とした木質バイオマス発電事業者において間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達
                             できなかった理由等

発電
出力

間伐材等由来の
燃料チップ

間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達できなかった理由等№

2

6

7

9

10



年間使
用計画
量

年間使
用実績
量

差

① ② ②－①

発電
出力

間伐材等由来の
燃料チップ

間伐材等由来の燃料チップが計画どおり調達できなかった理由等№

0.5万kW級 4.1 2.9 ▲ 1.2 同一県内に相次いでバイオマス発電設備が開設されたにもかかわらず、これら
の需要を満たすだけの県内の木材生産量が追いついてこなかったため、運転開
始後、4か月を経過した時点で、間伐材等由来の燃料チップが思うように調達でき
なくなり、約１か月の期間、設備の運転を停止させざるを得なかった。このため、や
むを得ず、当初の計画にはなかった他県の新たな調達先から燃料チップを確保
（年間調達量の１割強）することにより、運転を再開し、その後は、徐々に稼働率を
高め、なんとか全体の計画発電量はおおむね確保できた。

1.0万kW級 5.5 2.4 ▲ 3.1 周辺地域の製紙工場がバイオマス発電施設の設置に先立ち、製紙用木材の買
取価格を高く設定したため、間伐材等由来の燃料チップが製紙工場に流れ、当
初の計画どおりの燃料チップが調達できていないが、他の産業とは競合しない樹
皮を中心とした一般木質由来の燃料チップが計画以上に調達することができたた
め、全体の発電量には大きな影響は出ていない。

－ 25.8 14.3 ▲ 11.5

（注） 1
2
3 　「№」欄は、図表2－(3)－ア－④に対応している。

計

　当省の調査結果による。
　「間伐材等由来の燃料チップの年間使用計画量・年間使用実績量」については、図表2－(3)－ア－④による。
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（
単

位
：
万

ト
ン
）

年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

2
.5

万
kW

級
5
.5

1
1
.3

5
.8

↓
既

に
周

辺
に

は
競

合
す

る
発

電
設

備
が

次
々

と
運

転
を

開
始

し
て

お
り

、
原

料
原

木
の

調
達

価
格

が
値

上
り

し
て

い
る

現
状

を
踏

ま
え

る
と

、
今

後
は

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
状

況
に

ど
の

よ
う

な
こ

と
が

起
こ

る
か

想
像

が
つ

か
な

い
た

め
、

当
初

の
計

画
で

は
調

達
を

予
定

し
て

い
な

か
っ

た
P
K

S
・
輸

入
材

に
つ

い
て

、
運

転
開

始
後

に
経

済
産

業
省

に
変

更
認

定
申

請
（
再

エ
ネ

特
措

法
第

6
条

第
4
項

）
を

行
い

、
燃

料
種

の
追

加
（
P
K

S
：
4
万

ト
ン

、
輸

入
材

：
1
万

ト
ン

）
と

間
伐

材
等

由
来

の
減

量
（
半

減
）
の

認
定

を
受

け
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

○
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
は

、
都

道
府

県
を

ま
た

が
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

行
政

は
、

都
道

府
県

単
位

で
は

な
く

、
調

達
エ

リ
ア

全
体

で
安

定
供

給
で

き
る

か
否

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
新

規
発

電
設

備
の

認
定

に
際

し
て

、
周

辺
地

域
に

お
け

る
既

存
設

備
の

集
荷

実
績

を
把

握
し

、
追

加
供

給
に

余
裕

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
場

合
の

み
認

定
す

べ
き

で
、

見
込

数
量

の
み

で
安

易
に

認
定

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
。

2
.0

万
kW

級
2
.8

1
.5

▲
 1

.3
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

設
置

さ
れ

れ
ば

、
木

質
資

源
の

確
保

が
難

し
く

な
る

可
能

性
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
が

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

が
激

し
く

な
っ

て
も

当
発

電
設

備
は

グ
ル

ー
プ

企
業

の
事

業
と

タ
イ

ア
ッ

プ
し

、
安

定
的

な
燃

料
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
て

い
る

。

○
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

を
設

置
す

る
場

合
、

間
伐

材
等

由
来

の
原

木
の

賦
存

量
は

、
事

業
者

に
と

っ
て

発
電

設
備

の
運

転
継

続
に

必
要

不
可

欠
な

情
報

で
あ

る
た

め
、

行
政

が
で

き
る

範
囲

で
地

域
の

賦
存

量
を

把
握

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
そ

の
上

で
、

行
政

は
発

電
設

備
の

認
定

を
行

う
に

際
し

、
発

電
設

備
の

設
置

事
業

者
に

対
し

、
例

え
ば

、
燃

料
調

達
先

と
そ

の
調

達
先

の
素

材
生

産
事

業
者

の
生

産
規

模
、

取
引

先
別

、
供

給
量

等
燃

料
調

達
の

信
頼

性
を

チ
ェ

ッ
ク

で
き

る
書

類
を

添
付

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

性
を

審
査

す
べ

き
で

あ
る

。

0
.5

万
kW

級
1
.2

1
.6

0
.4

↓
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
は

周
辺

の
発

電
設

備
と

競
合

す
る

こ
と

が
確

実
で

あ
り

、
今

後
は

不
足

す
る

も
の

と
予

想
し

て
い

る
が

、
計

画
当

初
か

ら
最

悪
の

場
合

を
想

定
し

て
、

自
社

工
場

ま
た

は
関

連
工

場
か

ら
の

一
般

木
質

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
で

発
電

に
必

要
な

全
て

の
量

を
賄

え
る

だ
け

の
量

を
当

面
確

保
し

て
お

り
、

現
時

点
で

は
深

刻
に

捉
え

て
は

い
な

い
。

○
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

へ
の

参
入

が
相

次
い

だ
こ

と
や

為
替

の
影

響
か

ら
製

紙
会

社
が

国
産

チ
ッ

プ
を

積
極

的
に

集
め

出
し

た
こ

と
も

あ
り

、
地

域
に

よ
り

多
少

の
違

い
は

あ
る

に
し

て
も

既
に

国
産

燃
料

チ
ッ

プ
の

需
要

は
供

給
能

力
を

上
回

っ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

り
、

残
念

な
が

ら
行

政
の

参
入

関
与

は
手

遅
れ

と
言

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

　
た

だ
し

、
今

後
も

新
規

参
入

が
な

い
と

は
言

え
な

い
こ

と
か

ら
、

既
存

用
途

の
み

な
ら

ず
、

既
設

発
電

所
と

の
無

用
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

奪
い

合
い

を
回

避
す

る
た

め
に

も
行

政
に

よ
る

一
定

の
参

入
関

与
は

必
要

で
あ

り
、

定
期

的
な

、
あ

る
い

は
新

規
参

入
案

件
の

発
生

の
都

度
、

燃
料

の
供

給
側

と
な

る
素

材
生

産
業

者
や

製
材

工
場

な
ど

と
燃

料
の

需
要

側
と

な
る

近
隣

の
既

設
発

電
所

な
ど

、
更

に
は

既
存

用
途

と
し

て
の

製
紙

工
場

や
ボ

ー
ド

工
場

な
ど

か
ら

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
い

、
需

給
バ

ラ
ン

ス
に

新
規

参
入

の
余

地
が

あ
る

の
か

を
的

確
に

判
断

す
べ

き
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
0
.5

1
.4

0
.9

↓
　

今
後

、
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
燃

料
供

給
者

が
少

し
で

も
取

引
単

価
の

高
い

大
型

の
発

電
設

備
へ

移
行

す
る

こ
と

が
予

測
さ

れ
る

が
、

価
格

競
争

を
す

る
つ

も
り

は
な

い
。

現
状

の
入

荷
量

と
単

価
を

当
面

は
維

持
し

、
入

荷
量

変
動

分
は

建
築

資
材

廃
棄

物
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
で

対
応

し
て

い
き

た
い

。
最

悪
、

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
集

荷
が

で
き

な
く

な
る

こ
と

も
視

野
に

入
れ

、
自

社
海

外
工

場
か

ら
の

一
般

木
材

の
入

荷
を

進
め

、
自

社
グ

ル
ー

プ
の

燃
料

比
率

を
上

げ
て

い
く

こ
と

を
追

求
し

た
い

。

○
新

た
な

発
電

設
備

を
認

定
す

る
際

は
、

特
に

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
使

用
予

定
量

と
調

達
先

は
、

行
政

が
確

認
し

、
既

存
の

用
途

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
の

か
、

精
査

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

図
表
2
－
(3
)－

ア
－
⑥
　
調
査
対
象
と
し
た
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
者
に
お
け
る
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
等
に
つ
い
て

№ 1 2 3 4

発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

0
.5

万
kW

級
1
.8

5
.1

3
.3

↓
現

状
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

集
荷

状
況

を
み

る
と

、
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
は

不
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

燃
料

用
と

な
る

C
材

は
材

価
が

低
い

た
め

、
建

築
用

材
の

A
・
B

材
、

特
に

国
産

材
の

一
般

用
材

で
あ

る
A

材
の

材
価

が
上

が
っ

て
こ

な
い

と
、

C
材

の
搬

出
は

不
可

能
と

思
わ

れ
る

。
周

辺
の

山
林

は
ど

こ
も

急
峻

で
あ

り
、

搬
出

に
は

1
5
,0

0
0

円
/
㎥

～
2
0
,0

0
0

円
/
㎥

の
費

用
が

か
か

る
と

言
わ

れ
て

お
り

、
木

造
住

宅
の

需
要

が
無

い
と

、
こ

れ
以

上
の

C
材

の
供

給
は

不
可

能
と

感
じ

て
い

る
。

○
行

政
側

の
事

前
チ

ェ
ッ

ク
は

必
要

で
あ

る
が

、
安

定
供

給
で

き
る

か
の

観
点

か
ら

、
素

材
生

産
業

者
と

の
木

材
供

給
に

関
す

る
協

定
書

の
写

し
を

求
め

る
程

度
で

は
、

実
質

的
な

強
制

力
が

な
く

、
素

材
生

産
業

者
は

容
易

に
協

定
書

に
捺

印
す

る
と

予
想

さ
れ

る
。

行
政

側
の

事
前

チ
ェ

ッ
ク

の
実

効
性

を
高

め
る

た
め

に
は

、
例

え
ば

、
森

林
経

営
計

画
の

写
し

を
求

め
る

こ
と

が
有

効
で

は
な

い
か

。
森

林
経

営
計

画
は

永
続

的
な

森
林

経
営

に
よ

り
5
年

間
の

素
材

生
産

量
が

決
め

ら
れ

て
お

り
、

必
ず

計
画

上
の

素
材

量
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
発

電
設

備
の

認
定

申
請

時
に

添
付

の
義

務
化

を
す

べ
き

た
と

思
う

。
た

だ
、

燃
料

用
の

C
材

は
、

そ
の

う
ち

の
1
割

～
3
割

程
度

と
予

測
さ

れ
る

た
め

、
そ

こ
を

加
味

し
て

認
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.2

0
.9

▲
 2

.3
↓

今
後

も
周

辺
に

競
合

す
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

あ
る

限
り

、
必

要
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

確
保

に
は

苦
慮

す
る

と
思

う
が

、
引

き
続

き
、

新
た

な
調

達
先

と
し

て
、

素
材

生
産

事
業

者
、

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

、
製

材
事

業
者

な
ど

の
供

給
先

と
長

期
安

定
供

給
契

約
や

協
定

を
締

結
し

、
調

達
量

の
安

定
化

を
図

る
つ

も
り

で
あ

る
。

○
行

政
が

発
電

設
備

の
認

定
時

に
お

い
て

、
計

画
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

こ
と

は
、

現
実

的
に

は
困

難
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

が
、

可
能

な
限

り
踏

み
込

ん
で

、
申

請
事

業
者

か
ら

、
計

画
の

内
容

、
特

に
原

料
の

調
達

計
画

の
妥

当
性

に
つ

い
て

確
認

す
る

こ
と

は
必

要
で

あ
る

。

0
.5

万
kW

級
3
.4

2
.4

▲
 1

.0
↓

今
後

も
周

辺
に

競
合

す
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

あ
る

限
り

、
必

要
な

燃
料

チ
ッ

プ
の

確
保

に
は

苦
慮

す
る

と
思

う
。

○
新

規
の

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

際
に

は
、

既
設

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

所
の

燃
料

調
達

に
影

響
の

な
い

こ
と

を
行

政
が

確
認

す
る

必
要

は
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.5

4
.4

0
.9

↓
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
今

後
調

達
が

難
し

く
な

る
場

合
を

想
定

し
、

当
初

は
想

定
し

て
い

な
か

っ
た

他
県

か
ら

も
一

般
木

質
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
に

相
当

す
る

製
材

端
材

の
調

達
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

－
ま

だ
運

転
開

始
後

間
も

な
い

た
め

、
行

政
が

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

供
給

に
関

し
て

、
ど

の
程

度
関

与
で

き
る

余
地

が
あ

る
の

か
コ

メ
ン

ト
で

き
る

立
場

に
な

い
。

1
.5

万
kW

級
4
.6

2
.6

▲
 2

.0
↓

同
じ

県
内

だ
け

で
も

、
既

に
2
社

が
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

の
認

定
を

取
得

し
て

お
り

、
う

ち
1
社

（
0
.5

万
kW

級
）
は

既
に

運
転

を
開

始
し

て
お

り
、

残
り

の
1
社

（
2
万

kW
超

）
は

、
今

後
運

転
開

始
予

定
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

は
顕

在
化

し
て

お
り

、
今

後
の

調
達

見
通

し
は

厳
し

い
と

予
想

し
て

い
る

が
、

既
存

の
取

引
先

で
あ

る
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
と

の
信

頼
関

係
を

さ
ら

に
深

め
、

新
規

の
取

引
先

を
開

拓
す

る
な

ど
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

調
達

ル
ー

ト
の

多
様

化
を

進
め

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
る

。

○
国

が
各

都
道

府
県

の
森

林
資

源
の

賦
存

量
を

把
握

し
、

搬
出

コ
ス

ト
や

搬
出

可
能

量
の

試
算

を
精

緻
に

行
う

こ
と

に
は

限
界

が
あ

る
と

思
う

が
、

統
計

的
な

手
法

を
活

用
す

る
な

ど
し

て
可

能
な

限
り

、
事

業
採

算
性

に
見

合
う

バ
イ

オ
マ

ス
賦

存
量

が
計

画
エ

リ
ア

周
辺

に
存

在
す

る
の

か
、

近
隣

の
発

電
設

備
と

調
達

エ
リ

ア
が

被
ら

な
い

か
、

経
済

性
に

見
合

う
調

達
エ

リ
ア

を
想

定
し

て
い

る
か

な
ど

の
観

点
か

ら
、

調
達

計
画

の
妥

当
性

の
審

査
は

行
う

必
要

は
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
3
.0

1
.6

▲
 1

.4
↓

隣
接

す
る

複
数

の
県

内
に

、
燃

料
チ

ッ
プ

が
競

合
す

る
と

思
わ

れ
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

続
々

と
認

定
さ

れ
て

お
り

、
把

握
し

て
い

る
も

の
だ

け
で

も
、

5
設

備
（
1
万

kw
未

満
の

設
備

：
4
、

7
.5

万
kw

級
の

設
備

1
）
あ

る
。

こ
の

う
ち

発
電

規
模

1
万

kw
未

満
の

4
発

電
設

備
に

つ
い

て
は

、
既

に
運

転
を

開
始

し
て

お
り

、
地

元
自

治
体

が
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
に

関
し

て
独

自
の

補
助

金
を

交
付

し
て

い
る

こ
と

も
あ

り
、

健
全

な
競

争
を

阻
害

し
て

い
る

。
ま

た
、

こ
れ

ら
の

発
電

設
備

を
運

営
す

る
事

業
者

は
、

県
外

で
も

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

当
県

の
間

伐
材

等
に

も
手

を
付

け
始

め
て

い
る

と
の

情
報

が
あ

り
地

元
自

治
体

か
ら

価
格

面
で

優
遇

さ
れ

た
こ

れ
ら

の
事

業
者

が
本

格
的

に
燃

料
の

調
達

に
乗

り
出

し
て

く
る

と
、

今
後

、
競

争
は

さ
ら

に
激

化
し

、
価

格
の

高
騰

化
を

招
く

の
で

は
な

い
か

と
心

配
し

て
い

る
。

○
再

エ
ネ

特
措

法
に

よ
る

認
定

を
受

け
た

発
電

設
備

は
、

公
共

性
の

高
い

民
間

施
設

で
あ

り
、

地
域

林
業

界
の

活
性

化
を

促
す

重
要

な
施

設
で

あ
る

。
一

度
、

国
の

認
定

が
下

り
て

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

流
れ

が
で

き
上

が
っ

た
も

の
を

燃
料

の
調

達
が

滞
る

な
ど

し
て

運
転

を
停

止
し

た
場

合
の

地
元

へ
の

ダ
メ

ー
ジ

は
計

り
知

れ
な

い
も

の
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

新
規

で
発

電
設

備
の

認
定

を
受

け
る

際
に

は
、

行
政

が
既

存
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
の

利
用

状
況

（
既

存
の

発
電

設
備

を
含

む
）
に

影
響

が
出

な
い

か
、

特
に

地
域

（
都

道
府

県
）
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
燃

料
の

賦
存

量
や

利
用

可
能

量
と

発
電

規
模

バ
ラ

ン
ス

を
管

理
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

や
む

を
得

ず
都

道
府

県
を

越
え

て
燃

料
調

達
が

必
要

と
な

る
場

合
に

は
、

関
係

す
る

都
道

府
県

が
共

に
関

与
し

て
調

整
す

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
認

定
後

も
必

要
に

応
じ

て
行

政
に

よ
る

定
期

的
な

聴
き

取
り

調
査

及
び

指
導

は
、

発
電

設
備

の
長

期
的

か
つ

安
定

的
な

経
営

を
実

施
さ

せ
る

た
め

に
は

必
要

不
可

欠
で

あ
る

と
考

え
る

。

5 6 7 8 1
09



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

2
.5

万
kW

級
0
.3

0
.0

▲
 0

.3
→

当
初

か
ら

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

に
は

期
待

し
て

い
な

か
っ

た
が

、
今

後
は

主
要

燃
料

で
あ

る
建

設
資

材
廃

棄
物

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

更
に

厳
し

く
な

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
た

め
、

一
般

木
質

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

の
更

な
る

収
集

増
が

必
要

と
考

え
て

い
る

。

－
発

電
設

備
の

認
定

時
に

行
政

が
燃

料
チ

ッ
プ

の
安

定
供

給
の

観
点

か
ら

一
定

の
関

与
を

す
べ

き
か

ど
う

か
は

何
と

も
言

え
な

い
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.1

0
↓

現
在

の
と

こ
ろ

は
計

画
ど

お
り

の
燃

料
チ

ッ
プ

が
調

達
で

き
て

い
る

が
、

近
隣

に
は

大
規

模
な

発
電

設
備

が
続

々
と

認
定

を
受

け
て

お
り

、
既

存
の

製
紙

会
社

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

伐
採

か
ら

チ
ッ

プ
化

さ
れ

、
燃

料
と

し
て

持
ち

込
ま

れ
る

ま
で

の
サ

イ
ク

ル
が

早
く

な
り

、
当

初
想

定
し

て
い

た
燃

料
チ

ッ
プ

の
水

分
率

が
上

昇
し

て
い

る
。

こ
の

地
区

で
は

、
さ

ら
に

ま
だ

新
し

い
バ

イ
オ

マ
ス

プ
ラ

ン
ト

が
オ

ー
プ

ン
し

て
い

く
と

の
情

報
も

あ
り

、
将

来
的

に
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

ど
の

よ
う

な
形

に
な

っ
て

い
く

か
、

先
行

き
が

見
通

し
に

く
い

状
況

と
な

っ
て

い
る

。

○
新

規
の

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

場
合

は
、

行
政

は
、

具
体

的
に

調
達

先
は

ど
こ

で
、

話
は

で
き

て
い

る
の

か
、

量
は

ど
の

程
度

な
の

か
、

調
達

に
か

け
ら

れ
る

コ
ス

ト
を

ど
の

程
度

と
考

え
て

い
る

か
な

ど
を

ヒ
ア

リ
ン

グ
に

よ
り

確
認

し
、

周
辺

地
域

に
は

競
合

の
発

電
所

が
既

に
に

い
く

つ
も

存
在

し
て

い
る

こ
と

や
、

そ
れ

ら
と

協
調

し
な

け
れ

ば
お

互
い

2
0
年

間
存

続
で

き
な

い
こ

と
を

伝
え

て
い

た
だ

き
た

い
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.1

0
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

設
置

さ
れ

れ
ば

、
木

質
資

源
の

確
保

が
難

し
く

な
る

可
能

性
が

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
が

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
の

競
合

が
激

し
く

な
っ

て
も

当
発

電
設

備
は

グ
ル

ー
プ

企
業

の
事

業
と

タ
イ

ア
ッ

プ
し

、
安

定
的

な
燃

料
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
て

い
る

。

○
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

設
備

を
設

置
す

る
場

合
、

間
伐

材
等

由
来

の
原

木
の

賦
存

量
は

、
事

業
者

に
と

っ
て

発
電

設
備

の
運

転
継

続
に

必
要

不
可

欠
な

情
報

で
あ

る
た

め
、

行
政

が
で

き
る

範
囲

で
地

域
の

賦
存

量
を

把
握

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
そ

の
上

で
、

行
政

は
発

電
設

備
の

認
定

を
行

う
に

際
し

、
発

電
設

備
の

設
置

事
業

者
に

対
し

、
例

え
ば

、
燃

料
調

達
先

と
そ

の
調

達
先

の
素

材
生

産
事

業
者

の
生

産
規

模
、

取
引

先
別

、
供

給
量

等
燃

料
調

達
の

信
頼

性
を

チ
ェ

ッ
ク

で
き

る
書

類
を

添
付

さ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

性
を

審
査

す
べ

き
で

あ
る

。

1
1

1
2

1
3



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

5
.0

万
kW

以
上

1
.7

1
.5

▲
 0

.2
↓

今
後

は
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
の

運
転

開
始

が
予

定
さ

れ
て

お
り

、
規

模
の

大
き

な
も

の
で

は
、

２
万

～
1
5
万

kW
級

の
発

電
設

備
が

控
え

て
い

る
た

め
、

今
後

さ
ら

に
競

合
は

激
化

し
、

間
伐

材
等

由
来

・
建

設
資

材
廃

棄
物

と
も

に
、

量
的

・
価

格
的

な
安

定
調

達
は

厳
し

さ
を

増
す

と
考

え
て

い
る

。

○
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
は

、
都

道
府

県
を

ま
た

が
る

場
合

が
あ

る
た

め
、

行
政

は
、

都
道

府
県

単
位

で
は

な
く

、
調

達
エ

リ
ア

全
体

で
安

定
供

給
で

き
る

か
否

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
新

規
発

電
設

備
の

認
定

に
際

し
て

、
周

辺
地

域
に

お
け

る
既

存
設

備
の

集
荷

実
績

を
把

握
し

、
追

加
供

給
に

余
裕

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
場

合
の

み
認

定
す

べ
き

で
、

見
込

数
量

の
み

で
安

易
に

認
定

す
べ

き
で

は
な

い
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
0
.1

0
.3

0
.2

↓
現

在
の

と
こ

ろ
、

当
初

の
計

画
ど

お
り

燃
料

チ
ッ

プ
は

調
達

で
き

て
い

る
と

考
え

て
い

る
が

、
主

燃
料

で
あ

る
一

般
木

質
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
は

、
併

設
す

る
合

板
工

場
か

ら
出

て
く

る
残

材
等

に
頼

っ
て

お
り

、
今

後
、

合
板

の
生

産
状

況
に

よ
り

調
達

量
が

変
わ

っ
て

く
る

可
能

性
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

不
足

し
た

場
合

は
、

間
伐

材
等

由
来

の
チ

ッ
プ

で
補

充
す

る
形

を
想

定
し

て
い

る
が

、
山

に
あ

る
本

当
に

使
わ

れ
て

い
な

い
「
林

地
未

利
用

材
」
が

使
わ

れ
ず

、
他

の
用

途
に

も
利

用
で

き
る

材
料

を
取

り
合

っ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

り
、

こ
の

ま
ま

木
材

の
カ

ス
ケ

ー
ド

利
用

が
壊

れ
、

原
木

価
格

が
高

騰
し

、
木

材
産

業
の

雇
用

が
壊

れ
て

い
く

の
で

は
な

い
か

と
不

安
を

感
じ

て
い

る
。

○
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
を

調
達

す
る

に
当

た
り

、
本

当
の

意
味

で
未

利
用

と
な

っ
て

い
る

林
地

残
材

だ
け

で
は

な
く

、
現

行
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

認
め

ら
れ

て
い

る
間

伐
材

等
由

来
の

木
材

を
集

め
よ

う
と

す
る

と
、

既
存

用
途

と
の

競
争

は
避

け
ら

れ
な

い
た

め
、

こ
れ

ま
で

ど
お

り
行

政
の

一
定

の
関

与
は

必
要

で
あ

る
と

思
う

。
し

か
し

、
こ

の
際

、
間

伐
材

等
由

来
の

定
義

を
見

直
し

、
本

当
に

利
用

さ
れ

て
い

な
い

材
だ

け
を

高
い

調
達

価
格

に
見

直
し

、
そ

の
ほ

か
競

合
し

得
る

も
の

は
一

般
木

質
由

来
と

同
程

度
の

調
達

価
格

に
で

き
れ

ば
、

行
政

の
関

与
度

は
低

く
な

り
、

既
存

事
業

と
の

過
度

な
競

争
は

避
け

ら
れ

る
の

で
は

な
い

か
。

0
.5

万
kW

級
4
.1

2
.9

▲
 1

.2
↓

現
状

は
、

国
有

林
の

入
札

な
ど

で
ス

ポ
ッ

ト
的

に
燃

料
チ

ッ
プ

を
確

保
し

て
い

っ
て

い
る

が
、

価
格

に
つ

い
て

は
、

需
給

バ
ラ

ン
ス

が
崩

れ
、

既
に

昨
年

度
比

で
ト

ン
当

た
り

5
0
0
円

程
度

上
昇

し
て

お
り

、
今

後
、

周
辺

地
域

に
新

た
な

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
が

開
設

さ
れ

る
と

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
競

合
は

さ
ら

に
激

化
し

、
価

格
も

高
騰

す
る

の
で

は
な

い
か

と
心

配
し

て
い

る
。

○
行

政
が

長
期

に
わ

た
り

発
電

事
業

者
へ

の
未

利
用

材
の

供
給

可
能

量
を

正
確

に
把

握
す

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
と

思
う

。
ま

た
、

同
様

に
、

発
電

事
業

者
か

ら
み

て
も

、
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
に

は
気

候
変

動
等

の
要

素
も

多
分

に
影

響
す

る
こ

と
か

ら
、

計
画

的
に

未
利

用
材

を
調

達
す

る
こ

と
は

困
難

な
状

況
で

あ
る

と
思

う
。

し
か

し
な

が
ら

、
発

電
設

備
の

認
定

時
に

お
い

て
、

行
政

は
認

定
申

請
者

の
燃

料
の

調
達

方
法

（
集

荷
場

所
・
調

達
量

・
価

格
）
、

事
業

の
実

現
性

等
の

基
本

ス
キ

ー
ム

及
び

そ
の

実
行

の
継

続
的

な
確

認
は

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

0
.5

万
kW

級
1
.8

2
.3

0
.5

↑
当

発
電

設
備

の
燃

料
は

、
隣

接
す

る
グ

ル
ー

プ
企

業
の

木
材

工
場

が
一

括
で

調
達

し
て

お
り

、
Ａ

材
、

Ｂ
材

は
、

製
材

と
し

て
利

用
し

、
Ｃ

材
は

、
発

電
燃

料
と

し
て

利
用

す
る

と
い

っ
た

グ
ル

ー
プ

全
体

で
木

材
を

合
理

的
に

調
達

す
る

仕
組

み
が

整
っ

て
い

る
た

め
、

短
期

的
に

は
、

木
材

原
料

が
競

合
す

る
瞬

間
が

発
生

す
る

可
能

性
は

あ
り

得
る

も
の

の
、

長
期

的
に

は
、

安
定

調
達

に
優

位
性

が
あ

る
た

め
、

特
に

問
題

な
い

と
考

え
て

い
る

。

×
行

政
と

し
て

監
督

責
任

の
観

点
か

ら
、

燃
料

チ
ッ

プ
を

安
定

的
に

確
保

で
き

な
い

失
敗

事
例

を
避

け
た

い
と

い
う

思
い

は
、

自
然

な
流

れ
で

あ
る

と
理

解
で

き
る

が
、

そ
も

そ
も

、
新

た
に

生
ま

れ
る

市
場

に
失

敗
は

つ
き

も
の

で
あ

り
、

そ
の

供
給

可
能

量
を

適
正

か
否

か
を

見
極

め
る

こ
と

は
様

々
な

要
因

が
複

雑
に

絡
み

あ
う

た
め

、
極

論
を

言
う

と
不

可
能

で
あ

る
と

言
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
ま

た
、

行
政

が
監

督
の

名
の

下
で

、
発

電
事

業
者

の
供

給
可

能
量

を
担

保
さ

せ
る

こ
と

を
縛

れ
ば

縛
る

ほ
ど

、
今

後
の

普
及

の
足

か
せ

と
な

る
た

め
、

今
後

、
行

政
側

と
し

て
は

極
力

燃
料

供
給

に
は

関
与

せ
ず

、
な

ぜ
安

定
供

給
が

で
き

る
の

か
そ

の
仕

組
み

を
答

え
さ

せ
る

程
度

で
十

分
な

の
で

は
な

い
か

と
思

う
。

1
4

1
5

1
6

1
7



年
間

使
用
計

画
量

年
間

使
用

実
績

量
差

①
②

②
－

①

№
発
電

出
力

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ
ッ
プ

（
↓
：
厳
し
い
、
予
想
が
で
き
な
い
、
↑
：
明
る
い
、
→
：
何
と
も
言
え
な
い
）

安
定

的
な
燃

料
チ
ッ
プ
の

調
達

の
可

否
に
関

し
て
行

政
が

チ
ェ
ッ
ク
を
行

う
べ

き
か

ど
う
か

に
つ
い

て
間
伐
材
等
由
来
の
燃
料
チ
ッ
プ
の
今
後
の
調
達
見
通
し
に
つ
い
て

（
○

：
行

う
べ
き
、
×

：
行

う
べ
き
で
は
な
い
、
－

：
何

と
も
言

え
な
い
）

0
.5

万
kW

級
3
.7

3
.7

0
↓

運
転

開
始

の
2
年

ほ
ど

前
か

ら
、

主
燃

料
で

あ
る

間
伐

材
等

由
来

の
未

利
用

木
材

の
調

達
を

開
始

し
て

い
る

が
、

そ
の

後
、

円
安

や
新

興
国

の
成

長
に

伴
う

国
産

材
の

輸
出

の
増

大
し

た
こ

と
、

周
辺

地
域

に
お

け
る

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
設

備
の

開
設

が
相

次
い

だ
こ

と
に

よ
り

、
現

在
の

原
木

の
買

入
価

格
は

当
時

の
約

2
～

2
.5

倍
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

今
後

、
調

達
の

見
通

し
は

、
量

と
価

格
の

両
面

で
決

し
て

明
る

く
な

い
と

考
え

て
い

る
。

○
現

在
、

発
電

設
備

の
認

定
を

行
う

に
当

た
っ

て
、

行
政

は
素

材
生

産
事

業
者

等
と

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

や
同

意
書

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
に

よ
り

、
発

電
設

備
の

燃
料

供
給

の
安

定
性

を
チ

ェ
ッ

ク
し

て
い

る
と

思
う

が
、

既
存

施
設

と
の

競
争

が
激

化
し

て
い

る
現

状
で

は
、

こ
れ

が
必

ず
し

も
効

力
を

発
揮

す
る

も
の

と
は

な
っ

て
い

な
い

。
こ

の
た

め
、

行
政

と
し

て
行

っ
て

い
た

だ
き

た
い

こ
と

は
、

①
林

野
庁

の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
逸

脱
し

た
場

合
の

罰
則

規
定

を
設

け
る

こ
と

、
②

発
電

設
備

を
認

定
し

た
後

に
当

初
の

計
画

ど
お

り
燃

料
チ

ッ
プ

の
調

達
が

確
保

で
き

て
い

る
か

、
調

達
先

に
関

す
る

ト
レ

ー
ス

を
行

う
こ

と
、

③
カ

ス
ケ

ー
ド

利
用

推
進

の
観

点
か

ら
、

燃
料

チ
ッ

プ
の

カ
ス

ケ
ー

ド
利

用
に

つ
い

て
の

実
態

を
明

ら
か

に
し

、
必

要
に

応
じ

て
是

正
指

導
を

行
う

こ
と

を
お

願
い

し
た

い
。

2
.0

万
kW

級
0
.6

1
.1

0
.5

↓
現

状
は

、
ほ

ぼ
計

画
ど

お
り

に
燃

料
チ

ッ
プ

は
調

達
で

き
て

い
る

と
考

え
て

い
る

が
、

様
々

な
情

勢
変

化
が

起
こ

っ
て

い
る

現
状

で
は

、
今

後
は

、
必

ず
し

も
当

初
の

計
画

ど
お

り
調

達
が

で
き

る
と

は
断

言
で

き
ず

、
新

た
な

調
達

先
の

拡
大

な
ど

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

態
も

想
定

し
て

い
る

。

○
発

電
設

備
の

燃
料

調
達

に
関

し
て

、
行

政
の

一
定

程
度

の
関

与
は

必
要

と
考

え
て

い
る

が
、

発
電

燃
料

が
既

存
用

途
へ

の
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
な

い
か

に
つ

い
て

、
発

電
事

業
者

か
ら

、
製

紙
会

社
等

に
聞

き
取

り
を

行
わ

せ
よ

う
と

す
る

と
、

都
合

の
よ

い
よ

う
に

解
釈

し
、

「
影

響
は

な
い

」
な

ど
と

し
て

行
政

に
報

告
し

て
き

て
い

る
可

能
性

も
捨

て
き

れ
な

い
の

で
、

裏
を

と
る

意
味

で
は

、
林

野
庁

等
が

直
接

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
う

べ
き

で
あ

る
と

思
う

。

1
.0

万
kW

級
5
.5

2
.4

▲
 3

.1
↓

今
後

も
あ

る
程

度
の

製
紙

会
社

と
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

競
合

は
避

け
ら

れ
な

い
と

考
え

、
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

買
取

価
格

を
製

紙
工

場
の

取
引

価
格

に
負

け
な

い
よ

う
値

上
げ

（
ト

ン
当

た
り

1
,5

0
0
円

程
度

）
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
後

は
、

周
辺

地
域

で
運

転
を

開
始

し
て

い
る

既
存

の
バ

イ
オ

マ
ス

発
電

所
と

交
流

を
行

い
、

発
電

所
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
作

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

燃
料

の
融

通
な

ど
を

行
う

こ
と

も
協

議
し

て
い

る
。

×
行

政
が

発
電

設
備

の
燃

料
調

達
の

可
能

性
や

、
既

存
用

途
へ

の
影

響
等

を
確

認
す

る
こ

と
に

は
限

界
が

あ
る

と
思

う
。

山
か

ら
安

定
し

て
木

材
を

搬
出

す
る

こ
と

が
可

能
か

、
海

外
か

ら
安

定
し

て
木

材
を

調
達

で
き

る
か

は
、

正
直

誰
も

予
測

で
き

な
い

。
一

方
で

、
山

か
ら

伐
り

出
さ

れ
た

同
じ

木
質

燃
料

で
あ

っ
て

も
、

現
状

は
、

原
木

の
ま

ま
未

利
用

材
と

し
て

利
用

す
れ

ば
間

伐
材

等
由

来
の

調
達

価
格

が
適

用
さ

れ
、

い
っ

た
ん

製
材

に
し

、
端

材
と

な
っ

た
も

の
を

利
用

す
る

場
合

は
、

一
般

木
質

由
来

の
調

達
価

格
が

適
用

さ
れ

る
時

点
で

、
制

度
を

複
雑

化
し

、
行

政
が

計
画

の
妥

当
性

を
判

断
し

づ
ら

い
も

の
に

な
っ

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

こ
れ

ら
の

価
格

区
分

は
統

一
す

べ
き

で
あ

る
。

0
.5

万
kW

級
4
.0

4
.0

0
↓

今
後

の
燃

料
チ

ッ
プ

に
関

す
る

調
達

見
通

し
は

、
厳

し
さ

が
増

す
と

予
想

し
て

い
る

が
、

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

に
つ

い
て

は
、

全
国

レ
ベ

ル
で

は
比

較
的

高
値

で
あ

る
買

取
価

格
を

設
定

し
て

お
り

、
こ

れ
ま

で
の

デ
ー

タ
や

県
内

で
発

生
し

て
い

る
間

伐
材

の
量

か
ら

み
て

も
、

一
定

量
は

確
保

で
き

る
と

判
断

し
て

い
る

。
一

方
で

、
今

後
の

間
伐

材
等

由
来

の
燃

料
チ

ッ
プ

が
不

足
す

る
事

態
を

想
定

し
て

、
当

初
の

発
電

設
備

の
認

定
時

に
は

想
定

し
て

い
な

か
っ

た
一

般
木

質
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
や

P
K

S
に

つ
い

て
も

、
設

備
の

変
更

認
定

申
請

を
行

い
、

燃
料

と
し

て
混

焼
で

き
る

よ
う

に
し

た
が

、
今

後
は

、
さ

ら
に

海
外

産
ペ

レ
ッ

ト
等

の
調

達
に

向
け

て
も

準
備

を
粛

々
と

進
め

て
ま

い
り

た
い

。

○
発

電
設

備
の

認
定

時
に

燃
料

チ
ッ

プ
の

安
定

供
給

の
観

点
か

ら
、

行
政

が
一

定
の

事
前

チ
ェ

ッ
ク

は
行

う
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

が
、

現
状

以
上

に
行

政
が

関
与

で
き

る
範

囲
は

限
ら

れ
る

と
思

う
。

－
4
2
.0

4
4
.8

2
.8

（
注

）
1 2 3

2
0

2
1

1
8

　
「
№

」
欄

は
、

図
表

2
－

(3
)－

ア
－

④
に

対
応

し
て

い
る

。

　
当

省
の

調
査

結
果

に
よ

る
。

計

　
「
間

伐
材

等
由

来
の

燃
料

チ
ッ

プ
の

年
間

使
用

計
画

量
・
年

間
使

用
実

績
量

」
に

つ
い

て
は

、
図

表
2
－

(3
)－

ア
－

④
に

よ
る

。

1
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未利用間伐材等を燃料とする木質バイオマス発電設備認定の申

請をされる事業者の方へ 

木質バイオマス発電のうち、未利用間伐材等を使用燃料とする場合につ

いては、燃料となる木材が安定的に供給されること、既存の用途への影響

が少ないことなどを確認するため、以下の対応をお願いします。 

１ 都道府県林務担当部局等への事前説明について 

 地域の森林資源の供給及び利用に関する方針や計画は、都道府県林務

担当部局が中心となって策定しています。このため、設備認定申請を行

う段階において、燃料（原木）の調達範囲となっている都道府県の当該

部局に対し、当該発電計画（特に①燃料の使用予定数量に対する木材供

給者毎の調達予定数量内訳、②素材生産者による増産方策をはじめとす

る燃料調達計画、③既存の需要者への対応）について、十分説明してく

ださい。原木の調達範囲が複数県にまたがる場合は、それぞれの都道府

県の当該部局に説明してください。その際、原木の調達範囲と未利用材

の賦存状況との整合が図られているか等について、当該部局に確認して

ください。 

なお、国有林からの燃料調達を検討している場合は、当該国有林を管

轄している森林管理局及び森林管理署等にも同様の対応をしてください。 

２ 林野庁におけるヒアリングについて 

木質バイオマス発電の設備認定の審査に当たっては、林野庁にてヒア

リングを実施し、都道府県林務担当者と木材供給者（森林組合等）も交

えて事業計画の確認と情報の共有を行います。

　ヒアリングに当たっては、記載例を参考に別添の事前チェック票につ

いて関係者（都道府県林務担当者、木材供給者等）と調整の上、記載を

お願いしています。 

また、ヒアリング時には、燃料となる木材が安定的に供給されること

について十分確認するため、木材の安定供給協定（発電事業者とチップ

生産業者との協定、チップ生産業者と木材供給者との協定等）の写しな

ど安定的に供給されることが具体的にわかる書類の持参をお願いしてい

ますので、あらかじめ木材供給者と調達予定数量等について協議を行う

など、ご準備いただくようお願いします。 

本件に関する問合せ先 

林野庁木材利用課木質バイオマス推進班 

  電話： 03-6744-2297

図表2－(3)－ア－⑦　林野庁が間伐材等由来の木質バイオマス発電設備の認定を受ける事業者向けに出した
文書（平成27年7月公表）

003261
長方形



ＦＩＴ設備認定における事前チェックについて 

林野庁 木材利用課 

１ 申請の概要 

  申請者     株式会社○○バイオマス 

発電所位置   ○○県○○市○○１－２－１ 

 発電能力        ○○kW 既存・新設の別     新設 

運転開始日  平成28年○月○日 

 使用燃料   

 

 

 

 

 

 

 

 燃料種類 具体的種類 予定使用量(ｔ) 購入予定価格(円/t) 

間伐材等由来の

木質バイオマス 

未利用材 

低質材 

20,000 

 

7,900～9,000円/ｔ 

 (チップ)    

一般木質バイオ

マス 

 

間伐材由来以外

の一般低質材・剪

定枝・虫害木 

20,000 6,500円/ｔ(チップ) 

製材端材 20,000 4,000円/t 

PKS 10,000 12,000円/t 

建設資材廃棄物 建築廃材 10,000 2,000円/ｔ 

その他 流木等 10,000t 1,000円/ｔ 

（ＦＩＴ設備認定申請書の記載内容と同一か確認するとともに、提出時点から変更がある場

合は申請書の差し替えを行うこと。） 

※運転開始数年後の目標などではなく、運転開始時に収集可能な使用燃料とすること。 

※以下に、購入予定価格の考え方（どの時点での価格か、含水率、価格に幅がある場合の理

由等）を記載 

購入予定価格：発電所着価格(2015 年○月現在) 

含水率（PKS 及び建設資材廃棄物を除く）：40% 

      

２ 事前審査結果（聴き取り結果） 

聴取年月日 平成27年○月○日  聴取方法  面談 

回答者 （発電事業者）(株)○○バイオマス：○○、○○、○○ 

（素材生産業者）○○協同組合：○○、○○ 

○○林業株式会社：○○ 

○○ホールディングス：○○ 

（行政）○○県○○部○○課：○○、○○ 
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① 木材の買取価格が適正か（山側への還元が十分なされているか） 

 ・ 未利用間伐材の区分（32 円/kWh）の場合、発電所着価格で下限 8,000 円/t 程度を想定

しつつ、コスト構造がどうなっているか。また、川上（木質バイオマス供給者）と合意し

ているかどうか。 

未利用材5,400～6,500円/ｔ（山土場価格）、チップ加工賃2,500円/ｔ 

 運賃（山土場～チップ工場）：1,000円/ｔ、運賃（チップ工場～発電所）：○円/ｔ（該当す

する場合に記載） 

一般木材4,000円/ｔ（運賃込）、チップ加工賃2,500円/ｔ 

流木等：1,000円/ｔ 

未利用材については併設工場でチップ化、その他はチップで入荷。集材範囲は県東地域で30～5

0km程度。PKSはインドネシアから。 

山元への還元は、1,000円/tの還元。 

 

②  林業・山村地域等の活性化への配慮があるか 

   ・ 地域内への波及効果、雇用創出効果（具体の人数）、地域林業への効果が十分にあるか。 

①発電所運転員：15名（３交代）②燃料加工員：15名③木質集荷・集材・運搬人員：60名 

総勢90名の新規雇用が創出を見込む。 

また、松くい被害木が有効活用されることを地元から期待されている。 

 

③  燃料を安定調達できるか 

 ・ 燃料をどのように調達しようとしているのか。地元の素材生産業者と供給等の協定を結

んでいるか。 

発電所運転開始５年後までの期間において数量を定めた木質バイオマス供給者との安定

供給契約を締結済みであり、協定数量により本発電所計画の使用予定量を十分賄える見通し

。(○○協同組合、○○森林組合、○○林業㈱)。なお、安定供給に向けた各者の取組みは以

下のとおりで、協定数量は十分達成できると考えている。なお、集材範囲は○○地域を中心

に発電所から半径○km程度。 

・○○協同組合 

現場にあるC材、D材を可能な限り山から出すよう組合員に周知徹底し、地域にあった全幹

、全木集材システムを構築し、Ｃ材、Ｄ材が低コストで集材できるよう伐出システムを転換

していく。なお、使用燃料のうち間伐材等由来バイオマスと一般木質バイオマス（製材端材

除く）の９割を相当する量をとりまとめる窓口となる。 

・○○森林組合 

間伐材の増産やカスケード利用、松くい被害木、ダムの流木等の活用により増産体制を構

築する。 

・(有)○○林業 

民有林の購入により増産体制を構築する。 

・○○林業(株) 

多くの製材端材を保有しており、仮に未利用材の供給が不足しても製材端材により不足分

を補う事は可能と考えている 
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・ 燃料調達の内訳について、下表にまとめて記載すること。その際、ＦＩＴ設備認定申請

書の記載内容との整合を確保すること。 

素材生産業者

名 

現状の素材

生産量 

今後の素材生産計画量 素材生産量拡大の方策 

 うち FIT向け 

○○林業 ｽｷﾞ 5,000m3 ｽｷﾞ 10,000m3 ｽｷﾞ 4,000m3 作業班の増加（３班体制から５

班体制へ） 

高性能林業機械の導入 

△△森林組合 ｽｷﾞ 8,000m3 

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ

3,000m3 

ｽｷﾞ 10,000m3 

ｶﾗﾏﾂ 3,000m3 

ｽｷﾞ 2,000m3 単幹集材から全木集材への転

換による林地残材の集材 

□□素材流通

協同組合 

ｽ ｷ ﾞ

25,000m3 

ｶ ﾗ ﾏ ﾂ

10,000m3 

   

     

 

 

④  既存用途への影響があるか 

・ 伐採段階、加工段階において、製材、合板用など既存用途との関係で影響が少ないこと

を地元の関係者に確認しているか。 

近隣の製紙会社は、バイオマス発電の計画について、①素材生産業者が針葉樹へシフト、②

トラックや運転手の争奪戦、③針葉樹チップの集荷が難しくなることを懸念。 

合板工場は、上記①に加えて、Ｂ材への浸食を懸念 

 これに対し、これまで未利用だった材を活用することを十分説明した上で、①カスケード

利用の推進により生産量の増大と生産者の作業環境の改善を図り、生産量を増加させる取り

組みを行う、②材はあるが山から出せない事態を想定し、出資者の物流会社との協業により

、未利用材の回収システムを構築する、③価格については、地域の相場を把握し既存企業へ

の影響が出ないように事業運営していくことを示し、懸念が払拭されるよう関係者と十分な

調整を図っていく。 

なお、製材工場は、背板チップを多く保有しており、現状遠方に出荷している状況であり

、近くに発電所ができることを歓迎している。 
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・ 当該木質バイオマス発電施設から 50km圏内の大型国産材加工施設（製材工場、合板工場

等）、製紙工場、木質バイオマス発電施設を具体的に記入の上、聞き取り内容と対応方針を下

表にまとめて記載すること。 

工場名 所在地 樹種別年間素

材消費量 

ヒアリング結果 対応方針 

製 材 工

場 

A 木材

○○工

場 

ス ギ

30,000m3 

自社で使う原木は A

材でバイオマス用と

は競合しない。 

特に必要無い。 

製 材 工

場 

B 製材 ﾋﾉｷ 10,000m3 同上 特に必要無い。 

合 板 工

場 

C 合板

△△工

場 

ス ギ

50,000m3 

ﾋﾉｷ 20,000m3

当社の集荷する B 材

がﾊﾞｲｵﾏｽ用に流れる

ことを懸念。 

▲▲素材流通協同組

合が素材生産量を●

m3から■m3に増やし、

B 材と C,D 材の仕分け

を徹底することで合

板用への供給を従来

通り確保できること

を確認。 

集 成 材

工場 

製 紙 工

場 

⑤ 山側への要望等はないか

・ 事業を進めるにあたっての山側への要望や課題はないか。

安定供給を行うための対応策(人工、車両、土場等)について、事業者として一緒に取り組ん

でいく事が重要。伐採班の拡大や回収車両について、どの程度不足しているのかを把握し協議

を進めていきたい。 

⑥ 住民、既存分野の関係者等からのネガティブな反応とそれに対する対応

2015年○月、住民説明会を実施。環境影響調査を含め地域への配慮を万全にする事で合意。

また、地元の雇用についても実施していく旨を説明。 

（注）　下線は、当省が付した。
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う ち 、証
明 書 又
は 根 拠
書類に森
林 の 伐
採 箇 所
が 未 記
載 の た
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

うち、証明
書に森林
の伐採箇
所の記載
はあった
が、市町
村名のみ
であるな
ど地番ま
での詳細
な記載が
な い た
め、根拠
書類の伐
採箇所と
照合でき
なかった
もの

うち 、証
明書と根
拠書類で
記載され
た森林の
伐 採 箇
所 が 林
班と地番
で表記が
異なるた
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

(注5） (注5） （注6）

a1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
a2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
b1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
b2 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
c1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
c6 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c7 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c8 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c9 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c10 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
c11 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
d7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d8 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d9 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d10 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d11 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
d12 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d13 間伐材等 ○ ○ ○ ②
d14 間伐材等 ○ ○ ○ 　　 ○ ○
d15 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
f1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
f2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
f3 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
f4 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
h1 間伐材等 ○ － － － － － － － － － ○ － － ①
h2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h4 間伐材等 ○ － － － － － － － － － ○ － － ①
h5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
h7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
i1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i6 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i8 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
i9 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
i10 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
i11 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
i12 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
j1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
j2 間伐材等 ○ ○ ○ ②
j3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
j4 一般木質 ○ ○ 　　 ○ ②
j5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
k1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
l1 一般木質 ○ ○ ○ ②
l2 一般木質 ○ ○ ○ ②
l3 一般木質 ○ ○ ○ ②
l4 一般木質 ○ ○ ○ ②
l5 一般木質 ○ ○ ○ ②
m1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅲ
n2 間伐材等 ○ ○ ○ ②
n3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
n5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○

図表2－（3）－イ－①　調査対象とした発電設備に燃料チップを納入するチップ加工事業者等における木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況

木質バイ
オマス証
明ガイド
ラインど
おりの対
応となっ
ていな
かった
ルートの
区分

根 拠 書
類を入手
していな
かったも
の

根 拠 書
類を入手
していた
もの

14
13

8

9

10

11
12

燃料チップ
の種別

伐採段階

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

証明書を
入手して
いたもの

（チップ加工事業者等→発電設備）

本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書の入手状況
証明書及び根拠書類との伐採箇所の照合結果

(素材生産事業者等→チップ加工事業者等）

照合できなかったもの うち 、証
明 書 及
び 根 拠
書類とも
に同一の
伐 採 箇
所 が 記
載されて
おり、両
者 の 伐
採 箇 所
が照合で
きたもの

証明書の入手状況 根拠書類の入手状況

加工・流通段階

証明書及び根拠書類ともに入手していたもの 本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書を
入手して
いたもの

1

2

6

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

3

4

№

燃料
チップの
納入
ルート
名
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は 根 拠
書類に森
林 の 伐
採 箇 所
が 未 記
載 の た
め、両者
の 伐 採
箇所を照
合できな
かったも
の

うち、証明
書に森林
の伐採箇
所の記載
はあった
が、市町
村名のみ
であるな
ど地番ま
での詳細
な記載が
な い た
め、根拠
書類の伐
採箇所と
照合でき
なかった
もの

うち 、証
明書と根
拠書類で
記載され
た森林の
伐 採 箇
所 が 林
班と地番
で表記が
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木質バイ
オマス証
明ガイド
ラインど
おりの対
応となっ
ていな
かった
ルートの
区分

根 拠 書
類を入手
していな
かったも
の

根 拠 書
類を入手
していた
もの

燃料チップ
の種別

伐採段階

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

証明書を
入手して
いたもの

（チップ加工事業者等→発電設備）

本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書の入手状況
証明書及び根拠書類との伐採箇所の照合結果

(素材生産事業者等→チップ加工事業者等）

照合できなかったもの うち 、証
明 書 及
び 根 拠
書類とも
に同一の
伐 採 箇
所 が 記
載されて
おり、両
者 の 伐
採 箇 所
が照合で
きたもの

証明書の入手状況 根拠書類の入手状況

加工・流通段階

証明書及び根拠書類ともに入手していたもの 本来であ
れば、一
般 木 質
バイオマ
ス由来の
価 格 区
分を適用
すべきと
こ ろ を
誤って、
間 伐 材
等 由 来
の 価 格
区分を適
用してい
たもの

証明書を
入手して
いたもの

証明書を
入手して
いなかっ
たもの

№

燃料
チップの
納入
ルート
名

o1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
p1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
p2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
p3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
p4 間伐材等 ○ ○ ○ ②
p5 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
q1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅰ
q2 一般木質 ○ ○ ○ ○ ○
q3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r3 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r4 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r5 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r6 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r7 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
r8 間伐材等 ○ ○ ○ ②
r9 間伐材等 ○ ○ ○ ②
s1 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
s2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ③ⅱ
s3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
t1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
t2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○
t3 間伐材等 ○ ○ ○ ②
u1 間伐材等 ○ ○ ○ ②
u2 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②
u3 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②、③ⅰ
u4 間伐材等 ○ ○ ○ ○ ○ ②、③ⅰ

間伐材等：82

一般木質：16

（注） 1

2

3

4

5

6

「燃料チップの納入ルート」とは、素材生産事業者等（川上）からチップ加工事業者等（川中）を経て、調査対象とした発電設事業者（川下）に燃料チップが納入される、一
連のサプライチェーンの流れのことである。当省では、調査対象とした発電設備の協力の下、運転日誌等を基に、当該発電設備への燃料チップの納入に関わったチップ加
工事業者等及び素材生産事業者等を把握し、当省の調査の回答が得られた事業者等を対象に、木質バイオマス証明ガイドラインの対応状況の確認を行った。

木質バイオマス証明ガイドラインによると、チップ加工事業者等（川中）が発電設備（川下）に間伐材等由来又は一般木質由来の燃料チップを販売する際には、由来を証
明する書類が必要（根拠書類は不要）とされており、素材生産事業者等（川上）がチップ加工事業者等に間伐材等由来又は一般木質由来の木材を販売する際には、由来
を証明する書類のほかに、「伐採及び伐採後の造林届出書」（森林法第10条の8）などの根拠書類が必要とされている。また、素材生産事業者等（川上）がチップ加工事業
者等に間伐材等由来又は一般木質由来の木材を販売する際の証明書には、伐採箇所の記載が必要とされている。

52 23 73 4 92 70 12 12 6 40

17

18

「本来であれば、一般木質バイオマス由来の価格区分を適用すべきところを誤って、間伐材等由来の価格区分を適用していたもの」とは、伐採及び伐採後の造林の届出
書（森林法第10条の8）に基づき主伐された木材は、本来、一般木質由来の価格区分を適用すべきところを、誤って、間伐材等由来の価格区分を適用していたものである。

「木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったルートの区分」とは、木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応となっていなかったルートを、次のとお
り①～③ⅲの5つの区分に整理したものである。

　当省の調査結果による。

9198計 -

　「№」欄は、図表2-(3)-ア-④に対応している。

2

19

20

21

15
16

①・・・・本来であれば、間伐材等由来のバイオマスの対象とはならない主伐された原木を素材生産事業者等が間伐材等由来の木材としてチップ加工事業者等に
　　　　納入し、チップ加工事業者等が間伐材等バイオマス由来の燃料チップとして発電設備に納入しており、誤った燃料区分を適用していた例
②・・・・チップ加工事業者等が、伐採段階において必要な証明書若しくは根拠書類を素材生産事業者等から入手せず、又は加工･流通段階において必要な証明
　　　　書を作成せず、間伐材等由来のバイオマス又は一般木質由来のバイオマスとして発電設備に燃料チップを納入していた例
③ⅰ・・証明書又は根拠書類に森林の伐採箇所が未記載のため、両者の伐採箇所を照合できなかった例
③ⅱ・・証明書に森林の伐採箇所の記載はあったが、市町村名のみであるなど地番までの詳細な記載がないため、根拠書類の伐採箇所と照合できなかった例
③ⅲ・・証明書と根拠書類で記載された森林の伐採箇所が林班と地番で表記が異なるため、両者の伐採箇所を照合できなかった例
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図表 2－(3)－イ－②－ⅱ 木質バイオマス証明ガイドラインどおりの対応がなされていた例 

（加工・流通段階における証明書の例） 

（注） 当省が入手した資料に基づき作成した。個人名等が特定される部分については、黒塗り

している。 
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行

っ
て

い
る

た
め

、
伐

採
段

階
に

お
け

る
証

明
書

は
不

要
と

認
識

し
、

作
成

し
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

い
る

。

p
4

間
伐

材
等

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
を

所
有

す
る

森
林

管
理

局
と

林
産

物
の

売
買

契
約

書
を

締
結

し
て

お
り

、
森

林
の

伐
採

箇
所

が
特

定
で

き
る

の
で

、
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

r3 r4 r5 r6 r8 r9

  
  

  
1
　

間
伐

材
等

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

は
、

平
成

2
5
年

3
月

1
3
日

を
最

後
に

、
金

額
面

で
素

材
生

産
事

業
者

と
の

折
り

合
い

が
付

か
な

か
っ

た
と

し
て

、
発

電
設

備
に

納
入

さ
れ

て
い

な
い

。
  

  
  

2
　

当
該

発
電

設
備

で
は

、
事

業
者

等
を

経
由

す
る

こ
と

な
く

、
素

材
生

産
事

業
者

等
に

対
し

直
接

、
バ

イ
オ

マ
ス

由
来

の
確

認
を

行
っ

て
い

る
。

  
  

  
3
　

素
材

生
産

事
業

者
は

、
民

間
事

業
者

で
あ

り
、

間
伐

材
の

販
売

契
約

書
の

み
で

は
、

法
令

に
基

づ
き

適
切

に
伐

採
さ

れ
た

も
の

か
が

不
明

（
本

来
で

あ
れ

ば
「
伐

採
及

び
伐

採
後

の
造

林
の

届
　

　
　

出
書

」
な

ど
法

令
に

基
づ

き
伐

採
さ

れ
た

こ
と

を
証

明
す

る
根

拠
資

料
が

必
要

）
で

あ
る

た
め

、
当

省
で

は
根

拠
書

類
に

は
当

た
ら

な
い

と
判

断
し

た
。

  
  

  
4
　

廃
棄

物
処

理
法

第
1
2
条

の
3
の

規
定

に
基

づ
き

、
産

業
廃

棄
物

の
排

出
事

業
者

に
は

、
産

業
廃

棄
物

の
種

類
及

び
数

量
等

を
記

載
し

た
書

類
「
産

業
廃

棄
物

管
理

票
」
（
産

業
廃

棄
物

マ
ニ

  
  

  
 フ

ェ
ス

ト
）
の

交
付

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
由

来
や

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
い

運
搬

業
者

か
ら

受
け

取
る

計
量

表
を

証
明

書
と

み
な

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

間
伐

材
等

由
来

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
Q

&
A

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

＜
国

内
森

林
由

来
の

バ
イ

オ
マ

ス
＞

の
証

明
書

の
表

に
お

い
て

、
森

林
経

営
計

画
認

定
書

等
の

根
拠

書
類

が
「
証

明
書

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

根
拠

書
類

を
入

手
し

て
い

れ
ば

、
証

明
書

の
入

手
は

不
要

で
あ

る
と

理
解

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

間
伐

材
等

由
来

一
般

木
質

由
来

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
い

ず
れ

も
建

設
工

事
に

伴
い

発
生

し
た

不
用

木
（
法

令
に

基
づ

く
伐

採
手

続
は

不
要

）
で

あ
り

、
排

出
事

業
者

か
ら

産
業

廃
棄

物
と

し
て

の
処

理
を

委
託

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（
注

4
）
が

あ
れ

ば
、

バ
イ

オ
マ

ス
の

由
来

を
記

載
し

た
証

明
書

ま
で

は
必

要
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

間
伐

材
等

由
来

　
伐

採
段

階
に

お
い

て
必

要
な

証
明

書
を

入
手

し
て

い
な

か
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基
づ

く
関

係
団

体
等

か
ら

認
定

を
受

け
た

認
定

事
業

者
で

あ
れ

ば
根

拠
書

類
の

み
の

入
手

で
よ

い
も

の
と

誤
認

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

1
5

1
6

1
8

間
伐

材
等

伐
採

段
階

に
お

い
て

必
要

な
証

明
書

を
入

手
し

て
い

な
か

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
バ

イ
オ

マ
ス

の
証

明
書

は
ど

こ
か

ら
出

材
し

、
そ

れ
に

よ
っ

て
由

来
が

証
明

で
き

る
か

が
目

的
で

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
た

め
、

納
入

時
に

素
材

生
産

事
業

者
等

か
ら

森
林

経
営

計
画

書
等

の
根

拠
書

類
を

も
ら

う
こ

と
で

、
森

林
の

伐
採

箇
所

が
特

定
で

き
る

の
で

、
そ

れ
以

上
の

書
類

を
求

め
た

り
確

認
し

た
り

は
し

て
い

な
い

と
し

て
い

る
。

4 1
0

1
2

1
4

（
注

)



③

ⅰ
）

a2
間

伐
材

等
由

来
証

明
書

に
森

林
の

伐
採

箇
所

を
未

記
載

で
あ

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
森

林
の

伐
採

箇
所

は
、

根
拠

書
類

と
な

る
経

営
計

画
の

写
し

を
み

れ
ば

、
森

林
の

伐
採

予
定

箇
所

を
特

定
で

き
る

た
め

、
証

明
書

に
ま

で
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
と

考
え

て
い

た
と

し
て

い
る

。

d
1
5

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

証
明

書
に

記
載

の
森

林
経

営
計

画
の

認
定

番
号

と
、

根
拠

書
類

の
森

林
経

営
計

画
認

定
書

に
お

け
る

認
定

番
号

の
照

合
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

伐
採

箇
所

ま
で

の
照

合
は

不
要

で
あ

る
と

認
識

し
て

い
た

と
し

て
い

る
。

i3 i6 i7 i1
1

　
根

拠
書

類
（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

納
入

時
に

根
拠

書
類

で
あ

る
森

林
経

営
計

画
書

の
図

面
も

確
認

し
て

、
証

明
書

に
記

載
さ

れ
た

伐
採

箇
所

と
合

っ
て

い
る

か
確

認
を

行
っ

て
い

る
た

め
、

保
管

さ
れ

て
い

る
根

拠
書

類
に

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

j3
間

伐
材

等
由

来

根
拠

書
類

を
兼

ね
た

証
明

書
（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

1
）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

p
1

p
3

q
1

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

を
兼

ね
た

証
明

書
（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

u
3

u
4

間
伐

材
等

由
来

　
根

拠
書

類
を

兼
ね

た
証

明
書

（
国

有
林

由
来

の
間

伐
材

の
売

買
契

約
書

）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

当
該

売
買

契
約

書
に

は
、

物
件

の
所

在
地

が
土

場
（
注

1
）
ま

で
の

記
載

と
な

っ
て

お
り

、
伐

採
箇

所
ま

で
は

不
明

と
な

っ
て

い
る

が
、

国
の

機
関

で
あ

る
森

林
管

理
署

が
間

伐
材

等
由

来
で

あ
る

こ
と

を
証

明
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
記

載
が

な
く

て
も

特
に

問
題

は
な

い
と

し
て

い
る

。

9 1
0

1
6

1
7

間
伐

材
等

由
来

間
伐

材
等

由
来

根
拠

書
類

に
森

林
の

伐
採

箇
所

が
未

記
載

で
あ

っ
た

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
発

電
設

備
で

は
、

素
材

生
産

事
業

者
が

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
証

明
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
と

合
法

木
材

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
混

同
し

て
お

り
、

証
明

書
に

伐
採

箇
所

の
記

載
が

必
須

と
は

認
識

し
て

な
か

っ
た

た
め

と
し

て
い

る
。

（
注

）
　

「
土

場
」
と

は
、

一
般

的
に

は
、

切
り

出
し

た
材

木
を

一
時

集
め

て
お

く
場

所
の

こ
と

で
あ

る
。

2
11 4

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

№

根
拠

書
類

（
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
）
に

森
林

の
伐

採
箇

所
が

未
記

載
で

あ
っ

た
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

証
明

書
及

び
根

拠
書

類
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
の

照
合

は
行

っ
て

お
ら

ず
、

根
拠

書
類

と
し

て
森

林
経

営
計

画
の

認
定

書
の

鑑
が

添
付

さ
れ

て
い

れ
ば

、
間

伐
材

等
由

来
の

木
質

バ
イ

オ
マ

ス
と

判
断

し
て

い
る

と
し

て
い

る
。

素
材

生
産

事
業

者
等

か
ら
伐

採
段

階
に
お
い
て
必

要
な
証

明
書

及
び
根

拠
書

類
は

提
出

さ
れ

て
い
た
が

、
記

載
内

容
が

不
十

分
で
、
当

該
証

明
書

に
記

載
す
べ

き
森

林
の

伐
採

箇
所

と
根

拠
書

類
に
記

載
す
べ

き
森

林
の

伐
採

箇
所

と
を
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
1
0
発

電
設

備
3
0
納

入
ル

ー
ト
）

証
明

書
又

は
根

拠
書

類
に
森

林
の

伐
採

箇
所

が
未

記
載

の
た
め
、
両

者
の

伐
採

箇
所

を
照

合
で
き
な
か

っ
た
例

（
7
発

電
設

備
1
2
納

入
ル

ー
ト
）



ⅱ
）

c2
間

伐
材

等
由

来
c6 c7 c8 c9 c1

0
c1

1

d
2

間
伐

材
等

由
来

d
3

間
伐

材
等

由
来

d
6

間
伐

材
等

由
来

i1
0

間
伐

材
等

由
来

s2
間

伐
材

等
由

来

ⅲ
）

i1 i2 i4 i5 i9
間

伐
材

等
由

来
証

明
書

又
は

根
拠

書
類

に
お

け
る

森
林

の
伐

採
箇

所
の

記
載

が
林

班
と

地
番

で
表

記
が

異
な

る
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

納
入

時
に

森
林

経
営

計
画

書
の

図
面

で
、

証
明

書
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
と

合
っ

て
い

る
か

確
認

を
行

っ
て

い
る

た
め

、
証

明
書

と
根

拠
書

類
に

記
載

さ
れ

た
伐

採
箇

所
の

照
合

が
で

き
な

く
て

も
特

に
問

題
な

い
と

し
て

い
る

。
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1

間
伐

材
等
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証
明

書
又

は
根

拠
書

類
に

お
け

る
森

林
の

伐
採

箇
所

の
記

載
が

林
班

と
地

番
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表
記

が
異

な
る

理
由

に
つ

い
て

、
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該
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加
工

事
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等
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は

、
森

林
管
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局
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国

有
林

材
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安
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供
給

シ
ス

テ
ム

協
定

書
に

基
づ

き
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伐

材
の

納
入

を
受

け
て

お
り

、
納

入
の

際
、

同
局

か
ら

は
、

間
伐

材
等

由
来

の
バ

イ
オ

マ
ス

で
あ

る
旨

の
証

明
書

を
入

手
し

て
い

る
た

め
、

伐
採

箇
所

の
表

記
が

異
な

っ
て

い
て

も
、

特
に

問
題

は
な

い
と

考
え

て
い

る
と

し
て

い
る
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又
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類
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る
森

林
の

伐
採

箇
所

の
記

載
が

林
班

と
地

番
で

表
記

が
異

な
る

理
由

に
つ

い
て

、
当

該
チ

ッ
プ

加
工

事
業

者
等

で
は

、
証

明
書

及
び

根
拠

書
類

に
記

載
さ

れ
た

伐
採

箇
所

の
照

合
は

行
っ

て
お

ら
ず

、
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拠
書

類
と

し
て

森
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経
営

計
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定
書
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鑑

が
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れ
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い
れ

ば
、

間
伐

材
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由
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木
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と

し
て

い
る

。

燃
料

チ
ッ
プ

の
納

入
ル

ー
ト
名

燃
料

チ
ッ
プ

の
種

別
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
証

明
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ど
お
り
の

対
応

が
な
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
理

由
等

　
証

明
書

に
森

林
の

伐
採

箇
所

の
詳

細
な

記
載

が
な

い
理

由
に

つ
い

て
、

当
該

チ
ッ

プ
加

工
事

業
者

等
で

は
、

林
野

庁
が

定
め

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

証
明

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
は

、
伐

採
段

階
の

証
明

書
に

森
林

の
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

林
班

ま
で

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
の

か
、

市
町

村
名

ま
で

の
記

載
で

十
分

な
の

か
、

具
体

的
な

記
載

方
法

ま
で

は
定

め
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

素
材

生
産

事
業

者
等

に
よ

っ
て

は
統

一
し

た
記

載
方

法
と

な
っ

て
い

な
い

も
の

が
あ

る
と

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
伐

採
箇

所
を

記
載

す
る

場
合

で
も

、
市

町
村

名
等

ま
で

の
記

載
で

大
ま

か
な

伐
採

箇
所

を
確

認
で

き
る

の
で

、
市

町
村

名
等

ま
で

の
記

載
で

十
分

で
は

な
い

か
と

し
て

い
る

。
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な
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等
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び
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拠
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っ
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ら
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、
森
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営
計

画
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認
定
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手
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ば
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証
明

書
に

森
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伐
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箇
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の
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載
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行
っ
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い
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原

木
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伐
採

箇
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て
い

た
と

し
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対
象

の
森

林
が

複
数

あ
り

、
広

範
囲

に
至

る
場

合
、

１
枚

の
様

式
に

収
ま

ら
な

い
場

合
が

あ
る

の
で

、
そ

の
よ

う
な

場
合

は
、

証
明

書
に

地
番

、
林

班
ま

で
の

記
載

は
割

愛
し

て
い

る
と

し
て

い
る
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が
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備
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入
ル

ー
ト
）
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№

1 ① 林野庁が作成した木質バイオマス証明ガイドラインは、内容が複雑で必要とされる書類の理解が難しい（都道
府県に照会しても、担当者によって見解が異なるケースもある）ので、より分かりやすい木質バイオマス証明ガイ
ドラインに見直してほしい。

また、都道府県や市町村、木質バイオマス証明ガイドラインに基づく事業者認定等を行った木材関係団体に
おいては、認定を行うに当たって、徹底した指導を行ってほしい。

② ダムや河川に集積された流木の取扱いについて、林野庁に質問したところ、流木は、一般的に一般廃棄物に
当たるので、市町村に照会してほしいと言われたが、市町村に照会しても、市町村によって考え方が異なるの
で、取扱いに苦慮している。国による統一的な見解を示してほしい。

3 ①

②

③

石炭と木質バイオマスを混焼しているような規模の大きな発電設備は、優位に燃料を買い集めることができる
ことから、発電規模の異なる発電設備の立地には集荷範囲が重ならないよう配慮が必要であり、適用する調達
価格も差を設けるべきではないか。

調達価格において、PKSや輸入チップは、一般木質由来のバイオマス＝24円/kWhとしているが、このような仕
組みは、国内の森林資源の循環に寄与せず、国民負担を強いてまで輸入燃料による木質バイオマス発電を推
進する必要はないと思う。

調達価格において、国有林から搬出された材は、間伐材等由来のバイオマス＝32円/kWhであるが、その国
有林から搬出された材を製材所で製材した際に発生する残材チップは、一般木質由来のバイオマス＝24円
/kWhとなってしまう。これを一律に間伐材等由来のバイオマス＝32円/kWhとして取り扱うことができるよう希望
する声が製材業界に多く聴かれる。

4 ① 間伐材等由来の燃料チップについて、現行でも発電設備の模別別の調達価格が設定されているが、現状の
価格区分では、大規模の発電設備であれば、遠方からガソリンを使ってでも木材を集めることができるので、省
エネに反する構図となってしまう。発電規模別に調達価格をさらに細分化してほしい。

②

③

　石炭等と木材を混焼する発電設備は、固定価格買取制度の認定の対象外としてほしい。

　固定価格買取制度が終了する20年後には、間伐材等は燃料として活用されなくなるのか心配である。

5 ① 既存の用途への影響を避けるため、燃料種及び集荷地域の変更時には、再エネ特措法に基づく変更認定申
請を義務付けることが必要であると考える。特に調達価格については予定価格を大幅に引き上げて調達するこ
とは規制するべきである。発電設備の認定を行う経済産業省は、年１回計画外からの調達がないか、またその
数量及び価格についても計画どおりか確認すべきであり、計画外の場合は、指導し、悪質な場合は、業務停止
命令等も行う必要があるのではないか。

② 林野庁の木質バイオマス証明ガイドラインによると、素材生産事業者等は、木材産業関係団体等の認定を受
ける必要がある。同庁では、認定を受けた素材生産事業者等が分別管理等を適正に行う旨の自主行動規範を
策定することによって、分別管理は適正に行われていると思っているようだが、認定権者は民間団体であり、認
定も申請時に手数料を納付すれば認定書を発行しているような団体もあると聞いたことがあり、実際に分別管理
をしているかどうか疑問である。また、分別管理が適当でないことが判明した場合の罰則はどこにもなく、林野庁
は民事で解決するように指導していることからみても、実質的な意味を有していない制度ではないか。

6 ① 輸入材由来の燃料チップについても、固定価格買取制度の買取対象となっているが、その由来証明に関して
国産材由来同様に厳密に適用すべきである。国産材の由来証明については、林野庁の木質バイオマス証明ガ
イドラインにおいて、木材関係団体等からの認定の取得や現場での分別管理が非常に厳格に定められている
のに対し、輸入チップや輸入ペレットに関しては、そこまで明確にルールが定められていないように感じる。

② 伐期を迎え、伐採（皆伐）する必要性があっても国有林や保安林は調達価格が高いのに対し、森林経営計画
などを立てていない民有林は調達価格が安いことについて、特に小規模な素材生産事業者に合理的な説明を
することは困難である。

③ 一般木質由来のバイオマスと同じ価格区分の中にPKSや輸入木材が含まれていることに違和感を感じる。
PKSや輸入木材をベース燃料とした大規模な発電設備の計画も多数立ち上がっており、こういった発電設備と
国内の林地残材等を主に燃料として扱っている発電設備とでは事業目的が全くといっていいほど異なってい
る。輸入木材利用と輸入化石燃料利用の違いは、CO2排出量の算定方法によるところのみであり、国内のエネ
ルギー自給率を高める観点からも税金を投入してまで推進すべき事業とは言い難いと思う。

④ 製材所で発生する樹皮（バーク）は、製材残材の一部となり、一般木質由来のバイオマスの調達価格（24円
/kWh）に分類されるが、加工や乾燥などの費用以外に設備の消耗など目に見えないコストもかかることから、現
行の調達価格では、扱っていくことが厳しいのが実情である。

製材所で発生する樹皮（バーク）などは、有効活用することで発電事業者間や既存産業との不要な調達競合
を減らすことにもつながることから、新たな燃料カテゴリー（28円/kWh）を設けてはどうか。

9

図表2－(3)－イ－⑤　調査対象とした発電事業者における固定価格買取制度に関する主な意見・要望

固定価格買取制度に関する主な意見・要望の内容

我が国における再生可能エネルギー政策が仮にドイツを追随するのであれば、特にバイオマス発電においては、
燃料種ごとの適正価格、出力規模ごとの発電コスト等の議論が改めて必要になると考えている。すなわち、ドイツの
政策の方向性と内容が現時点の日本においてマッチするものであるのか、国内の状況も十分に考慮し、検証する
必要がある。



№ 固定価格買取制度に関する主な意見・要望の内容

10

12

14

15

16 ① 固定価格買取制度は国民の経済的な負担によって成り立っており、厳正な運用が不可欠である。したがっ
て、当初の計画から何らかの変更があった場合は、軽重を問わず経済産業省に遺漏なく申請させるべきであ
り、また、申請の遅延及び内容に虚偽あった場合は、監督官庁は該当事業者に厳しく対処すべきであると考え
る。

② 固定価格買取制度そのものに対する意見ではないが、間伐材等由来の木材として取り扱うことのできるものの
一つに、森林経営計画の認定を受けた森林がある。しかし、現在、森林経営計画の事務作業は非常に煩雑な
ものとなっており、現実的に個人の山林保有者が経営計画を作成することは困難な状況となっている。その結
果として、間伐材放置による山林の荒廃につながり、将来の林業の活性化に支障を来すことが懸念される。この
ため、改善事項としては、地元地方公共団体の森林組合等の第三者の承認があることを条件に、経営計画の
申請作業の簡素化を図っていくべきであると考えている。

17

19

20 ① 他の発電施設からよく聞くのは、証明書によって間伐材等由来のチップであるということはわかるが、そのチッ
プがどこの山から産出された原木を用いて、加工されたチップなのかがわからない状況であるということ。この世
界は、基本は性善説によって成り立っているので、客観的な証明書を省略している場合が多い。そういった状況
の中で、地元の地方公共団体にチップの集荷状況をフィードバックするにしても、原木の産地情報がわからな
いとフィードバックしようがないのではないかと思う。

② 買取期間の20年が終了し、発電事業を終了せざるを得なくなった場合、燃料インフラも共倒れになる可能性
がある。地域によっては、いきなり、年間数万トンから数十万トンの供給が無くなることになり、全国のバイオマス
発電設備が、ほぼ同時期に立ち上がっていることから考えると、20年後に全国的な混乱が予想される。そのあた
りが、バイオマス発電設備が太陽光、風力と違う点であるので、資源エネルギー庁には20年後の制度設計をお
願いしたい。

21 ① 外国産の燃料チップの使用比率が高い案件は、出力規模が大きいことが多く、海外からの燃料調達に不具合
が生じた場合、国内の燃料チップ相場に与える影響が非常に大きくなることが懸念される。また、発電出力が大
きい事業ほど、燃料単価の上昇分を許容できるので、最終的に発電出力の大きな発電設備のみが生き残る可
能性を否定できない。これらの点から勘案すると、現行制度上は制限が設けられていないが、使用燃料に占め
る外国産の比率や発電出力に制限があってもよいのではないか。

② 長期的な将来に期待することは、「甚大な災害対策としての発電場所の分散」効果を大きくするため、一般電
気事業者等が保有する50万ｋW以上の発電所が被災した場合の停電範囲を正確に見積もり、固定価格買取制
度の設備認定を受けた発電設備を最大限活用できるように系統運用方法の見直しを図っていただきたい。

（注）1

      2 「№」欄は、図表2－(3)－ア－④に対応している。

現在、バイオマス発電設備が全国各地で開設され、様々な形で雇用が生まれていると思うが、固定価格買取制度
が終了した後も安定した雇用の維持が継続できるのかが一つのカギになると考える。

また、山にある本当に使われていない「林地未利用材」が使われず、他の用途にも利用できる材料を取り合ってい
るのが現状であると感じる。

このような現状を踏まえると、既存事業の雇用を守りながら、利用されない未利用木材をエネルギーに活用される
ような価格区分、審査体制と、既存事業がさらに発展し、産業競争力が向上していくような助成が必要と考える。

草は木質バイオマスではないが、山林についてまわるもので毎年一定量出てくる。これを「一般廃棄物その他のバ
イオマス」とし、発電に利用することで山林の整備にプラスにならないか検討をお願いしたい。

当省の調査結果による。

現制度では、同じ山林から搬出された木材が、その流通の過程の違いで価値が異なることになっているが、本来
最も木材のカスケード利用に即した製材端材が一般木質バイオマスとなり、間伐材等由来のバイオマスの調達価格
よりも低い価格になってしまうことに強い矛盾を感じている。

他県では、既に製紙会社と燃料チップを巡って、争奪戦が起きていると聞くが、これは未利用材を活用した場合の
み、最も高い価格を適用するとした、木質バイオマス証明ガイドラインの趣旨に反しているのではないか。現場で木
質バイオマス証明ガイドラインに逸脱した行為が行われても、放置されていることが問題であると思われる。木質バイ
オマス証明ガイドラインからの逸脱行為を監視するために、違反を監視する機関や、悪質な場合は罰則を適用でき
る仕組みを検討する必要があるのではないか。

固定価格買取制度の買取対象となるバイオマス燃料（木質、PKS、農作物残さ、豆かす、動物、排泄物、産業廃棄
物、一般廃棄物など）と買取価格を網羅した一覧表を示してほしい。

固定価格買取制度の本体に対する意見・要望ではないが、燃料調達において、地方公共団体による補助（運賃
補助など）を受けている発電設備があるが、これは、既存の製紙会社やチップ加工会社、当社などの補助を受けて
いない既存の発電設備などに対しては、差別的な扱いと言える。補助が無くなった場合、周辺の燃料流通にも影響
を及ぼすことも懸念されるため、行政補助のあり方の見直しを含め対処していただきたい。
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図表 2－(3)－ウ－① 廃棄物処理法等における廃棄物の定義に関する規定 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）（抜粋） 

（定義） 

第 2 条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。 

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

3 （略） 

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス

チック類その他政令で定める廃棄物 

二 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令

で定めるものに限る。第 15 条の４の５第１項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に

入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）

を除く。） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第 4 条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図

り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理

に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等

その能率的な運営に努めなければならない。 

2  都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与える

ことに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄

物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進

を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとと

もに、市町村及び都道府県に対し、前２項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財

政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。 

4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、こ

れらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）（抜粋） 

（産業廃棄物） 

第 2条 法第 2条第 4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

一 （略） 

二 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）、木 

材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃

貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために

使用したこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限

る。） 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－ウ－② 経済産業省資源エネルギー庁における固定価格買取制度のホームページ 

(抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 枠は当省が付した。 

 

  



図表 2－(3)－ウ－③ 廃棄物処理施設における固定価格買取制度（FIT 制度）ガイドブック（平成

25 年 4 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）（抜粋） 

 

（注） 下線は、当省が付した。 



図表 2－(3)－エ－① 木質ペレット生産量の推移及び木質資源利用ボイラー数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「平成 27 年度森林・林業白書」（平成 28 年 5 月 17 日公表）による。 
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図表2-(3)-エ-③　木の駅プロジェクト取組状況

№ 木の駅プロジェクト名 所在地
登録者数

(人）
出荷量
（t/年）

材の主な用途
林家への支払単
価（円/ｔ）

1 笠周木の駅プロジェクト 岐阜県恵那市 58 400 チップ 6,000

2 智頭木の宿場 鳥取県智頭町 50 345 チップ 6,000

3 旭木の駅プロジェクト 愛知県豊田市 53 300 チップ 6,000

4 木の駅上石津 岐阜県大垣市 29 68 その他 4,000円/m3

5 さめうら水源の森木の駅プロジェクト 高知県土佐町 36 - チップ 6,000

6 エコビレッジ阿波木の駅プロジェクト 岡山県津山市 14 55 チップ 6,000

7 白鳥町木の駅プロジェクト 岐阜県郡上市 7 26 チップ -

8 高鷲町木の駅プロジェクト 岐阜県郡上市 6 44 チップ 4,000

9 二ツ井宝の森林プロジェクト 秋田県能代市 19 168 材 4,600

10 吉賀町木の駅プロジェクト 島根県吉賀町 21 140 チップ 4,500円/m3

11 丹波篠山木の駅プロジェクト 兵庫県篠山市
約60

（出荷者）
約70 その他 6,000

12
奥出雲町オロチの深山きこりプロ
ジェクト

島根県奥出雲市 48 609 チップ 6,000

13 うんなん木の駅プロジェクト 島根県雲南市 75 313m3/年 チップ 6,000

14 信州木の駅プロジェクト 長野県辰野町 6 8 薪 4,750

15 やまおか木の駅プロジェクト 岐阜県恵那市 17  400（目標） 薪 6,000

16 とうえい木の駅プロジェクト 愛知県東栄町
17人
5団体

235 チップ 6,000

17 秋葉道木の駅プロジェクト 愛知県新城市 10 150 チップ 6,000

18 木の駅プロジェクト美和 茨城県常陸大宮市 48 277m3/年 その他 5,000円/m3

19 鬼の搬出プロジェクト 岡山県美作市 21 13ｔ/期 - -

20 木の駅どうしプロジェクト 山梨県道志村 25 386 その他 5,200円/m3

21 津和野木の駅プロジェクト 島根県津和野町 28 237 チップ 5,500～6,000

22 「木の駅」INつぼがわ活動組織 岐阜県関市 - - - -

23 よしの木の駅プロジェクト 奈良県吉野郡吉野町 - - - -

24 ちちぶ木の駅プロジェクト 埼玉県秩父市 30 127m3/年 その他 4,000円/m3

25 「木の駅プロジェクトなかがわ」 栃木県那珂川町 14 150t/45日 チップ 5,500

26 木の駅ねばりん 長野県根羽村 30 - 薪 6,000

27 京丹後木の駅プロジェクト 京都府京丹後市 30 160 チップ 6,000

28 「木の駅」INいたどりがわ 岐阜県関市 - - - -

29 能登町里山「木の駅」 石川県能登町 38 90 チップ 6,000

30 甲賀木の駅プロジェクト 滋賀県甲賀市 42 200 チップ 6,000

31 木の駅白山 三重県津市 - - - -

32 額田木の駅プロジェクト 愛知県岡崎市 58 800 チップ
6,000（ただし、事
務局経費として
5％差し引く）

33 木の駅やっちろゴロタン 熊本県八代市 21 1,200 チップ 3700～5700

34 しらたか木の駅プロジェクト 山形県白鷹町 20 83 チップ 6,000

35 東城木の駅 広島県庄原市 95 600 - 6,000

36 木の駅かわね 静岡県榛原郡川根本町 - - - -

37
「い～にゃん森の恵み」林活プロジェ
クト

島根県飯南町 76 160 その他 6,000

38 高山市木の駅 岐阜県高山市 - - - -

39 小国木の駅プロジェクト 熊本県阿蘇郡小国町 - - - -

40 丹波市木の駅プロジェクト 兵庫県丹波市 - - - -

合計 22県37市町村 1,102 - - -

 (注)　木の駅プロジェクトホームページに基づき、当省が作成した（平成29年2月末現在）。
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該

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

運
営

費
用

（
八

代
森

林
組

合
と

の
業

務
委

託
契

約
費

及
び

地
域

通
貨

券
の

補
助

金
）
と

し
て

、
八

代
市

木
の

駅
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
実

行
委

員
会

に
7
3
2
万

円
を

支
給

し
て

い
る

。

ⅱ
）

支
援
措
置
の
内
容

阿
賀

町
で

は
、

平
成

2
5
年

度
か

ら
、

「
自

伐
林

家
応

援
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
と

し
て

、
町

が
設

置
し

た
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

燃
料

等
加

工
施

設
（
以

下
「
ペ

レ
ッ

ト
工

場
」
と

い
う

。
）
（
町

が
建

設
し

、
㈱

阿
賀

ウ
ッ

ド
が

運
営

）
へ

供
給

す
る

ペ
レ

ッ
ト
の

原
材

料
の

確
保

と
、

造
林

補
助

対
象

外
林

分
等

の
整

備
促

進
の

た
め

、
ペ

レ
ッ

ト
工

場
ま

で
の

運
搬

距
離

に
応

じ
、

原
材

料
1
ｔ当

た
り

の
2
,2

0
0
円

/
ｔ～

3
,0

0
0
円

/
ｔの

運
搬

経
費

助
成

を
町

単
独

で
行

っ
て

い
る

。
こ

の
制

度
を

活
用

し
、

平
成

2
8
年

1
2
月

現
在

で
自

伐
林

家
等

2
2
者

（
個

人
1
9
名

、
任

意
団

体
1
、

事
業

体
2
）
が

年
間

約
1
0
0
ｔ程

度
の

ペ
レ

ッ
ト
原

材
料

を
ペ

レ
ッ

ト
工

場
に

納
入

し
て

い
る

。

　
北

広
島

町
（
旧

芸
北

町
）
で

は
、

里
山

で
発

生
す

る
間

伐
材

等
を

有
効

に
活

用
す

る
た

め
、

町
有

の
温

浴
施

設
の

ボ
イ

ラ
ー

を
重

油
専

用
か

ら
重

油
・
薪

兼
用

の
ボ

イ
ラ

ー
に

変
更

し
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
が

中
心

と
な

っ
て

実
施

し
て

い
る

「
芸

北
せ

ど
や

ま
再

生
事

業
」
（
地

域
内

の
森

林
で

発
生

し
た

間
伐

材
等

を
地

域
通

貨
で

買
い

取
る

事
業

で
あ

り
、

針
葉

樹
で

あ
れ

ば
1
t当

た
り

4
,0

0
0
円

の
地

域
通

貨
と

交
換

）
に

よ
っ

て
集

め
ら

れ
た

間
伐

材
等

を
積

極
的

に
利

用
し

て
い

る
。

平
成

2
7
年

度
は

会
員

延
べ

約
6
0
人

が
年

間
約

2
7
0
ト
ン

程
度

の
間

伐
材

等
を

温
浴

施
設

の
燃

料
と

し
て

納
入

し
て

い
る

。

土
佐

町
で

は
、

町
内

に
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

の
燃

料
チ

ッ
プ

加
工

施
設

が
新

設
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
、

間
伐

等
で

林
地

に
放

置
さ

れ
た

木
材

の
有

効
活

用
及

び
販

売
に

よ
る

地
域

の
活

性
化

並
び

に
地

域
商

品
券

の
流

通
に

よ
る

町
内

商
店

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

自
伐

林
家

を
含

む
林

業
者

が
燃

料
チ

ッ
プ

加
工

施
設

に
運

搬
す

る
間

伐
材

等
の

費
用

に
つ

い
て

、
予

算
の

範
囲

内
で

補
助

金
を

交
付

す
る

「
土

佐
町

林
地

残
材

活
用

推
進

事
業

」
を

実
施

し
て

い
る

。
平

成
2
6
年

度
に

お
け

る
当

該
事

業
の

利
用

実
績

は
、

延
べ

9
5
人

に
対

し
て

3
6
0
万

円
の

補
助

を
交

付
し

て
い

る
。

図
表

2
－

(3
)－

エ
－
④

　
調

査
対

象
と
し
た
道

府
県

及
び
市
町
村
に
お
け
る
自
伐
林
家
等
に
対
す
る
支
援
措
置
の
内
容

庄
原

市

八
代

市

道
府

県
・
市

町
村
名

道
府

県
・
市

町
村
名

木
の

駅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
自

伐
林

家
等

に
支

払
う
地

域
通

貨
の

一
部

や
運

営
費

の
一

部
を
運

営
事

務
局

に
助

成
す
る
事

業
を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

2
市

町
村

）

市
町

村
が

設
置

し
た
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
燃

料
の

加
工

施
設

や
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
燃

料
を
利

用
す
る
温

泉
施

設
に
地

元
の

自
伐

林
家

等
が

持
ち
込

ん
だ
間

伐
材

等
に
つ
い
て
、
そ
の

運
搬

費
等

の
一

部
を
助

成
す
る
事

業
を
実

施
し
て
い
る
例

（
3
市

町
村

）

熊
本

県

阿
賀

町

北
広

島
町

土
佐

町



ⅲ
）

支
援
措
置
の
内
容

高
知

県
で

は
、

小
規

模
林

業
の

推
進

を
図

る
と

と
も

に
、

林
業

の
担

い
手

の
裾

野
を

広
げ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

平
成

2
7
年

1
月

に
、

県
内

で
林

業
に

関
わ

り
の

あ
る

、
自

営
業

者
、

一
人

親
方

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、

地
域

お
こ

し
協

力
隊

及
び

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

を
対

象
と

し
て

、
「
高

知
県

小
規

模
林

業
推

進
協

議
会

」
を

設
立

し
て

お
り

、
2
8
年

1
月

現
在

の
会

員
数

は
2
8
0
人

（
参

加
を

希
望

す
る

者
が

任
意

に
会

員
登

録
す

る
仕

組
み

）
と

な
っ

て
い

る
。

高
知

県
で

は
、

当
該

協
議

会
に

登
録

し
た

会
員

に
対

し
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
(0

.2
5
m

3
規

格
相

当
以

下
）
、

林
内

作
業

車
、

ダ
ン

プ
ト
ラ

ッ
ク

等
の

木
材

の
集

材
・
運

搬
に

必
要

な
林

業
機

械
に

つ
い

て
、

月
額

1
5
万

円
、

レ
ン

タ
ル

期
間

は
3
か

月
以

内
を

上
限

と
し

て
、

当
該

機
械

を
レ

ン
タ

ル
し

た
際

の
費

用
の

一
部

を
助

成
す

る
「
自

伐
林

家
等

林
業

機
械

レ
ン

タ
ル

」
事

業
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：
8
4
7
千

円
）
し

て
い

る
。

熊
本

県
で

は
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
自

伐
林

家
等

を
含

む
地

域
の

新
た

な
林

業
の

担
い

手
を

育
成

す
る

た
め

、
林

業
研

究
グ

ル
ー

プ
（
各

地
域

の
自

伐
林

家
等

で
組

織
す

る
中

核
的

団
体

）
等

が
、

森
林

所
有

者
2
人

以
上

の
所

有
林

を
対

象
と

し
て

素
材

生
産

事
業

を
実

施
す

る
場

合
に

、
木

材
生

産
計

画
の

作
成

等
に

要
す

る
経

費
（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

5
0
万

円
）
及

び
グ

ラ
ッ

プ
ル

、
林

内
作

業
車

な
ど

の
林

業
機

械
の

導
入

に
要

す
る

経
費

（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

な
し

、
補

助
率

1
/
2
以

内
）
を

支
援

す
る

「
地

域
林

業
担

い
手

育
成

実
践

モ
デ

ル
事

業
」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
は

、
2
団

体
に

対
し

、
計

5
4
3
万

円
を

助
成

し
て

い
る

。

　
静

岡
市

で
は

、
従

前
は

、
森

林
組

合
等

の
林

業
事

業
体

向
け

に
実

施
し

て
い

た
ハ

ー
ベ

ス
タ

（
注

1
）
や

フ
ォ

ワ
ー

ダ
（
注

2
）
な

ど
の

高
性

能
林

業
機

械
の

助
成

事
業

「
静

岡
市

森
林

環
境

基
金

事
業

（
林

業
機

械
購

入
費

補
助

事
業

）
」
（
1
団

体
当

た
り

の
助

成
上

限
額

6
0
0
万

円
）
に

つ
い

て
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
自

伐
林

家
を

含
む

林
業

事
業

体
に

も
、

助
成

対
象

範
囲

を
拡

大
し

て
お

り
、

2
6
年

度
は

、
森

林
組

合
等

計
7
団

体
（
う

ち
3
団

体
が

自
伐

林
家

等
）
に

4
,2

0
0
万

円
（
う

ち
自

伐
林

家
等

が
1
,8

0
0
万

円
）
を

助
成

し
て

い
る

。

（
注

1
）
　

ハ
ー

ベ
ス

タ
・
・
・
従

来
チ

ェ
ン

ソ
ー

で
行

っ
て

い
た

立
木

の
伐

倒
、

枝
払

い
等

の
各

作
業

と
玉

切
り

し
た

材
の

集
積

作
業

を
一

貫
し

て
行

う
自

走
式

機
械

（
注

2
）
　

フ
ォ

ワ
ー

ダ
・
・
・
・
 玉

切
り

し
た

短
幹

材
を

グ
ラ

ッ
プ

ル
ク

レ
ー

ン
で

荷
台

に
積

ん
で

運
ぶ

集
材

専
用

の
自

走
式

機
械

②
　
技

術
面

の
支

援
措

置

ⅰ
）

支
援
措
置
の
内
容

　
三

重
県

で
は

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

「
木

の
駅

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
」
の

導
入

を
目

指
す

森
林

所
有

者
や

自
伐

林
家

に
対

し
、

自
伐

林
家

等
の

多
く

は
、

伐
採

の
経

験
は

多
少

あ
っ

て
も

、
中

径
木

以
上

の
伐

採
や

伐
採

し
た

間
伐

材
等

の
搬

出
・
採

材
・
造

材
の

経
験

は
あ

ま
り

な
い

と
し

て
、

森
林

組
合

に
委

託
し

、
伐

採
し

た
間

伐
材

等
の

搬
出

技
術

を
指

導
す

る
実

践
的

研
修

を
実

施
し

て
い

る
。

同
年

度
に

お
い

て
は

、
県

内
の

5
地

区
で

計
5
回

の
研

修
を

実
施

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

森
林

所
有

者
や

自
伐

林
家

に
よ

る
主

体
的

な
森

林
管

理
を

推
進

す
る

た
め

「
木

の
駅

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
」
の

導
入

を
進

め
て

お
り

、
意

欲
の

あ
る

地
域

で
の

「
木

の
駅

」
の

仕
組

み
づ

く
り

や
森

林
の

土
地

所
有

者
等

に
対

し
て

間
伐

や
搬

出
等

の
実

践
的

な
技

術
研

修
を

森
林

組
合

に
委

託
し

て
実

施
し

て
い

る
。

同
年

度
に

お
い

て
は

、
県

内
の

5
地

区
で

計
6
回

の
研

修
を

実
施

し
て

い
る

。

自
伐

林
家

等
の

林
業

機
械

の
導

入
に
係

る
費

用
等

の
一

部
を
助

成
す
る
事

業
を
実

施
し
て
い
る
例

（
2
道

府
県

1
市

町
村

）

道
府

県
・
市

町
村

名

高
知

県

静
岡

市

熊
本

県

木
の

駅
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

導
入

を
検

討
し
て
い
る
森

林
所

有
者

や
自

伐
林

家
等

を
対

象
と
し
て
、
伐

採
し
た
間

伐
材

等
の

搬
出

技
術

を
指

導
す
る
実

践
的

研
修

を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

）

道
府

県
・
市

町
村
名

三
重

県



ⅱ
）

支
援
措
置
の
内
容

高
知

県
で

は
、

小
規

模
林

業
の

推
進

を
図

る
と

と
も

に
、

林
業

の
担

い
手

の
裾

野
を

広
げ

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

平
成

2
7
年

1
月

に
、

県
内

で
林

業
に

関
わ

り
の

あ
る

、
自

営
業

者
、

一
人

親
方

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
、

地
域

お
こ

し
協

力
隊

及
び

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

を
対

象
と

し
て

、
「
高

知
県

小
規

模
林

業
推

進
協

議
会

」
を

設
立

し
て

お
り

、
2
8
年

1
月

現
在

の
会

員
数

は
2
8
0
人

（
参

加
を

希
望

す
る

者
が

任
意

に
会

員
登

録
す

る
仕

組
み

）
と

な
っ

て
い

る
。

高
知

県
で

は
、

主
に

当
該

協
議

会
に

登
録

し
た

会
員

向
け

（
一

部
の

支
援

メ
ニ

ュ
ー

は
会

員
以

外
の

自
伐

林
家

等
に

対
し

て
も

支
援

可
能

）
に

「
政

策
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
と

し
て

各
種

支
援

メ
ニ

ュ
ー

を
用

意
し

て
お

り
、

例
え

ば
、

技
術

面
の

支
援

と
し

て
、

労
働

災
害

を
防

止
す

る
た

め
に

、
現

場
経

験
が

豊
か

な
者

を
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
と

し
て

派
遣

し
、

技
術

指
導

を
実

施
す

る
際

の
派

遣
費

用
や

傷
害

保
険

の
加

入
に

要
す

る
掛

金
等

を
助

成
す

る
「
小

規
模

林
業

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

等
事

業
」
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：
3
,3

9
1
千

円
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
回

数
：
6
6
回

）
し

、
安

全
対

策
を

強
化

し
て

い
る

ほ
か

、
現

場
に

お
い

て
N

P
O

法
人

等
が

模
範

と
な

っ
て

、
小

規
模

で
副

業
に

よ
る

経
営

を
行

う
林

家
を

対
象

に
作

業
道

の
開

設
方

法
や

間
伐

材
等

の
搬

出
方

法
な

ど
技

術
研

修
を

実
施

す
る

際
の

経
費

を
助

成
す

る
「
副

業
型

林
家

育
成

支
援

事
業

」
を

実
施

（
2
7
年

度
の

執
行

額
：

1
,4

8
6
千

円
、

研
修

の
参

加
者

数
：
3
0
人

）
し

て
い

る
。

ⅲ
）

支
援
措
置
の
内
容

熊
本

県
で

は
、

平
成

2
7
年

度
か

ら
、

山
村

集
落

の
活

力
を

高
め

る
た

め
の

新
た

な
山

村
を

支
え

る
担

い
手

（
自

伐
林

家
・
女

性
林

業
担

い
手

）
の

発
掘

・
育

成
を

図
り

、
併

せ
て

地
域

リ
ー

ダ
ー

で
あ

る
林

業
研

究
グ

ル
ー

プ
等

の
活

動
を

支
援

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

「
森

づ
く

り
塾

活
動

支
援

事
業

」
を

実
施

し
て

い
る

。
平

成
2
7
年

度
に

お
け

る
支

援
実

績
を

み
る

と
、

①
こ

れ
か

ら
森

づ
く

り
を

始
め

る
と

い
う

森
林

所
有

者
が

「
林

業
の

基
礎

知
識

等
」
を

学
ぶ

基
礎

講
座

に
つ

い
て

は
、

4
人

の
参

加
が

あ
り

、
②

地
域

リ
ー

ダ
ー

が
指

導
者

と
し

て
の

「
心

得
や

指
導

方
法

等
」
を

学
ぶ

教
え

方
講

座
に

つ
い

て
は

、
7
人

の
参

加
が

あ
り

、
③

こ
れ

か
ら

森
づ

く
り

を
始

め
る

と
い

う
森

林
所

有
者

に
対

し
、

地
域

リ
ー

ダ
ー

が
整

備
方

法
の

現
地

指
導

等
を

行
う

取
組

に
つ

い
て

は
、

林
業

研
究

グ
ル

ー
プ

4
団

体
が

参
加

し
て

い
る

。

郡
上

市
で

は
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
、

林
業

事
業

体
に

委
託

し
、

森
林

施
業

経
験

の
あ

ま
り

な
い

森
林

所
有

者
を

対
象

に
、

市
有

林
を

用
い

て
間

伐
の

理
論

と
チ

ェ
ン

ソ
ー

等
を

使
っ

た
安

全
作

業
等

の
方

法
を

習
得

さ
せ

る
た

め
、

「
山

主
の

た
め

の
安

全
な

自
力

間
伐

講
習

」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
に

お
い

て
は

、
計

8
回

の
講

習
を

実
施

し
、

延
べ

5
5

人
が

参
加

し
て

い
る

。

四
万

十
町

で
は

、
平

成
2
7
年

度
か

ら
、

林
業

事
業

体
に

委
託

し
、

森
林

所
有

者
等

に
山

へ
目

を
向

け
て

も
ら

え
る

よ
う

、
チ

ェ
ー

ン
ソ

ー
、

刈
払

い
機

の
使

用
方

法
や

、
林

内
作

業
車

の
運

転
技

術
、

作
業

道
の

開
設

方
法

な
ど

を
習

得
さ

せ
る

「
自

伐
林

業
者

等
育

成
研

修
」
を

実
施

し
て

お
り

、
2
7
年

度
に

お
い

て
は

、
計

5
回

の
研

修
を

実
施

し
、

延
べ

3
4
人

が
参

加
し

て
い

る
。

（
注

）
　

当
省

の
調

査
結

果
に

よ
る

。

郡
上

市

四
万

十
町

道
府

県
・
市

町
村
名

熊
本

県

高
知

県

森
林

施
業

に
関

心
の

低
い
森

林
所

有
者

を
自

伐
林

家
に
育

成
す
る
た
め
、
チ
ェ
ン
ソ
ー
等

を
用

い
た
間

伐
の

基
本

的
な
技

術
指

導
を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

2
市

町
村

）

小
規

模
な
自

伐
林

家
等

を
対

象
と
し
て
協

議
会

を
設

立
し
、
当

該
協

議
会

に
登

録
し
た
会

員
に
安

全
講

習
の

実
施

や
作

業
道

の
開

設
方

法
な
ど
技

術
指

導
を
実

施
し
て
い
る
例

（
1
道

府
県

）

道
府

県
・
市

町
村
名




